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平 成 2 1 年 ２ 月 1 9 日 ( 木 曜 日 )

午前 10時０分開会

出 席 議 員（44名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）
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◎ 開 会

○坂口博美議長 これより平成21年２月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員43名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

◎ 会議録署名議員指名

○坂口博美議長 会議録署名議員に、徳重忠夫

議員、外山良治議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○坂口博美議長 まず、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、丸山裕次郎委員長。

○丸山裕次郎議員〔登壇〕 御報告いたしま

す。

去る２月12日、閉会中の議会運営委員会を開

き、本日招集されました平成21年２月定例県議

会の会期日程等について協議いたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は62

件、報告１件であります。議案の内訳は、当初

予算案18件、補正予算案12件、条例16件、予

算、条例以外16件であります。

これら提出議案の内容等を踏まえ、当委員会

において慎重に審査をいたしました結果、会期

については、本日から３月18日までの28日間と

決定いたしました。議事日程は、お手元に配付

しております日程表のとおり取り進めることで

確認いたしております。

今期定例会は、２月25日から３日間の日程で

代表質問、３月２日から３日間の日程で一般質

問を行います。代表質問については、質問人数

を６名とし、質問順序及び質問時間は、自由民

主党120分以内、社会民主党55分以内、愛みやざ

き50分以内、民主党45分以内、公明党45分以内

といたします。次に、一般質問については、質

問人数を14名以内とし、質問順序は24日の通告

締め切り後に行う抽せんにより決定いたしま

す。質問時間は１人30分以内とします。以上の

とおり、質問については確認決定いたしたとこ

ろであります。

一般質問終了後、議案・請願の所管常任委員

会への付託を行います。まず、３月５日、６日

の２日間で各常任委員会を開催していただき、

付託された議案のうち補正予算及び補正関連議

案を審議の上、３月９日の本会議で各常任委員

長の審査結果報告をお願いいたします。その

後、３月10日から13日の間で、同じく委員会に

おいて当初予算及び当初関連議案を審査の上、

最終日に議案・請願の審査結果報告をお願いい

たします。また、同じく最終日に、今年度設置

しております４特別委員会の調査結果報告をお

願いいたします。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

議員各位におかれましては、円滑な議会運営

に特段の御協力をいただきますようお願いいた

します。

以上で当委員会の報告を終わります。〔降

壇〕

○坂口博美議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○坂口博美議長 会期についてお諮りをいたし

ます。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

平成21年２月19日(木)
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員長の報告のとおり、本日より３月18日まで

の28日間とすることに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第62号まで上程

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より議案第１号から第62号までの各号

議案の送付を受けましたので、これらを一括上

程いたします。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで知事に、今後の県政運

営についての所信及び議案の提案理由説明を求

めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成21年２

月定例県議会の開会に当たりまして、今後の県

政運営について私の所信の一端を申し述べます

とともに、平成21年度の予算案並びにその他の

議案について、その概要を御説明申し上げま

す。

私は、知事就任以来、「県民総力戦による県

づくり」を基本理念として、「宮崎をどげんか

せんといかん」との思いで、粉骨砕身、全身全

霊をもって県政運営に取り組んでまいりまし

た。この間、まさに県政を刷新すべく抜本的な

県政改革を進めるとともに、「ピンチをチャン

スに変える」「無から有を生む」という逆転の

発想で、宮崎のよさを国内外に積極的にＰＲし

てまいりました。

こうした取り組みの結果、いわば県政のマイ

ナス面を着実にプラスへと転じるとともに、宮

崎牛やマンゴーなどすぐれた県産品が全国に知

られるところとなり、県外からの観光客数が増

加に転じるなど、今や全国に宮崎ブームが広が

り、宮崎県のイメージを向上させることができ

たのではないかと感じております。これも、県

議会を初め県民の皆様の温かい御理解と御協力

によるものでありまして、この機会に改めて心

から感謝を申し上げたいと思います。

さて、時代は今、大きな転換期にありま

す。100年に一度と言われる世界的な経済・金融

危機の中、我が国経済は急速に悪化しており、

本県でも経済や雇用に対する不安が広がるな

ど、先行きが極めて不透明な状況となっており

ます。一方で、本県は、経済・雇用対策を初

め、中山間地域対策や医師確保対策などの緊急

を要する課題、さらには、長年の懸案である高

速道路の建設促進や産業振興など、さまざまな

課題を抱えております。

私は、このような本県を取り巻く厳しい現状

を十分認識し、任期４年の折り返し点となるこ

としを、「転」の年と位置づけることといたし

ました。起承転結の「転」であります。すなわ

ち、今を「転機」ととらえ、旧態依然としたス

タイルを「転換」し、山積する諸課題一つ一つ

が「好転」するよう、新たな展開を図ってまい

りたいと考えております。

例えば、全国有数の日照時間に恵まれたこの

宮崎において、太陽光発電に代表される新エネ

ルギーの活用は、地球温暖化問題が世界的な重

要課題となる中にあって、まさに本県の進むべ

き方向であります。また、このたびの経済・金

融危機で、輸出産業に多大な影響が生ずる一

方、本県の基幹産業である農業の意義や価値は

改めて見直されており、認定農業者や農業法人

の育成確保、企業参入の促進等によって、本県

平成21年２月19日(木)
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農業のさらなる活性化を図ることも重要であり

ます。

さらに、昨年来の社会経済情勢を踏まえる

と、これからの我が国は、石油に頼り過ぎな

い、国外からの輸入食料に頼り過ぎない、経済

発展の基盤を輸出に頼り過ぎない国家を目指す

べきと考えております。産業構造を変えること

が、我が国の未来を切り開く一つの重要なかぎ

であり、豊かな自然環境に恵まれた食料供給基

地である本県こそ、そのフロントランナーにな

り得るものと考えております。本県には高い潜

在能力があります。私たちが県民総力戦で英知

を集めて取り組めば、おのずと道は開かれま

す。宮崎から日本を変えていく、宮崎の元気で

日本を元気にしていく。私たちはそうした気概

を大切にしようではありませんか。

確かに、我が国社会を閉塞感が覆い、多くの

国民が生活に不安を覚える状況であります。私

自身、県内各地に出向き、多くの県民の方々と

お話をし、その思いを承ってまいりました。中

山間地域では、作物の収穫に励む地域の方々か

ら有害鳥獣についての悩みを、座談会の席上で

は、小さなお子さんを持つお母さんたちから小

児医療充実の訴えを、また、町なかの催しで

は、老若男女を問わず多くの皆さんから働く場

を求める願いを承るなど、行く先々で実に多く

のさまざまな思いを直接お聞きしました。いず

れも切々たる思い、心の叫びでありました。そ

のたびごとに、改めて「どげんかせんといか

ん」と思い、こうした方々が心安らかに暮らせ

るよう、温かい、血の通った、行き届いた行政

サービスを必ずや皆様のもとにお届けしたいと

念じてまいりました。私は、県民の皆様が心か

ら安心できる、満足できる、納得できる、新し

い行政の形というものを皆様とともに紡いでい

きたいと考えております。

まだまだ未熟ではありますが、これまでの２

年間の経験の上に立って、県民の皆様が希望の

持てる新しい宮崎の実現を目指して、引き続

き、一意専心、堅忍不抜の精神で取り組んでま

いりますので、県議会を初め、県民の皆様のよ

り一層の御理解と御協力を改めてお願い申し上

げます。

次に、エコクリーンプラザみやざき問題につ

いて御報告いたします。

この問題につきましては、去る１月14日に外

部調査委員会の調査報告書が発表されて以降、

浸出水調整池の補強工事の費用負担に関する関

係市町村との協議を鋭意進めております。その

中で、さらなる真相究明や責任の所在の明確化

を求める声が強く、県でも、その端緒の一つと

して刑事告発を行う考えであることを表明した

ところであります。また、この補強工事につき

ましては、２月３日に入札が行われ、現在、着

工に向けて準備が進められております。県とい

たしましても、今後、工事が円滑に進むよう、

積極的に支援していくこととしております。

それでは、平成21年度の予算編成について御

説明申し上げます。

平成21年度予算につきましては、「財政改革

の着実な実行」「「新みやざき創造戦略」等に

基づく重点施策の推進」及び「役割分担等を踏

まえた見直し・県民総力戦による実行」の３つ

の柱を基本方針として編成を行ったところであ

ります。

具体的には、まず、拡大傾向にある収支不足

をできるだけ圧縮し、基金の取り崩しに頼らな

い、持続性のある財政構造へ転換していくこと

が喫緊の課題でありますので、引き続き、行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムを着実に
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実行することを最重要事項として取り組むこと

といたしました。

そのような中で、本県が抱える政策課題に積

極的に対応するため、新みやざき創造戦略等に

基づく施策のうち、平成21年度重点施策である

「雇用創出・就業支援対策」「中山間地域対

策」「子育て・医療対策」及び「環境エネル

ギー対策」について、重点的な措置を講ずるこ

ととしたところであります。また、すべての事

業について、その必要性のほか、各事業主体や

民間等との役割分担のあり方を検証し、ボラン

ティアやＮＰＯなど県民との協働等に積極的に

取り組み、県民総力戦による施策の推進を図る

ことといたしました。

以上の３つの基本方針に基づきまして、平

成21年度予算を「未来へつむぐ 新みやざき展

開予算」と位置づけ、厳しい社会経済情勢のも

とにあっても未来への確かな礎を築くため、選

択と集中の理念のもと、重要施策に積極的に取

り組むこととしたところであります。また、現

下の厳しい情勢に配慮し、平成20年度補正予算

と一体となった、切れ目のない経済・雇用対策

の確保に努めたところであります。

この結果、平成21年度当初予算案は、一般会

計5,625億3,800万円、特別会計71億6,841万円、

公営企業会計404億3,587万5,000円となり、一般

会計につきましては、前年度の当初予算額と比

較して0.6％の増となったところであります。

なお、一般会計の歳入財源といたしまして

は、県税874億8,000万円、地方交付税1,689

億1,500万円、国庫支出金838億9,315万4,000

円、県債905億1,680万円、その他1,317億3,304

万6,000円を充当することといたしております。

次に、平成21年度重点施策の概要及び主な新

規・重点事業について御説明申し上げます。

まず、４つの重点施策の概要についてであり

ます。

第１点目は、「雇用創出・就業支援対策」で

あります。

全国的な景気後退の中、本県の雇用情勢は、

有効求人倍率が全国に比べて大きく下回るなど

非常に厳しい状況にあり、働く場の確保や就業

支援の対策が急務となっていることから、１次

・２次・３次産業全般において雇用・就業の促

進を図ってまいります。

まず、企業誘致につきましては、大規模工業

団地を整備する広域市町村を支援するため、無

利子の貸付金制度を創設することといたしまし

た。

また、障がい者の雇用促進につきましては、

発達障がい者の特性に応じた就労訓練方法を確

立するため、新たなモデル事業に取り組んでま

いります。

林業関係では、次代を担う林業就業者の確保

育成を図るため、若年層や異業種からの就業希

望者を対象にした就業相談会を実施するほか、

新規就業者の定着を促進するため、新たに奨励

金を交付することといたしました。

建設産業対策としましては、建設投資の大幅

な減少等に加え、景気後退の長期化及び深刻化

が懸念されることから、引き続き、技術と経営

にすぐれた建設業者が伸びていける環境づくり

を進めるとともに、大変厳しい経営環境にある

建設産業を初めとする中小企業者の資金調達を

円滑にし、経営基盤強化や新分野進出など、

ニーズに応じたきめ細やかな支援を行ってまい

ります。

第２点目は、「中山間地域対策」でありま

す。

中山間地域は、人口の減少や高齢化の進行等
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により地域活力が低下しており、地域によって

は維持・存続が危ぶまれる集落も見られるな

ど、大きな課題を抱えております。このため、

「集落の活性化」「日常生活の維持充実」及び

「産業の振興」を対策の柱として、短期的・中

長期的施策を総合的に展開してまいります。

集落の活性化としましては、ボランティアに

よる「中山間盛り上げ隊」を組織し、隊員の派

遣により、中山間地域の各種活動の維持・存続

を支援するとともに、都市と中山間地域との人

的交流を促進するほか、県職員を中山間地域の

町村役場に常駐させ、町村職員や地域住民と一

体となって地域活性化に取り組んでまいりま

す。また、祭りやイベントなど個性あふれる地

域の魅力を「一村一祭」として県内外に積極的

にアピールするほか、市町村と地域住民による

地域づくりへの取り組みを、ハード・ソフト両

面で支援してまいります。このほか、中山間地

域の日常生活の維持充実、産業の振興につきま

しても、引き続き諸施策の充実を図ってまいり

ます。

植栽未済地対策につきましては、水資源の涵

養や山地災害防止等、森林の有する公益的機能

の低下を防止するため、植栽未済地を解消する

ことを目指すとともに、新たな植栽未済地の発

生を抑制するため、計画的な再造林を推進する

など、引き続き総合的な対策を講じてまいりま

す。

第３点目は、「子育て・医療対策」であります。

子育て支援につきましては、だれもが安心し

て子供を生み、育てられる社会づくりを推進す

るため、保育サービスや母子保健医療体制の充

実、乳幼児医療費助成による子育て家庭の負担

軽減などの取り組みのほか、地域における子育

て支援活動への県民の参画を促進するなど、社

会全体で子育てを応援する機運の醸成に努めて

まいります。また、私立幼稚園及び保育所の耐

震化を促進するため、耐震診断に要する経費に

ついて助成を行うことといたしました。

医療対策としましては、県内での医師の地域

偏在や、小児科など特定診療科の医師不足が大

きな課題となっていることから、引き続き、小

児科医を初め、さらなる医師確保対策に努めて

まいります。このため、医師修学資金の貸与や

研修医の受け入れなど、引き続き、地域医療の

現場を支える医師の安定的な育成・確保に取り

組んでまいります。また、救急医療の利用の適

正化や、女性医師等の離職防止・復職支援に向

けた新たな取り組みなど、地域医療提供体制の

充実に向けた施策の強化を図ることといたしま

した。

第４点目は、「環境エネルギー対策」であり

ます。

地球温暖化対策は、本県においても取り組ま

なければならない緊急の課題であり、人と自然

が共生する社会や脱石油化に向けて、本県の特

性を生かした環境に優しい新エネルギー等の普

及促進を図ってまいります。

まず、太陽光発電につきましては、「メガ

ソーラーの誘致」「住宅用太陽光発電システム

の普及」及び「太陽電池産業の集積」を今後の

取り組みの柱とし、本県がソーラーフロンティ

アとして太陽光発電の拠点となるよう、積極的

に取り組んでまいります。特に、住宅用発電シ

ステムの普及率全国１位を目指して、低利の融

資制度を創設することといたしました。

また、農林業分野におけるバイオマス資源の

有効活用を促進するほか、近年の重油価格高騰

を受け、高コスト構造に陥っている施設園芸の

振興を図るため、省エネ化や新エネルギーへの
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転換、作型の変更などの対策を総合的に実施

し、持続的生産が可能な、環境に優しい脱石油

型農業への転換を推進してまいります。

次に、これら４つの重点施策のほかに、新み

やざき創造戦略に係る主な新規・重点事業を御

説明申し上げます。

「郷土の宝『宮崎人』づくり」戦略の関係で

は、本県中等教育の一層の充実・向上を図るた

め、新たに北諸県地区に設置する中高一貫教育

校の平成22年４月開校に向けた準備を進めてま

いります。

また、特別支援学校の小学部から高等部ま

で、それぞれの地域で一貫した教育を実施する

ために、未設置の４校に高等部を設置すること

とし、計画的に整備を進めてまいります。

さらに、延岡地区の３つの特別支援学校を統

合し、延岡西高校跡地に複数の障がいに対応で

きる新たな総合特別支援学校を整備することと

し、基本・実施設計に取り組むことといたしま

した。

なお、本年10月には、第22回全国スポーツ・

レクリエーション祭「スポレクみやざき2009」

が本県で開催されます。本大会は、４日間で延

べ約12万人の参加が見込まれ、国民の生涯を通

じたスポーツ・レクリエーション活動の振興を

図る上で大変意義深い大会でありますので、ぜ

ひとも成功させるとともに、全国に向けて宮崎

のすばらしさをＰＲしたいと考えております。

「成熟社会における豊かな暮らし」戦略の関

係では、ともに支え、助け合う地域福祉を推進

するため、市町村の取り組みや、地域福祉コー

ディネーターを中心とした民間の取り組みを支

援してまいります。

また、新型インフルエンザの発生に備え、感

染防護具や抗インフルエンザウイルス薬等の備

蓄を進め、医療従事者への感染防止や、県民へ

の医療提供体制の確保を図ってまいります。

地域安全対策では、日向警察署の新庁舎建設

に向け、基本・実施設計に取り組むことといた

しました。

地球温暖化対策では、レジ袋の有料化に取り

組み、その使用を抑制することにより、二酸化

炭素の排出量削減に努めてまいります。

「『経済・交流』拡大」戦略の関係では、食

や観光、文化など本県のすぐれた魅力を積極的

にアピールするほか、県産品の定番・定着化と

販路拡大を図るため、官民一体となった総合的

な取り組みを推進してまいります。

また、農商工連携の全県的な推進体制を確立

し、本県の豊富な農林水産資源を活用した新商

品・新サービスの開発や新たな生産技術の開

発、販路開拓などの取り組みを支援してまいり

ます。

中小企業金融対策では、今年度１月補正予算

で150億円に拡大した「セーフティネット貸付」

の融資枠を200億円に拡大するほか、保証料を軽

減するなど、厳しい経営環境にある県内中小企

業のニーズに応じた支援を行ってまいります。

また、本県自動車関連企業のさらなる取引拡

大を目指して、県内企業の新技術や新工法など

を、トヨタ自動車を初め関係企業に直接ＰＲす

るための展示商談会を開催することといたしま

した。

物流対策では、陸上トラック輸送から海上輸

送または鉄道輸送にシフトする貨物の量に応じ

て助成を行うことにより、モーダルシフトを推

進し、本県物流の効率化を図ってまいります。

次に、予算関係以外の議案について御説明申

し上げます。

議案第19号「宮崎県立病院事業の設置等に関



- 10 -

平成21年２月19日(木)

する条例の一部を改正する条例」は、県立宮崎

病院に新たに県立宮崎病院精神医療センターを

設置することに伴い、県立富養園を廃止するた

めの条例の改正であります。

議案第26号は、宮崎県土地開発基金の廃止に

伴い、「宮崎県土地開発基金条例」を廃止する

ための条例の制定であります。

議案第39号から第41号までは、宮崎県高齢者

保健福祉計画外２件の県計画の変更について、

「宮崎県行政に係る基本的な計画の議決等に関

する条例」の規定に基づき、議会の議決に付す

るものであります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

次に、別冊にて同時提案しております平成20

年度補正予算案及びその他の議案について、そ

の概要を御説明申し上げます。

今回の補正予算案は、公共事業費等の国庫補

助の決定に伴うもの、その他必要とする経費に

ついて措置することといたしました。補正額

は、一般会計減額193億449万8,000円、特別会計

減額５億2,113万3,000円であります。この結

果、平成20年度の一般会計歳入歳出予算規模

は5,533億7,082万6,000円となります。主なもの

としては、高千穂鉄道株式会社の清算に伴い、

高千穂町が管理していた経営安定基金の残額１

億1,400万円余を、宮崎県高千穂線鉄道施設整理

基金に積み立てるものであります。

以上、補正予算の概要について御説明申し上

げましたが、これに要します一般会計の歳入財

源は、県税18億1,50 0万円、地方交付税21

億4,491万円、国庫支出金減額109億6,274万円、

繰入金減額61億8,225万9,000円、県債減額45

億8,620万円、その他減額15億3,320万9,000円で

あります。

次に、平成20年度予算の翌年度への繰り越し

についてでありますが、公共事業等について、

国庫補助決定が年度後半になったこと及び用地

買収に日時を要したことなどの事情から、歳入

歳出予算を翌年度に繰り越して執行するもので

あります。

次に、特別議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第54号から第56号までは、日南市、南那

珂郡北郷町及び南那珂郡南郷町の合併に伴い、

行政機関の所管区域等に関する規定の整備を行

うための条例の改正であります。

議案第58号小林市と西諸県郡野尻町の廃置分

合は、両市町の議会において、野尻町を廃し、

その区域を小林市に編入する旨の議決が行われ

たことを踏まえ、地方自治法の規定に基づき、

議会の議決に付するものであります。

議案第59号及び第60号は、一般国道325号地域

連携推進事業河内大橋上部工工事外１件の工事

請負契約の締結または変更について、「議会の

議決に付すべき契約に関する条例」の規定に基

づき、議会の議決に付するものであります。

その他の議案につきましては、説明を省略さ

せていただきます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせします。

明20日から24日までは、議案調査等のため本

会議を休会いたします。

次の本会議は、25日午前10時開会、代表質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時32分散会



２月25日（水）



平 成 2 1 年 ２ 月 2 5 日 ( 水 曜 日 )

午前 10時０分開議

出 席 議 員（44名）
5番 武 井 俊 輔 （愛みやざき）

6番 西 村 賢 （ 同 ）

7番 川 添 博 （無所属の会）

8番 河 野 安 幸 （自由民主党）

9番 山 下 博 三 （ 同 ）

10番 黒 木 正 一 （ 同 ）

11番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

12番 坂 口 博 美 （ 同 ）

13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

14番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 濵 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）

37番 中 野 一 則 （ 同 ）

39番 井 上 紀代子 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

40番 権 藤 梅 義 （ 同 ）

41番 長 友 安 弘 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 東国原 英 夫

副 知 事 河 野 俊 嗣

県 民 政 策 部 長 丸 山 文 民

総 務 部 長 山 下 健 次

福 祉 保 健 部 長 宮 本 尊

環 境 森 林 部 長 髙 柳 憲 一

商工観光労働部長 高 山 幹 男

農 政 水 産 部 長 後 藤 仁 俊

県 土 整 備 部 長 山 田 康 夫

会 計 管 理 者 長 友 秀 隆

企 業 局 長 日 髙 幸 平

病 院 局 長 甲 斐 景早文

財 政 課 長 西 野 博 之

教 育 委 員 長 大 重 都志春

教 育 長 渡 辺 義 人

警 察 本 部 長 相 浦 勇 二

代 表 監 査 委 員 城 倉 恒 雄

人事委員会事務局長 大 野 俊 郎

事務局職員出席者

事 務 局 長 石野田 幸 蔵

事 務 局 次 長 弓 削 孝 幸

総 務 課 長 田 原 新 一

議 事 課 長 富 永 博 章

政 策 調 査 課 長 桑 山 秀 彦

議 事 課 長 補 佐 孫 田 英 美

議 事 担 当 主 幹 日 髙 賢 治

議 事 課 主 査 山 中 康 二

議 事 課 主 査 隈 元 淳 二
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◎ 議案第63号から第72号まで追加上程

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は代表質問でありますが、お手元

に配付のとおり、知事より議案第63号から議案

第72号までの送付を受けましたので、これらを

日程に追加し、議題とすることに御異議ござい

ませんか。〔巻末参照〕

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定をいたしました。

◎ 知事提案理由説明

○坂口博美議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 ただいま提

案いたしました議案の概要について御説明申し

上げます。

初めに、補正予算案についてであります。

国におきましては、生活対策及び生活防衛の

ための緊急対策を受けた補正予算が１月27日に

成立したところであります。本県といたしまし

ては、国の取り組みに先立ち、１月補正予算に

おいて、公共事業を中心に幅広い分野にわたっ

て経済・雇用緊急対策を展開しているところで

ありますが、今般、さらに国に呼応した補正予

算を編成し、さきに提案しております平成21年

度当初予算と一体的に実施することにより、切

れ目のない対策を講じることとしたところであ

ります。

まず、議案第63号「平成20年度一般会計補正

予算（第５号）」であります。補正額は215

億5,562万7,000円であります。この結果、平

成20年度の一般会計歳入歳出予算規模は5,749

億2,645万3,000円となります。その主なものと

しては、国からの臨時的な交付金をもとに新た

に設置する宮崎県地域活性化生活対策基金ほか

５つの基金、及び既存の１基金への積み立ての

ほか、介護福祉士等の養成・確保を図るための

修学資金の貸与など、いずれも国の補正予算に

関連するものであります。なお、これに要しま

す一般会計の歳入財源は、国庫支出金21 1

億5,928万9,000円、繰入金３億9,633万8,000円

であります。

次に、議案第72号「平成21年度一般会計補正

予算（第１号）」であります。補正額は23

億9,928万1,000円であります。この結果、平

成21年度の一般会計歳入歳出予算規模は5,649

億3,728万1,000円となります。今回の補正は、

ただいま御説明いたしました基金を活用し、県

及び市町村において、雇用・就業機会の創出を

図るための経費を措置するものであります。そ

の主なものとしては、緊急雇用創出事業臨時特

例基金を活用するものが13事業の９億円余、ふ

るさと雇用再生特別基金を活用するものが14事

業の14億8,000万円余であります。

以上、平成21年度一般会計補正予算の概要に

ついて申し上げましたが、これに要します一般

会計の歳入財源は、財産収入1,245万円、繰入

金23億8,683万1,000円であります。

次に、特別議案の概要についてであります。

議案第64号から第67号、議案第69号及び第70

号は、宮崎県地域活性化・生活対策基金ほか５

つの基金の設置について、地方自治法の規定に

基づき条例を制定するものであります。

議案第68号「宮崎県障害者自立支援対策臨時

特例基金条例の一部を改正する条例」は、国の

補正予算において、本基金を延長し積み増すた

平成21年２月25日(水)
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めの交付金が措置されたことから、失効期限の

延長や対象事業の追加等を行うための条例の改

正であります。

議案第71号は、主要地方道稲葉崎平原線道路

受託事業安賀多橋上部工工事の請負契約につい

て、議会の議決に付すべき契約に関する条例の

規定に基づき、議会の議決に付するものであり

ます。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願い申し上げます。〔降壇〕

○坂口博美議長 知事の説明は終わりました。

◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまから代表質問に入り

ます。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

代表質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、自由民主党、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。自民党の中村幸一でありま

す。自民党を代表して、ただいまから代表質問

をさせていただきます。

まずは、知事、教育長にお礼を申し上げたい

と思います。第１は、泉ヶ丘高校に中高一貫教

育校が平成22年４月に開校することになったこ

とであります。五ヶ瀬の中高一貫教育校ができ

たときに、私ども都城あるいは県南の議員は、

こぞって、県南にも中高一貫教育校をつくるべ

きということを申し上げておりました。おくれ

ばせながら、やっと取り上げていただきました

ことに感謝申し上げたいと思います。

それから、特別支援学校高等部設置事業であ

ります。知事や教育長に、お母さん方あるいは

父兄の皆さんと何回となく陳情にお伺いをいた

しました。父兄の、お母さん方の切実な願いを

早速実現していただき、22年度から、みなみの

かぜ支援学校、都城きりしま小林支援学校、日

向ひまわり支援学校、児湯るぴなす支援学校

と、順次高等部を設置することになりました。

スピード感を持って対処していただいたことに

厚く御礼を申し上げる次第であります。きょう

はまた、ここで見ますと、支援学校の皆さん方

もお見えになっております。心からお喜びのこ

とと思います。

通告に従い、順次質問をさせていただきま

す。

初めに、知事の政治姿勢についてでありま

す。

さて、アメリカでは１月20日、民主党のオバ

マさんが44代アメリカ大統領に就任されまし

た。昨年11月定例議会の一般質問で私は、アメ

リカの民主党政権下では、日本は、過去、本当

に理不尽な目に遭ってきているということを申

し上げました。さて、オバマ政権は今後、対日

外交をどのようなスタンスで来るのか、非常に

気にかかります。今月16、17日、クリントン長

官が世界の中で一番最初に我が日本にやってま

いりました。オバマ大統領と選挙戦を戦ってい

るときの厳しい顔と違って、あの柔和な顔を見

ましたときに、クリントンさんのしたたかさ、

アメリカ外交のしたたかさを強く感じたところ

でありました。私は、クリントン長官が夫であ

る元大統領のように頭越しの中国外交をせず

に、まず日本に来たということ、そして24日に

麻生総理大臣とオバマさんとの会見をセットし

たということは、これは容易ならぬことになっ

たなと思ったところであります。このようなお

平成21年２月25日(水)
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土産を持ってきて、麻生総理と会わせた上で応

分の対価を払わせるんじゃなかろうかと思った

ことでありました。この辺まで書いておって、

まさしく、そのとおりでありました。日本側か

らはアメリカと重層的な関係を築くということ

と、アフガニスタン、パキスタンについては応

分の支援をしてほしいということでありまし

た。特にアフガニスタンにつきましては、イン

フラの整備等もやっていただきたいということ

をオバマさんが言っております。日本のお人よ

し外交、また、のうてんきな外交で、したたか

にアメリカが圧力をかけてくるのではないかと

いうふうな気がしております。知事はアメリカ

のオバマ政権に対してどのように感じていらっ

しゃるか、まずお伺いをいたしておきます。

先日、ある家庭を訪問したところ、後でお見

せしますが、山中貞則先生の「ことだま」とい

う小冊子が飾ってありました。山中先生は25歳

で鹿児島県議、６年後、31歳で衆議院議員に当

選された方で、大臣経験とともに、税制調査会

最高顧問として有名でありました。また、消費

税導入も山中先生でありました。病に倒れなけ

れば当然総理になっておられたでしょう。平成

３年の後援会―平成３年といいますと、ちょ

うど私が県議に当選したときでありますが―

そのときに、このようなことが後援会誌の冒頭

のところに書いてあります。「さて、現在の日

本の政界の状態を何とお考えでしょうか。はっ

きり言って、何とだらしない姿であるか。「こ

のばかども」と大声で叫びたい。「政治は最高

の道徳である」と私は言い続けている。このま

ま推移すれば、自民党の国会議員たちは、想像

もできない、国民の厳しい鉄槌を受け、政権を

失う羽目に至る」、こう書いてあります。平成

３年でありますから、細川内閣に移行したと

き、そしてこのとき、今の事態までも予見され

ていたのではないかなというふうに思うわけで

あります。また、息子さんがいらっしゃったん

ですが、自分の息子に禅譲せずに、後継者を指

名してこの世を去られました。

今、日本の国会の様相は目を覆うものがあり

ます。日本人のために、日本の国のために、日

本をどうすべきか論ずることなく、ただただ政

権交代だけの賛成反対、本当に嘆かわしい限り

であります。策を打とうにも打てない状況にあ

ります。今すぐ手を打たなければならないこと

もあります。それすらできません。

例えば、無政府状態が続くアフリカ東部のソ

マリア海域周辺に海賊が出没して、2008年には

前年比2.5倍の111件の海賊事件が起きました。

日本関係の船舶も年間2,000隻がここを航行して

おりまして、まさしく日本の生命線でありま

す。そして、2008年、日本の船舶３隻が被害に

遭いました。現在、10カ国以上が国連の呼びか

けによって軍艦等を派遣しているのであります

が、日本は、いまだに派遣に至っておりませ

ん。２月22日の新聞では、海賊行為への対処等

に関する法案を３月上旬に国会に提出すること

になっております。新法では、保護の対象は日

本の船舶はもとより外国船を含めた全船舶。正

当防衛や緊急避難、海賊行為を制止するために

武器使用を容認する。集団的自衛権も容認され

たわけであります。ごく当たり前のことが決ま

りそうでありますが、このような自国の国益を

守るための行動に反対する、どこかの党首もお

るわけでありますから、何とこの国は狂ってい

るのであろうかとしか言いようがありません。

２世、３世の坊ちゃん政治家が本当に日本をお

かしくしているのではないか、このように思い

ます。現在の国政について、知事はどのような
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見解をお持ちか、お伺いをしたいと思います。

知事が４年の任期を折り返されました。全国

に宮崎をアピールした効果は、まことに大であ

ります。今後は、この宮崎ブームを一過性で終

わらせず、定着させることが重要であります。

知事は定例記者会見などの場で、任期３年目を

起承転結の「転」と位置づけて県政運営を行う

という旨の発言をされました。「転」という言

葉を聞くと、まさか転身の「転」、またぞろ国

政への「転」じゃないかと勘ぐってしまいま

す。11月定例議会で私は知事に、「チャンスが

あれば県民に説明責任をして国政に行けばいい

じゃないですか」、このように申し上げまし

た。しかし、これは今回、取り下げたいと思い

ます。なぜならば、今度解散が行われ、どのよ

うな政権になるかわかりませんが、短命である

でしょう。安保問題、普天間基地、消費税、こ

のようなことが噴出したら、まさしく新しい政

権は一発で吹っ飛ぶでしょう。政界再編が行わ

れたときに、チャンスが知事にめぐってくると

思うので、今はひたすらに県政に打ち込み、転

身でなく、宮崎県を好転させるの「転」にして

ほしいと思いますが、知事の見解をお聞かせく

ださい。

次に、平成21年度の予算編成についてであり

ます。

100年に一度と言われる世界的恐慌の中で、本

県の雇用・経済対策等、景気対策重視の予算編

成で８年ぶりの増額予算であります。一般会

計5,625億3,800万円、雇用創出等の対策に新規

・改善15事業に34億円を充てております。そし

て、財政課所管の４基金から240億円余を取り崩

して、09年度末の基金残高が161億円余に減少す

ることになる厳しい予算編成になっておりま

す。今回、代表質問でもあり、予算を丹念に調

査させていただきました。執行部の努力を高く

評価するものであります。そこでお伺いします

が、一番腐心した予算の内容はどこであった

か、知事にお尋ねをいたします。

以上、壇上からの質問を終わり、後は質問者

席から質問させていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

オバマ政権についてであります。不安定な世

界秩序、世界的な金融危機と景気後退など、ま

さに問題山積、大変な難局にありまして、アメ

リカのみならず世界のかじ取りを担う困難さ

は、想像を絶するものであります。そうした中

で、オバマ政権にあっては、当面の最優先課題

である景気対策法案を成立させるなど、着実に

取り組みを進めておられます。今後は、国際社

会の平和と安定や、国際経済・金融システムの

安定化等について、我が国に対し相応の役割分

担を求めてくるのではないかと考えておりま

す。これから世界は多極化に向かうでしょう

が、世界経済におけるアメリカの存在感は、ま

だまだ大きいものがあります。我が国経済、ひ

いては本県経済の回復を図る上でも、アメリカ

経済の動向は大きな関心事でありますことか

ら、オバマ大統領による政権運営に注目してい

るところであります。

続きまして、国政についてであります。現在

の国政の状況は、国民不在、混迷のきわみにあ

り、国会の議論が膠着化している間に、景気や

雇用はますます悪化している状況であります。

各政党が、自己の利益やお互いの立場、メンツ

ばかりを前面に出し、不毛な主張を繰り返して

いる場合ではなく、また不適切な言動により、

これ以上、政治に対する国民の期待を損ねては
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ならないと考えております。国政を担う方々に

は、まじめに働く、誠実に暮らす国民のことを

まず第一に考え、与党と野党の枠を超えて協力

すべきは協力し合って、国政を進めていってい

ただきたいと思っております。

続きまして、起承転結の「転」についてであ

ります。御案内のとおり、私は、本県を取り巻

く厳しい現状を十分認識し、任期４年の折り返

し点となることしを、「転」の年と位置づける

ことといたしました。すなわち、今を「転機」

ととらえ、旧態依然としたスタイルを「転換」

し、山積する諸課題一つ一つが「好転」するよ

う、新たな展開を図ってまいりたいと考えてお

ります。これまでの２年間の経験の上に立ち、

県民の皆様が希望の持てる、新しい宮崎の実現

を目指して、引き続き、全力で取り組んでまい

りたいと考えております。

予算編成についてであります。平成21年度予

算の編成におきましては、雇用創出・就業支援

対策などの４つの施策を中心に、重点的な措置

を講ずることとしたところでありますが、その

過程においては、やはり財政規律の保持との調

和をいかに図るかという点が最重要課題であり

ました。収支不足額は、県税収入の落ち込みや

社会保障関係費の増などにより、さらに拡大す

るなど、厳しい財政状況でありましたが、行財

政改革大綱2007の財政改革プログラムに基づ

き、さらなる事務事業の見直しや歳入の確保等

に取り組むなど、財源捻出に努めたところであ

ります。結果として、財政調整のための基金か

ら約240億円を取り崩しての予算編成となりまし

たが、現下の厳しい経済・雇用情勢への対応な

ど、本県が直面する喫緊の課題に積極的に取り

組むための予算を編成することができたものと

考えております。〔降壇〕

○中村幸一議員 次に、雇用対策としてのワー

クシェアリングについてであります。

宮崎労働局の調査では、県内で昨年10月から

今年３月までに失業または失業する見通しの非

正規労働者数が1,530人にも上ると言われており

ます。そのような中で、今、仕事を分け合って

雇用を創出するワークシェアリングが各企業や

労働団体で検討されております。また、橋下大

阪府知事は、府と43市町村で、ワークシェアリ

ングの導入によって職員の残業時間を短縮し、

不要になった残業手当を新規雇用約4,000人分の

財源に充てるということを提案されています。

雇用の確保を図るとともに、企業に対してもワ

ークシェアリングを進めるように指導する考え

はないか、商工観光労働部長にお伺いをいたし

ます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

御質問ございましたように、本県の雇用情勢は

非常に厳しい状況にございまして、働く場の確

保とか就業支援の対策が急務となっておりま

す。このため県といたしましては、宮崎労働局

と共同で、雇用確保につきまして事業主団体に

要請を行いますとともに、助成率等の拡充され

ました雇用調整助成金の積極的な活用につきま

して周知を図るなど、働く場の確保や就業支援

に努めているところでございます。

ワークシェアリングにつきましては、雇用の

維持創出の観点から、有効な手法の一つである

と言われておりますけれども、労使双方の理解

と合意が不可欠であるということなど、さまざ

まな議論が国レベルにおいてなされているとこ

ろであります。県といたしましては、今回提案

いたしております、ふるさと雇用再生特別基金

等を活用して、新たな雇用創出に努めますとと

もに、宮崎労働局と十分連携しまして、安定し
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た雇用の確保が図られるように努めてまいりた

いと考えております。

○中村幸一議員 次に、地方分権、道州制を踏

まえた地域振興についてであります。

道州制ビジョン懇談会では、おおむね10年後

に道州制の導入を目指すという中間報告を発表

し、平成21年度中に最終報告を取りまとめる予

定と聞いております。知事は、先日宮崎市で開

催された道州制シンポジウムで対談された折、

「140年前に実施した廃藩置県の面積と人口割り

は、人馬が動く距離、時間というものが物差し

になった」と言われておりました。「情報や交

通の高度化、高速化が飛躍的に発展した現在に

はそぐわない。この統治システムは変えなけれ

ば日本は衰退する。霞が関が司令塔では地域の

ニーズにこたえることはできない」とおっしゃ

いました。私もそのとおりだと思います。明治

維新後140年過ぎた中央集権国家の役割は終わっ

た。今や我が国を取り巻く環境は大きく変わ

り、柔軟性を欠き、制度疲労を起こしておりま

す。明治維新の廃藩置県に匹敵する廃県置州と

も言うべき道州制を導入し、今後、地方ででき

ることは地方がやる。国は外交や防衛などの仕

事に専念する。知事も、就任以来、足かせ手か

せのがんじがらめで、知事とはこんなはずでは

なかったと、違和感を感じておられるのではな

いかと思いますが、知事は地方分権や道州制に

ついてどのように考えておられるか、基本的認

識についてお伺いをいたしておきます。

○知事（東国原英夫君） 今、国民の間に蔓延

する閉塞感を打破するためには、この国のあり

方を根本的に見直す大きな変化が必要ではない

かと考えております。現在の中央集権的な体制

では、例えば福祉施設の設置基準一つをとりま

しても、入所者１人当たり床面積から廊下の幅

に至るまで、国が一律の基準を設定して、事細

かに口を出している現状にあるなど、地方は中

央に、法的にも制度的にもがんじがらめにされ

ており、自由な発想に基づく施策展開が難しい

状況にあります。やはり住民に身近な行政サー

ビスというのは住民の手の届くところで意思決

定され、住民目線で実施されるべきであり、し

たがって、地方分権は、必要ではなく、必然で

あると考えております。このようなことから私

は、中央集権から地方主権にパラダイムシフト

することで、地方にも可能性や、夢・希望と

いったものが出てくるのではないかと考えてお

り、道州制につきましても、地方分権の最終形

と認識し、行政権と立法権と財政権の３つの権

限を兼ね備えた、いわゆる完全自治体たる地方

政府を確立する必要があると考えております。

○中村幸一議員 定住自立圏構想に対する県の

考え方についてお伺いいたします。

国においては、市町村の枠を超えた、より広

い圏域の中で、拠点として役割を担う中心市と

周辺市町村の相互連携により、必要なサービス

を補完し合うことを目指す定住自立圏構想が示

されました。中心市の取り組みに対する包括的

財政措置、年間4,000万円程度、周辺市町村の取

り組みに対する措置として約1,000万円程度が示

され、先行実施団体として本県から、都城市の

広域医療体制の整備と道路整備、延岡市の地域

医療の充実等々、日向市の工業団地造成等々の

取り組みが指定されております。県として、こ

の３地域と周辺地域を支援していかなければな

らないと思いますが、どのような支援策をお持

ちか、知事にお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 今後、少子高齢化や

人口減少が進むことによりまして、市町村単体

では、住民サービスの提供や社会の活力の維持
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が困難になっていくことが予想され、特に医療

や産業振興等については、広域的な対応がます

ます必要になってまいります。このような課題

に対応するため、広域的な圏域の中で、中心市

と周辺市町村との連携により必要なサービスを

補完し合う仕組みとして、定住自立圏構想が打

ち出されましたが、本県では、都城市、延岡

市、日向市が先行実施団体に選定され、現在、

連携の内容等について検討が進められていると

ころであります。この先行実施団体と周辺市町

村に対する国の支援については、昨年末に特別

交付税による財政措置等が示されましたが、県

としましても、中心市の機能や広域的な連携の

あり方について、庁内の研究会を立ち上げ、検

討を行っているところであり、国の動向にも留

意しながら、市町村に対して必要な助言を行う

など、引き続き市町村の取り組みを支援してま

いりたいと考えております。

○中村幸一議員 ３市が先行実施団体に選定さ

れたわけでありますが、この３市に予算を投下

して周辺の市町村も整備しておかないと、道州

制になって、気がついてみれば、宮崎県の周辺

都市だけが取り残されておった、そういうこと

になりかねないと思います。先ほどの答弁で知

事は、必要な助言等を行うような支援をしてま

いりたいということでありましたが、助言は要

りません。助言されたって、市町村にちゃんと

考えはあるわけですから、助言などしないで、

金を下さい。３市とその周辺に、１市５億円ぐ

らいずつ配分して、その周辺地域を整備し直

す、このようなことを考えていかなければなら

ないと思います。多分、その予算措置はどうさ

れますかとおっしゃるでしょうが、公社等の見

直しをすれば15億円ぐらいの金は出てくると、

私は思います。拠点都市構想のときのような支

援策を講じることはできないか、知事に再度お

伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 定住自立圏構想につ

きましては、現在、先行実施団体において周辺

市町村との連携の内容等について検討が進めら

れているところであります。広域的な連携によ

る自立した地域の確立というのは、今後の県づ

くりを考える上で重要なテーマになっておりま

すので、先行実施団体における検討状況を見な

がら、県としてどのような支援ができるのか、

検討してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 私が言っているのは、予算を

出しなさいと。いわゆる道州制になったとき

に、ほかの県は全部、拠点都市ができておっ

て、宮崎県だけほっておいて、基金がなくなる

とかいうようなことをやっておったら、取り残

されますよと言っているんです。金を出す気が

ありますかどうか、聞いております。

○知事（東国原英夫君） どのような内容の検

討課題があるのか、そして定住自立圏がどうい

うようなまちづくり、地域づくりをされていく

のかなども随時勘案しながら、その予算につい

ては検討させていただきたいと思っておりま

す。

○中村幸一議員 ３市とも、どういうことをや

りたいということは決めておるわけですから。

都城にすれば、医師会病院等の移転を行いた

い、そのために金が要る、使い勝手のいい金を

出してくれれば、それで都城を中心とするよう

な、また延岡を中心とするような、そういうエ

リアの中で活性化した地域ができる、そういう

ことでありますから。これ以上は水かけ論にな

るでしょうから、ぜひ検討して、金を出してい

ただくような手だてを考えていただきたい。要

望しておきます。
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次に、エコクリーンプラザみやざき問題につ

いてであります。

この問題については、１月14日、外部調査委

員会の調査報告が発表されました。その後、環

境整備公社では、２月３日に浸出水調整池の補

強工事の入札を行い、着工に向けた準備が進め

られております。地元住民にも大きな迷惑をか

けており、一日も早く安心・安全に解決しなけ

ればなりません。ただ、報道で知る限りでは、

どうも宮崎市がこの問題に関して強硬な姿勢で

あり、費用負担についてもなかなか合意に達し

ない、このように危惧いたしております。宮崎

市議会などでも、県の責任を追及すべきである

というような意見も出されたやに聞いておりま

す。確かに、県が施設を主導的に整備してきた

ことや、役職員を派遣したことなどの経緯はあ

ります。責任の一端は当然県にもあるでしょ

う。しかしながら、実態を見ると、処理するご

みの約95％は県央地区11市町村の一般廃棄物で

ある。しかも、その８割以上は宮崎市のごみで

あります。言うまでもなく、法律上、一般廃棄

物の処理は市町村の事務であります。今後、県

はエコクリーンプラザみやざきの問題に対して

どのような姿勢で臨むつもりなのか。公社のあ

るべき姿も含めて知事の見解を、この際、宮崎

市にも聞こえるように、はっきりと示していた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 県では、地元の皆様

の安全・安心を第一に考え、みずからがリーダ

ーシップを発揮して、今回の問題解決に努めて

きたところであります。その結果、浸出水調整

池の補強工事に関しては、２月３日に入札が行

われ、現在、着工に向けた準備が進められてい

るところであり、今後、工事が円滑に行われる

よう、県としても積極的に支援をすることとし

ております。また、工事費の負担割合に係る関

係市町村との協議では、法的責任を明らかにし

た上で判断すべきとの声が多かったことから、

最終的には裁判等の結果を踏まえて整理するこ

ととし、当面は、必要となる工事費を県と市町

村で折半して立てかえることなどを議論してお

ります。このほか、県では、さらなる真相究明

や責任の所在の明確化を図るため、環境整備公

社が行う予定の民事訴訟に並行して刑事告発を

行うとともに、当時在籍していた職員の行政処

分も検討することとしております。

次に、公社のあるべき姿についてであります

が、外部調査委員会の調査報告書の中で、今後

の公社のあり方について、責任の所在が明確

で、効率的な組織体制の確立を図ること、安定

的な経営が可能な財務体質の強化を図ること、

開かれた公社、信頼される公社としての再生を

図ることとの提言がなされております。これを

受けて、公社のほうでは、ごみ処理の実態に即

して関係市町村中心の理事会構成に改める意向

であり、今後、組織のあり方についても抜本的

な検討がなされる予定であります。県といたし

ましても、エコプラザにおける廃棄物処理の現

状や関係法令等に基づき、県と市町村の役割分

担を明確にする必要があると考えており、今

後、一部事務組合方式などを含めてどのような

組織体制にすべきであるか、公社や市町村等と

十分協議してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 刑事告発に関してですが、

県、それから周辺市町村は刑事告発すべきと

言っているわけです。津村宮崎市長は、新聞・

テレビ等を見てもかたくなに反対しております

が、どういう意味があるとお考えですか。

○知事（東国原英夫君） その意味については

理解しかねるところでございます。
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○中村幸一議員 私も理解しかねているから聞

いたわけでありますが、大体どういうことなの

かということは、おわかりじゃないんでしょう

か。

○知事（東国原英夫君） 私が推察するに、当

時の重要書類等々が紛失し、この責任の所在の

追求というのは非常に困難であり、真相究明が

困難であるところに、市の職員の方たちが当事

者として派遣されているわけですから、その方

たちに、過失はあっても瑕疵はなかった、背任

というのはなかったというようなことを先日の

委員会で、津村市長はおっしゃっておられまし

た。そういうことが理由ではないかと、私は予

想しております。

○中村幸一議員 県も市もそうですが、身内に

甘いようなことはいけないと、私は思っており

ますから、十分に宮崎市にも申し入れをしなが

ら、県警あたりとも相談していただきたいと思

います。

次に、災害等における物品、食料備蓄につい

てであります。

災害は忘れたころにやってまいります。以

前、一般質問で、本県の災害時に備えた備蓄の

問題についてお伺いいたしました。私の質問に

よって、その後、備蓄の問題もかなり改善して

いただいたものと思っております。そこで、福

祉保健部長、現在、県が災害時に備えてどのよ

うな備蓄の方法をとっているか、また保存場所

はどこなのか、物品の名称、数量、どれだけの

人数の県民が何日ぐらい、災害が起こった場合

に食べていけるのか、お示しをいただきたい。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県では、災害

の際の応急的、一時的な救助に要する食料や寝

具、衣類などの物資を、日本赤十字社宮崎県支

部や出先事務所など、県内８カ所において備蓄

しております。具体的には、お湯を注ぐだけで

すぐ食べられるアルファ米や、パンの缶詰を合

わせて約１万食のほか、飲料水については２

リットルのペットボトルを約9,500本、寝具や衣

類等を約１万4,000点など、計31品目の物資を備

蓄しております。このうち食料については、例

えば1,000人の被災者の方であれば、おおむね３

日分に相当すると考えております。災害時の食

料等の確保や輸送につきましては、民間の流通

業者等関係機関との協定もなされているほか、

市町村における備蓄体制も強化されてきており

ますので、今後とも、県の備蓄とあわせ、これ

らの関係機関との連携を図りながら対処してま

いりたいと考えております。

○中村幸一議員 今の答弁で、民間流通業者等

関係機関との協定をされておると言われました

ね。どういう民間業者との協定がされているの

か、お示しをいただきたい。

○総務部長（山下健次君） 危機管理全般とい

うことで、私のほうからお答え申し上げます。

現在、県におきましては、民間の各種の事業

者40団体と、医療救護とかあるいは緊急輸送、

こういった多方面の分野で応援協定を結んでい

るところでございます。このうち、御指摘の食

料品あるいは生活必需品等の物品につきまして

は、ローソン及び南九州ファミリーマートの２

社との間で協定を締結しており、また飲料水の

関係につきましては、南九州コカ・コーラボト

リングなど４社との間で協定を締結していると

ころでございます。さらに、それぞれの市町村

におきましては、地域のスーパーマーケットあ

るいは清涼飲料水の製造販売業者など、多くの

民間事業者との協定の締結を進めているところ

でございます。

○中村幸一議員 いろんなところと協定をされ
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ているわけですが、協定されているところも災

害に遭うわけですから、それが確保できるかど

うか非常に疑問なんです。そこで、例えば九州

各県といろんな災害時の助け合いの協定、そう

いったものは結んでおられますか。

○総務部長（山下健次君） 災害時における九

州各県との助け合いということで、平成７年

に、九州・山口９県相互の間で、食料・飲料水

及び生活必需品の提供あるいは職員の派遣、こ

ういった６項目につきまして、広域の応援協定

を締結しているところでございます。

○中村幸一議員 私も以前、それは聞いたこと

がありましたので、再度、確認をさせていただ

きました。

障害者自立支援法についてお伺いいたしま

す。

障害者自立支援法が施行されて３年以内に見

直しを図るということでありました。障がい者

などの福祉に関する他の法律の施行状況を踏ま

え、発達障がい、難病等を含め、サービスを必

要とするすべての障がい者が適切に利用できる

普遍的な仕組みにするよう検討することや、就

労の支援も含め、障がい者の生活の安定を図る

ことを目的とし、障がい者の所得の確保に係る

施策のあり方を速やかに検討するということで

ありました。現在、国において検討が進められ

ていると思いますが、見直しが検討されている

重点事項を、福祉保健部長にお伺いいたしたい

と思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 平成18年４月

に施行された障害者自立支援法につきまして

は、法施行後３年をめどとして見直しを行うこ

ととされておりまして、現在、国において検討

されているところであります。具体的には、国

の社会保障審議会障害者部会において、障がい

者にとってよりよい制度となるよう、障がい者

の範囲、地域における自立した生活のための支

援、利用者負担などが検討され、昨年12月に報

告書が公表されました。その重点事項としまし

ては、「発達障がいや高次脳機能障がいが法の

対象に含まれることを明確にする。工賃倍増計

画の推進などで障がい者の就労支援を推進す

る。利用者負担については、特別対策等軽減措

置は４月以降も継続して実施していく」などと

なっております。なお、現在国においては、こ

の報告などをもとに法律改正の準備が進められ

ていると聞いておりますので、県としまして

は、国の動向を注視しながら適切に対応してま

いりたいと存じます。

○中村幸一議員 国において検討、見直しがさ

れている真っただ中でありましょうし、６月定

例議会ぐらいには、はっきりするであろうと思

いますから、またそのとき議論を重ねたいと思

います。そのとき、いらっしゃらないでしょう

かね。済みません。

就労支援については、部長がいつも答弁の中

で、就労は非常に積極的に進めているというよ

うなことをおっしゃいますが、皆さん方は追跡

調査をやっていないんです。就労しても結局

は、その職場の中であるいは雇用者の間で障が

い者を疎外して、やめざるを得ない。そういっ

た子供たちがほとんどなんです。やっぱり今か

らは、ちゃんと追跡調査してほしいと思うんで

すが、福祉保健部長、いかがですか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の離

職の実態について調査して、今後の職場定着の

支援の充実につなげていくというのは、大変重

要であると考えます。今後、障がい者福祉施設

から就職した障がい者等につきまして、調査の

実施を検討してまいりたいと考えております。



- 24 -

平成21年２月25日(水)

○中村幸一議員 関連して、障がい者の虐待に

ついてお伺いいたしたいと思いますが、新聞・

テレビ等でも、障がい者に対する虐待がよく出

ております。出ておるのは氷山の一角でありま

す。また、都城でも、女子の利用者に対してい

ろいろわいせつな行為をしたとか、そういった

こともありました。いろいろ調べてみますと、

障がい者に対する、障がい者虐待防止法、こう

いったものが１県か２県、今、条例が制定され

ております。私は、障がい者虐待防止法、こう

いったものも条例制定すべきであると思います

が、部長の考え方をお聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の虐

待防止につきましては、先般、先ほど申し上げ

ました国の社会保障審議会障害者部会の報告書

に、障がい者の虐待防止法制について積極的に

検討すべきと盛り込まれております。また、障

害者権利条約の批准に向けまして、関係省庁に

おいて国内法の整備も別途検討されるなど、さ

まざまな動きが出てきておりますので、県とし

ましては、国の動向に注視してまいりたいと存

じます。

○中村幸一議員 福祉保健部長や県の皆さん方

の努力をいただきながら、私は今度、5,000平米

ぐらい寄附しまして、あと10日余りで661平米ぐ

らいの福祉作業所が完成いたします。非常に御

努力をいただきました。そこでお尋ねですが、

就労支援Ｂ型についてであります。御案内のと

おり、Ｂ型は、就労経験があって、年齢、体力

面で雇用されることが難しくなった方や雇用に

結びつかなかった方に、就労の機会や生産活動

の機会を与え、能力が向上した場合は就労に向

けた支援を行う、こういうことであります。た

だ、特別支援学校を卒業した利用者の皆さんが

入ってくると、就労した経験がないとＢ型に入

れられないんです。Ｂ型を用意しているんです

が、非常に困っています。ですから、こういっ

たことについては、県も国のほうに、使い勝手

が悪い法律だよということを申し入れをしてい

ただくなり、積極的に働きかけていただきたい

と思いますが、いかがでございましょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 特別支援学校

の卒業生が就労継続支援Ｂ型事業を利用しよう

とする場合に、一たん就労移行支援事業あるい

は就労継続支援Ａ型事業を利用して、そのサー

ビスが適当かどうか判断するためのアセスメン

トを経なければならないということになってお

ります。国におきましては、アセスメントを特

別支援学校の在学中に実施できるように、その

ための経費を助成するということにしておりま

して、来年度から助成制度を始めるということ

でございます。このことによりまして、特別支

援学校の卒業生が在学中にアセスメントを受け

て、卒業後はすぐに就労継続支援Ｂ型事業を利

用できるようになるということになります。

○中村幸一議員 本当に助かります。ぜひその

ようにお願いいたしたいと思います。

次は、物流問題と都城―志布志間高規格道路

の整備についてであります。

私たち自民党県議団の総合農政調査会は、物

流問題について、今年１月19日から21日まで東

京、横浜、埼玉に視察に行きました。時間の関

係で視察先ごとの説明はできませんが、大量輸

送の中で貨物輸送を充実するとなると、整備に

非常に初期投資がかかる。ＪＲ九州は当然のご

とく、自分では出さないで、県や利用者に整備

費を求めてくるでありましょう。莫大な費用が

かかるので、これは無理だと私は思いました。

行き着く先は、やはり船舶とトラックの組み合

わせによる大量輸送だと思います。そこで、現
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在、東九州自動車道は、先日の報道による

と、2013年度に延岡まで完了する予定でありま

した。１年早く完成するということが載ってい

ました。あと、都城―志布志間の高規格道路を

一日も早く完成させて、鹿児島県と協議をして

志布志港を使う手もあります。それならば、大

量で安定した荷が整うので、船会社と市場も安

定供給を喜ぶのではないかと思います。今年度

予算で宮崎県の３つの港湾整備が組まれていま

す。細島港については、今後進出する中国木

材、旭化成等の関係もあり、早急に整備しなけ

ればならないと思いますが、それ以外の荷は、

東九州自動車道と志布志高規格道路が完成すれ

ば、延岡から志布志港まで２時間で行けます。

そこで、まず初めに県土整備部長にお尋ねしま

すが、もう久しくなります都城―志布志間の地

域高規格道路の整備状況について、全線開通す

るのはいつごろになるのか、お聞かせいただき

たいと思います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本路線につき

ましては、地域高規格道路として、国、鹿児島

県と連携を図りながら整備を進めているところ

であります。最初に、県内の整備状況について

御説明いたします。県内約21キロメートル区間

のうち、都城インター―五十町間13.4キロメー

トルについては、国により施行中であります。

このうち、特に平塚―五十町間1.9キロメートル

につきまして、早期供用に向けて整備中と伺っ

ております。また、県が施行しております五十

町―梅北間、約3.1キロメートルについては、平

成22年度の供用を目標に重点的に整備を進めて

いるところであります。残る鹿児島県境までの

約５キロメートル区間につきましては、現在、

計画路線でございますけれども、鹿児島県と連

携を図りながら、調査区間指定に向けて手続を

進めているところであります。お尋ねの全線開

通のめどについてでありますが、現在、来年度

予算が国会で審議中でありまして、補助金と交

付金を合わせた地方枠は前年度並みが確保され

ているものの、直轄事業費は前年度比マイナ

ス12％と大幅に減少しており、来年度以降の予

算確保が懸念されるところであります。県とい

たしましては、引き続き予算の確保に努め、全

線開通に向けて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○中村幸一議員 また、志布志港は九州唯一の

中核国際港湾に指定されました。来月から、５

万トン級の貨物船が接岸可能な多目的国際ター

ミナルも供用開始されます。いずれ道州制にな

れば、鹿児島も一緒、物流の拠点として志布志

港でもいいのではないか。物流問題の解決策と

して、志布志港の活用について知事にお伺いを

いたします。

○知事（東国原英夫君） 本県産業の振興を図

る上で、物流の効率化は大変重要な課題であり

まして、長距離トラック輸送への依存度を下

げ、低コスト、大量輸送が可能な海上輸送等へ

のモーダルシフトを推進していくことが必要か

と考えております。このような中で、県内産業

界からは、本県発の国内・国際航路の増便等に

よる海上輸送の利便性向上が強く求められてい

るところでありまして、そのためには、可能な

限り県内港湾に貨物を集約する必要があると考

えております。しかしながら、物流は、地理的

条件はもとより、貨物の種類、出荷先、納品時

間等、求められる輸送条件がさまざまでありま

すので、御質問のありました志布志港につきま

しても、南九州全体の物流という視点から、県

内港湾との役割分担のもとで活用されていくも

のと考えております。
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○坂口博美議長 関連質問の通告がありますの

で、質問を許可します。

なお、発言時間は主質問者の質問時間の範囲

内となります。

十屋幸平議員。

○十屋幸平議員 今、中村議員から物流に関し

て御質問がありましたが、それに関連しまし

て、宮崎県の外貿の拠点港、そして九州の扇の

かなめ論として、細島港の整備について知事に

お伺いしたいと思います。

先ほどありましたように、中国木材が、細島

１区工業団地に進出を計画されています。そし

てまた、旭化成のハイポア工場も着々と建設が

進み、来年４月あたりには完成するのではない

かと言われております。そういう中にありまし

て、一昨日、細島振興協議会の方々などと意見

交換をさせていただきました。そこで出ました

のが幾つかあるんですけれども、その一つが、

東九州自動車道、九州横断自動車道延岡線が随

時整備が進んでいる中で、大分県南部、それか

ら熊本圏域の総合的な物流の核として、細島港

の役割がだんだん重要性を増してくる。その中

にあって、先ほどから出ていますように、物流

の外貿、内貿、そしてモーダルシフトの受け皿

として、海上輸送の利用増と効率化の観点か

ら、コンテナ船の大型化が進んでいる。そうし

たときに、そういう方々が言われるのは、細島

港の整備がおくれているということでありまし

た。

そこで、知事にお伺いしたいんですが、扇の

かなめ論についてどのように考えておられるの

か。また、企業進出等に関して細島港の整備が

必要であるというふうに思っておりますが、知

事の見解をお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港につきまして

は、九州の扇のかなめとして、国内の太平洋沿

岸の主要な港湾を初め、東南アジア諸国とも連

携しやすいなど、地理的に有利な条件を備えて

おりますことから、これまでも国際貿易の拠点

港として整備を進めてまいりました。今後、東

九州自動車道などの高速道路網の整備に伴いま

して、細島港の重要性はますます高まるものと

考えております。細島港につきましては、複数

の企業進出の動きが見られますことから、今後

は貨物量が伸びることも予想されます。このよ

うなことから、既存施設の利用状況や今後の高

速道路網の整備を踏まえた貨物の動向、企業ニ

ーズを把握し、財政状況を勘案の上、細島港の

整備について十分検討してまいりたいと考えて

おります。

○十屋幸平議員 重要性は十分認識していただ

いておるということで、きょう、この中に１

冊、日本政策投資銀行というのが2004年の調査

で出したものがあります。皆さんのお手元にも

議場配付資料として、「細島港における2004年

の年間効果」というので出させていただいてお

ります。大きな、日本の５大港の中では、投資

効果、経済効果、雇用効果が調査されておりま

すが、日本の中での平均的なコンテナ取扱量の

２万teu、これが細島として算定されたものをこ

の表にしております。わかりやすく言います

と、経済波及効果約85億円、雇用人口1,123人、

そして県税約３億7,000万、市税約１億2,600

万、約４億9,800万、これがデータとしてこちら

のほうに、いろんな算式、係数をもとに出され

ております。そこで、先ほどからあります議論

の中で、地方分権とか拠点都市、自立圏構想、

国土交通省が言います国土形成の中でも基幹都

市というのも出てまいります。そこで、県北の

中核として延岡市全域に、日向市も含めてです
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けれども、そういう構想があります。そういう

ことを考えるときに、ますます細島港の役割と

いうのが重要性を増してくると思うんですが、

先行投資ということで、岸壁等の整備を考えら

れないか、再度、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私といたしまして

も、細島港は、天然の良港として古くから海上

交通の拠点として栄え、地域経済の振興には欠

かすことのできない重要な港であると認識させ

ていただいております。岸壁などの港湾施設の

整備につきましては、先ほどもお答えいたしま

したように、現在の利用状況や今後の貨物の需

要予測、企業ニーズなどを検証し、今後さまざ

まな意見をお伺いしながら、十分検討してまい

りたいと考えております。

○十屋幸平議員 知事は、「決断力」という本

を出されました。私も読ませていただきまし

た。いろんな投資をするときに、やはり決断力

が大事だと思いますので、十分にいろんな意見

を検討していただきながら、整備をしていただ

きたいということで要望させていただいて、私

の関連質問を終わります。

○中村幸一議員 今、十屋議員から細島港につ

いて、いろいろ整備をしていただきたいという

提案が出されました。どうかよろしくお願いい

たしたいと思います。

繰り返しになりますが、我々県南に住む者

は、地元に帰りますと、高規格道路はどうなっ

ているのかと、いつも言われるわけでありま

す。早期に完成していただきたいわけでありま

すが、国や関係機関に運動していただいており

ますか、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 国と関係機関には要

望させていただいているところでございます。

○中村幸一議員 志布志港の話をしましたが、

県南地域は特に食料基地でありまして、都城・

北諸、小林・西諸も含めますと、相当の荷が出

ると思います。それをわざわざ遠いところに

持っていく必要はないわけでありますから、志

布志港を利用して、確実に市場に出せるような

荷を鹿児島県と一体になって備えるということ

で、市場関係者との信頼関係もできるものと思

いますので、よろしくお願いしたいと思いま

す。県南の畜産物等の飼料は、ほとんど志布志

港から揚がってきております。そういうことを

考えても、志布志港と宮崎県の関係は深いもの

がありますから、十分考慮していただきたいと

思います。

次に、入札制度の見直しについてでありま

す。

本県の入札制度は、一般競争入札、総合評価

方式の導入など、さまざまな制度を取り入れて

現在に至っております。それでもなお、業界の

皆さん方には不満が募るばかりであります。入

札というのは、本来は県が一つ一つ積み上げる

ものでありますから、100％で落札して100％で

やったときに初めて利益が出るものでありま

す。これをオンブズマン等々から「おかしい

じゃないか」とかいろいろ言われて、85％だの

何だの決めておりますが、全くおかしい。まし

てや測量コンサルタントは65％。私も測量屋の

端くれでありまして、現在も現役の土地家屋調

査士であります。仲間の皆さんがどんどん廃業

していきます。どのようにこのことを考えてい

るか、県土整備部長の見解をお聞かせくださ

い。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業は、

建設投資の大幅な減少や一般競争入札の拡大に

よる競争性の高まりに加えまして、景気の急速

な悪化により、極めて厳しい経営環境に直面し
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ていることは十分認識をいたしております。こ

のような状況を踏まえまして、県といたしまし

ては、入札・契約制度について随時見直しを

行ってきております。特に本年度は、昨年10月

から予定価格の事後公表の試行を開始するとと

もに、本年１月から、入札参加企業の所在地や

地域貢献などを評価する本県独自の地域企業育

成型の総合評価落札方式を創設したところであ

ります。

また、さきの臨時県議会で、県民生活に直結

する事業など公共事業費約40億円の増額補正を

行い、その執行に当たりましても、入札手続の

短縮等による早期発注や、受注機会の確保等の

ための従来以上の混合入札の実施、また地域企

業や県内企業がより受注しやすいよう、地域企

業育成型の適用拡大等に取り組むなど、補正予

算の趣旨が最大限生かされるよう努めていると

ころであります。今後とも、厳しい経営状況に

置かれている建設産業の実情に応じたきめ細や

かな支援に努めますとともに、入札・契約制度

についても、引き続き制度の検証と見直しを

行ってまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 自民党では、昨年７月15日で

ありますが、入札・契約制度の早期改善を求め

る申し入れを知事に対して行いました。内容

は、最低制限価格を入札予定価格の90％以上と

すること、入札予定価格は事後公表とするこ

と、災害や緊急時への対応など地域に密着して

貢献度の高い地元建設業者が受注しやすい環境

をつくることを、知事に申し入れをいたしまし

た。長崎県においては２月から、建設業者の過

当競争による経営悪化を防ぐために、予定価格

の約85％で設定しておった最低制限価格を最

大90％まで引き上げたそうであります。県内の

建設業者の大半を占める中小企業の経営改善、

雇用確保のためにも、最低制限価格を入札予定

価格の90％以上とすべきでありますが、知事の

見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格は、個

別の契約ごとに請負契約の内容に適合した履行

を確保するために必要となる最低限の価格を設

定しているところであります。しかしながら、

建設投資の大幅な減少や、一般競争入札の導入

による競争性の高まりにより、最低制限価格付

近での受注が多くなり、工事の品質確保や、健

全かつ継続的な企業経営に支障が生じることが

懸念されているところであります。このため、

受注工事のコスト調査を実施し、一昨年10月に

最低制限価格を引き上げたところであり、全国

的には遜色のない水準となっておりますが、昨

今の経済情勢等により、会社の経営は非常に厳

しい状況にあると認識しておりますので、国や

他県の状況も見ながら、どのような対応ができ

るのか、引き続き検討してまいりたいと考えて

おります。

○中村幸一議員 知事の答弁にしては物足りな

い。知事が、国や他県の状況を見ながらと言う

のはおかしいと思います。知事は、他県の知事

と比べると、知事の皆さん方のリーダーなんで

す。他県のことを気にする必要はない。国を気

にする必要はない。自分の考えで、宮崎県は90

％にすべきと思ったら90％にされればいい。な

ぜかというと、宮崎県の鋼材等の価格は、福岡

で受注した業者よりか高くつくんです。御存じ

ですね。宮崎県の業者は、それ以上に金を出し

て資材を買っていますから高くつく。そういっ

たことを踏まえると、何ですか、他県の業者と

か国がやることを見ながらというのは。90％に

するように、ちゃんとここで言ってください。

そうしたら、県民は本当に喜びますよ、やはり
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東国原知事だと。どうですか。

○知事（東国原英夫君） 建設投資の大幅な減

少とか一般競争入札の導入による競争性の高ま

りに加えまして、昨今の経済情勢等により建設

関連産業が厳しい状況にあることは、十分に認

識しておるところであります。このため、最低

制限価格の見直しにつきましては、先ほどもお

答えしましたとおり、どのような対応ができる

か、引き続き検討してまいりたいと考えており

ます。

○中村幸一議員 今、知事がここで、「中村議

員が言うとおりだ。90％にしましょう」と言っ

たら、また県民の支持率はウナギ登りに上った

のであろうと残念であります。もう一遍どうで

しょうか。やっぱり改めませんか。

○知事（東国原英夫君） お言葉でございます

が、私は支持率を上げるために政治をやってい

るわけではございませんので、どのような対応

ができるのか、十分検討してまいりたいと思い

ます。

○中村幸一議員 支持率を上げるために政治を

やっているんじゃありません。私も、県民にこ

びを売るために県議をやっているわけではあり

ませんので、その辺は御理解いただきたいと思

います。また、ゆっくり話しましょう。

部長、測量コンサルタント65％、何で65％な

んですか。

○県土整備部長（山田康夫君） 最低制限価格

の設定につきましては、従来、工事または製造

の請負に限られておりましたが、地方自治法施

行令の改正によりまして、平成14年３月から測

量・建設コンサルタント業務等にも設定できる

こととなったところであります。このため、建

設関連業務における落札率の著しい低下状況を

踏まえまして、その設定の適否を検討するため

に、一昨年７月に受注業者を対象にコスト調査

を実施いたしました。その結果を踏まえまし

て、国あるいは他県の状況も見ながら、契約の

内容に適合した履行を確保するための最低限の

価格として、宮崎県としては予定価格の60％以

上ということで設定をしたものでございます。

○中村幸一議員 全然わからないんです、それ

が。測量業というのは―私も測量屋ですが

―今は機械も非常に高額になりました。ＧＰ

Ｓつきのトランシットは高いんです。そして、

夏、暑いときは、炎天下で照り返しを受けなが

ら汗水流して仕事をやっています。そしてま

た、冬になると木枯らしが吹いて、トランシッ

トのねじを回せないような状況の中で仕事を

やっているんです。この建物や道路や、全部つ

くるのは測量がもとじゃないですか。その測量

に対して余りにもひどい。私は、やはり建設、

土木と同じレベルにしないといけないと思いま

す。余りにも測量コンサルタントをばかにして

いる。私は、測量屋として本当に怒りを覚えて

います。今言っても、また同じことをおっしゃ

るでしょうから言いませんが、どうかひとつ今

後、検討していただきたいと思います。

次に、教育問題についてであります。３点、

教育長にお伺いします。

元来、給食というものは、戦後、子供たちが

食料難で食えない時代に、子供たちに食料を供

給するために始まったものであります。本来の

目的は終わったと私は思っております。しかし

ながら、共稼ぎの家庭等もあり、現在の給食の

あり方が当たり前になっております。

以前、私は、ある本で、長野県上田市の前教

育委員長の大塚貢さんとジャーナリストの櫻井

よしこさんが対談された記事を目にしました。

大塚さんは中学校の校長先生で、その中学校に
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赴任されたときには、非行ではなく、まさしく

犯罪が行われておった荒れた学校だったそうで

すが、今は非行ゼロ、学力も上がってきた。授

業を楽しくしたりする努力もさることながら、

すべてを米飯給食に切りかえたことがこれにつ

ながった、こういう対談が載っておりました。

また、１月21日、文科省から、全国の国公

立、私立に通う小学５年生、中学２年生の155万

人に対する全国体力・運動能力、運動習慣等調

査結果の発表がなされました。御存じのとおり

と思いますが、宮崎県は、小学校５年生男子が

６位、中学２年生の男子が６位で、女子も小学

校５年生が13位、中学２年生が14位という好成

績をおさめたところであります。小中とも上位

の福井、秋田は、全国学力テストでもトップの

成績だと言われております。また、「朝飯を食

べるか」という問いに対して、両県とも高い数

値を示しておる。文科省におきましては、規則

正しい生活が文武両道に結びついているという

見解を示しています。

全然関係ありませんが、以前、何かの本で読

んだことですが、明治時代に日本に来た外国人

が人力車に乗ったそうであります。長い距離

を、外国人を乗せた人力車の車夫は物すごいス

タミナで走り回った。何を食べたらこんなにス

タミナがあるんだろうなということで、調べよ

うと思った。外国人は、自分たちが食してい

る、いわゆる欧米並みの食事を与えたそうで

す。肉類等ですね。ところが、たちまちスタミ

ナが切れて走れなくなった。日本の御飯とみそ

汁を食べさせたところ、またスタミナを取り戻

して元気になった。こういう本を読んだことが

あります。それから考えると、日本人は、やは

り米が主食の人種だと思います。

そこで、学校の給食をすべて米飯給食に切り

かえてはいかがでしょうか。また、食料自給率

を上げる意味も含めて、米飯給食を実施する。

そして、週に何日間は、自宅から弁当に御飯だ

け詰めて、おかずだけ給食にする。なぜかとい

うと、親は責任がないから。少しは親にも責任

を持たせるような施策を展開したらどうかと思

いますが、教育長にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） まず、学校給食の現

状として申し上げますと、文部科学省が行いま

した平成19年度の米飯給食実施状況調査により

ますと、本県の米飯給食の回数は週3.2回で、全

国平均の3.0回を上回っているところでありま

す。県教育委員会といたしましては、米飯給食

は、児童生徒が日本の伝統的食習慣を学び、ま

た本県の基幹産業であります農業や生産者の思

いを身近に感じるという教育的な意義もありま

すことから、関係機関等とも連携を図りなが

ら、その促進に努めてまいりたいと考えており

ます。なお、弁当に御飯だけといいましょう

か、そういった給食についてどのような給食の

実施をするかということについては、給食の実

施主体であります市町村なり学校の主体的な判

断にゆだねることが適当ではないかと考えてお

ります。以上です。

○中村幸一議員 米飯給食については、市立小

中学校ですからそうでしょうけど、教育長が米

飯給食がいいなというようなことで講演されれ

ば、右へ倣えになるんです。教育長がいろんな

学校を訪問されると、天皇陛下が来られたよう

な感じでみんなが迎えるじゃないですか。そう

考えると、あなたの影響力というのは物すごく

強いんです。ひとつ、ぜひやっていただきたい

と思います。

次に、モンスターチルドレン対策についてで

あります。11月定例議会でモンスターペアレン
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トについて、教育長、教育委員長からお答えを

いただきました。今年１月28日の毎日新聞の

「先生」という欄に、このような記事が書かれ

ていました。

岐阜県の女性教員、定年まであと８年、心が

折れてしまった。中学１年生を受け持ったが、

授業中の私語は当たり前。席を立ち、ノートの

切れ端を投げ合って遊び出す。女子生徒２人を

呼び出し、頭ごなしに怒っても効果はないと、

目を見詰め、諭すように話しかけた。２人とも

顔を見合わせ、くすくす笑い始めた。「どうし

たの」と尋ねても返事はない。この子たちの心

には響かない。帰宅して家族に告げた、もうや

めてもいいよねと。ベテラン教員が定年を前に

学校を去っていった。

腹が立ったでしょうね。悲しかったでしょ

う。モンスターチルドレン、この子の親がまた

とんでもない親だろうと推察されます。モンス

ターチルドレン対策はどのように取り組みをさ

れているか、お聞かせをいただきたい。

○教育長（渡辺義人君） ただいまの質問にお

答えする前に、教育長の影響力というお話が先

ほどありましたけれども、私は、朝御飯とみそ

汁を毎日とっておりまして、そういうことでお

答えにかえさせていただきたいと思います。

ただいまの質問でありますけれども、モンス

ターチルドレンという言葉は、多分、定義的に

はなかろうかと思いますけれども、私なりに解

釈をいたしまして、学校において支援や指導を

要する子供たちへの対応ということでお答えを

させていただきたいと思います。それぞれの子

供たちに対しましては、発達段階や子供たちを

取り巻く環境などを的確に把握して行う必要が

あろうというふうに考えております。各学校と

も、このことを基本にいたしまして、校長を中

心として組織的に対応いたしておりますが、指

導が困難であったり、多様な支援が求められた

りするなど、専門的なサポートが必要な場合に

は、児童相談所や警察など、関係機関とも連携

を図りながら対応しているところであります。

以上です。

○中村幸一議員 私は、小さいころ、写真を見

ると非常にかわいかったんですね。小学校３年

生、４年生のころ、物すごく殴られました。あ

るとき、殴られながら先生の目を見たら、憎悪

のまなざしで殴っておりましたので、これは殺

されると思いました。だから、わざと倒れまし

た。それで難を逃れたんですが、このように昔

は殴られていました。このような殴り方は絶対

いけません。だけど、人間といえども動物であ

ります。動物を調教するには、やはりむちが必

要なんです。だから、むちの使い方を考えなく

ちゃいけない。以前、萩原議員と知事とのやり

とりで、げんこつ条例だったかの話がありまし

たね。愛のむちは、絶対跡形を残さず、そして

相手に痛みを与えず―そのような殴り方があ

るんです。私は知っていますけれども、これは

聞いたらいけませんね。あなたが答えて問題が

大きくなったらいけませんので、答えは要りま

せん。私は、殴る。そういう殴り方があるんで

す。非常に今の先生はかわいそうであります。

教育委員会はぜひ、モンスターチルドレン等が

ありましたら、親が言ってきたときは、教育委

員会がかばってやる、そういうような姿勢を貫

いていただきたい、このように思います。

それから、臨時講師についてであります。

今、新聞・テレビを見ると、派遣労働者切り捨

ての記事が出ない日はありません。教育委員会

も全く同じことをやっていることに気がつかれ

ておりませんか。今まで幾多の先生たちが、先
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生になれなくて、泣きながら志半ばでやめて

いったでしょうか。教員の1.5割ぐらいは臨時講

師であります。私の近所にも、大学を卒業し

て10年ぐらい臨時講師で勤務している先生がい

らっしゃる。物すごくいい男です。また、親御

さんも物すごくいい人です。人間性がいい。勉

強しても、なかなか教員採用試験に合格しない

んです。勉強する暇がない。なぜかというと、

臨時雇用なのに部活の顧問をさせられている。

私の知っている範囲でも、空手部の顧問をして

いました。ソフト部の顧問もしておりました。

野球等の顧問もしておりました。これらを見て

いると、勉強できるはずがない。ですから、こ

の先生たちは年をとり、ほかに就職はできませ

ん。切り捨て、派遣より厳しいんじゃないかな

というふうに私は思いますが、教育長はこのこ

とに関してどのように考えていらっしゃるか、

お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師は、

育児休業や傷病休暇等を取得している職員の補

充や、児童生徒数の減少により、今後の学校の

統廃合、学級減が見込まれることへの対応など

のために任用しているところであります。平

成20年４月１日現在、小・中・県立学校で1,050

名を任用しておりますが、学校を支える貴重な

戦力として活躍していただき、本県教育の一翼

を担っていただいているところであります。こ

れらの臨時的任用講師のうち、一定の経験年数

を持つ者につきましては、平成19年度の教員採

用選考試験から試験の一部を免除しているとこ

ろであります。また、臨時的任用講師を含む多

くの方々の受験に関する機会の拡充を図るため

に、すべての受験区分において年齢制限を41歳

未満に緩和しているところであります。なお、

臨時的任用講師の給与等の勤務条件につきまし

ては、正規職員との均衡を考慮した取り扱いを

するなど、従来から改善に努めているところで

ございます。以上です。

○中村幸一議員 今、教育長が答弁されたいろ

んな改善案は十分知っています。私どもも、一

般質問なりで何回かこの改善問題については申

し上げました。それをいろいろと採用していた

だいた、これも事実であります。しかし、

今、1,050名の臨時講師がいるということであり

ますが、これは言葉は悪いですが、1,050名の派

遣労働者を抱えるのと一緒です。私が言うの

は、結婚して子供もいるような臨時講師の首を

切らないでほしいということです。20代の若い

人には、おまえは教員に向かないんじゃない

か、別な道に進んだほうがいいんじゃないかと

いうこともありましょう。しかし、35～36歳に

なって、子供もできた臨時講師に、やめなさい

と。どこに仕事に行くんですかと私は言ってい

るんです。そのような身分保障ができるシステ

ムをつくれないか、聞いております。

昔、臨時講師で、すばらしい先生がいらっ

しゃいました。泣きながら教壇を去られたわけ

です。年齢制限がありましたから……。最近、

偶然見たんです。何をされていたか。工事現場

の赤い棒を持って信号の誘導をされておりまし

た。かわいそうですよ。私は、このような先生

方に、正規になれない先生方に何らかの手を差

し伸べてほしい。もう一度、教育長の見解をお

聞きしたい。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師は、

先ほどお答えいたしましたように、育児休業等

を取得する職員の補充等の臨時的な職に、地方

公務員法の規定に基づきまして、12カ月を超え

ない期間で任用しているものであります。ただ

いま議員のほうから、いろいろと実情等につい
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てお話がございましたけれども、制度的にその

ようなことになっておりますので、それに従っ

て任用を行っているところでありますので、御

理解をいただきたいと存じます。県の教育委員

会におきましては、臨時的任用講師等の登録制

度を設けまして、各学校に対して、必要とする

臨時的任用講師の希望者の情報を提供しており

まして、希望者にとっても、任用の機会の増加

につながっているのではないかというふうに考

えております。以上です。

○中村幸一議員 教育長は心優しい人ですか

ら、きっとまた、そういういい案をつくってい

ただけるものと期待をしながら、これは終わり

ます。

次に、宮崎版グリーン・ニューディール政策

についてであります。

アメリカのオバマ大統領は、経済立て直しの

切り札に、再生可能エネルギー産業の拡大を雇

用創出に結びつけるグリーン・ニューディール

政策を掲げております。御案内のとおり、グリ

ーン・ニューディールとは、再生可能エネルギ

ー分野に今後10年で1,500億ドルを投資し、500

万人もの雇用を創出して景気回復を図ろうとい

うものであります。太陽光発電、風力発電の生

産量の倍増や、ハイブリッド車の普及、住宅へ

の省エネ設備の導入などであります。さらに、

先日、日本版グリーン・ニューディール構想が

発表されました。今後５年間で環境関連産業の

市場規模を100兆円にする目標を軸に、３月をめ

どに具体策がまとめられるということでありま

す。現段階では、自治体の温暖化対策基金の拡

充や、公共設備への省エネ設備導入支援、消費

者への省エネ製品の購入支援などが候補に挙げ

られております。太陽と緑の国、本県において

も、宮崎版グリーン・ニューディール政策を考

えるべきと思いますが、知事の見解をお聞かせ

いただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今後の経済発展を考

えていく上で、環境問題、特に温暖化対策や脱

石油化への対応は避けて通れない重要課題であ

ることから、アメリカのオバマ大統領は、グリ

ーン・ニューディール政策を打ち出しておりま

して、我が国においても、新エネルギーの導入

等を進めるための取り組みが強化されてきてお

ります。このような中、本県におきまして

も、21年度の重点施策として環境エネルギー対

策を掲げ、太陽光発電の推進やバイオマス資源

の活用、代替エネルギーの転換支援など、本県

の地域特性を生かした対策に積極的に取り組む

こととしております。この中で、特に太陽光発

電につきましては、本県の優位性を生かしなが

ら、他県に先駆けた取り組みを行うことによ

り、我が国におけるフロントランナーとして、

本県が、製造から発電、そして活用まで三拍子

そろった太陽光発電の拠点となることができる

と考えております。このような思いから私は、

来年度からの太陽光発電の取り組みを「みやざ

きソーラーフロンティア構想」として位置づけ

たところであり、メガソーラーの立地や住宅用

設備の普及、太陽電池関連産業の集積などに積

極的に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○中村幸一議員 よろしくお願いします。

私ども自民党会派では、いろんなプロジェク

トチームが条例をつくろうということで、今４

つあります。１つは、当会派では、県の出資法

人等へのかかわり方の基本的な事項を定めた出

資法人関与条例の制定を検討いたしておりま

す。これは、当局も一緒になって改革を進めて

いってもらいたいと思いますが、先ほど申し上
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げましたように、拠点都市３つに５億円ずつ渡

して15億円。こういう改革をやると、必ずその

ぐらい出てくるというふうに思っていますの

で、一緒になって条例づくりをやっていきたい

と思います。もちろん自民党だけではできませ

んので、ちゃんと各会派にお示しをしたいと

思っておりますから、またお力添えいただきた

いと思います。現在の公社等改革の進捗状況を

含め、見解を賜りたいと思います。

○総務部長（山下健次君） まず、現況でござ

いますが、県出資の公社等の改革につきまして

は、平成15年度に策定いたしました公社等の改

革指針に基づき、各公社ごとに改革の方向性と

実施工程を定めて取り組んでいるところでござ

います。その結果といたしまして、15年度か

ら20年度までの５年間に、公社等の数は63法人

から50法人、20％強の減、さらに県職員の派遣

数は183人から89人、これは50％強の減、さらに

県の財政支出額は166億円から115億円、これ

は30％強の減という状況になっております。し

かしながら、本県財政が一段と厳しさを増し、

あるいは公社等を取り巻く環境が悪化している

状況も踏まえまして、また来年度が現行指針の

最終年度でありますことから、公社等の役割や

県の関与のあり方などを改めて見直す必要があ

ると考えております。このため、県といたしま

しては、今後、県議会の御意見もいただきまし

て、なお一層の改革を図ってまいりたいと考え

ております。

○中村幸一議員 議会と一緒になって、これは

積極的に取り組んでいきたいと思います。

私が１期生か２期生のころでした。そのころ

は若かったものですから、この公社等改革に取

り組もうとしたら、部長さんがお見えになりま

して、「中村先生、それは非常に危ないんじゃ

ないですか」等々言われまして、断念した経緯

があります。私も大分、年をとりました。今、

知事を初め執行部の皆さんで私より年上はいな

い。そういった意味では、シャイな私がこうし

ていろいろ発言できるということで、年をとる

のもまんざら悪いものじゃないなと。公社等の

関係に物が言えなかった男が、こうして堂々と

公社等の条例づくりの話ができるということ

は、本当に「年輪力」だというふうに私は思っ

ておるところであります。

次に、イベントの誘致についてであります。

県は今まで、いろんなイベントを誘致してき

ました。平成になってからも、平成４年の全国

高校総体、平成５年の第10回世界ベテランズ陸

上競技選手権大会等、今まで９回のイベントを

行ってきました。そして今回、スポーツ・レク

リエーション祭「スポレクみやざき2009」が平

成21年10月に行われます。知事は当初、このス

ポレクのイベントに余り興味を示されなかった

とのうわさを以前聞きましたが、本当でござい

ましょうか。また、現在どのように取り組みを

されているか、お聞かせをいただきたいと思い

ます。

○知事（東国原英夫君） 興味を示さなかった

のではなく、誘致等実施に４億5,000万円の県費

が必要だということに―１億3,000万は国庫補

助なんですけれども、４億何千万かのお金が必

要だというのに驚いたわけでございます。

御案内のとおり、ことし10月17日から４日

間、第22回全国スポーツ・レクリエーション祭

「スポレクみやざき2009」が開催されます。私

は、この祭典を本県で開催できますことは、ス

ポーツの生活化を促進し、県民の健康づくりや

生きがいづくりなど、生涯スポーツの振興を図

る上で大変意義深いものであると考えておりま
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す。また、この祭典では、24種目を８市８町で

開催しますことから、それぞれの競技種目が地

域のシンボルスポーツとして定着し、今後の地

域活性化にも寄与するものと期待しているとこ

ろであります。祭典の開催まで７カ月余りとな

りましたが、参加される皆様が笑顔満開で、ま

た宮崎に来たいと思っていただけるよう、宿泊

所や移動手段の確保はもとより、式典における

宮崎らしい演出や、各会場地の特色を生かした

おもてなしなど、受け入れ体制の整備に万全を

期してまいりたいと考えております。今後と

も、県実行委員会の会長として、祭典成功に向

けてあらゆる場面で「スポレクみやざき2009」

をＰＲしてまいりたいと思いますので、御支

援、御協力のほどをお願い申し上げます。

○中村幸一議員 実は私も以前は、そんなイベ

ントを何回もやる必要はないじゃないかという

ことを一般質問で言ったことがあるんです。し

かし、今こそ効果的なイベントはやるべきだと

考えております。なぜなら、東国原知事という

知名度の高い知事がいらっしゃるわけですか

ら、言い方は悪いが、この知事を活用しない手

はない。例えば、現在、宮崎牛は日本一であり

ます。しかし、いろいろ調査に回ってみます

と、宮崎県の牛が日本一であるということを余

り皆さん知りません。私は、このイベントを

やってほしいと思うんですが、「宮崎の食と太

陽フェスタ、日本一の牛を食べる会」を開催し

て、全国の国民を集めて、宮崎市役所の河川敷

から上流５～６キロまで、焼き肉台とステーキ

を食べるところを並べて、あの堤防で知事が

ジョギングをして、皆さんと一緒に交流をす

る、そのようなことができないかなと。そして

また、有名な、知事とも同志であります橋下大

阪府知事など２名ぐらい呼んで、夜は地方行政

に関するシンポジウム、こんなのが定着した

ら、本当に何万人もの人が来て、宮崎県の中

で、宮崎から都城から延岡方面まで観光客が泊

まるんじゃないかなというふうに思うんです

が、知事の見解を賜りたいと思います。

○知事（東国原英夫君） すばらしい御提案だ

と思います。そのような誘致イベントだった

ら、お金もそんなにかからない、有効な、効率

的なイベントになるかなと思っております。い

ずれにしろ、イベントにつきましては、観光誘

致の有力な手段の一つであります。地域の文化

や風土に根差した祭りやイベントを活用して観

光振興等を目指す各地の取り組みを、私自身

しっかりと支援し、応援し、多くの観光客の誘

致、産業の活性化、地域の発展につなげてまい

りたいと考えております。

○中村幸一議員 どうかひとつ考えてみてくだ

さい。

次に、森林・林業の再生について環境森林部

長にお伺いします。

平成20年度の重点施策の３本柱の一つが、植

栽未済地をなくすということで、2,000ヘクター

ルの植栽未済地を３年間でなくそうということ

でありましたが、この進捗状況を環境森林部長

にお伺いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 平成18年８月

時点の植栽未済地、約2,000ヘクタールにつきま

しては、市町村のあっせんにより、林業公社が

有利な制度事業を活用して行う造林に加えまし

て、森林環境税を活用した広葉樹の植栽や、分

収林制度を活用した造林などによりまして、平

成20年度末までに約700ヘクタールが植栽される

見込みであり、ほぼ計画どおりに進んでいると

ころであります。今後とも、市町村や関係機関

等と連携を図りながら、植栽未済地の解消に努
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めてまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 最近、車を走らせまして杉等

の切り出しを見ておりますと、大型の機械が大

きな山の傾斜の激しいところを登っていって、

木を伐採しているんです。数日たってからそこ

を通ってみると、跡形も残らないようなはげ山

になっています。これは機械が発達したからで

しょうけれども、洪水や台風でも起こったら、

どっと土石流となって流れてくるんじゃないか

と思うんです。こんなのを放置したらいけない

と思いますが、対策はどのようにしていらっ

しゃるか、環境森林部長にお伺いします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話にあり

ましたように、伐採現場の一部では、高性能林

業機械を使用した無秩序な伐採作業が見受けら

れ、大雨等による下流域への土砂の流出等が懸

念されております。このため、県では昨年３月

に、作業路の開設についての基準、あるいは環

境に配慮した高性能林業機械の作業指針を策定

しまして、傾斜20度以上では高性能林業機械を

使用せず、架線による集材を原則とすること

や、林地保全のため、林内における高性能林業

機械の作業は必要最小限とすること、さらに、

土砂の流出防止に配慮するとともに、適正な水

処理を行うことなどの指導を行っているところ

であります。さらに、今年度からは、市町村や

森林組合などと連携しまして、伐採現場の監視

パトロールを実施し、環境に配慮した伐採方法

の指導等に努めているところであります。

○中村幸一議員 パトロールなどの指導という

ことですが、指導ですと生ぬるいんじゃないか

なと。大事故に結びつきますね。だから、条例

をつくって規制したらいかがでしょうか。どう

お考えですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お答えしま

したように、高性能林業機械の作業指針や現場

パトロールなどにより、環境に配慮した伐採方

法の指導監視に努めているところであります

が、伐採を行う素材生産業界におきましても、

昨年５月に伐採搬出ガイドラインを策定し、こ

れに沿った自主的な取り組みが始まっておりま

すので、まずは行政と業界が十分連携しなが

ら、その普及徹底に努めてまいりたいと考えて

おります。今お尋ねにありました条例の制定に

つきましては、私権の制限や素材生産コスト高

など、さまざまな問題を抱えておりますので、

今後、研究をしてまいりたいと考えておりま

す。

○中村幸一議員 木材の関税についてお伺いい

たします。日本にとってはありがたい話かもし

れませんが、ロシア政府が、輸出する木材の関

税を25％ぐらいから80％ぐらいにするという話

もありました。現在、延期になっているようで

すが、関税が80％ぐらいになったときに、本県

が受ける影響等があるのかどうか、お伺いいた

します。

○環境森林部長（髙柳憲一君） ロシア針葉樹

丸太の輸出関税につきましては、本年１月に25

％から80％への引き上げが予定されておりまし

たが、１年間の延期が決定されたところであり

ます。関税が引き上げられた場合の影響につき

ましては、県内には、ロシア材を使用する製材

工場はなく、直接的な影響はないものの、全国

的には、輸入量の大幅な減少から、国産材への

転換等が進むものと考えております。このた

め、県といたしましては、この関税引き上げを

県産材需要拡大の好機ととらえ、ロシア材の主

な用途であります合板あるいは小割り材につき

まして、県産材への転換が図られますよう、高

品質で性能の確かな製品の安定供給に努めてま
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いりたいと考えております。

○中村幸一議員 次に、新型インフルエンザへ

の対処についてであります。

本県で、知事が就任されてすぐに、日向市、

清武町、新富町で鳥インフルエンザが発生した

ことは記憶に新しいところであります。現在、

主に東南アジア諸国で死者を出した鳥インフル

エンザのＨ５Ｎ１ウイルスが世界的に広がる傾

向にあると聞きます。人から人へ感染すると、

世界で最大１億5,000万人が死亡するおそれがあ

ると言われております。そして、我が日本でも

人口の25％が感染して、17万人が死亡するおそ

れがあると言われております。これは前にもだ

れかがおっしゃいました、備えあれば憂いな

し。栃木県は、新型インフルエンザ対策事業に

本年度７億6,730万円を計上したそうでありま

す。事業費は、抗インフルエンザウイルス薬の

備蓄のほか―抗インフルエンザウイルス

薬、06、07年度の２年間で16万6,000人分を備蓄

しているそうで、来年度中に新たに11万5,500人

分の備蓄を予定しているそうであります。

本県は、全国に先駆けて平成17年１月25日に

新型インフルエンザ対策指針を作成し、今

回、21年１月23日に宮崎県新型インフルエンザ

対策行動計画、54ページにわたる行動計画を発

表されたものを見せてもらいました。予想され

るものはすべて考えた完璧なものができており

ました。事業費として、医療機関設備確保事

業、抗インフルエンザウイルス薬購入備蓄事業

で１億6,700万円余の予算が計上されておりま

す。栃木県は人口が200万6,000人余と、本県の

人口と比較しても80万人ぐらい多いわけであり

ますが、それにしても７億6,730万円余という予

算を投下している。栃木県と比較して、本県の

予算は余りにも少ないような気がしますが、本

県の予算で大丈夫なのか、福祉保健部長にお伺

いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対策につきましては、本年１月に、お話

にありましたように、インフルエンザの発生に

備えまして、感染拡大を可能な限り防止し、健

康被害を最小限に抑えるとともに、社会・経済

機能の破綻を防ぐということを目的とした、新

型インフルエンザ対策行動計画を策定したとこ

ろであります。この行動計画に基づき、平成21

年度予算では、初期診療に対応する感染症指定

医療機関等へ感染防護具5,790セットを配備する

こととしております。また、抗インフルエンザ

ウイルス薬を５万9,000人分追加備蓄し、これま

での９万6,000人分と合わせて15万5,000人分を

確保することをお願いしておるところでありま

す。今後とも、行動計画に基づきまして、医師

会や市町村等の関係機関と連携して、発熱外来

や入院協力医療機関の確保、県民への啓発な

ど、対策の推進を図ってまいりたいと考えてお

ります。

○中村幸一議員 エバー航空への支援策と国際

交流についてお伺いします。

エバー航空への支援策についてであります

が、知事が台湾を訪れ、エバー航空が週２便、

宮崎に乗り入れが決まりました。今までの県当

局の努力と知事の外交交渉が功を奏したと思っ

ております。今回２月３日、私としては３回目

の台湾訪問をいたしました。２月３日は、宮崎

空港11時10分発、エバー航空130人乗り、宮崎か

ら搭乗したのは48名でありました。帰り２月７

日、台北空港、朝の７時５分、宮崎行き搭乗

者38名、飛行機を飛ばすのに、せめて搭乗率

が70％はなければ採算がとれないと言われてお

ります。私たちが搭乗したときは偶然に搭乗率
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が低かったのか、スチュワーデスさんに聞いて

みました。最近はこのような状況がずっと続い

ているそうであります。130人乗りで40名ぐらい

の搭乗率であれば30％であるから、採算がとれ

ないのはだれが見てもわかります。台湾で、日

本の外務省に相当する亜東協会の方とお話をし

ましたが、鹿児島県も直行便を飛ばしたいと動

いている。中華航空といろいろ交渉して、そう

なるだろうというような話でありました。我々

もエバー航空について支援をして努力しなけれ

ばなりませんが、知事は今後どのような手だて

をされるつもりか、お聞かせいただきたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 本路線につきまして

は、世界的な景気低迷や円高の影響で、ことし

に入り、台湾からの利用者が急速に減少しまし

て、利用状況が低迷しております。このため、

台湾からのなお一層の誘客を図るため、現在、

台湾の旅行会社へ支援を行っており、また県民

の皆様の利用促進を図るため、団体利用の補助

制度の要件緩和や、台湾の魅力を紹介する特別

番組を宮崎・鹿児島２局ネットで放送するな

ど、さまざまな取り組みを行っているところで

あります。台北線はソウル線とあわせて、本県

が目指している東アジアとの経済・交流拡大の

ための重要な路線ですので、今後とも、官民一

体となって組織している宮崎空港振興協議会を

通して、県内企業・団体への働きかけやメディ

ア等を活用したＰＲを行うとともに、台湾から

の修学旅行の誘致、さらには民間団体やスポー

ツ少年団等の交流拡大に取り組んでいきたいと

考えております。

○中村幸一議員 報告しておきますが、ある議

員のおかげで、台湾からの修学旅行が来年宮崎

に来るとの約束を取りつけることができまし

た。来年来ていただけるものと思います。それ

から、スポーツ少年団の交流も申し上げておき

ました。

私は思ったんですが、台湾にもいろんな県が

あるんですが、県を選んで、本県から県職員を

２人ぐらい派遣し、向こうからも派遣してもら

う。そして、お互いに交流しながら、お互いを

知った上で、いわゆる修学旅行なりというよう

な交流を重ねたら、本当にいいのではないかと

いうふうに思います。情報収集のためにも、ぜ

ひ県職員を派遣し、また向こうからもこちらへ

派遣してもらう、そういう相互派遣はいかがな

ものかと思いますが、知事にお伺いいたしま

す。

○知事（東国原英夫君） 職員を相互に派遣す

ることにつきましては、本県の国際化の推進と

相互理解を深める上で一つの方法だと思いま

す。まずは、双方の民間団体等の交流促進に取

り組むなど、今後とも引き続き、台北線の利用

促進に努めていくことが重要であると考えてお

ります。

○中村幸一議員 最後になりますが、要望でご

ざいます。国際交流についてであります。私ど

も県議団は、ブラジル宮崎県人会創立50周年記

念式典にブラジルを訪問いたしました。マスコ

ミからは、めちゃくちゃたたかれました。何で

たたかれたかわかりません、いいことをしてい

るんですけど。ブラジルでは、本県出身の皆さ

んが涙を流して喜んでいただきました。「どこ

から来やったんな」「都城やひど」「あたいは

高崎じゃが」。こういうやりとりがあって、本

当に涙を流して喜んでいただきました。「ま

た60周年には来てください」と言われました

が、また、たたかれそうでありますから、行き

ません。しかし、知事と議長の予算は組んであ
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るんです。どうしても知事に行ってもらって、

御苦労されたブラジルの皆さんを励ましてくだ

さい。要望いたしておきます。

それから、教育長に質問のときに、交通誘導

員をしていることがかわいそうだというふうに

とられたかもしれませんが、違いますから。先

生がやめていく、教諭を断念することがかわい

そうだと申し上げましたので、誤解のないよう

にしていただきたいと思います。

これをもって、私の質問をすべて終わりま

す。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時49分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、自由民主党、水間篤典議員。

○水間篤典議員〔登壇〕(拍手） それでは、午

前中に引き続き、自由民主党を代表しまして、

一括方式での代表質問を行いたいと思います。

まず、知事の政治姿勢についてであります。

内閣府は、２月12日、平成18年度の１人当た

りの県民所得を発表いたしました。結果は、残

念ながら、本県は前年度から２つ順位を下げま

して、47都道府県中46位であります。まさに最

下位に等しい状況であります。今までも頑張っ

てきた結果であります。また、今後の目標が見

えてくるようにも思えます。宮崎が宮崎らしい

一面は、中央から遠いこと、つまり田舎ではな

いかということも言えます。豊かな自然と上質

な水資源、食を担う農業の存在感。そこで、こ

れらを大いに活用し、逆手にとって頑張ってい

くことも必要であろうと思います。まず、この

ことについて知事の所見をお聞かせいただきた

いと思います。

知事は、この１月23日で知事就任３年目を迎

え、みずからは３年目を起承転結の「転」と位

置づけた新たな展開を見せると語っておられる

ところであります。激動する社会情勢の中に

あって、さらなる県民生活の向上を目指し、県

政の諸課題の解決に向かって邁進されるよう、

御期待を申し上げます。

知事は、就任後初めての平成19年２月の議会

冒頭の所信表明で、「県政運営の職責の重さに

改めて身の引き締まる思いであり、その基本理

念は、県民総力戦による県づくりである。宮崎

の未来を切り開いていくのは県民自身であり、

すべての県民の力であると確信しており、県勢

発展には誠心誠意取り組み、県民だれもが安心

して暮らせる新しい宮崎の実現に向けて、全身

全霊をささげる覚悟である」と述べられまし

た。今、改めましてこの所信の真意を推しはか

りますときに、私は全身全霊を傾けるが、県民

の後押し、協力がなければ新しい宮崎は実現で

きないとの呼びかけであり、知事一人では何も

変えることができないということであったと理

解をいたすものであります。

また、この知事の所信表明に対しまして、県

民は、就任直後から現在まで、引き続き80％か

ら90％台という驚異的な―失礼ですが―支

持率で後押しをし、総力戦に参戦しているので

はないかと感じております。

ところで、３年目を迎え、知事のマニフェス

トの検証会が実施されたと報じられました。そ

の結果は、マニフェスト85項目中65項目がＡ評

価で、12項目がＢ評価、Ｃ評価は８項目であっ

たとあります。評価は84点とされました。まさ
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にこれも驚異的な好成績だと言わざるを得ない

のであります。しかしながら、何かが少し違う

のではと感じるのは私だけなんでしょうか。そ

れは、知事が県民と約束をしたマニフェストの

理念、最終目標は、さきに引用いたしました知

事の就任時の所信表明にある「県民だれもが安

心して暮らせる新しい宮崎の実現」といたしま

すと、倒産の恐怖にさいなまれている本県の基

幹産業の一つである建設業の現状や、新卒の大

半が県外に就職の場を求めざるを得ない現実が

ますます増加していることや、マニフェストで

示された350億円の一般財源捻出など、何を意味

しているのか、いまだに不明な項目もあると言

わざるを得ないのであります。

私は、枝葉末節にこだわり、揚げ足を取るつ

もりはありません。新しい宮崎の構築のため

に、知事とともに汗を流す覚悟であります。し

かしながら、この選挙の投票行動に大いに影響

したであろうマニフェストは、冷徹な目で検証

されるべきではと考えます。そこで、知事にお

伺いをいたします。このたびのマニフェスト検

証会の検証結果をどのようにお受けとめにな

り、みずからは何点をおつけになるのか、ま

た、２年を経過し、修正すべき点はないのか、

お伺いをいたします。

さらに、歳出の見直しにより単年度で350億の

財源捻出を目標とされました。平成21年度当初

予算ではどのようになっていくのか、また、幾

つの新規事業を措置されたのか、あわせてお尋

ねをいたします。

次に、中山間地域振興対策についてお尋ねを

いたします。

県は、今年度、新たに改編された県民政策部

の中に中山間・地域対策室を置き、中山間地域

対策の総合的推進を目指されたのであります。

中山間地域対策については、今年度に引き続

き、来年度の重点施策とされました。中山間地

域は、水源の涵養、洪水の防止、土壌の侵食や

崩壊防止など、多面的機能も担っており、多く

の県民の豊かな暮らしを守っています。しか

し、過疎化や農業者の高齢化の進展によって、

産業の担い手の減少や遊休農地の増加は著し

く、集落の共同生活も停滞しつつあり、地域の

存続自体が大きく懸念をされております。そこ

で、中山間地域対策を推進していく上での基本

的な方向性、また、中山間地域に住む方々の生

活の根幹である集落の活性化に向けた基本的な

考え方と来年度からの具体的な取り組み、県庁

一体となった推進のための具体的な取り組みに

ついて、知事にお伺いをいたします。

次に、物流対策についてお尋ねをいたしま

す。

御案内のとおり、昨年秋のリーマンショック

に端を発する世界的な大不況の中で、我が国の

経済をリードする大企業の経営悪化が連日のよ

うに報道されております。特に自動車や電子関

連産業が悪いようであります。その影響は本県

にも確実に押し寄せており、県内に立地する製

造業や農林水産業においても、可能な限りのコ

スト削減を図らなければ生き残れない状況に

なっていると思うのであります。大都市から遠

く離れた本県においては、物流の効率化を図

り、輸送コストの削減を進めることが重要なポ

イントになっていると考えます。

そのような中で、県は、昨年７月に物流対策

推進本部を立ち上げました。このことは、まさ

に時宜を得た取り組みではないかと思います。

そこで、物流対策推進本部のこれまでの活動を

お伺いするとともに、その成果が今年度予算に

どのように反映をされているのか、お伺いいた
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します。

地方分権についてお尋ねをいたします。

戦後、我が国が世界第２位の経済大国となっ

たのは、勤勉な国民性はもとより、霞が関によ

る経済政策の成果によるものではないでしょう

か。国のあり方も、東京は頭脳、そして手足は

地方で、うまく機能してきたのではないかと思

います。その結果として、企業の本社は東京に

移り、文化創造、情報発信についても東京であ

ります。また、多様な知恵でうまく変化に対応

できる国にすべきでありましたが、今や頭脳が

一つのために何も解決できない国になったよう

な気もいたします。人、物、金、情報を一極集

中させるのが今までの中央集権体制でありまし

た。今こそ、明治以来の中央集権体制を打破す

ることが必要になってきているのではないで

しょうか。

中央と地方の権限分与においては、平成12年

の分権一括法施行後においてもまだ主従の関係

があり、また行政においても二重行政、いや三

重行政まで行われている感がいたします。ま

た、その結果、責任の所在があいまいになり、

交付金、補助金などへの陳情政治が必要な状況

は余り変わっていないのであります。また、昨

年12月の地方分権推進委員会の第２次勧告後に

おいても、明るい展望はありません。霞が関の

抵抗を見るとき、むしろ、ますます混迷を深め

そうな気配すら感じるのであります。真の地方

分権で、国と地方がイコールパートナーとして

この国に責任を持ち、住民のための行政が行わ

れることを切望するものであります。そして、

道州制へのステップでしょうが、いまだ道遠し

と感じるのは私だけなのでしょうか。こういう

閉塞感の漂う状況下にあって、知事はどのよう

に道を開かれようとするのか、お尋ねをしたい

のであります。

次に、当初予算についてお尋ねをいたしま

す。100年に一度と言われる世界的な経済不況に

対処するため、政府は、安心実現のための緊急

総合対策に基づく第１次補正予算、また、生活

対策及び生活防衛のための緊急対策に基づく第

２次補正予算の対策を打ち出されました。本県

でも、深刻さを増した景気・雇用情勢に対し

て、ことし１月に臨時議会を開催し、国に先ん

じて、当面の景気・雇用対策を内容とする総額

約64億円余の緊急的な対応を講じられたのであ

ります。

このように極めて厳しい諸情勢の中で、補正

予算に引き続き、新年度予算についての編成作

業が行われたわけであります。その責任者であ

る知事におかれましては、予算編成に当たり、

例年にない苦労があったのではないかと察する

ところであります。知事にとって平成21年度

は、任期を折り返す３年目の予算であり、マニ

フェストの実現のためにも正念場となるわけで

すが、平成21年度当初予算編成を終えられた

今、予算編成についての感想をお伺いしたいの

であります。

次に、財政健全化への取り組みについて、若

干お尋ねをいたします。今回の当初予算は、８

年ぶりに前年度の予算規模を上回っており、厳

しい財政状況の中にあっても、選択と集中によ

り、重要な施策に必要な予算配分を行っている

ことから、一連の補正予算を考え合わせれば、

私は「積極予算」と呼んでもいいのではないか

と思っております。しかし、どうしても心配に

なることは、ふえてしまう県債残高、あるいは

減ってしまう基金残高であります。現在の状況

では、収支不足の画期的な解消は望むべくもな

く、平成22年度になりますと当初予算を組むの
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がやっとであり、そこで基金が枯渇してしまう

と思われるのであります。今後どのように健全

財政化を進めていくおつもりか、お伺いをいた

します。

また、今後の景気の状況により、県税収入へ

の影響は避けられないと思います。平成21年度

の県税収入はどのような見込みになるのか、こ

れは総務部長にお尋ねをいたします。

次に、地震対策についてお尋ねをいたしま

す。

気象庁は、我が国は21世紀前半には地震警戒

年に突入し、いつ巨大地震が発生してもおかし

くないとしております。ちなみに、我が国で

は、この10年間に、「立っていることができ

ず、はわないと動くことができない」とされる

震度６強以上の地震が６回発生しております。

地震に対する関心、対策を意識させた、あの阪

神・淡路大震災から既に14年が経過いたしまし

た。阪神・淡路大震災では、全壊棟数約10万

棟、死者6,434名で、その８割以上が建物倒壊、

それも木造住宅の倒壊による圧死者でした。ま

た、この阪神・淡路大震災のころから、日本列

島全体が活動期に入ったと言われ、地震はい

つ、どこで発生してもおかしくないと、政府の

中央防災会議から警告が出されました。

本県は、南海地震の西端、日向灘の地震の巣

を目前にしておりまして、日向灘を震源とする

地震は、平成８年以降、震度４を超えるケース

がないと伺っております。すなわち、日向灘も

地震のエネルギーが今蓄積されつつあるのでは

と、懸念をしております。そこで、地震対策へ

の取り組みについて、総務部長にお尋ねをいた

します。

次に、医師不足対策について福祉保健部長に

お伺いします。

医師の不足はまさに全国的な問題でありま

す。本県におきましても、現在、県立延岡病院

の医師６名が退職の意向を示しております。ま

た、先日、派遣の継続が決まったものの、県立

日南病院の小児科医の引き揚げも大きな問題と

なっております。これらは、平成16年度の新医

師臨床研修制度の導入を契機とし、大学医学部

の医師派遣能力が低下したことがその大きな要

因の一つであると言わざるを得ません。こうし

た中、厚生労働省と文部科学省の合同検討会

が、医師臨床研修制度の見直し案を先般取りま

とめました。これによりますと、現在７つの必

修科目を、内科、救急、地域医療の３科目に絞

り、必修にかける期間を１年程度に短縮し、２

年目は、将来専門とする診療科での研修に専念

させるほか、研修医の都市部への集中に歯どめ

をかけ、都道府県や研修病院ごとに定員を設け

るというものであります。県はこれまで、臨床

研修制度の見直しを国に要望してきておりまし

たが、今回の見直しについてどのように評価を

されているのか、お伺いしたいのであります。

次に、宮崎大学では、幅広く病気を診断でき

る総合医を育成するための新たな講座を設置

し、育成した医師を地域の医療機関に派遣する

との報道が先日ありました。これは、専門医が

専門外の診療を余儀なくされ、そのことで負担

が増加し、病院をやめてくいくという現状を打

開するため、総合医を育成・派遣し、専門医と

の役割分担を図るというものであります。ま

た、その育成に当たっては、自治体からの寄附

で運営する寄附講座としたいとの考えであるよ

うであります。県との協議も行われていると聞

いておりますが、現在の検討状況についてお聞

かせください。

３点目に、今日の医師不足の状況は、医師養
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成の抑制策や臨床研修制度など、国の医療政策

によってもたらされたものが大きいと考えま

す。県レベルでの対策も非常に重要であると考

えます。県はこれまで、医師不足解消のために

さまざまな対策に取り組んでこられたと聞いて

おります。今日までの取り組みの成果と、これ

からの取り組みについての考えをお聞かせくだ

さい。

次に、子育て支援対策についてお尋ねをいた

します。

子育て世代に対する多くのアンケートを拝見

いたしますと、子供を２人、３人とふやせない

理由の上位に来るのは、１つ目が教育費に対す

る不安、２つ目が保育期間の子供の疾病に対す

る対応への不安となっておるようであります。

１つ目の教育費については、高等教育までを想

定すると２人目までが限界となる。これは途上

国で見られる大学の学費無料化しか対策はない

のではないかと考えます。２つ目の対応への不

安については、保育所に預けるお母さんは、子

供の風邪などでの発熱で仕事を休むケースが相

当な負担になっているようであります。今回、

新年度予算で新規事業を提案されております、

「応援人材バンク」に可能性の芽を見たところ

でありますが、この事業のねらい、今後の展開

について、福祉保健部長にお尋ねをいたしま

す。

次に、高齢者対策についてお尋ねをいたしま

す。

本県は、全国よりも早く高齢化が進んでおり

まして、平成20年には高齢化率は約25％となっ

ております。つまり、まさに県民の４人に１人

が65歳以上の高齢者という状況にあります。私

は、これからの活力ある社会づくりのために

は、これらの高齢者の皆様方に生きがいを持っ

て元気に活躍していただくことが、非常に大切

だと思います。高齢社会においては、個々の高

齢者への対応ということだけではなく、社会の

構造的な問題に、あらゆる観点から総合的に取

り組んでいかなければなりません。雇用や就業

の問題、生きがいづくりの問題、社会参加の問

題、あるいは技能・ノウハウの継承問題といっ

たことへの対応など、高齢社会に必要な対策は

多岐にわたります。そこで、今後ますます高齢

化が進む中、元気な高齢者の生きがいづくり

や、地域への参加のための取り組みが必要と考

えます。知事のお考えをお聞かせください。

次に、中小企業対策についてお尋ねします。

平成20年10月から12月までの我が国の国内Ｇ

ＤＰは、年率でマイナス12.7％と、第１次オイ

ルショック後の昭和49年以来の二けたのマイナ

スとなり、35年ぶりの深刻な状態となりまし

た。まさに、未曾有の深刻な不況の足音が聞こ

えてきたということであります。県では、中小

企業向けの資金対策、いわゆるセーフティネッ

ト対策を構築され、種々展開されているところ

であります。さらなる補正増を含めた今後の見

通し、さらには県独自の対策の余地について、

事態の急速な進行を踏まえ、検討するお考えは

ないか、商工観光労働部長にお伺いします。

次に、企業誘致対策についてお尋ねします。

県は、新年度予算に、新規事業として「広域

拠点工業団地整備促進事業」を提案されまし

た。工業団地整備は、20ヘクタール以上を対象

に、限度額30億円の貸付金を事業主体となる市

町村に貸し付け、工業用水や取りつけ道路など

の整備に２億円を限度として補助金を準備する

ものであります。現在の我が国の経済状況か

ら、企業誘致は困難な時代に入ったと考えます

が、今、この事業になぜお取り組みになるの
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か、もしかすると誘致の見込みがあるのではな

いかと思いますが、基本的な考えを知事にお伺

いいたします。

次に、事業の具体的な内容については、商工

観光労働部長に伺います。予算額からすると、

年間１件の枠と理解をいたします。この事業を

何年間お続けになるのか。また、高速道路に隣

接したフリーウェイ工業団地の28ヘクタールほ

どが、いまだ立地が決まらない中、次の団地に

着手することへのリスクはないのかお伺いしま

す。仮に立地が長引けば、造成費などが地元市

町村の負担となるのか、その場合、県は何らか

の助成をするのか、お聞かせください。

次に、観光行政についてお尋ねをいたしま

す。

平成19年宮崎県観光動向調査によりますと、

県外客数は456万8,000人、前年比3.5％の伸び

で、15万6,000人増加したと報告されています。

平成19年は、知事が１月に就任されました。11

カ月余りは東国原知事のブームのもとにあった

年ということになります。本県では、先人の努

力で観光立県を目指し、時間をかけ、インフラ

整備はもちろん、スポーツランド構想などソフ

ト面でも力を注いでまいりました。今、さらに

本県が飛躍するためには何が必要か、足元から

見直す必要があるのではないでしょうか。そこ

でお尋ねをいたしますが、タイやインドネシア

など東アジアとの交流を推進し、国際観光プロ

モーション活動や、県産品の海外への販路拡大

等の取り組みを強化し、将来に備えることはで

きないのか。また、例えば年間を通じたゴルフ

イヤーなど、有望なテーマに特化して海外から

の観光客誘致を図っていくべきではないか。ま

た、全国規模の会議や大会、シンポジウムの開

催など、あのシーガイアの経営破綻以降、少し

腰が引けたと見える県のコンベンションの誘致

について、再検討の余地はないのかお聞かせく

ださい。

また、先週行われましたＷＢＣ代表候補の宮

崎合宿については、24万1,000人のファンが訪れ

たと報道されました。この受け入れ態勢などに

ついていろいろな指摘が見られました。駐車場

の問題、渋滞の問題、入場料の問題がありまし

た。「おもてなし日本一」を標榜される知事と

して、この際、総括が必要だと思いますが、御

見解をお聞かせください。

次に、農政問題についてお尋ねをいたしま

す。

我が国の将来に対して、不透明感、閉塞感が

増しつつある中で、日本の農業においても、高

齢化、担い手不足、耕作放棄地の増加、原油・

飼料価格高騰などによる経営悪化など、農業の

存続が問われる大きな転換期に来ていると指摘

されております。一方、最近の国際穀物需給の

逼迫や、中国の冷凍ギョーザ、事故米などを

きっかけに、我が国の食料自給率の低さに対す

る関心と不安が高まっており、「我が国の農業

は存亡の危機にあるが、同時に、限りない潜在

能力を秘めた、我が国に残された数少ない成長

産業である」との意見も、専門家から聞こえる

ようになりました。国内の経済・雇用問題が悪

化するにつれ、農業の持つ可能性や重要性につ

いての認識が国民的規模で高まってきており、

この国民の声に応じるとすれば、今が大きな

チャンスではないでしょうか。ただし、そのた

めにも、国民の安定的な食料供給を担う農業者

にとって、将来的にも魅力的な職業であり、か

つ農業という職業を選んだことで安定的な生活

が成り立つような環境整備が、大変重要である

と考えます。
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100年に一度とも言われる経済危機の中で、時

代が大きくさま変わりするときに新しい時代の

芽が生まれるのは、過去の歴史の教訓でもあり

ます。時代の風が宮崎に対して追い風となって

いる今こそ、私は、本県基幹産業である農業の

持つ潜在的資源を最大限に生かした産業の振興

が必要であると思います。この点について、知

事の御見解をお伺いしたいと思います。

また、緊縮財政の中で、ことしを新たな時代

に向けた種まきの年として、本県農業が明るい

展望を持てるような施策が必要と考えます。本

議会に上程された平成21年度当初予算につい

て、農政水産部長としてどのようにお考えか、

どのような予算編成をされたのか、お伺いいた

します。

次に、畜産の問題についてであります。宮崎

県の農業産出額は約3,078億円で、全国第６位の

産出額を誇っております。中でも畜産部門は

約57％を占め、地域農業を支える重要な産業と

して経営規模も年々拡大をしております。しか

しながら、近年の配合飼料価格の高騰は畜産全

般に大きな影響を与えており、国においては、

昨年２月、６月、10月と三度にわたり、畜産の

経営安定のための緊急措置が講じられました。

また、県においても、自給飼料の増産や生産性

向上など積極的に取り組んでいただいておりま

す。しかし、景気の後退や牛肉消費の減退など

から枝肉価格が低迷をしており、肉用牛肥育農

家の経営は厳しい状況にあります。さらに、肥

育農家の厳しい状況を反映して、子牛価格が現

在40万円を下回っている状況であります。肉用

牛繁殖農家においても同様に大変苦しい状況に

あります。今後、生産基盤の縮小や高齢な農家

における経営中止に、一層拍車がかかるのでは

ないかと懸念をいたします。そこで、宮崎牛の

生産基盤を両輪で支える肉用牛肥育農家と肉用

牛繁殖農家の経営安定対策について、どのよう

な対策を講じていかれるのか、農政水産部長に

お伺いをしたいのであります。

次に、沿岸漁業振興についてであります。本

県では、カツオ・マグロなどの遠洋漁業、アジ

やイセエビなどを漁獲する沿岸漁業、ブリ・タ

イなどの養殖業が営まれております。この中

で、沿岸漁業は、本県沖合の日向灘を漁場とし

ておりまして、県内に安全で安心な、豊かな海

の幸を供給する重要な役割を担っております。

その経営は、近年の燃油高や漁場環境の変化に

より、一層厳しい状況であります。漁船の燃料

であるＡ重油の価格は、現在でも、５年前の

リッター当たり38円に比べまして２倍近くの70

円程度のようでありまして、原油価格の動向が

不透明な中で、漁業経営を直撃しているようで

あります。そこで、今日の沿岸漁業の現状をど

のように認識され、また、今後どのような対策

を講じようとされているのか、農政水産部長に

お伺いをいたします。

次に、道路特定財源についてであります。

昨年は、暫定税率の期限切れの問題や、一般

財源化に伴う道路財源の確保など、道路行政の

根幹を揺るがす出来事がありました。未整備の

高速道路区間を多く持つ本県では、事態の推移

をかたずをのんで見守ったところであります。

こうした問題も、昨年の期限切れ間の本県の減

収分６億6,500万は補てんをされました。一般財

源化に伴う9,400億円の地域活力基盤創造交付金

の新設で、一応の決着と一段落の感がありま

す。しかしながら、新設された交付金の本県へ

の配分、道路に関するインフラ整備やソフト事

業にも利用できる使途拡大などもあり、まだま

だ予断を許さないところであります。そこで、
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今回の道路特定財源の一般財源化が本県の道路

整備にどのように影響するのか、また、国に対

して今後どのような働きかけを行っていくお考

えか、これは知事にお伺いをいたします。

次に、道路行政についてお尋ねします。

県民の悲願と言ってもいい東九州道の見通し

が立ってまいりました。大変喜ばしいことで、

知事を初め関係各位に、改めまして敬意を表し

たいと存じます。一日も早い全線開通に向け、

県民一丸となってさらに頑張っていきたいと存

じます。かつて県は、県内１時間構想を掲げ、

地方道の改良、渋滞対策事業など、大変わかり

やすく目に見える整備を推進されました。日常

生活に直ちに好結果をもたらすこうした事業展

開は、大変県民にも好評でありました。こうし

た地域間を結ぶ幹線道や生活道など、県道を含

め、今後の整備方針について県土整備部長にお

尋ねをいたします。

次に、公共工事の品質確保についてでありま

す。

公共工事の品質を確保するため、平成17年４

月に、「公共工事の品質確保の促進に関する法

律」が施行されました。間もなく４年が経過し

ようとしております。この法律では、公共工事

の品質は、経済性に配慮しつつ、価格以外の多

様な要素も考慮し、価格及び品質が総合的にす

ぐれた内容の契約がなされることにより確保さ

れなければならないとされておるのでありま

す。本県においても、高い技術的能力と地域の

発展に対する強い意欲を持つ建設業者が伸びて

いける環境づくりを進めるため、いろいろな取

り組みがなされているところであります。しか

しながら、全国の公共工事の発注は、ピーク時

の平成５年度の35兆3,056億円から19年度は16

兆9,927億円と、実に48.1％に減少し、本県でも

平成５年度の4,760億円から平成19年度の2,262

億円へ、これも実に47.5％に減少するなど、さ

らに厳しさが増しております。

東京商工リサーチの資料によりますと、県内

の建設業者の倒産件数は、平成18年が24件で

あったのに対し、19年55件、20年も同じく55件

と急増しております。また、廃業される方も年

間100件を超える状況のようであります。このよ

うに建設業の倒産が続けば、良質な社会資本を

整備していくためだけではなくて、地域におけ

る災害等への対応にも支障が出るおそれもあ

り、ひいては県全体の経済の落ち込み、雇用の

場の喪失にもつながるものと懸念します。冒頭

に述べました「公共工事の品質確保の促進に関

する法律」に定められた内容が徹底されていな

い状況もあると聞きます。そこで、法に規定さ

れる発注者の責務を果たすため、どのような取

り組みが行われてきたのか、県土整備部長にお

尋ねします。

また、県の建設工事の一般競争入札の落札率

は、平成18年度が83.1％、19年度が83.2％、20

年度第３・四半期で83.8％と、依然として低価

格での応札が続いております。公共事業の大幅

な縮減、建設業の倒産件数の増加に加え、この

ように低価格での応札が続いている状況では、

受注者の負担増を招かないためにも、予定価格

については、取引の実態を踏まえた資材単価に

より、現地の施工条件に合った適正な積算を

行っていただくことが極めて重要であります。

そこで、建設資材単価の設定及び予定価格の積

算についてどのように行っておられるのか、県

土整備部長にお尋ねをしたいのであります。

次に、教育問題について教育長にお尋ねしま

す。

まず、中高一貫教育であります。先ほども御
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質問があったようでありますが、全国的には、

公立高校の中高一貫校の取り組みは、本県が

五ヶ瀬中等教育学校の開設により先導的役割を

果たしたことは御案内のとおりであります。今

や公立中高一貫校は急速にふえまして、20世紀

末の1999年の段階では全国２校にすぎなかった

ものが、平成19年には80校余りに達していると

ころであります。このことは、一貫校のよさが

認められた結果であろうかと存じます。県は、

来年度、都城泉ヶ丘高校に併設型の中学校を開

設する準備を行う計画であります。また、今

後、地域の実情に応じた多様な組み合わせの一

貫校を推進するとお伺いをしております。そこ

で、少子化社会に入った今日、大学も全入時代

となってきました。こうした変化を受け、今後

の中等教育のあり方はどうあるべきか、宮崎の

先見性、先行性を発揮する教育のあり方につい

てお尋ねをしたいのであります。

次に、学校裏サイトについてであります。教

育委員会は、昨年９月、学校裏サイトに関する

アンケート調査を実施されたようであります。

学校裏サイトの認知度については、学年が上が

ることに増加し、この裏サイトにより中傷を受

けた経験のある子供は81人いるということであ

ります。そのうち約７割の子供が、そういう経

験をしても、保護者や先生に相談することなく

何もしなかったということであり、いじめが深

刻化しているのではないでしょうか。アンケー

ト調査は全児童生徒の15.7％を抽出したもので

ありまして、実態はもっと多くの子供たちが被

害を受けているのではないかと危惧されます。

この裏サイトには出会い系やアダルトサイトへ

のリンクが張られることも、可能性としては考

えられます。何らかの対策をとる必要がありま

す。教育長の御見解をお聞かせください。

また、携帯電話を使った犯罪被害やネットい

じめもあります。先日、文部科学省の全国調査

の結果が発表され、昨年12月時点で、公立小学

校94％、公立中学校は99％と、ほぼ全校におい

て携帯電話の持ち込みは原則禁止となっている

ということであります。このうち、小学校の57

％、中学校の51％は、子供の安全などを理由に

家庭が申請すれば許可しているとのことであり

ます。一方、高校では20％が原則禁止、持ち込

みを認めても、校内や授業中での使用禁止、下

校までの一時預かりとなっているようでありま

す。本県においては、小・中・高での携帯電話

の持ち込みについてどのような現状となってい

るのか、教育長にお尋ねをします。

次に、スポーツ振興についてお尋ねします。

昨年、大分県で開催された第63回国民体育大

会での本県選手の活躍は記憶に新しいところで

あります。県におきましては、競技力向上のた

めにさまざまな施策を展開されていると思いま

すが、私は、きょうは特に、本県の競技力向上

を実証する舞台であります国民体育大会のこと

に特化してお話をしたいと思います。

この国体につきましては、御存じのように、

現在、大会の充実・活性化や大会運営の簡素・

効率化の点から改革が進められております。行

財政改革による緊縮財政が加速する中での都道

府県負担の軽減や、国際化の進展によるトップ

アスリートの国体への参加回避などを理由に見

直しが行われているのは、やむを得ないことと

思います。一方では、我が国のスポーツの振

興、郷土意識の高揚による地域の活性化など、

大変大きな役割を果たしてきているのも事実で

あります。しかし、個々の具体的な事例を見ま

すと、釈然としないものがあるのも事実であり

ます。
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私の出身地であります小林市の小林工業・秀

峰高校の新体操部であります。ここは、昨年の

全国高校総体で見事優勝し、また、「チャレン

ジ！おおいた国体」では５位入賞を果たし、本

県の目標であります天皇杯30位台達成に大いに

貢献をしていただいたところであります。聞く

ところによりますと、この少年男子新体操が、

ことしの新潟国体の競技種目から廃止されると

のことであります。これは、地元小林にとりま

しても、県にとりましても、大きな問題と考え

ます。小林の人々にとって、新体操は単なる競

技種目ではない。地域の方々が一体となって、

小・中・高等学校を通して支援している地域の

宝、財産でもあります。その新体操が、アマ

チュアスポーツの一大祭典である国民体育大会

の参加への道が閉ざされることは、残念でなら

ないのであります。国体の「広く国民の間にス

ポーツを普及し、地方スポーツの振興と地方文

化の発展に寄与する」という目的からします

と、今回の措置はいかがなものかと思うのであ

ります。この際、少年男子新体操を国体の競技

種目に復活できるように、県としても何らかの

動きをすべきだったし、動くべきではなかった

のかと考えます。教育長の見解をお尋ねいたし

ます。

続いて、公立学校の運動場の芝生化について

お尋ねをします。文部科学省が平成19年度に

行った体力・運動能力調査によりますと、平

成10年度と比較して向上傾向にあるものの、ピ

ークであった昭和60年度と比較すると、依然低

位な水準にあるとの結果でありました。その結

果は、近年のテレビゲームの普及などに伴う外

遊びの減少が原因の一つではないかと考えられ

ておるようであります。そこで、子供たちがけ

がや砂ぼこりなどを気にすることなく遊べるよ

うに、学校の運動場の芝生化を推進してはどう

かと考えます。いわゆるスポーツの振興であっ

たり、体力の向上を図るべきと考えます。運動

場の芝生化の現状と今後の取り組みについて、

教育長の御見解をあわせてお伺いいたします。

次に、サイバー犯罪についてお尋ねします。

さきの新聞報道によりますと、詐欺や名誉毀

損など、インターネットによるサイバー犯罪の

摘発件数が、昨年、過去最悪の32件になったと

いうことでありました。また、相談件数も1,000

件を超え、1,311件と過去最高になったとのこと

です。先ほど質問しました学校裏サイトも同様

でありますが、インターネットなどが普及する

ことにより、匿名性を利用した悪質な書き込み

や、ネット上で商品を紹介して金をだまし取る

オークション詐欺、メールなどの架空請求詐欺

などが発生をしております。このようなサイバ

ー犯罪は、通信手段の高度化・多様化などによ

り、今後ますます広がっていくことになるので

はないかと危惧をいたします。また、県民がサ

イバー犯罪防止のための情報セキュリティー対

策を知っておくことも必要かと考えます。そこ

で、本県におけるサイバー犯罪について今後ど

のような対策を行っていかれるのか、県警本部

長にお伺いをいたします。

次に、水力発電の取り組みについてでありま

す。

一昨年からの原油価格の急激な高騰は、産業

界はもとより、国民生活全般に深刻な影響を与

えました。資源小国である我が国にとって、エ

ネルギーの安定的な確保は重要な課題でありま

す。また、地球温暖化を防止するため、二酸化

炭素を排出しないクリーンエネルギーの導入を

進めることは、世界的な課題でもあります。こ

のような中で、宮崎県の豊富な水資源を利用し
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た水力発電は、地域資源を活用した地球環境に

優しい、純国産で再生可能なクリーンエネルギ

ーであり、今後とも積極的に取り組むべきと考

えます。企業局では、来年度から河川の維持流

量を活用したマイクロ水力発電に取り組むよう

であります。企業局における今後の水力発電に

対する取り組みについてお尋ねをいたします。

また、農業用水路を利用した小水力発電の取

り組みを行おうとしている市町村や土地改良区

に対してどのような支援を行っていくのか、お

聞かせください。

また、農政水産部では今後どのように取り組

んでいかれるのか、お伺いをいたします。

最後に、県立病院事業についてお尋ねしま

す。

県立病院は、これまで、県民医療の確保及び

地域医療の水準の向上を図るために、高度医療

や救急医療の充実に積極的に取り組んでこられ

ました。しかしながら、少子高齢化の進展や疾

病構造の変化、医療の高度化・専門化など、医

療を取り巻く環境が大きく変化をする中で、経

営状況が大変厳しくなってきているのも事実で

あります。このため、県立病院が今後ともその

使命と役割を果たしていくためには、積極的な

経営改革が喫緊の課題であります。平成18年度

に地方公営企業法の規定の全部を適用し、自立

的な事業運営が可能となる事業形態として病院

局が設置されました。18年８月には、22年度ま

での５カ年の計画とする中期経営計画が策定さ

れました。その後、18年度及び19年度決算で

は、それぞれ計画を上回る収支改善が図られる

など、経営改善の観点からは順調に推移してき

ているように感じられます。

一方、近年の全国的な医師の確保でございま

すが、先ほど話したとおり、県病院においても

医師の不足があります。医師の確保は非常に厳

しい状況であります。県立病院は、本来、２

次、３次の救急医療を担う医療機関であります

が、夜間や休日に軽症患者を含む救急患者がふ

え続け、平成19年度は、延岡、宮崎、日南の３

病院で２万人を超える救急患者に対応するな

ど、医師の過重な負担が医師確保を困難として

いる大きな理由の一つであるとも言われており

ます。

そこで、病院局長にお尋ねします。県立病院

事業の今後のあり方につきましては、平成21年

度から、各県立病院ごとに、収支の状況を勘案

しながら、23年度をめどにふさわしい経営形態

の検討を進めることとされております。これま

での中期経営計画に基づいて進めてきた経営改

善の状況を踏まえ、今後どのような考え方で経

営形態の検討を進めていくおつもりか、お聞か

せください。また、あわせて、県立病院の医師

確保については、喫緊かつ最重要の課題であり

ます。病院局におかれましては、今後どのよう

に必要な医師の確保に取り組んでいかれるの

か。新年度予算案において、医師確保に向けた

新たな対策も示されているようであります。そ

の具体的な取り組みについてお尋ねをいたしま

して、壇上からの質問といたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

県民所得についてであります。先日、平成18

年度の１人当たり県民所得が全国46位であると

公表されましたが、私はかねがねこの県民所得

という言葉に対して疑問を持っておるところで

ございます。１人当たり県民所得は、企業所得

や利子配当などの財産所得も含まれる県民所得

を、各県の総人口で除したものであるため、必
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ずしも個人もしくは家計の所得水準をあらわす

ものではありません。また、人口の増減にも左

右されるため、県民生活の豊かさをあらわす唯

一の指標でもないわけであります。しかしなが

ら、県民所得が経済活動の一面を数値化したも

のであることは事実であり、それを踏まえ、御

質問にもありますように、豊かな自然や宮崎ら

しさを生かして所得の向上を図っていくこと

は、重要な課題であると考えております。

そこで、昨年来の社会経済情勢を踏まえます

と、これからの日本は、国外からの輸入食料に

頼り過ぎない、石油に頼り過ぎない国家を目指

すべきであり、社会経済のあり方も転換してい

く必要があると考えております。このような観

点から本県の将来を考えた場合、基幹産業とし

ての実績を有する農業や、恵まれた自然環境な

どの強みがある本県にとって、今が大きなチャ

ンスであるともとらえております。このため、

農商工連携の推進などによる農業の活性化や、

太陽光発電の拠点づくりなど、新たな分野の産

業集積といった施策の展開を図ってまいりたい

と考えております。

続きまして、マニフェストについてでありま

す。私が今回、マニフェスト評価を依頼しまし

た早稲田大学マニフェスト研究所につきまして

は、これまでにも多くのマニフェストの評価を

手がけておられ、この専門的見地から下された

今回の評価につきましては、真摯に受けとめて

いきたいと考えております。なお、客観性を保

つため外部に評価をお願いしましたので、自己

採点は差し控えたいと存じます。また、マニ

フェストの項目の中には進捗がおくれているも

のもありますが、マニフェストは任期４年を通

した県民の皆様とのお約束でありますので、そ

の達成に向け、引き続き全力を傾けてまいりた

いと考えております。

続きまして、歳出の見直し等についてであり

ます。財政改革プログラムでは、私のマニフェ

ストを踏まえ、職員数の削減等による人件費の

見直しや、投資的経費の縮減・重点化、事務事

業の見直し等により、平成21年度には、平成18

年度と比較し、スクラップ・アンド・ビルドを

含む350億円の歳出見直しを達成するという目標

を立てております。そのための取り組みの内容

には、予算執行段階での経費節約等も含まれる

ため、目標に対する達成状況については決算に

おいて検証せざるを得ませんが、この目標を見

据えながら、公共事業のシーリング設定や事務

事業の見直し等に取り組んだところでありまし

て、平成21年度当初予算の編成過程において対

応すべき財政改革プログラムの内容としまして

は、ほぼ見込みどおり推進できているものと考

えております。

なお、事務事業見直しで捻出した財源の一部

を活用して措置した事業は、新規事業98件、56

億円程度、改善事業47件、９億円程度となって

おります。

続きまして、中山間地域対策に関する一連の

御質問であります。

まず、中山間地域対策の基本的な方向性につ

いてであります。中山間地域の現状を見ます

と、住民生活の基本的な地域単位であり、その

活性化のかなめであります集落の衰退が大変危

惧されているところであります。したがって、

今後の中山間地域対策につきましては、まず

は、集落の活性化に視点を置いた取り組みが重

要であると考えております。また、高齢化や人

口減少が進む中で、住民が安心して日常生活が

送れるような手だてを講じることが必要である

とともに、生活のベースとなる仕事の確保も大
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変重要であります。このようなことから、今後

は、集落の活性化、日常生活の維持・充実、産

業の振興の３つを柱として、短期的・中長期的

な施策を総合的に展開することとしておりま

す。

次に、集落の活性化に向けた基本的な考え方

と具体的な取り組みについてであります。集落

の活性化のためには、そこに住む住民が集落の

問題をみずからの問題としてとらえ、考え、行

動するという「内発的な活力の向上」と、それ

を県民全体で支えていくための「都市からの支

援と交流」が必要であると考えております。そ

こで、21年度におきましては、住民みずからが

行う集落の点検や話し合いを支援する中山間地

域集落点検モデル事業や、元気な集落づくりを

支援するいきいき集落応援事業等により、集落

の内発的な活力の向上を図るとともに、ボラン

ティア活動を行う人材をあらかじめ登録し、集

落等からの依頼に応じて派遣する「中山間盛り

上げ隊」派遣事業等により、都市からの支援と

交流を推進していくこととしております。さら

に加えて、新たに県職員が町村役場に駐在し、

町村職員や地域住民と一体となって地域活性化

に取り組むこととしており、これらの事業を体

系的、効果的に展開してまいりたいと考えてお

ります。

最後に、県庁一体となった中山間地域対策推

進のための取り組みについてであります。中山

間地域の活性化を図るためには、関係部局間の

連携が不可欠でありますので、昨年６月に設置

しました中山間地域対策推進本部の機能を十分

に発揮させながら、今後ともより一層、関係部

局一体となった取り組みを推進してまいりたい

と考えております。そのため、来年度から新た

に、成功事例となり得る地域の取り組みを重点

的に支援することとしております。具体的に

は、活性化に向けた地域の骨太な取り組みを地

域創造計画として本部で採択し、その実現に向

け、国や庁内各部局等の各種事業や施策を連携

させ、集中投入を図る中山間地域等創造支援事

業を推進することとしております。

次に、物流対策についてであります。県で

は、昨年７月、本県物流を取り巻く現下の厳し

い状況を踏まえ、部局横断的な取り組みを強化

し、効率的な物流体制の構築やモーダルシフト

の推進を図るため、私を本部長とする物流対策

推進本部を設置したところであります。これま

で本部では、農業や製造業の荷主の方々や、海

上、鉄道、陸上の各運送事業者の方々との意見

交換を行うとともに、個別訪問によるヒアリン

グ調査を実施し、本県物流の実態把握等に努め

てまいりました。その結果、今後の対応策とし

て、トラック輸送に依存している貨物を海上・

鉄道輸送に可能な限り集約することが重要であ

り、県としては、この貨物集約に向けた産業界

の取り組みを誘導・支援するための対策を講じ

ることが必要と考えるところであります。この

ため21年度予算におきましては、新規事業とし

て、陸上トラック輸送から県内発着の海上・鉄

道輸送にシフトした貨物に助成を行う物流効率

化支援事業と、県内農業団体が取り組む農産物

のＪＲ貨物輸送へのシフトを支援するみやざき

農産物鉄道輸送拡大推進事業を実施することと

したところであります。県といたしましては、

こうした取り組みにより、県内産業界との連

携、役割分担のもとで、物流対策を積極的に推

進してまいりたいと考えております。

続きまして、地方分権についてであります。

現在、国においては、地方分権改革推進委員会

を設け、地方が主役の国づくりのために、国と
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地方の役割分担や国の出先機関の見直し、税財

政制度などについて、これまでの２年間に75回

もの会議を開くなど、精力的に議論が進められ

ております。しかしながら、これらの項目につ

いて、委員会が各省庁に対して実施している権

限移譲推進等に関するヒアリング状況を見ます

と、各省庁の回答は、予想どおりほとんどゼロ

回答であり、今後もこの抵抗は続いていくもの

と思っております。このような状況を打開する

ためには、国民の支持と政治の強いリーダー

シップが不可欠であり、国民的な議論の盛り上

がりを巻き起こす、政治主導による分権論議に

期待しておるところでございます。私として

も、今回の地方分権の議論が、単に国と地方と

の綱引きに終わることなく、権限や財源が十分

に担保され、真に住民の利益につながるものと

なるよう、全国知事会議の場やマスメディア

等、あらゆる機会を通じて、さらなる地方分権

の推進に向けて積極的に意見を申し上げてまい

りたいと考えております。

次に、予算編成についての感想であります。

平成21年度当初予算の編成に当たりましては、

私のマニフェストの実現を目指して、地域経済

の状況等も十分に考慮しながら、選択と集中の

理念のもと、雇用創出・就業支援対策などの４

つの重点施策を中心に、優先度の高い施策に積

極的に取り組むことといたしました。その過程

におきましては、財政状況が厳しさを増す中、

収支不足額が中期財政見通しの278億円から337

億円にまで拡大いたしましたが、財政改革プロ

グラムに基づき、さらなる事務事業の見直しや

歳入確保等を進めるなど、財源捻出に努めるこ

とにより、本県が直面する喫緊の課題にもしっ

かりと対応した予算を編成することができたも

のと考えております。さらに、経済・雇用情勢

は厳しい状況が続いておりますことから、この

当初予算により、補正予算と一体となった切れ

目のない対策を講じていくことができるものと

考えております。

次に、財政健全化への取り組みについてであ

ります。県では、現在、財政改革プログラムに

基づき、徹底した財政改革に取り組んでいると

ころでありますが、地方交付税や県税等の減

少、社会保障関係費や公債費の増等により、今

後とも厳しい財政状況が継続するものと見込ま

れますので、収支不足を基金に頼るというこれ

までの方法では、やがて当初予算の編成が難し

くなるものと考えております。このため、諸産

業の振興等による税源涵養に努めるとともに、

財政改革プログラムの取り組みについて、歳入

の確保、歳出の削減の両面から、徹底した分析

・再検討を行いながら、着実に推進してまいり

たいと考えております。また、税収など自主財

源が乏しい本県にとりましては、とりわけ、財

政調整機能と財源保障機能を有する地方交付税

総額が安定的に確保される必要がありますの

で、今後とも、全国知事会等を通じて、国に対

して要望してまいりたいと存じます。

次に、高齢者対策についてであります。高齢

化が進む中、県勢を活力あるものとしていくた

めには、元気な高齢者の皆様が、生きがいを

持って、長年培った知恵や経験などのシニアパ

ワーを発揮し活躍していただくことが、県民総

力戦による新しい県づくりを進める上で不可欠

であると考えております。このため、県といた

しましては、老人クラブへの支援や、ねんりん

ピックの開催など、高齢者のスポーツ・文化活

動の促進等に努めるとともに、ボランティア活

動等に積極的に参画していただけるよう、高齢

者が地域社会に貢献できる機会の拡大に取り組
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んでまいりたいと考えております。

次に、広域拠点工業団地整備促進事業につい

てであります。御質問にありましたように、現

在、世界的な景気悪化により、企業の設備投資

は減少しておりますことから、企業立地は非常

に厳しい状況にあることは認識しております。

しかしながら、国内の企業においては、太陽電

池を初めとする新エネルギー関連など、業種に

よっては依然として投資意欲が高いこと、また

最近、操業までの迅速性や工場集約化を図る観

点から、造成済みの大型の工業団地を求める傾

向があることなどに加え、県内においては、厳

しい財政状況の中で、大型工業団地の建設構想

を持っている市町村もあるなど、さまざまな動

きがあります。したがって、私といたしまして

は、今後、景気が回復したときに、企業の大型

投資に素早く対応できるようにすることが重要

と考え、今回、この事業に取り組むこととした

ものであります。

ＷＢＣ日本代表宮崎合宿についてでありま

す。今回の合宿は、イチロー選手などのメジャ

ーリーガーを初め、日本プロ野球のトップ選手

が多数参加されたことから、期間中、全国から

約24万人のファンが観戦に訪れるとともに、多

くの報道関係者が宮崎に集結し、メディアを通

じて連日、宮崎の名前が全国に発信されまし

た。県民の皆様にも、超一流のプレーを間近に

観戦できる絶好の機会になるなど、スポーツラ

ンドみやざきの推進に大きな効果があったもの

と認識しております。練習試合につきまして

は、県といたしましても全面的な協力を行いま

したが、試合が急遽決定されたことから、開催

に向けた準備や周知のための時間がほとんどな

かったこと、当初考えられていた入場チケット

の事前販売ができなかったことなどから、整理

券の配布等において混乱する場面も生じたとこ

ろであります。これまでに例のない大変厳しい

条件の中での大きなイベントでありましたが、

大会２連覇へ向けた日本代表の本県合宿が、大

きな事故もなく終了しましたことは、県民の皆

様を初め、地元関係機関の連携、協力のたまも

のと考えております。今後とも、関係機関との

連携を図り、県民の皆様の御理解をいただきな

がら、スポーツランドみやざきの一層の推進に

取り組んでまいりたいと考えております。

次に、農業の持つ潜在的資源を生かした産業

振興についてであります。私たちの暮らしと命

を支える農業こそ、今世紀の成長産業だと私は

確信しており、受け継がれてきた農業資源をフ

ルに活用するとともに、新しい視点での取り組

みを推進することにより、農業の持続的発展と

地域経済の活性化、さらには雇用の創出につな

げることが、私の務めであると考えておりま

す。農業は自然条件に大きく依存しており、不

安定かつ困難な面もありますが、最近では、外

食産業や一般企業の農業参入や産地との提携、

農業分野での商品開発や技術開発など農商工連

携の動き、さらには、金融機関等の農業分野に

おける市場開拓など、産業界からの期待が一段

と高まってきております。農業に対するこのよ

うな追い風のある今こそ「転機」ととらえ、農

業分野の枠組みを越えた多様な人・技術との連

携を図り、農産物の高付加価値化や生産技術の

効率化を進める、宮崎発のビジネスモデルを構

築してまいりたいと考えております。

最後に、道路特定財源が一般財源化されるこ

とによる、本県の道路整備に与える影響と今後

の対応についてであります。本県にとって道路

は、産業・観光振興を初め、日常生活、救急医

療、災害対策等につながる命の道であります。
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緊急かつ計画的に整備を進めていく必要がある

と考えております。現在、国会で地域活力基盤

創造交付金という新たな交付金を盛り込んだ来

年度予算案が審議中であります。それによりま

すと、新たな交付金等で構成される地方への配

分額は、前年度並みの予算が確保されていると

ころでありますが、道路改築を対象にした補助

金は削減され、新たな交付金についても、交付

率や使途等、詳細な内容について国が検討中で

あり、不透明な状況であります。また、直轄事

業費は前年度比マイナス12％となっており、地

方の高速道路を初めとした道路整備への影響が

懸念されるところであります。しかしながら、

本県のように道路整備がおくれている地方に対

しては、国が責任を持って必要な予算を配分す

るよう、機会あるごとに訴えてきたところであ

り、本県においては優先的に予算が配分される

ものと思っております。今後とも引き続き、予

算の確保について、関係団体とも協力しなが

ら、国等に強く要望してまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

21年度の県税収入の見込みについてでありま

す。平成21年度の県税収入につきましては、国

の税制改正による影響を初めといたしまして、

地方財政計画、県内の経済動向、企業からの聞

き取り、これまでの県税収入状況等を総合的に

検討した上で、874億8,000万円と見込んだとこ

ろであります。この額は、景気後退による企業

収益の悪化の影響などにより、平成20年度当初

予算と比べますと87億2,000万円、9.1％の減と

なっております。なお、この内の約35億円は、

都市と地方との税源の偏在を踏まえ、法人事業

税の一部を国の税収とする地方法人特別税の創

設によるものであります。

次に、本県の地震対策についてであります。

地震は、風水害とは異なり、現在の観測技術の

水準では予測が困難なものでありますことか

ら、その被害を最小限に抑えるためには、日ご

ろの備えをいかに充実させるかが重要であると

考えております。このため県では、平成19年３

月に宮崎県地震減災計画を策定し、東南海・南

海地震や日向灘地震などが発生した場合の被害

軽減を目的として、防災意識の啓発や自主防災

組織の充実、木造住宅や公共建築物の耐震化の

促進、土砂災害対策の充実などに取り組んでい

るところであります。また、宮崎県防災対策推

進条例に基づき、毎年５月の第４日曜日の「宮

崎県防災の日」を中心といたしまして、地震や

津波を想定した県民参加型の総合防災訓練を実

施するとともに、テレビ、ラジオなどを活用し

た県民への啓発に重点的に取り組んでいるとこ

ろであります。さらに今年度は、地域防災活動

のリーダーとなる防災士について、県が直接養

成する機関としての認証を受ける新たな取り組

みを行った結果、これまで年に10ないし15人の

規模でしかふえなかったものが、今年度は一挙

に約80名の防災士がふえる見込みとなったとこ

ろであります。今後とも、関係部局と連携しな

がらこれらの取り組みを推進し、自助・共助・

公助の充実に努めながら、地震への備えを強化

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えします。

まず、医師臨床研修制度についてでありま

す。この制度につきましては、医師が不足する

地方や診療科の医師確保につながるよう、その

見直しを国に対して強く要望してきたところで
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あります。今回の見直し案は、都道府県別に募

集定員枠を設定するなど、本県の要望の趣旨に

沿ったものも含まれており、一定の評価はでき

るものと思っておりますが、研修医が集中して

いる都市部の病院の定数がどのくらい削減さ

れ、また地方の医師不足解消にどの程度つなが

るか、不透明な部分もあると考えております。

県といたしましては、今回の見直しが研修医の

増加につながるよう、研修医が本県での研修に

魅力を感じるような、すぐれた研修指導医の育

成を図るなど、宮崎大学や県医師会等と連携し

ながら、研修環境の充実に努めてまいりたいと

考えております。

次に、寄附講座についてであります。宮崎大

学では、幅広い病気に対応できる総合医の養成

等を目的に、自治体の寄附金により運営される

寄附講座について検討されております。この寄

附講座につきましては、これまで宮崎大学と事

務レベルで協議を重ねておりまして、昨年12月

に大学から、当講座では、地域医療のあり方を

研究するとともに、総合医を育成し、将来的に

は地域に派遣するとの基本的考え方が示された

ところであります。県としましては、地域の医

師不足の解消にどの程度の効果があるのかな

ど、検討すべき課題もありますので、全国の取

り組み状況も検証しながら、引き続き宮崎大学

と協議してまいりたいと考えております。

次に、医師確保対策についてであります。医

師不足への対応は、安全・安心な県民生活を確

保する上で喫緊の課題であり、さまざまな取り

組みを行っているところであります。まず、恒

常的に医師が不足している僻地での医師確保を

図るため、自治医科大学卒業医師を計画的に配

置するとともに、医師派遣システムで、これま

で２名の医師を採用しております。また、医師

修学資金につきましては、計画を大きく上回

る23名の医学生へ貸与しており、早ければ平

成22年度には公立病院等に派遣できるものと考

えております。さらに、臨床研修医を確保する

ための指導医の養成や、特に不足している小児

科医確保に向けた研修資金の貸与、あるいは市

町村と一体となった医師確保の取り組み等も

行っているところであります。これらに加え、

来年度の新規事業としてお願いしております

が、いわゆるコンビニ受診により医師が疲弊

し、医療現場を去るということが医師不足の原

因の一つとなっておりますことから、医師の負

担軽減を図るため、救急医療の適正利用の啓発

を行うとともに、増加しております女性医師対

策にも力を入れていきたいと考えております。

最後に、子育て支援対策についてでありま

す。子育て家庭のさまざまな不安感や負担感の

軽減を図るには、保育サービス等の充実ととも

に、社会全体で子育てを支援する機運や仕組み

づくりが重要であると考えております。このた

め現在、民間企業等の協賛により取り組んでお

ります「みんなで子育て応援運動」とあわせ

て、来年から、県民による子育て支援活動の拡

充を図ることを目的としまして、「子育て応援

人材バンク」の構築に取り組むこととしたとこ

ろであります。この事業は、助産師や保健師な

どの資格を持つ方や、団塊の世代等の子育ての

経験者など、子育て支援にすぐれた技能などを

持つ方を募集・登録し、子育て支援センター等

にその人材情報を提供することにより、地域に

おける子育て支援の充実につなげようとするも

のであります。今後とも、この事業の展開を初

め、各種の子育て支援施策を総合的に推進し、

安心して子供を生み、育てることができる環境

づくりに努めてまいりたいと考えております。
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以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、中小企業向けの資金対策についてであ

ります。世界的な景気後退の影響を受けまし

て、現在、中小企業の経営状況は一段と厳しさ

を増しております。このため、県におきまして

は、国の緊急保証制度と連動したセーフティ

ネット貸付の融資枠を、今年度は、当初の52億

円から、１月に補正を行い、150億円まで拡大し

たところでありますが、来年度は、深刻な経済

状況等をかんがみ、当初から200億円の融資枠を

確保することとしたところであります。また、

保証料を現行の年0.55％から、九州では最も低

い0.45％とし、中小企業の負担軽減を図ること

としております。さらに、セーフティネット貸

付を補完する経済変動・災害対策貸付について

も保証料の軽減を図ったほか、融資枠を今年度

の34億円から来年度は50億円に拡大することに

より、両貸付合わせて250億円の緊急経済対策資

金を確保することとしたところであります。今

後とも、企業活動に不可欠な金融の円滑化を図

るため、資金需要の動向を踏まえながら的確に

対応するなど、中小企業の資金繰りの支援に万

全を期してまいりたいと考えております。

次に、広域拠点工業団地整備促進事業に関す

る御質問でございます。まず、事業の実施期間

についてでありますが、１つの大型団地の整備

事業に着手してから分譲完了するまでに５年程

度はかかるものと考え、貸付金の貸付期間を５

年間と定めております。

次に、新たな工業団地の整備に着手するリス

クにつきましては、市町村と協力して、交通イ

ンフラや人材確保など企業ニーズに沿った工業

団地を整備することにより、対応してまいりた

いと考えております。なお、本事業により新し

い工業団地が完成するまでには、まだ数年の期

間を要します。御質問にありましたフリーウェ

イ工業団地につきましては、引き続き全力を挙

げて誘致活動を展開し、早期の分譲に努めてま

いりたいと考えております。

また、立地が長引いた場合ということであり

ますが、まずは貸付期間内に分譲が完了するよ

う、市町村と一体となって積極的な誘致活動に

取り組んでいきたいと考えております。

次に、東アジアとの交流についてでありま

す。本県の産業の活性化を図るためには、歴史

・文化や経済など、密接な関係にある東アジア

との交流拡大が大変重要であると考えておりま

す。観光につきましては、現在、本県観光の強

みであるゴルフを生かした取り組みなど、各国

ごとに有望なテーマを定めて、韓国、台湾、香

港、中国を中心に誘致活動を行っております。

また、海外からの誘客にはスケールメリットを

生かすことも重要でありますので、九州観光推

進機構と一体となって事業を展開しておりまし

て、今年度からは、福岡空港との直行便を有す

るタイ及びシンガポールにおける観光誘致事業

にも取り組んでいるところであります。今後と

も、各国のニーズ等の把握に努めながら、東ア

ジアからの観光客誘致を進めてまいりたいと考

えております。

また、急速な経済発展に伴い富裕層が増加す

る東アジアは、今後の県産品の販路拡大先とし

て有望な市場になるものと考えております。こ

のため今年度、県や関係団体、民間企業が一体

となって、県産品の総合的な輸出促進に取り組

むための指針となります「東アジア販路拡大戦

略」を策定したところでありますので、今後

は、この戦略に基づき、官民の連携を充実強化
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しながら、東アジアにおける県産品の一層の販

路拡大や定番・定着化を図ってまいりたいと考

えております。

最後に、コンベンションの誘致についてであ

ります。県におきましては、大規模会議等の誘

致を促進するため、みやざき観光コンベンショ

ン協会と一体となって、会議等開催に係る経費

の補助や、開催決定権を持つキーパーソンの本

県への招聘に加え、会議の際には、郷土芸能の

提供などおもてなしの充実にも努めているとこ

ろであります。また、対象を絞った誘致活動も

効果的でありますので、今年度は、厳しい経済

状況の中でも安定的な開催が見込める学会等の

誘致を強化するため、学術会議等誘致推進懇談

会を設置し、県内大学等関係者及びコンベン

ション施設関係者との連携強化を図ったところ

であります。コンベンションの開催は、地域経

済の活性化に加え、本県観光のＰＲや観光客の

リピーター化が期待できることから、今後と

も、このような新たな展開を図りながら、より

実効性のある誘致活動に努めてまいりたいと考

えております。以上であります。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、平成21年度の農業関係当初予算の考え

方についてであります。地域経済全体が景気後

退など厳しい局面を迎えている今こそ、本県の

基幹産業である農業の所得向上と生産拡大を図

りまして、地域経済を活性化していくことが大

変重要であると認識しております。このため、

改革の視点として、所得向上につながる生産・

流通販売システムの構築、地球温暖化に対応し

た環境負荷を軽減する農業生産の振興、輸入資

源への依存度の低減と食料自給率向上への貢

献、そして、本県農業・農村の基盤を支える農

業資源の有効活用の４つの柱を基本として、各

種の施策を講じることとしたところでありま

す。

具体的には、農商工連携の促進やバイオマス

資源の有効活用、飼料用米や業務用農産物の生

産拡大、さらには優良農地の面的利用集積など

を積極的に展開していくこととしております。

これらの取り組みにより、本県の豊かな自然環

境を生かし、あらゆる分野の人・技術との連携

や生産基盤を十分に活用した収益性の高い生産

構造の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

次に、肉用牛農家の経営安定対策についてで

あります。御指摘のとおり、肉用牛農家の経営

は大変厳しい状況にあると認識しております。

このため、肥育農家につきましては、１頭当た

りの所得の減少を補てんする、国の肉用牛肥育

経営安定対策事業、いわゆるマルキン事業にお

いて、一定の改善措置が図られるとともに、国

の家畜飼料特別支援資金に対し、県などによる

金利の負担軽減を行っているところでありま

す。また、繁殖農家につきましては、子牛価格

安定制度等に加え、今議会に、優秀な雌牛群へ

の更新を推進し、地域全体をレベルアップさせ

る宮崎牛資質向上緊急対策事業を、平成21年度

新規事業としてお願いしているところでありま

す。県といたしましては、今後とも、これらの

制度の有効活用を推進するとともに、引き続

き、国に対し制度の拡充強化を強く要望し、肉

用牛農家の経営安定が図られるよう、支援に努

めてまいりたいと存じます。

次に、今後の沿岸漁業の振興についてであり

ます。本県の沿岸漁業は、水産資源の減少、魚

価の低迷等に加え近年の燃油高により、経営状

況は極めて厳しく、担い手も減少しているとこ
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ろであり、適切な資源管理による安定的な生産

の確保や、収益性を重視した経営への転換を早

急に進めることが重要であると認識しておりま

す。このような認識に基づき、21年度におきま

しては、資源の適正管理を図るため、これまで

の種苗放流等に加え、新たに、漁業の生産力を

向上させるマウンド魚礁の設置を推進するとと

もに、漁業の収益性を向上させるため、コスト

削減に加え、魚価の向上を図るための多様な販

路の構築等の取り組みを支援してまいりたいと

考えております。さらに、温暖化研究センター

を中心に、藻場の減少など温暖化による影響緩

和を進めてまいりたいと考えております。県と

いたしましては、今後とも、市町や関係団体と

の密接な連携を図り、これらの課題に的確に対

応し、本県沿岸漁業の振興に努めてまいりたい

と存じます。

最後に、農業用水を活用した小水力発電につ

いてであります。小水力発電は、温室効果ガス

の排出削減はもとより、農業水利施設管理に係

る農家負担の軽減にも資するものであります

が、今後、導入に向けては、採算性等の課題や

諸手続などを検討する必要があると考えており

ます。このため県では、平成21年度新規事業と

してお願いしております、農業用水の自然エネ

ルギー利用促進事業によりまして、発電タイプ

別の課題の検討や技術的手引等の作成を行い、

土地改良区等への情報提供や啓発普及に努めて

まいりたいと考えております。さらに、これら

の取り組みの成果等を踏まえながら、市町村や

土地改良区とも連携し、国庫補助事業を活用し

た施設整備の検討を進めてまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

今後の道路整備方針についてであります。本

県では、生活圏・経済圏の拡大に対応した県内

１時間構想の実現等を基本目標にして、「産

業」「地域」「くらし」を支援する道づくりを

道路整備の基本方針としております。この基本

方針を踏まえ、具体的には、広域行政への対

応、高速道路へのアクセス、災害時の孤立化解

消、渋滞対策、市町村合併等を支援する道路整

備などに重点的に取り組んでいるところであり

ます。また、特に山間部において、２車線での

整備が困難な区間については、見通しや離合場

所を確保する、いわゆる1.5車線的道路整備を導

入するなど、地域の実情に応じた道路整備にも

取り組んでいるところであります。今後とも、

本県の道路整備につきましては、厳しい財政状

況の中ではありますが、限られた財源を有効に

活用するため、県民の皆様の御意見等も伺いな

がら、計画的・効率的な整備を進めてまいりた

いと考えております。

次に、「公共工事の品質確保の促進に関する

法律」、いわゆる品確法についての取り組みで

あります。品確法に基づく主要な施策の一つで

あります総合評価落札方式について、県土整備

部では平成18年度から試行を開始し、18年度は

３件、19年度は68件実施してまいりました。今

年度は、試行結果の検証や関係団体からの意見

等を踏まえ、評価項目や配点等を大幅に見直す

とともに、適用範囲を予定価格2,000万円以上に

拡大し、8,000万円以上の工事は原則すべて試行

対象とするなどの取り組みを進めてきたところ

であります。この結果、今年度の試行件数は現

時点で240件を超えており、予定価格2,000万円

以上の工事件数の約56％、金額ベースでは約72

％に相当するものであります。加えて、本年１

月には、小規模工事を対象に、本県独自の地域
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企業育成型の試行を開始したところであり、今

年度は100件程度実施する予定であります。ま

た、不適切な施工の防止を目的に、施工体制監

視チームを設置し、施工体制の重点点検を抜き

打ちで実施するなど、工事の品質確保に努めて

いるところであります。さらに、落札率が低い

工事について、監督業務の重点実施、中間検査

の追加実施など、工事監督・検査体制を充実強

化しているところであります。今後とも、品確

法における発注者の責務を果たし、公共工事の

品質確保の促進に努めてまいりたいと考えてお

ります。

最後に、建設資材単価の設定及び予定価格の

積算についてであります。予定価格を算出する

ための各種建設資材単価については、需給の状

況や取引の実態等の調査をもとに、毎年４月に

設定をし、基準を超える価格変動が見られる場

合には、四半期ごとに改定しております。特

に、鉄筋などの鋼材類や燃料油については、価

格変動が大きかったことから、昨年５月より毎

月見直しを行っているところであります。これ

らの資材単価のほか、労務単価や機械の経費を

もとに、現場の施工条件を十分に把握した上で

予定価格を積算しております。なお、現場の施

工条件については、チェックリストにより確認

するなど、その内容が予定価格に適正に反映さ

れるよう各発注機関を指導するとともに、不適

切な積算の事例があった場合には、その情報を

各発注機関に周知し、再発防止に努めていると

ころであります。今後とも、取引の実態等に即

して建設資材単価を設定するとともに、建設技

術センターや職場での研修の充実等により、職

員の積算能力の向上を図り、適正な予定価格の

積算に努めてまいりたいと考えております。以

上でございます。〔降壇〕

○企業局長（日髙幸平君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、水力発電に対する企業局の取り組みに

ついてでございます。企業局におきましては、

これまで、本県の豊富な水資源を活用した水力

発電の開発可能性について調査を実施してまい

りました。しかしながら、新たな水力発電所の

建設は、開発地点の奥地化等によりまして厳し

い状況にございます。このような中で、出

力1,000キロワット以下の小水力発電が、昨年新

たに新エネルギーに位置づけられ、また、国の

補助制度の拡充が図られるなど、開発環境が整

備されてきたこともございまして、今後は、ダ

ム等既存の施設における未利用エネルギーの有

効活用も含め、小水力発電の開発を進めること

といたしました。このようなことから、平成21

年度から、祝子ダムの維持流量を活用したマイ

クロ水力発電施設について取り組むことにした

ところでございます。小水力発電は、地域の未

利用資源を有効に活用した身近な新エネルギー

でもございますし、今後とも、維持流量設備の

ある他のダムにつきましても、開発に向けて引

き続き調査検討を行ってまいりたいというふう

に考えております。

次に、小水力発電の市町村等への技術的支援

についてでございます。企業局では、農業用水

や上水道などを利用した小水力発電の開発可能

性調査を、平成17年度から実施しておりまし

て、この中で有望な地点につきましては、関係

市や町、土地改良区に対して、調査結果や開発

工法などの技術的な提案を行っております。こ

れまで、県内９カ所で調査を行っております

が、このうちの有望箇所において、現在、来年

度の国の補助調査事業への申請についての協力

依頼もございますので、今後とも関係機関と連
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携しながら、これまでの発電のノウハウを生か

しまして、引き続き支援を行ってまいりたいと

考えております。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、県立病院の今後の経営形態の検討にお

ける考え方についてであります。今後の経営形

態の検討に当たりましては、これまで中期経営

計画に基づいて進めてまいりました各県立病院

ごとの収支の状況や運営状況等を踏まえまし

て、地方公営企業としての継続や、地方独立行

政法人化あるいは公設民営化や民間移譲など、

ふさわしいあり方について病院ごとに検討して

いく必要があると考えております。いずれにい

たしましても、全県レベルあるいは地域の中核

病院としての使命と役割を果たせますよう、経

営の健全化と安全・安心な医療の提供の両立を

図る観点に立った経営形態の検討が必要である

というふうに考えております。

次に、県立病院における医師確保についてで

あります。医師の確保は、喫緊かつ最重要の課

題であると認識いたしておりまして、私も各病

院長とともに九州管内の各大学医局を訪問し、

医師の派遣要請を行うとともに、県出身医師や

臨床研修医への個別の働きかけなど、さまざま

な取り組みを行ってきたところであります。平

成21年度は、このような取り組みに加えまし

て、新たに医師の処遇や勤務環境の改善に取り

組むことといたしております。このため、初任

給調整手当を大幅に増額するとともに、延岡病

院につきましては、医師確保の困難性にかんが

みまして、上乗せ措置を行うこととしておりま

す。また、これまで医師が行っておりました診

断書作成等の事務作業をかわって行う医療秘書

の採用や、研究研修費における医師確保対策枠

の創設による先進病院や国際学会への派遣等の

研究研修制度の充実を図るなど、総額で３

億7,000万円に上る医師確保対策経費を計上した

ところでございます。医師確保につきまして

は、抜本的な解決策がない中で、大変厳しい状

況ではありますが、今後とも、医師が働きやす

い勤務環境の整備に努めながら、病院長ともど

も全力を挙げて取り組んでまいりたいと考えて

いるところであります。以上であります。〔降

壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、中等教育のあり方についてでありま

す。県教育委員会におきましては、中高一貫教

育校として、全国に先駆けて五ヶ瀬中等教育学

校を設置するとともに、平成19年度には宮崎西

高等学校に県立中学校を併設して、６年間を通

した計画的・継続的な教育活動を展開しており

ます。また、各地域におきましては、中学校と

高等学校が交流授業を実施したり、つなぎ教材

の作成・活用を行うなど、中高が連携した教育

の推進を図っており、その中には「地域学」と

いう新たな教科を設定し、地域に貢献する気概

を持った人材の育成に努めているところでもあ

ります。今後とも、市町村教育委員会と連携

し、幼・小・中・高における一貫指導や、学校

と家庭・地域社会が一体となった教育の連携の

推進を図り、本県の自然や文化などの教育資源

を活用しながら、宮崎ならではの教育の充実・

発展に努めてまいりたいと考えております。

次に、学校裏サイト対策についてでありま

す。昨年９月、本県独自に実施をいたしました

学校裏サイトに関する調査の結果では、１つに

は、多くの学校に学校非公式サイト、いわゆる

学校裏サイトが存在すること、２つには、実際
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に嫌な思いをした児童生徒がいること、３つに

は、誹謗中傷等の問題に対して十分な対応がと

れていないなど、課題も明らかになったところ

であります。このため、県教育委員会といたし

ましては、来年度の新規事業として、ネットい

じめ対策推進事業を立ち上げ、ネット上のいじ

めなどの諸問題に対し、早期発見・早期対応及

び未然防止の観点から、研修会などによる情報

モラルの向上を図るとともに、情報収集・相談

窓口としての目安箱サイトの開設や、啓発資料

の作成など、具体的な対応策を講じてまいりた

いと考えております。

次に、携帯電話の持ち込みについてでありま

す。今年１月に実施いたしました本県の調査に

よりますと、携帯電話の持ち込みを原則禁止と

している公立学校の割合は、小学校が91％、中

学校が99％、高等学校が87％であります。携帯

電話の持ち込みを原則禁止としていない小中学

校においても、学校に不要物を持ち込まないよ

う指導いたしており、実質すべての学校が持ち

込みを認めていない現状にあります。また、携

帯電話の持ち込みを許可している定時制高等学

校などにおきましても、授業中の使用を禁止す

るなど、一定のルールを定めているところであ

ります。さらに、県教育委員会といたしまして

は、この２月に、県立学校に対しまして、特別

な事情のある場合を除き、携帯電話の持ち込み

を原則禁止とする方針を示したところでありま

す。また、市町村教育委員会に対しては、文部

科学省の通知及び本県の方針を示し、所管の小

中学校に対する指導についてお願いをしたとこ

ろであります。

続きまして、スポーツの振興についてであり

ます。国民体育大会でありますが、国民体育大

会につきましては、財団法人日本体育協会が中

心となって、平成15年３月に、大会運営の簡素

・効率化と大会の充実・活性化を柱とする「国

体改革2003」が策定され、その中で新体操少年

男子の廃止の方針が示され、その後、平成21年

度から実施しないことが決定されたところであ

ります。県教育委員会といたしましても、これ

まで、県体育協会や競技団体と一体となって、

財団法人日本体育協会や財団法人日本体操協会

等に対し、その存続を強くお願いしてきたとこ

ろでありますが、大変残念な結果となっており

ます。新体操少年男子につきましては、御質問

にもありましたように、地域の子供たちのあこ

がれであり、また、国民体育大会における本県

の有望種目でもありますことから、今後とも、

その復活について粘り強く要望してまいりたい

と考えております。

最後に、県内の公立学校における運動場の芝

生化についてであります。平成20年５月１日現

在の調査結果で見ますと、市町村立の小学校で

は57校、中学校では19校、また県立の特別支援

学校では、本校13校中12校で運動場を芝生化し

ているところであります。県立高校におきまし

ては、いずれの学校も芝生化はいたしていない

ところであります。ちなみに、これらを全国の

公立学校の状況と比較いたしますと、年次が

ちょっと古くなりますが、平成19年５月１日現

在の芝生化率としてとらえますと、小学校で

は、全国平均3.9％に対し本県23.5％、中学校で

は、全国3.4％に対し本県11.0％、高等学校で

は、全国7.7％に対して本県は、先ほど申し上げ

ましたように０％であります。特別支援学校の

本校につきましては、全国との比較データはな

いところであります。なお、本県の県立高校に

つきましては、ほとんどの学校で常時スパイク

を用いる部活動が行われており、維持管理が極
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めて困難でありますことから、運動場の芝生化

は進めていないところであります。今後の取り

組みでありますが、特に小中学校の運動場につ

いて、児童生徒が楽しく安全にスポーツに親し

める環境づくりとして、また、環境の保護に資

する施設整備の一環として、各市町村教育委員

会の自主性を尊重しながら、国の補助事業の活

用を促してまいりたいと存じます。以上であり

ます。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 ちょっ

とのどを痛めておりまして、聞き取りにくい点

がありましたら御容赦いただきたいと思いま

す。

サイバー犯罪対策についてお答えいたしま

す。昨年中の県内におけるサイバー犯罪の検挙

件数につきましては、過去最高の32件を検挙

し、対前年比でプラス14件、77.8％の増加と

なっております。内訳を申し上げますと、主な

ものは、インターネットオークション等を利用

した詐欺事件が７件、電子掲示板等を利用した

名誉毀損事件が６件、出会い系サイト等を利用

した、いわゆる児童買春や青少年保護育成条例

違反事件が５件などとなっております。また、

相談件数につきましては、現在の統計のとり方

で統一をいたしました平成16年以降、昨年が最

高の1,311件を受理いたしております。これは対

前年比でプラス395件、43.1％の増加でございま

す。相談の内訳で多い順に申し上げますと、詐

欺や悪質商法に関する相談が808件、次いで名誉

毀損、誹謗中傷等に関する相談が211件、インタ

ーネットオークションに関する相談が159件など

となっております。

申し上げるまでもございませんが、情報通信

技術を悪用しますサイバー犯罪は、大変匿名性

が高く、証拠隠滅が容易な上、近年の急速な情

報通信技術の発達に伴いまして、その手口は年

々悪質、巧妙化、多様化をしております。事案

の解明には相当困難な捜査を強いられている実

情にございます。県警察といたしましては、こ

のような捜査の現状に加え相談件数も急増して

おりますことから、昨年の３月に県警察本部内

にサイバー犯罪対策室という組織を新たに立ち

上げまして、専従の室員も増員をし、サイバー

パトロールによる監視を強化するとともに、他

府県警察と連携をとりながら徹底した取り締ま

りを行っているところでございます。また、情

報通信技術に関する専門的知識・技能を有する

捜査員の育成が、この種捜査には必要不可欠で

ございますので、サイバー捜査実務専科等、各

種研修をきめ細かく行いまして、平成20年中は

合計17回、延べ338名の警察職員を対象に専門的

な教育研修を実施したところでございます。

また、被害防止のための対策といたしまして

は、広く県民に対して被害防止のための広報啓

発活動を行うことはもとより、インターネット

を利用しており、かつ被害に遭いやすいと考え

られます中高生を重点に、その保護者、教職員

も含めて、学校等へ出前形式により、サイバー

セキュリティカレッジというものを行っており

ます。昨年中は合計で150回、人員にして約２

万4,000名の方を対象に開催いたしました。この

場におきまして、インターネット上に潜む危険

や、現実に起きました被害の実例を題材に、具

体的な被害防止対策を教示したほか、有害サイ

ト等へのアクセスを防止するフィルタリング機

能の普及啓発を行ったところでございます。今

後とも、広報啓発、サイバーパトロール、取り

締まりの徹底はもとより、県内のプロバイダー

等電気通信事業者で構成いたしますセキュリ

ティ懇話会等の関係機関・団体との連携を強化
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して、違法、有害情報の収集と迅速な削除要請

を行うなどの点につきましても一層留意をし

て、サイバー空間の安全確保に努めてまいりた

いと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○水間篤典議員 たくさんの質問に御答弁をい

ただきまして、ありがとうございました。特に

知事には、15項目について御答弁をいただきま

した。

少し時間がありますが、もう要望にかえま

す。ＷＢＣの合宿の件について御要望申し上げ

ておきたいんです。確かに、イチロー選手を含

めて日本のトッププロが今回宮崎へ来て、本当

にこれはすごいことでしたね。そういう意味で

は、入場料の問題、これが無料でなければあん

な混乱にならなかったんだろうというような気

もします。無料がゆえに、来た人、もらった

人、もらわなかった人……。私の近くでは、福

岡から電話が来たり、あるいは群馬県から来ら

れた方で、とうとう入れなくて、今回のことで

そういうあたりの配慮があればなと。今いろい

ろ聞きますと、メジャーの関係、球団との関

係、いろいろあるようですから、今後、こうい

う大会をするなら、せめて球場に対する維持費

というんですか、整理費というんでしょうか、

そのくらいの何かやって……。でなければ、県

庁職員も、恐らく張りつけで、あそこで６日

間、話によると２～３時間しか寝る時間がな

かったというような話も聞きます。それは当

然、職員ですから、残業あるいは休日出勤の手

当等々出るだろうと思います。そういう意味で

は、専門家に任せたり、そういうことも今後、

恐らく想定外というような流れだろうと思うん

です。

会長の話では、先ほど、全国集めて焼き肉大

会をやれと。こんなことも、一つのイベントの

あり方も十分にまた研究していただいて、この

ような混乱がないような……。そうでないと、

今回のことについては、見られた人と見られな

かった人の差は物すごく大きかったですよ。知

事が「おもてなし日本一」を標榜される。この

ことは、ここについてはおもてなしはないのか

と、そこまで問われかねないことになりますの

で、ひとつ今後のこういうイベント―特に今

回のＷＢＣについて、日本代表が２連覇するこ

とも大事でして、事故もなく終了したこと、本

当にこれはよかったなと思っておるところでご

ざいます。また、選手も会場に入るのにおくれ

たような例もあったようでございますから、ひ

とつ今後の問題として整理をしていただければ

と思います。よろしくお願いをいたします。

次に、医師確保について。これも要望にかえ

ますが、実は私も、一昨年ですか、19年11月議

会で、医師確保の進捗、宮崎大学の定員増の進

捗状況、あるいは自治医科大卒医の定着率が低

い理由、あるいは県内の女性医師の割合、院内

保育の問題、宮崎大学から申し出のあった寄附

講座の問題等々質問をしました。また、19年

の11月ですから、この寄附講座のことも、ちょ

うど監査委員の流れで質問をする機会がありま

して、知事に直接言った覚えもあるんですが、

福祉保健部として一生懸命やりながらも、宮崎

大学は、県は何も対応していない、対応が悪い

んじゃないかと報道をされるということ自体、

これは意思の疎通がうまくてきていない。福祉

保健部長が宮大との協議を一生懸命進めながら

もこういう報道になるということは、どちらか

の意思の疎通がうまくいっていないととられか

ねないと思います。そこらあたりも、今度の寄

附講座についても、宮大も一生懸命考えておら
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れるようで、専門医をどうにか派遣したいとい

うことですから、今後十分、協議の中で意思疎

通を図っていただきたい。

それともう一つは、県立病院でも、先ほど言

いました、延岡病院と日南病院の医師確保の問

題。地域の中核病院あるいは拠点病院となる病

院が医師不足に陥っているというような状況

は、県民の安心・安全な生活を確保できている

とは言えないと思います。そういう意味では、

大変かもしれませんが、せめて県立病院につい

ては医師の確保ができる、しなきゃならない、

こういう使命感、それと、やはり大学の医局に

十分な―やっておられると思います、思うん

だけれども、なかなか現実として伝わっていな

い。こうやって、県としてはうまく派遣システ

ムをとりながら、あるいは23名の学生に貸与も

されながら―来年になるとうまくいくのかも

しれませんけれども―中核病院、拠点病院と

してのあり方、医師の確保の仕方をひとつ十分

に御検討いただきたい、そう思います。

もう一点は、農政の、先ほど一番先にお聞き

しました１人当たりの県民所得の問題です。私

が言いたかったのは、今、農業の産出額が3,078

億円ですか、いわば全国６位という……。これ

は８位から、７位、６位と上がった。常に3,000

億円そこらなんですよ。これが 4 , 0 0 0 億

円、5,000億円になぜならないのか。せっか

く3,100億に近いあるいは3,200億に近い農業粗

生産額、産出額の本県が、今、農政の予算を見

ると550億なんです。これで3,000億の産出額な

のか。もっと多額な、もうちょっと思い切った

予算措置―先ほどのお話の中にもありまし

た、やっぱり農業をやってよかったなと。食糧

危機というのは絶対来ることが想定されるわけ

ですから、農業県の宮崎県としては、もう

ちょっとそこらあたりを……。県民所得を上げ

る、これはそのまま人数で割っていますから、

確かに低いんですけど、農業所得から考えると

確かに460万ぐらい取っておられるんです。しか

し、県全体の所得を上げる、農業をやってよ

かったということは、そこらあたりもうちょっ

と思い切った農業政策をやっていただきたいと

思います。

最後に、先ほどの新体操の問題、これは私の

出身の小林市の問題でありました。私だけの問

題じゃないとは思っていますけれども、やはり

国体で青少年が一生懸命頑張っている、小林工

業高校というのは、実は全国高校総体で４回優

勝しているんです。それから、選抜大会で３回

優勝しています。国体で３回優勝している。だ

から、10回全国を制覇している。このくらいの

競技力を持っている。日体協というのもちょっ

と、と思うんですけども、国体のいろんな流れ

で、教育長としては非常に頭の痛い問題だった

んだろうと思いますが、やはり今後、そういう

子供たちのことも考えながら、高体連、中体

連、小体連、いろいろある、そうして、ここま

でその人たちの協力があって、こうやって出て

きたわけですから、そういう意味では、もう

ちょっと県民の気持ちを早く伝えながら、日本

体育協会に速やかな陳情をする、そこらあたり

も知事と一緒になりながら、陳情活動、存続運

動もやるべきだと思いますので、今後の問題と

して、復活に向けて進めていただければと思い

ます。

時間が来ましたので、これで私の代表質問を

終わります。どうもありがとうございました。

（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。
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あすの本会議は、午前10時開会、きょうに引

き続き代表質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時０分散会



２月26日（木）
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に続いて代表質問であり

ます。

ただいまから代表質問に入ります。まず、社

会民主党宮崎県議団、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） ３月末を

もって退職される県職員の方々にとって、本定

例県議会は最後となります。県民サービス向上

のために、県のさまざまな機関で働いてこられ

た方々に、心から敬意を表します。今後とも御

自愛され、県勢の発展を温かく見守っていただ

きたいと思います。

それでは、社会民主党宮崎県議団を代表し

て、代表質問を行います。

私は数カ月前、宮崎駅構内で、あるショッキ

ングな光景を目にしました。私が駅の待合室の

いすに座っていると、中学校を卒業したぐらい

かなと思われる数人の若者が、作業服を着て、

大声で話し合いながら集まってきました。その

うちの１人が、ストローを口にし、紙パックの

ジュースを飲んでいました。声が大きかったの

で、私は何だろうと思い、見詰めていました。

すると、紙パックを持った男の子が、飲み終

わった紙パックに息を吹き入れ、それを足元に

落とし、飛び乗りました。大きな破裂音が駅構

内に響き渡りました。待合室にいた人たちは、

みんな一瞬、音のしたほうに振り返りました。

ところが、その男の子たちは、紙パックを拾う

ことなく、あれよという間に笑いながら立ち

去っていきました。一部始終を座って見ていた

私は、注意することもできず、ただ不快な気持

ちになりました。私の周りで不快な表情をされ

た方も数人いたようです。しかし、行き交う人

の多い待合室周辺での出来事、２～３秒もする

と、何事もなかったかのように、もとどおりの

駅構内の光景に戻ってしまいました。押しつぶ

された紙パックが、ストローとともに残された

だけでした。仕方なく私は、心重たくその紙

パックを拾い、ごみ箱に捨て、その場を離れま

した。大人になり切れない子供たち、これが現

実の日本。日本の行く末を思うとき、近年の成

人式のことも思い出されて、ただ寂しい思いに

なりました。青春のエネルギーを無為に使い、

何か寂しくありませんか。

ことしの文藝春秋３月号に、「竹中平蔵君、

僕は間違えた」と題する、これもショッキング

な論文が掲載されていました。作者は、新自由

主義の信奉者であった中谷巌という人物であり

ます。彼は、構造改革論者の急先鋒として、小

渕恵三内閣の諮問機関「経済戦略会議」に議長

代理として参加し、ちょうど10年前の1999年２

月、「日本経済再生への戦略」という答申を行

いました。その答申の内容は、規制緩和、構造

改革を大きな柱とし、その思想は小泉内閣へと

引き継がれました。そのような経歴を持つ彼が

今、その論文の中で次のように言っています。

「日本型雇用の非効率的な部分ばかりに着目し

ていた。その改革の先に日本社会がどう変わっ

ていくのかまで見据えた議論をすべきだったと

強く反省している」、さらにいわく、「しかし

一方で、私は官僚との戦いに明け暮れるあま

り、細部を思いやる心の余裕がなかったことを

告白しなければならない。非常に残念なことだ

が、社会に生きる人々への視線が欠けていたの

である」と。

この世界経済をリードしてきた理論、「新自

平成21年２月26日(木)
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由主義」。その信奉者が、その新自由主義に決

別するかのような次のような言葉も残していま

す。「新自由主義のモデルでは、個人と国家し

か想定されていない。だから世界中どこでも同

じ価値観、同じモデルが成立すると考えられて

きた。しかし、そこには―この新自由主義の

ことでありますが―個人と国家の中間にある

べき、固有の歴史を有し、人と人とがつながり

を持つ社会への視点が決定的に欠けているの

だ。あるべき社会とは何かという問いに答える

ことなく、すべてを市場に任せてきた改革のツ

ケが、経済のみならず、社会の荒廃をも招いて

しまった。それがこの10年の日本の姿である」

ということであります。国政の場において、郵

政民営化の問題すらその見直しが云々されてい

る今日、今まさに、この10年を振り返って、何

がおかしかったのか、国民総検証の時代に入っ

たのではないかと思います。そのような検証の

視点と、私自身、30数年間、地方自治に携わっ

てきた者として、地方自治を発展させていくと

いう思いも込め、知事に質問をしたいと思いま

す。

まず、市町村合併と道州制の問題でありま

す。

私の知人が、奥さんを連れてふるさとに帰っ

たときのことを話してくれました。彼のふるさ

とは、近隣の町村との合併を済ませ、新しい名

称の町になっていました。たまたま多くの高齢

者が集まっているゲートボール場に２人であい

さつに行ったところ、みんなから奥さんの出身

地を聞かれ、「どこ町です」と答えたところ、

そこにいた高齢者の方々が一斉に言うには、

「あんたん町の人たちは合併せんで賢いわ。私

たちは何かあるというと、遠い役場まで行か

にゃならんとよ」と、口々に合併がもたらした

不満をぶちまけたそうです。奥さんの出身地

は、今もなお合併せずに残っています。高齢者

の方々ほど、住民サービスが遠のいたことをひ

しひしと感じられているのではないでしょう

か。果たして、市町村合併は積極的に進めるべ

きものだったのでしょうか。市町村合併は町を

活性化させたのでしょうか。

去る１月15日、「道州制シンポジウムin宮

崎」が開催されました。知事もパネラーとして

参加されていました。その討論の中で気になっ

た言葉があります。「47都道府県というのは、

馬に乗って１日歩く距離とか、人が１日歩く距

離で、反対側の県境を決めている」と、座長が

言われました。もう一つは、「140年前の廃藩置

県と、そういったものの面積と人口割で、ある

いは人馬が動く距離、時間というものが大体の

物差しとなった。今は、情報も交通も、非常に

スピード化、高度化となっています」、これは

知事が言われました。私が気になった言葉とい

うのは、「人馬の動く範囲」という言葉です。

県境を決める場合、言い得て妙という感じであ

りました。しかし、人間皆、ひとしく年をとる

もの、若い時代、文明の利器を利用できるとし

ても、悲しいかな年をとり、いずれは人皆、人

馬の域に達するのであります。「人馬の域に達

する」そのことを、さきに述べたゲートボール

場の高齢者の方々の言葉が物語っているのでは

ないでしょうか。特に、中山間地域を多く抱

え、高齢化と情報格差の問題も云々される宮崎

県では、なおさらのことであります。道州制に

より、県というものがなくなり、州という住民

にとって遠い存在ができて果たしてよいもので

しょうか。

さらに、地方自治法が予定していたと思われ

る自治体の規模を考えてみたいと思います。私

平成21年２月26日(木)
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は、それはリコール制にもヒントがあると思い

ます。このリコール制は、地方自治法第76条以

降に規定されているように、その首長などを解

職することができる住民の直接民主主義であり

ます。それを何十万人、何百万人という署名を

集めなければならない規模の大きな州とするの

か、それともリコールが成立しやすい手ごろな

自治体とするのか。私は、地方自治法の期待し

ているところは、リコール制度が機能しやすい

規模というものを当然考えられていると思いま

す。

以上が市町村合併と道州制に対する私の考え

でありますが、我が会派で宮城県大崎市に視察

に行ったとき、１市６町で合併を行った宮城県

大崎市の幹部の方の言葉、「合併して失敗した

と思っても、もう後に戻れないですからね」

と、自嘲ぎみに語られたことを覚えています。

今日の状況における市町村合併と道州制につい

ての知事の見解を求めます。

次に、平成21年度政府予算案に対する評価に

ついてであります。

政府予算案は、歳出総額88兆5,480億円、一般

歳出51兆7,310億円で、一般歳出は昨年度と比較

して9.4％の増と、初めて50兆円を突破しまし

た。また、国債発行額は、４年ぶりに33兆3,000

億円と30兆円を上回り、地方の長期債務残高と

合わせると800兆円を突破し、過去最高を更新す

る見込みとなっています。政府は、これまでの

財政再建路線との関係や見通しを示すべきでは

ないかと思うのであります。また、道路特定財

源の一般財源化の骨抜きや、いわゆる埋蔵金で

の一時しのぎなど、国民の不安を解消するには

ほど遠いと思われますが、知事は政府予算案を

どのように評価しているのか、お尋ねいたしま

す。

また、このように政府が財源確保に苦慮する

中、家計緊急支援対策費として予算化された、

いわゆる定額給付金約２兆円の性格が、生活支

援なのか景気対策なのか、極めてあいまいとな

り、国民の80％が評価しない結果となっていま

す。医療や福祉に重点的に投入するなど、効果

的な予算とすべきと思いますが、知事は定額給

付金についてどのように認識しているのか、お

尋ねします。

仮に給付するとするなら、県民に支給される

のはいつごろになる見込みか、総務部長にお尋

ねします。

次に、地方財政計画についてであります。

平成21年度地方財政計画は82兆5,557億円と、

前年度比マイナス1.03％と、平成14年度以降、

規模縮小に歯どめがかからない状況にありま

す。地方全体の歳出の約７割が国の法令により

事務事業の実施が義務づけられるなど、地方の

歳入は構造的な財源不足となる中で、平成21年

度の財源不足は10兆4,700億円となっています。

大不況を反映して地方税は36兆1,860億円と、前

年比10.6％の大幅減となった分を、臨時財政対

策債５兆1,500億円、財源対策債１兆2,900億円

などで補てんされています。これらは地方債中

心の借金による補てんであり、後年度の地方交

付税算定の際に基準財政需要額に算入されると

はいえ、借金に変わりはなく、将来に大きな負

担となることが考えられます。麻生首相の言う

ように、100年に一度の危機と言うなら、地域の

失業者対策費、雇用創出などに対して思い切っ

た財政措置を講ずるために、地方財政計画の縮

減をやめるべきではないでしょうか。知事は平

成21年度地方財政計画をどのように評価してお

られるのか、お尋ねいたします。

次に、本県財政についてであります。
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このような厳しい条件のもとで編成された平

成21年度一般会計予算は、総額約5,625億円と、

８年ぶりの前年度比0.6％増となったところであ

ります。農業大学校を核とした農業・農村を支

える人づくり事業などの景気雇用対策や、医師

確保事業、新エネルギー対策、特別支援学校高

等部設置事業など、当面する雇用対策とあわ

せ、県民の暮らしに焦点を合わせた予算である

と思いますが、知事は本予算をどのように評価

しておられるのか、お尋ねいたします。

そこで、財源の内訳を見てみますと、県税収

入87億円の減や地方交付税170億円の減を、臨時

財政対策債239億円の増などの取り崩しで補てん

するなどの厳しい財政運営が続いています。ま

た、基金の残高は約161億円となり、来年度以

降、厳しい財政運営が見込まれますが、今後の

財政運営の見通しについてお尋ねいたします。

次の２点の事業についてお尋ねします。広域

拠点工業団地整備促進事業については、大規模

な工業団地の整備を行う広域市町村に対して、

県が限度額30億円を無利子で融資するというも

のですが、現在の景気の低迷と脱石油エネルギ

ーという流れの中で、どのような産業の誘致を

見込んでおられるのかお尋ねいたします。ま

た、県内では、かなりの広さの工業団地が塩漬

けになっていると聞きますが、県が開発したフ

リーウェイ工業団地の現状と、県内工業団地の

整備状況についてお尋ねします。

これまで新年度予算は、２月定例県議会前に

県議会と県民に突然公開されるという、極めて

不十分な形で推移してきました。平成21年度予

算から、主な事業の査定状況として、ホームペ

ージにより公開されたことを評価したいと思い

ます。これにより、予算査定の流れを県民が見

ることができますが、まだやや不十分であると

思います。今後どのように発展展開しようとさ

れるのか、総務部長にお尋ねいたします。

次に、派遣労働の問題であります。

この問題につきましては、私は、安藤知事時

代に２回、東国原知事には３回、質問をしてき

ました。今日の派遣切りなどの状況を見ると、

私が４年前から警鐘を鳴らしてきたことが、不

幸にも的中したと言わざるを得ません。税収の

落ち込み、年金受給権の喪失、生活保護や社会

不安の増大など、将来にわたり地方財政に与え

る影響ははかり知れないものがあると思いま

す。臨時職員と正規職員との間に派遣労働とい

う第３の身分労働者がつくられ、それは、まる

で江戸時代の士農工商にも似た、労働者側の新

たな身分制度にも感じられます。さらに、使用

者側にとって使い勝手のよいこの制度をカムフ

ラージュするかのように、「働き方にもいろい

ろある。いろいろな働き方を求める若者のニー

ズにもこたえる制度だ」との理論構成でも制度

設計されたこの労働者派遣法、知事は、今日の

日本の状況を見て、この制度をどう評価される

か伺います。

次に、ふるさと納税制度と企業の内部留保の

問題について伺います。

まず、ふるさと納税制度による本県への現時

点での歳入額（納税額）及びこの制度導入によ

る事務費用、さらに本県から他県に出て行った

納税額が幾らと想定されるか、わかればお示し

ください。

さらに、ふるさと納税制度という制度自体、

鳴り物入りで導入された制度にしてはたわいも

なかったという感を受けます。それもそのは

ず、この制度はただ単に自治体間の税の奪い合

いを奨励するだけのもので、無から有を生じさ

せるような画期的な制度とは思えません。言い
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過ぎになるかもしれませんが、自治体間でマー

ジャンをやっている、そんな感じであります。

自治体が行う税の徴収制度としては邪道である

と思います。

無から有を生じさせる制度、それは、私が昨

年の６月議会で述べたように、高額所得者に対

する課税強化、もしくはこれから述べる企業の

内部留保に対する課税強化にあると思います。

このことは、今日の日本の経済状況から、むし

ろ早急に議論されてしかるべきだと思います。

皆さんには資料を出しております。資料のそ

の１でありますが、これは宮日新聞社より、昨

年12月24日の記事として、ここに掲載させてい

ただきました。内部留保として見ておられます

から、わかると思いますが、結局、大手16社で

ありましたか、これで内部留保が約33兆円もた

まっておるということであります。この33兆円

というのは、貸借対照表の中に載っておる利益

準備金とか剰余金、全くの企業の利益でありま

す。これにも手をつけなければならない。1984

年当時は法人税率というのは43.3％でありまし

た。現在はこれが30％に落とされているわけで

あります。私は、こういったところの税制改革

について述べていかなきゃならんのじゃないか

なと思います。33兆円というのは、人員削減を

される人が年収200万ではワーキングプアであり

ますから、400万で割ったとしたら、825万人の

人を１年間採用することができるわけです。私

は、ここにこそ目を注いでいかなければならな

いと思います。100万円というのは札束にすれば

１センチ、この33兆円をその１センチ間隔で並

べていくと、330キロメートルとなります。延岡

と宮崎を２回往復できる距離に、札束がずっと

並んでいるということでもあります。

結局、所得の再配分機能を税制度によって実

現することが、格差社会を解消し、国内総生産

の６割を占める内需寄与度をさらに高め、経済

の活性化をもたらすことになるのではないで

しょうか。企業の内部留保に対する課税強化に

ついて、知事の見解を求めます。

次に、原子力発電についてであります。

新聞等マスコミの報道によると、昨年末、九

州電力では、玄海、川内に次ぐ第３の原子力発

電所の建設候補地として、宮崎県や熊本県が有

力と報じられました。今年に入って早々の定例

会見で、知事は、「九電側から県に計画概要の

説明はあったが、候補地の具体的な提案はな

い」と述べられています。本県においては、92

年に串間市において原発立地の話が持ち上が

り、紆余曲折の末、九電が97年３月に市に白紙

撤回を申し入れ、御破算となったという経緯も

あります。原子力発電につきましては、県民の

大きな関心事であります。知事の原子力発電に

対する基本的なお考えを伺います。

以上、壇上からの質問はこれまでとして、以

下の質問項目は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

市町村合併と道州制についてであります。地

方分権の進展や少子高齢化の進行、また厳しい

財政状況など、市町村を取り巻く情勢が大きく

変化する中、今後、一層多様化する住民ニーズ

に的確に対応していくためには、行財政基盤の

確立が不可欠であり、市町村合併はそのための

有効な方策の一つであると考えております。一

方で、「合併をすれば行政との距離が遠くなる

のではないか」との声も聞かれるところであり

ますが、合併市町においては、旧町村役場に総

合支所を設置するなど、住民の利便性の確保に
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努めているところであります。また、道州制

は、現在の中央集権から地方分権へ移行するそ

の最終形であり、住民により身近な基礎自治体

が、現在の県が担っている行政サービスも含

め、よりきめ細かく総合的に、いわばワンス

トップ的な拠点として住民サービスを行ってい

く制度になるものと考えております。

続きまして、平成21年度政府予算案の評価に

ついてであります。来年度の政府予算案は、昨

今の急激な金融経済情勢の悪化により、国民生

活が危機に瀕する中、平成13年の骨太の方針以

来の財政再建路線を転換し、当面の景気対策を

第一に編成されたものと考えております。この

ような中、地方関連では、地方交付税が増額さ

れており、私の無駄ゼロ会議における発言を初

め「地方の声」に、一定の配慮をいただいたも

のと考えております。また、本県が国に対して

重点的に要望しておりました子育て支援対策や

地域医療対策、あるいは、本県が新たな「太陽

と緑の国」を目指し、強力に推進していこうと

している太陽光発電関連の予算が大幅にふえた

ことについては、一定の評価をしているところ

であります。今後、国においては、経済対策と

財政規律の両立という難しいかじ取りを求めら

れますが、徹底的な歳出改革努力を続けるとと

もに、将来世代に負担をかけないよう、財源確

保に向けた国民的な議論を深めていく必要があ

るものと考えております。

次に、定額給付金についてであります。定額

給付金の目的は、まずは住民への生活支援とい

うことであり、あわせて、地域の経済にも資す

るということであると理解しております。この

生活支援という点では、少なからず家計は助か

るのではないかと考えております。一方で、経

済効果という点からは、内閣府は、給付金の４

割が新たな消費に回るものと想定し、実質成長

率を0.2％程度押し上げると試算されているとい

うことでありますが、実際にどの程度が消費に

回るのか、それによって景気回復にどの程度寄

与することになるのか、そういったことも含め

て、景気浮揚の効果は未知数と感じているとこ

ろであります。

平成21年度の地方財政計画におきましては、

政府の生活防衛のための緊急対策に基づき、地

方交付税を別枠で１兆円増額することとし、こ

れに合わせて、地方財政計画の歳出に特別枠と

して地域雇用創出推進費を創設するなど、雇用

創出や地域の元気回復に必要な経費が追加計上

されたところであります。その上で、地方交付

税につきましては、原資となる国税の収入の大

幅な減収等に伴い財源不足が生じたものの、国

と地方とが折半して補てんする措置が講じられ

た結果、前年度比2.7％増の15兆8,000億円余が

確保され、臨時財政対策債と合わせた実質的な

地方交付税の総額は、前年度比15.0％増の20

兆9,000億円余となっております。これらのこと

は、税収が大幅に落ち込む厳しい状況にあって

も、地方が強く訴えてきた地方交付税の復元・

増額の要請に一定の配慮がなされたものと考え

ております。なお、今回の追加計上分に関しま

しては、平成22年度以降の措置等について未確

定な部分がありますが、今後も地域経済の厳し

い状況への対応は必要であると考えられるた

め、地方の行政運営のための安定的な財源が確

保されるよう、引き続き、知事会等を通じて要

望してまいりたいと考えております。

平成21年度当初予算の編成に当たりまして

は、地域経済の状況等も十分に考慮しながら、

選択と集中の理念のもと、雇用創出・就業支援

対策などの４つの重点施策を中心に、優先度の
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高い施策に積極的に取り組むことといたしまし

た。その過程におきましては、財政状況が厳し

さを増す中、財政規律の保持の観点から、大変

苦しい予算編成でありましたが、財政改革プロ

グラムに基づき、さらなる事務事業の見直しや

歳入確保等を進めるなど、財源捻出に努めるこ

とにより、本県が直面する喫緊の課題にも、

しっかりと対応した予算を編成することができ

たものと考えております。さらに、経済・雇用

情勢は厳しい状況が続いておりますことから、

この当初予算により、平成20年度補正予算と一

体となった、切れ目のない対策を講じてまいり

たいと考えております。

本県の財政状況は、財政調整のための基金残

高が減少している中、今後も、社会保障関係費

や公債費の増等が見込まれており、厳しい財政

運営を強いられるものと考えております。一方

で、本県は、経済・雇用対策を初め、中山間地

域対策や医師確保対策などの緊急を要する課

題、さらには長年の懸案である高速道路の建設

促進や産業振興など、さまざまな課題を抱えて

おります。このため、今後も財政改革を着実に

推進し、財源の捻出に努めながら、選択と集中

の理念のもと、優先度の高い施策にしっかりと

取り組み、県勢の発展を図ってまいりたいと考

えております。

次に、労働者派遣制度についてであります。

労働者派遣制度につきましては、違法な偽装請

負や不安定な日雇い派遣の問題など、労働者が

安心・納得して働いていくには十分でない状況

にあります。このため、現在、国会で労働者派

遣法の改正が審議されており、その法案には、

日雇い派遣の原則禁止など、労働者保護の仕組

みを強化する内容が盛り込まれております。し

かしながら、この法案が提出された後に、雇用

情勢の急激な悪化等により、派遣労働者の不適

切な解雇・雇いどめなど、新たな問題が出てき

ておりますので、これらの問題に対応できるよ

うな制度に変更していく必要があるものと認識

しております。したがいまして、今後とも、全

国知事会を通じまして、国に対し、法的な整備

等の必要な取り組みを進めるよう要望してまい

りたいと考えております。

続きまして、企業の内部留保に対する課税に

ついてであります。企業の内部留保につきまし

ては、好調な企業業績を背景に、近年増加した

ことは認識しておりますが、この内部留保は、

税を納付した後の余剰金であり、将来にわたる

企業の活動資金でもあります。したがいまし

て、これに対する課税は、企業所得への二重課

税や企業活動への影響などの課題があるものと

考えております。法人税制を含め、税制度のあ

り方につきましては、基本的には国において十

分な議論がなされるべきものであります。いず

れにいたしましても、地方としては、現在の大

変厳しい経済状況、雇用状況等を踏まえます

と、地方税財源が十分確保されるよう、地方六

団体等とも連携を図りながら対応してまいりた

いと考えております。

続きまして、原子力発電に対する基本的な考

え方についてであります。原子力発電は、火力

や水力、風力など他の発電方法と比較して、電

力の供給安定性、経済性等のメリットがあると

されており、我が国の基幹電源として欠くこと

のできない存在となっております。しかしなが

ら一方で、発電所が地震等に被災した際の対策

や廃棄物処分の問題など、原子力発電の安全性

等については、国民の理解が十分に得られてい

るとは言えない状況もありますので、まずは、

このような不安を解消することが不可欠である



- 77 -

平成21年２月26日(木)

と考えております。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、定額給付金の支給開始時期についてで

あります。定額給付金につきましては、現在、

各市町村で早期の支給を目指して準備が進めら

れているところでありまして、早いところでは

３月下旬、遅いところでも４月中には支給が開

始される見込みであります。

次に、予算の査定状況の公表についてであり

ます。予算編成過程の公表につきましては、県

民目線に立った県政推進や透明性の向上の観点

から、今回初めて公表を行ったところでありま

す。何分初めての試みでありますので、今後、

他県の事例等も参考にしながら、よりわかりや

すい公表のあり方について検討を進めてまいり

たいと考えております。

最後に、ふるさと納税についてであります。

まず、受入額につきましては、本年１月末の時

点で、33件、826万7,000円となっております。

これに要した事務経費でありますが、ホームペ

ージの開設準備費用として平成19年度に14万

円、平成20年度はクレジット払いに係る手数料

等が４万円余ということで、合わせて18万円余

でございます。なお、ふるさと納税制度は、県

や市町村に寄附を行った場合に、寄附者が確定

申告をすれば、その方の所得額等に応じて、一

定額の個人住民税が控除される制度であります

が、県では個人の確定申告の内容を確認するこ

とができませんので、寄附による控除額につい

て把握することは困難であると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

広域拠点工業団地整備促進事業についてであ

ります。御質問にありましたように、現在、世

界的な景気悪化が続いておりまして、企業の設

備投資は減少しておりますが、太陽電池を初め

とする新エネルギー関連や医療機器関連など、

依然として投資意欲が高い業種もございます。

今回支援を考えております工業団地につきまし

ては、「宮崎県地域産業集積・活性化基本計

画」において集積を図ることとしております４

つの業種の中でも、特にこのような業種に重点

を置いて、市町村と一体となった誘致活動を展

開してまいりたいと考えております。また、県

内工業団地の状況でありますが、企業がすぐに

工場建設に着手できる造成済みの用地が13カ

所、約73ヘクタールありまして、このうち20ヘ

クタール以上のものは宮崎フリーウェイ工業団

地のみで、ほとんどが５ヘクタール以下となっ

ております。宮崎フリーウェイ工業団地につき

ましては、これまでに製造業２社に立地してい

ただいておりますが、約28ヘクタールが未分譲

となっておりますので、引き続き、関係市町と

連携しまして積極的に誘致活動を展開して、早

期の分譲に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○太田清海議員 ありがとうございました。特

別これに対してはありませんが、市町村合併に

ついても、財政基盤の確立、ワンストップであ

るとか、そういった利点、いいところもあると

思いますが、行政基盤の確立については、私

は、先ほど申した財政制度、国の税制度なりを

国のほうで確立してもらうことによって、その

分は確立できるんじゃないかなというふうにも

思います。それと、自治体を存続させるという

ことは、その地域の静かな公共投資、存続して

おるだけで、それが公共投資につながっている

んじゃないかなということを私は考えます。何



- 78 -

平成21年２月26日(木)

かそのように思います。

それと、定額給付金については、本当に―

ただ、これには消費税が後でひっついてくると

するならば、給付金は１回、消費税は一生、そ

んな感じもいたします。

それと、企業の内部留保に対する課税強化で

ありますが、言われたとおり、内部留保に対す

る課税は二重課税になるだろうなというふうに

思います。それで、先ほども言いましたよう

に、法人税率を変えていくということで、その

辺の調整はできるんじゃないかなと思います。

本当に今日の状況を見たときに、大手はどんど

ん派遣切りをしていったりしておる。今からど

んな状況になるのかなと思うぐらい、何か社会

不安も出てくるんじゃないかなと思います。こ

んなに内部留保があれば、例えば昔の親方は、

自分の工場の調子が悪くなったら、自分の嫁さ

んにも給料をやらんで、自分も給料をもらわん

で、従業員に先に給料をやって……。それほど

までして従業員をかわいがってきたという、日

本の古来のいい労働慣行といいますか、そうい

うのがあったわけですが、だんだん世の中がア

メリカナイズされて、非常に無慈悲な社会に

なっているんじゃないかなということも、つけ

加えておきたいと思います。

では、質問に行きます。次に、エコクリーン

プラザみやざきの問題について質問をいたしま

す。この問題につきましては、私はごみ処理の

広域処理の規模問題に絞って質問をいたしま

す。

過去を振り返ってみますと、県は、平成11年

３月に宮崎県ごみ処理広域化計画を策定し、県

内を３つのグループに分けた広域処理の考え方

を示し、エコクリーンプラザみやざきも、その

延長線上に整備されてきたものであります。我

が会派では、平成11年、当時の９月議会等で、

再三この問題を指摘しております。ごみ処理に

おいて、循環型社会づくりが基本であり、広域

化によるごみの他地区処理（他地区に持ってい

くその処理）、それから大型焼却施設計画は、

ごみへの関心、リサイクル意識を育てないこ

と、先決すべきは減量化の年次計画であるこ

と、そういったことを訴えています。またさら

に、県の計画では、建設時だけでなく、稼働後

も焼却炉産業に税金を注ぎ込む仕組みの計画と

なっていることなどを訴えてきました。県内３

カ所という無理を重ねる広域化ではなく、県内

７ブロックでのごみ処理を提言しております。

今回のエコクリーンプラザみやざきの問題を見

るとき、内部決裁文書がないとか、通常では考

えられない初歩的かつ基本的な問題があるわけ

です。余りにも大きな広域処理は、そのことで

かえって意思決定を無責任にし、不透明にする

体質をつくってしまったのではないでしょう

か。当時の我が会派の主張は、まさに要を得て

いたと思います。それは、「一般廃棄物処理は

市町村の責任」という原則に立ち戻り、内部意

思決定が関係自治体から遠ざかっていく広域処

理については、できる限りその広域の規模を縮

小して考えていく、適正規模を常に考えていく

ということが求められているのではないでしょ

うか。知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） ごみ処理広域化は、

ダイオキシン類排出削減、リサイクルの推進や

施設整備経費を初めとするごみ処理経費の削減

等を目的として推進しているものであります。

お話にありましたように、宮崎県ごみ処理広域

化計画が策定された平成10年度当時は３グルー

プでの計画でありましたが、現在は、県内を７

ブロックに分けて、地域の実情に応じて、焼却
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施設や最終処分場などを順次整備していく計画

となっております。今までのところ、関係市町

村の御理解と御協力もあり、着実に整備が進め

られておりますが、今後とも、市町村との十分

な連携を図りながら推進してまいりたいと考え

ております。

〔「関連、16番」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 通告がありますので、関連質

問を許可します。

なお、発言時間は、主質問者の質問時間の範

囲内となります。外山良治議員。

○外山良治議員 県が進めるごみ処理広域化計

画に対し、「身近な問題は身近な自治体で」の

基本姿勢から反対でございました。しかし、平

成11年１月、県生活環境部長藤崎氏の「県の構

想でいけば、宮崎市は何もしなくていい。県が

地元説得、金すべてやる。宮崎市にとって有利

であると思う」との甘い言葉に乗り、参加する

ことになったと記憶しています。平成12年12月

にセンターに指定、平成14年12月、管理型最終

処分場工事に着手、17年11月に供用開始されて

います。着手から供用開始、約５年間に発生し

た問題は、すべて「なぜ」の一言で表現できま

す。約50億円の莫大な損害発生は事実でありま

す。知事の見解と、指導監督の立場にある担当

部長の答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） その監督・指導責任

は県にありました。公社設立のところの県の責

任は、相当部分の責任はあると認識しておりま

す。これに関しては、今、外部調査委員会等の

調査結果も含めて、また改めて検討していかな

ければいけないと考えております。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今お話にあり

ましたように、11年当時、いろんなやりとりが

あったことは聞いております。対外的にどのよ

うな説明をしたのか、また、県に残っている記

録や県議会などの議事録等も突き合わせて整理

をする必要があると思っております。

今、県の責任ということでございますが、こ

れは従来から申し上げておりますように、民

法34条の公益法人の監督責任、それと廃棄物処

理法上の廃棄物センターとしての監督責任につ

いては、十分認識をいたしております。

○外山良治議員 県は、外部調査委員会に調査

を依頼するに際し、知事及び所管常任委員会も

原因究明と責任の所在を求めていました。しか

し、外調報告は肩透かしの報告となっていま

す。外調委員長野﨑氏は、「関係者の任意の資

料提出や陳述であったため、責任の割合、個々

人の責任の問題まで踏み込むことはしなかっ

た。今後、最終報告をもとに、損害賠償や処

分、法的解決に向けた取り組みがなされること

を考えている」としています。これに対し、私

は違和感を持っています。県は、原因究明と責

任の所在を求めたのであって、対応を諮問した

のではないと思います。しかし、１月14日に出

された外調最終報告を受け、公社理事長は１

月20日に刑訴法第239条規定により告発されてお

ります。さらに、２月17日、公社も同法230条に

より告訴を決定しています。また、報告事項３

で、民事損害賠償請求を行うことも明らかにし

ていますが、訴状内容及び時期等について、そ

れぞれ答弁を求めます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 公社の告訴に

つきましては、今お話にありましたように、２

月17日に開催されました臨時理事会で議決され

たところでございます。平成17年度に在籍した

理事長以下の役職員を背任罪の疑いで訴える内

容となっております。その時期や詳細な内容に

つきましては、専門家とも協議の上、できるだ
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け早くということでお聞きしております。ま

た、損害賠償請求につきましても、理事会で報

告がございまして、専門家と協議の上、できる

だけ早く行いたいとのことであります。

県の告発につきましては、背任の疑いがある

と考えておりますが、現在、関係市町村にも検

討していただいているところでありますので、

時期につきましては、その状況も踏まえながら

できるだけ早く、内容につきましては、専門家

とも協議しながら詰めていきたいというふうに

考えております。

○外山良治議員 報告第３号の相手先、民事、

答弁漏れ。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 民事につきま

しては、当然、詳細については専門家と協議と

いうことになりますが、基本的には業者という

ことになると考えております。

○外山良治議員 相手先。

○坂口博美議長 時計をちょっととめてくださ

い。質問の趣旨がわかりますかね。民事の相手

先を尋ねられている質問でいいんですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 民事の相手先

ということですが、これは契約に基づきまし

て、公社が業者に対して行うものというふうに

理解しております。

○坂口博美議長 よろしいですか。

○外山良治議員 固有名詞。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 最終的に民事

訴訟については専門家と協議ということです

が、考えられますのは、設計・施工・施工管理

業者が対象になると思いますが、詳細につきま

しては、専門家と協議をして行うということだ

と思います。

○外山良治議員 休憩をお願いします。

○坂口博美議長 休憩をいたします。

午前10時51分休憩

午前10時51分開議

○坂口博美議長 再開します。

環境森林部長。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 臨時理事会に

おける報告事項の３ということでございます

ね。これにつきましては、外部調査委員会の調

査報告書を踏まえ、浸出水調整池の設計・施工

管理を委託した日本技術開発株式会社、及び浸

出水調整池の地盤工事を実施した三井住友・吉

原・竹盛特定建設工事共同企業体に対して、弁

護士と協議した上で損害賠償を行うというのが

報告３号でございます。

○外山良治議員 知事も２月16日、関係市町村

会議の中で、「速やかに刑事告発の手続に入る

べきと判断した」と答えられています。時期と

内容等について答弁を求めます。

○知事（東国原英夫君） 県の告発は、御指摘

のように―ちょっと済みません、はっきり聞

こえなかったんですけど―２月16日で間違い

ございません。告発の内容は、犯罪の疑いが払

拭できないといった理由で告発を決定したわけ

でございます。

○外山良治議員 わかりました。昨年の９月議

会答弁で、知事は「外調委員会が原因究明・責

任の所在調査が進められている。業者・個人の

重大な責任が明らかになった場合、行政処分、

損害賠償請求、告発等検討する」と答弁をして

おります。外調最終報告は、「責任の問題まで

踏み込むことはしなかった」としています。理

由は任意調査の限界としています。まず知事

は、県の最高責任者として、全容解明、再発防

止について責任を持っていると思います。いき

なり警察への告発・告訴へ丸投げではなく、
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県、市町村、公社等の組織を設置し、真相究明

を図るべきと思います。知事の答弁を求めま

す。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会の報

告書によりますと、浸出水調整池が破損した原

因の調査を行った中で、設計業務や工事の検査

等において、環境整備公社に幾つかの重大な問

題点があったと指摘されております。これらの

中で、犯罪の疑いが払拭できないと考えるに

至ったところで告発に至ったわけでございま

す。今、検討中でございます。委員長コメント

にもありましたように、議員御指摘のように、

あくまでも外部調査委員会というのは任意の調

査でありまして、個々人の責任問題までは踏み

込んでありません。しかし、当時の公社の役職

員によって引き起こされた問題であることは事

実であります。公務員には法律上、告発の義務

もありますことや、関係市町村長や地元住民か

らも「徹底的に真相究明を図り、法的に責任の

所在を明らかにすべき」との意見が強く出され

ておりますことから、県としても告発する考え

を表明したものであります。

○外山良治議員 県警本部長にお伺いをいたし

ます。１月20日に、公社理事長が刑訴法第239条

の規定により告発状を出されたとの報道がござ

いました。これに対し県警は受理されたのか、

また、いつ受理を考えておられるのか、答弁を

お願いします。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

今、御質問にありましたが、１月20日、公社

理事長が個人として告発状を持ってお見えにな

りました。告発事実は背任罪ということでござ

います。そこで、私どもといたしましては、背

任罪ということでございますので、背任罪を一

定程度裏づける疎明資料はどういうものがある

のかということ、あるいは具体的な説明という

ことを求めております。残念ながら、今のとこ

ろ十分な打ち返しをいただいておりませんの

で、きょう現在では受理をしていないというこ

とでございます。

○外山良治議員 今後、公社、県も近々、告訴

・告発の動きがあると聞いていますが、公社、

県の告発・告訴について事前相談等があったの

かどうか、答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） どうお答えした

らいいのか難しいですけど、公社の告訴の件に

つきましては、理事長さん個人としての告発の

動きの延長線上でいろいろと事務連絡を受けて

おりましたので、想定もいたしておりました

し、一応議決がなされたということでございま

すから、内容は全くわかりませんが、恐らく

追って何らかの告訴がなされるであろうという

ふうに承知をいたしております。

県の告発につきましては、実は私、先週の前

半、報道を通じて知りました。知事が告発をす

るということを表明されているということを、

実は新聞で見て知りました。その後、ちょうど

先週の木曜日に本定例議会が始まりました。そ

の冒頭で、知事のほうから―ちょっと前は省

略しますが―「関係市町村との協議を鋭意進

めております。その中で、さらなる真相究明や

責任の所在の明確化を求める声が強く、県で

も、その端緒の一つとして刑事告発を行う考え

であることを表明したところ」という御発言を

聞きまして、公の場ではそうなんだなというこ

とを確認いたしました。正直なところ、「その

端緒の一つとして刑事告発を行う考えである」

というのが、私たちには意味がよくわからなく

て、ちょっと困惑しているのが率直なところで
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ございます。

○外山良治議員 本部長は捜査の専門家だと

伺っています。調査内容が県や市や公社におい

て調査が尽くされていない段階で、あたかも警

察が行政の下部附属機関であるかのように感じ

られる丸投げ刑事告発について、感想と経験等

を含めて答弁を求めます。

○警察本部長（相浦勇二君） 済みません、

ちょっと文脈が乱れるかもしれませんけれど

も、私も警察の中では一番刑事部門に長くお世

話になってきておりますが、今回問題になって

おりますような背任罪ということになります

と、私どもでは知能犯捜査と言いまして、捜査

２課のセクションで扱うことになっておりま

す。捜査２課の経験で申し上げますと、私は、

警視庁の捜査２課、兵庫県警の捜査２課長、振

り出しで富山県警でも捜査２課にお世話になっ

ています。それと、くしくも偶然ですが、この

告訴・告発問題の全国の事務について統括する

立場の課長補佐を、もう15年ぐらい前になりま

すけれども、警察庁の捜査２課でしておりまし

た。

あくまで一般論でございますが、一般的には

公的な組織・団体で世上言う何らかの失態が

あった場合には、通例、その当該機関あるいは

監督官庁等において、いわゆる内部調査という

ものが行われるのが通例であると承知しており

ます。その結果、関係職員に何らかの帰責事由

が見つかれば、例えば懲戒等の処分、あるいは

当該職員に弁償を求めれば済むということであ

れば、恐らく弁償を求める・弁償を求めても聞

かないということになれば、当該職員に対する

民事訴訟の提起というようなことが通常なされ

て、通例ですと―全体として余りいい話では

ありませんので―当該機関や関係監督官庁の

ほうから、どこかのタイミングでマスコミ広報

等が行われて、全体が総括をされると。その中

で、どうしても犯罪である、こういうものは犯

罪である、自分たちの手では捜査権がないので

できないということで残った部分について私ど

もに相談があるというのが、一番典型的で一般

的な流れでありまして、その流れの場合でも、

こういうことで、こういうことについて告発・

告訴するということについては、事務レベルで

かなり入念な打ち合わせを行うのが通例である

と承知をいたしております。

そういう、言ってみれば一般的な流れに照ら

した場合、何とも評価できないですけど、正

直、私にとっては、新聞報道や議会でのいろい

ろなやりとりを通じて知ることが余りにも多く

て、ちょっと戸惑っておりまして、恐らく県の

告発の動きがあるということでありますし、知

事の御見識で告発をいただくということでしょ

うから、私の言いましたような、通例一般的な

流れに近い形でお話が進むものであろうという

ことを信じております。あるいは、私が今申し

上げましたことが、知事、執行部に対して、も

しかして非礼がありましたらお許しいただきた

い。私の誤解であれば幸いだと存じておりま

す。

○外山良治議員 よくわかりました。関連質問

を終わります。

○太田清海議員 一瞬、一問一答で緊張感が走

りましたが、私のほうはトーンダウンして始め

たいと思います。

話題を変えまして、高千穂線鉄道施設整理基

金補助事業についてお尋ねをいたします。

この事業は、私も総括質疑で反対討論を昨年

の12月の議会でやった関係で、行く末が心配で

ありまして、お尋ねいたします。この基金事業
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の運営計画の概要についてお示しください。

○県民政策部長（丸山文民君） 基金の運営に

つきましては、去る２月17日に、県及び沿線自

治体で構成する基金運営協議会を設置しまし

て、今後の方針を確認したところであります。

方針では、まず、平成22年度までをめどに、不

要施設の撤去計画と資金の積み立て計画を策定

しまして、撤去費用の総額や基金への積立額と

期間を明らかにすることとしたところでありま

す。このため、計画に基づく新たな積み立て

は、平成23年度以降となると考えております。

また、方針の第２点目といたしまして、沿線自

治体が施設の有効活用や撤去について検討する

際は、住民の意見が反映されるよう配慮すると

ともに、撤去計画等の検討状況について公表し

ていくこととしたところであります。

○太田清海議員 わかりました。この運営計画

は、先ほど説明がありましたように、22年度中

に検討して、整理期間は23年度からというふう

になっておりますが、例えば、この23年度から

いつまでに終わらなければならないとか、そう

いう河川法上か何かの法律上の規定で、いつま

でにしなきゃいけないのかという限定はあるん

でしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 沿線自治体が

高千穂鉄道から寄附を受けた施設のうち、法的

に撤去の期限を定められたものはございませ

ん。ただし、将来の撤去費用や基金への積立額

をできる限り早期に明らかにする必要があるこ

とから、平成22年度までをめどに、不要施設の

撤去計画を策定することにしたところでありま

す。

○太田清海議員 わかりました。それで、実は

いろいろ資産が残っておるということで、それ

をいただいた自治体では、その管理費用が意外

と残ったりするんですね。線路の土手の横が自

転車が通る通学路だったとか、草が茂ってき

て、それを刈ってほしいとかいうことで、それ

ぞれの自治体でその草刈りの費用とかが出たり

するわけですね。そういった残存施設の管理費

用は、この基金から出せないものかどうか、ど

うでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 基金は、活用

が困難で撤去せざるを得ない施設の撤去費用

を、県と沿線自治体が共同で負担し合う仕組み

として設置したものであります。土地や施設の

維持管理費につきましては、自治体がみずから

の財産を活用または保全するための費用であり

ますことから、県と沿線自治体で協議を行いま

した結果、基金の補助対象とはしないとしたと

ころであります。

○太田清海議員 わかりました。自治体でそれ

ぞれ決定したということですからやむを得ませ

んが、いろいろありましたら、よろしくお願い

したいと思います。

それから、この基金については、私も反対討

論の中で、「復旧費用が26億円程度かかると、

それを上回るような撤去費用になると残念だ

ね」という思いを述べたことがあります。そう

いう意味では、この撤去費用が、有効利用し

て、できるだけ、今度は額が下がってよかった

ねということになってほしいなという思いもあ

ります。有効利用ということで、今から一生懸

命頑張ってもらうことになると思いますが、そ

の辺の意気込みをお聞かせいただきたいと思い

ます。

○県民政策部長（丸山文民君） 旧高千穂線の

鉄道施設につきましては、沿線自治体において

できるだけ有効活用を行い、撤去費用の縮減に

努めることとしております。既にすべての自治
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体が活用策の検討に着手されております。例を

申しますと、中でも日之影町は、日之影温泉駅

周辺の交流拠点づくりや、鉄橋や軌道跡の遊歩

道化など、鉄道施設を生かしたまちづくりに早

速取り組んでおられ、県も地域づくりのための

補助制度などによって支援をしているところで

あります。今後とも、地域住民の福祉向上のた

めに、施設の積極的な活用が図られるよう、沿

線自治体と十分連携しながら対応してまいりた

いと考えております。

○太田清海議員 わかりました。

次に、住宅用太陽光発電システム融資制度に

ついてお尋ねをいたします。

この制度は、知事提案説明要旨にもありまし

たように、本県がソーラーフロンティアとし

て、その普及率全国１位を目指して、融資制度

を創設するものですということで、非常に意気

込みを感じるところでありますが、できるだけ

多くの方々に利用していただくためには、その

制度を理解してもらう必要があると思います。

この制度の概要についてお尋ねをいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 住宅用太陽光

発電システムにつきましては、平成17年度で国

の補助制度が終了して以降、全国的にも導入量

が減少しておりましたが、今年度、この補助制

度が３年ぶりに復活するなど、改めて導入拡大

の機運が高まりを見せ始めております。県とい

たしましても、国の積極的な動きを踏まえつ

つ、厳しい財政状況や設置者の負担軽減効果な

ども勘案いたしまして、住宅用システムのさら

なる拡大を図る新たな支援策として、今回の融

資制度の創設に至ったところであります。制度

の具体的な内容につきましては、融資限度額

を300万円、融資期間を10年間とし、利率につき

ましては、一般の金融機関のリフォームローン

よりも有利な2.0％程度の固定金利にしたいと考

えております。以上であります。

○太田清海議員 この制度は、国の制度は補助

制度でありますが、県の場合は融資ということ

でありますね。融資と補助、どっちがいいのか

なというふうにも思ったんですが、融資と補

助、そういった政策を決定する場合、どちらが

有利かといった検討はされたんでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 厳しい県の財

政状況もございます。それから利率も、今申し

上げましたように、一般のリフォームローンが

たしか3.4％だったと記憶していますが、これ

を2.0％にいたしますし、10年間で見れば相当の

負担軽減になるものと考えて、融資制度にした

ところであります。以上であります。

○太田清海議員 融資と補助を考えた場合、融

資よりか補助のほうが金額が少なくて予算を活

用できるから、件数は伸びるんではないかなと

思ったものですから、質問させてもらいました

が、この制度は、国の補助制度を活用して、さ

らになお県の融資制度を使うというのは、基本

的にセットになっているんでしょうか。県の融

資だけを受けるとかいうことではないんであり

ましょうか。その辺はどうでしょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） 現在のとこ

ろ、併用も可能であると考えております。

○太田清海議員 それでは―これは資料にも

挙げておりますが―後は、いかにＰＲするか

ということだろうと思います。これは資料のそ

の２ということで、皆さんのお手元に配ってお

ります。太陽光発電を実際つけた方からの資料

をいただきました。これは日向の方で、太陽の

光ががんがん当たるところであります。簡単に

説明しますと、1998年から2001年まで―上の

欄に書いてありますが―これは太陽光発電を
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つけていなかった時代のその家庭の電気料で

す。真ん中にＡというのがありますが、平均電

気料は、この方の場合はＡのところにありまし

て、１年間に10万ぐらい電気料がかかっており

ますということです。ここで3.5キロワットの太

陽光発電をつけたところ、電気料のＢというと

ころにありますように、電気料はがたんと減り

ましたと、その節電料はＡ引くＢということ

で、年間４万3,000円ほど節電をしましたという

ことです。昼間、使わない電気、余分に出る電

気があります。それは九州電力に売る仕組みに

なっていますから、九電に売った電気料金がそ

こに書いてあるとおりで、これは５万8,000円ぐ

らい売った、そして自分の口座にお金が入って

きましたということなんですね。だから、Ａ引

くＢと九電売電料を足すと、この方は10万ほ

ど、１年間に太陽光発電をつけたことによる利

益を得たということなんです。200万とかで設置

して、こういった制度もさらに活用すれば、元

は20年以内ぐらいに取るんじゃないかと。１

年10万円ですから、単純な計算で10年間で100万

円、20年で200万円というような計算になりまし

て、本当にこういうやり方をやれば、日本も原

子力発電に頼らなくてもいいんではないかとい

う意味では、本当にクリーンなエネルギーをこ

の宮崎県から発信していただきたいなと思いま

して、この制度をみんながあふれるほど来てい

ただくぐらいＰＲしていただきたいと思いま

す。宮崎県の政策の中で、医師修学資金の貸与

事業というのがありますけれども、これなんか

も私はクリーンヒットしたものだなと思ってい

ます。太陽光発電の事業もクリーンヒットする

ように、ひとつＰＲに努めていただきたいと思

います。よろしいでしょうか。

では次に、自殺対策について伺います。

本当に自殺対策について、県も総力を挙げて

事業を立ち上げておられますけれども、「自殺

ゼロ」プロジェクト推進事業の中身を教えてい

ただきたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 本県の自殺死

亡率は、全国的に見て高い水準で推移しており

ますので、早急な対応を図るために、平成20年

度の新規事業として「自殺ゼロ」プロジェクト

推進事業に取り組みまして、自殺予防週間を中

心とした普及啓発活動、かかりつけ医や看護師

への研修等の人材育成事業を実施してきたとこ

ろであります。来年度は、これらの取り組みに

加えまして、県民の自殺に対する意識調査や地

域のキーパーソンとなる介護支援専門員の研

修、メンタルヘルス相談の拡充、多重債務を初

めとするさまざまな相談機関のネットワークの

構築など、さらなる自殺対策の推進に積極的に

努めてまいりたいと考えております。

○太田清海議員 時間がありませんので、県民

政策部の事業であります「相談しよう！」多重

債務者対策事業、それから商工観光労働部長に

もお尋ねしますが、消費者金融相談強化事業と

いうのがあります。これについての内容を伺い

たいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 「相談しよ

う！」多重債務者対策事業につきましては、相

談体制の強化といたしまして、県消費生活セン

ターの消費生活相談員を１名増員し、相談時間

を延長するとともに、市町村等が設置する相談

窓口との連携を強化しながら、多重債務者から

の相談に対応していくこととしております。さ

らに、多重債務の相談窓口等を周知・啓発する

ための街頭キャンペーンなどの情報発信や、消

費者に対する金融教育の充実にも、積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。なお、
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国、県、市町村の行政機関や弁護士会、司法書

士会等の関係団体から構成される「宮崎県多重

債務者対策協議会」におきまして、情報交換や

連携を密にし、事業の円滑かつ効率的な推進を

図ることとしております。以上であります。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 消費者金

融相談強化事業であります。現在、県登録の貸

金業者の取り立て行為などに関する苦情とか相

談を目的として、消費者金融相談所を設置して

おりますけれども、最近、寄せられる相談のう

ち、約半数が負債整理や過払い金請求などの相

談になっております。現在、そのような相談に

つきましては、この相談所においてこたえるこ

とができないため、法テラスなど他の専門機関

を紹介しており、多重債務で悩む相談者の方々

に十分な対応ができていない状況にございま

す。このため、弁護士などによる相談日を新た

に設けまして、専門的な相談にも応じられるよ

うにするものでございます。

○太田清海議員 わかりました。実は、自殺対

策として、この多重債務問題をどう処理してい

くのか、対応していくのかというのは、本当に

悩ましいことだと思います。その人の生活全般

にわたる指導とかもしていかないかんというの

を、私自身の体験でも感じました。というの

は、私もケースワーカーをしていたことがあり

ましたので、現在も、さまざまな問題を抱えた

人、多重債務の方が相談に来ることがありま

す。もう、県会議員をしているのか、こういっ

た仕事をしているのか、わからんような状態も

あるんですが……。法的整理のために一緒に弁

護士のところに行ったり、もしくは金融機関に

一緒に行って折衝して、その辺のいろんな事情

を説明して、できる限りのことをしてもらった

とか、解決したことがいっぱいあります。いろ

いろそこの家庭の事情を調べてみると、中に

は、障がいを持っていたんだけれども、30歳過

ぎまでその障害年金をもらっていなかったとい

う人が、今までの経験で２回ありまして、高校

の成績証明書でしたか、そういったものを取り

寄せて、児童相談所に一緒に行ってやったとこ

ろ、障がいがありますという確定を受けて、障

害年金が出るようになったんですね。そんなの

とかいっぱいあります。それで救われた人たち

もいます。

ですから、県もこういった事業を多岐にわ

たってされていると思いますが、どういうふう

にしてやっていくかというのは、限界もあった

りすると思うんですね。それで、そういうこと

をやっている団体と手を結んでいったりするこ

とは、自殺防止のためにも本当に必要なことだ

と思います。私自身、相談しているときに、た

ばこを吸っていたら、「そのたばこをやめなさ

い」と、そのたばこをやめさせることから指導

したりとか、そんなことがあるわけですね。で

すから、今後、債務整理後の問題とかから自殺

になってもいけませんし、いろんな団体とさら

に提携していくということで踏み込んでいかれ

るなら、さらに効果があると思うわけですが、

部長の答弁をお願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自殺の要因と

いうのは、経済的な問題を初め、さまざまなも

のがあります。その対策には総合的な取り組み

が必要であると言われておりますので、民間を

含めたさまざまな団体・機関との連携を図るこ

とが大変重要であると認識しております。この

ため県においては、「宮崎県自殺対策推進本

部」を全庁的な組織として立ち上げまして、あ

と、保健・福祉・医療・教育・労働等の民間団

体や機関から成る「宮崎県自殺対策推進協議
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会」との２つが連携して、ことしの２月に「宮

崎県自殺対策行動計画」を策定し、総合的な自

殺対策に取り組もうとしているところでありま

す。特に行動計画の中では、自殺の原因・動機

の中でも上位にある多重債務への対策を進める

ために、弁護士会、司法書士会等で組織される

「宮崎県多重債務者対策協議会」とも密接に連

携を図っていくことにしているところでありま

す。このように、県レベルでは、庁内組織、さ

まざまな民間の団体・機関等との連携体制が

整ったところでありますが、今後は、地域レベ

ルでの自殺対策を積極的に推進するため、保健

所単位においても、市町村を含めた官民一体の

推進体制を整え、自殺者を１人でも減らすため

に、県民総力戦で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ官民一体

で取り組んでいただきたいと思っております。

次に、「中山間盛り上げ隊」派遣事業につい

て伺います。

知事の提案説明要旨に、この事業の中で、県

職員派遣という取り組みが載せられていました

ので、大変目を引きました。この事業がどうい

う内容なのか、教えていただきたいと思いま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） 昨年度、県が

実施いたしました集落調査の結果によります

と、これまで集落で行ってきた各種活動の継続

が困難になっている状況が多く見られました。

そこで、来年度より、都市住民を中心としてボ

ランティア活動を行う人材をあらかじめ登録

し、集落等からの依頼に応じて派遣する「中山

間盛り上げ隊」派遣事業を実施し、集落の維持

・活性化を図っていくこととしたところであり

ます。具体的な事業の内容としましては、日帰

りで草刈りや植栽等の活動を行う短期派遣、中

山間地域に数カ月在住する中長期派遣、さらに

加えまして、県職員が町村役場に駐在し地域活

性化に取り組む県職員派遣の３つの形態を考え

ております。このうち県職員派遣につきまして

は、県職員が３カ所程度の町村役場にそれぞれ

１名ずつ駐在し、町村が行う集落対策を中心と

した地域づくり施策に参画するなど、町村職員

や地域住民と一体となって現場で汗を流し、地

域の実情を踏まえた中山間地域対策を実施する

こととしております。

○太田清海議員 わかりました。そこでお尋ね

したいんですが、県の職員の方々が地域の盛り

上げのために頑張るということでありますが、

期待されているのは、そういうところですか

ら、宮崎に住まんでその地域に住んでいただ

く、住民票も移動して土日もできるだけそこで

頑張って、というイメージで考えてよろしいで

しょうか。

○県民政策部長（丸山文民君） そのようなイ

メージで考えております。

○太田清海議員 これについてどうこうという

ことはありませんが、私も質問で難しいなと

思ったのは、憲法22条の居住、移転の自由とか

ありますので、これ以上はもう言いませんけ

ど、そうすることでまた地域の人となじんでい

くということもありますし、中には、疲れたと

きには、また逆に戻ってくるということも、何

かそんな感じのものも保障されるようなものな

のかなというふうにも思います。ひとつよろし

くお願いしたいと思います。

関連して、実はそういう地方から見た場合、

県の職員の方が、例えば延岡なんかも通勤が多

いんですけれども、できたら延岡に住んでいた

だいて、特別徴収税を落としていただくといい
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なとか、そんなことも思う。でも憲法上の問題

もありますから……。ただ、地域としては、そ

ういうことを望むところであります。

それから、関連して教育長のほうにも、

ちょっと、こういう問題がありますねというこ

とで要望したいのは―私もある先生に聞いた

ら、「実は自分の学校の校区内にはちょっと住

めないんですよ。どうしてもその校区を離れた

ところに住みたい」ということで、これも現代

社会、やむを得ないところでしょうが、その地

域、学校校区に住んで、子供さんたちを見守る

というような形もまたいいかと思いますが、そ

の辺も難しい問題があります。関連して思った

ところであります。ひとつ検討をお願いしたい

と思います。

それから次に、人材登用についてお尋ねをい

たします。

女性職員の管理職登用について、現在の状況

をお聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 平成20年４月１日

における知事部局の課長級以上に占めます女性

職員の割合は、1.8％となっております。残念な

がら、現状としては、まだまだ不十分と言わざ

るを得ない結果となっております。申すまでも

ありませんけれども、人材の育成には一定の時

間が必要でございます。課長級の管理職になる

前のポストについて、女性職員の占める割合

を10年前と比較して見てみますと、課長補佐級

で4.3％から7.1％に、ポスト係長級で8.9％か

ら14.2％に増加しておりまして、基本的に、こ

の条件が同じであれば、管理職に占める女性職

員の比率は確実に増加していくものと考えてお

ります。

○太田清海議員 確実に増加させていただきた

いなと思います。

それから、現業職からの任命がえ職員が配置

後３年を経過しようとしておりますが、職場で

の支援は十分行われているのかどうか、その辺

をお伺いしたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 任命がえ職員が新

たな業務に従事する際には、所属における上司

あるいは同僚による指導、支援が重要であると

考えております。このため、任命がえ職員を配

置しております各所属長に対しては、職員調書

あるいは面談等により、個々の職員の状況を十

分把握いたしますとともに、職場環境あるいは

業務への適応の面において、きめ細かな指導、

支援を行うよう指示をしておるところでござい

ます。また、一定の時間をかけて新たな業務に

習熟してもらうためには、今後の異動につきま

しても、任命がえ後、最初の異動まで、基本的

には５年間程度の在籍期間を確保したいと考え

ておりますけれども、最初の業務になじめない

といったことで、精神的な負担があると考えら

れる職員などにつきましては、必ずしもこれに

こだわることなく、可能な限り本人の意向を踏

まえ、早期の配置がえ、あるいは担当業務の見

直しを行うなどいたしまして、個々の職員の適

応状況にも十分配慮しながら、適切に対応して

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。温かい配慮を

いろいろしていただきたいと思います。私も自

分の経験から―小学校を１回転校して、中学

校は３回変わりまして、学校の校歌をとうとう

覚えられませんでしたけど、変わると、転校し

たところでは、物すごくその１週間がつらいん

ですよね。だれも友達になってくれんし、そう

いう心痛い思いがあるものですから、私は転校

してなれてきて、新しい転校生が入ってくると

きには、必ずすぐ友達になってあげるというよ
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うなことをしておりました。大人になってもそ

れはあるんですよ。職場を変わると、電話が鳴

るのをとるのが怖いというのもあるんですよ

ね。そういうのが人間でありますので、ひと

つ、職場にあっては皆さんで温かく見守ってい

ただきたいと思っております。

県職員の病休、休職者のうち、精神面での不

調によるもの、過去３カ年の状況というのを、

わかれば教えていただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 平成18年度から20

年度１月末まででございますが、各年度の知事

部局における傷病休暇の取得者のうち、精神面

の不調による方は、それぞれ18年度が67名中37

名、19年度が69名中27名、20年度１月末まで

で、45名中26名という状況でございます。ま

た、傷病休暇日数が90日を超えますと休職とな

りますけれども、この休職の方で精神面の不調

による方というのが、18年度が40名中33名、19

年度が42名中29名、20年度が同じく１月末まで

で39名中32名となっておるところでございま

す。

○太田清海議員 ひとつ、いろんな配慮をお願

いしたいと思います。

次に、消防の広域化についてお尋ねします

が、本県の消防の広域化の現状、進捗状況等を

お聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 消防の広域化につ

きましては、現在、県域１消防本部体制と３消

防本部体制の２通りの組み合わせにつきまし

て、消防本部等関係機関と、具体的なメリット

あるいは組み合わせの有効性、課題等の検討を

行っているところでございますけれども、現段

階では関係者の意見の一致を見ていないところ

でございます。したがいまして、組み合わせの

決定には、いましばらくの時間がかかるものと

考えております。

○太田清海議員 まだ見ていないということで

ありますが、これも先ほどのエコクリーンプラ

ザみやざきの問題と同じように、広域というも

のの問題というのもいろいろあろうと思うんで

すね、新たな仕組みをつくるということでは。

ぜひ、私たちが提言しておるような、できるだ

け広い―ないほうがいいんですけれども、そ

の辺を配慮していただきたいなと思っておりま

す。

次に、保育制度のあり方についてお尋ねをい

たします。

昨年12月に、社会保障審議会少子化対策特別

部会第１次報告が出されたようでありますが、

その中でもはっきりと、市場原理に基づく直接

契約、バウチャー方式というものが検討されて

おるようであります。私から見れば、今そう

いった市場原理というもの自体が検証されるべ

き時代に来ておるのに、何か時代錯誤といいま

すか、そんな感じもして、こういった国の動き

があるとするならば、県としても、保育の基本

というものをきちっと押さえて対応しておかな

きゃならぬと思うんですが、見解をお伺いした

いと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話しのよう

に、国の社会保障審議会少子化対策特別部会に

おきましては、現在、今後の保育制度のあり方

として、保育の契約の相手方を市町村から保育

所との直接契約に変更、保育料徴収について、

市町村と保育所の役割分担の見直しなどが検討

されているところであります。保護者と保育所

との直接契約方式は、保育所を自由に選ぶこと

ができるなどのメリットが考えられますが、保

育所間の児童獲得競争の激化や、仮に保育料の

徴収業務を保育所が行うことになれば、本来の
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保育業務がおろそかになるおそれがあるなどの

声も、関係者から聞かれるところであります。

いずれにしましても、保育所というのは、子供

の最善の利益の確保が使命であります。このこ

とを十分に踏まえた結論が出されるべきだと考

えますので、今後とも、国の動向を注意深く見

守ってまいりたいと思います。

○太田清海議員 わかりました。

それでは次に、介護現場の実態についてお伺

いしたいと思います。

介護する方で離職していくという人たちが多

い、それから人材不足、人手が少ないという実

態があります。これも新聞報道等でもなされて

きたところですが、新年度から介護報酬がプラ

ス３％改定をされるということを聞いておりま

す。これは、そこに働く人たちの賃金に反映さ

れていくべきだと思うんですが、どうも制度を

見てみると、本当にそっちのほうに行っちゃう

のか、経営のほうに回っちゃうのか、わからな

いところもあります。ただ、予定してるのは、

そういう人材不足を解消するために、その介護

報酬が人件費の分に回ることを期待して上げて

おるわけですから、それが確実に回るように、

県としても何らかの指導といいますか、助言と

いいますか、そういったものが必要だろうと思

いますが、福祉保健部長、答弁をお願いしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 今回の介護報

酬改定は、夜勤などの負担の大きな業務に対す

る評価や、事業所における有資格者割合などの

介護従事者の専門性に着目した評価を通じて、

介護従事者の人材確保・処遇改善を誘導すると

いうものになっております。また、国において

は、介護報酬改定後の給与水準の確認等によ

り、介護従事者の処遇改善が確保されるよう努

めることとされております。県といたしまして

も、こうした国の動向を踏まえながら、介護報

酬改定が介護従事者の賃金水準の向上に結びつ

くよう、報酬改定の趣旨の周知を徹底してまい

りたいと考えております。

○太田清海議員 わかりました。ぜひお願いし

たいと思います。

それから、施設介護の問題でありますけれど

も、これは老健施設の場合になるというふうに

聞いております。施設にそういう高齢者の方を

受け入れた場合、施設への介護報酬から医療保

険が受けられなくて、その高齢者の方の医療費

を、入ってきた介護報酬で出していかないかん

ということで、あんまり病気をたくさん持った

人を施設が受け入れると、どうもまずいなとい

う制度になっておるようであります。これは、

そういう高齢者の方、病気の多い人の受け入れ

を拒むということにもつながっていくと思いま

すので、これは制度上の問題じゃないかと思い

ます。県として、どのようにその辺の実態を把

握しておられるのか。県のほうにも、そういっ

た改善を求めていただきたいと思いますが、い

かがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 介護老人保健

施設など、医師の配置義務のある施設につきま

しては、みずからの施設で実施する基礎的な医

療ケアに要する経費は、介護保険における報酬

単価に含まれております。一方で、専門的な診

療等につきましては、医療保険での請求が認め

られているところであり、医療保険と介護保険

とで支給が重複することのないよう、国におい

て両保険の適用範囲を調整しているところであ

ります。県としましても、処置等の内容により

ましては、施設の負担となる場合があることは

お聞きしておりますので、そうした実情につき
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まして、国に伝えてまいりたいと考えておりま

す。

○太田清海議員 わかりました。

次に、宮崎大学医学部地方枠の設定について

お尋ねをいたします。

これも相談を受けたケースなんですが、自分

の子供が１浪、そして２浪したと。２浪した受

験生は、この地方枠には該当しないと聞きまし

た。２浪してまでも、１浪してまでも、地域医

療のために頑張るという情熱を持った人、それ

でも頑張るという情熱を持った人だというふう

に考えると、もったいないなという気もいたし

まして、こういった２浪に制限を設けるのはい

かがなものかと思うんです。そういったことを

大学当局へも調整していただきたいと思うんで

すが、いかがでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 宮崎大学医学

部では、地元高校出身者を対象に、平成18年度

から10名の「地域枠」、また、21年度から５名

の「地域特別枠」を設けておるところでありま

す。受験資格は、地域枠が現役だけが対象とさ

れているのに対し、地域特別枠は現役に加え１

浪まで受験が認められております。受験の機会

を２浪に拡大することは、地域医療に対する熱

意を持った人材に門戸を広げる意義があるもの

と考えておりますが、推薦枠については現役を

中心としたいという大学の考え方や、生徒を推

薦する高校側には、浪人の年数がふえると、生

徒の状況が十分に把握できないなどという課題

もございます。このため、県としましては、こ

れらの課題も踏まえながら、宮崎大学と県との

間で設けている入試連絡協議会の場で協議して

まいりたいと考えております。なお、医学生を

対象とした県の医師確保対策としましては、医

師修学資金がございますが、浪人の年数による

制限は設けていないところでございます。

○太田清海議員 わかりました。ひとつ、議論

の一つとして掲げて、大学に上げていただきた

いと思います。

それから、教員免許更新制の問題であります

が、更新講習をする県内の大学というのはどう

いうところがあるのか、お教えください。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新制につ

きましては、本年４月から実施されますが、免

許を更新するためには、すべての教員免許に共

通の必修領域12時間と、おのおのの免許状に対

応する選択領域18時間、合わせまして計30時間

の更新講習を受講し、修了確認を受ける必要が

ございます。この更新講習につきましては、県

内では、宮崎大学と宮崎学園短期大学が、文部

科学省に開設の申請を行っているところであり

ます。宮崎大学では、必修領域において12時間

単位の講座を４講座、選択領域において６時間

単位の講座を98講座、それぞれ開設する予定と

伺っております。また、宮崎学園短期大学で

は、幼稚園教諭を主な対象として、必修領域に

おいて12時間単位を１講座、選択領域において

６時間単位の講座を３講座、開設する予定と

伺っております。その他、宮崎産業経営大学と

九州保健福祉大学が、３月中には申請する予定

であると伺っております。以上です。

○太田清海議員 この教員免許更新制でありま

すが、私が問題と思うのは、この更新費用の受

講料とか、大学まで行く旅費とか、そういった

ものが、番地が遠い人の場合、泊まらないかん

わけです。自分の命をかけたその免許に、個人

負担をさせて取らせていくというのは、どうも

おかしいんじゃないかなと思います。いかがで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新講習の
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受講費用につきましては、教員免許が個人の資

格でありますことから、県単独で個人に費用を

支援するということは困難であると考えており

ます。しかしながら、費用負担につきまして

は、教育職員免許法の一部改正が行われた際

に、国による支援等を検討するよう国会で附帯

決議が行われており、県教育委員会といたしま

しても、全国の教育長協議会などを通じまし

て、その支援策を講じるよう国に対して要望し

ているところであります。現在審議中の国の来

年度予算案では、受講者への直接的な支援とい

うのは、残念ながら盛り込まれておりませんの

で、引き続き、国において負担軽減について配

慮するよう求めてまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○太田清海議員 わかりました。ぜひそういう

ことを求めていただきたいと思います。

次に、メンタルヘルスの問題でありますが、

教職員の過去３年間の病気休職者数と、そのう

ち心の病を抱えた方の休職者数等を教えてくだ

さい。

○教育長（渡辺義人君） 先ほど、総務部長か

ら過去３カ年の答弁がありましたが、それと同

じレベルでお答えをさせていただきたいと思い

ます。教職員の過去３年間の病気休職者数と、

その中の精神性疾患による休職者数ということ

でお答えいたします。平成18年度は、病気休職

者全体で90名おりますが、このうち精神性疾患

によるものが49名であります。平成19年度は同

様に、全体が80名に対し、精神性疾患によるも

のが46名。それから20年度につきましては、昨

年の12月10日現在になりますが、全体で78名に

対し、精神性疾患によるものが42名という状況

になっております。以上です。

○太田清海議員 本当に、心を病まれる方をど

うほっとさせるかということが必要だろうと思

うんですね。私は、学校現場で行われている教

職員評価制度が、職員の多忙感とか圧迫感―

対面方式でいろいろお互い評価し合ったりする

ような―誤認があったら申しわけないんです

が―そういうところも現場ではどうかなと思

います。こういった教職員の評価制度なりも、

そういった心をほっとさせるという意味で、改

善というのが必要だと思うんですが、いかがで

しょうか。

○教育長（渡辺義人君） 本県では、新たな教

職員評価制度を平成16年度から導入いたしてお

ります。この評価制度では、教職員自身が職務

や役割について自己評価を行い、それをもと

に、管理職が教職員とのミーティングの中で評

価を行うものであります。この管理職の評価

が、それぞれの教職員にフィードバックされる

ことによりまして、教職員自身が、自分自身の

能力の現状や能力開発の方向性、さらには学校

における役割や目標を認識することができ、教

職員としての資質の向上や学校の組織力向上が

図られているところであります。しかしなが

ら、教職員からは、新たな制度ということもご

ざいまして、「評価に対する負担感がある」と

いう意見もございますので、例えば評価シート

の簡素化や評価する項目の絞り込みに加えまし

て、ミーティングの方法ですとか内容の工夫等

の改善に取り組んできているところでありま

す。今後とも、制度の適切な運用により、教職

員の人材育成や学校の組織力向上が図られるよ

うに取り組んでまいりたいと思います。以上で

す。

○太田清海議員 わかりました。ぜひ改善をお

願いしたいと思います。

先ほどの免許更新制の試行で講義を受けた方
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の感想なんですが、「例えば30分間の講義を受

けて、その後の試験が記憶力勝負だったという

ような感じ。私が今まで10年間働いてきた、こ

の現場の経験力はどうだろうか」という感想を

漏らした方もいらっしゃいます。ひとつ、いろ

んなことでの御配慮をお願いしたいと思いま

す。

次に、県立延岡病院の問題であります。

今、こういう存亡の危機になっておる県立延

岡病院でありますが、私たちもさまざまなとこ

ろでいろんな対応を打ってきたところでありま

す。まず、率直に、知事は県立延岡病院問題を

どう見ておられ、どう対応されようとしている

かについてお伺いしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の問題は、これ

まで延岡病院が、県北の地域医療の最後のとり

でとして、昼夜を問わず、初期救急から第３次

救急まで対応してきたことによる医師の疲弊が

最大の要因ではないかと考えております。この

ため、これまでも、いわゆるコンビニ受診の自

粛に、県北地域の市町村や医師会と一体となっ

て取り組んできたところでありますが、医師の

負担軽減を図ることは喫緊の最重要課題であり

ますので、宿日直応援医師の確保や医師の事務

作業を補助する医療秘書の導入等の改善策を、

平成21年度当初予算に盛り込んだところであり

ます。また、給与の大幅な引き上げや研究研修

費の増額など、医師の待遇改善についても積極

的な対応を行うこととし、病院局の医師確保対

策経費として、総額３億7,000万円を新たに措置

したところであります。一方で、市町村の役割

である初期救急医療体制の充実も極めて重要で

ありますことから、患者の大部分を占める地元

延岡市に対しまして、早急な対応を図っていた

だくよう強くお願いしているところでありま

す。県といたしましては、今回の問題を契機と

して、地元と一体となって、県立病院の医師確

保に向けた抜本的な対策に積極的に取り組んで

まいりたいと考えております。

○太田清海議員 最後の質問になろうかと思い

ますが、今、抜本的な対策をということであり

ます。

私たちも、実は昨年から、医療機関とか住民

に呼びかけて、日之影、日南、延岡、日向、都

城、宮崎と、「医療シンポジウム」を開催して

まいりました。その前段には、地元医師会の皆

さんとか病院の関係者の方々と、どこに問題が

あるのかということなんかを懇談してきたわけ

です。

実はことし１月には、お隣の鹿児島県の鹿屋

医療センター―これは全国的にもテレビ放映

されて、鹿屋方式として有名になったところで

もありますが―に行ってまいりました。地元

の医師会長、それから医療センター所長のお話

を聞くことができたわけですが、大変大きな示

唆を得ました。ここの方が言っておられたの

は、「県立病院というのは２次・３次に特化し

ていく、それが一番いいんですよ。先生たちも

生き生き働きますよ」ということを教えていた

だきました。現実的にそれを延岡に適用するこ

とは難しいことであるかもしれませんが、そこ

を目指していくべきではないかなというふうな

思いをいたしました。

救急医療体制基本問題検討会が平成９年12月

に報告書として出されています。その中の「初

期救急医療体制の整備は市町村がより責任を

持って主体的に取り組むべきである」というと

ころ、この辺が根拠になって、そういう考えに

なっておるようですけれども。県立病院は２次

・３次に特化していくことを頑張っていくとい
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いますか、それがいいんではないかなと思いま

す。それを受けて、また私たちは知事に、新た

に１月29日にそういう体制をつくることを提言

いたしました。県においては、関係市町村、地

域医師会との調整などを積極的に行うというこ

とも添えながらでありますけれども。いずれに

しても、県立延岡病院は今後、地元の体制が整

うのに合わせて、２次・３次に特化していく

と。手助けをしながら頑張っていただきたいと

思いますが、最後に知事にそれをお伺いしたい

と思います。

○知事（東国原英夫君） 平成18年度に策定い

たしました「宮崎県病院事業中期経営計画」で

は、県立延岡病院の今後の運営の基本的な考え

方について、今後は、さらに地域の医療機関と

の機能分担を推進しながら、急性期・高度医療

に特化していくとともに、圏域の交通事情等を

踏まえ、延岡病院を中核とする地域医療連携に

より、地域で医療が完結するシステムづくりに

寄与することとしております。このような考え

方に基づき、計画に沿った病院運営を行ってい

くことで医師の負担軽減が図られ、将来にわた

る安定的な医師確保につながるのではないかと

考えております。そのためにも、地元市町村に

対し、住民が安心できる初期救急医療提供体制

の充実を図っていただくよう、今後とも強く要

請してまいりたいと考えております。以上で

す。

○太田清海議員 大変難しい問題であります

が、私たちも頑張っていきたいと思っておりま

す。

以上で代表質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問を終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時52分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、愛みやざき、武井俊輔議員。

○武井俊輔議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、武井俊輔でございます。私たち愛みやざき

にとりましては４回目、私にとりましては初め

ての代表質問でございます。いろいろと一生懸

命取り組んでまいりますので、執行部の皆様の

明確な答弁をお願いいたします。

では、早速、質問に入らせていただきます。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いいたし

ます。

東国原知事は、就任２年が過ぎまして、知事

の好きなフルマラソンに例えますと、25キロぐ

らいの位置にあるのかなと思いますが、この２

年間の自己評価をどのようにとらえていらっ

しゃるか、お伺いいたします。

続きまして、東国原知事は県政初の純粋な民

間知事として就任されたわけですが、外から見

た県庁がどのように見えるか―純粋というの

は、今まで一度も公務員とか外郭とかそういう

経験がなかったという意味ですが―お伺いい

たします。

続きまして、新年度予算編成についてお伺い

いたします。この新年度予算に込められました

知事の決意、思いについてお伺いいたします。

以上、壇上からの質問を終わりまして、後は

自席から質問させていただきます。ありがとう

ございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。
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この２年間の自己評価についてであります。

私は、就任以来、入札・契約制度改革を初めと

する県政改革を着実に進めるとともに、災害時

安心基金の創設や乳幼児医療費の助成対象の拡

大など、県民の安全・安心な暮らしを守る施策

に力を入れてまいりました。また一方では、本

県を積極的にＰＲすることにより、宮崎牛やマ

ンゴーなどすぐれた県産品のブランド力を高

め、県外からの観光客数をふやすなど、宮崎の

存在感を高めることができたと考えているとこ

ろであります。このほか、ふるさと納税や道路

特定財源などさまざまな事柄に関しまして、い

わば地方の代表として、地方に暮らす人々の声

を中央に訴えてまいりました。こうした取り組

みにより、マニフェストはおおむね順調に進捗

しており、円滑な県政運営が行われていると考

えております。

また、この２年間の私の活動は、ひとえに、

官製談合事件で傷つき、長年にわたり全国的に

はメジャーな存在ではなかった宮崎の真のすば

らしさ、本当の魅力というものを国内外に知ら

しめ、宮崎の再生を図るためのものでもありま

した。その意味におきましては、いまだ道半ば

ではありますが、多くの県民並びに県外に住む

本県ゆかりの方々が、宮崎人であることに、ま

た宮崎にゆかりのあることに自信と誇りを持て

るようになりつつあることが、私自身の最も評

価するところであります。

次に、民間から見た県庁についてでありま

す。就任して２年になりますが、折々に感じる

のが、県庁に限らず役所というものは、えてし

て前例へのこだわりや責任を回避しようとする

こと、スピード感やコスト意識に欠けること、

縦割りで物を考えるといった傾向があるように

思われます。私は、そうした中で、県庁の組

織、職員の意識を変えたい、民間の感覚を県行

政に反映させたいと思い、日々努めてまいりま

したし、変わってきているとも感じているとこ

ろであります。行政は住民のために仕事をして

いるのだという基本に立ち返ることが重要であ

ると考えております。

続きまして、平成21年度予算についてであり

ます。現在の厳しい経済・雇用情勢の中、多く

の国民、県民が不安を覚える状況であります。

私自身、これまで県内各地に出向いて県民の方

々のお話を伺い、悩みや願いを承る機会が多く

ありましたが、そのたびに改めて宮崎を元気に

したいと思い、県民の皆様に、温かい、血の

通った、行き届いた行政サービスを提供したい

と念じてまいりました。こうした中で編成しま

した平成21年度予算は、厳しい社会経済情勢の

もとにあっても、県民の皆様に温かい行政サー

ビスを提供するとともに、未来への確かな礎を

築くため、財政改革を推進しつつ重要施策を積

極的に推進していくという決意を込めたもので

あり、「未来へつむぐ 新みやざき展開予算」

と表現したところであります。これまでの２年

間の経験の上に立って、県民の皆様が希望の持

てる新しい宮崎の実現を目指して、県議会を初

め県民の皆様の御協力を得ながら、引き続き、

一意専心、堅忍不抜の精神で取り組んでまいり

たいと考えております。以上です。〔降壇〕

○武井俊輔議員 ありがとうございます。何か

お相撲さんのあいさつみたいですが、非常に強

い決意をいただいたというふうに理解をさせて

いただきたいと思います。

知事の任期も残り２年足らずとなってきたわ

けですが、この残り２年足らずの任期の中で最

も取り組みたいとお考えの課題は何か、お伺い

いたします。
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○知事（東国原英夫君） まず、何と申し上げ

ましても、県民の皆様とのお約束であるマニ

フェストの達成に向けて、しっかりと施策を進

めてまいりたいと考えております。また、現在

の厳しい経済・雇用情勢を踏まえますと、県民

の最大の関心事である景気・雇用対策に力を入

れてまいりたいと考えております。このため、

平成21年度当初予算案におきましても、雇用創

出・就業支援対策に資する事業を可能な限り盛

り込んだところであります。さらに、本県の未

来を切り開くためのかぎとなる新エネルギーや

農業といった分野につきましても、新たな展開

を図ってまいりたいと考えております。以上の

ような取り組みによりまして、県民だれもが安

心して暮らせる新しい宮崎の実現に努めてまい

りたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いてまいりますが、知事が

懇意にされていらっしゃいます大阪府の橋下徹

知事でございます。国庫負担金の関係で国土交

通大臣とこの前も直談判などされておりました

が、そういった意味で非常に地方の声を反映さ

せるべく、国との対決も辞さないという姿勢が

まま見られます。それに比べまして東国原知事

は、国に対して―いいとか悪いと言っている

わけではないんですが―非常に協調的に対応

されているように見えるんですけれども、橋下

知事との違いを今の段階でどのように認識され

ているか伺います。

○知事（東国原英夫君） 私と橋下知事との違

いを考える上では、まず最大に挙げられるのが

宮崎人と大阪人の違いということです。また、

目指したもの、将来目指したものがタレントと

弁護士との違いがあると思います。と申します

のも、この将来の夢、目指す方向の違いという

のは、根本的な理念とか思想とか感性の違いが

あると思うからであります。さらに、知事選の

際、私が無所属であったことに対して、橋下知

事は府自由民主党と府公明党の支援を受けてい

たという違いもあろうかと思います。宮崎県と

大阪府の財政規模や財政事情、行政課題の違い

もあろうかと思います。しかし、私も橋下知事

も、住民や議会の理解を得ながら、メディアを

活用して積極的にＰＲしていく手法や、政治や

行政を住民に身近なものにしていこうとする考

え方は、相通ずるものがあると考えておりま

す。また、住民の生活や地域の発展を第一に考

え、地方をよくするために国を変えていこうと

いう政治姿勢など、共通する点が多いかと考え

ております。

○武井俊輔議員 橋下知事の国に対しての対決

姿勢というのを、非常に支持している府民―

国民もそうでしょうけれども―多いなと思い

ますので、またそのあたりはいろいろと参考に

していただきながら、お願いをしたいと思いま

す。

続きまして、無駄ゼロ会議についてお伺いい

たします。「行政支出総点検会議」というのが

正式名称でございますが、知事はこれに地方代

表の立場として参加されたわけでございます。

宮崎県での公務を抑えてまで東京で会議に参加

されていたわけですが、この会議をどのように

御自身として総括されているか。また、今後の

こういった政府の委員への就任について、知事

自身どのような基準で臨んでいきたいとお考え

か伺います。

○知事（東国原英夫君） 行政支出総点検会

議、いわゆる無駄ゼロ会議は、昨年12月に、公

益法人への支出削減や特別会計の見直し等を内

容とする指摘を行ったところであります。これ

を受け、来年度政府予算案では、公益法人への
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支出について、指摘を上回る38.5％、3,651億円

を削減するなど、会議の当初の目的はおおむね

達成されたものと考えておりますが、国におい

ては引き続き、みずから積極的に無駄の削減に

取り組んでいくべきと考えております。

また、私はこの会議において、国をはるかに

上回る地方の行革努力の実態等を紹介するとと

もに、地方交付税に関連する議論では、地方の

不利益につながらないよう、指摘内容の修正を

求めて強く意見を申し上げましたが、地方を代

表する立場で意見を申し述べることができたこ

とは、まことに有意義であったのではないかと

考えております。

次に、国の委員等への就任についてでありま

すが、地方にとっての喫緊の課題をテーマとし

た会議であり、本県にとってプラスとなる提言

や意見を申し述べることのできる場であること

を第一に考え、お引き受けしているところであ

ります。例えば、国土交通行政に関する提言を

行う国土交通アドバイザーにも就任しておりま

すが、この会議では、本県のような道路整備が

おくれている地域に必要な財源が確保されるよ

う、公平公正な基準づくりを行うことなどにつ

いて意見を述べさせていただいているところで

あります。このような会議に出席いたします

と、中央で活躍しておられる委員の皆様には、

どうも地方の現状や努力といったものについて

なかなか御理解いただけないことを実感いたし

ます。今後とも、このような場を通じて、積極

的に地方からの情報、意見等を発信してまいり

たいと考えております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。今の

話にもありましたけれども、橋下知事と並んで

知事は全国でも大変人気があるわけですので、

そういった意味では、人気取りに使われてしま

うということにはならないように、くれぐれも

御留意いただきたいと思います。

それを踏まえてですが、国政は今、非常にね

じれ現象でありまして、麻生内閣の支持率の低

迷などいろんな状況もあるわけです。ちょっと

お伺いしたいんですが、自民党本部が、地方の

長である知事に、いろいろ応援を要請していこ

うといったような報道も一部あるようなんです

が、具体的にそういった応援要請が今まである

のか。また、仮になければ、今後あったとすれ

ばどのように対処されたいとお考えか。あれば

お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 地方の議員あるいは

国政における国会議員の方たちから、選挙ある

いは御自分の政治・行政活動に関する応援の要

請は、今まであります。かなりあります。これ

からの対応でございますが、その都度検討させ

ていただきたいと思っております。

○武井俊輔議員 わかりました。いずれにして

も、宮崎県の知事でいらっしゃるわけですか

ら、また慎重な対応をお願いしたいと思いま

す。

続いて、副知事続投について、最初は知事に

お伺いいたします。

知事は、総務部長時代を含め在任４年を超え

られる河野副知事について、続投いただくとい

うことを報道等でも述べられております。確か

に、東国原知事という非常に特殊なカラーの知

事のもと、その代役でありますとか、県庁内を

束ねる存在としての活躍はよく拝察しておりま

す。また、河野副知事の、個人的にもいろんな

イベントに参加されたり、御家族と一緒に地域

に積極的にかかわるという姿勢は、一県民、市

民としても、私は高く評価をできると思ってお

ります。
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知事にお伺いいたします。では、知事は副知

事をどのように評価され、続投をお願いされた

のかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 河野副知事には大変

よくやっていただいていると思っております。

現場で担当部局を陣頭指揮し、政策課題の解決

に当たってほしいという期待にもこたえていた

だいておりますし、私自身の行政経験が不足す

る部分を大変よく補っていただいていると、頼

もしく感じておるところであります。このよう

なことから、引き続き、私の補佐役として県勢

発展のために全力を尽くしてもらいたいと考え

ているところであります。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。

では、それを踏まえて、今度は河野副知事に

お伺いいたします。副知事は、副知事として

も、先ほどの知事と同じで任期の後半に当たる

ということになるわけですが、どのように知事

を支え、県庁内を掌握し、取り組んでいきたい

とお考えかお伺いします。

○副知事（河野俊嗣君） まず、県を取り巻く

社会経済情勢が一層厳しさを増している中で、

さまざまな県政の課題は山積をしております。

こういった問題一つ一つにつきまして、知事を

補佐して着実に取り組んでまいりたい、これが

基本であります。その際、この２年間を振り返

りますと、どうしても立場上、留守居役といっ

た面が強うございます。知事の場合は、県民

フォーラム、またさまざまな視察、会議等で地

域に出向く機会が多うございます。また、直属

の出先を抱えますそれぞれの部局長と比べまし

ても、私自身が地域に出る機会というのが少な

かったのではないかと考えております。これか

らは積極的に地域にも足を運びまして、県民の

皆様、また県の出先機関の職員とも意見交換を

しながら、現場の感覚といったものを重視しな

がら仕事に当たっていきたいと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 一昨年の２月議会でございま

す。ちょうど河野総務部長が副知事になるとい

うようなときでございました。県議会で質問が

出ております。これは中野一則議員の質問で

あったかと思うんですが、そのときに知事は、

ＣＥＯとＣＯＯということについて、「私はＣ

ＥＯとＣＯＯを分けて考えていくと言わせても

らっている。このＣＯＯの部分では河野部長は

まさしく適材適任であると考えている」と答弁

されているわけです。つまり、副知事はＣＯＯ

（チーフ・オペレーション・オフィサー）とい

うことになるわけですが、副知事のＣＯＯとし

ての認識をお伺いしたいと思います。

○副知事（河野俊嗣君） 一般的に副知事とい

う立場が、議員の言われるところのＣＯＯに該

当するのかどうかという議論はあるところでご

ざいますが、私が副知事に就任しましたとき

に、ただいま御指摘のありましたように、知事

からは、「知事マニフェストを実現するための

事業本部長的な役割として現場の陣頭指揮を

とってほしい」という指示をいただいておりま

す。新みやざき創造戦略推進本部、県庁横断的

なこの計画の実現のための組織の本部長といた

しまして、そのような考えで職務に取り組んで

いるところでございます。

○武井俊輔議員 副知事に最後、もう一点御質

問したいと思うんですが、先日、アメリカのＣ

ＮＮニュースなどを見ておりましたら、経営再

建に取り組むＪＡＬ、日本航空の西松社長の、

自分の部屋を廃止したり、社員食堂で御飯を食

べたり、都バスに乗って出勤したりというよう

なことが、日本の新しいリーダーとして非常に
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賞賛をされておりました。宮崎県も非常に財政

厳しい折なんですが、副知事は、ＣＯＯとして

御自身の率先垂範ということについてどのよう

にお考えか、お伺いいたします。

○副知事（河野俊嗣君） 最小の経費で最大の

効果を上げるという観点からは、予算の編成な

り執行段階、あらゆる場面で副知事という立場

で厳しくチェックするというのが、まず基本で

あります。

その上で、自分なりに気をつけていることと

いたしましては、非常に身近な足元での取り組

みということになりますが、環境やコストに配

慮した省エネのたぐいはもちろんのことでござ

いますが、考えますに、県庁はこれだけの職員

・スタッフを抱えております、人件費の塊のよ

うな形でございますので、それを生きた金とす

るためにも、仕事の無駄をなくして職員の負担

を軽減し、本当にその持てる能力、エネルギー

というのを必要な業務に振り向ける、これが重

要かと考えております。そのような考え方のも

とに、例えば会議や打ち合わせをだらだらと長

引かせないだとか、だらだら残業しないという

ことも心がけております。また、新しい資料を

わざわざつくらせたりせずに、「既存の資料で

間に合うものはそれでいいよ」というようなこ

とを申し上げましたり、また、さまざまな視察

や行事などで職員が対応する場合もあります

が、それも最低限でというようなこと。それか

ら、土日に市内で行事があるときは、可能な限

り公用車を使わずに自分で行くといったような

ことを日々心がけているところでございます。

○武井俊輔議員 非常に一生懸命取り組んでい

ただいていると思います。今後、知事、副知

事、任期の後半も、ぜひその思いでお願いした

いと思います。

次に移ります。予算についてお伺いをいたし

ます。先ほど１問目に思いをお聞きしたんです

が、次に総務部長にお伺いしてまいります。

直轄事業負担金についてお伺いいたします。

先日、新潟県の泉田裕彦知事が、北陸新幹線に

係る負担金について、増額分の支払いを拒否す

るといったようなことが報道されました。本県

も高速道路の新直轄などさまざまな負担金を抱

えているかと思いますが、新潟県のように増額

された事例があるのか、お伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 平成21年度の当初

予算における本県の直轄事業負担金は160億300

万円余でございまして、20年度の当初予算と比

べますと7,200万円ほど増加をしておりますけれ

ども、これは東九州自動車道整備に係る新直轄

分が事業の進捗に伴い増加することが主な要因

でございます。直轄事業負担金につきまして

は、事業の進捗状況等によって、年度による増

減は当然ございます。本県の場合、他県のよう

な多額というか莫大といいますか、そういった

負担増を突然求められたといった事例は見当た

りません。

○武井俊輔議員 次に移ります。県単補助金に

ついてお伺いしてまいります。補助金について

は、非常に厳しく選定された結果つけられてい

るものと考えますが、新年度予算において新た

につけられた補助はどれぐらいあるのか。ま

た、その主なものとしてどのようなものがある

のかお聞かせください。

○総務部長（山下健次君） 21年度の当初予算

の新規事業のうち、新たに措置をいたしました

補助事業48件、約７億7,000万円となっておりま

す。その主なものといたしましては、広域拠点

工業団地整備促進事業、あるいは女性医師等の

離職防止・復職支援事業、こういった事業がご
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ざいます。

○武井俊輔議員 新しい補助金も、より効率的

に使われるように、またチェックをお願いした

いと思います。

続いて、予算編成の透明化について。先ほ

ど、午前中も出ましたので、一部割愛をして御

質問してまいります。予算編成の過程が透明化

ということが全国的に求められる中で、本県で

もことしから初めて行ったわけなんです。それ

は評価するんですけれども、この公表を見ます

と、要求額と最終的な計上額、これはこんな事

業ですという事業概要は書いてあるんですが、

肝心の、どのような経過でこれは１割減らされ

た、２割減らされたとか、これは丸のまま通っ

たとか、そういうことが全然書いていないんで

すね。そういった意味では、単に数字がわかっ

たというだけでは、実際の予算編成の透明化と

いうには、ちょっとほど遠いのではないかと考

えますが、総務部長の見解を求めます。

○総務部長（山下健次君） 確かに数字の羅列

といいますか、前と後という格好でお示しをし

ておりますけれども、午前中の質問でもお答え

いたしましたように、とりあえずこういう形で

今年度初めて取り組みをいたしました。そう

いった意味では、多々改善すべき点があろうか

と思います。そういったところは今後、他県の

事例等も含めて研究をしてまいりたいと存じま

す。

○武井俊輔議員 １年目ですから、ぜひ改善を

よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、今度、県職員の勤務時間が15分

短縮されるということになりました。県職員、

これは知事部局でございますが、残業手当

は、2007年度、12億6,000万円ということでござ

います。この圧縮も課題と考えますが、先ほど

副知事もそういうことをおっしゃっていました

けれども、例えば、15分短縮されることによっ

て残業手当が増額されるという手当てになって

いるのかどうか。総務部長に伺います。

○総務部長（山下健次君） 残業手当といいま

すか、職員の時間外勤務手当につきましては、

基本的には職員の給料総額の７％を基準として

予算に計上しておるところでございます。21年

度の当初予算につきましても、同じ基準で計上

しているところでございまして、勤務時間の短

縮に合わせて人件費をふやす、時間外勤務手当

をふやすといったことはしておりません。

○武井俊輔議員 そのあたりもまた留意してお

願いしたいと思います。

次、エコクリーンプラザみやざきの問題に移

らせていただきます。エコクリーンプラザみや

ざきの問題は、午前中もありましたので、少し

重複する部分があればお許しいただきたいと思

います。私たち愛みやざきは、県が真相解明を

しよう、徹底してやろうという努力については

高く評価をいたしております。しかし、県民の

皆さんにいろいろお話を聞いてみますと、相次

ぐ告訴や告発、それから宮崎市との対立とも言

える見解の違い、こういったものが顕在化する

中で、「よくわからん」という声が大変多いと

いうのが事実でございます。今回はそのあたり

に絞って質問をさせていただきます。

まず、去る１月14日、エコクリーンプラザみ

やざき問題外部調査委員会から調査報告書が出

ましたが、知事はこれをどのように評価されて

いるか伺います。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会で

は、専門的かつ客観的な立場から真摯な調査検

討をしていただき、大変感謝をしているところ

でございます。委員会では、今回の問題に至っ
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た原因や責任の所在について、設計から施工、

検査の各段階においてさまざまな問題点を明ら

かにし、責任の所在についても言及していただ

きました。また、施設の機能回復に関する工法

等についても、浸出水調整池の補強工事や浸出

水処理システムの対策について見解を取りまと

めるとともに、今回の調査を通して明らかに

なった問題点を踏まえて、今後の公社のあり方

についても提言をいただきました。県といたし

ましては、この報告書の内容を十分に踏まえ、

エコクリーンプラザみやざきが真に安全・安心

な施設へと再生されるよう、最大限努力をして

いきたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、その外部調査委員会

の成果についてお伺いをいたします。私は６月

議会で、捜査権限すら持たない外部調査委員会

に、どういったことが、何が期待できるのかと

いうことを述べてまいりました。それに対し知

事は、「徹底した原因の究明、そして責任の所

在を明らかにし、明確化していただく」と述べ

られておりました。しかし、結果としては、責

任の所在も不明確で、その割合も確定できない

といったことになってしまいました。私は、そ

もそもこういった形で、人数で、捜査権限もな

い中でやった結果ということであれば、この結

果というのは、なるべくしてなった、出るべく

して出た結果であったのではないかと考えます

が、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会にお

きましては、公社や行政に対する不信感が高

まっている非常に厳しい状況の中で、専門的な

立場から、施設の機能回復に関する工法を取り

まとめていただき、地元対策協議会長や関係市

町村長へも直接説明していただくなど、大変な

御苦労をいただいたことと認識しております。

その結果、現在、浸出水調整池の補強工事につ

きましては、着工に向けて予定どおり準備が進

んでおります。確かに、責任の問題に関しまし

ては、関係者の任意の資料提出や陳述等に基づ

く調査であったことから、あくまでも事実関係

の解明とそれに基づく責任の所在の言及にとど

まり、相互の責任割合や個々人の責任問題まで

は踏み込むことはされませんでした。しかしな

がら、この調査によって、責任の問題も法的な

解決に向けた次の段階に進むことになると考え

られますので、この点に関しても、重要な役割

を果たしていただけたのではないかと考えてお

ります。

○武井俊輔議員 もちろん、先生方の努力とか

そういったことについては、本当に一生懸命

やっていただいたということは重々わかってお

るんですが、そもそもの設立の趣旨とかそうい

うことを考えますと、こういった結果というの

は、私は残念だったなと思っております。

続いて、県の告発についてお伺いをいたしま

す。外部調査委員会の調査報告書を受けて、宮

崎県環境整備公社の理事長が個人で告発をいた

しました。また、公社理事会も告訴を決議した

ところであります。そういった形で既に告発と

か告訴が起こっている状況の中で、改めて県が

告発をする意義は何なのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 私は、去る９月議会

におきまして、「業者や個人に重大な責任が明

らかになった場合には、刑事告発等を検討す

る」旨のことを答弁しております。県といたし

ましても、外部調査委員会の調査報告書が出さ

れた１月14日以降、この問題について慎重に検

討を続けてまいりました。その結果、当時の公

社の役職員に、犯罪の疑いがどうしても払拭で

きないと考えるに至ったところであり、関係市
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町村長や地元住民の方々からも、「徹底的に真

相究明を図り、法的に責任の所在を明らかにす

べき」との意見が強く出されております。ま

た、刑事訴訟法上、公務員には「その職務を行

うことにより犯罪があると思料するときは告発

をしなければならない」と規定されておりま

す。以上のようなことから、法的に真相究明を

図るため、県としても告発する考えであること

を表明したところであり、専門家とも今後協議

しながら内容を詰めていきたいと考えていると

ころでございます。

○武井俊輔議員 もう一点知事にお伺いしま

す。告訴・告発がこういう形で起こったわけで

すが、犯罪の疑いがどうしても払拭できないと

いうふうに至ったから、県として告発するとい

うことなんです。そのあたりなんですけど、犯

罪の疑いがどうしても払拭できないということ

で、県の中で何らかの判断があったというこ

と、つまり、そこをどういうふうに判断をした

かというのが、私たちからしても非常にわから

ないところなんです。そういった判断をして告

発に至った、どうしても払拭できないと最終的

にお考えになったところというのはどういうと

ころなのか、お聞かせください。

○知事（東国原英夫君） それは、専門家並び

に関係各位の方と十分これから相談をしなけれ

ばいけないところなんですが、やはり重大な瑕

疵、あるいは重大な損失を公社側に与えたとい

うような疑いがある、そういったことを根拠に

しております。

○武井俊輔議員 とにかく告発するということ

になったわけですから、それを踏まえて、また

話を進めてまいります。

では、今度は環境森林部長にお伺いいたしま

す。県はいつごろ告発をするのか、いつをめど

に告発をしたいと考えていらっしゃるか伺いま

す。また、当時の役職員ということですから、

既に国に帰っていらっしゃる当時の副知事であ

りますとか、当時の宮崎商工会議所の会頭と

いった非公務員の方も含まれるのかどうか伺い

ます。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 告発につきま

しては、現在、関係市町村にも検討していただ

いているところでありますので、時期について

は、その状況も踏まえながらできるだけ早く行

いたいと考えております。また、告発につきま

しては、その内容について専門家とも協議しな

がら詰めていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 つまり、そういう方も場合に

よっては含まれるけど、場合によっては含まれ

ないかもしれないという理解でいいということ

ですか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） そういうこと

でございます。

○武井俊輔議員 わかりました。そのあたり

も、特に非公務員の方もいらっしゃるというこ

とも考えれば、慎重に対応をお願いしたいと思

います。

続きまして、今度は警察本部長にお伺いをい

たします。先ほど午前中も少し出ておりました

が、今回の県警察の告訴・告発問題に対する基

本的なスタンスはどのようなものなのか、お伺

いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） よくぞ聞いてい

ただきました。ありがとうございます。

これだけ大きな県の社会問題になっている案

件でございます。そして、今のところ顕在化し

ているものとして、理事長から、もちろん個人

名ではございますけれども、公人に近いお立場

での告発がなされております。そして今、公社
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のほうで告訴という動きが出ております。これ

も公的機関からの告訴という動きでありますの

で、これは大変大きな問題であります。した

がって、基本的に受理に向けて積極的に協力を

していきたいと、このように考えております。

ただ、ここが重要なんですが、告訴・告発と

いうのは「罪あり罪人あり」ということなんで

すね。罪あり罪人ありですよということをおっ

しゃるということなんです。そして、捜査権の

発動を促される、ひいては国家刑罰権の発動を

促されるわけです。罪をつくる、罪人をつく

る、それをお覚悟の上だろう、それだけの事実

認定があるんだろうという前提で、私どもはお

聞きせざるを得ない。わかりやすく言います

と、告訴・告発がただなされたからといって、

その理由でもって強制権限を発動したら、私ど

もが批判を受けることになります。逮捕権の乱

用と言われます。これは当たり前の話なんです

ね。したがって、私どもとしては、罪あり罪人

ありとされることの根拠や疎明資料については

十分にお話を聞かなければならないと思ってお

ります。特に、こういう民事的な責任とすごく

クロスするような問題につきましては、民事責

任の範疇にとどまっている話ではないのかとい

う視点は、非常に重要な視点だと思っておりま

すので、いずれにしても慎重に判断していくこ

とが大切だと。

その際、こういう観点で物事に当たっていく

ということをすれば、警察と告訴・告発を持っ

てこられるところと紛議があってはまずいの

で、公正を期す意味からも、そして本当に意味

のある受理相談が迅速に進むためにも、法律の

専門家の方、具体的には弁護士ということにな

ると思いますけれども、そういう方にぜひ間に

立っていただいて進めていただけば、非常にス

ムーズに進むと思うんです。そのことは、かね

てよりお願いを申し上げております。これだけ

の問題についての告訴・告発でございますの

で、いずれにしても関係機関には協力的にと、

そして事実の認定につきましては慎重にと、い

わばこの２つをキーワードにして対処してまい

りたいと思っておりますし、今後、県から告発

がなされるということであれば、同様のスタン

スで臨みたいと考えております。よろしくお願

いします。

○武井俊輔議員 わかりました。確かに罪人を

つくるというのは重い言葉だなと思いました。

続きまして、知事にお伺いいたしますが、今

回の告発というのは背任罪で告発をするという

ことでよろしいのか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 外部調査委員会の報

告書によれば、浸出水調整池が破損した原因の

調査を行った中で、設計業務や工事の検査等に

おいて、環境整備公社に幾つかの重大な問題点

があったと指摘されており、背任の疑いがある

と考えておりますが、内容については、専門家

とも十分協議しながら詰めていきたいと考えて

おります。

○武井俊輔議員 背任の疑いということなんで

すが、いろいろ話を聞いても、背任罪というこ

とで、背任を中心に検討といいますか、背任を

視野にということがあったわけでございます。

続いて、もう一問、警察本部長にお伺いいた

しますが、背任罪というのはどういうものなの

か。構成要件、あと時効は何年なのかお伺いい

たします。

○警察本部長（相浦勇二君） 六法を見ればわ

かるんですけれども、言います。刑法247条に構

成要件が定められておりまして、「他人のため

にその事務を処理する者が、自己若しくは第三
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者の利益を図り又は本人に損害を加える目的

で、その任務に背く行為をし、本人に財産上の

損害を加えたときは、五年以下の懲役又は五十

万円以下の罰金に処する。」となっておりま

す。控訴時効につきましては、刑訴法205条の規

定により５年間となっております。

ちなみに、わかりやすく言いますと、先ほど

もちょっと触れましたけれども、一般的に民法

上の不法行為、民法704条の世界で、民事上の責
※

任が、故意または過失により認められるとか、

非常に広義にあります。ただ、背任罪が成立す

るというのは、非常に厳格な構成要件の中で認

定されるものでありますので、いろんなものに

ついて何か問題があるのではないかなという場

合は、私の感覚からすると、背任罪を検討する

以前に、まずは民法上の不法行為の議論が通例

なされるであろうというふうに思うんですけれ

ども、ちょっと私、理解しかねておりましてで

すね。済みません。ちょっと余計になりまし

た。よろしくお願いします。

○武井俊輔議員 今伺ってみても、やはり背任

罪というのは難しいですね。難しいというの

は、絶対だめだというわけじゃなくて、大変要

件が難しいなということは率直に感じます。

それでお伺いいたしますが、県が刑事告発を

して、当然、罪ですから、不起訴または無罪と

なった場合というのは、逆に県が対象者から誣

告罪で告訴されるといったようなリスクも非常

に高いのではないかと考えますが、知事はどの

ように認識されているかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） そのような問題が仮

に発生したとしても、法律の専門家とも相談し

ながら適切な対応をとっていくことになるかと

思います。

○武井俊輔議員 人を罰するということですか

ら、そのあたりも本当に考えていかなければい

けないんだなと思っております。ただ、最初に

も申し上げましたが、もちろん、そういったこ

とを恐れてうやむやにするということはあって

はなりませんし、こういった、徹底して解明し

ていくということが東国原県政のよさでもある

と思っております。全力で臨む姿勢は、愛みや

ざきとして評価をいたしております。しかし、

先ほどの答弁を伺っても、背任罪というだけで

は、なかなか不安があるわけでございます。

知事にもう一点だけ伺いたいと思うんです

が、こういう形で告発があった以上は、今後の

調査とかそういったものは、全面的に警察に任

せていくということになるのか。それとも、県

としても、それはそれとしていろんな調査等を

続けていくということになるのか伺います。

○知事（東国原英夫君） 司直にゆだねるとこ

ろは司直にゆだね、そしてまた行政的には行政

処分等も視野に入れながら、それ相応の正当な

対応をしてまいりたいと思っております。

○武井俊輔議員 わかりました。とにかく積極

的な対応をお願いいたしたいと思います。とに

かく、今のお話を聞いても、警察との意思の疎

通が大丈夫なのか、ちょっと不安になるところ

もありましたので、警察との情報交換もまたお

願いをいたしたいと思います。

続きまして、今度は環境森林部長にお伺いい

たします。県はみずからが告発人であり、また

逆に言えば、被告訴人を抱えた組織ということ

にもなるわけですね。役職員を訴えていくとい

うことになるわけですから。この被告訴人の県

職員及びＯＢの方は、業務において訴えられた

ことになるわけですが、この方々の法的費用、

例えば弁護士の費用とか、このあたりは県が負

担することになるのかどうか伺います。

※ 105ページに訂正発言あり

平成21年２月26日(木)
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○環境森林部長（髙柳憲一君） 仮のお話でご

ざいますが、起訴された場合につきましては、

その内容により判断することになるというふう

に考えております。

○武井俊輔議員 その内容ですけれども、ほと

んど県が当事者なわけですから、当事者がどう

いうことで告訴しようというのは、当然こちら

側はわかるわけですねということは、相手が何

を言い出すかわからないということではないわ

けですから、そういった意味では、方向性とし

ては出す方向なのか、自費でやってもらうとい

うことになるのか、決まっていればお聞かせく

ださい。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 仮定の話とい

うことで、起訴の内容等がはっきり―今の段

階ではですね、今から詰めていきますが。当

然、その内容によりまして業務との関連性とい

うのは一つの判断になると思います。例えば背

任ですとか、本来やってはいけないことをやっ

たというような中身での告訴・告発になれば、

当然、それは職務との関係というのは薄いわけ

ですので、そういう場合には、費用負担という

のを県で持つということは一般的には考えられ

ないのじゃないかというふうに考えておりま

す。それは今から詰めて、告発の内容によって

判断をしていくことになるというふうに考えて

おります。

○武井俊輔議員 最後にします。報道によりま

すと、宮崎市が公社に出向している職員を引き

揚げるといったような話も一部に検討されてい

るようでございますが、県と市がここまで激し

く、いろんな意味で対立をする中において、一

方でそういった状況がありながら、一方で工事

費の負担協議なんていうのが冷静にできるのか

というと、甚だ疑問があります。一方では刀を

振り回して、一方で電卓をはじきましょうとい

うような話だと思うんですね。ですから、その

あたりが本当にちゃんと今後進めていけるのか

どうか。環境森林部長に伺います。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 今までのいろ

んな意見等も踏まえて、マスコミ等でも県と宮

崎市の対立という形でよく書かれております

が、議論すべきことは正しく議論をすべきだと

思います。それは、議論を尽くす過程で意見の

対立というのは、立場が違いますので、あって

当然だと思うんです。しかし、それだから議論

しないということは、問題であると思います。

私は、この問題につきましては、廃棄物行政、

非常に今回の事件で、特に地元、県民に対して

大きな不信感を与えてしまった。今後、この行

政を正しくやっていくためには、県民、地元住

民の方の信頼回復が一番大事だと思っていま

す。そのためには、今回どういうことでこうい

うふうになったのかというのを明らかにして、

一つ一つ誠意を持って私たちは対応していく、

これが責任だと思っています。そういう意味

で、宮崎市とも意見の一致を見ない部分もござ

いますが、そういう県民の視点に立って一生懸

命取り組んでいきたいというふうに考えており

ます。

○警察本部長（相浦勇二君） 先ほど、不法行

為を民法704条と申しましたが、709条の間違い

です。訂正させていただきます。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。

エコクリーン関連の質問は終わりますが、日

々ごみは出続けてまいります。市民、県民と

いったような立場からしますと、非常に不安も

感じております。ごみを出すわけですから。そ

して、あと５～６年もすれば、そろそろエコク

リーンプラザの次のごみ処理というものも検討
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していかなければいけないという段階ではない

かと思います。そのあたりをくれぐれも協議さ

れて、住民の皆さんが安心して生活できるよう

に、対応を執行部の皆さんにお願いしたいと思

います。

次に移ります。優良県産品推奨制度について

お伺いをいたします。議場のほうには、こちら

のパンフレットを、許可をいただいて配付させ

ていただいております。

この制度は、商品力及び関係法令等の厳格な

審査をクリアした優良品を県が推奨するという

ものであります。私が何度も取り上げました例

のイラスト問題以降、いろんなあり方を模索し

た結果の一つであると思いますし、この取り組

みについては評価したいと思っております。こ

ういったパンフレットもできまして、物産館初

めいろんなところでこの商品を販売したり、知

事が持って回って、いろいろとトップセールス

に使われるということのようでございます。し

かし、いろいろと課題があるのも事実でござい

ます。これについて知事は２月３日の記者会見

で、農政水産部が実施している農産加工物につ

ける地域特産品マーク（Ｅマーク）との整合性

について疑問があるとおっしゃっておりまし

た。縦割り行政という言葉も出たようでござい

ますが、まず知事にお伺いいたします。この制

度を設立された目的、また、Ｅマークとの違い

とはどういうものなのかお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 優良県産品推奨制度

は、消費者へ安全で高品質な県産品を県が推奨

することで、販路の拡大を図るとともに、生産

者の商品開発能力の向上を図ることを目的とし

て、今年度新たに創設した制度であります。加

工食品の個々の商品を対象とし、表示を初め衛

生審査、内容量検査など関係法令について審査

するとともに、地域性や市場性、香味、デザイ

ンといった、いわゆる商品力についても審査の

対象としておるところでございます。これに対

し地域特産品認証事業、いわゆるＥマークは、

当初国が創設し、その後県に移管された制度で

あり、全国共通のマークを使用し、地域特産品

の品目ごとに、「優れた品質」「正確な表示」

「地域の環境と調和」の３つに係る認証基準を

定めたもので、現在、本県では千切り大根とた

くあん漬の２品目を認証しております。県とい

たしましては、今後とも、それぞれの制度の趣

旨等を周知・ＰＲして、県産品が厳しい地域間

競争に勝ち抜くことができるよう活用してまい

りますとともに、ひいては、宮崎ブームの高ど

まりにつなげていきたいと考えております。

○武井俊輔議員 あとは商工観光労働部長にお

伺いをしてまいります。

この優良県産品の商品は、知事イラストとの

併用は認められているのか、お伺いいたしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 知事イラ

ストに関しましては、知事は、「県産品の販路

拡大や地元企業振興の一助になればとの思いか

ら、基本的には、個人の肖像権に関連させるこ

となく自由に使っていただいても構わない」、

そういったスタンスで対応されております。そ

ういったことでイラストと推奨マークを併用さ

れることもあるというふうに考えております。

県といたしましては、優良県産品推奨マークの

ついた商品が、県が推奨するものであるという

ことを広く周知していきたいというふうに思っ

ております。

○武井俊輔議員 Ｅマークは併用ができなく

て、これはできると。両方ついているものも中

を見るとあるということで、いろんなマークが
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ついているものがあって、逆にわかりにくいな

という感じがいたします。ですから、そういっ

た意味では、私は、この制度というのは脱知事

イラスト的な存在になるのかなと思っておりま

した。そもそも論をお伺いしますが、この制度

はどこに力点を置いているのか伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 現在、本

県の産品が全国的に注目を浴びているところで

ございますけれども、このブームを一過性のも

のとせずに定番・定着化を図るために、消費者

ニーズに耐え得る真の商品力を有する県産品づ

くりが不可欠であるというふうに考えたところ

であります。このために、この制度の創設に当

たりましては、生産者の商品開発能力の向上を

図って、県産品全体の商品力の底上げを行うこ

とに最も力点を置いたところであります。その

ようなことから、審査におきましては、宮崎な

らではの特性が感じられるかといった地域性、

商品として消費者に支持されるかといった市場

性などを重要視したところであります。また、

審査の過程で最終的に推奨決定に至らなかった

商品につきましても、今後の改良点などをフィ

ードバックいたしましたり、商品開発アドバイ

ザーによる指導などを行うことによりまして、

本県産品を牽引する優良な産品を一つでも多く

発掘・育成していきたいというふうに思ってお

ります。

○武井俊輔議員 きょうこれを持ち込ませてい

ただいたんですが―これがそのパンフレット

なんですが―これを見てみますと、宮崎とい

えば代表的なこれだなというのが入っていない

のでちょっと驚いたんですが、焼酎ですね。何

で焼酎がこの中に入っていないのか伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 焼酎につ

いてでありますけれども、焼酎につきまして

は、県酒造組合が「宮崎の本格焼酎」との名称

で商標を取得しまして、地域のブランドとして

業界全体で振興を図っていこうという取り組み

をされておりますので、県としましても、そう

いった取り組みを尊重して対象としないとした

ところであります。

○武井俊輔議員 そういった意味で、一体感と

いうか、せっかく県がやるんだったら、県の１

番のものはそれぞれあってもいいのかなと思う

んですが、わかりました。

次に移ります。この件について、実際にエン

トリーされた方からお話をいろいろと伺ってみ

たんですが、その中で、審査員が公表されな

かったということに対して大変強い不満があり

ました。民間の商品を県がセレクションすると

いうことですから、より慎重であるべきだと思

います。今回は60程度が20と、３分の１程度に

絞られたわけですが、本当にこういったものは

売り上げとかに結構直結してしまうものですか

ら、そういった意味でも、より幅広い県民の理

解を得るためにも、だれがどのように審査をし

ているかというのは公表されてしかるべきでは

ないかと考えますが、部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 商品の審

査に当たりましては、食や流通に関する事情に

大変明るい県内外の学識経験者、商品開発の専

門家、量販店のバイヤーなどに委嘱しまして、

宮崎の産品が他産地の競合品と差別できるかと

いった視点で厳しく審査していただきますとと

もに、委員の人数を10名とすることで、審査員

会の審査のばらつきを減らす工夫もしたところ

であります。審査員のお名前につきましては、

客観性、中立性、公平性、そういった審査を担

保するために公表していないところでございま

すので、御理解を賜りたいというふうに思って
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おります。

○武井俊輔議員 なかなか理解はできないな

と。つまり、どういう識見を持っている方がさ

れるかというのは非常に大事だと思うんです

ね。例えば、バイヤーさんの中でも得手不得

手、得意不得意というのはかなりあるようです

から、そういった意味では、この制度が本当に

県民、こういった業界の皆さんも含めて愛され

る制度になるためには非常に不可欠ではないか

と考えております。とはいえ１年目ですから、

いろんなこともあると思います。新しいことに

取り組んだということについては評価いたして

おりますが、こういったことも含めて、次年度

に向けて改善すべき点があるのか。あればどの

ようなものがあるかお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まず、ス

タートしたばかりのこの制度そのものが消費者

に広く認知されまして、優良県産品に推奨され

た商品は安全・安心で高品質であるということ

が浸透していくことが大変大切だというふうに

思っております。また、今回惜しくも選定に漏

れた商品は、いずれも優秀なものでありますの

で、応募された生産者の皆様に審査員の意見を

できるだけ詳細にフィードバックすることで、

さらによりよき商品づくりにつなげていただき

たい。そういったものを一つの反省点として改

善すべきだと思っていますし、次回の募集に向

けまして、今回落ちた方は頑張っていただきた

いというふうに思っております。本県産品の底

上げを図るために、少しでも多くの皆様に御応

募いただいて、新商品の開発とか販路拡大に活

用していただけるように期待しているところで

ありまして、この制度の趣旨や意義を、消費者

のみならず県内の生産者の皆様に積極的に周知

していきたいというふうに思っております。

○武井俊輔議員 では、続いて観光行政なんで

すが、これは後回しにさせていただきます。裁

判員制度に係る支援体制は割愛をさせていただ

いて、県内における精神科医療の拡充について

に移らせていただきます。

新富町の県立富養園が閉園後、宮崎病院の精

神医療センターが、その機能を急性期治療、難

治性疾患治療、児童思春期治療、身体合併症治

療及び高次救急医療に特化し開設されるという

ことになりました。富養園は391ベッドを有して

いるのに対し、精神医療センターでは42ベッド

となっております。急性期治療がメーンのセン

ターとしては、入院の受け入れから症状の沈静

化、そして退院までの流れを短期間で行ってい

く必要があります。そこで病院局長にお伺いい

たしますが、急性期患者を24時間受け入れるだ

けの体制が整っているのかについて伺います。

先日、私たち愛みやざきでは、千葉県の幕張

のほうにある千葉県立精神科医療センターに研

修をしてまいりました。同センターでは、42
※

ベッドで医師が14名、看護師が49名、精神保健

福祉士が11名配置されておりました。さらに驚

きましたのは、センター内に24時間体制で専門

員がおりまして、直接、電話相談に応じる精神

科救急情報センターを配置して、年間で約３万

件対応されておりました。初期症状時における

専門的介入をすることにより、症状悪化を最小

限に抑えるとともに、宮崎県の課題でもありま

す自殺率低下にも大きな効果を上げているとい

うことでございました。本県の精神医療センタ

ーの人的配置を含む診療体制と電話相談等をど

のように整備される計画であるか、病院局長に

伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立宮崎病院精

神医療センターでございますけれども、ただい
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ま議員御指摘の富養園の病床数は確かに391でご

ざいますが、この稼働数については現在59に

なっておりますので、そういう前提でお話しさ

せていただきたいと思っております。

まず、病床数の大幅な減、これは御指摘のと

おり59床から42床になったわけでございますけ

れども、こうした減にもかかわらず、医師定数

を富養園と同等の７名といたしましたし、看護

師30名、精神保健福祉士４名を配置するなど、

本県精神医療の中核医療機関としての体制整備

を図ることとしております。これらの人員体制

につきましては、今後、運営状況を検証した上

で、必要があれば見直してまいりたいとも考え

ておるところでございます。

なお、時間外の診療につきましては、措置入

院や重症な合併症患者など他の医療機関からの

紹介等による患者さんのみを対象といたしまし

て、精神医療センターや宮崎病院の救急外来に

おいて、当直の精神科医師が、一般科の医師と

も連携しながら、24時間態勢で対応することと

いたしております。また、電話相談につきまし

ては、現在、県の精神保健福祉センターが行っ

ています電話相談業務との関連において検討さ

れることが必要であるものと考えております。

○武井俊輔議員 先ほど申しました千葉の県立

精神科医療センターのベッド数ですが、42と申

しましたが、50でございました。訂正をお願い

いたしたいと思います。

続きまして、病院局長にお伺いいたします。

先ほどの千葉との比較なんですが、同規模の

ベッド数であるにもかかわらず、診療体制にこ

れほどの開きがあって、果たして利用者のニー

ズにこたえられるだけの医療サービスが提供で

きるのか疑問が残るところでもあります。高密

度医療を提供する千葉県立精神科医療センター

の平成19年度入院件数は462件、病床利用率

は96.3％、平均在院日数は38日、１日平均外来

患者数が141.3人となっております。医業収益

が15億5,000万円ということになっておりまし

た。本県の精神医療センターの運営計画がどの

ようになっているか、病院局長に伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療センタ

ーは、急性期や身体合併症の治療など、民間医

療機関では対応困難な機能を担うことを前提

に、精神科救急の本県の実績、あるいは他県の

状況等を踏まえて患者需要を見込んだところで

ありまして、入院患者さんについては、年間の

新規入院患者数を180名程度、通院患者さんにつ

いては70名程度といたしております。

また、入院患者さんは、合併症や重症の患者

さんを民間医療機関から受け入れ、症状が安定

すれば転院していただくなど、民間との役割分

担や連携を図ることによりまして、在院日数に

ついては原則３カ月以内といたしまして、病床

利用率は80％を超えるよう運営してまいりたい

というふうに考えております。

このような運営をもとにした経常収支につき

ましては、本来、精神医療は採算が厳しい分野

でありますことから、平成21年度当初予算で

は9,000万円程度の赤字を見込んでいるところで

あります。

○武井俊輔議員 センターの病床数も非常に少

なくなるわけですから、性質上、長期療養とい

うのは基本的にはできないということになりま

して、当然、転退院が余儀なくされるわけでご

ざいます。そうなりますと、必然的に地域の精

神科医療機関との連携、また在宅療養のフォロ

ーというものが大変重要になってくると思いま

す。ちなみに、視察に行きました千葉県では、

継続医療提供ということに重きを置きまして、
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退院者のうち約７割は同センターで外来フォロ

ーをすると、それによって受診者を大きく伸ば

すとともに、年間約1,000件程度の訪問介護を実

施しておりました。本県では、症状沈静化され

転退院が必要になった方に対しどのような援助

方針があるのか、病院局長にお伺いいたしま

す。

○坂口博美議長 答弁者は、10分ぐらい答弁時

間がおくれていますので、簡略、明快に答弁を

お願いします。

○病院局長（甲斐景早文君） 本県の民間精神

科医療機関の状況を踏まえまして、かかりつけ

医としてではなく、民間では対応困難な患者さ

んを受け入れる中核医療機関としての役割を担

うこととしております。このため、センターで

受け入れた患者さんが転院可能な程度に症状が

安定した場合には、もとの医療機関へ転院して

いただき、その後の通院医療や訪問看護など、

民間で対応できる診療につきましては、かかり

つけ医としての民間での対応をお願いしたいと

考えております。したがいまして、センターに

おける訪問看護やデイケアにつきましては、医

療観察法に基づく指定通院患者さんなど限定的

な利用になるものと想定しております。

○武井俊輔議員 精神科を利用される方々は、

医療スタッフとの信頼関係というのが、症状の

変動と非常に大きく連動することになります。

病床数が少ないということで、地域連携という

大義名分のもとで安易な転院になるということ

なく、外来フォローというのも非常に重要だと

いうことで、体制をしっかりと整えていただき

たいと要望させていただきます。

では、次に移ります。地元企業育成対策につ

いてお伺いいたします。

ＪＶ（ジョイントベンチャー）についてお伺

いしてまいります。建設工事におけるＪＶとい

うことですが、その中における特定ＪＶといい

ますのは、工事の際のそれぞれの得意分野を生

かして円滑に工事を進めるというものでござい

まして、非常に一般的なものであります。ま

た、大手企業とＪＶを組むことによって地元企

業への技術移転ということも目的としているわ

けですが、まず、過去３年間、公共三部におい

て、特定ＪＶと契約をした工事の件数と契約金

額をお伺いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 平成18年度か

ら20年度の第３・四半期までに、公共三部にお

きまして、特定建設工事共同企業体いわゆる特

定ＪＶと契約を締結した建設工事の件数は11件

で、契約金額は約110億円となっております。

○武井俊輔議員 わかりました。非常に大きな

金額でもあるかと思うんです。

先ほど申しました趣旨であります技術移転と

いうことについてお伺いをいたします。技術移

転が図られているのかどうかということでござ

いますが、こういった特定ＪＶが、地元企業へ

の技術移転、地元企業の技術力向上にどの程度

効果があったのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 技術的に難易

度の高いトンネルなどの大規模な建設工事につ

きましては、県内企業への技術移転を目的とし

て、特定ＪＶを対象とする発注を行うことと

し、代表構成員に求める施工実績のない企業で

も、その他の構成員として入札参加を認めてき

たところであります。その結果、県内企業が新

たに当該工事の施工実績を積むことで、例えば

トンネル工事で見ますと、特定ＪＶの代表構成

員として入札参加資格要件を満たす企業が、こ

の10年間で７社から14社に増加をしてきており

ます。このように、特定ＪＶの構成員となった
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県内企業は、技術的に難易度の高い建設工事の

施工経験を積むことによりまして、技術力が向

上してきたものと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、建設資材についてお

伺いいたします。いろいろと聞きますと、県内

業者からの調達が現在９割ということでござい

ますが、この建設資材をすべて県内業者から調

達するということに義務づけられないのかどう

か。県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 県内産業振興

の観点から、県発注工事の受注者に対しまし

て、建設資材を購入する場合には、県内業者か

ら購入することを要請しておりまして、ここ数

年の実績を見ますと、県内業者からの購入割合

が約９割となっております。しかしながら、県

内業者からの購入を義務づけることにつきまし

ては、業者の方々の商取引の自由や、経済圏あ

るいは経営状況などにも配慮する必要がござい

ます。なお、公正取引委員会の見解として、一

般的な要請を超えて義務づける場合には、事業

者の自由な事業活動を制限するおそれがあるこ

とから、競争政策上好ましくないとの判断もあ

るところでございます。

○武井俊輔議員 法律の関係もあれば仕方がな

い部分もあるのはわかるんですが、できるだ

け100％を目指してはいただきたいと思っており

ます。そういった意味で、100％を目指すために

努力をされていることがあるか、お伺いいたし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 県発注工事に

つきましては、宮崎県工事請負契約約款に、資

材購入先については県内業者から選定するよう

努めることを県独自に明記するとともに、県外

業者から購入する場合には、購入先や購入理由

などの報告を義務づけております。また、全受

注者に対しまして、建設資材を購入する場合に

は、県内業者から選定することを契約ごとに文

書で要請するとともに、請負金額が1,000万円を

超えるものにつきましては、資材の購入状況に

ついて報告を求めております。さらに、これら

の取り扱いについては、毎年県内各地で開催し

ております建設業者研修会のテキストに明記を

し、業者の方々に説明及び要請を行っておりま

す。今後とも、本県の経済、建設産業が大変厳

しい状況にあることも踏まえまして、さまざま

な機会をとらえ、重ねて県内業者の活用を要請

してまいりたいと存じます。

○武井俊輔議員 わかりました。では、ぜひ今

後ともよろしくお願いいたします。

次に移ります。宮崎県の道路政策と都市計画

ということについてお伺いいたしてまいりま

す。

宮崎市のみならず、宮崎県の基幹道路であり

ます橘通りについてお伺いをいたします。ま

ず、知事にお伺いいたします。これは市が行っ

たものでありますが、昨年の11月に、２車線化

の社会実験というのがありました。市民アンケ

ートの結果を見ますと、「反対」「どちらかと

いえば反対」というのが、住民の方で64％とい

うことになっておりました。知事はこの社会実

験について、アンケート結果も含めどのように

お感じになったか伺います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎市が行った橘通

り４車線化の社会実験に関するアンケート調査

につきましては、メディアによる報道等で、反

対の意見が多かったということを認識しており

ます。

○武井俊輔議員 わかりました。時間も押して

いますので進めてまいりますけれども。そう

いった意味で、非常に渋滞も多く発生をしてい
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たということがあったわけでございます。渋滞

の件は答弁は結構でございます。そういったこ

とも含めて、非常に課題が多いなというふうに

感じます。

県土整備部では、宮崎都市圏総合交通戦略と

いうものを策定しております。最新版は、「暮

らしやすい都市圏をつくる交通の取り組み」と

いうものでありまして、バスに合わせて信号が

変わるシステムなど、いろいろと総合戦略とい

うことで取り組みが進められております。ここ

で２車線化というのは出てきていないわけです

が、この計画を策定するに当たりどのような話

があったのか。また、この宮崎都市圏総合交通

戦略というのは、この２車線化政策等とは整合

がとれるものなのか、県土整備部長に伺いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 少子高齢社会

の到来や環境負荷の高まりなど、都市を取り巻

く社会経済情勢は大きく変化をしておりまし

て、今後のまちづくりのあり方につきまして

は、公共交通の利便性が高く、歩いて暮らせる

集約型の都市構造が求められております。この

ような中、御指摘の宮崎都市圏総合交通戦略に

つきましては、自動車依存から、環境や人に優

しい交通手段との両立を図るためのさまざまな

取り組みを推進していくものでありまして、交

通事業者などの関係機関と連携して、宮崎市と

共同で策定作業を進めてきたところでございま

す。また、橘通りの社会実験でございますけれ

ども、宮崎市が、将来のまちづくりを見据えた

中心市街地活性化における公共空間活用の一つ

の方策として、今後どうあるべきか検討してい

る段階と認識をしております。

したがいまして、双方とも、長期的な観点に

おいては、公共交通を重視した歩行者あるいは

自転車が利用しやすい、人中心のまちづくりを

目指すものであるというふうに思っておりま

す。具体的な施策の推進に当たりましては、い

ろんな渋滞発生の問題とか、幹線道路としての

機能のあり方等を十分踏まえながら、慎重に検

討していくべきと考えております。

○武井俊輔議員 続いてお伺いをいたします。

今月15日付宮崎日日新聞でございましたが、県

道347号線、これは正式な名称は南宮崎停車場線

というんですが、南宮崎駅の県道です。これに

ついても、北側を２車線化するといったような

計画が取り上げられておりました。この道路

は、ＪＲ南宮崎駅という非常に大きな交通結節

点に向かう道路であり、県全体の交通ネットワ

ークとしても非常に重要なものであると考えて

おります。確かに道路容量的にはあきがあると

はいえ、慎重に考えるべきだと考えます。県道

でございますが、県は道路管理者として、この

計画についてどのように考えているのか、県土

整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 宮崎市の計画

は、北側３車線を１車線減らして景観形成のた

めに利用しようというものでございますけれど

も、県といたしましては、県内幹線道路網を形

成するこの路線の機能のあり方、あるいは周辺

の土地利用との整合性等の観点から、多面的か

つ慎重に検討していくべきものと考えておりま

す。

○武井俊輔議員 ちょっと答弁を減らしていき

たいと思うんですが、地域の検討会とかそう

いったものにも県は入っていないということで

すから、そういったところでちょっと気にはな

るんですけれども。そうしたときに、報道等を

見ても、例えばこの道を、県道であることをや

めるということで整備をしていくと。一義的に
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は道路管理者が行うものですから、そういった

考え、移管する可能性があるのか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） この路線につ

きましては、県内有数の主要停車場であります

南宮崎駅と国道220号を結ぶ幹線道路であります

ことから、道路法第７条第１項の規定に基づき

まして県道として位置づけるべき路線であると

判断しております。

○武井俊輔議員 では、この問題は最後にいた

します。県道であっても、特例によって市が道

路管理をするということも認められるというも

のもあるようですが、この南宮崎停車場線につ

いて、申請があれば認められるのかということ

と、また、現段階では県として６車線を維持す

るというふうに判断しているという理解でよろ

しいか伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 確かに管理の

特例ということがございますけれども、仮に申

請があったらというお尋ねでございますが、現

在、本路線は６車線として都市計画決定され整

備されている道路でございます。先ほども申し

上げましたように、本路線の機能のあり方、あ

るいは周辺の土地利用との整合性の観点から、

管理の特例適用については慎重に検討していく

べきものと考えております。

また、６車線の維持につきましては、交通機

能だけでなくて、沿道施設と一体となった流通

業務的機能とか、都市環境あるいは都市防災な

ど多様な機能をその道路は有しておりまして、

良好な都市環境を形成しておりますことから、

現状では６車線維持というのが適当であるとい

うふうに考えております。

○坂口博美議長 答弁者に申し上げます。ます

ます時間を食ってきておりますので、急ぎ答弁

を。

○武井俊輔議員 済みません。私のほうも気を

つけてまいりたいと思います。

続いて、教育行政についてお伺いをいたして

まいります。

中高一貫教育についてお伺いいたします。

「なるほど地図帳 2009」という本がありまし

て、これを読んでおりましたら、宮崎県のこと

を「公立中高一貫教育発祥の地」というふうに

書いてございました。つまり、本県の五ヶ瀬中

等教育学校の中高一貫教育というのは、まさに

日本でも先駆的な取り組みであるということ

が、そこには書いてあったわけでございます。

しかし、現状を見ると、いろいろと課題もある

と考えられます。

まず、教育長にお伺いいたしますが、本県は

そういった形で中高一貫校の草分けであるにも

かかわらず、その後、まだ宮崎西高附属中１校

しか開校しておりません。いろいろと見ます

と、東京都が11校、北海道が10校―ここは大

きいんですが―例えば和歌山とか新潟、高

知、こういったところでも、もう既に６校開校

しているということでございます。スタートは

一番最初だったにもかかわらず、本県で、その

後、中高一貫校の設置が進まなかったのはなぜ

かお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 五ヶ瀬中等教育学校

は、平成６年４月に五ヶ瀬中学校・高等学校と

して開校いたしました。当時は、中高一貫教育

の研究開発学校として国の指定を受け、その後

の取り組みが全国的に評価をされ、平成11年度

に中高一貫教育校が制度化されたところであり

ます。それ以降、御案内のありましたように、

全国的に中高一貫教育の研究が進められ、本県

におきましても、五ヶ瀬中等教育学校の成果と

課題の検証を行うとともに、中高一貫教育校の
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３つの設置形態であります、１つ目には中等教

育学校、２つ目には併設型、３つ目には連携型

について、学校のあり方や県民ニーズの把握、

さらには全国の動向等を見きわめながら、慎重

に調査・研究を行ってきたところであります。

これらの研究成果を踏まえまして、平成19年度

には、併設型では本県初めてとなる宮崎西高等

学校附属中学校を開校したところであります。

以上です。

○武井俊輔議員 この議会でも何度も何度もい

ろんな形で質問が出ましたが、このたび、都城

・北諸地域、泉ヶ丘高校に新たに附属中学校が

設置されるということになりました。いろいろ

と学校の理念なんかも見せていただきまして、

地域との連携といったことにも非常に配慮され

ているなと感じております。

では、この都城泉ヶ丘高校附属中学校につい

てお伺いをいたします。北諸県地区には都城

泉ヶ丘高校以外に、普通科でございますと都城

西高校、都西ですね。それから、高城高校にも

普通科があります。特に、都城西高校には外国

語科などもある。それぞれ特色のある学校であ

ると思うんですが、この中で、なぜ都城泉ヶ丘

高校に設置されることになったのか、教育長に

お伺いします。

○教育長（渡辺義人君） 今、武井議員のほう

から設置理念のお話がありましたけれども、設

置理念については、改めての説明は省略いたし

ますが、泉ヶ丘高校に中学校を併設することに

いたしましたのは、主に３つの理由があろうか

と思います。１点目は、設置理念を実現するた

めに理数科に接続するのが効果的であること。

２点目は、余裕教室の数や体育館の広さなど、

中学校を併設するために必要な施設・設備が

整っていること。３つには、遠方から通学する

生徒の交通の利便性がよいこと。こういったこ

とを総合的に判断して、都城泉ヶ丘高校に併設

をするということに、結論としては達したとこ

ろであります。以上です。

○武井俊輔議員 わかりました。今、いろいろ

と理由の御説明があったんですが、私は昨年の

６月議会で、宮崎西高附属中の体育館整備とい

うものが非常に問題ではないかという質問をい

たしたんです。つまり、既存施設に中学生が入

るということは、ハード面でさまざまな課題が

あると考えます。やはり中学１年生と高校３年

生というのは大人と子供ぐらい違うので、体育

館なんかを見ていると、むしろ本当に危なっか

しいという感じがするぐらいでございました。

都城泉ヶ丘高校附属中学校では、そのあたりが

どの程度ハード面について配慮されているの

か、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 都城泉ヶ丘高等学校

への中学校の設置に当たりましては、既存施設

の利用を前提としながら、高校の教科にはない

「技術」の実習室整備や中学生用の保健室の設

置、さらには机・いすなどの備品整備等、より

よい学習環境の提供に努めてまいりたいと考え

ております。また、今ちょっと御案内のありま

した、体育館のお話であろうかと思いますけれ

ども、体育館につきましては、都城泉ヶ丘高校

は生徒が約1,500名いた時期がございまして、そ

の当時から使用しているものであり、中学校を

設置しても中高合わせまして約960名であること

や、中学校・高等学校の授業の時間割等をもと

に検討いたしました結果からも、現在の体育館

で活動が可能であると判断しているところであ

ります。以上です。

○武井俊輔議員 わかりました。ぜひこれから

もまた、実際に始めてみないとわからないこと
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もいっぱいあると思いますが、都城・北諸地域

の皆さんの期待も大変大きいものだと思います

ので、そのあたりを柔軟に対応をお願いしたい

と思います。

続きまして、県北への整備についてでござい

ます。いろいろお話を伺いますと、県内にこれ

で３校、県北、県央、県南・県西という形に

なってきたわけですが、県内の県立中高一貫教

育校の設置というのは、基本的にはこの都城

泉ヶ丘高校附属中学校で最後ということになる

のか。例えば日向・延岡などほかの地区にふや

す予定がないのかどうか、教育長に伺います。

○教育長（渡辺義人君） 本県の中高一貫教育

校につきましては、平成19年度に設置をいたし

ました有識者等から成る「中高一貫教育校調査

・研究委員会」からの報告におきまして、「新

たな中高一貫教育校の設置については、生徒数

が減少していく中で、ほかの公立中学校への影

響や、私立中学校とのバランスに十分配慮すべ

きであり、北諸県地区への併設型１校の設置が

望ましい」、そういった趣旨の提言をいただい

ているところであります。県教育委員会といた

しましては、この提言を踏まえまして、北諸県

地区に中学校１校を併設することにしたところ

であり、御質問にありました延岡を含む県北地

区につきましては、現在、五ヶ瀬中等教育学

校、２校の私立中学校があり、さらには、地元

の公立中学校への影響等を考慮し、ほかの地区

と同様、中高一貫教育校を設置することは、現

在のところ考えていないところであります。以

上です。

○武井俊輔議員 五ヶ瀬については、確かに県

北にあるにはあるんですが、全寮制でもござい

ますし、そういったことを考えますと、県北の

格差というのはこの辺にも感じられるのかと思

います。宮崎へ通学をしているという高校生も

少なからずおるようでございます。そういった

意味では、県北の生徒も宮崎に通うということ

になるのかもしれませんが、そうであれば、通

学等も含めて一層の配慮をお願いしたいと思っ

ております。

次に移ります。観光行政の推進についてお伺

いをいたします。何点か取り上げてまいりま

す。

先週のＷＢＣキャンプの件につきまして、き

のうもいろいろと取り上げられておりました

が、非常に大盛況で、課題も確かにいろいろあ

りましたけれども、やはり野球人気というもの

はすごいなと、その根強さを改めて感じまし

た。関係者の皆様の努力に敬意を表したいと思

います。

そのような中でございますが、宮崎県にとり

まして大変重要な問題であります、巨人軍キャ

ンプ一部沖縄移転問題についてお伺いをいたし

ます。読売巨人軍は、昨年の12月、2011年から

一部のキャンプを沖縄県の那覇市で行う旨を発

表されました。受け入れる那覇市では球場の整

備を進めているわけですが、この新球場は防衛

施設庁の補助金なんかも出るということでござ

いまして、やはり沖縄というところには、いろ

んな意味で特殊なアドバンテージがあるんだな

ということも感じております。このように、も

ろもろ考えてみますと、沖縄を相手に戦うとい

うのは、これはなかなか大変なんだなというこ

とも改めて感じております。それを踏まえてお

伺いをいたしますが、この巨人軍キャンプ那覇

移転でございますが、県としてはどのような情

報を持っているのか、どのように分析をされて

いるのか、伺いたいと思います。

また、これは持ち込みで配付させていただい
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ておりますが、「巨人、那覇でキャンプ」と

いったことが書いてございます。やはり沖縄の

ほうの受け入れ、こういった看板とかもあちこ

ちに出ております。巨人が那覇でキャンプをす

るというのがですね。すなわち、宮崎の受けと

め方と実際の沖縄県那覇市の受けとめ方という

のは、大分温度差があるなということも感じて

おります。県では、今のところは最終段階の調

整を沖縄で行うといったような認識のようで

す。そういった認識の違いも感じておるんです

けれども、このあたりも含めて見解を求めま

す。

○知事（東国原英夫君） 一連の巨人軍の沖縄

キャンプの移転等については、報道等で認識し

ております。しかし、桃井球団社長から、「あ

くまでもキャンプの中心は宮崎であり、宮崎か

らの完全撤退はない」という確約もいただいて

おります。一部とはいえ、選手が宮崎を離れて

キャンプを行うことは、非常に残念なことだと

思っております。

○武井俊輔議員 引き続きお伺いをいたしま

す。以前は、プロ野球キャンプといいますと、

本県、沖縄と並んで高知県が大変盛んでござい

まして、この３県で御三家みたいによく言われ

ておりました。ところが、見てみますと、高知

県は宿毛市から、当時近鉄がありましたが撤

退、西武が春野町から撤退、ダイエーが高知市

から撤退ということで、この２チームは宮崎に

来ているんですが、今、１軍で残っているのは

安芸市の阪神と高知市のオリックスしか……。

これも後半のみといった大変厳しい状況になっ

ております。この移転について、巨人軍のほう

からは、「沖縄には各球団が集結していると、

実戦経験が積めるんだといったようなことで沖

縄に後半に行く」と、一部移転の理由を述べら

れております。逆に言えば、一度球団の流出が

始まりますと、五月雨的にどんどん出ていって

しまうといった可能性もあるわけであります。

そういった意味でも、本県もまさに高知県の事

例にならないように他山の石にしていかなけれ

ばいけないと思うんですが、なぜこういうこと

になってしまったと考えるか。また、高知県の

ようにならないためにはどのようにしていけば

よいと考えるか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 一般的に

プロ野球チームがキャンプ地を選ぶ場合には、

まず気象条件、例えば気温とか日照時間、それ

から施設などの練習環境、宿泊施設などといっ

たものを総合的に評価して決定されるというふ

うに伺っております。高知県において減少して

いった理由等につきましては明らかではありま

せんが、球団それぞれにお考えとか事情があっ

たものと存じます。したがいまして、本県とい

たしましては、チームのニーズを的確に把握し

ながら、各チームが充実したキャンプを実施で

きるようなよりよいキャンプ地づくりに、これ

まで以上に努めていかなければならないという

ふうに思っております。

○武井俊輔議員 ありがとうございます。とに

かく、こういうふうにならないように予防的な

対策が必要であると思います。宮崎で、１球団

でも多く、１年でも多く、１日も長くキャンプ

を行ってもらいたいと考えております。

私は、昨年の２月議会でこの問題を取り上げ

まして、プロジェクトチームなどをつくって取

り組む必要があるのではないかということを知

事にお尋ねしたんです。そのときの答弁が、

「関係部局の横断的な取り組みが必要だと思っ

ております。指摘された強化チーム、ＰＴなど
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も含めて検討していかなければならない」とい

うふうにおっしゃっております。しかし、その

後プロジェクトチームができたという話も聞き

ません。先日、この件で観光推進課の方といろ

いろと意見交換する中で、非常に皆さん自身が

よく頑張っていらっしゃるというのはよくわ

かったんですが、そういった意味での動きがな

かったのはちょっと残念だなと思っておりま

す。商工観光労働部長に伺います。こういった

全庁的な取り組みというのは、私は大変重要だ

と思っております。宮崎キャンプを永続的に

行ってもらうためには何が課題だと考えておら

れるか、改めて伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 読売巨人

軍といいますのは、50年以上にわたり本県で

キャンプを行っていただきまして、スポーツラ

ンドみやざきの礎をつくっていただいたという

ことで、本県にとって大変かけがえのない大切

な球団でありますので、宮崎キャンプがさらに

充実して球団が好成績をおさめられますよう

に、今後とも、宮崎市とか関係団体と連携しな

がら、キャンプの受け入れに万全を期すととも

に、宮崎でのキャンプを中心にやっていただく

ように強く要望していきたいというふうに思っ

ております。

○武井俊輔議員 もちろんいろいろと課題はあ

るんですね。ただ、これも一種の企業誘致みた

いなものでございますから、最終的にはキャン

プについても球団や監督が決めることであると

いうのは、もちろんそのとおりであります。た

だ、例えば年間を通じて来られるようなメディ

カル・サポートとか、リハビリといったような

ものも含めて、いろんな知恵というのは、これ

からもっと出していかなければいけないと考え

ております。

また、その中で一つ御提案したいなと思いま

すのは、トロピカルロードの活用でございま

す。これは、巨人がキャンプをしています木花

の運動公園から宿泊地の青島まで約３キロ、い

ろいろと、加江田川に橋をかけたりしているん

ですが、県が総事業費34億円をかけて整備をし

たものでございます。選手もランニングなんか

で活用したりしておりますが、ジャイアンツカ

ラーのオレンジ色で舗装もされております。例

えば、こういったところに手形のレリーフであ

るとか、巨人軍に関するモニュメントとか、い

ろんな整備をするなどして、キャンプ時以外で

も観光名所として売り出すといったことも、年

間通していろいろと仕掛けを考えていく必要が

あるのではないかと思いますが、商工観光労働

部長の見解を求めます。

○商工観光労働部長（高山幹男君） トロピカ

ルロードにつきましては、例えば青島太平洋マ

ラソンのフルマラソンコースとか、地域住民が

主体となりましたキャンドルナイトプロジェク

ト、そういったイベントでさまざまな取り組み

がなされているところであります。このトロピ

カルロードの観光面での活用につきましては、

宮崎市が昨年３月に策定しました「青島地域活

性化基本計画」におきまして、青島地域と総合

運動公園、木崎浜海岸の一体的な魅力アップを

図るという方向性が示されておりますので、今

後、計画の具体化に向けた地元との議論の中で

検討していくことになろうかというふうに思っ

ております。

○武井俊輔議員 そうであれば、ぜひ積極的に

宮崎市とも情報交換などを進めていただいて、

対応をお願いしたいと思います。

引き続いて、ＴＲ高千穂鉄道で使用していた

トロッコ車両についてお伺いをいたします。私
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も昨年の議会で、ＪＲ日南線での活用を図るべ

きということを質問させていただいたわけなん

ですが、その方向で進んでいるということは大

変うれしく思いますし、知事初め執行部の皆様

の御尽力には敬意を表したいと思います。今か

らでも日南海岸を走っていく姿が思い浮かぶわ

けなんですが、当座は、高千穂から運び出され

て、小倉のＪＲ九州の工場のほうでいろんな整

備を受けていくということになっているようで

ございます。今後、実際にこの車両が日南線で

運用されるまでのスケジュールなど、現段階で

把握されている内容についてお伺いいたしま

す。

○県民政策部長（丸山文民君） ことし秋から

の日南線での運行に向けまして、今後、ＪＲに

おきましては、車両の整備・改造、観光列車と

しての魅力を高めるための車体の内外装の改修

を行い、便数やダイヤ編成などの作業を進めら

れるということでありますが、具体的な内容に

つきましては、現在、社内で検討中であると聞

いております。

○武井俊輔議員 わかりました。その上で、

せっかく来ても利用者が少ないということであ

れば、結局はまた九州内の別の路線に転用され

るということにもなりかねません。これは答弁

は結構ですが、日南線での活用に当たり、日南

市や沿線の市町村ともいろんな連携をとって、

企画、イベントなど含めて積極的に活用をお願

いしたいと思います。

続きまして、県庁来訪者の回遊について伺い

ます。この宮崎県庁が一躍観光名所になりまし

て、昨年も40万人もの方に訪れていただいてお

ります。まさに東国原効果のシンボル的存在な

のですが、ここを見ておりますと―毎日通る

から見ておりますが―観光バスで県庁に来

て、そのまま本館を見て、大体物産館に行って

バスで帰るというのが一般的になっておりま

す。つまり、これだけの観光客が来ているにも

かかわらず、大部分の方は県庁と物産館しか行

かないわけですね。例えば、県庁でお客様をお

ろして若草通りぐらいまで、デパートあたりま

で中心市街地なりをそぞろ歩いてもらうとか、

高千穂通りあたりからバスに乗ってもらうと

か。そういった意味で、せっかく県庁に来た方

が、どうもここだけで……。しかもここは別に

有料施設ではないですから。物産館は物を売っ

ていますけどね。そういった意味で、せっかく

あるわけですから、来訪者をもっと回遊させる

仕組みが必要ではないか、そういった仕掛けが

必要ではないかと思いますが、見解を伺いま

す。

○知事（東国原英夫君） 県庁を訪れる観光客

に対しては、県内周遊だけではなく、地元宮崎

市の商店街などが行う県庁観光客の市街地周遊

促進の取り組みには、積極的に協力をさせてい

ただきたいと考えております。

○武井俊輔議員 続いて、宮崎の観光地として

もう少し積極的な活用が望まれる、平和台公園

についてお伺いをいたします。平和台公園の中

心にある「平和の塔」でございますが、昭和15

年に完成したもので、確かに、その建設の経緯

等についていろいろと意見があるのは承知をい

たしております。県外の方などを連れてよくこ

こに行くんですけれども、「なぜ中に入れない

のか」ということはよく聞かれます。なるほ

ど、扉はかたく閉じられておりますし、昔見た

ような漠然とした覚えはあるんですが、基本的

にはあいているところを見たこともありませ

ん。中身がどうだという説明板もその辺にあり

ませんから、ガイドさんでもいればともかく、
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個人客であれば、中に何があるかすらわからな

いまま帰るということになるわけであります。

「平和の塔」の内部をなぜ公開していないの

か。県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 「平和の塔」

でございますけれども、内部には、この平和の

塔の設計者でもある彫刻家、日名子実三氏が制

作しました８点の石膏壁画などが掲げられてお

りますが、この石膏壁画を含む内部の保存ある

いは安全面などの観点から、公開は行っていな

いところであります。

○武井俊輔議員 わかりました。これはもう答

弁は結構ですが、学術的なものとかは開放して

いるという話でよろしいということですね。た

だ、基本的には一般の方には開放していないと

いうことでございますが……。

今のお話もありまして、内部の構造というも

のにいろいろ課題もあるというのは認めます。

ですから、24時間というのはもちろん無理かも

しれませんが、例えば時間や時期を区切って、

必要があれば、その時間だけ警備員さんを置く

なりして開放するということも考えられるので

はないかと思います。観光振興の観点からも塔

内を開放できないのか、改めて伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほど申し上

げましたように、もろもろの課題がございます

けれども、知事より、平和台公園の魅力アップ

に向けて、塔内部の公開についても検討するよ

うにといった指示もありまして、現在、関係部

局と連携して慎重に検討しているところでござ

います。

○武井俊輔議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。宮崎はもともと城下町でもないので、なか

なか観光資源も乏しいので、そういったものが

よろしいかと思います。

もう時間も来ていますが、急いで進めてまい

ります。国際定期便についてお伺いをいたしま

す。昨日も質問が出ましたが、大変厳しい状況

にございます。アシアナ航空が就航した平成13

年度では69.4％だった搭乗率が、今年度１月ま

でですが51.1％と、損益ベースで言えば完全に

赤字路線でございます。特にエバー航空の台湾

線については１年目で57.5％と。しかも、悪天

候でもないのに機材繰りを理由に５往復10便も

欠航しております。定期便としては大変高い欠

航率になっている。そういった意味で非常に厳

しい現状があるということでございますが、知

事はこの国際定期便の厳しい現状をどのように

認識しているか、お伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 議員御指摘のように

大変厳しい状況にあると認識しております。両

路線は、本県が目指している東アジアとの経済

・交流拡大のための基盤でありまして、その安

定的かつ継続的な運航を確保することが重要で

あると認識しており、今後また、なお一層の利

用促進を図っていかなければならないと考えて

おります。

○武井俊輔議員 隣県の鹿児島県が、中華航空

による鹿児島―台北線の就航を目指しておりま

す。鹿児島県の伊藤知事は、昨年の会見の中で

もそういったことを明言しているわけでござい

ます。この議会でも南九州連携してという話も

何度も出るわけでございますが、こういったよ

うに、鹿児島県は鹿児島県で独自の動きをして

おります。なかなか「連携」というきれいな言

葉では片づかない部分があるなと感じておりま

す。確かに昨今の景気状況もあり、先週の日台

間の航空交渉では正式に議題にならなかったよ

うですが、鹿児島県が相変わらず目指している

のは事実でございます。仮に鹿児島―台北線が
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就航すれば、人口規模、九州新幹線の全通を含

めて、かなり大きな影響があるのではないかと

考えますが、県民政策部長の見解を求めます。

○県民政策部長（丸山文民君） 仮の話でござ

いますけれども、鹿児島に定期便が入ります

と、鹿児島県からの利用者や県内の利用者の一

部が鹿児島空港に向かうなど、一定の影響はあ

ると思っているところであります。いずれにし

ましても、宮崎―台北線は10数年来のチャータ

ー便の実績を踏まえての定期便就航であります

ので、今後とも、日台双方で観光地や食といっ

たお互いの魅力を十分に発信し、さらに利用促

進に努めてまいりたいと考えております。以上

です。

○武井俊輔議員 そういった意味では、非常に

前途がまだまだ多難だなというふうに考えてお

ります。いろいろと経費の金額なんかもお話を

伺おうと思っていたんですが、時間の都合もあ

りますので、国際線のことについて、最後に御

質問してまいります。やはり、いろんな補助金

とか助成金というのが、県が出したり、空港振

興協議会が出したりとか、いろいろあるわけで

ございます。国際線を維持するというのも大変

多額な経費がかかるものですが、県の状況も非

常に厳しくなる中では、やはり経費のあり方、

国際線に対しての助成のあり方というのも慎重

に考えていかなければいけない部分があると思

います。そもそも論でございますが、全国的に

もこういう厳しい状況になっている中、宮崎の

国際化は、本当に宮崎空港から直行の国際定期

便を飛ばし続けることにあるのかということ

は、考えていかなければいけないことだと思っ

ております。宮崎空港の国際線の必要性につい

て、知事の見解を伺います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎空港の国際線

は、外国人観光客の誘客や地域の国際化、活性

化にとりまして大変重要であると考えておりま

す。また、国際線の利用により、県民の皆様が

気軽に韓国や台湾、さらには、乗り継ぎによっ

て広く世界へ行くことができ、県民の海外渡航

の利便性の向上にも寄与しているものと考えて

おります。現在、昨年秋以降の世界的な経済の

悪化や円高の影響で厳しい状況にありますが、

両路線のさらなる充実に向けて努力してまいり

たいと考えております。

○武井俊輔議員 いろいろな考え方があると思

うんですね。例えば、成田便を頑張ってみると

か、これからは宮崎―成田を考えてみるとか、

いろんなことを考えていくということが大事か

と思っております。

後の質問については、次回の一般質問、また

会派の委員会での質疑といたします。

１点だけ発言の訂正をさせてください。Ｅマ

ークについて、優良県産品推奨制度で申し上げ

たんですが、知事イラストとＥマークの併用が

禁止されていると発言したんですが、併用の禁

止ではないということでしたので、訂正をお願

いしたいと思います。

以上で代表質問のすべてを終わります。あり

がとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続いて代表質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時44分散会
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◎ 代表質問

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き代表質問であ

ります。

ただいまから代表質問に入ります。まず、民

主党宮崎県議団、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） おはよう

ございます。民主党県議団を代表して質問をい

たします。

現在、私たちが置かれている現状を、共通認

識に立てるかどうかは別として、述べたいと思

います。日本経済がなかなか平成バブル不況か

ら立ち直ることができないでいる中、小泉・竹

中政権は、「市場原理を社会のあらゆる領域に

徹底させ、競争社会をつくることが閉塞感を打

ち破る唯一の道だ」として、効率と競争最優先

の社会を追求しました。そして、毎年の年次改

革要望書に基づくアメリカの要求を、さも日本

の経済再生プログラムのように演出して実施し

ていきました。そうしたプログラムの実施に

よって、日本独自の商慣習や雇用制度は大きく

変わりました。政府は、労働市場等の規制緩和

を次々と強行し、非正規雇用を急増させるとと

もに、商法改正によって株主中心的経営へと誘

導しました。また、構造改革の名のもと、公共

投資抑制、官から民への経済・社会政策、小さ

な政府を進めるとともに、財政健全化から、景

気対策として公共事業を削減し、その結果とし

て地域間経済格差も拡大することになりまし

た。

これらの結果、高所得者層が増加する一方

で、中間所得者層は減少し、低所得者層は増加

し続けました。年収200万円以下の低所得者

は、2008年には国税庁調べで1,032万人にもなり

ました。また、生活保護世帯も10年前と比較し

て７割もふえ110万世帯を超え、健康保険無保険

者も30万世帯にも及んでいます。将来に希望を

見出せない社会の中、３万人を超える自殺者数

や凶悪犯罪の多発、頻発する食の安全問題な

ど、現状に対する不信や将来不安が高まってい

ます。若い世代は子供を生み育てるゆとりを失

い、少子化社会を加速化させ、高齢者は、年

金、介護、先行きの不安を解消できずにいま

す。

このような国の状況の中、国民に身近な地方

自治体は、少ない財源を知恵と工夫で住民の生

活を守り抜いていかなければなりません。今回

は、この現状認識に立って質問をいたします。

大方は知事に答弁をお願いいたします。

今議会冒頭に、知事より県政運営の基本姿勢

が示されました。すぐれてメッセージ性のある

基本姿勢だと評価しています。ぜひ思いが県民

の皆様に届いてほしいと願っています。東国原

知事当選後最初の議会は、平成19年２月議会で

した。代表質問のトップは、当時、自民党県議

団会長の永友一美議員で、知事は答弁に立たれ

て、「「イチミ」と言われるだけあって、非常

にスパイスがきいた質問……。」１番目の質

問、覚えていますか」と、笑いとともに県議会

への変化を求められました。永友議員の質問は

大変格調のあるものでしたし、知事も、初当選

後だったからか情熱的に答えておられたのを、

忘れられずに覚えております。

その折、答弁の中で、県民ブレーンについ

て、県民一人一人が行政をチェックして意見を

述べていただくということで、県民の皆様がシ

ンクタンクと、県民総力戦を強調されていま

平成21年２月27日(金)
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す。実際、平成19年は、県民フォーラム４回、

県民ブレーン座談会を13回開催されています。

就任２年を経過された今でも、以前のように県

民総力戦は呼びかけておられるのですが、言葉

としての定着はあると思いますが、具体性が…

…との印象を持ちます。ゼロ予算とともに知事

の特徴ある取り組みと思いますので、県民ブ

レーン座談会と県民フォーラムの位置づけと、

今後の県民総力戦の展開についてお尋ねをいた

します。

次に、財政状況について。「当初予算案を家

計に例えると」という記事が出ていました。家

主はヒデオさんです。読んでおられるかもしれ

ませんが、ちょっと御紹介しておきたいと思い

ます。

「総額5,625億円となった県の2009年度当初予

算案。県の財政を、562万円で１年間をやりくり

する「ヒデオさん」の暮らしに例えてみると

―」という記事になっています。

「世界的な景気悪化のあおりを受けて、ヒデ

オさんの給料（県税）は、前年度より９万円

カットされて87万円に。それなのに、生活は何

かと物入りだ。

ジョギングで健康管理しているが、病院代や

生命保険料（民生、衛生費）は２万円増えた。

家のリフォーム代（土木費）は切り詰めてきた

が、地元の大工さんにも気遣って本年度とほぼ

同じ73万円に。冷え込んだ地元商店街を元気づ

けようと、買い物（商工費）は３万円増やし

た。

生活が苦しい中、親（国）は仕送り（地方交

付税、臨時財政対策債）を７万円も増やしてく

れた。その上、お小遣い（定額給付金）までも

らえそうだ。世間体（衆院選）を気にしている

のだろうか。

一時減っていたローン残高（県債）はまた増

えて923万円に。元利払い（公債費）だけでも93

万円と重くのしかかる。預金（基金）は16万円

まで減り、裏庭の埋蔵金（土地開発基金など）

を掘り返し急場をしのいだ。

「ローンをデフォルト（債務不履行）できな

いか」。ヒデオさんの悩みは尽きない。」

以上ですが、本当にわかりやすく説明されて

いると思います。我が県の財政状況は、税収

減、これまでと同じように地方交付税等の減

少、反面、社会保障関係費の増など、多額の収

支不足が見込まれますが、また、それに拍車を

かけるように公債費の増加が予想できます。経

費削減、事務事業の見直し等小まめに取り組ま

れていることは理解していますが、さらに努

力、行財政改革の進捗状況と評価、今後の取り

組みについて、また、マニフェストにおける単

年度350億円の歳出見直しは可能なのか、お尋ね

をいたします。

橋下徹大阪府知事の２年目の予算案は、国が

地方に求める事業負担金に切り込んだと、大き

く報道されました。続けて、新潟県知事、佐賀

県知事、熊本県知事と、直轄事業負担金につい

て異論を唱えています。従来、全国知事会は制

度廃止を求めてきていますが、国の動きは大変

鈍く、地方分権改革推進委員会は第２次勧告で

も触れずじまいでした。直轄事業負担金は、景

気後退で財政が悪化する地方にとって、より重

いものになっています。知事の見解をお尋ねい

たします。

次に、県立宮崎病院精神医療センターについ

てお尋ねをいたします。

このセンターは、民間では対応のできない、

急性期、難治性疾患、児童思春期、身体合併

症、高次救急医療の５つの機能を担う県の精神

平成21年２月27日(金)
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科中核病院として位置づけられています。この

センターが、それにふさわしい体制となるの

か、以前から繰り返し質問させていただいてい

る児童思春期治療体制はどうなるのか、お尋ね

をいたします。

センターの位置づけは、宮崎病院の精神科と

なるのか。会計はどのようになり、収支につい

てはどう対応するのか。また、ストレスケアを

含めた精神医療について、中核病院としてどの

ように対応するのかお尋ねをいたします。

次に、教育問題について教育長にお尋ねをい

たします。

宮崎県の教育の推進・充実を図るため、評価

制度の実施、副校長・主幹教諭・指導教諭の

「新しい職」の設置が進められています。評価

制度導入のねらいとしては、職員一人一人の能

力開発と人材育成、組織マネジメントの向上、

評価結果のフィードバックと活用による職員の

やる気の向上として、学校教育サービスの向上

と信頼される学校をつくるとしています。新し

い職の設置のねらいは、多忙化の解消、子供と

向き合う時間の確保、学校運営組織体の充実、

教員の指導力向上を図る指導体制の充実、めり

張りのある処遇等による学校組織の活性化と

なっています。

私は、この導入に対しましては多くの懸念を

持たざるを得ません。教育の持つ社会的な機

能、特性、歴史的な成果や将来に対する理念が

読み取れず、冒頭に申し上げましたように、教

育の現場においても、強力な指導力と競争だけ

が活性化のエネルギーになるという思い込みが

あるように思われるのです。教育の成果・結果

は、内面的であったり、時間的経過を必要とす

る場合もあり、障がいのある子供への教育の成

果・評価は単純ではありません。子供と向き合

う時間の確保どころか、立案・計画・評価の報

告のため、勤務時間内外を問わずパソコンと向

き合っているのが現実で、まさかのまさかです

が、子供よりパソコンが大事にされるというこ

とにならないのか。学校の主役が生徒から職員

へかわるのではないのかという率直な疑問を持

ちます。新しい職をつくり処遇を変えれば、ど

のように学校が活性化されるのか、そこに子供

たちの姿はあるのか、導入が宮崎県の教育の推

進・充実となるのか、とても危惧するのです。

教育長の見解をお聞かせください。

次に、特別支援教育の推進状況についてお尋

ねをいたします。佐賀県では昨年、発達障がい

児の小中学生を個別指導する「フリースクール

ＳＡＧＡ」を開設しました。発達障がい児の支

援施設を自治体が設置するのは全国初とのこと

です。生徒・児童が集中できるよう授業時間

を15分から20分単位に短くし、１対１の指導を

行うことで学習効果を上げ、もともと在籍して

いる学校への復帰を目指します。在籍校との連

携もとれており、校長が認めれば出席扱いにも

なるとしています。本県における学校を中心と

した発達障がい児へのサポートをお尋ねいたし

ます。

次に、取り調べの可視化について、県警本部

長にお尋ねをいたします。

江東区マンション女性殺害事件における裁判

は、殺人の身勝手さ、残虐性とともに、劇場型

裁判としてマスコミに大きく取り上げられたこ

とは御存じのとおりです。報道によると、裁判

の中で、ホワイトボードを使っての説明、65イ

ンチの大型モニターには、被害者の生前の写

真、ごみ埋立地の写真、遺体の一部等々30枚も

の写真が映し出されたとのことです。また、マ

ネキンを使用しての状況説明なども行われたと
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あります。裁判員制度の実施は具体的な段階と

なりましたが、できるならば選ばれたくないと

思う国民が多いとの意見が聞かれます。人が人

を裁く、ましてや素人がとなると、感情として

不安になるのは当然です。我が民主党会派は、

裁判員制度の導入を前に、国に対し取り調べの

可視化についての意見書提出を何度か試みまし

たが、他会派からの理解が得られずに現在に

至っています。取り調べの可視化は、志布志事

件に見るまでもなく必要不可欠です。県警本部

長の見解をお尋ねいたします。

以上で壇上からの質問を終わり、残りの質問

は質問者席において行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。

お答えいたします。

県民ブレーン座談会等についてであります。

まず、県民ブレーン座談会は、県政の重要課題

について、その専門家や実践者と意見交換を行

うため実施しております。今年度は既に７回を

終え、３月にもう一回開催することとしており

ます。また、県民フォーラムは、私が県内各地

にお伺いし、地域の方々と県政やその地域の課

題について意見交換を行うため実施しておりま

して、今年度はこれまでに６回開催し、３月に

は高鍋町でも開くこととしております。この座

談会やフォーラムは、県政に対する私の考えや

取り組みなどについて御理解をいただくととも

に、県民の皆様からもさまざまな御提言、御意

見をいただいており、地域の実情や県民の皆様

の日ごろの暮らしぶりを肌で感じる貴重な場と

なっているところであります。私は、これ以外

にも、県内視察を初め、各種大会やイベント、

交流会等、公私にわたりあらゆる機会を通じて

県民の皆様との意見交換を行っているところで

ありまして、これらがまさしく「県民総力戦に

よる県づくり」の原動力になっているものと思

いますので、今後とも、多くの県民の皆様との

意見交換に努めてまいりたいと考えておりま

す。

続きまして、県民総力戦の展開についてであ

りますが、私は、県民総力戦については、県民

ブレーン座談会などさまざまな機会をとらえ

て、県民の皆様の御意見を聞かせていただきな

がら、その必要性を訴え、浸透を図っていくと

いう、いわば「種まき」を行っているところで

あります。その結果、座談会に参加されたメン

バーがその趣旨に賛同し、県内各地において、

まちづくりなどをテーマとしたフォーラムを自

分たちの手で開催されるなどの動きが出てきて

おり、このほかにも、県民の皆様から、宮崎発

展に向けたアイデアや、みずから行動したいと

いう声をたくさんいただくようになってまいり

ました。私といたしましては、このようなさま

ざまな「芽吹き」が各地でわき起こり、例え

ば、観光客へのおもてなし、新たな特産品の開

発、子育て支援など、地域の活性化につながる

自発的な行動の輪が県内全域で「花開く」よ

う、さまざまな機会をとらえて、引き続き、県

民総力戦の「種まき」を行ってまいりたいと考

えております。

続きまして、行財政改革についてでありま

す。行財政改革につきましては、行財政改革大

綱2007に基づき、持続的・自立的な行財政シス

テムを構築していくため、私は、スピード感を

持って改革を推進しているところであります。

その結果、部の削減を初めとする組織のスリム

化や、この２年間で547人の職員数の純減を行う

とともに、財政面では、義務的経費の削減や事
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務事業の徹底した見直し、また、財源確保対策

等により収支不足額の圧縮を図るなど、これま

でおおむね順調に推移していると考えておりま

す。しかしながら、地方交付税等の減少、社会

保障関係費や公債費の増等により、今後も多額

の収支不足が見込まれることから、引き続き、

財政改革プログラムの着実な推進を初め、行財

政全般にわたる徹底した改革に取り組んでまい

りたいと考えております。

次に、歳出見直しについてであります。財政

改革プログラムでは、私のマニフェストを踏ま

え、職員数の削減等による人件費の見直しや投

資的経費の縮減・重点化、事務事業の見直し等

により、平成21年度には、平成18年度と比較

し、スクラップ・アンド・ビルドを含む350億円

の歳出見直しを達成するという目標を立ててお

ります。そのための取り組みの内容には、予算

執行段階での経費節約等も含まれるため、目標

に対する達成状況については、決算において検

証せざるを得ませんが、この目標を見据えなが

ら、公共事業のシーリング設定や事務事業の見

直し等に取り組んだところでありまして、平

成21年度当初予算の編成過程において対応すべ

き財政改革プログラムの内容としましては、ほ

ぼ見込みどおり推進できているものと考えてお

ります。引き続き目標達成に向けて、予算執行

における経費節減に努めてまいりたいと考えて

おります。

次に、直轄事業負担金についてであります。

インフラ整備のおくれた本県としましては、そ

の促進と維持管理水準の保持のため、直轄負担

金制度による事業実施であってもやむを得ない

ものと考え、これまで高速自動車国道の新直轄

分を初め、直轄事業の所要額について応分の負

担をしてきているところであります。この直轄

事業負担金は、地方財政法の規定により支出が

義務づけられているところでありますが、本来

は事業主体である国が負担すべきものであり、

責任の明確化のためにも廃止されるべきものと

考えております。このため、さまざまな機会を

とらえ、国と地方の役割分担を踏まえた権限と

財源のあり方について、意見を申し上げてまい

りたいと考えております。

続きまして、県立宮崎病院精神医療センター

についての一連のお尋ねであります。

まず、センターの体制についてであります。

県立宮崎病院精神医療センターにつきまして

は、急性期や身体合併症、児童思春期の治療な

ど、民間医療機関では対応困難な機能を担うこ

とができる体制となるよう、検討を行ってきた

ところであります。このため、医師定数につい

ては、病床数の大幅な減にもかかわらず、富養

園と同等の７名とするなど、本県の精神医療の

中核病院にふさわしい体制の充実に努めること

としているところであります。また、児童思春

期治療につきましては、特に、保健や福祉など

関係機関とのネットワーク化を図りながら、適

切な医療の提供を図っていくことが重要であり

ますので、医師や心理判定員などの診療スタッ

フはもとより、関係機関との連絡調整を担当す

る精神保健福祉士などを配置することとしてお

ります。

次に、センターの位置づけについてでありま

す。県立宮崎病院精神医療センターは、宮崎病

院内の組織として位置づけ、精神疾患を抱える

児童思春期の患者の診療を行う「子どものここ

ろの診療科」と、成人の患者の診療を行う「精

神科」の２つの診療科から構成することとして

おります。

また、センターの効率的な運営を図るため、
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検査や薬剤、給食部門などを宮崎病院と一体化

することとしており、このため会計につきまし

ても一本化することとしております。しかしな

がら、経営の健全化等を目標として策定した中

期経営計画の進捗状況や、精神医療に係る収支

の状況を的確に把握する必要がありますので、

予算・決算につきましては、精神医療センター

分として整理してまいりたいと考えておりま

す。

次に、ストレスケアなどの対応についてであ

ります。県立宮崎病院精神医療センターが本県

精神医療の中核病院としての機能を果たすため

には、合併症や重症な患者を民間医療機関など

から受け入れ、症状が軽快すれば民間医療機関

へ帰院いただくなど、民間との役割分担や連携

を図ることが重要だと考えております。したが

いまして、ストレスケアなどの軽症の患者につ

きましては、こうした観点から、まず民間医療

機関での対応をお願いしたいと考えておりま

す。以上です。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、「新たな職」についてであります。現

在、学校を取り巻く環境の変化の中で、学校に

は、学力向上対策やいじめ等の対策はもとよ

り、特色ある学校づくりなどの教育課題に的確

に対応することが求められております。このた

めには、これまで以上に組織的・機動的な学校

運営が行われるよう、学校組織運営体制の一層

の充実を図る必要があることから、平成21年４

月から、副校長等の新たな職を設置するもので

あります。また、このことにより、個々の職員

が抱えていた負担が軽減され、子供と向き合う

時間の確保につながるものと考えております。

この新たな職につきましては、一定規模以上の

小・中・高等学校等に５年間で段階的に配置

し、その効果等を検証しながら、新たな職の機

能が十分発揮できるよう取り組んでまいりたい

と考えております。

それから、教職員評価制度についてお話がご

ざいましたが、御質問ということでなくて、現

状ということでよろしいかと思いますけれども

……。教職員評価制度につきましては、ねらい

とするところは、個々の職員の能力向上と、学

校組織全体としての役割、学校の中での教職員

のそれぞれのポジションあるいは役割というも

のを認識した上で、個人としての力量と組織と

しての力量を合成して、全体として学校運営を

円滑に進めていこうということをねらいとする

ものでありますので、今後とも改善等を図りな

がら、その対応を心がけてまいりたいと考えて

おります。

最後に、発達障がいへの対応についてであり

ます。発達障がいのある児童生徒に適切な支援

を行うには、子供の行動の背景や要因を的確に

把握し、保護者や関係者と連携して、支援の内

容や方法を検討することが必要であると考えて

おります。このため、平成16年度から特別支援

教育コーディネーターの養成を開始し、平成20

年度には、すべての小中学校、高等学校、特別

支援学校において特別支援教育コーディネー

ターを指名し、学校における支援のあり方の検

討や、保護者からの相談等に対応いたしており

ます。あわせまして、発達障がい等に起因する

困難な事例への対応のため、今年度新たに、特

別支援教育チーフコーディネーターを特別支援

学校６校に１名ずつ配置し、医療・福祉等の専

門家と連携した巡回相談や支援会議を実施する

ことによりまして、学校、保護者、本人に対し

て、状況の改善に向けた助言・支援を行ってい
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るところであります。県教育委員会といたしま

しては、今後とも、具体的な支援の内容・方法

についての研修や、学校、医療及び福祉などの

関係機関と連携した取り組みにより、発達障が

いのある児童生徒への適切な支援を行ってまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

日本における取り調べは、諸文献等で伝えら

れます、欧米で主流とされる短時間で事実のみ

を録取―例えば認めないということであれば

認めない旨を録取して、簡単な調書で措置して

終了というようなやり方とは異なりまして、被

疑者と取調官とがじっくりと時間をかけてコミ

ュニケーションを図って真実を引き出していく

というやり方で臨んでおります。例えば、最近

社会の耳目を引いた事件を例に挙げますれば、

現職裁判官による準強制わいせつ事件―これ

は現に捜査中の事件でありますけれども―こ

うしたやり方で取り調べを行っているところで

ございます。お尋ねにありました取り調べの可

視化―可視化とされるものが取り調べの全過

程を録音・録画すべきであるという御意見であ

るとするならば、このような被疑者とのやりと

りを支える信頼関係が阻害されることや、組織

犯罪のケースであれば、黒幕、首魁の特定等、

検挙活動、情報収集活動が困難になるなど、取

り調べの機能が大きく阻害されることとなり、

ひいては事案の真相解明を困難にし、犯罪の検

挙活動に支障を来して、県民の安全確保に大き

な影響を及ぼすおそれがあると考えておりま

す。行うべきではないと考えております。

なお、本年５月21日から実施されます裁判員

裁判制度の導入の対応といたしましては、裁判

員にわかりやすい立証が可能となるように、警

察としても一層の配慮が求められているものと

承知しております。こうした観点から全国的な

取り組みとして、自白の任意性の効果的・効率

的な立証に資するため、既に取り調べの一部録

音・録画を、警視庁、大阪府警察など５つの都

府県で試行しているものと承知をしておりま

す。この試行は新年度から全国に拡大する予定

となっておりまして、当県も試行に向けて、現

在準備を行っているところであります。以上で

あります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 答弁、ありがとうございま

した。まだまだ議論していきたい部分もありま

すが、先に進めさせていただきます。

先ほども申し上げましたが、宮崎県の財政と

いうのは非常に厳しい状況にあります。少ない

財政の中で、より政策的効果を最大限に引き出

すということが大変重要でございまして、その

ことを完結させるのには、やっぱり横割り型の

組織をどのようにつくり出すかということが大

変重要だというふうに思っています。先日、私

どもの特別委員会のほうに知事がおいでいただ

きましたときにも、組織改変を含めて柔軟に対

応していきたいということを申しておられまし

たが、各部局の横断的な連携を図るために、組

織体制の見直しというのを現在行う考えという

のがあるかどうか。そのことについて知事にお

尋ねしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 各部局にまたがる行

政課題につきましては、部局間の緊密な連携の

もと、一体的な取り組みを行う必要があること

から、随時、関係部局の職員をメンバーとする

本部会議や連絡会議などの庁内組織を設置させ

ていただきまして、横断的な対応を図っておる

ところでございます。また、必要に応じて行政
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組織の見直しも行っております。本年度におき

ましては、喫緊の課題に迅速に対応するため、

経済・雇用緊急対策本部や物流対策推進本部、

農商工連携推進会議などを設置するとともに、

昨年４月には、子供関連業務の一元化により

「こども政策局」を新設するなど、柔軟な対応

を図ってきたところであります。今後とも、分

野横断的な課題への的確な対応を図るためには

どのような体制が望ましいかという観点から、

組織体制の整備に努めてまいりたいと考えてお

ります。

○井上紀代子議員 私は今、総務政策常任委員

会に所属をしているんですけれども、委員会の

調査として、予算編成過程の公表等を含めて、

他県の調査をさせていただきました。それに引

き続き、私自身が政務調査として佐賀県に行っ

てまいりまして、佐賀県で行われている予算の

制度の改革といいますか、そういうものについ

てちょっと勉強させていただきました。佐賀県

は、事業本部制の導入による庁内分権の推進、

それから枠配分予算及び実質的な複数年度予算

の導入と実施、組織戦略とリンクした組織目標

評価と事業評価の実施ということで、この取り

組みを今進められています。取り組みの基本方

向性といいますか、行政経営システムの改革と

して、佐賀県は、我が県とも同じように財政的

に非常に厳しい状況にありますので、佐賀県庁

の改進プランというものを策定しています。こ

の中で経営型の組織への転換をしていく、これ

は行政システムのことですが……。イエスから

始める政策検討をする、これは職員の意識。す

べての職員が政策創造の主役に組織風土を目指

す。これを目指すべき県庁の姿として、組織の

再編や権限の移譲、予算編成や人員配置の見直

し、政策評価コンピテンシーモデルを活用した

人材の育成とか、職員の意識改革等に取り組む

としています。

この中で、具体的には平成16年４月から、生

活者の視点で横割りの組織へ改正を行うととも

に、予算や定数の枠配分を行って、これまでの

予算査定から各本部の自立的な予算編成へ転換

するなどとして、各本部への権限移譲を進める

となっています。事業本部制を導入して庁内分

権を推進し、予算もそのように執行していくと

しております。私は、民間の会社組織で言えば

事業本部制として予算を編成して、それで政策

的効果が出てくるように、効果が十分にあらわ

れるようにしていくということについては、一

度検討の余地はあるのではないかというふうに

思っています。それで、このことについて知事

はどのようにお考えなのかをお聞かせいただき

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 御指摘の事業部制と

いうのは、いわゆるキャップ制と呼ばれる予算

編成でございますが、これにつきましては、一

般的に各部局が主体的に予算編成ができる等の

長所がある反面、県全体から見た優先度や緊急

性の観点からの審査機能が働きにくくなる等の

短所があると言われております。いずれにして

も、昨今の社会経済情勢の変化や厳しい財政状

況のもと、効率的な財政運営を図りつつ、さま

ざまな行政ニーズに的確に対応し、成果を出し

ていくことが求められておりますので、今後と

も、よりよい予算編成のあり方について検討と

改善を行ってまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 今回、予算過程を公表され

たということも含めて、私は大変評価をしてお

ります。そして、先ほども壇上で申し上げまし

たが、宮崎県はゼロ予算の組み方とか、県民総

力戦ということを主眼として予算を組み立てて
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いるということについては、私は大変評価をし

ております。それが県民に本当に浸透していく

ということが大事だというふうに思うんです

ね。本当に義務的経費が多いわけですから、本

来、私どもが使えるお金というのはごくごく少

額なんですね。それが、政策的効果がどうあら

われてくるように使えるかということが、手腕

というか、県政の進み方だというふうに思うん

ですけど、これについて今後も議論させていた

だければというふうに思っておりますので、よ

ろしくお願いします。

福祉保健部長に、先ほどもちょっと県の精神

医療センターのことについてお話をお伺いいた

しました。子供の心の医療というのは大変重要

な問題を含んでおります。ですから、これから

はもっともっと積極的に県が取り組まなければ

ならないというふうに、私は思っております。

今回、厚労省のモデル事業として「子どもの心

の診療拠点病院機構推進事業」というのが、全

国９都府県で取り組まれております。東京都、

神奈川県、石川県、静岡県、三重県、大阪府、

鳥取県、岡山県、長崎県です。それで、私は

ちょうど九州に住んでいるということもありま

すが、長崎県が近いということもあって、長崎

県に行ってまいりました。長崎県で調査をさせ

ていただくと、あそこには、民間の病院でカメ

リア大村共立病院というのがあります。それが

非常にしっかりとしているということ。それか

ら、県立こども医療福祉センター、これは宮崎

で言えばこども療育センターと思っていただい

て結構です。それと県立精神医療センター、長

崎大学医学部・歯学部附属病院、これが中心と

なりまして、このモデル事業というのを推進し

ていくわけです。今後、各県も１カ所、拠点病

院を設置するという国の方針があるわけですけ

れども、それに対する県の対処についてはどの

ようになっているのか、お伺いしたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 発達障がいと

か児童虐待、不登校、ひきこもりなど、子供の

さまざまな心の問題に的確に対応することは、

健やかな成長を図る上で非常に重要であり、本

県においては、児童相談所、保健所、発達障害

者支援センターなどが、医療機関や学校等の関

係機関と連携しながら、心の問題を抱える子供

や家庭への支援に努めているところでありま

す。お尋ねの子どもの心診療拠点病院は、都道

府県単位での中核病院として、地域の医療機関

の困難な事例に対する技術的な支援やスタッフ

の研修等を行うというものでありますが、平

成20年度から３カ年のモデル事業として取り組

まれておりまして、今後、国において、その成

果を検証されるということになっております。

そういうことでありますので、国の検討結果等

を見守っていきたいと考えております。

○井上紀代子議員 これにかかわる問題を、今

後、宮崎県できちんと整理していかないといけ

ないのは、一つには、こども療育センターの問

題があると思うんです。答弁は要りませんが、

今後、こども療育センターをどういうふうな

―今は肢体不自由児施設ですが、別に肢体不

自由児施設でもいいんです。それでもいいんで

す。ただ、肢体不自由児だけではないんです

ね、障がいのある子供たちというのは。だか

ら、宮崎市の発達支援センターだけを中心にし

て動くようにしていくのか。それとも県は、そ

こには今小児科医がいませんので、そういう状

況について今後どうしていくのかということに

ついてはしっかりと考えておく必要というのが

あるというふうに私は思っています。また、こ
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れにつきましても、私も今後の質問等で取り上

げさせていただいて、できるだけしっかりと子

供たちの心の診療の受け皿になれるように努力

をさせていただきたいというふうに思います。

次に、雇用創出と新産業支援対策について、

商工観光労働部長並びに知事にお伺いをしたい

というふうに思います。

これは、国が出しました農商工連携のガイド

ブックなんですが、そこに「どげんかせんとい

かん」といって知事が大きく載っております。

農商工連携は宮崎の産業振興の基本理念そのも

のであるというふうに、国が進めている農商工

連携の取り組みを評価されています。そして

「宮崎の産業の生きる方策は、「食料・水・環

境」といった、人類がこれから遭遇するであろ

う難局に対して、いかに迅速かつ的確に対応し

ていくかにある」というふうに、知事は指摘を

されているわけです。これは、もちろん宮崎だ

けで見られているわけではなくて、全国で見ら

れているものです。

私ども産業活性化・雇用対策特別委員会で

は、このことも含めて随分と議論をしてまいり

ました。新みやざき創造計画においては、各産

業の推進を図っているわけですが、具体的な産

業の施策は、農業であれば第六次宮崎県農業・

農村振興長期計画、水産業であれば宮崎県水産

業・漁村振興長期計画、林業であればみやざき

森林・林業活性化プラン等を部門別計画に位置

づけて振興を図っているというわけですね。し

かしながら、第２次産業と第３次産業の分野に

ついては、宮崎県産業科学技術振興指針と宮崎

県建設産業活性化プランしか部門別に計画が位

置づけられておらず、県民にとっては本県の進

むべき産業振興の形が不明瞭である。私ども特

別委員会の報告書の中で、そうやって今後、委

員長報告をさせていただこうとしているわけで

す。これは、そのときに委員会の委員から出た

んですが、「農林水産業などの１次産業の製品

は、買い手相場だから買いたたかれてしまう。

豊作のときは豊作貧乏になる。それを加工して

２次産業の製品にすると、今度は売り手相場に

なり、自分で価格が決められる。だから、農商

工連携が大事なんだ」、この言葉は本当に思い

がよく込もった言葉だというふうに思うんです

ね。農商工連携の推進に当たっては、本庁のみ

の取り組みに終わらせないようにすべきだとい

うふうに、私はその委員会でも発言をさせてい

ただきました。各地域の出先機関においてはど

う取り組んでいくのか、また、市町村、関係団

体、企業、生産者、県民と、県民総力戦となる

体制をどう確立しているのか、具体的な取り組

みについてお聞かせいただきたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 農商工連

携の推進体制でありますけれども、昨年12月

に、農林漁業団体や商工業団体等の参加により

まして「農商工連携推進ネットワーク会議」を

立ち上げましたほか、今月には、副知事を

キャップにいたしまして関係４部長で構成する

「農商工連携推進会議」を庁内に設置しまし

て、県行政や関係機関・団体が一致協力して推

進していく体制を構築したところでございま

す。また、農商工連携を構築するためには、農

林漁業者とか中小企業者が持つ事業ニーズ、技

術シーズ、これらを掘り起こしてマッチングさ

せていくということが大変重要でありますの

で、県産業支援財団など県内５カ所に設置され

た地域力連携拠点におきまして、連携の方法、

ビジネスアイデアの具体化などの相談に応じる

ことといたしております。さらに、市町村・団

体、各地域の農林振興局や総務商工センター、
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各試験研究機関等第一線の現場での対応も不可

欠でありますので、これら機関等の担当者への

説明会も実施しまして関連施策の周知を図った

ところでございます。今後は、これらの推進体

制を活用しながら、農商工連携事業のより積極

的な展開と早期定着を図りますとともに、本県

の施策とか取り組み事例などを紹介するシンポ

ジウムの開催、あるいはパンフレットの作成・

配布などにも取り組むことといたしておりま

す。

○井上紀代子議員 農商工連携については、こ

れが産業活性化の大きな希望であるかのごとく

取り上げられているわけです。ですから、もっ

と本当にきめ細かな、それこそ各部連携して、

きちんとした取り組みが行われることを期待し

ておりますので、そういう取り組みをしていた

だきたいと思います。

実際、昨年は、派遣村という映像を見た私た

ちは、生活する者の一人として、物すごくその

厳しさの実感をしましたし、胸のつぶれるよう

な思いであのテレビを見ておりました。もし我

が息子なら、もし私たちがこうであったらとい

う思いもしたわけです。本来、日本の景気とい

うのは外需に非常に頼っておりましたので、そ

の外需に頼るということによって、私たちは、

いつの間にか景気が回復したと言われても、そ

の実感のないまま、ずっとこれまで来ておりま

した。ですから、もう、日本という国は外需中

心から内需へというふうにきちんと転換をしな

いと、この国に住む生活者一人一人が幸せを実

感すること、公平さを実感することというのは

ないのではないかと、私はそういうふうに思っ

ております。昨年末から、経済・雇用の緊急対

策というのが、私ども特別委員会の主張もあり

ましたし、打ち出されました。現状認識を含め

て、基本的な考え方を伺いたいわけです。ま

た、景気回復は県で取り組むには限界があると

いうことを、知事は再三言われておりますが、

内需拡大に向けたメッセージ性のある施策を展

開していくべきではないかと思います。知事の

見解をお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 昨年末、特に緊急を

要する対応として雇用や住宅などの相談窓口を

設置しましたが、相談件数は予想よりも少な

かったというのが率直な感想でありまして、ひ

とまずはほっとしたところでございます。しか

し、決して楽観視しているわけではなく、県内

経済は非常に厳しい状況にあるものと認識して

おり、さきの１月補正予算では、防災対策や中

山間地域における生活環境の改善など、県民生

活に直結する公共事業のほか、第１次産業や介

護職への就業支援などさまざまな対策を講じた

ところでありまして、今後、その効果があらわ

れてくるものと期待しておるところでございま

す。

また、先日のＷＢＣのキャンプでは、非常に

多くの皆様が来県され、かなりの経済波及効果

があったように、観光の観点から、宮崎のおも

てなし度やブランド力をさらに磨き上げ、より

一層、キャンプチームや観光客の獲得につなげ

ていくことが重要であると考えております。こ

のほか、本県のすばらしい自然環境を活用する

という観点からは、住宅用太陽光発電システム

設置の支援を初めとしまして、「みやざきソー

ラーフロンティア構想」を推進するなど、本県

のポテンシャルを生かした施策を積極的に展開

してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 最近、知事がずっと答弁書

を読まれるのを聞いておりますと、何かもっと

パッションというか情熱が感じられるような、
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最初、初当選のときの知事の答弁というか、そ

れを非常に期待するものなんですけれども。就

職支援も含めてそうなんですけど、実は先日、

私は、岩手県でやっている人材の育成、もう一

つは群馬県でやっているジョブカフェにも行か

せていただきました。見ていると、やはりそこ

に取り組む人たちの情熱がないと、本当に伝

わっていかないものなんだなということを感じ

ています。ですから、県政のリーダーである知

事が、やっぱりこういうときにこそ、こういう

ときであるからこそ、県民に向けて、どう将来

に向けてのメッセージをされるか。県政の基本

姿勢というのを私は非常に評価しているわけで

すけど、あのメッセージをどう県民にしっかり

と伝えていかれるのかということが、大変大事

だというふうに思うんですね。

笑っていただいても結構なんですが、先日、

山下達郎のコンサートに行きました。私と山下

達郎とでは、山下達郎のほうがずっと年下なん

ですけど、私の世代というのはロックで育った

世代なんです。山下達郎はこう言っておりまし

た。「ロックは懐メロにならない。それはなぜ

かというと、パッションがある限り、情熱があ

る限り懐メロにはならない」、こういうふうに

メッセージしておられました。私は、山下達郎

コンサートで踊っている自分を、ある意味で

は、まだいけてるなというふうに評価しました

し、一方では、その情熱をどう持ち続けて、そ

れをどう伝えるか―言葉を含めてそうですが

―伝えていくかということが大事なのではな

いかというふうに思うんですね。ですから、政

治もメッセージ性だと思うんです。きちんと県

民に伝えるということが大事なのではないかと

いうふうに思います。確かにいろいろなものを

宮崎県は持っています。持っているがゆえに、

それをどう活用していくのか、そしてそれをど

う生かしていくのかということが大変重要なの

ではないかなというふうに思っています。本当

に知事には期待しているんです、正直申し上げ

てですね。よろしくお願いします。

次に、企業の倒産というのを非常に私は心配

しています。宮崎県はおおよそが中小企業で

す。そして、入札制度改革によってというだけ

でもないと思うんですが、建設産業に従事され

る皆さんたちが倒産されていくというのを見た

ときに、「どうにかしてあげたい。倒産する前

に手を出せないのか」という思いが常々してい

るわけです。死にそうになっているのに、かた

いおにぎりを出してみてもどうにもならないわ

けですよね。食べられないんです。ですから、

その前にどうにかして手を出すということが、

やっぱり必要なのではないか。ただ、それに甘

えてもらっちゃ困るというのはあると思うんで

すが、そこが非常に大事なのではないかという

ふうに思うんです。厳しい経営状況にあって

も、金融機関から融資が受けられない。これが

重要なんですね、借りたら返さないといけない

んですよ。返せるかどうかというのは非常に大

きな問題点なんですね。ですから、そこを本当

によく考えて、ただお金だけを積み上げて、県

が「これだけお金があるからどうぞ借りてくだ

さい」と言うだけでは無理だということを、私

は申し上げたいわけです。その前にどうやって

振興させていくかということが大事だというふ

うに思っています。

先日、私は、若い経営者の皆さんと議論させ

ていただいて、もっと皆さん方も努力する必要

があるということを言わせていただいんです。

私は大阪弁として大好きなのが、「もうかり

まっか」と聞かれて、「ぼちぼちでんな」。こ
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れが大好きなんです。というのは、常にもうか

ろうとする姿勢と、それをうまく地域に返せる

力というのがあればこそ、「もうかりまっか」

「ぼちぼちでんな」という言葉が生きてくると

思うんです。ただ、宮崎の経営者の場合、そう

いう経営感覚というのが非常に鈍いのではない

かという点で、私は危惧をしています。商工観

光労働部長にこれを求めてはお気の毒な気もし

ますが、いわゆる中小企業に対する支援、それ

ともう一つは、県内の商工業を振興させるため

のビジネス感覚を持った経営者の創出、これを

つくるのにはどうしたらいいのか。そして、そ

れはどんなふうにつくられているのか、その取

り組み状況についてお尋ねをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

の経営の支援と経営者の育成、この２点につい

ての御指摘というふうに思っておりますけど。

まず、金融機関からの融資が受けづらいなど、

経営状況が厳しい中小企業者に対しましては、

一昨年10月から商工会等を通じて実施しており

ます建設産業等経営支援事業により支援を行っ

ております。具体的には、中小企業診断士や税

理士などの専門家で構成します経営支援チーム

が、新規融資や借入金の返済条件の緩和などが

受けられるように、借り入れに際しての助言と

か経営改善計画書の作成支援などを行っており

ます。

また、経営者の育成に関しましては、本年度

から、ＪＣ（青年会議所）とか商工会議所青年

部、あるいはＳＳグループなどと協議を行いな

がら、ＭＢＡシステムに倣った「みやざき次世

代経営者講座」を開講しております。この講座

は、早稲田大学とか一橋大学でＭＢＡ講座を担

当している教授とか第一線で活躍されている企

業経営者等を講師として招聘しまして、「マー

ケティング戦略」などの講義を実施したもので

あります。大変厳しいカリキュラムであったん

ですけれども、本年は、本県のあすを担う若い

経営者とか後継者など、30名余りの方々が受講

されております。このような事業を通じまし

て、中小企業の資金繰りの支援とか後継者育成

などを行っており、これによりまして本県産業

の振興、ひいては雇用の維持・確保に努めてま

いりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひきめ細かな取り組みを

お願いしておきたいと思います。

次に、このような社会状況になってくると、

障がい者の皆さんの就労支援というのは非常に

厳しいわけですけれども、平成21年度は重点的

にどのようなことに取り組んでいかれるのか、

福祉保健部長にお尋ねしておきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 障がい者の就

労支援につきましては、本年度は、企業向けセ

ミナーの開催や障がい者雇用に関するホーム

ページの作成、県庁における知的障がい者の職

場体験実習受け入れなど、いろいろ取り組んで

きたところであります。平成21年度につきまし

ては、これまでの取り組みに加えまして、企業

や障がい者の個別具体的な相談窓口である障害

者就業・生活支援センターの、県内３カ所から

５カ所への拡充や、企業における職場実習の受

け入れ促進などを重点的に実施してまいりたい

と考えております。さらに、精神障がい者や発

達障がい者に対する就労支援の強化が喫緊の課

題となっておりますので、就職に向けた訓練や

職場定着支援の充実に取り組んでまいりたいと

考えております。

○井上紀代子議員 実は、私ども民主党の会派

に、職場体験実習というのをしていただこうと
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いうことで、お一人来ていただいて、その実習

をさせていただきました。そのことは、単に来

ていただいて、その方を会派のみんなでただ見

守っているというだけではないんですね。その

ことによって得たものというのは、非常に大き

かったわけです。私ども民主党会派は３名です

が、その３名１人ずつが、いかにこの問題の大

切さ、思いの深さというのを実感させていただ

いたかということ、そして、臨時で会派におい

でいただいている方たちがそのサポートに当

たってくださったこと。ですから、学んだもの

というのは、御本人もそうなんですけれども、

私どもも一緒に学ばせていただいたという感覚

なんですね。ですから、こういうことをずっと

続けていかないと、企業としては、障がい者の

雇用を進めてほしいと言われても、どう対応し

ていいかわからないという方が大変多いんです

ね。そのことを真摯に受けとめて、だからこそ

丁寧な施策というのをするべきだというふう

に、私は思っています。本年度、県庁の職場に

おいて、知的障がい者職場体験実習事業という

のをされたんですが、これは今後どう展開され

ていくのか。そのことについてお聞きしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県におきまし

ては、今おっしゃいましたように、今年度、企

業における雇用や実習の機会が少ない知的障が

い者を対象に、福祉保健部の各課で８名の実習

生を受け入れたところでありまして、これらの

実習生の就労能力の向上に資するとともに、県

職員の障がい者に対する理解促進も図られたも

のと考えております。この職場実習受け入れの

成果を踏まえて、「職場実習受入マニュアル」

を作成いたしまして、これを活用して、今後

は、企業における職場実習の促進を積極的に

図ってまいりたいと考えております。また、県

庁での職場実習受け入れにつきましても、来年

度は出先機関にまで広げるとともに、対象を、

知的障がい者に加えて精神障がい者の受け入れ

も実施していきたいと考えております。

○井上紀代子議員 本当にこの取り組みには大

変評価をしています。この一歩があってこそ、

企業の受け入れというのもできていくというふ

うに思いますので、ぜひ、今後ますますこの取

り組みをやっていただきたいと思います。

それと、県庁カフェですね、障がい者の方た

ちの県庁カフェ。これもとてもいいと思いま

す。私も、ソフトクリームだったりアイスク

リームだったりをすごい数買って帰っては、職

員の皆さんに食べていただいたりしたんです

が、そういうものの一つ一つが大きな力になっ

ていくのではないかなと思うんですね。社会の

いろんな場面で、ともに生きていくという実感

がわいてくればいいのではないかと思いますの

で、今後の取り組みは、これを強化していただ

けたらというふうに要望しておきたいと思いま

す。

次に、教育長にお尋ねしたいと思います。今

回、特別支援教育の中で高等部の設置というの

は、県議会で多くの議員の皆さんが、それにつ

いてはずっと発言もしてこられて、長い取り組

みがあったというふうに思います。この県議会

の熱い思いというのが、今回非常に大きな形に

なってあらわれたということは、初日の中村幸

一議員からの発言もありましたとおり、本当に

みんなで喜んでいる内容です。ぜひ、このこと

についての取り組みを、しっかりとやっていた

だきたい。期待もしておりますので、よろしく

お願いしたいと思います。

今回、大変目を引きましたのが、都城きりし
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ま支援学校小林校高等部の設置場所が小林高等

学校に決定したということ。これが一つまたい

いなと。楽しいなというか、これこそみたいな

ところがちょっとあったわけですね。これの経

緯について、ぜひお聞かせいただきたいと思い

ます。

○教育長（渡辺義人君） 都城きりしま支援学

校小林校高等部の設置場所につきましては、本

県の厳しい財政事情を考慮いたしまして、既存

施設を有効活用していくことを基本に検討して

まいったところであります。その結果、ただい

ま御質問にありました小林高等学校につきまし

ては、十分な余裕教室があり、教室、作業棟な

どの施設設備が確保できることや、エレベー

ターやスロープ等が設置されているなどバリア

フリー化が図られていることから、高等部の設

置場所として最適であると判断し、決定したと

ころであります。また、小林高等学校は、平

成18年度から延べ200名を超える生徒が、都城き

りしま支援学校小林校を訪問し、作業学習や校

外活動等を通じて交流を深める中で、障がいへ

の理解や思いやりの心をはぐくんでいること、

さらには、小林高等学校の保護者、同窓会並び

に地域の皆様から温かい御理解をいただいたこ

とも、高等部の設置場所として決定する上で大

変重要な要素であったと考えております。以上

です。

○井上紀代子議員 ぜひ、これは積極的に取り

組んでいただきたいし、こういうことが、その

ときの子供たちに与える影響というのは大きい

と思うんですね。やがて福祉方面に進まれる子

供さんたちも随分出てくるのではないかという

ふうに思います。ですから、こういう健常と言

われる子供たちと障がいがあると言われている

子供たちとがずっと交流し、ともに生きること

によって、ある意味では教育的効果というの

が、本当にまた最大限に発揮できるのではない

かというふうに期待をしております。

それからもう一点、教育長にお尋ねしたいこ

とがあります。きょう衝撃的に、宮大医学部が

また医師を派遣しないという報道がありまし

た。これは報道だけで見ますと、非常に胸が痛

くなりますね。再三、ああ、そうなのかという

思いがするわけですが……。

実は、私ども民主党会派は青森に行きまし

て、青森県が実施しているメディカル・サポー

ト推進事業、医師を志す高校生を総合的に育て

ていく取り組みを調査させていただきました。

私がこれについて非常に共感を持っているの

は、何といいましても、医者の子供を医者にす

るというんじゃないんですよね、サラリーマン

家庭の子を医者にするという、それのサポート

をしていく。いろんな意味で、医大は１つでは

なく、いろんな医大があるんですね。奨学制度

がしっかりついているような、サラリーマン家

庭の子でも行けるようなところがあるわけです

ね。青森県は、弘前大が地域枠というのを非常

に拡大もしているということもあるんですけれ

ども、このサポート事業によって、格段に在籍

している子供たちの数というのが―受験する

子供たちもふえ、そこに合格していく子供たち

も非常にふえたという結果が出ています。全体

的な学力向上の問題とはまた別問題として、医

師を志していく子供たちをずっとサポートして

いく。そして、そこにある地域の医療機関が全

面的にバックアップする。ですから、福祉保健

部がずっとバックアップをしていくということ

なんですね。地域医療に取り組んでいる、宮崎

で言えば美郷の金丸先生であったり椎葉の吉持

先生が、その地域の中で、医者というのがいか
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にすばらしい仕事であるかということをずっと

ずっと言い続けていく。そしてまた、医者にな

ろうとする子供たちに、ともにという気持ちを

あらわしてくださる。そして、高度医療の現場

も見せてくださる。これは、ひとつ宮崎県でも

取り組む価値はあるのではないかというふうに

思いますが、教育長の見解をお尋ねしておきた

いと思います。

○教育長（渡辺義人君） 青森県が実施してお

りますメディカル・サポート推進事業ですけれ

ども、概要だけ申し上げますと、県内の３つの

拠点校を中心に取り組んでおられ、年に３回程

度、１回当たり２日間、高校生の早い段階から

医師の志を育てるために、学力向上を図るため

の学習プログラムを用意して、今の頻度で実施

をしているというふうに伺っているところであ

ります。その上で、県教育委員会における取り

組みとして申し上げさせていただきますが、今

年度で４年目を迎えます「高校生の学力向上支

援事業」におけるサマーセミナーにおいて、本

年度から初めて、医師を志す生徒を対象とした

コースを設定いたしまして、県内から集まった

生徒が互いに刺激し合う中で、授業力のすぐれ

た教員の質の高い授業のもとに、進路に対する

意識や学力の向上を図っているところでありま

す。こういう取り組みは、恐らく青森県よりは

本県のほうが実質的には先にスタートしたん

じゃないかなと思いますけれども、青森県の事

例等も踏まえまして、本県におきましても―

どちらが先かというとなかなか微妙なところが

ありますけれども―しっかり取り組んでいる

ところであります。

一方、平成17年には、福祉保健部と連携をい

たしまして、宮崎大学に働きかけ、本県の生徒

を対象とした医学科の地域枠10名の推薦制度が

創設をされ、その制度により、現在は30名が医

学部で学んでおりまして、さらに今春の入試か

ら地域推薦枠が５名拡充されたことは、御案内

のとおりかと思います。今後とも、福祉保健部

や宮崎大学、さらには地域の医療関係者とも一

層の連携を図るとともに、他県のすぐれた取り

組みも研究しながら、医師を志す生徒の進路実

現に向けて取り組んでまいりたいと考えます。

以上です。

○井上紀代子議員 医師不足は宮崎県の大きな

県政の課題の一つで、これは大変だと思うんで

すね。ただ、県ができることというのは、遠く

から自分のかゆいところをかくみたいな感じ

で、効果が出るのになかなか時間がかかってい

るというのはあると思うんですね。では、宮崎

県の子供たちを医者にしたからといってどうな

のかという問題は確かにあるかもしれないんで

すけれども、そのことはとても大事なことです

ので、ぜひ教育委員会としても取り組んでいた

だきたいし、医師不足解消の一つの大きな力に

なればというふうにも思いますので、地域医療

をつくり上げていくためにも、ぜひ頑張ってい

ただきたいと思います。

では、残りの時間で、エコクリーンプラザみ

やざきについて、知事に質問させていただきま

す。

私は今回、この質問をなぜしようとしたかと

いいますと、実はビートたけしさんと安住アナ

の番組で、橋下徹知事が１年過ぎた、東国原知

事が２年過ぎたということもあって、お呼びい

ただいたテレビ番組というのを見せていただき

ました。そのときに知事が、「大変な問題があ

るんですよ、うちに。責任の所在が明らかでは

ないけれども、エコクリーンプラザというとこ

ろがあって、こうです」みたいなことをおっ
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しゃったんですね。それを見ていて、私が宮崎

市に住んでいる関係と―それから前回、私が

質問したときにも申し上げましたが、私たちが

ごみを出さないで生活できるとしたら、それは

いいんです。それだったら、エコクリーンプラ

ザの問題なんて大した問題じゃなくて、私も、

ははと言ってテレビを見て笑っていればそれで

済んだんですけれども、このエコクリーンプラ

ザの稼働が停止になるようなことがあったらど

うするんだろうか、この危機感というのは非常

に強いんです。

もう一つは、市町村との関係ですね。県と市

町村との関係は常に円滑であってほしい。とも

に力を出し合える関係であってほしいというふ

うに、私は常に望んでいます。だからこそ、今

回、質問しようというふうに私は思いました。

それで、各紙の報道記事をずっと読ませていた

だきました。そして、環境農林水産常任委員会

の資料を全部読ませていただきました。それ

と、インターネットの「知事の部屋」、定例記

者会見の様子、これも全部見せていただきまし

た。それと、宮崎市議会の委員会の資料という

のも見せていただきました。それから、我が会

派も含めてですけれども、他の会派の市議会議

員さんとの意見交換もさせていただきました。

そういうことをベースにして私が質問している

ということを、御理解いただきたいと思いま

す。それと、県議会においては長友安弘議員

が、地元でいらしたということもあって、大変

丁寧な質問をずっとしてこられているんです。

そのことも、ぜひお忘れいただきたくない。

宮崎市がエコクリーンプラザみやざきに参画

していくまでの間には、本当にいろいろな問題

があったんです。なかなかこれに宮崎市は参画

しようとはしなかったんです。一般廃棄物とい

うのは、市町村の問題であったりするものです

から、宮崎市としては、あのころ、ここに参画

しようとはしていなかったんです。外山議員か

らも出ましたが、そのときに、県がすべてやっ

てあげるからということをはっきりと言った上

で宮崎市が参画しているという―これは間違

いなくそういう資料がありますので、そのこと

についてもお含みおきいただきたいと思いま

す。

報道によりますと、「廃棄物処理法による廃

棄物センターとしての指導監督権の宮崎市との

対立点が、法律の解釈の違いだとして、ハー

ド、ソフトの両面について環境省に問い合わせ

る」と知事が発言したとされていますが、環境

省からの回答というのはどういうものだったの

か、知事にお伺いをいたします。

○知事（東国原英夫君） 県では、廃棄物処理

法の解釈につきまして、文書で環境省に照会し

ておりましたが、２月16日に回答をいただいた

ところであります。それによりますと、「環境

大臣から都道府県知事に委任されている廃棄物

処理センターに関する事務は、センターが行う

業務を適正かつ確実に実施することを確保する

ため、必要な監督を行うことが求められる」と

されております。これは法律の条文そのものな

んですけれども。一方、廃棄物処理施設の設置

許可権者である宮崎市長は、「施設の設置に関

する構造及び維持管理が基準に適合し、施設の

設置に関する計画及び維持管理に関する計画に

適合するよう指導監督を行うものである」とさ

れております。なお、県知事に委任されている

廃棄物処理センターの監督責任については、そ

の文書には、基本的には条文をそのまま示され

ただけで、具体的な内容までは明示されており

ませんでした。
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○井上紀代子議員 私もこの文書を昨日いただ

きましたが、それをどう読むかということが、

今後きちんと、どこが責任を持って、どんなふ

うに―エコクリーンプラザの運営も含めてそ

うですが―廃棄物処理問題をやっていくかと

いうことが大変重要だと思います。

次に、市町村課長会議で工事費の立てかえ案

を出しましたけれども、県が50％で、あとの50

％を市町村とした根拠ですね。これは市町村か

ら納得を得られていないんですけれども、今後

も協議を続けられるおつもりなのか、副知事に

お尋ねをいたします。

○副知事（河野俊嗣君） 補強工事の費用負担

につきましては、関係市町村から「法的責任を

明らかにした上で判断すべき」という声が多

かったため、最終的には裁判等の結果を踏まえ

て整理することといたしまして、当面は、必要

となる工事費につきまして、県と市町村で折半

をして立てかえるという提案をさせていただい

たところであります。この提案につきまして

は、責任の問題と切り離して、緊急避難的に県

と市町村で協力して資金を調達するという意味

合いから、お互いに半分ずつ負担することとし

てはどうかという内容でございます。エコク

リーンプラザをしっかりと再生いたしまして、

地元の皆様の安全・安心を確保するという観点

からも、この補強工事は予定どおり実施すべき

ものである。この点が大変重要なものと考えて

おりますので、その点につきましては市町村も

同意見でございます。今後、この提案を踏まえ

まして、関係市町村の担当課長レベルで具体的

な協議を行いながら、議論を尽くして合意形成

を目指すこととしたいと考えております。

○井上紀代子議員 次に、環境整備公社の理事

会において、背任容疑で告訴すると。昨日、そ

の前から、この問題については再三再四出てお

りますので、知事にもう一度お聞きしたいんで

すが、背任容疑で告訴する意味というのは、ど

ういう意味合いがあるのか。そのことについて

お尋ねをしておきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 意義についてです

ね。去る２月17日に開催されました臨時理事会

におきまして、宮崎市長からは、「対象となる

職員について、理事会で聴聞の機会を設けるべ

きではないか」、また、「公社で改めて外部調

査委員会のようなものを設置して調査すべきで

はないか」といった発言がございました。これ

に対し他の理事からは、「専門的・客観的立場

で設置された外部調査委員会で、既に本人から

の申し立てや事実聴取を行っている」「公社と

しても真相究明を急ぎ、県民に対して責任を果

たすべきである」との発言があり、採決を行っ

た結果、告訴することが決定されたとの報告を

受けております。もちろん、告訴といったこと

がむやみにされるべきものではないことは十分

承知しておりますが、法的に真相究明を求めよ

うとする公社理事会の判断については、尊重さ

れるべきだと考えております。

○井上紀代子議員 このことは、決して負担割

合を決めるためのものではないというふうに理

解していいということですか。

○知事（東国原英夫君） そのヒントになるよ

うな結論が出るかもしれません。

○井上紀代子議員 それでは、昨日もありまし

たが、再度、県警本部長にお尋ねしたいと思い

ます。本当に背任罪を含めて立証できると…

…。これは昨日言われましたが、「罪あり罪人

あり」、事実認定があってこそ、告訴し、その

結果が出るというふうにおっしゃっておりまし

た。本部長はきのうは、協力的、でも慎重で
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あってほしいということを述べておられました

が、その見解について再度お尋ねしたいと思い

ます。

○警察本部長（相浦勇二君） 昨日、武井議員

に説明したとおりなんでありますが、もう一度

繰り返しますと、今回の問題が県にとって大き

な社会問題になっていることを十分踏まえて、

公人に近い方、あるいは公的な機関、また、県

から告発されればまさしく公のきわみの機関か

ら告訴・告発の御相談がなされている、このこ

との重みはしっかりと受けとめたいと。したが

いまして、告訴・告発の受理相談があれば、当

然、受理の方向に向けて、我々も公的機関であ

りますので、積極的に応じていきたいと思って

おります。

ただ、何度も申し上げますけれども、少し法

律論になりますが、告訴・告発の本質は、犯罪

事実を示して処罰意思を表明することなんで

す。処罰意思の表明といいますと、こいつをぜ

ひ取っ捕まえて裁いて有罪にして処罰してほし

いということなんですね。ちょっと脱線します

が、私も告訴・告発いろんな案件を扱っており

ますけれども、一応、処罰意思がありとしなが

ら、一方で、背景に民事紛争のようなものが

あって、よくよく聞くと、例えば、遺産相続を

めぐって身内同士でいろいろトラブルがある中

で、「いや、処罰意思があるから告訴・告発を

受理してほしい」、そんな相談もあります。ま

た一方で、本当に犯罪の被害に泣かれて、悔し

くて悔しくて、「何とかこの犯人を捕まえて何

とかしてほしい」と、泣きながら来られる方が

あります。いろんなものがございます。私ども

は、一定程度の受理の要件が整えば、どちらも

受理はします。しかし、おのずから優先順位は

後者が優先しますし、また我々も人間でありま

すから、後者であれば力が入るということであ

ります。したがいまして、この段階で具体的な

ものは何も提示されていませんので、立証の将

来性に向けて、私は何もできません。ですか

ら、何度も申し上げますが、基本的には協力的

にいきたいと思っています。ただ、告訴・告発

というものは大変重いものでございますし、犯

罪の認定をしていく手続でございますので、そ

このところについては十分見きわめさせていた

だく。これは警察として当然立つべきスタンス

であると考えております。以上です。

○井上紀代子議員 昨日の本部長の答弁といさ

さかも変わらないので、知事はこれをどう思わ

れ、また県の告発が受理されるという確信、い

わゆる根拠というのを明確に求めたいと思いま

すが、それはいかがなんでしょうか。

○知事（東国原英夫君） きのうの警察本部長

の答弁では、告発等について、まずは積極的に

協力したいとの考えを示されましたので、私と

しても、その言葉を前向きなものと受けとめた

ところであります。ただ、事務レベルの事前協

議が通例とのお話もありましたので、我々の認

識不足もあったかなと思っております。

県の告発につきましては、関係市町村長や地

元住民の方々から、「徹底的に真相究明を図

り、法的に責任の所在を明らかにすべき」との

意見が強く出されていること等を踏まえ、判断

をしたところであります。県といたしまして

は、これらの切実な県民の声と県の真意を十分

に酌み取っていただけるよう、今後、専門家や

県警とも協議しながら、告発の内容を詰めてい

きたいと考えております。

○井上紀代子議員 宮崎市長は、裁判をされる

ことについて何か言っていらっしゃるというふ

うに私は受け取っていないんですが、副知事に
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お尋ねしたいと思います。「聴聞会を開いたら

どうか」「もう一回聞いてみたらどうか」とい

うお話がありますが、それについてはいかがお

考えなんでしょうか。

○副知事（河野俊嗣君） 対象となる職員につ

いて聴聞の機会を設けるべきではないかとのお

尋ねでございます。これは、去る２月17日に開

催されました臨時理事会において提案された内

容でございますが、その場でほかの理事からは

いろいろな意見が出まして、「専門的・客観的

な立場で設置された外部調査委員会で、既に本

人からの申し立てや事実聴取を行っている」と

いうことでありますとか、「公社としても真相

究明を急ぎ、県民に対して責任を果たすべきで

ある」というような発言があったものですか

ら、公社としては告訴することが決定されたと

いう状況でございます。いずれにしても、ここ

にありますように、外部調査委員会で既にそう

いうプロセスが経られているという認識でござ

います。

○井上紀代子議員 私は余り答弁が明確でない

ような気がするんですが、次に進ませていただ

くと、「環境整備公社の組織改革について、一

部事務組合を検討」という記事があるわけです

けれども、これについての県側の考え方、本当

にこの方向で進むのかどうか、そのことについ

て確認をしておきたいと思います。知事にお願

いいたします。

○知事（東国原英夫君） あくまでも、一部事

務組合というのは、委員会の席上で委員の方か

ら発案された意見を申された内容でありまし

て、必ずしもこの方向で進むということではあ

りません。

○井上紀代子議員 環境整備公社の体制の強化

というのは、非常に不可欠なものだというふう

に思うんですね。今後の体制ということに出て

くると思うんですけれども、一部事務組合など

ということになってくると、今回、県がぞろっ

と手を引くというふうな印象を、本当に受ける

わけですよね。こういうことはあってはいけな

いというふうに私は思っています。ですから、

裁判でないと県の責任が明らかにできないとい

うことについては、いささか違和感があるんで

す。そこについては、もっと検討されるべきだ

というふうに思いますが、市町村ともっと議論

をされたほうがいいというふうに私は思いま

す。県の整備公社の体制強化については、今後

―全国の同様の廃棄物処理センターの管理と

いうのは、県の職員だったりプロパーというの

が主体になっているというふうに思いますが

―県はそのような方向で進められたほうがい

いと私は思いますけど、その見解についてお尋

ねしておきます。

○知事（東国原英夫君） 他府県の場合は、産

廃と一般廃棄物が一緒になっている場合という

のが少のうございまして、宮崎県の場合は特殊

と言えば特殊じゃないかなと考えております。

議員御指摘のプロパーで環境整備公社を運営し

ていくという提案は、一応検討に値すると思い

ますので、一提案として受けさせていただきま

す。

○井上紀代子議員 時間がなくなってきたんで

すが、このエコクリーンプラザの問題というの

は、告発合戦で何が私どもに伝わってくるかと

いうと、住民にとってみれば、そんなふうなこ

とは伝わらないんです。それよりも、地域に住

んでいらっしゃる人たちとの公害協定がしっか

りと結ばれて、県と市町村と、そこに住んでい

らっしゃる皆さんたち、それから議会が納得い

くような解決策というのがとられること、その
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話し合いが十分されること、このことを望んで

いるわけです。昨日の武井議員がおっしゃった

のと全く同じなんですけれども、それが大事な

んですよね。決して告発によって何かがもたら

されるわけではないというふうに、私は思って

います。市町村との関係をもっともっとよくし

ていくには、議論をしなければ、話し合いをし

なければ、何も解決しないのではないかという

ふうに思います。小泉さんや竹中さんのよう

に、力があればとか、上から押さえつければと

いう、もうそんな時代じゃないと思うんです。

県と市町村は横並びで一緒に、ともにやってい

くということが大変重要だというふうに思いま

す。私は、そのことを期待して代表質問を終わ

らせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 以上で午前の質問は終わりま

した。

午後は１時再開、休憩をいたします。

午前11時23分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、公明党宮崎県議団、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮崎

県議団を代表し、代表質問を行います。知事を

初めとして、関係各部長、教育長、警察本部長

に答弁を求めます。なお、通告していました観

光圏認定後の取り組みについては、割愛をさせ

ていただきます。

初めに、知事の支持率と世論調査について

伺っていきたいと思います。

先月16日の宮崎日日新聞１面トップに、同社

が10日から12日にかけて実施した県民意識調査

の結果、東国原知事の支持率が87.8％だったと

報道されていました。昨年８月の調査より1.7ポ

イント下がったが、メディアによる県のＰＲな

どが評価され、依然として高い支持率を維持し

ているともありました。そのような調査結果が

載った４日前、１月12日の同じく宮日の１面

トップは「内閣不支持拡大70％」との大きな見

出し、その横には「給付金「評価しない」70

％」とありました。10日、11日の両日に共同通

信社が行った全国電話世論調査の結果だったそ

うであります。内閣不支持率は置いておいて、

その定額給付金の評価、どうしてこんな数字に

なるの、どんな質問をしたのと、俗に言うむか

ついていた状態の私が、16日の知事の評価の記

事を読んでいて、えっと思ったのは、支持率の

高さについてではありませんでした。実を言う

と、調査の方法についてであります。

説明には、「県内の20歳以上を対象に、県内

全市町村の街頭で実施した。性別、年代が県内

の有権者の縮図となるように設定。選択記述方

式で1,000人（男482人、女518人）から回答を得

た」とありました。まともな調査だと感じた次

第でした。４面には、質問項目と項目ごとの調

査結果がきちんとまとめてありました。一

方、12日の調査の方法の説明では、以前も議会

質問で取り上げたことがありますが、コンピ

ューターで無作為に発生させた番号に電話をか

けるＲＤＤ法で実施したとありました。どんな

質問をしたのか知りたいと思いましたが、この

日は質問項目と項目ごとの結果は掲載してあり

ませんでした。

皆さんも感じておられると思いますが、最近

の世論調査と言われるたぐいのものの中には、

その結果に首をかしげざるを得ないものも多々

あります。よきにつけあしきにつけ、情報がは
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んらんし過ぎている現代においては、確たる考

えを持った人々の意見が世論として形成される

のではなく、テレビなどに、いわば洗脳された

意見の寄せ集めが世論調査の結果でございとば

かりに出てくるのではないかと。それがさらに

人々をミスリードしていくとしか思えないので

ありますが、そもそも世論調査とは何なのか、

定義づけられるものがあれば、まずはお示しを

願いたい。また、県としての世論調査とも言え

る県民意識調査を実施されていると思います

が、その内容、調査方法、対象人数、結果の公

表などはどのように行っているのか。以上２点

について、県民政策部長に伺います。

知事にも伺いたいと思います。まず１点目

に、御自身に関して宮崎日日新聞が実施した県

民意識調査の手法についてどのように評価して

いるか。２点目に、最近の電話による世論調査

の手法をどのように評価しているか。あわせ

て、その結果をどうとらえているか。以上、よ

ろしくお願いいたします。

次は、今議会に提案された平成21年度予算案

等について、何点か伺いたいと思います。

まず１点目は、安心こども基金についてであ

ります。先日、東京都で４月からの認可保育所

への入所希望者が殺到しているとの報道があり

ました。不況で家計が圧迫され、働きに出ざる

を得ない母親が急増したのが原因だそうであり

ます。東京都は、保育所に入れないいわゆる待

機児童数が全国で最も多いところであります。

都内で最も待機児童の多い世田谷区では、４月

の募集枠1,800人弱に対し、１月末の１次募集締

め切り時点で3,376人が応募しており、今後もさ

らにふえそうな状況であります。平成12年度以

降、保育所入所待機児童がゼロの本県として

は、その厳しい環境が実感としてとらえられな

いところでありますが、今般造成された安心こ

ども基金は、新待機児童ゼロ作戦に基づいて、

今年度第２次補正予算に盛り込まれた、全国規

模で1,000億円の子育て支援対策臨時特例交付金

から配分された交付金を財源としていますが、

子供を安心して育てることができるような体制

整備を行い、もって子育て支援の一助となるよ

うな実効性ある活用が図られるよう期待すると

ころであります。そこで伺いますが、要綱など

を見てみると、県としては、市町村が策定した

事業実施計画の取りまとめとともに、22年度末

までの県の事業実施計画を策定することとなり

ますが、基金事業実施に向けての今後の取り組

みはどうなるのか、福祉保健部長に伺います。

２点目は、妊婦健診公費負担に関してであり

ます。この件に関しては、昨年の２月議会にお

いて、我が会派の長友会長代表質問の関連質問

として、かなりの時間を割いてただしたところ

であります。言うまでもなく妊婦健診は、出産

の際の母体や新生児の命に危険が伴う、いわゆ

るハイリスク妊娠の早期発見、また胎児の発育

異常の診断など、大切な役割を担っている健診

であります。しかし、医療保険適用外であり、

また、１回の健診に要する費用が数千円から１

万数千円程度と費用負担も大きいため、妊婦健

診を受けないまま、出産間際に初めて病院に駆

け込む、いわゆる飛び込み出産が増加してお

り、大きな社会問題となっていたところであり

ました。国の今年度第２次補正予算に盛られた

妊婦健康診査臨時特例交付金は、そのような現

状を背景に、妊婦の健康管理の充実及び経済的

負担の軽減を図るために、必要な経費を交付す

ることによって安心して妊娠・出産ができる体

制を確保することを目的としており、申請に基

づいて都道府県に交付金を交付して、それで
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もって基金を造成して活用するということに

なっております。先ほどの安心こども基金と同

様の仕組みであり、県は、市町村からの実施計

画を審査の上、その費用に対して交付すること

になります。そこで伺いますが、市町村の実施

計画の策定状況はどうなっているのか。関連し

て、県の実施計画はどのように策定していくの

か。以上、福祉保健部長に伺います。

３点目は、緊急保証制度についてでありま

す。昨年の11月議会に続き２回目となります。

これは、昨年10月16日に成立した第１次補正予

算、安心実現のための緊急総合対策の中に、中

小企業支援策として盛り込まれた新しい保証制

度で、保証枠６兆円でスタートしていたのは御

存じのとおりだと思います。これは、今月の13

日に承諾金額が６兆円を突破したと。６兆785億

円、件数で27万4,192件となっております。この

制度は、急激な経済悪化で苦しむ中小企業の倒

産防止だけでなく、そこで働く人たちの雇用の

維持に大いに貢献したのではないかと思ってお

ります。仮に１社当たり10人の従業員がいたと

すれば、約274万人の雇用を守ったことになりま

す。対象業種は、スタート当初545業種、その

後618業種、さらに698業種まで拡大し、本日２

月27日からは760業種になります。今後は、年度

末、新年度に向けた融資の円滑化を図るため

に、１月27日に成立した今年度の第２次補正予

算で20兆円までの保証枠の拡大が決まっており

ますが、経済悪化と年度末の金融繁忙期を迎え

て、金融機関の貸し渋りも懸念されるところで

あります。事実、「金融機関の窓口で早々と断

られた」「なかなか保証してくれない」といっ

た声が、いまだに届いてまいります。その一方

で、「厳しい状況だったけど、保証協会が保証

してくれたおかげで助かった」という喜びの声

もあるのも、また事実であります。そこで伺い

ますが、11月議会で、私の「県の対応として、

金融機関や信用保証協会に対し、どのような働

きかけを行ったか」という質問に対して、知事

は、みずから金融機関を直接訪問し、協力を要

請する旨の答弁をなされました。実行の詳細に

ついて御報告を願いたいと思います。

ところで、制度がスタートして４カ月であり

ますけれども、私たちの手元に定期的に届く緊

急保証に係る実績一覧を見てみると、スタート

当初から、本県の実績が九州他県と比べて件

数、承諾金額ともに少ない状況にあります。こ

れは、単純に表に出てきている数字のみで判断

はできず、いろんな要因を含んでいるとは思い

ますけれども、「他県と比べて取り組みが弱い

のではないか」、あるいは「審査が厳し過ぎる

のではないか」といった声になって、私たちに

投げかけられます。このような状況になってい

る背景には何があると考えるか。また、現在、

利用が急増しているとも聞いていますが、年度

末に向けた対策は万全か。以上、商工観光労働

部長に伺いたいと思います。

４点目は、我が宮崎県の雇用の再生・創出に

ついてでありますが、今回造成された２つの基

金に関して伺いたいと思います。

まず１つ目の、ふるさと雇用再生特別基金を

活用しての事業についてであります。この事業

は、地域基金事業協議会を設置して事業計画を

策定するということが必要となってきますけれ

ども、この協議会の構成メンバー、設置時期、

運営などはどうなっているのか。また、事業計

画策定の進捗はどのような状況か、商工観光労

働部長に伺いたいと思います。

２つ目は、緊急雇用創出事業臨時特例基金を

活用しての事業についてであります。ここで思
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い出されるのは、数年前にも緊急地域雇用創出

特別基金を利用した雇用創出事業があったなと

いうことでありますけれども、このときの雇用

実績はどうであったか。また、今回の基金事業

に関しての計画策定状況はどうなっているか、

同じく商工観光労働部長に伺います。

21年度予算案に関しての最後の質問ですけれ

ども、新たな時代に対応する警察通信指令シス

テム整備事業に関連して伺いたいと思います。

関連してというふうに述べたのは、実は、この

整備事業そのものではなく、当該システム整備

後に導入が可能となる携帯電話発信地表示シス

テムについて伺いたいと思ったからでありま

す。これは、携帯電話やＩＰ電話からの110番通

報において位置情報を示すシステムのことだろ

うと思っておりますけれども、この導入の背景

には、携帯電話からの110番通報の増加に伴っ

て、通報者がその場所に不案内のために、受理

してから警察官が現場に到着するまでの時間が

長くなっているということがあるのではないか

と思います。位置情報通知が可能な携帯はＧＰ

Ｓ測位対応機種、いわゆる第三世代のそれに限

定されるそうですけれども、２年以上前に購入

した私の携帯でも対応していますので、今のほ

ぼすべての携帯は対応可能となるのではないか

と思います。それにつけても、思い起こせば、

携帯電話からの110番通報に関して、通報者の位

置を特定するために電柱の管理番号を通知して

もらって検索するシステムについて質問したの

は、平成15年11月議会でありました。わずか数

年ですけれども、隔世の感があります。ところ

で、警察における位置情報通知システムの運

用、警察庁生活安全局地域課の資料によれば、

九州では、昨年４月から福岡県、大分県、沖縄

県がスタート、本年４月からは佐賀県、長崎

県、熊本県、鹿児島県がスタート予定のようで

あります。そうなると、九州では本県のみが残

されてしまうことになりますが、今後の導入時

期はいつごろになるのか、警察本部長にお伺い

をいたします。

次は、ひとり親家庭支援についてでありま

す。

我が宮崎県は、ここ数年、離婚率の全国ワー

スト５の常連であります。離婚件数は、当然の

ことながら大都市が上位を占めていますけれど

も、離婚率を見てみると、2004年から2006年ま

での統計では、宮崎県は1,000人当たり2.34人、

全国４位という状態であります。離婚率が高い

ということは、母子家庭、父子家庭といったひ

とり親家庭がふえるということになります。生

計と子育てを一人で担わないといけないひとり

親家庭が、現下の厳しい経済・雇用情勢のも

と、従来にも増して厳しい生活を強いられてい

ることは容易に想像ができます。安定した生活

を確保するためにも、それぞれの家庭状況に応

じてきめ細やかに支援することが、従来にも増

して必要になってきているのではないかと考え

ております。

県では、ひとり親家庭の状況、また行政に対

する要望などを知って福祉の向上に資すること

を目的とした、ひとり親世帯生活実態調査を定

期的に実施されております。直近では、一昨年

の９月に調査をして、昨年３月に結果報告書を

まとめられております。今回は、その調査結果

報告のうち、公的制度や施設の認知度、利用状

況などについて、前回調査結果とも比較しなが

ら伺います。今回の調査結果を見ると、母子家

庭で児童扶養手当について知っている人は83.6

％、利用した人は74.0％、母子家庭医療費助成

事業について知っている人は65.7％、利用した
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人が54.2％など、従前から実施されていた制度

などについては比較的知られており、また、利

用されている傾向はありますけれども、新しい

制度などについては余り認識されていない、つ

まり利用されていないということがうかがえま

す。このことは、前回の平成16年の補足調査で

も同様の結果となっております。調査結果に見

られるこのような現状をどうとらえ、どのよう

な対応策を講じてきたのか、また、これから講

じようとされるのか、福祉保健部長に伺いたい

と思います。

次は、教育問題について伺います。

１点目は、モンスターペアレント対策につい

てであります。この問題につきましては、昨年

の11月議会において、自由民主党の中村幸一議

員も取り上げられておりましたけれども、後輩

の娘さんがモンスターペアレントに遭遇して精

神を病んでしまったというお話でありました。

子供たちの教育に熱い情熱を持って臨んでいた

であろう若い女性教師が、１人の教え子の親に

よって人生を台なしにされてしまう。こういう

ことがあっていいのだろうか。親御さんの無念

さ、悲しみはいかばかりかと思うと、本当に気

の毒でなりません。そこで教育長に伺いたいと

思いますが、そのときの答弁では、「モンス

ターペアレントとのかかわりに関して、学校だ

けで解決が困難な場合には、関係機関等とも連

携しながら的確な支援を行っていく」というこ

とでありました。その後、取り組みについて具

体的な動きなり方針が出てきたのか伺います。

２点目は、特別支援学校整備についてであり

ます。平成21年度から25年度までの５年間での

特別支援学校総合整備計画が策定をされていま

すけれども、その中で注目すべきは、地域の特

別支援教育のセンターとしての機能を充実させ

るという点であります。このことは、総合整備

計画策定委員会の示した７つの基本方針のうち

の１つ、「特別支援学校が地域の特別支援教育

センターとしての機能を十分に発揮するための

特別支援教育コーディネーターの人的整備と障

がいに対応した専門性の確保」という文言で明

確となっております。大変重要な視点でありま

すけれども、この点に関しての教育長の見解を

伺いたいと思います。

最後に、高齢者対策について伺います。

まずは交通事故防止に関してでありますが、

去る１月28日に開催された文教警察企業常任委

員会において示された資料によると、本県の平

成20年中の交通事故の発生状況、死者数は、昭

和31年以来、52年ぶりの40人台で、前年比減少

率は全国第１位だったそうであります。うち、

高齢者の死亡を見ると25人、全死者の52.1％

だったようで、これは全国の傾向と同じではな

いかと思います。しかしながら、この高齢者の

死亡、前年と比べるとマイナス20人ということ

で、本県警察の長年の取り組みの成果が顕著に

出てきたのではないかと評価するところであり

ます。今後もこの状態を維持していかれる中

で、高齢者の犠牲者を減らす取り組みを期待し

ているところであります。

ところで、本年６月から、75歳以上の高齢者

を対象に認知機能検査が導入されると聞いてお

りますが、その内容並びに県民及び対象者に対

しての周知にはどのように取り組んでいるの

か、警察本部長に伺いたいと思います。

２点目は、振り込め詐欺に関して伺いますけ

れども、この件につきましては、高齢者のみに

かかわる問題でもないので、広くその防止に向

けての取り組みについて伺っていきたいと思い

ます。「だまされたふり作戦」、これは振り込
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め詐欺対策として、警察関係者が振り込め詐欺

の電話を受けた場合、犯人の指示に従う演技を

して逮捕につなげるというもののようでありま

す。この背景には、最近の振り込め詐欺は、口

座に振り込ませる以外に、現金やキャッシュ

カードを被害者宅に直接取りに行く手口がふえ

ているということがあるようであります。しか

し、正直言って、イメージとして、こんな子供

だましみたいな手に百戦錬磨の連中がだまされ

るのかなというふうに思っておりました。しか

し、警察庁のまとめによりますと、ことし２月

から14日までの２週間に、全国の警察で11事

件、19人を逮捕したそうであります。また、警

視庁ではホームページで、詐欺グループに対

し、振り込め詐欺をやめるよう警告する動画の

配信を、１カ月限定ですが始めたようでありま

す。全国ではこのような取り組みを行っており

ます。折しも今月は、振り込め詐欺撲滅強化推

進月間であります。本県警察としては具体的に

どのように取り組んできたのか、警察本部長に

伺います。

ところで、多くの県民が心待ちにしている定

額給付金の支給作業は、早ければ３月末あたり

からスタートする市町村も出てまいります。給

付金に係る振り込め詐欺防止に向け、作業の本

格化を前に、実施主体である市町村との連携が

極めて重要になってきますけれども、取り組み

の進捗状況はどうか、同じく警察本部長に伺い

たいと思います。

関連して、県としては、定額給付金に絡む振

り込め詐欺を防止するため、どのような対策を

講ずるのか、また講じているのか、総務部長に

伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。そのほ

かについては自席から質問いたします。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

世論調査の手法についてであります。先般、

地元紙が行った県民意識調査は、調査員による

選択記述方式の調査であったと承知しておりま

す。このような調査手法は、一般的には社会的

・政治的争点についての意識調査などに適して

いると言われているようであります。また、電

話による調査は、一般的には短時間で費用をか

けずに大量の調査が必要な場合に利用されてい

る方法であると思います。調査に際し、どのよ

うな手法を選択するかについては、調査の目的

や内容に応じて、調査実施者において判断され

ているものと存じますが、その結果について

は、調査手法等を念頭に置いて受けとめるべき

ものと考えております。

続きまして、緊急保証制度に関する金融機関

への協力要請についてであります。大変厳しい

経済状況の中、中小企業の年末の資金繰りを支

援するため、昨年12月16日に信用保証協会、

翌17日に政府系金融機関及び銀行協会を、私が

直接訪問させていただき、緊急保証制度の活用

推進について協力要請を行ったところでありま

す。早速、信用保証協会では保証審査体制の大

幅な拡充がなされ、また、銀行においても年末

に休日の相談窓口が設置されるなど、積極的な

対応をしていただいたところであります。その

結果、緊急保証制度の保証実績は、11月の14

億6,000万円に対し、12月は４倍以上増の65

億2,000万円となり、また１月も61億2,000万円

となっております。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、世論調査についてであります。世論調
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査は、単純無作為抽出法などの統計的な手法で

抽出された、ある一定数の人々から意見を収集

し、集団や社会などの世論の動向を調べるもの

であり、民意を把握するための手段の一つであ

ると考えております。

次に、県民意識調査についてであります。県

民意識調査は、県内在住の20歳以上の方を対象

として、住民基本台帳から3,500人を無作為に抽

出し、調査票を郵送する方法で実施しており、

平成19年度は3,500人中2,050人、率にいたしま

して全体の58.6％の方から回答をいただいてお

ります。調査項目は、新みやざき創造戦略に掲

げた12の施策について、特に重要と思うものを

選択する設問のほか、子育てにおける不安感や

ボランティア活動への取り組みに関する設問な

ど、約40項目を設定しております。また、調査

結果につきましては、県議会への報告後、県の

ホームページで公表しているところでありま

す。以上であります。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

定額給付金に絡む振り込め詐欺の防止対策に

ついてであります。定額給付金関係の振り込め

詐欺につきましては、県内でも、昨年の11月

に、定額給付金の給付を装って口座番号を聞く

不審な電話があったことが確認をされましたの

で、早速、警察本部と連絡を取り合い、ホーム

ページや新聞の「県政けいじばん」で県民の皆

様に注意を呼びかけますとともに、市町村に対

しましても対応をお願いしたところでありま

す。その後、このような事例は確認されており

ませんが、実際に給付が開始されますと、振り

込め詐欺の動きが本格化することも予想されま

すことから、今後とも、警察本部や市町村と連

携を図りながら、各種の媒体を活用し広報を行

うなど、被害の防止に努めてまいりたいと存じ

ます。以上であります。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、安心こども基金の今後の取り組みにつ

いてであります。この基金は、安心して子供を

生み、育てられる社会づくりを進めるため、保

育所の整備や、認定こども園の推進などの新た

な保育需要への対応及び保育の質の向上のため

の研修等の事業に活用することとしておりま

す。今後の取り組みにつきましては、国から基

金についての具体的な事業の実施要綱等が近日

中に示されると聞いておりますので、これを受

け、早急に平成22年度までの市町村の計画を取

りまとめた上で、県の計画を策定し、今年度内

に国へ交付金の申請を行うことになると考えて

おります。具体的な事業の実施につきまして

は、平成22年度までの２カ年計画に基づき、着

実に推進してまいりたいと考えております。

次に、妊婦健康診査支援基金に関する市町村

の実施計画についてであります。妊婦健康診査

支援基金の事業は、望ましい健診回数14回のう

ち、既に地方財政措置されている５回分を除く

残りの９回分について市町村が公費負担を行う

場合、その２分の１を、県が造成する基金から

交付するものであります。基金の交付に当たっ

ては、市町村が、平成22年度までの実施計画を

策定することとされております。現在、各市町

村において、公費負担の拡充について検討が進

められているところであり、今年度内には実施

計画が策定される予定であります。

また、県の実施計画についてでありますが、

県としましては、すべての市町村で14回の妊婦

健診の公費負担が実施されることを前提に、今

年度中に実施計画を策定することとしておりま
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す。

最後に、ひとり親家庭支援制度の周知につい

てであります。ひとり親家庭の支援につきまし

ては、児童扶養手当や医療費助成等の経済的な

支援や、就労支援、相談事業などの施策を総合

的に推進しているところであります。昨年度実

施しました生活実態調査では、お話にもありま

したように、制度によっては十分に周知・利用

されていないものもあり、さらなる広報が必要

であると考えております。このため、県といた

しましては、新聞等のメディア活用、福祉こど

もセンターや市町村窓口等におけるチラシの配

布、県庁ホームページによる情報提供などを

行っているところであり、今後一層、ひとり親

家庭に対する制度の周知と利用の促進に努めて

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、緊急保証制度の実績についてでありま

す。緊急保証制度は、本県中小企業の資金繰り

に大変役立つ制度であることから、制度発足以

前から、金融機関への協力要請や担当者説明会

の開催、チラシの配布など制度の周知に努めて

きたところであります。その後の利用状況を見

ますと、九州の他県におきましては、制度発足

直後から積極的な利用があったのに対し、本県

の場合は、12月中旬以降から利用が急増し、現

在に至るまで高い水準で利用されております

が、他県と比較しますと利用が少ない状況にあ

ります。このため、今後とも、この制度が有効

に活用されますよう、制度の周知や関係機関へ

の協力要請に努めてまいりたいと考えておりま

す。また、利用の急増を受けまして、年度末の

資金需要に万全を期すため、１月補正で急遽、

セーフティネット貸付の融資枠を150億円まで拡

大したところであります。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業におけ

る地域基金事業協議会についてであります。地

域基金事業協議会につきましては、労働局、

県、労使団体の代表等で構成することとされて

おりますが、現在、人選を含め関係機関との協

議を行っているところでありまして、３月中に

は設置したいと考えております。協議会におき

ましては、実施事業の選定や事業計画の策定等

に関しまして定期的に意見を聴取することによ

り、事業の円滑な実施に努めてまいりたいと考

えております。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業等の事

業計画の策定状況についてであります。事業計

画につきましては、現在、県が実施する事業の

取りまとめを行うとともに、市町村が実施する

予定の事業についてヒアリングを実施いたして

おります。今後、労働局とも協議した上で計画

の策定を終え、速やかに国に提出したいと考え

ております。

最後に、前回の基金事業の雇用創出実績等に

ついてであります。平成13年度から16年度に実

施いたしました緊急地域雇用創出特別基金事業

における雇用創出実績は、5,127人となっており

ます。なお、今回の見込みにつきましては、先

ほどお答えしました計画と同様、現在取りまと

めを行っているところであります。以上でござ

います。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

まず、学校に対する理不尽な要求についてで

あります。学校だけでは解決が困難なケースと

いたしまして、法外な金銭の要求や脅迫、暴力

などが考えられますが、そのような事案の報告
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は受けていないところであります。ただし、ト

ラブルの未然防止・早期解決のためには、教師

自身が、法律に基づく考え方や、脅迫、暴力等

への対応について、知識やスキルを身につけて

おくことが大切でありますので、県教育研修セ

ンターにおきまして、管理職を対象とした危機

管理研修や、教職員を対象として弁護士を講師

に招いてのトラブルへの対応に関する研修など

を実施したところであります。来年度は、これ

らの研修をさらに充実させ、学校に対する理不

尽な要求等に的確に対応できるよう支援してま

いりたいと考えております。

次に、特別支援学校のセンター的機能の充実

についての今後の取り組みであります。特別支

援学校には、特別支援学校に在籍する障がいの

ある子供たちへの教育を行うほか、地域の小中

学校等に在籍する障がいのある子供たちを支援

する、センター的機能が求められております。

このため、特別支援教育コーディネーターが、

小中学校等の教員に対し、障がいのある子供た

ちへの指導のあり方を助言するとともに、保護

者からの相談に対応いたしております。また、

今年度からは、新たに特別支援教育チーフコー

ディネーターを特別支援学校６校に１名ずつ配

置し、医療、福祉等の専門家と連携しながら、

発達障がい等に起因する困難な事例への対応に

取り組んでおります。県教育委員会といたしま

しては、今後とも、特別支援学校のセンター的

機能の充実に努め、地域に信頼される学校づく

りに取り組んでまいりたいと考えております。

以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 お答え

いたします。

まず、携帯電話発信地表示システムについて

でありますが、現在のシステムでは、加入電話

等の固定された場所からの110番通報について

は、即座にシステムの画面上で発信地を特定で

きますけれども、場所が移動する携帯電話につ

いては、通報者の方から発信地を改めて聴取し

なければならず、迅速な警察初動措置を行うた

めには、発信地の位置が自動的に表示される仕

組みが極めて有効でございます。こうしたシス

テムにつきましては、国費で整備することと

なっておりますことから、国に対しまして、平

成22年度の整備を強く要望しているところであ

り、ぜひ認めていただいて早急な整備を図りた

いと考えております。

次に、認知機能検査についてでございます。

御案内のとおり、高齢化社会の進展に伴いまし

て、高齢運転者の割合は一層高くなっておりま

す。運転操作不適を原因とする高齢者特有の事

故が多発するなど、高齢運転者の安全対策が喫

緊の課題となっております。他方で、公共交通

機関の整備が不十分な地方にお住まいになる高

齢者にとっては、自動車が日常生活に必要不可

欠であるというのもまた事実でございます。

こうしたことを踏まえまして、国において道

路交通法の改正が行われ、本年の６月１日か

ら、75歳以上の高齢運転者を対象として認知機

能検査が実施されることとなっております。こ

の検査は、加齢に伴う身体機能低下が運転に及

ぼす影響を個別・的確に検査をしまして、それ

に引き続いて行われることになっております高

齢者講習で、個々人の能力に応じた、よりきめ

細かなアドバイスを行うなど、これまで以上に

高齢者の方の安全運転を支援していこうという

ものでございます。

認知機能検査の対象となる県内の75歳以上の

免許保有者の数でございますが、本年１月末現

在で調べましたところ、約４万6,000人でありま
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す。したがいまして、およそでありますが、月

平均で1,200人から1,300人程度の方が認知機能

検査をお受けになられるというふうに予想して

おります。検査の内容につきましては、検査時

の曜日や時刻などを答えていただく、あるいは

動物や果物のイラスト、これは10幾つかあるん

ですけれども、そのイラストを見ていただい

て、その後、記憶の度合いを答えていただく、

そのときの時刻を言いますので、その時刻の時

計の絵をかいていただく。こういうような簡易

な内容でございまして、認知機能の専門家の方

のアドバイスに基づいて、こうした検査内容で

行うというふうに伺っております。

この検査の周知につきましては、従前から、

交通安全に係る各種行事、高齢者対象の交通安

全教室の開催時、そして、高齢者講習などで広

報啓発、パンフレットの配布などを行っており

ます。今後は、対象者となる個々人の方に、必

ず事前にはがきにより案内通知を行いまして、

御自分が検査が必要となることについてあらか

じめ知っておいていただくようにする予定でご

ざいます。また、本制度につきましては、御家

族など周辺者の方の理解も不可欠でありますの

で、県、市町村の広報紙、交番で発行しますミ

ニ広報紙等を通じ、広報啓発を行うとともに、

ポスターやリーフレット等を各警察署等に配布

し、その周知を図ることといたしております。

次に、振り込め詐欺撲滅強化推進期間の取り

組み状況についてでございます。昨年中の振り

込め詐欺の認知件数は、前年を大幅に上回り210

件、被害総額につきましては、過去最高の約１

億9,000万円に上り、大変厳しい状況となりまし

た。本県警察といたしましては、こうした状況

を踏まえまして、昨年10月に引き続き、今月を

２度目の振り込め詐欺撲滅強化推進期間に指定

して、集中的な取り締まりと予防活動を強力に

推進しております。

取り組み状況についてでございますが、まず

１点は、高齢者を中心とした広報啓発活動の推

進でございます。振り込め詐欺の被害に遭いや

すい高齢者を中心に、被害情報が十分浸透する

ように、広報媒体を活用して積極的に警察のほ

うから情報を発信しますとともに、巡回連絡、

交通安全教室等の高齢者等と直接向き合う機会

を利用して、具体的で理解しやすい広報啓発活

動を推進しているところであります。

２点目は、犯行ツールの遮断による犯罪抑止

であります。これはどちらかというと犯罪捜査

の分野でございますが、御案内のとおり、振り

込め詐欺は、架空名義、他人名義の携帯電話、

預金口座を不可欠な犯行ツールとして使用して

おりますので、これらの供給を遮断する取り組

みを強化するとともに、犯行に使用された携帯

電話の番号が判明しているものに対しては、警

察から警告の電話を集中的にかけるなどして、

犯行ツールとしての携帯電話の無力化を図る対

策を推進しております。

３点目でございますが、金融機関と連携した

諸対策の推進でございます。金融機関のＡＴＭ

を利用した振り込みが、依然として犯行の中心

となっておりますので、警察官によるＡＴＭ設

置場所への立ち寄り警戒を初め、各金融機関に

おきましても、窓口職員による利用客への声か

け、ＡＴＭ機の操作画面の中で注意喚起のメッ

セージの表示を行うなど、水際での被害防止対

策を強化しております。また、年金支給日であ

りました今月13日は、ＡＴＭの集中警戒日とい

たしまして、県内のすべてのＡＴＭ設置場所を

対象に、警察官の固定配置や遊動による警戒を

強化して被害の未然防止に努めたところであり
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ます。今月の認知件数は、２月25日現在で３件

でございます。本年の累計で６件であります。

昨年２月末累計が44件でございましたので、昨

年と比較しますと、大幅に被害は減少している

という状況にございます。今後ともこうした状

態で推移いたしますように、引き続き諸対策を

強力に推進してまいりたいと考えております。

最後に、定額給付金に伴う振り込め詐欺被害

防止に向けた自治体との連携についてでありま

す。御指摘がありましたとおり、定額給付金の

支給に伴う振り込め詐欺の発生が懸念されます

ことから、給付金の支給事務を行われる県、市

町村との連携強化は必要不可欠と考えておりま

す。先般、県担当部局の主催で、実際の支給事

務を行われる各市町村の担当者がお集まりに

なって、定額給付金事業説明会を開催されまし

たけれども、この席に警察本部の担当幹部を出

席させまして、給付金の支給に伴って予想され

る振り込め詐欺の形態等についての説明、不審

電話等に関する情報を入手した際の通報など、

被害防止に向けた具体的な説明と今後の連携、

そして情報の共有化をお願いしたところであり

ます。本県警察といたしましても、今後とも、

県、市町村等の関係機関との連携を一層密にし

まして、定額給付金の支給に伴う振り込め詐欺

の未然防止に万全を期したいと考えているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○新見昌安議員 それぞれ答弁をいただきまし

た。ありがとうございます。何点か伺っていき

たいと思います。

まず、安心こども基金に関してであります

が、答弁にあったように、この基金は多様な保

育サービスを支援するためのものであって、幾

つかの事業が盛り込まれております。いずれも

市町村や法人の負担が伴うということになりま

す。予算の消化が危ぶまれるという声も聞こえ

てくるところであります。しかし、せっかくの

交付金でもありますし、積極的な活用が望まれ

るところでありますけれども、県としてはどの

ように取り組んでいくのか、福祉保健部長にお

伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 安心こども基

金の事業につきましては、例えば保育所等緊急

整備事業では、基金負担が２分の１、市町村負

担が４分の１、法人負担が４分の１となってお

りまして、市町村、法人ともに負担を伴うこと

になります。そうではありますが、県としまし

ては、市町村等に基金事業の周知を図り、基金

が有効に活用されるよう、積極的に働きかけて

まいりたいと考えております。

○新見昌安議員 妊婦健康診査の公費負担につ

いてでありますけれども、この事業の実施期間

も平成22年度までということで、23年度以降の

財政負担を見越して、14回までの実施をちゅう

ちょする市町村も出てくるんじゃないかと予想

されます。県としてはどういった対応をされる

のか、同じく福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健康診査

の公費負担につきましては、現在、市町村では

厳しい財政状況にはありますが、14回の妊婦健

診の公費負担を実施する方向で検討が行われて

いるところであります。平成23年度以降の財政

措置につきましては、国が市町村における妊婦

健康診査事業の実施状況を踏まえて検討すると

されておりますので、県としましては、継続的

な財政支援を国に要望するとともに、平成23年

度以降においても公費負担の継続について、市

町村に助言してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ところで、この妊婦健診の公
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費負担に関しては、市町村は、財源として地域

活性化・生活対策臨時交付金を充てることも可

能というふうになっておりました。この交付金

を活用しての事業実施計画の提出期限は２月12

日になっていたわけですけれども、全市町村の

実施計画は市町村課で取りまとめられていると

思います。どのような状況であったか、この件

については総務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 議員御指摘の地域

活性化・生活対策臨時交付金の実施計画につき

ましては、御指摘のように、各市町村で取りま

とめまして既に国に提出をしております。この

実施計画の中身につきましては、細かな事業内

容まで記載をしておりませんので、断言はでき

ませんけれども、それを見た限りでは、妊婦健

診費用の公費負担にこの基金をもって取り組む

という事業は見当たらないところでございま

す。

○新見昌安議員 今回の取り組みは、妊婦健診

の理想とされる14回までの完全無料化に向けて

の大きな一歩じゃないかというふうに思いま

す。今回の事業によって、一定の道筋はついた

んじゃないかというふうに思っているところで

あります。県としては、今後、市町村に対して

どういった助言あるいは指導を行っていく方針

なのか、福祉保健部長に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県としまして

は、妊婦健診に対する公費負担の拡充に向け

て、これまで、県レベルはもとより、各保健所

単位で市町村説明会を開催するとともに、県医

師会と市町村の協議の場を設定するなど、市町

村に対し、妊婦健診の重要性を訴えてきたとこ

ろであります。今後とも、公費負担による健診

内容の充実等について、さまざまな場を活用し

て、市町村に助言してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 先ほど述べました安心こども

基金、そして今の妊婦健康診査支援基金、とも

に事業期間は平成22年度末までとなっていま

す。確かに短いといえば短いというふうに思い

ます。しかし、この２年間で対策の効果が実感

できて、それらが、安心して出産また育児がで

きるようになったという大きな声となって国、

県、市町村に届き、また、継続的な制度となる

ように求める、さらに大きな声となっていくこ

とを期待しているところであります。また、そ

ういうふうになるように、しっかり我々も取り

組んでいかねばならないとも思っているところ

であります。

次に、ふるさと雇用再生特別基金事業に関し

て伺いたいと思います。この事業は、地方自治

体が直接実施することはできないというふうに

なっています。委託を受けた民間企業あるいは

ＮＰＯ法人、こういったところが事業の実施主

体となるものであります。その意味では、地域

の発展に役立つ新たなビジネスモデルを呼び込

むこともできると。起業支援の側面というもの

を持つと考えるわけであります。ここにおける

委託先の企業等はどんなふうに選定されていく

のか、商工観光労働部長に伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ふるさと

雇用再生特別基金事業は、地域における継続的

な雇用機会の創出を目的としておりますので、

その主な受け皿となる民間企業等に委託して、

事業を実施することとしております。委託事業

の実施に当たりましては、競争入札による委託

先の選定を行うことを原則としておりますが、

あわせまして、県民総力戦という観点から、民

間の企画による提案型事業も実施することとし

ておりまして、県民の皆様の自由な発想による
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御提案をいただいて、雇用創出効果の高い事業

を実施してまいりたいというふうに思っており

ます。

○新見昌安議員 それでは、もう一方の緊急雇

用創出事業臨時特例基金事業に関して伺いたい

と思います。この事業は、先ほどのふるさと雇

用再生特別基金事業とは異なって、地方自治体

が直接実施することもできるというふうになっ

ております。ここで、県が直接実施するもの、

あるいは民間企業やシルバー人材センター等に

委託するものに分けられるということになると

思うんですけれども、これを分ける基準はどの

辺にあるのか、再度お伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 事業の実

施方法につきましては、国から基準は示されて

おりませんが、速やかに、かつ円滑に実施する

ためにはどういう方法がいいかを基準にしたい

と考えておりまして、自治体が直接実施するの

がよいのか、民間企業等に委託したほうがよい

のか、その辺を総合的に判断して行うこととい

たしております。できるだけ早く雇用の機会が

確保できるように努めてまいりたいというふう

に思っております。

○新見昌安議員 同じくこの事業について伺い

ます。実施期間は３年以内となっております。

新聞報道によりますと、今月20日に県と宮崎労

働局が宮崎市に共同就職支援センターを開設さ

れたというふうに出ておりました。このセン

ターは、ハローワークが持つ職業相談・紹介機

能、そして県の雇用対策・誘致企業などの情

報、こういったものを組み合わせて、一体と

なって再就職を支援するというふうに報道され

ておりました。そして、県は、このセンターに

求職者総合支援センターを併設して、生活保護

や住宅など幅広い相談に１カ所で対応できるよ

うな場所にされるというふうにも書いてありま

した。このセンターの事務内容からして、かな

り有効に機能する、継続性のある施設になるの

ではないかというふうに期待するところです。

この求職者総合支援センターも事業の実施期間

のとおり３年で終わりになるのか、もったいな

いような気もするんですけれども。同じく商工

観光労働部長にお伺いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

御質問にもございましたけれども、求職者総合

支援センターは、現在の厳しい経済・雇用情勢

の中で、多くの離職者が出ていることから、国

や県、市町村などの各機関がそれぞれ実施して

おります生活、住宅、就労等に関する相談を、

緊急的にワンストップで実施するために行うこ

とにしておりまして、県が基金を活用して設置

するということになっております。このため、

設置期間につきましては、当面、21年度から23

年度までの３年間を予定いたしております。

○新見昌安議員 当面ということで、幾分かの

期待もするわけですけれども、考えてみると、

緊急雇用ということであれば、この３年間で景

気回復に全力で取り組んでいかなければならな

いということでもあるのではないかと考えま

す。この辺は頑張っていきたいというふうに思

います。

次に、位置情報通知システムについてお伺い

をしたいと思います。携帯電話発信地表示シス

テムあるいは位置情報通知システムについて

は、警察のみならず、消防でもその効果を発揮

するのではないかというふうに考えます。救急

車あるいは消防車が現場に到着する時間を少し

でも早めることができるというふうに考えま

す。県内の消防本部における導入状況はどんな

ふうになっているのか、総務部長にお伺いをい
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たします。

○総務部長（山下健次君） 県内におきまして

は、既に延岡市の消防本部が、昨年４月の新庁

舎の整備にあわせて導入をしているところでご

ざいます。このほかには、宮崎市の消防局が平

成21年度からの導入を検討しているというふう

に聞いております。

○新見昌安議員 各消防本部へのこのシステム

の導入は、それぞれの市町でしっかり取り組ん

でいただきたいし、私もそれぞれの町また市の

議員と連携をとっていきたいというふうに思っ

ています。その際には、ぜひともＡＥＤの設置

場所も表示できるようなシステムにしてもらい

たいというふうに私は思っております。このＡ

ＥＤの導入促進については、我が会派の河野議

員が、一般の人もＡＥＤが使えるようになった

平成16年７月直後の９月議会において、いち早

くこの導入促進を訴えたところでありました。

その後、ＡＥＤを使用することによる救命率の

向上も広く認知されたというふうに思っていま

す。今では、かなりの台数が県内に設置してあ

るのではないかと思いますけれども、県内のＡ

ＥＤの設置場所あるいは設置台数はどういう状

況か、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 自動体外式除

細動器、いわゆるＡＥＤにつきましては、お話

にありましたように、平成16年７月から、医師

などの医療従事者以外の一般の方にも使用が認

められたところであります。現在、県や市町村

の公共施設のみならず、福祉施設や保育所、ホ

テルあるいはガソリンスタンドなど、さまざま

なところで導入が進んでおります。県内の消防

機関等を通して調べたところ、本年２月現在で

は842台のＡＥＤの設置が確認されております

が、県内のＡＥＤ販売代理店で把握している数

は約2,000台とも言われておりまして、設置場所

を含め、全体の設置台数については把握ができ

ていないところであります。

○新見昌安議員 販売されたすべてのＡＥＤに

ついては把握していないということでした。個

人が購入されたものについては、個人情報の関

係もあって確かに掌握は難しいかもしれない、

しかし、少なくとも、一定の公共的な施設と言

われるものに設置されている分については、情

報として持っておってしかるべきではないかと

いうふうに考えております。延岡市消防本部、

宮崎市消防局以外では、携帯電話の発信地表示

システムそのものがまだ導入されるかどうかわ

からないという現段階においては、まずは、携

帯電話の発信地表示システムの導入時期にある

程度の目鼻がついたと思われる警察の新しいシ

ステムに、ＡＥＤの設置場所を表示して、消防

本部と速やかに連携がとれるようにシステム設

計をしていただきたいと思いますけれども、警

察本部長の見解を伺います。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

警察と消防といいますのは、救急救助の場

面、そして災害発生の場面で連携をとって、お

互いの特性が生きるような活動をするというの

は、大変大切なことであると思っています。そ

ういう観点から、御質問にありましたような考

え方というのは、当然あり得るんだろうと思い

ます。今回、議員の御質問があるということ

で、早急に全国の警察の状況について調査をさ

せました。そうしたところ、１県だけではある

んですが、沖縄県がシステム上でＡＥＤの設置

場所表示というのを行っているということが判

明いたしましたので、若干お時間をいただきま

して、沖縄県警のコンセプトなり、その導入の
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経緯なり、コストなり、活用事例なり、運用上

の問題点なりを十分に調査した上で、今後の当

県のあり方について研究をしてみたいと思って

おります。よろしくお願いいたします。

○新見昌安議員 時間が押し詰まった中、全国

の導入状況を調査していただいたということ

で、感謝いたします。今の答弁にあったよう

に、沖縄県が既に導入しているということで、

一定の明かりは見えてきたというふうに思いま

す。私を含めて、ここにいらっしゃる皆さん、

いつどこで心臓発作で倒れるかわかりません。

いつどこでＡＥＤのお世話になるかもしれない

んですね。これはぜひ前向きに検討していただ

きたいというふうに思っております。

続きまして、ひとり親家庭支援について伺っ

ていきます。前回の平成16年の補足調査結果に

まとめられた公的制度あるいは施設の一覧と、

今回のそれとを比較すると、従来の経済的な支

援に重点を置いていたという施策から、それに

プラス、自立・就労に主眼を置いた総合的な支

援策を展開しようとされている考え方が、この

表を比較してもうかがえるところであります。

記載されている制度や施設の数が圧倒的に、こ

の２つを比べると違うわけです。しかし、幾ら

すばらしい制度があっても、それが使われなけ

れば宝の持ち腐れになるのではないかというふ

うに思います。先ほどの答弁で、ホームページ

などで情報発信をしているということでしたけ

れども、さらに一歩進んだ情報の発信ツールと

して、いろんな情報を発信するメールマガジン

を配信してはどうか。これは一回登録しておけ

ば嫌でも情報が入手できるわけです。福祉保健

部長の見解を伺いたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） メールマガジ

ンを活用した広報につきましては、登録された

方々に新しい情報を継続して提供する上で有効

な手段であると考えておりますが、ひとり親家

庭支援制度の広報としての活用につきまして

は、その効果等を慎重に検討する必要があると

考えております。

○新見昌安議員 今の答弁は、現在持っている

いろんな制度の情報を発信してしまったら、あ

とは発信するものがなくなるというふうに思わ

れているのかもしれませんけれども、登録者か

らいろんな相談を受け付けたりするようなツー

ウエーのシステムにすれば、継続性もあるので

はないかというふうに思います。そうすれば登

録者からも本当に喜ばれるのではないかという

ふうに思いますけれども、これについてはぜひ

とも検討していただきたいと思います。

続いて、モンスターペアレント対策について

伺いたいと思います。モンスターペアレントに

ついては、全国的にいろいろ調べてみても、そ

れぞれ地域でいろんな対策を講じておられるよ

うです。東京都の教育委員会では、都内にある

公立の幼稚園、小学校、中学校、高校など2,418

校あるそうですけれども、すべてを対象にし

て、保護者らから寄せられる要望の実態調査を

したそうです。その結果、「理不尽な要求など

が繰り返し行われる」「学校での対応には時間

的、精神的に限界がある」、こういった双方の

条件に合致し、学校だけでは解決が困難なトラ

ブルを調べたら、約１割の234校で326件発生し

ていたということで、東京都教育委員会として

は、その結果を踏まえて、トラブルの解決に取

り組む専門部署といったものを、平成21年度に

設けることとしたというふうにありました。そ

のほか、大阪府の堺市では、小学校長のＯＢ、

警察官ＯＢの２人を「学校危機管理アドバイ

ザー」ということで採用しているようです。ま
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た、岡山県の教育委員会では、トラブルの背景

には初期対応のまずさがあるんじゃないかとい

うことで、保護者からの苦情に対応する教員向

けのマニュアル「学校に対する苦情・不当な要

求等への対応」をつくったというふうにありま

した。このように、子供にとって大事な教育環

境でもある教師を守り、支援するために、各地

でいろんな動きが出てきているというふうに感

じております。本県でも、先ほどの答弁で示さ

れた対応策を、ぜひとも実効性のあるものにし

ていただきたいというふうに思います。そし

て、きのうの質問への答弁にあった衝撃的な数

字が少しでも減ればいいなというふうに思いま

す。よろしく対応方お願いしたいと思います。

それでは、特別支援学校整備に関して伺って

いきたいと思います。「平成19年度文部科学白

書」というものがあるんですが、ここの第２部

第２章第８節は、「障害のある子どもたちの可

能性を最大限に伸ばす特別支援教育」というタ

イトルでまとめられております。この中でいろ

んな図表があるんですけれども、この図表を見

ると、連携、支援ということで、特別支援学校

が中心になって、ここからいっぱい線が伸びて

いるわけです。10の機関に線が伸びておりま

す。これを見る限り、正直言って、ちょっと欲

張り過ぎているんじゃないかという感じも受け

るわけであります。これは、ある程度整理しな

いと、絵にかいたもちになってしまうんじゃな

いかというふうにも考えます。ただ、ここでは

―学校教育法が改正されてもうすぐ２年で

す。この間に今まで、特別支援学校と一般の小

中学校との人的な交流も含めて、どのように取

り組んでこられたのか、また、これからどう取

り組んでいかれるのか、再度、教育長にお伺い

をしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 現在、すべての特別

支援学校が、それぞれの地域の幼稚園、小学校

・中学校、高等学校と、運動会や文化祭などの

学校行事においてともに活動したり、総合的な

学習の時間や教科の学習でともに学ぶなど、子

供たちの実態に応じてさまざまな工夫をしなが

ら、交流及び共同学習を行っているところであ

ります。また、特別支援学校と小中学校等の教

員が合同で、交流を円滑に進めるための会議

や、障がいの理解を深めるための研修会を実施

しているところであります。県教育委員会とい

たしましては、交流及び共同学習は、子供たち

にとって、社会性や豊かな人間性をはぐくみ、

ともに助け合い、支え合っていくことを学ぶ機

会であると認識いたしておりますので、今後と

も積極的に推進してまいりたいと考えておりま

す。以上です。

○新見昌安議員 ありがとうございました。よ

ろしくお願いしておきます。

最後に、世論調査についてであります。この

世論調査について、知事や県民政策部長に問う

ても、これはせんないことだというふうには

思っておりました。でも、質問したところであ

ります。

実は、電話での世論調査の方法、先ほど言い

ましたＲＤＤ法、これについて私が勘違いして

理解していた部分があったんです。先月、私た

ち公明党の機関紙「公明新聞」―月間購読

料1,835円ですけど―が、定額給付金に関して

読者の意見を求めるという特集を組んだんで

す。しばらくして、全国から多くの意見が寄せ

られて、それが紙面に載りました。公明新聞の

読者欄ですから、当然賛同の声ばかりであった

わけですけれども、その中に知り合いの名前を

見つけたんです。その方の意見は、御自身が過
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去３年間のうちに２回、電話による世論調査を

受けて、本当にどきどきしたという体験を述べ

ておられました。２回も電話の世論調査に当た

るというのは珍しいと思うんです。そういった

体験を述べられていたんですけれども、読み進

めていくうちに、実はえっという箇所があった

んです。

それは、こんなふうに書いておられました。

「機械的な女の人の声」云々という表現があっ

たんです。よく我々がフリーダイヤルで電話す

ると、何々については１番を、何々については

２番をというふうに案内してくれて、最終的に

自分の目的のところにたどり着くというのがあ

りますね。これは全部機械の声です。まさか世

論調査もこういった機械で問い合わせていると

いう意味なのかなと思って、私は直接その人に

電話して聞いてみました。そうしたら、やっぱ

りそうだったんですね。その方が言うには、世

論調査の内容は忘れたけれども、こちらから問

いかけることもできなかったと。当然ですね。

そういうふうに言っていました。

私は、このＲＤＤ法というのは、番号はコン

ピューターが選ぶけれども、少なくとも人間が

問いかけるものだというふうに思っていたんで

す。すべてのＲＤＤ法が機械による質問ではな

いかもしれませんけど、そういったものもある

ということなんですね。例えば、間違って違う

キーを押しても訂正の仕方もわからなかった、

そのまま進んでいくしかなかった、当然そう

いったこともあるでしょうね。そういった不確

かなものが寄せ集められて、結果、何々は何％

と大きく載ってしまうということになります。

先ほど知事は答弁で、結果については、調査手

法等を念頭に置いて受けとめるべきということ

を言われましたけど、改めて私もそんなふうに

しっかり受けとめていこうと思ったところであ

ります。

ヤフーで「世論調査」と入力して検索する

と、一番最初に出てくるのは内閣府のホーム

ページです。ここの中にＱ＆Ａがあるんです

が、その一つに―この内閣府の調査は調査員

訪問なんですけど―クエスチョンのほうに、

「調査員が来るのではなく、電話やインター

ネットで調査はできないのですか」という問い

があって、その答えとして、「調査員が面接す

るのは、調査対象者本人であることがその場で

確認できる上に、回答漏れも防げる。そして、

質問の意味をなるべく誤解のないように伝える

ために、回答の選択肢あるいは参考となる資料

をその人にカードで見せた上で質問する」とい

うことです。「電話ではこんなことはできませ

ん」というふうにありました。まさしくこのと

おりだと思います。一方的に聞かされて、質問

内容も、例えば定額給付金に限定すれば、「定

額給付金は支給を取りやめて、雇用や社会保障

などに使うべきだという意見があります。この

意見に賛成ですか、どうですか」という問いか

けとか、「定額給付金は、いわゆるばらまき政

策で、好ましくないと思いますけれども、どう

思いますか」というふうに問われたとしたら、

朝の何とかという高額所得の司会者、あるいは

ルイ14世の「朕は国家なり」みたいに、我が世

論なりと言わんばかりに、したり顔の評論家と

かそういった方が、定額給付金について批判し

ているというのを毎日見ていた人が、このＲＤ

Ｄ法の対象者に選ばれたとしたら、設問自体が

前提をつけていますので、簡単にその誘導に

乗ってしまうんじゃないかと思います。そし

て、それが一つの世論として、ひとり歩きをし

ていくわけです。いま一度、前回私が質問で述
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べたように、世論調査結果にも決して左右され

ない、物事をしっかり見きわめる目を養う、右

顧左べんしない、そういった自分自身をつくり

上げていかねばと思ったところです。一つの問

題提起として質問をさせていただきました。以

上で終わります。(拍手）

○坂口博美議長 以上で代表質問は終わりまし

た。

次の本会議は、３月２日午前10時開会、一般

質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後２時14分散会



３月２日（月）
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午前 10時０分開議
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10番 黒 木 正 一 （ 同 ）
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13番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）
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15番 太 田 清 海 （ 同 ）

16番 外 山 良 治 （ 同 ）

17番 図 師 博 規 （愛みやざき）

18番 松 田 勝 則 （ 同 ）

19番 中 野 廣 明 （自由民主党）

20番 横 田 照 夫 （ 同 ）

21番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

22番 押 川 修一郎 （ 同 ）

23番 外 山 衛 （ 同 ）

24番 宮 原 義 久 （ 同 ）

26番 田 口 雄 二 （民 主 党 宮 崎 県 議 団）

27番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

28番 新 見 昌 安 （ 同 ）

29番 満 行 潤 一 （社会民主党宮崎県議団）

30番 徳 重 忠 夫 （自由民主党）

31番 井 本 英 雄 （ 同 ）

32番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

33番 野 辺 修 光 （ 同 ）

34番 濵 砂 守 （ 同 ）

35番 萩 原 耕 三 （ 同 ）

36番 黒 木 覚 市 （ 同 ）
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43番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

45番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

46番 水 間 篤 典 （ 同 ）

47番 中 村 幸 一 （ 同 ）

48番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

49番 米 良 政 美 （自由民主党）

51番 外 山 三 博 （ 同 ）

52番 福 田 作 弥 （ 同 ）

53番 星 原 透 （ 同 ）
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◎ 教育委員長発言

○星原 透副議長 ただいまの出席議員42名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は一般質問でありますが、教育委

員長より発言を求められておりますので、ここ

で発言を許可します。教育委員長。

○教育委員長（大重都志春君）〔登壇〕 県民

の皆様、県議会議員の皆様に対しまして、御報

告とおわびを申し上げます。

既に新聞等で報じられておりますとおり、昨

日３月１日、県教育委員会西臼杵教育事務所の

教育推進課長が、自動車運転過失傷害と道路交

通法違反、いわゆるひき逃げの疑いで捜査当局

に逮捕されるという不祥事が発生いたしまし

た。

県教育委員会では、交通法令の遵守及び交通

事故等を起こした場合の適切な対応と職員の服

務規律の徹底につきまして、常日ごろより全力

で取り組んでいるところでございますが、この

ような事態に至りましたことは、まことに遺憾

なことであります。本件につきましては、事件

の詳しい状況を把握した上で厳正に対処してま

いりたいと考えておりますが、県教育委員会で

は、直ちに本庁において緊急課長会議を開いて

職員の服務規律の徹底を図ったところであり、

各出先、教育機関に対しましても、速やかに同

趣旨の徹底を図っていきたいと考えておりま

す。今後、再びこのような不祥事が起こること

のないよう、厳正な服務規律の確保に努め、県

民の信頼回復を図ってまいる所存でございま

す。このたびのことで皆様方に御迷惑と御心配

をおかけしましたことを、改めて心からおわび

申し上げます。〔降壇〕

○星原 透副議長 教育委員長の発言は終わり

ました。

◎ 一般質問

○星原 透副議長 それでは、ただいまから一

般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。〔巻末

参照〕

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。横田照夫でございます。

山桜の花が咲き始めたですね。これまで雑木

の中に隠れていて、その存在すらわからなかっ

たものが、おれはここにいるんだぞと、その存

在を誇示するかのように咲き誇る、そんな山桜

が大好きです。きょうは、そんな桜のようなピ

ンクのネクタイをしてきました。似合うでしょ

うか。

抽せんの結果、今回、一般質問の先頭バッタ

ーになりました。野球の先頭バッターは、大き

いものをねらわずに、ボールをよく見きわめ

て、シングルヒットでもフォアボールでもエラ

ーでもいいから、何とか塁に出るような、そん

なしぶとい選手が選ばれることが多いんですけ

ど、私はどちらかというと淡泊なほうで、先頭

バッターとしては物足りないかもしれません

が、精いっぱい努めてまいりますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。

私は神話が大好きで、今回もある議員から、

「横田さん、また神話の話をしてよ」という要

望がありました。そういうわけではありません

し、私は別に神話族議員というわけでもありま

せんが、また神話に関する質問から入らせてい

平成21年３月２日(月)
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ただきます。

最近、神社の参拝者が多くなっています。新

聞や雑誌等でも神話がよく取り上げられるよう

になりました。宮崎市民の森の中にある江田神

社では、東京などのギャルが大勢、参拝に来

て、神木であるクスノキに抱きついたり、なで

回したりしているそうです。宮司さんもびっく

りするやらうれしいやらで、本当に喜んでおら

れます。私も過去の一般質問で２回ほど、「掛

けまくも畏き 伊邪那岐大神 筑紫の日向の橘

の小戸の阿波岐原に」という、いわゆる祓詞

（はらえことば）等を紹介しながら、神話に基

づく神社や神楽などでの観光振興を訴えてきま

したので、大変うれしく思っております。江原

啓之さんの紹介によるところが大きいのかもし

れませんが、神話で観光振興できることが証明

されたと思います。知事は就任当初から、「宮

崎を日本発祥の地で売り込む」と言われていま

したが、これまでの手ごたえと今後の展望につ

いてお伺いしまして、後は自席からの質問とさ

せていただきます。よろしくお願いいたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

天孫降臨などの日向神話につきましては、本

県ならではの貴重な観光資源ですので、私自

身、先頭に立って、さまざまな機会をとらえて

情報発信するとともに、神話・伝説をテーマと

した観光キャンペーンなどにも取り組んできた

ところであります。この結果、平成19年の観光

動向調査では、高千穂や神話・伝説にまつわる

神社などへの観光客が大きく増加するととも

に、昨年、大手旅行会社が実施した、スピリ

チュアルな場所への旅行アンケート調査でも、

行ったことがある場所、連想する場所などで、

伊勢神宮、出雲を抑え、宮崎が３位に入るな

ど、神話・伝説の地宮崎は着実に浸透してきて

いるものと考えております。今年度の観光キャ

ンペーンでも、私自身、古代衣装を着てポスタ

ー等のモデルになっておりますが、神話・伝説

の地宮崎の定番・定着化を図るため、引き続

き、観光ＰＲ等に取り組み、県外観光客の増加

に努めてまいりたいと考えております。以上で

す。〔降壇〕

○横田照夫議員 神社に行くと、立て看板など

に、その神社にまつわる部分の神話の紹介がし

てあります。神話の流れを理解していると、神

社に行くのがさらにおもしろくなるんです。県

内でもカルチャー教室とか学校などで神話を知

る機会をつくってもらうと、県民の郷土に対す

る愛着がもっともっとふえると思います。そう

なることが、コミュニティーや県に対して何か

かかわっていこうという、いわゆる知事の言わ

れる県民総力戦につながっていくと考えますの

で、御一考いただければと思います。ばかの一

つ覚えと言われてはいけませんので、神話の話

はこれで最後とさせていただきます。

次に、平成21年度当初予算の依存財源につい

てお伺いします。

来年度予算の依存財源を見ますと、地方交付

税は対前年度比マイナス9.2％ですが、臨時財政

対策債は102％と、倍増しています。今の経済状

況の中でやむを得ない措置とは思いますが、非

常に心配であります。来年度末の県債残高

は9,229億円で、過去最高になる見込みというこ

とですが、一方で、臨時財政対策債を除く県債

残高は6,996億円と、徐々に減少するようです。

しかし、これは臨時財政対策債分の借金がふえ

ているということだと思うんです。臨時財政対

策債は、交付税措置のある起債であって、自治

平成21年３月２日(月)
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体が事業を行ったとき、とりあえず自治体で起

債をしておいて、その返済時に普通交付税を国

が増額して面倒見るという性格のものだと考え

ますが、臨時財政対策債の分は間違いなく交付

税措置してもらえるんでしょうか。総務部長、

お願いします。

○総務部長（山下健次君） 御質問のように、

臨時財政対策債は、地方財政計画上見込まれま

す財源不足額の一部を補てんするために、特例

的な地方債として発行するものでございまし

て、言うならば、地方交付税の代替財源となっ

ております。この臨時財政対策債の元利償還金

相当額につきましては、地方団体の財政運営に

支障が生じることのないよう、その全額を後年

度、地方交付税の基準財政需要額に算入するこ

とが地方財政法に明記されているところでござ

います。

○横田照夫議員 知事、国にその担保能力があ

ると思われますか。

○知事（東国原英夫君） ただいま総務部長が

答弁しましたとおり、法律に明記されている以

上、国において責任を持って確実に実行してい

ただくべきものと考えております。

○横田照夫議員 会社から、「残業代を出すか

ら残業してくれ」と言われて残業をして、お金

をもらうときに、「残業代は全額支払ったけ

ど、本俸のほうをちょっと見直しさせてもらっ

た」と言われて総額がふえていなかったら、残

業代をもらったことにはなりませんね。毎年

度、基準財政需要額が見直される中で、臨時財

政対策債の償還費以外の部分が圧縮されては、

本当の意味での交付税措置がなされているとは

言えないと思いますが、総務部長、いかがで

しょうか。

○総務部長（山下健次君） 地方交付税の算定

の基礎となる基準財政需要額につきましては、

地方財政計画の歳出見積もりに基づき、地方財

政法第11条の２の規定により算入が義務づけら

れております義務教育あるいは生活保護に係る

経費のほか、地方公共団体が標準的な事務を処

理するために要する経費が算入されているとこ

ろであります。なお、地方財政計画の歳出につ

きましては、国の「基本方針2006」に沿って、

国と歩調を合わせて、給与関係の経費あるいは

投資的経費など、抑制が図られている部分がご

ざいますけれども、一方で、平成21年度に創設

されました地域雇用創出推進費など、地方交付

税総額の増につながる措置も講じられていると

ころであります。県といたしましては、引き続

き、不断の行財政改革に努めながら、地方財政

法の趣旨に基づきます基準財政需要額の適切な

算定とあわせまして、地方交付税総額の確保を

訴えてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 削られている部分もあるけれ

ども、増額になっている部分もあるということ

でしょうか。財政は、よくわからないですね。

でも、平成３年にバブルがはじけて、景気対策

として多くの公共事業が実施されました。その

ときに発行した交付税措置のある起債の返済

が、今行われていると思います。でも、実際に

は普通交付税総額はふえていない。県債残高を

減らすことができない上に、さらに臨時財政対

策債分が上乗せされるから、ますます県債残高

はふえていく。将来が心配でなりません。

先日、「東国原知事が、債務不履行、つまり

借金棒引きの要望を口にした」と、ある新聞に

書いてありました。また、その新聞に、「山口

県では、地方が必要なお金を地方に借金させる

のではなく、現金の地方交付税で配分してほし

いと訴えている」とも書いてありました。橋下
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大阪府知事が直轄事業負担制度の廃止を求めて

国土交通大臣にまくし立てたように、知事も国

に対してほえてくださいよ。そして、国の地方

交付税などの地方財政に対する考え方をひっく

り返してくださいよ。知事、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 本県におきまして

は、自主財源比率が４割にも満たず、財政基盤

は依然として脆弱ですので、地方交付税制度の

役割は極めて重要だと考えております。このた

め、機会あるごとに、地方交付税の総額の確保

だけでなく算定方法についても、国に意見を提

出してまいりましたが、この結果、例えば高速

自動車国道の新直轄分に係る負担金の算入率な

ど、本県の財政需要の実態に即した制度の見直

しが図られたところであります。今後とも、地

方交付税の算定方法など、制度自体に改善すべ

き点がありましたら、国に対して強く要望ある

いは提言をしてまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 知事、一人でこそこそっと

行ったらだめなんです。なめられますからね。

橋下知事が負担金のことをまくし立ててから、

国交省も見直しに動き始めました。東国原知事

にも橋下知事に負けないぐらいの力があると思

います。全国のマスコミが、「東国原宮崎県知

事、国にほえる」と一斉に報道してくれるよう

に、大勢のマスコミの前でほえていただきたい

と思うんですけど、いかがですか。

○知事（東国原英夫君） 橋下府知事と私のや

り方はちょっと違ったところがありまして、私

は、中から変えるということも自分の中に計算

しているわけです。ですから、ほえただけで変

わるのかというのも、いろいろ戦略的に考えな

がら対応してまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 いろいろ作戦はあると思いま

すが、とにかく知事に国を変える力はあるとい

うふうに思いますので、地方代表ということで

一生懸命頑張っていただきたいと思います。

次に、通告では、人口減少の中でのインフラ

整備についてと書きましたが、人口減少の中で

の生活排水処理についてという意味で質問をさ

せていただきます。

私の住む佐土原町では、今、公共下水道の工

事が急ピッチで進められています。これは合併

による新市建設計画によるものです。先日、

「人口減少社会における生活排水処理のあり

方」という講演を聞いて、近未来に私たちが抱

える問題の大きさに驚きました。生活排水処理

には、公共下水道などの集合処理施設と合併処

理浄化槽、単独処理浄化槽などがありますが、

集合処理施設は、初期投資が大きく、また20年

以上もの長期にわたって借金を返済するシステ

ムでつくられ、人口が増加し経済が拡大しなけ

れば維持や更新ができないシステムになってい

るそうです。宮崎県の汚水衛生処理率は、平

成18年度で62.1％となっており、ある程度人口

が集中しているエリアでは、既に整備が完了し

ていると考えてもいいそうです。人口減少傾向

に入っている中山間地は、2030年推計人口に対

する汚水処理施設の整備状況は、美郷町が176

％、椎葉村が135％、諸塚村が134％となってお

り、今後、汚水処理施設の維持や施設更新のた

めの住民負担が物すごく大きくなってくるとの

ことでした。

ちなみに、財政再建団体に陥った北海道の夕

張市では、地方税収入に対する下水道会計繰入

額の割合は193％だそうです。つまり、税収入

が100しかないのに、下水道会計に193もつぎ込

まなければならないということです。このまま

では、汚水処理施設からだけでも財政破綻に近

づきつつあります。
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人口減少による下水道利用料金の未回収分

は、一体だれが負担することになるんでしょう

か。自治体が負担すれば、財政はさらに悪化し

行政サービスが低下するし、住民が負担をすれ

ば、利用料金は著しく高騰します。いずれの場

合も、住民の減少にさらに拍車がかかって、ま

すます財政が悪化するという負のスパイラルに

陥り、最終的に財政破綻を来すおそれがあると

いうことです。人口が減少していく中で、汚水

処理施設の整備をどのように進めていく考えか

を、環境森林部長、お聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 汚水処理施設

の整備につきましては、主に住居が密集してい

る地域には公共下水道が、中山間地域など住居

が散在している地域においては合併処理浄化槽

が経済的であります。県では、平成14年３月に

策定した第２次宮崎県生活排水対策総合基本計

画を平成19年３月に改定したところであります

が、改訂計画では、目標年度の平成26年度の人

口減少を勘案した上で、処理施設の経済性を改

めて比較し、公共下水道や農業集落排水施設に

よる整備地域の一部を合併処理浄化槽に転換す

るなど、より効率的かつ経済的な整備に見直し

たところであります。今後とも、関係部局との

連携のもと、市町村と一体となって生活排水対

策に取り組んでまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 もう既に人口減少を勘案して

見直しがなされたということで、幾分、安心は

しました。でも、人口減少がこれほど恐ろしい

結果をもたらすことに、改めてびっくりしまし

た。累積債務と同じように、将来に大きな負担

を背負わせることになります。今後も、公共下

水道を計画している市町村もあると思います

が、人口減少した場合の負担増加を十分考え合

わせた上で計画をしていただきたいと思いま

す。

次に、改革の考え方について質問します。

ある改革を進めようとするときに、まずその

方向性を定め、それに従って改革を進めていき

ます。しかし、改革を進める中で、負の側面が

見受けられるようになることもよくあります。

それを解消するために見直しをしようとする

と、マスコミなどが改革の後退だと批判しま

す。でも、改革は前に進むしかないんでしょう

か。

これまで、規制改革などを進めるに当たっ

て、それによる弊害の拡大に対して見直しをし

てきた、また、しようとしている事例はたくさ

んあると思います。国土交通省は、原則、自由

化したタクシーの新規参入や増車の再規制に乗

り出しました。労働者派遣の自由化により、ワ

ーキングプアや派遣切りなどの弊害が出ている

ということで、見直しをしようとしています。

また、新医師臨床研修制度が医師の偏在と医師

不足を招いているとして、これも見直しの動き

が出てきました。改革を進めるに当たり、弊害

が出てくれば、一たんもとに戻って、もう一回

見直すのは当然で、決して改革の後退ではない

と考えます。

これまで宮崎県では、入札制度改革が進めら

れてきました。進めるに当たって、入札金額が

最低制限価格に張りついたり、仕事がとれても

赤字になって会社運営ができないなど、マイナ

ス面もいっぱい見えてきました。入札制度改革

の目的は、談合などの不透明な入札をなくすこ

とであって、決して落札率を下げることではな

かったはずです。宮崎市は、低額工事ではまだ

指名競争入札を行っているようですが、これま

での流れの中で、話し合いによる入札はできな

くなっていると聞いております。長崎県では、
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最低制限価格を90％に引き上げたそうですし、

これまで一般競争入札で行っていた設計金

額3,500万円以上１億円未満の工事に指名競争入

札を適用したそうです。この措置は、緊急経済

・雇用対策の一環で、暫定的なものということ

ですけど、一たん戻って見直すという意味で

は、すばらしい判断だと考えます。また、緊急

経済・雇用対策の一環としての措置ということ

は、裏返せば、これまでの入札制度が経済や雇

用に対して弊害になっていたということではな

いでしょうか。入札制度改革は、入札そのもの

のあり方だけでなく、経済や雇用に対する影響

にまで思いをめぐらせて考えていくべきではな

いでしょうか。業者が自社分の収益まで積算し

た適正価格で応札できるように、宮崎県でも低

価格工事だけでも指名競争入札に戻してみては

どうかと考えますが、いかがでしょうか。県土

整備部長、お願いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設投資の大

幅な減少や競争性の高まりに加えまして、景気

の急速な悪化により、建設産業が極めて厳しい

経営環境に直面していることは、十分認識をし

ているところでございます。このため、県とい

たしましては、入札・契約制度について随時見

直しを行ってきておりまして、特に本年度は、

予定価格の事後公表の試行や、本県独自の地域

企業育成型の総合評価落札方式を創設したとこ

ろであります。また、さきの臨時県議会で公共

事業費約40億円の増額補正を行い、その執行に

当たりましても、早期発注や地域企業の受注機

会の確保などに努めているところであります。

御質問の指名競争入札につきましては、本県

では、談合事件により失われた県民の県政に対

する信頼回復を図るために一般競争入札に移行

してきたことから、今後とも、一般競争入札の

枠組みの中で制度の検証と見直しを行いますと

ともに、厳しい経営環境に置かれている建設産

業の実情に応じた支援にも努めてまいりたいと

いうふうに考えております。

○横田照夫議員 すぐすぐに、「はい、わかり

ました。やります」ということにはならないと

思いますけど、改革の後退という言い方を恐れ

ることなく、県民のためになる見直しは堂々と

自信を持ってやっていただきたいというふうに

思います。

次に、消防団活動についてお尋ねします。

総務部長にお聞きしますけど、現在の消防団

員の充足率はどのようになっていますか。ま

た、年齢構成と職業構成はどうなっているんで

しょうか。

○総務部長（山下健次君） 平成20年４月１日

現在で、本県の消防団員は、定数１万6,090人に

対して１万5,221人となっておりまして、充足率

は94.6％となっております。また、平均年齢で

ございますが、同じく20年４月１日現在で35.8

歳、これは全国が38.3歳ですから、全国より

は2.5歳ほど若いという状況でございます。しか

し、これを10年前と比較しますと、2.1歳上昇し

ているという状況でございます。また、職業構

成でございますけれども、消防団員の約７割が

被雇用者という状況でございます。

○横田照夫議員 以前は農家とか自営業者が多

くて、消防団活動もうまくいっていましたが、

今は勤め人が多くて、活動になかなか参加でき

ていないようです。火事のときも、消防車に

乗っているのはほんのわずかな人数という場合

も多いようです。私も、消防団に入っていたと

きに何回も操法大会での要員になりましたの

で、体が要領を覚えています。地元には、そう

いう操法技術を持っている消防団ＯＢはたくさ
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んおりますので、もし許されるならば、消防車

を運転したり、筒先を持って火のそばで消火活

動をしたりするんですけど、システム上なかな

か手が出せません。ＯＢを中心として、現役消

防団員を補完する補助隊員制度をつくれば、参

加する人はたくさんおられると考えますが、総

務部長、そういう制度はつくれないでしょう

か。

○総務部長（山下健次君） 御指摘がございま

したように、消防団員が、先ほど申し上げたよ

うなことで減少、高齢化する中で、消防・防災

に関する豊富な知識・技術、経験を有する消防

団ＯＢの力をおかりするということは、有効な

手段の一つであるというふうに考えておりま

す。

現在、消防団活動を補完する制度として、機

能別の団員あるいは分団の制度が既に設けられ

ております。これは比較的新しい制度でござい

ますけれども、国においても推奨されていると

ころでございます。本県では、現在、高鍋町、

美郷町、日之影町の３町におきまして、消防団

ＯＢ等による大規模災害時等に支援を行う団員

が配置されているところでございます。県とい

たしましては、今後とも、消防団ＯＢの活用も

含め、機能別の団員・分団の制度の導入につき

まして、市町村に働きかけてまいりたいと考え

ております。

○横田照夫議員 もし補助隊員ができても、先

輩ぶって、現役団員にちょっかいを出したり偉

ぶったりしては、消防団組織そのものが壊れて

しまいますので、そこらあたりは十分配慮が必

要だとは思います。でも、自分たちの町は自分

たちで守るんだという意識づけは非常に大切な

ことだと考えますので、御検討をよろしくお願

いいたします。

次は、木崎浜についてです。

木崎浜はサーフィンのメッカであり、全国の

サーファーで木崎浜を知らない者はいないそう

です。毎年、国際大会を初め、多くのイベント

が行われ、全国から多くの人が集まってきま

す。でも、アクセス道路は２本の河川の堤防し

かなく、狭くてわかりづらく、国際大会等を開

く会場としては非常にお粗末な状況です。先日

の特別補正で1,281万円の予算で道路舗装をして

いただくことになり、ありがたいこととは思い

ますが、お粗末の解消にはならないと思いま

す。

木崎浜のすぐ横は松林、いわゆる防潮林で、

さらにその横は総合運動公園です。総合運動公

園に２本の大きな進入路があります。そのうち

の１本でもいいから、防潮林を抜けて木崎浜ま

でつなげないものなのでしょうか。サーフィン

は、マリンスポーツとして県もアピール中で

す。木崎浜を総合運動公園の一角として組み込

めば、マリンスポーツも含めた本当の意味での

総合スポーツ公園になると思うのですが、一元

管理はできないでしょうか。もしこれができれ

ば、さらに大きな大会の誘致や数多くのイベン

トもできるようになると思います。青島周辺は

宮崎県観光の中心です。その一部である木崎浜

の環境整備は、観光浮揚につながり、大きな経

済効果をもたらすのではないかと考えます。ま

ず、この提案に対して、防潮林を所管している

環境森林部長の考えをお聞かせください。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 木崎浜の松林

は、県及び地元自治会の所有となっておりまし

て、潮害防備や保健休養のための保安林に指定

されております。また、松林内にはクロスカン

トリーコースも整備され、森林との触れ合いの

場として広く県民に利用されております。した
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がいまして、保安林の機能が損なわれないこと

や、クロスカントリーコース利用者の安全を確

保することなどが必要であると考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、木崎浜や総合運動公園

を所管している県土整備部長の考えはいかがで

しょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 総合運動公園

は、海岸地域の美しい黒松の自然林を生かし

た、緑の中のスポーツ公園として多くの方々に

親しまれております。お尋ねの木崎浜へのアク

セス道路についてでありますが、進入路の延伸

につきましては、総合運動公園を大きく分断す

る形となります。また、園内利用者の利便性や

安全確保の面、あるいは公園施設の保全にも大

きな役割を果たしておる松林でもありますこと

から、適当ではないというふうに考えておりま

す。しかしながら、御指摘のとおり、現在の木

崎浜へのアクセス道路につきましては、海岸利

用者の利便性の向上あるいは防災上の観点から

も、何らかの改善が必要と考えておりますの

で、どのような形で対応ができるのか、関係部

局とも連携して検討してまいりたいというふう

に考えております。

次に、木崎浜を公園区域に組み込むことにつ

きましては、公園利用上のさまざまな規制が海

岸利用者にも及ぶことになると考えられますの

で、現在のまま、自由な形での利用が望ましい

のではないかというふうに考えております。

○横田照夫議員 それでは、マリンスポーツを

含む観光行政を所管している商工観光労働部長

の考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 木崎浜海

岸につきましては、御質問にもございましたよ

うに、年間を通じて全国からサーフィン愛好者

が訪れる本県の代表的なサーフポイントとなっ

ております。その環境整備がさらに進みます

と、利用者の利便性の向上が図られ、大規模大

会やサーフィン愛好者の増加につながるととも

に、サーフィンの適地としての発信力の向上に

もつながり、本県観光の振興に寄与するものと

いうふうに思っております。このようなことか

ら、今年度、県や宮崎市におきまして、トイレ

とか路面の整備に取り組んでいるところでござ

います。マリンスポーツを柱としました観光振

興を進めるためには、木崎浜海岸の環境整備は

重要でございますので、宮崎市や関係部局と十

分な連携を図りながら、整備のあり方について

検討を進めてまいりたいというふうに思ってお

ります。

○横田照夫議員 商工観光労働部としては、木

崎浜の環境整備が進めば、本県観光の振興に大

きく寄与すると考えておられるようです。ま

た、県土整備部としては、「海岸利用者の利便

性向上や防災上の観点からも何らかの改善が必

要で、対応を検討していく」と言ってください

ました。本当にありがたいというふうに思いま

す。

私は、この質問をするに当たり、何回も木崎

浜に行きました。サーファーに話も聞きまし

た。何かいい方法はないかなと思いまして、周

辺をうろちょろもしました。その中で、運動公

園の進入路を見て、「こんないい道路がある

じゃないか。この道を松林を抜けて浜までつな

げば、すばらしいアクセス道路になるじゃない

か」と考えて、こういう質問になりました。で

も、アクセス道路が広くなってわかりやすくな

れば、別に運動公園の進入路でなくて堤防でも

いいんです。ぜひぜひ前向きの御検討をお願い

いたします。
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さて、知事、アクセス道路など環境整備が進

んだら、今度は知事の出番です。国際大会とか

いろんなイベントが来てくれるように宣伝して

いただきたいと思います。木崎浜の環境整備の

こととあわせて、何かコメントをいただけない

でしょうか。

○知事（東国原英夫君） サーフィンとかマリ

ンスポーツに関しては、木崎浜では去年も大き

な大会が２～３回開かれております。もちろ

ん、我々の誘致活動も功を奏した結果じゃない

かと思っております。御案内の木崎浜への進入

路というのは、堤防のわきの道路。私も認識し

ております。非常に整備がおくれているなとい

う感じがしております。これは前向きに検討し

ていきたいと思います。そして、議員御指摘の

マリンスポーツの誘致でございますが、それも

また鋭意取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いいたします。

次は、コントラクターの育成についてです。

苦境に立っている建設業者に、新分野進出と

して農業参入を勧めていますけど、農業は長年

の経験と勘も必要で、すぐすぐうまくいくもの

ではないと考えます。畜産では、飼養規模拡大

や高齢化の進展による飼料生産労働力不足に対

応するために、飼料生産組織やコントラクター

による労働負担の軽減及び飼料生産作業の効率

化、低コスト化を促進しようとしています。い

わば、飼料生産の外部化で、コントラクターと

は飼料生産の専門組織のことです。コントラク

ターの効果として考えられるものは、良質粗飼

料の生産、自給飼料のコスト削減、農地利用集

積、そして何よりも、ゆとりができることによ

る畜産経営全体の改善です。コントラクターは

草づくりの専門の仕事なので、比較的簡単で、

大型機械を使うという点でも建設業者が入りや

すい業種だと考えます。そこで、建設業者等の

コントラクターとしての農業参入の可能性と県

の支援策について、農政水産部長にお伺いしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手の減少

・高齢化が進行する中で、畜産の粗飼料や米の

農作業等を請け負うコントラクターは、農業経

営の規模拡大を支援する組織として、大変重要

な役割を担っておりまして、年々増加している

ところでございます。特に、飼料生産につきま

しては、夏場に大型機械を使用する収穫作業が

主体であることから、建設業者等が取り組みや

すい分野であると考えております。このため県

では、本年度より「みやざきフロンティア農地

再生事業」により、他産業から参入する企業の

農業機械・施設の整備を支援するとともに、今

議会に、コントラクターの育成を支援する「み

やざき発・業務用農産物生産拡大事業」を新規

事業としてお願いしているところであります。

今後とも、農業・農村の多様な担い手の育成を

図るために、他産業からの農業の参入を積極的

に支援してまいる所存でございます。

○横田照夫議員 農政サイドとしては、建設業

者等の参入はウエルカムということだそうで

す。建設業をやりながら、副業的な取り組みで

もいいと思うんです。また、何社かが共同体を

つくってやるのもいいと思います。最初は草づ

くりから始めて、ほかの農家に認知されてか

ら、草づくり以外の作目への拡大も十分考えら

れます。県土整備部長、建設業者のコントラク

ターへの誘導をしてみませんか。いかがでしょ

うか。

○県土整備部長（山田康夫君） 建設産業は、
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大変厳しい経営環境に直面しておりますことか

ら、経営基盤の強化が求められており、新分野

への進出は一つの方策となっております。この

ため県では、建設業に軸足を置きながら、新分

野進出に積極的に取り組む建設業者を重点的に

支援しておりまして、新分野進出セミナーの開

催や、新分野での事業定着促進のための助成制

度などを実施しております。建設業者が有する

人材や機材、ノウハウは、建設業以外のさまざ

まな分野においても有効に活用できると考えて

おりますので、農政水産部長からありましたよ

うに、コントラクターは建設業者が取り組みや

すい分野でありますことから、セミナー等でそ

の周知を図ってまいりたいと考えております。

現在、建設業においては、新分野への進出に加

えまして、他業種と連携して事業を実施するこ

とにより、雇用の維持や地域経済の活性化を図

る取り組みが全国的にも広がっております。国

においては、これらの取り組みを支援する新た

な助成制度も創設されております。当部としま

しても、関係部局等と連携して、これまで以上

に新分野進出に対するきめ細やかな支援に努め

てまいりたいと存じます。

○横田照夫議員 今、よくマッチングという言

葉が使われますが、農業が求めているものと建

設業者の技術がマッチングすれば、必ずいい方

向に行くと考えますので、積極的な対応をよろ

しくお願いいたします。

次に移ります。県が行った工事が原因で被害

をこうむったという事案をよく見かけます。例

えば、エコクリーンプラザみやざきの隣で和牛

を飼っている畜産農家があります。その農家

は、エコクリーンみやざきと牛舎の間の沢から

牛の飲み水をくみ上げているんですが、エコク

リーンプラザみやざきがつくられてから、沢水

がかれてしまいました。農家はエコクリーンプ

ラザみやざきが原因だと言われますが、因果関

係がわかりません。

また、清武町で県が行った道路工事現場近く

でハウス園芸をしている農家があります。盛り

土から流れ出した成分が原因で作物が枯れてし

まったと言っておられます。県としましては、

地下水や土壌の成分調査などをしましたが、原

因と考えられる数値が出てきません。でも、そ

の農家は、県が出してきた調査結果や説明に納

得しません。当然、県としては、その被害と工

事の因果関係がはっきりしないと補償はできま

せん。そこでお尋ねしますけど、例えば今言っ

た清武町の事案では、県としてどのような対応

をとってこられたんでしょうか。県土整備部

長、お願いします。

○県土整備部長（山田康夫君） 一般的に、県

の施行する公共工事が原因で損失が発生した場

合には、必要な調査を行った後に、相応の補償

を行っているところであります。お尋ねの案件

につきましては、盛り土工事が近辺の農作物の

生育に影響を与えたとして、補償の請求があっ

たものであります。県では、請求のあった時点

から、工事の経緯を説明するとともに、専門機

関による土壌試験、河川の水質試験等を行って

きたところでありますが、農作物の生育不良と

盛り土工事とに明らかな因果関係が認められな

いことから、補償の対象にならない旨、請求さ

れた方にはお話をしてきたところであります。

○横田照夫議員 私も間に入って、県のほうが

一生懸命やっていただいているというのは十分

理解はしているところです。今度は総務部長、

もし今後、似たような事例が発生した場合、県

と県民との間の調整はとれないものか、何か方

法なり考えがあればお聞かせください。
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○総務部長（山下健次君） 行政が行った行為

につきまして、住民の方々が救済手段として行

政機関に申し立てを行う行政不服申し立て、そ

れから裁判所に申し立てを行います行政事件訴

訟、この２つがございます。こういったことの

対象となりますのは、違法または不当な処分、

いわゆる処分性のあるもの、その他公権力の行

使に当たる行為というふうに、一般的にはされ

ております。工事の場合には、一般的には事実

行為でございますので、行政不服申し立て、あ

るいは行政事件訴訟の対象にはならないという

ことで、こういった場合には、当然、当事者間

で話し合って問題を解決するということになり

ます。そのときには、もちろん民事訴訟という

方法もあるんですが、御質問のように仲裁を図

るシステムといった形というのは、一方の当事

者である県の側でそういった組織、システムを

設けるということは、双方にとって納得できる

システムかどうかという点で、若干疑問がある

んではないかと思います。いずれにいたしまし

ても、そういった対立する当事者として解決を

図るという以前に、話し合いでの解決を図ると

いうことが大切でございますので、県といたし

ましては、誠意ある対応に努めてまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 医療機関では、これまで医療

事故が起きた場合に、原因究明や再発防止、さ

らに被害者救済のための行政から独立した公正

・中立の第三者機関の設置を検討してきたそう

です。私は、それと同じような意味で、第三者

機関の設置はできないものかと考えましたが、

今、総務部長の答弁にあったように、やっぱり

難しいんですかね。私もそうなんですけど、よ

い返事を返すことができないときには、何か足

が向かないというか、遠のいたりしますね。で

も、時間を置いたら、ますます事態が悪くなり

ますので、総務部長がおっしゃったように、誠

意ある対応をお願いしたいというふうに思いま

す。

次に、選択と集中についてですが、財政状況

が苦しくなっていく中で、より重要なところを

選択して、そこに集中して予算を投入しようと

いう動きが出てきています。でも、これから財

政状況はさらに厳しくなると思われますが、今

の時点で選択されなかったところは将来どうな

るんでしょうか。今後、そういうところが選択

される可能性はどれぐらいあるんでしょうか。

なかなか事業が進まないところも、期成同盟会

などをつくって陳情・要望活動を続けておられ

ます。もし、将来とも選択される可能性がない

のであれば、いたずらに期待を持たせ続けるの

ではなく、できない旨をしっかりと告げること

のほうが、県民に対する優しさではないかと考

えます。できないと告げられれば、県民はそれ

なりの対処の仕方を考えるのではないかと思う

んですが、知事、県としての考えをお聞かせく

ださい。

○知事（東国原英夫君） できないだろうなと

思うことは、できれば陳情していただきたくな

いですね。そういう判断は現場にゆだねたいな

という気持ちは持っております。県民の皆様か

らの陳情・要望等は、いずれも切実な内容であ

ると承知しておりまして、その一つ一つに真摯

に対応しておるところでございます。また、陳

情をお受けした際に、できるできないというの

は、その回答を含め、できるだけその場で回答

させていただくように努めているんですが、な

かなか即答はできない部分もございまして、調

査や検討を要するものについては、速やかに関

係部局へ指示をさせたり、検討させたりしてお



- 177 -

平成21年３月２日(月)

るところでございます。あとは、みずから現場

に足を運んで、その陳情の背景となっているも

の等々を自分の目で確かめ、調査している部分

もございます。そういったところは御理解いた

だければと思います。

○横田照夫議員 確かに、私たちもいろんな要

望を受けて、これはちょっと難しいかなと思い

ながらも、執行権はありませんから、県にこう

いう要望でお願いしますということで、何回も

何回もお願いすることがあります。でも、そう

いう要望が出るということは、県民にとって

は、やっぱり何とかしてほしいという思いから

だと思いますので、そこらあたりは御理解をい

ただきたいなとは思います。

熊本県では、川辺川ダムの建設が白紙に戻り

そうです。川辺川ダムは、実に42年も前に九州

最大規模のダムとして計画されました。でも、

昨年９月、熊本県知事が反対を表明しました。

その間、水没予定地になる、「五木の子守歌」

で知られる五木村は、国や県の説得に応じて

約500世帯が村内外に移転をし、人口も5,000人

から1,400人に減少したそうです。結局、ダムは

できず、五木村の人たちは、この42年間、翻弄

され続けてきたと言わざるを得ません。この例

はちょっと大き過ぎるかもしれませんが、でき

ないものに期待を持たせて引っ張ることは、決

していいことではないというふうに思います。

でも、できない旨を告げたとしても、その地域

からそういう要望が上がってきたことは記録に

とどめ、もし財政が好転したときにはしっかり

と対応していくことも、忘れてはならないとい

うふうに思います。

県行政は常に県民目線で行われるべきだとい

うことを、しっかりと認識していただくようお

願いいたしまして、もうちょっと時間がありま

すが、質問のすべてを終わります。ありがとう

ございました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、中野廣明議員。

○中野廣明議員〔登壇〕（拍手） おはらいは

隣の横田議員にしてもらいましたので、早速、

質問に入りたいと思います。

まず最初に、戦後最大と言われる経済危機の

本県への影響について質問をいたします。

今回の、低所得者層を対象に発行されたサブ

プライムローンから端を発した世界的金融危

機、何で基軸通貨国、世界の中央銀行の役割を

果たしてきたアメリカでこのようなことが起

こったのかというのが、本当に私は理解できま

せんでした。私なりにいろいろと記事を読んだ

結果、何となく概要が理解できました。知った

かぶりするわけではありませんけど、質問の祝

詞として引用したいと思います。

今回の金融危機は、もとはサブプライムロー

ンであります。サブプライムローンを束ねて住

宅抵当証券をつくり、さらに金融工学―これ

が一番のくせ者だと私は思っているんですけど

―を使った金融商品を世界に売りまくったと

いうことであります。その額は、一時は50兆ド

ルまで膨らんだそうであります。ちなみに、世

界のＧＤＰは約55兆ドルでありますから、その

額の膨大さは、ただただ驚くばかりでありま

す。本来は危険な金融商品のはずであります

が、すべての人が流動性が高いと信じて保有し

た。その保有者は、金融機関が97％―これは

危機を分散するためだそうでありますけれども

―金融機関以外が３％、こんな記事がありま

した。その結果、欧米の金融機関の自己資本不

足から金融市場が麻痺、世界経済危機へと発展

した、そういうくだりであります。与謝野大臣

が、当初は「ハチの一刺し」と言われておりま
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した。これは、日本の銀行はそんな証券は余り

買っていないということだったろうと思いま

す。最近は、「深刻な影響が」という言い方に

変わっております。

ただ、こういう中で、私が何となくいいなと

思ったのは、アメリカにもこのような事態を予

測し、警鐘を鳴らした人もいたということであ

ります。現在、アメリカで６つの過ちというこ

とで責任論争がわき上がっているということで

あります。この６つの過ちは、私のホームペー

ジに載っておりますから、興味のある方は見て

いただきたいと思います。思うに、いつの世に

も正論を持っている人がいるんだなと。たまた

ま正論を持っている人がそういう地位になかっ

たために、今回の世界じゅうを震撼させるよう

な不況になったのかなと思っております。

この金融危機は、日本、中国を初め対米輸出

依存度の大きい国に大きな打撃を与えておりま

す。日本の自動車産業の売り上げは、70％を海

外に依存しているということであります。私も

当初は、サブプライムローンは宮崎なんかに関

係ないと思っておったわけでありますけど、本

県にもかなりの自動車関連企業が来ておりま

す。この際、把握するというのは難しいと思い

ますけれども、今回の不況でこうむった影響を

できる範囲で把握し、検証すべきじゃないかと

思います。まず、商工観光労働部長に２～３質

問をいたします。

まず、セーフティネット貸付状況トータル

と、建設業の倒産状況、保証協会の代弁率。そ

れから、本県の雇用状況、これは失業率、有効

求人倍率、派遣切り。そして、新規企業誘致の

雇用状況についてお尋ねいたします。

後は質問者席からいたします。（拍手）〔降

壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

県内のいろいろな数値についての御質問でご

ざいます。まず、セーフティネット貸付であり

ますけれども、平成20年度に不況業種等を対象

に創設しました県のセーフティネット貸付の保

証承諾額は、昨年末から急増いたしまして、１

月末現在で約102億1,900万円となっておりま

す。このうち、建設業関係が40億1,100万円余、

全体の39.3％を占めております。

次に、平成20年度の信用保証協会の代位弁済

額でありますけれども、１月末現在で、前年度

同期に比べまして44％増の36億6,900万円余と

なっております。このうち、約18億8,500万円が

建設業でございまして、全体の51.4％を占めて

おります。

次に、倒産状況でございますけれども、民間

調査会社によりますと、平成20年度の負債

額1,000万円以上の倒産件数は、１月現在で、前

年度同期に比べまして７件多い93件となってお

ります。このうち建設業は49件、全体の52.7％

となっております。

それから、雇用状況でありますけれども、宮

崎労働局が２月27日に公表したところによりま

すと、本年１月末現在では、全国の完全失業率

は4.1％、有効求人倍率は0.67倍となっておりま

す。また、本県の有効求人倍率は0.43倍であり

まして、22カ月連続で対前年同月比を下回る厳

しい情勢が続いております。一方、昨年10月か

ら本年３月までの非正規労働者の雇いどめ等に

つきましては、同じく労働局の発表でございま

すが、２月18日現在で40事業所、1,908人となっ

ております。

次に、誘致企業の雇用状況ということでござ

います。20年度の誘致企業が２月末現在で、新

平成21年３月２日(月)
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規立地企業件数が22件となっておるわけでござ

いますが、それに伴う最終雇用予定者数が1,215

人となっております。その1,215人が最終雇用予

定者数でありますけれども、現在までに660

人、54.5％が雇用されている、そういった状況

にございます。以上でございます。〔降壇〕

○中野廣明議員 今、代位弁済の状況等を話し

てもらいましたけど、18年度、19年度の増減率

を見ますと、64.7％の増ということで、金額は

大小ありますが、全国でワースト３まで出てき

ました。それから、建設業だけで見ますと、18

年度、19年度、増減率113％で、全国ワースト２

ということであります。それから、セーフティ

ネットは据え置き期間にありますから、まだ倒

産というのは出てきていないと思いますけど、

ことしの４月以降、セーフティネット貸付も出

てきますから、この分はかなりいろいろ出てく

るんじゃないかなと思っております。ますます

宮崎の倒産とか経済指標は悪くなっていくのか

な、そんな気がいたします。宮崎の場合は、今

回の世界不況と同時に入札改革のダブルパンチ

かなということで、厳密に今回の世界不況の数

値というとり方は難しいと思いますけれども、

いずれにしても、宮崎は同時にかなり痛手を

食っているのかな、そういう気がいたします。

それでは、知事に再質問をいたします。去年

の今ごろは、国富町もいい話ばかりだったんで

す。誘致企業の増築増員とか、本当にいい話で

した。それから、建設業の倒産も増加傾向であ

ります。地域には働く場所がないということで

あります。今、新聞、雑誌等を見ますと、「今

後、雇用は農林水産業が云々」とか、いろいろ

書いてありますけれども、全国の農林業の求人

数は、２月18日現在で1,838人であります。全国

の農業雇用といっても、宮崎県の派遣切りぐら

いの数字にしかならないということで、今後ま

すます厳しくなるのかなと思っております。今

回の質問等でいろいろ知事の答弁もお聞きしま

した。私も、知事の宣伝マンとしての成果は、

マニフェストの点数が何百点でもオーケーであ

ります。いいほどとられていいかなと思いま

す。だけど、私はそれだけではどうも物足りな

い。宮崎県のあるべき姿がよく見えないという

ことであります。当面は、この閉塞状況からと

りあえずは抜け出すことかな、そんな気がいた

します。そこで、知事にお尋ねいたしますけれ

ども、今回の国の２次補正で受けた県の補正予

算で、県の経済・雇用効果をどのように考えて

おられるのか。

○知事（東国原英夫君） 今回、追加提案させ

ていただきました20年度補正予算と21年度補正

予算は、先般の１月補正と21年度当初予算と一

体的に実施することにより、国の経済対策にも

呼応した、切れ目のない対策であると考えてお

ります。

まず、平成20年度補正予算の追加分では、国

の２次補正に関連する事務事業のほか、国から

の臨時的な交付金をもとに、平成21年度以降、

１年ないし３年分の事業の財源として、７つの

基金で約143億円の積み立てまたは積み増しを行

い、平成21年度補正予算は、その基金を活用し

て、雇用・就業機会の創出のための事業等のう

ち、まず予算化すべきものについて措置するも

のであります。

今回造成する基金のうち、ふるさと雇用再生

特別基金及び緊急雇用創出事業臨時特例基金を

活用した直接雇用に係る事業が、お尋ねの雇用

効果に結びつくものと考えられます。その効果

は、後年度の事業も考慮しなければならないた

め、現段階では正確に測定できませんが、仮に

平成21年３月２日(月)
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国の設定基準を用いて試算するならば、今後３

年間で約3,500人分の雇用を生み出せるものと見

込んでおります。

○中野廣明議員 この問題を余り突っ込みます

と、自民党の悪口になるかなと思いますので、

やりませんけど。新聞等では、仮の経済・雇用

対策のような感じで出ておりましたけど、３年

間の分ですね。基金に積んだりとか、今回３年

間で3,500人ということは、既に１年間で派遣切

りで1,900人ぐらい、それから建設業の一応雇用

保険とったりする人たちが5,000～6,000人おる

ということでありますから、どれだけ足しにな

るのかな、そんな気がいたします。いずれにし

ても、基金をまた積み立てるということですか

ら、真水の、もうちょっと何とか経済浮揚対策

が欲しいなというふうに……。私、以前も経済

浮揚対策、公共事業は古いなと思っておったん

ですけど、やはり今、こういう時期で、田舎

に、地域におりますと、やっぱり公共事業の経

済浮揚効果というのは大きいんじゃないかなと

思います。これから国も２次補正とかどうのこ

うの言っていますけど、とにかく公共事業が、

とりあえずは一番、経済浮揚効果が大きいん

じゃないかなと、私はそう思っております。ぜ

ひ次は、公共事業を県の関係でいろいろ頑張っ

てもらいたいと思います。

次に、もう一問。先日、武井議員の質問を聞

いていましたら、知事が、今後新たな展開とい

うことを言われた。そこから先はなかったんで

す。どうもこれは消化不足で、具体的な策があ

れば元気が出るのかなと思いますので、新たな

展開について、何かあればお尋ねいたします。

○知事（東国原英夫君） 新たな展開は、新エ

ネルギーや農業分野での新たな展開という意味

で申し上げさせていただきました。新エネルギ

ーに関しましては、太陽光発電につきまして、

メガソーラーの誘致、住宅用太陽光発電システ

ムの普及及び太陽電池産業の集積を今後の柱と

して、本県がソーラーフロンティアとして太陽

光発電の拠点となるよう取り組むほか、農林業

分野におけるバイオマス資源の有効活用の促進

等にも取り組んでまいりたいと考えておりま

す。また、農業につきましては、農業に対する

他の産業界からの高まる期待等を追い風とし

て、外食産業や一般企業の農業参入の促進や、

産地との連携、さらには農業分野での商品開発

・技術開発など農商工連携の推進等に取り組む

ことにより、宮崎発のビジネスモデルを構築し

てまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 続きは後で、いろいろまた議

論させてもらいます。

次は、農業政策・所得について農政水産部長

にお尋ねいたします。

現在行われております認定農業者制度の経営

改善計画の実施状況、例えば戸数とか耕作面

積、年齢別従事者数、後継者数と、あわせて耕

作面積は計画どおり増加しているのか、お尋ね

いたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 担い手の減

少、高齢化が進行する中で、本県農業の重要な

担い手であります認定農業者を育成確保するこ

とは大変重要でありまして、県ではこれまで市

町村と連携しながら、認定農業者のメリットの

周知や、認定に必要な農業経営改善計画の策定

支援等に取り組んできたところでございます。

その結果、平成20年12月末現在で8,840経営体が

認定されております。この認定農業者が経営す

る面積は、平成20年３月末のデータになります

けれども、２万7,478ヘクタールで年々増加して

おります。県全体の耕地面積の39.4％となって

平成21年３月２日(月)
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いる状況でございます。また、営農類型別で見

ますと、施設野菜が24％、繁殖牛プラス露地野

菜などの複合経営が20％、肉用牛が16％となっ

ております。年齢別では、40歳未満が10％、40

歳代が25％、50歳代が41％、60歳以上が24％と

なっております。

後継者の状況ということでございましたが、

認定農業者の後継者の状況につきましては、現

在のところ把握しておりませんが、本年から認

定農業者へのフォローアップの一環として、認

定中間年に当たる３年目及び５年目の認定農業

者、約3,700経営体を対象に、農業経営改善計画

の達成状況を調査しているところでございま

す。この調査の中で後継者の有無も調査してお

りまして、本年の６月をめどにまとめる予定と

しております。御理解いただきたいと思いま

す。

○中野廣明議員 実は、認定農業者を初めて耳

にしたのは、最初県議になった平成15年かなと

思っています。そのときの農政水産部長は、

「本県の農業は認定農業者7,000～8,000戸で

やっていく。毎年2, 0 0 0人ぐらいが離農し

て、200人ぐらいが就農する」、そういうことで

ありました。ただ、地元でいろいろ話を聞いて

いますと、この数だけを数合わせみたいに挙げ

ているような形で、認定農業者になっているか

ら安心・安全だとかいう話じゃない。いろいろ

市町村を通じたりしてふえているなと。耕作面

積がふえているのは、数がふえているからふえ

ているんじゃないか、そう思うわけです。認定

農業者の後継者は統計なしということでありま

すが、これは、今のところはそれが主体になっ

ていますから、ぜひそこまではしっかりとるべ

きだと思います。

次に、集落営農制度の内容と年齢構成につい

て、簡単に農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県では、小規

模農家や高齢農家なども参加して、集落の話し

合いに基づいて将来ビジョンの作成や土地利用

調整などを行う集落営農について、平成21年度

までに100組織を目指して推進しているところで

あります。その結果、平成20年12月末現在

で、95の集落営農組織が設立されており、関係

集落数が約260集落、農地面積が約１万ヘクター

ル、構成農家数が約１万2,000戸となっておりま

す。また、その取り組みにつきましては、北諸

県・西諸県地域における、大豆など転作作物や

加工原料野菜の大規模経営、東臼杵地域におけ

る茶園等の作業受託など、それぞれの地域の特

性を生かした活動が展開されております。

○中野廣明議員 年齢構成を聞いたわけです。

考えてみれば、高齢者が多いから集落営農とい

うことになっているのかなと思っております。

次に、品目横断的価格補償制度の実施状況を

質問いたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 平成19年から

始まりました品目横断的経営安定対策は、平

成20年からは水田経営所得安定対策に変更され

ましたが、本対策は、認定農業者などの担い手

を対象に、米、麦、大豆などの農産物について

収入の減少があった場合などに交付金を交付

し、経営の安定を図るものであります。平成19

年には、米を中心に1,063経営体が加入し、およ

そ１億4,000万円が交付されたところでありま

す。また、平成20年には、加入要件について市

町村特認制度が設けられたことなどによりまし

て、前年を大きく上回る1,513経営体が加入して

おります。

○中野廣明議員 品目横断的価格補償制度、本

当に鳴り物入りで国が出したものですけれど
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も、私に言わせると、こんなの絶対、宮崎じゃ

だめだなと思っております。私も知らないうち

に名前も変わっております。今、交付金１

億4,000万ということですけど、１戸当たりにな

らしますと20万円ぐらい、大した金額じゃない

です。そういう大したことのない制度でありま

す。

次に、価格安定対策､10アール当たりの価格補

償制度について、簡単でいいですから。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 野菜価格安定

制度は、野菜生産出荷安定法に基づきまして、

野菜価格が低落し、保証基準額を下回ったとき

に、その差額の一定割合が、国、県、生産者等

で造成した資金から生産者に対して補てんされ

るもので、農家経営のセーフティネットとして

の役割を果たしているところであります。ちな

みに、農家１戸当たりの平均交付額では、品目

によっても異なりますが、ピーマンを例にとり

ますと、平成18年度は26万2,000円、平成19年度

は15万9,000円となっております。

○中野廣明議員 私の言いたいのは、せっかく

こういうのがありますけれども、去年のような

燃油高騰などがあった場合は全然反映できな

い。そして、９年間とか、平均売価の補償です

から、同じことを毎回繰り返していますけれど

も、１戸当たり26万円とか交付しても、農業者

にとってはセーフティネットにもならない、そ

ういう制度だということを私は言いたいわけで

あります。

次に、同じく農政水産部長にお尋ねいたしま

す。今回、国の政策で、耕作放棄地の状況、耕

作放棄地の解消策がいろいろ出されております

けれども、耕作放棄地の解消策はどういうもの

か、それから国富町の調整区域内の耕作放棄地

面積はどれぐらいあるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の耕作放

棄地面積は増加傾向にございまして、2005年農

業センサスでは4,685ヘクタールと、５年間

で240ヘクタール増加しております。また、本年

度、農業振興地域を中心に実施しました耕作放

棄地全体調査では、2,904ヘクタールの耕作放棄

地が確認されております。耕作放棄地の解消に

つきましては、20年度に、みやざきフロンティ

ア農地再生事業を創設しまして、すべての市町

村にプロジェクトチームを設置するとともに、

補助率の高い国の事業を活用し、竹やぶ等の伐

採や老朽ハウスの撤去などの再生整備を進めて

おります。今後とも、実態の把握に努めるとと

もに、市町村、関係団体と一体となって、新た

な発生の抑制や再生整備の推進を図りまして、

本県農業の経営資源である優良農地の確保、継

承を図ってまいりたいと考えております。

それから、国富町の実態でございますが、本

年度の耕作放棄地全体調査の結果から、国富町

内には73ヘクタールの耕作放棄地が確認されて

おります。なお、本調査で作成しました耕作放

棄地の地図から判断しますと、そのうち19ヘク

タールの耕作放棄地が市街化調整区域内にある

と報告を受けております。

○中野廣明議員 今回、国の耕作放棄地解消策

が出たわけですけど、もとに返すのはいいけ

ど、その後どうやって、まただれが耕すか、最

終的にまた無駄なことをしているな、そういう

気がするんです。農業センサスと今回の農業振

興地域での調査ですから、比較がちょっと違う

かなと思います。この件については、改めて

しっかり数値が出た中でまた議論していきたい

というふうに思っております。

それから、毎度毎度、調整区域のことを言っ

ておりますけど、まだ私、覚えているんです。
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知事、１年前でしたか、忘年会か何かの席で、

「中野さん、調整区域は５～６人の話じゃ、

ちょっと無理ですよ」というようなことを言わ

れて、まだ頭に残っているんですけど、実は国

富町もこんな感じ。これは高台の町の中に入り

込んでいるんです。これは、法律で言っている

定義とは全然違うようなところなんです。約30

人かな、３ヘクタールの人たちが何とかしてく

れという話で来ておりますけれども、隣までブ

ロック塀が来ているんです。水道も来ていれば

水も来ている。ただ、45年前は農地でよかった

んです。それから今のような状況になって、市

街化区域の中に農地のほったらかしが出てく

る、そういうことになるわけであります。こう

いうところが変更できれば、地域の工務店さん

とか、まだまだ経済効果が出てくると思いま

す。今、私は国富町だけのことを言っています

けど、旧宮崎郡（清武、田野、佐土原）、そし

てこれが入っているのは日向市、延岡市、それ

と門川町ですか。何度も言いますけど、都城は

みんな政治力で取っ払ったわけです。こんない

いかげんな法律でもって縛られて、国有化され

たのと同じだと思っているんです。この中身に

ついては今後また―今の私が言っているよう

な土地が耕作放棄地の解消のところに入ってい

るかどうか。恐らく入っていないと思うんで

す。ここは斜面の畑ですから、入っていないと

思います。そこでもう一回、議論したいと思っ

ております。

次に、新規就農者について農政水産部長にお

尋ねいたします。昨年の農業従事者は、全国

で300万人を切った。65歳以上が60％、こんなこ

とはわかり切った数字でありますけど、こうい

う記事が目につきました。新規就農者の状況、

就農数ですね。それから、新規参入者に対する

所得説明、新規参入者に対してどのような支援

策があるか、お尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、最近の

新規就農者の状況についてでございますが、近

年の新規就農者数は、平成17年が239名、平成18

年が243名、平成19年が190名となっておりま

す。平成19年につきまして就農形態別に見てみ

ますと、法人就農者が38名、自営就農者が152名

となっておりまして、自営就農者の内訳は、学

校卒業後、直ちに就農した者が45名、学校卒業

後、研修を経て就農した者が９名、農家出身者

で他の職業を経て就農した者が80名、非農家出

身者で新たに参入した者が18名となっておりま

す。また、経営類型別に見ますと、施設野菜

が58名と最も多く、次いで露地野菜が39名、肉

用牛31名の順となっております。

次に、就農相談の状況でございますが、就農

相談につきましては、県の就農相談の総合窓口

である社団法人の宮崎県農業振興公社と各地域

の普及部門を中心に、関係機関・団体と連携を

とり、専門の相談員等による面談等を実施して

いるところでございます。この面談等におきま

しては、就農の動機や希望する経営形態等を確

認するとともに、品目別の具体的な収支状況、

経営初期の所得確保の難しさ、技術習得や資金

確保の必要性等を十分説明するなど、きめ細か

なアドバイスを行っております。

それから、新規参入者に対する支援策であり

ますが、新規参入者が円滑に就農するために

は、実践的な研修を通じて農業経営に必要な知

識・技術を習得することが大変重要でありま

す。このため県といたしましては、１年間の県

立農業大学校のみやざき農業実践塾における基

礎研修や、農業法人、先進農家等における実践

研修について支援を実施しているところでござ
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います。さらに、21年度から、就農希望者の研

修を受け入れた農業法人等に研修生１人１カ月

当たり９万7,000円を最長で12カ月間助成する、

国の「農の雇用事業」が開始されることから、

本事業を活用して、新規参入者の技術習得を支

援してまいりたいと考えております。今後と

も、市町村、ＪＡなど関係機関・団体と連携を

図り、新規就農者の育成確保に努めてまいりた

いと存じます。

○中野廣明議員 今、農業、就農、いろんな話

題になっています。いいことだと思いますけ

ど、やっぱり実態は正確に伝えるべきだと思っ

ております。私がここで言うとマイナスになり

ますから、言いませんけど、大根をつくっても

ニンジンをつくっても、かなり厳しい。今、農

業で専業でいくのは、施設ハウスです。これは

かなりの技術が要ります。私が国の制度で初め

て賛同できるのは、この１年研修であります。

１年間かかればひとり立ちできると、私は思い

ます。ぜひこの１年研修の分を積極的に進めて

もらいたいと思います。

最後に、知事にと思ったんですけど、今回、

部長さん方、５～６人おやめになります。農政

水産部長もそうですけど、彼の場合、いろいろ

精通しておって、自分の持論を言うのが得意で

すけど、どうも農政水産部長になると国の政策

を批判するようなことは言えないような感じ

で、うっぷんがたまっているんじゃないかと思

いますが、最後に農政水産部長、もう責任ない

から、思い切って答えてください。

今、国の農業政策の現状というのは、衰退産

業だと思うんです。あえて今、いろいろわかり

切ったことを聞きましたけど、こんなのはみん

な延命措置だと思っているんです。自給率を50

％に上げるとか言っていますけど、それじゃだ

れが生産するのか。自給率50％。国民みんな、

飯を１杯食うところを２杯食えという話じゃな

いでしょうし、輸入の量が減らない限りは自給

率は上がらぬ、単純にそう思っております。何

で後継者が育たないのかというと、私がいつも

言っているように最終的には所得であります。

この間、新聞に、新潟県が米農家への独自の所

得補償を行ったということであります。新聞情

報ですから、そんなにわかりませんけど、新潟

は、米農家、大規模農家の人たちが20町とかつ

くっても、平均サラリーマンの収入にならない

ということで､400～500万円に届かないところを

補てんするということのようであります。鹿児

島も酪農安定基金は独自の基金ということであ

りました。

そこで質問でありますけれども、全国一律の

国の農業政策では、衰退の一途をたどっている

だけだと思っているんです。もうそろそろ県独

自の対策を検討すべきじゃないかと思いますけ

ど、農政水産部長に、最後に質問いたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 農業を取り巻

く経営環境は、現在、原油や配合飼料の価格高

騰を初めとしまして、外的要因によるコスト増

など、産地努力だけでは解決が難しい状況にご

ざいます。こうした中で県の独自の政策という

ことでございましたが、農家所得の向上を図る

ためには、これまでの生産拡大、コストの低

減、ブランド・流通販売等の対策を柱に、さら

に、あらゆる分野の人・技術との連携、生産基

盤であります農地のフル活用等により、収益性

の高い生産構造に転換していくことが必要であ

ると考えております。私も、農業の現場を見せ

ていただく機会に恵まれておりますが、こうい

う厳しい経営環境のもとでも利益を確保してお

られる生産者の皆様には、高い経営理念と、状
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況変化に対応して現行の補助事業等を最大限活

用する創意工夫が随所に見られております。農

業の持続的発展は、こうした人材をいかに確保

するかにかかっているというふうに思います。

本県の農業の将来を担う意欲ある経営者を支え

る観点から、価格・所得補償等のセーフティ

ネットの確保と並行して、再生産を促す下支え

となる投資のための行政支援は大変重要だと考

えております。今後とも、本県農業の実態を見

きわめながら、魅力ある宮崎の農業を実現する

ための適切な支援策を検討してまいりたいとい

うふうに存じております。

○中野廣明議員 どうもありがとうございまし

た。

今、盛んに農商工連携という言葉が出ており

ます。私は、これを聞くたびにうんざりするん

です。農商工連携といえども、実態は新商品開

発なんです。今までは産学官連携と言ってきた

んです。整理してもらいましたが、同じような

事業がこんなにあるんです。ただ看板のつけか

えか色の塗りかえ、産学官の「学」と「官」を

抜いただけで、実際は農商工だけでできるはず

がない。やっぱり工業試験場、大学等が入って

やらない限りはできないんです。それをまた騒

ぎ立てているけど、私は大した評価はしていま

せん。ぜひ独自なやり方等を含めて頑張ってい

ただきたいと思います。

時間の関係で質問順番をずらしますけれど

も、知事に一般競争入札導入結果等についてお

尋ねいたします。今からする質問は、実は去年

の今ごろ雑誌に載っていたものです。去年の今

ごろやろうかなと思ったけど、余りくだらんか

なと思ってやめたんです。しかし、この１年見

ていますと、どうも建設業の倒産がとまらな

い。それで、再度質問するわけですけど、知事

はこういうことを言っておられるんです。「宮

崎１県で5,000～6,000社の業者数は多過ぎる。

その１割ぐらいの淘汰が必要だが、リング外に

出ざるを得なくなった業者のフォローをしてい

かなければならない」、これは去年の２月28日

の「ダイヤモンド」。真意を知事にお伺いした

いと思うんです。

○知事（東国原英夫君） 本県の建設投資額と

いうのは平成５年度をピークに、平成19年度に

は半減しております。一方、建設業者数は約１

割減となっており、今後も建設投資の増加は期

待できないことから、業界の再編等が進むこと

が想定されるため、その対応を十分に行ってい

く必要があると考えたものであります。建設産

業は、社会資本の整備や災害時の緊急対応はも

とより、地域の経済と雇用を支える重要な産業

であります。このため、建設産業対策を重点施

策に位置づけ、建設業に軸足を置きながら、新

分野進出など経営基盤の強化に積極的に取り組

む業者を重点的に支援しますとともに、総合評

価落札方式の拡充など、入札制度改革も並行し

て実施することにより、地域に密着した技術と

経営にすぐれた建設業者が伸びていける環境づ

くりに、引き続き努めてまいりたいと考えてい

るところでございます。

○中野廣明議員 御丁寧にありがとうございま

した。宮崎県は業者が多いというのは一般的に

言われておったんです。一般競争入札にすると

きにも、そういう理由づけがありました。恐ら

く知事は、土木部からそういうレクチャーを受

けられたんじゃないかなと、これは私の考えで

す。ただ、これは、人口で見れば、宮崎みたい

なところは必ず多目になってくると思います。

人口で見るか、それぞれ考え方はあると思いま

すけど、土木なんかは、災害とか山とかあるわ
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けですから、やっぱり総面積当たりで見るべき

じゃないかなと。総面積で見ますと、全国で37

番目ぐらいになるわけです。それと、建設業が

多いとか少ないとかいっても、全体で今5,000

～6,000社、会員数が600ぐらいですか、県の工

事をとっている企業というのは500～600社ぐら

いしかないんです。あとはみんなそれぞれ頑

張って、民間活力で頑張っているわけです。私

は、こういう考え方というのがもし知事の頭の

中にあれば、やっぱりチェンジしてもらいたい

なと思っております。

次に、県土整備部長にお尋ねいたします。平

成18年度、19年度、20年度末の建設業の倒産件

数、離職者数はどうなっているのか、お尋ねい

たします。

○県土整備部長（山田康夫君） まず、建設業

の倒産件数についてでありますが、民間の調査

による負債総額1,000万円以上の倒産件数は、18

年度は33件、19年度は52件、20年度は１月まで

の数値になりますが、49件となっております。

次に、入職者数及び離職者数についてであり

ますが、宮崎労働局調査による短時間労働者を

含む雇用保険の取得者と喪失者の人数を見ます

と、18年度は、入職者が5,5 7 8人、離職者

が5,678人、19年度は、入職者が5,530人、離職

者が7,251人、20年度は、１月までの数値でござ

いますが、入職者が3,933人、離職者が5,305人

となっております。

○中野廣明議員 この倒産件数というのは、負

債額1,000万以上の倒産件数なんです。それ以下

を見ますと、まだふえているかなと。後でその

部分を言いますけど、毎年毎年、ことしも対前

年比、１月末でありますけれども、ほぼ去年に

近い数字が出ております。もうそろそろ打ちど

めにしないと、雇用の場を含めて、地域はます

ます疲弊するんじゃないかと思っております。

次に、また県土整備部長にお尋ねいたしま

す。地域企業育成型評価落札方式、去年の新規

事業でありますけど、やっと１月から試行であ

ります。この事業だけは、とりあえず今の段階

では、地域の企業者の中からは本当にいい制度

だと言われておる。ただこれだけです。簡単に

制度、内容を説明してください。

○県土整備部長（山田康夫君） 地域企業育成

型の総合評価落札方式につきましては、小規模

工事を対象に、技術力や地域貢献度の高い地元

の建設業者が受注しやすい環境を整備すること

により、地域企業としての建設産業の育成を図

ることを目的として、新たに導入したものでご

ざいます。この地域企業育成型につきまして

は、入札参加者と発注者双方の事務量軽減、あ

るいは入札公告から開札までの期間短縮を図る

ため、評価項目の簡素化や電子入札システムの

活用による手続の簡略化を図るなど、本県独自

の方式として試行を開始したところでございま

す。

○中野廣明議員 ぜひ、この分は早目に、来年

も含めてしっかり周知方お願いしたいと思いま

す。

続きまして、県土整備部長。特別簡易型総合

評価落札方式の中で、地域貢献については、そ

れぞれ公共三部、農政水産部、環境森林部、県

土整備部で違うわけです。業者は非常に戸惑っ

ております。何で建設業者だけにこういうのを

強いらんといかんのかと思うわけです。これ

は、同じ県の工事をやっているわけですから、

私は統一すべきだと思うんですけど、代表して

県土整備部長。

○県土整備部長（山田康夫君） 特別簡易型に

つきましては、企業の技術力、地域社会貢献
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度、配置予定技術者の能力の３つの視点から評

価を行っておりまして、基本的には、この３つ

の視点については公共三部で統一いたしており

ます。このうち地域社会貢献度については、ボ

ランティア等の実績を評価することとしており

ますが、環境森林部及び農政水産部におきまし

ては、その中で、例えば森林づくりボランティ

ア活動、農地・農業用水等の資源保全活動の実

績など、それぞれが所管いたします分野の特性

に応じて別項目を設定しているところでござい

ます。以上でございます。

○中野廣明議員 ボランティアなんかを建設業

だけに何で強いるのかなと。税金で給料もらっ

ている人たちも、みんな位置づけていいんじゃ

ないかなと、私は思うんですけれども。最後、

答えになっておりませんけど、ぜひ業者の立場

も考えて、しっかり検討していただきたいと思

います。

それから、最低制限価格について、県土整備

部長。お手元に配付しております「九州各県入

札制度の状況」、本県が83.3％ということで一

番低いわけであります。県は、建設業の技術力

強化とか、経営体質の強化とかいう方針ですけ

れども、そういう面から見て、この表をどのよ

うに考えているか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 現在の本県の

落札率は、九州管内を見ますと一番低いという

認識をしております。建設投資の大幅な減少、

あるいは一般競争入札の拡大によって競争性が

高まっていることによるものと考えておりま

す。これらに加えまして、景気の急速な悪化等

もありまして、建設産業が極めて厳しい経営環

境に直面しているということは十分認識いたし

ております。私どもとしましても、このままで

はいけない、何とかしなければいけないという

ふうに思っております。県といたしましては、

建設産業の実情に応じたきめ細やかな支援に努

めますとともに、入札・契約制度についても引

き続き、いろんな御意見をいただきながら、制

度の検証、見直しを行ってまいりたいと存じま

す。

○中野廣明議員 きめ細かな指導はいいんです

よ。とにかくしっかり中身を、正当な利益が出

るような枠組みをつくる、私はそれが一番必要

だと思っております。

最後に、知事にお伺いいたします。この数字

を見ますと、代位弁済、ワースト２になりまし

た。それから、21年１月現在ですけれども、こ

としの数字は、日本全体比較できませんけど、

１月までに全体で474件、代位弁済額が37億円、

対前年比144％。474件の企業者、中小企業を含

めた人たちが代位弁済を受けているということ

であります。そのうち建設業を見ますと、こと

し203件、先ほど部長が答弁したのは1,000万円

以上の企業でありますから、このうちで見ます

と建設業が203件、代位弁済をしてもらってい

る。19億円になります。前年比でいきますと177

％、全体の51％を建設業者が占めているわけで

す。こんなことをしておっていいのかなと。203

件は、代位弁済を受けるということになります

と、銀行の取引がなくなりますから、ほぼ倒産

というふうに見ていい数だと私は思っておりま

す。そういうことを含めて知事、進むも地獄、

引くも地獄か、わかりません。進むも勇気、引

くも勇気だと私は思いますけど、落札評価方

式、対象予定価格の2,000万円を、やはりもう

ちょっと最低価格も含めて見直ししないと、今

の不況も含めてダブルパンチで、知事のマニ

フェストだけは85点になっても、実態はまだ

ぐっと下がるんじゃないかと思うんですけど、
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最後に知事の答弁をお願いいたします。

○知事（東国原英夫君） 地域企業育成型の総

合評価落札方式については、小規模工事を念頭

に、技術力や地域貢献度の高い地元の建設業者

が受注しやすいよう配慮した本県独自の方式で

あります。現在、試行状況を検証しながら、来

年度の取り組みについて、対象予定価格の引き

上げも含めて検討を行っているところでありま

す。また、最低制限価格については、一昨年10

月に引き上げを行ったところでありまして、全

国的には遜色のない水準となっておりますが、

建設投資の大幅な減少や、一般競争入札の導入

による競争性の高まりに加えて、昨今の経済情

勢等により、会社の経営は非常に厳しい状況に

あると認識しておりますので、国や他県の状況

も見ながら、どのような対応ができるのか、引

き続き検討してまいりたいと考えております。

○中野廣明議員 他県の状況を見れば、宮崎県

が一番厳しいということはおわかりだろうと思

います。勇気を持って早急な対応をお願いし

て、一般質問を終わります。どうもありがとう

ございました。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時47分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 愛みやざ

き、松田勝則です。「高天原に神留り坐す。
たかまのはら かむづま ま

神漏岐神漏美之命以ちて」というのが祝詞でご
か む ろ ぎ か む ろ み の みこと も

ざいますけれども、確かに、日本最古のこの文

章の中に日向の国の地名が入っていることは立

派だなと思っております。「鵜戸さん参りは春

三月よ」と歌われました、この３月を迎えまし

た。私も、延岡から、また各地からお越しいた

だきました方々、県民の方々と一緒にシャン

シャン馬に乗ったつもりで、きょうの質問の場

に臨みたいと思います。よろしくお願いいたし

ます。

まず、県民サービスの向上について伺いま

す。

この質問を設定しておりましたが、そのほと

んどを割愛させていただきまして、知事がよく

提唱していらっしゃいます、日本一というもの

の取り組みについて伺います。行政サービスの

満足度、日本は21カ国中20位。国際的なコンサ

ルティング会社が２月19日に発表した各国政府

の顧客サービス成熟度調査2008によると、日本

の行政サービスに対する市民の満足度が極めて

低いということが浮き彫りになりました。ポイ

ントは２つです。１つ、利用者ニーズに応じた

サービスを望む声に対応できていない、２つ、

顧客サービスに市民の声が反映されていない、

と感じていることが原因のようです。「満足度

の高いサービスを実現するためには、例えばサ

ービス設計段階から市民の声を聞くなど、市民

の声を反映するメカニズムを強化していくのが

有効」と報告されています。「よりよい生活の

提供という点で、あなた方は今の行政に満足し

ていますか」という問いに対し、満足回答は日

本が12％で、21カ国中何と20番目、不満回答

は49％に上りました。最も満足度が高かったの

はシンガポールでした。回答者の59％が満足と

回答いたしました。

ここで重要なポイントは、行政と市民の意思

疎通です。「行政は十分に市民に意見を求めて

いますか」という問いに対しまして、日本の回
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答者のうち23％が「十分に求めている」と回答

しましたが、「全く求めていない」あるいは

「余り求めていない」との回答が49％でした。

今回の質問は、この「行政が市民に求めている

か」というポイントに焦点を当てて伺います。

知事のマニフェストに関しましては、今回の

議論でもかなり皆さん方からお言葉が出ており

ますが、知事ではなくて、部局のマニフェスト

がございます。私は、部局マニフェストは知事

マニフェストと同時に立ち上がったものかと

思っておりましたが、その前に部長マニフェス

トとして、既に宮崎県内では実行しておられた

ということです。各部局長が、組織の長として

マネジメントを責任感を持って強く行政の任に

当たる目的とした部局マニフェスト、平成19年

度の報告書によりますと、達成率は91.3％とい

うことでした。この部局マニフェストについ

て、知事の御感想を求めます。

以下、自席にて質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

部局マニフェストについてであります。厳し

さを増す財政状況の中で、本県の持つ潜在力を

生かし、活力のある県政運営を進めていくため

には、人材や財源など限られた経営資源を有効

に活用していくことが大切であります。このよ

うなことから、各部門を統括する部局長がマネ

ジメント意識を強く持って組織運営に取り組む

ことを目的に、部局マニフェストを実施してお

ります。この取り組みによりまして、県庁の組

織としての力が引き出され、また高められてい

るとともに、新みやざき創造計画に基づく施策

の効果的な推進が図られているものと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○松田勝則議員 組織力が高められ、また施策

の効果的な推進というお言葉をいただきました

が、その中で、部局ごとに何か一つ日本一に

チャレンジする、このような目標を立てたらど

うかと思います。知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 御提案のありました

ことにつきましては、各部局長のチャレンジ意

識を高めるための方策の一つではありますが、

部局マニフェストは、新みやざき創造計画に基

づく施策を推進するに当たっての、毎年度の職

務目標を設定しているものであります。設定に

当たりましては、年度当初に私と各部局長が意

見交換を行い、当年度の重点的に取り組むべき

ものについて、できる限り高い目標となるよう

に努めているところであります。今後とも、部

局マニフェストにつきましては、工夫しなが

ら、効果が上がるように取り組んでまいりたい

と考えております。

○松田勝則議員 知事の就任から今日までの２

年間の活動、とりわけ本県からの情報発信は、

地鶏やマンゴー、そしてキンカンを、地方のマ

イナーのお土産から全国区の商品へと売り出し

ました。宮崎に来る観光客の、ぜひとも県庁に

寄ってみたいという心境を駆り立たせておりま

す。過去の県議会では、東別館の県産品売り場

の販売額向上対策が何度も議論されております

が、知事がかわっただけで大盛況になりまし

た。知事の頑張りは、県政のトップリーダーだ

から当然だといたしましても、各部局もこれと

同様に、各部局長をトップにして、何か日本一

を目指す気概が欲しいのです。どうしても、新

たな予算措置を必要とする事業というのが念頭

にあるのかもしれませんが、そのようなものを

私は求めているのではありません。今取り組ん

でいらっしゃる各種の事務事業の中で、加入率

平成21年３月２日(月)



- 190 -

の向上を図らなければいけないもの、あるいは

受診率の向上を図らなくてはいけないもの、収

納率の向上を図らなくてはいけないもの、ある

いは事柄の発生を抑えなければならないものな

ど、取り組んでいるものは多岐にわたろうかと

思います。そのうちの一つ一つを各部局で議論

をセレクトして、みんなで日本一を目指すチー

ムワークを整えて、挑戦してほしいというふう

に考えました。各部局長のマニフェストも悪く

はありませんが、全国に向かって自慢できる、

あるいは誇れる何かを目指してみてはいかがで

しょうか。例えになります。日本一の高さの山

は、だれでも知っている富士山ですが、２番目

の山はとなると、ほとんどの人が知らないとい

う状況です。日本一とは、それほどすばらしい

ことだと認識しております。ナンバー１が無理

でありましたら、オンリーワンでもいいと思い

ます。知事の名前にぶら下がる県の行政組織で

はなく、知事をかき立たせるような意識が欲し

いことを熱望し、この場の質問を終わります。

続いて参ります。先日の代表質問の中で、た

またま、宮崎駅構内の若者のマナーについての

指摘がありました。私も毎日、日豊本線、とり

わけ普通列車を使って通勤しておるわけです

が、日豊本線の利用者から、乗客のマナーに対

する苦情などが上がっていると聞きます。どの

ような声が上がっているか、お聞かせくださ

い。県民政策部長、お願いいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 日豊本線にか

かわる苦情でありますけれども、「県民の声」

や電話等で、さまざまな意見が寄せられており

ます。そのほとんどは、車両やダイヤに関する

ものであります。乗客のマナーに関しまして

は、毎年、県がＪＲに対して要望活動をします

けれども、その過程で、市町村あるいは関係団

体等から意見を伺っております。その中で、

「マナーの悪い乗客がおる。何とか指導してほ

しい」ということがあるのは事実であります。

以上であります。

○松田勝則議員 乗客のマナーが悪いという話

の中で、今出ましたように、高校生の列車内で

のマナーが悪いと聞いております。県は、この

ことについて実態の把握をしていらっしゃる

か。また、今後、高校生の列車利用時のマナー

向上についての対応をお聞かせいただきたいと

思います。

○教育長（渡辺義人君） 高校生が列車等の交

通機関を利用する際のマナーにつきましては、

教育委員会及び県警、ＪＲ、県内各地の高等学

校連絡協議会などの関係機関で、「高校生のマ

ナー向上推進協議会」を組織し、情報交換や実

態把握に努めるとともに、教職員や警察官等が

実際に乗車をして実地で指導しているところで

あります。昨年行った実地指導では、列車の出

入り口付近に座り込んだり、荷物を置いて座席

をひとり占めにするなど、公共のマナーに欠け

る面が見受けられたところであります。県教育

委員会といたしましては、今後とも、定期的に

実地指導を行うなど、関係機関との緊密な連携

を図りながら、「公共心」や「他人を思いやる

心」の啓発を進め、高校生のマナー向上に取り

組んでまいりたいと思います。以上です。

○松田勝則議員 高校生のマナーに関しまして

は、私どもが同じ高校生の時分ですと、車内の

マナーの悪さの筆頭は、喫煙であったかのよう

に思っております。今、そのような姿は見なく

なったんですが、日豊本線、特に私は延岡まで

の上り便になりますが、宮崎駅を発する15時か

ら18時台の汽車、特に一般電車の普通車両は、

高校生が席を占領しておりまして、高齢者の
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方、また身体に障がいを持っておられる方々が

座れることがまずありません。私たち大人が声

をかけると、不承不承、席を譲ったりするんで

すが、それでもなお、寝たふりですとか、ある

いは荷物を置きっ放しで席の占領という姿が間

々見られます。

先ほど教育長からありました「高校生のマナ

ー向上推進協議会」の中での提案で、ＪＲが車

内放送をされるようになったということです

が、車内放送は、私が見る限りでは何ら役に

立っておりません。車掌が回って来られるとき

に声をかけられると、何とか数人の生徒が動く

かなという状況かと思います。「おもてなし日

本一」を提唱している宮崎県におきまして、こ

の普通電車に観光客が乗り合わせるということ

は余りないかと思うんです。しかし、毎日使っ

ていらっしゃる市民の方々、特に今申し上げま

した高齢者、身体に障がいを持っていらっしゃ

る方々が座れないという状況は、看過できない

ことであると思います。かといって、それに何

ら具体的に施策が打たれているとは思いませ

ん。

知事に伺います。マナー向上について、知事

が何かできることはないか。これは、あえて知

事に聞くことはないかと思うんですけれども、

知事にあえて伺いたいと思います。日豊本線の

乗客マナーの向上が必要と思いますが、知事は

どうお考えでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 列車内での乗客マナ

ーについては、ＪＲ九州さんにおいても御努力

をいただいており、車内アナウンスでの呼びか

けはもとより、時には、社員が乗り込んで、座

席の譲り合いや携帯電話の適切な使用のお願い

をされていると伺っております。また、特に学

生の場合は、学校に連絡したり、先生に車両に

乗り込んでいただいて指導を行ってもらうと

いった対応をされているようであります。マナ

ーの問題は、他人に対する思いやりの心の問題

であります。特に子供たちの教育において非常

に大切なことでありますし、私たち大人も常日

ごろから範を示さなければいけないことだと思

います。列車内での呼びかけについては、引き

続き、ＪＲ九州に対応をお願いしたいと思いま

すが、思いやりの心というのは、「おもてなし

日本一」の宮崎づくりに欠かせないものであり

ますので、あらゆる機会を通じて、その醸成に

努めていかなければならないと考えておりま

す。

○松田勝則議員 私から知事に提案なんです

が、車内アナウンスで知事の声を使ってはどう

かと。それも毎日同じ声ですと、すぐ飽きてし

まいますので、週がわり、日がわりという形

で、知事から何か、列車を使う児童生徒に対し

て車内アナウンスを流されてはどうかと思いま

す。要望にとどめておきます。

続きまして、育児支援について伺います。

少子化が深刻化している中、子供に関する事

件や事故が連日報道されております。本県でも

昨年はこんな事件がありました。泣きやまな

かったからと、生後11カ月の赤ちゃんが左足に

全治２カ月の骨折を負わされた事件。また、３

歳の男の子が布団に投げ落とされてクモ膜下出

血で死亡するという事件。決してよその話では

なく、この宮崎でさえ、このような悲劇が起

こっています。悲しさを通り越して憤りを感じ

る事件です。児童虐待に関しまして、全国の児

童相談所の対応件数は、調査開始の1990年から

毎年増加を続けております。２年前、平成19年

度には、４万639件と初めて４万件を超えたと報

告されております。ちなみに、同年の宮崎県の
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対応件数は195件、九州管内では、大分県の527

件、熊本の320件と比較すれば目立たない数字で

ありますが、本県の人口や県民性からかんがみ

れば、決して少ない数字ではないはずです。

子供への虐待は、行政や関係機関による対応

だけでなく、家族や近所、地域の身近な方たち

のコミュニティーと連携があって初めて、未然

に防ぐことができるとされています。早期発

見、これこそ子供たちのかけがえのない命を守

ることができるとうたわれております。そのた

めに厚生労働省は、「こんにちは赤ちゃん事

業」というものを創設しました。私もこの歌を

聞いて育った世代ですが、この事業のかなめ

は、家庭訪問をしましょうということです。

「お母さんから見て、赤ちゃんの発育は順調で

すか」「赤ちゃんのおっぱいやミルクの飲みは

いかがですか」「育児をしている中での気持ち

を教えてください」「今まで乳幼児健診を受け

ましたか」「心配なことや相談したいことはあ

りますか」などなどの事項を、お母さんに一人

一人伺ってまいる根気の要る作業です。

厚生労働省の社会保障審議会専門委員会の報

告によりますと、「虐待によって死亡した子供

は、ゼロ歳児が４割を占めている。被害を防ぐ

には、生後早い段階から対応することが重要」

と指摘されております。同事業の創設は、児童

虐待の実態を踏まえた適切な対応策であり、一

層の普及が求められておりますが、平成19年度

の訪問率は本県は33.3％、全国でワースト１で

す。では他県はどうかと見ますと、１位の石川

県は100％、九州管内ですと、全国３位の長崎県

で95.7％という結果も出ております。本県は、

なぜにこの実施率が低いのか、また、この事業

の趣旨を県はどうとらえているのか、福祉保健

部長にお伺いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 全戸訪問事

業、いわゆる「こんにちは赤ちゃん事業」であ

りますが、これは、生後４カ月までの乳児がい

るすべての家庭を訪問し、育児に関するさまざ

まな不安や悩みを聞き、子育て支援に関する情

報提供を行うとともに、親子の心身の状況や養

育環境等を把握し、助言指導を行うもので、平

成19年度に国が創設したものであります。本県

における実施率が低い理由としましては、実施

主体である市町村において、従来から新生児の

健康管理を目的とする訪問指導等が行われてい

ることから、この事業の必要性が十分に理解さ

れなかったことや、事業実施に当たり体制が整

わなかったことなどが考えられます。県としま

しては、この事業は、児童福祉や母子保健等の

関係機関が連携して支援の必要な家庭に対する

適切な支援につなげていくものであり、乳児が

いる家庭の不安や負担感を軽減し、ひいては児

童虐待の発生予防にも資する有意義な事業であ

ると考えております。

○松田勝則議員 御答弁ありがとうございま

す。事業の実施率向上につきまして、今後はど

のように取り組まれるか、お聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 国において、

今年度中に事業のガイドラインを策定予定であ

りますが、現在示されております案の中では、

具体的な実施方法や人材の研修、関係機関との

連携などが盛り込まれておりますので、県とし

ましては、市町村に対して、その内容の周知を

図るとともに、担当職員への研修や情報提供を

行うなど、市町村への支援を行い、事業実施の

促進に努めてまいりたいと考えております。

○松田勝則議員 今、部長がおっしゃったガイ

ドラインは、３月末に公表の予定だそうです

が、担当は市町村になるわけですけれども、ぜ

平成21年３月２日(月)



- 193 -

ひ、市町村と連携をとり、この重要な訪問事業

を推進していただきたい、このように思いま

す。

続きまして、飛ばして参ります。県北の道路

事情について伺います。今や県北、なかんずく

延岡の問題は、道路整備と県立延岡病院の医師

確保の２つに尽きるの感があります。東九州自

動車道の開通は、九州において高速自動車道路

整備網に取り残された私たち県北住民にとりま

して、高速時代がようやく現実のこととして見

え始めようとしており、喜びはひとしおです。

しかし、依然、県北の道路整備の遅さが目立ち

ます。「県土の均衡ある発展」が県政のスロー

ガンであることは言うまでもありません。

さて、県南と県北の各事業所管内の国道、県

道の改良率を比較してみました。都城を100とし

たときの各地の指数は、国道では、延岡68、日

向57.1、西臼杵が53.9、県土の均衡どころか、

都城の半分といった状態です。次いで、一般県

道では、延岡は52、日向44.1、西臼杵35.9。毎

回、同じことを返答、御答弁いただいておりま

す。地理的な理由や歴史的背景もあるでしょう

けれども、仕方がないでは引き下がっておれな

いというのが、私たち県北に住む者の声です。

毎回のように、県北選出議員が道路事業のおく

れを訴えますが、今回は延岡市内３カ所の道路

工事について伺います。

１つ目に、オリンピアロードと称されている

県道岩戸延岡線の改良について伺います。水量

豊かな清き流れの祝子川に沿いまして、延岡市

中川原町から高千穂町岩戸をつなぐ延長59キロ

の県道岩戸延岡線、産業道路として、また観光

道路として、その風光明媚な道路は地元から大

変期待をされております。実際は、カーブと、

離合もままならない狭い区間の連続で、早期の

拡幅改良が20年も前から叫び続けられている道

路です。また、山間部（いきいき集落）の向上

のためには欠かせない道路ですが、沿線住民

は、もう20年、30年この方、整備の促進を懇願

してきました。とりわけ、この道路の中でも市

街地に近く、広域農道や東九州自動車道が縦横

にクロスする柚木地区で、どうしても広がらな

い、今まで１車線の、離合ができないことを余

儀なくされている部分があります。この柚木地

区の道路改良につきましては、再三再四お願い

申し上げていますが、いま一度聞きます。柚木

地区道路改良の見込みについてお聞かせくださ

い。県土整備部長、お願いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 県道岩戸延岡

線の柚木地区でございます。お尋ねの未改良区

間につきましては、道路線形が悪く、従来より

地元からの強い要望もありまして、交通安全確

保の観点からも、整備は必要であると考えてお

ります。これまで用地取得が難航していたとこ

ろでありますが、現在、地元関係者の同意を得

られる形で設計を進めているところでありまし

て、早期整備を目指してまいりたいと存じま

す。

○松田勝則議員 設計を進めているということ

は、着工、拡幅のめどが立ったというふうにと

らえてよろしゅうございましょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 用地の取得に

ついて、これから関係者の皆さんに御相談を申

し上げて、それが解決しましたら着工というこ

とになるかと思っています。

○松田勝則議員 ぜひ精力的に取り組んでいた

だきたい、このように思います。

続きまして、県道岩戸延岡線全体の今後の整

備の見込みについてお聞かせください。部長、

お願いいたします。
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○県土整備部長（山田康夫君） 今後の全体的

な整備の見込みについてでございます。まず、

延岡市祝子橋から上祝子間につきましては、約

５キロメートルは改良済みでありますが、ほと

んどの区間が未改良の状況であります。現時点

では、抜本的な改良計画はなく、現道対策とし

て落石対策等を行っているところであります。

次に、上祝子から岩戸間につきましては、県道

としての路線認定はされておりますが、高千穂

町間約11キロメートルを除きまして、未供用区

間となっております。沿道状況から考えまして

も、道路整備の見通しは立たないところでござ

います。

○松田勝則議員 見込みが立たないと言われ

て、「はい、そうですか」と引き下がるわけに

はいきません。今後もまた、地元の方々と協力

いたしまして、この県道岩戸延岡線の開通に向

けて頑張っていきますので、何とぞよろしくお

取り組みをお願いいたします。

次の議題をまた飛ばさせていただきます。

県立延岡病院の医師確保について伺います。

金曜日、延岡市民の方々が手に手を携えまし

て、署名を持って知事のところに、県病院医師

確保についての熱い思いを伝えました。その日

の朝に新聞報道がなされて、少し肩透かしの感

もあったんですが、現在のところ、病院局は３

月いっぱいまで医師の確保について全力投球す

るという回答をいただいております。きょう現

在、県立延岡病院の医師確保の見通しはいかが

でしょうか。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 大学側には、延

岡病院の地域医療に果たす役割あるいは県の取

り組みにつきましては、十分に御理解をいただ

いていると考えておりますが、夜間の救急外来

患者さんが多く、医師を取り巻く労働環境の厳

しさが県内の他の地域よりも大きいことから、

現時点では、まだ不透明な状況にございます。

○松田勝則議員 労働環境の厳しさが、医師を

なかなか延岡病院に招くことができない原因だ

ということでありますね。その労働環境を緩和

するためにということで、県民への啓発事業を

数々行ってまいりました。お手元に配付した資

料にあります「皆で守ろう！地域医療」という

ことで、昨年６月に、知事、延岡市長を初め、

マスコミを通して、延岡市民、県北の皆さん

に、延岡病院のコンビニ受診をやめようという

ことを訴えかけてきました。その結果、患者は

減少したというふうに聞いておりますが、医師

の過重労働は軽減されたのでしょうか。局長、

伺います。

○病院局長（甲斐景早文君） 今お話にござい

ましたように、地元市町村等と一体となりまし

て、安易な時間外受診の自粛を啓発するために

実施した「県立延岡病院支援キャンペーン」に

よりまして、今年度４月から１月までの延岡病

院の救急の外来患者さんは、昨年度同期に比

べ、約３割減少いたしております。しかしなが

ら、最も医師の負担となっております深夜帯

は、地元市町村の初期救急医療体制の整備が図

られていないということもありまして、約１割

しか減少していない状況でございます。キャン

ペーンにより、救急患者さんの総数は減り、一

定の成果はあったというふうに認識しておりま

すが、深夜帯の医師負担の軽減は図られていな

いとの意見が、現場の医師からは寄せられてい

るところでございます。

○松田勝則議員 一番かなめとなる深夜帯の医

師負担の軽減は図られていないということで、

私も調べてみましたら、19年度と20年度を比較

いたしますと、深夜帯、23時から朝８時ま
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で、19年度は2,575人の方が救急患者としてい

らっしゃった。20年度、2,233人の外来で13.3％

の減ということで、現場の医師には余り負担減

になったという実感がないということだと思わ

れます。では、その県立延岡病院の医師の業務

過多、業務過多、業務過多。医師が忙しいとい

うふうに言われているんですが、その原因につ

いての分析はどのようにしていらっしゃるか、

局長、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 延岡病院は、本

来、県北地域の中核病院として、高度医療を担

う医療機関として位置づけられておりますが、

これまで、県北の地域医療の「最後のとりで」

として、昼夜を問わず、初期救急から第３次救

急まで対応してきたことによりまして、医師を

初め医療スタッフの業務が過酷な状況になって

いるものと考えております。

○松田勝則議員 その業務過多を解消するため

にさまざまな取り組みをなされているわけです

が、現場のスタッフ、延岡病院の医療スタッフ

の声は病院局に届いているのか、この点につい

てお伺いいたします。と申しますのが、現場の

看護師さんたちから、「県は私たちを見捨てる

んじゃないか」「余りにも忙しい。しかし、具

体的な改善策が何年も講じられていない」とい

う不満の声というか、悲鳴にも似た声をよく聞

いております。現場スタッフの声は病院局に届

いているのか、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 病院運営におき

ましては、各県立病院の第一線で勤務する医療

スタッフの力が最も重要であります。その意見

に耳を傾ける必要があるというふうに、常々

思っているところであります。そのために、今

年度から、病院運営に関する効率化あるいはサ

ービス向上策等について、医療スタッフに「１

人１改善」を募る、こういった取り組みをいた

しまして、病院局職員の声が私に直接届くよう

なシステムを構築したところでございます。今

回、医師確保対策に盛り込みました医療秘書の

導入や研究研修費の増額についても、この「１

人１改善」の取り組みの中で、各県立病院ス

タッフから寄せられた要望でございまして、医

師負担の軽減対策として対応することとしたと

ころでございます。今後とも、経営健全化を図

り、高度で良質な医療を効果的、安定的に提供

するために、こうした取り組みを継続してまい

りたいと存じます。

○松田勝則議員 「１人１改善」ということ

で、局長にそれぞれの声が直接届くようなシス

テムを構築したということですが、それはメー

ルか何かで局長のところに声が届くということ

でしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 実際に私のほう

でじかに見たいということもございまして、書

面でいただいております。

○松田勝則議員 県立延岡病院の医師確保に当

たって、従来からの派遣元である宮崎大学、そ

れから熊本大学医局との意思の疎通は十分に図

られているのだろうかと思います。お聞かせく

ださい、病院局長。

○病院局長（甲斐景早文君） 宮崎大学及び熊

本大学の各医局に対しましては、病院長ととも

に繰り返し訪問して、県立延岡病院の役割につ

いて、詳細に、かつ繰り返し説明を行っている

ところでありまして、県立延岡病院が、県北地

域の中核病院として、高度医療や救急医療等、

地域医療の提供に重要な役割を担う最後のとり

でであるということについては、十分に御理解

をいただいているというふうに認識いたしてお

ります。
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○松田勝則議員 今、２つの大学を出しまし

た。宮崎大学、熊本大学なんですが、病院局は

それ以外の大学に対しましても、医師の派遣要

請は行っていらっしゃるでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） 現在派遣いただ

いております宮崎大学あるいは熊本大学医局に

加え、九州管内の各大学の関係医局に対しまし

ても、直接訪問して、県北地域における県立病

院の重要性を十分御説明し、新たな医師の派遣

について強く要請しているところでございま

す。

○松田勝則議員 医局にも声をかけているけれ

ども、まだ反応がないという状況だと伺いまし

た。では、医局ではなくて、同じ県立病院、宮

崎病院や日南病院からの医師の異動ですとか応

援体制の強化はできないものか、病院局長、お

聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 大学医局からの

医師の派遣でございますけれども、派遣先の病

院を指定して行われております関係で、本県の

判断で県立病院間で異動させることは、基本的

には困難であるというふうに考えております。

また、県立病院間の医師の応援につきまして

は、これまで一部の診療科で、特殊な技術を要

する手術等で応援を行った事例はありますが、

県立宮崎病院及び日南病院においても、医師が

不足している状況にありますので、限られた範

囲での対応になろうかというふうに考えており

ます。

○松田勝則議員 そういう厳しい中におきまし

て、病院局は、延岡市、また地元医師会とも連

携をとりながら、喫緊の課題に取り組んでいる

というふうに伺っておりますが、地元延岡のそ

れぞれの団体とはどのような連携を行っている

か、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 地元との連携と

いうことだろうと思います。今年度の４月か

ら、県議会の御支援もいただきながら、地元市

町村や医師会等と合同で、「県立延岡病院支援

キャンペーン」といたしまして、安易な時間外

受診自粛の啓発活動を行うとともに、昨年10月

に延岡市が設置いたしました「延岡市医療問題

懇話会」に参加しまして、救急医療体制の問題

解決に向けた対策等について、延岡市や市医師

会等と忌憚のない意見交換をさせていただいて

おるところでございます。さらに、昨年９月に

休診した消化器内科につきましては、救急患者

の受け入れに関しまして、延岡市医師会の御協

力により、先月から輪番体制がスタートするな

ど、地元と積極的に連携を図っているところで

あります。

○松田勝則議員 視点を変えまして、延岡病院

の医師の負担の部分にはこういうところがある

んじゃないかということを伺います。県立延岡

病院におけるモンスターペイシェント、いわゆ

る理不尽な患者ということですが、その実態に

ついて、昨年の件数も含めてお教えください。

○病院局長（甲斐景早文君） 近年、医師や看

護師等の医療従事者に対して理不尽な要求を行

う患者さん等の事例が、マスコミ等でも報道さ

れておりますが、県立延岡病院においても、診

断書の内容が自分の考えていた内容と異なるこ

とを理由に延々とクレームをつけた事例や、多

量に飲酒して来院し暴言を繰り返した事例な

ど、対応に特に苦慮している事例といたしまし

て、平成19年度で45件が報告されております。

○松田勝則議員 45件という報告があるという

ことを伺いました。先日も、10分間の待ち時間

が長いということで、酒に酔った患者が医師の

顔面を殴打したという報道がなされて、このよ
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うな時期にそういったことが我が延岡市民から

出たということを大変恥ずかしく思った次第で

す。

次に、これは提案型になります。今、喫緊の

課題ということで伺ってまいりましたが、中長

期的な形で、延岡病院の医師招聘の観点から質

問させていただきます。地域医療システム学講

座というものが始まりました。一番近いところ

では、熊本県と熊本大学は、医師不足対策の一

環として、附属病院に１億500万円を寄附し、地

域医療に特化した地域医療システム学寄附講座

を開設する協定を締結したと聞いております。

平成21年１月から26年３月までの５カ年で、効

率的な地域医療支援システムの確立、総合診療

医の養成、卒前教育の実施などに取り組み、地

域における医療提供体制の課題や解決策、地域

医療に従事する医師の支援、地域医療を担う医

師の養成・確保に関する研究を行うことによ

り、大学病院と地域医療の連帯を一層進展さ

せ、地域医療の向上に寄与しようとするもので

あると聞いております。まさに、延岡病院に

とっても願ってもないシステムじゃないかと

思っておりますが、このシステム学講座につい

てどうとらえていらっしゃるか、お聞かせくだ

さい。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話しのよう

に、熊本県では、効果的な地域医療支援システ

ムの確立や総合的な診療ができる医師の養成を

目的に、熊本大学に県から寄附を行い、いわゆ

る寄附講座をことし１月に設け、今後５年間程

度続けるというふうに聞いております。熊本県

の場合、取り組みを始めたばかりでありまし

て、その効果については明らかではございませ

んが、本県においても、宮崎大学医学部から寄

附講座の提案がなされているところでありま

す。現在、宮崎大学との間で、その具体的内容

について、事務レベルの協議を重ねているとこ

ろですが、地域の医師不足の解消にどの程度の

効果があるのかなど、検討すべき課題がありま

すので、熊本県を含め、全国の取り組み状況も

検証しながら、引き続き、宮崎大学と協議して

まいりたいと考えております。

○松田勝則議員 宮崎大学と前向きな検討をさ

れているということで、地域の医師不足にどの

ような効果があるか、それこそ宮崎県が発信し

て効果があるような講座として開設をいただけ

たら、ありがたいと思います。

続きまして、女性医師対策への取り組み状況

についてお聞かせください。女性医師で、あち

こちで産休をとっていらっしゃる方とかのお話

を伺うんですが、家事・育児のサポートですと

か家族の理解などの問題を理由に挙げながら

も、多くの女性医師が、「現状の過酷な労働環

境では、当直回数を減らしてほしいなどの希望

はとても言えない」というようなことをおっ

しゃっております。ほかの医師への気兼ねから

復帰をあきらめているという、私たちにとって

みれば物すごくもったいない事例を聞いており

ます。部長、この女性医師対策の取り組み状況

をお聞かせください。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県では、現

在、女性医師の就労継続に大きな役割を果たす

病院内保育所の運営費の助成を行っております

が、増加する女性医師が、安心して出産・育児

と仕事との両立ができる環境の整備が、今後ま

すます重要になってくるものと考えておりま

す。このため、来年度の新規事業としてお願い

をしているところですが、短時間正規雇用を行

う病院への補助や、女性医師のための相談窓口

の設置、院内保育所の整備充実等、各種の取り
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組みにより支援してまいりたいと考えておりま

す。

○松田勝則議員 ぜひ推進していただきたい、

このように思います。

続きまして、かかりつけ医普及の取り組み状

況について伺います。延岡では、かかりつけ医

―かなりの方がかかりつけのお医者さんを

持っていると自覚しているんですが、それで

も、県病院が自分のかかりつけ医だ、延岡病院

がかかりつけだというふうに誤解をしていらっ

しゃる方もおるように聞いております。県で

は、このかかりつけ医普及についてどのように

取り組んでいるか、福祉保健部長のお話を伺い

ます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県民一人一人

がかかりつけ医を持つということは、日ごろか

らの治療や健康管理はもとより、医療機関の機

能分担を図り、医療の効率化に資する観点や、

また、２次、３次の救急医療機関の医師の負担

軽減を図る観点からも、非常に重要でありま

す。このため、県ではこれまでも、県医師会等

とも連携して、その必要性について、さまざま

な機会を通じて啓発してきたところでありま

す。また、来年度の新規事業としてお願いして

おります、救急医療利用適正化推進事業の中で

も取り組むこととしております。

○松田勝則議員 県立延岡病院を支えるため

に、地元は、延岡市だけじゃなくて、県北のそ

れぞれの市町村が支援体制に入っているわけで

すが、県北地域の医療について、定住自立圏構

想の考え方の中で、県が市町村の取り組みを支

援するお考えはないでしょうか。定住自立圏と

申しますのは、人口５万人以上の中心市と周辺

市町村が協定を結んで、圏域として定住、自

立、発展を目指すもので、病院やショッピング

センターなど都市機能を中心市が整備し、自然

環境や食料生産などを周辺市町村が行い、お互

いに連携しながら圏域としての利便性を高めて

いくことで、いわば大都市への人口流出を防ぐ

のが目的とされております。総務省が定めたこ

とでありますけれども、本県では、都城、延

岡、日向の３域が指定をされているようです。

県民政策部長、この定住自立圏構想のお考えを

お聞かせください。

○県民政策部長（丸山文民君） 県北地域の医

療につきましては、延岡市を中心市とする定住

自立圏構想において、日向・入郷及び西臼杵を

含む県北地域全体で取り組む課題とされており

まして、現在、市町村連携の内容等について検

討が進められているところであります。県とい

たしましても、県北地域の医療は重要な課題と

認識しておりまして、医師確保対策や過疎地域

への医師の派遣などに取り組んでいるところで

ありますが、今後、定住自立圏構想を推進して

いくという立場からも、市町村の検討状況を見

ながら、どのような支援ができるか検討してま

いりたいと考えております。

○松田勝則議員 続きまして、医師派遣・確保

に成功した事例を聞きたいと思います。県立日

南病院では年度末で小児科医が不在になるとい

う報道に衝撃を受けたわけですが、宮崎大学は

来年度も１年間に限って２人の医師を新たに派

遣するということになりました。これで小児科

は存続することになりましたが、派遣期間はこ

れまでと同じ１年間、再来年度以降も派遣が継

続されなければ、日南病院の小児科も休診に追

い込まれる可能性はある等々聞いております。

そういった厳しい状態の中で、今回、スピー

ディーに宮崎大学が対応してくださった、その

医師派遣の継続が可能となったいきさつをお聞
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かせください。病院局長、お願いいたします。

○病院局長（甲斐景早文君） 県におきまして

は、これまで派遣元であります宮崎大学小児科

医局等に対し、県立病院小児科の地域における

役割につきまして、繰り返し、かつ詳細に説明

し、要望を行ってまいりました。また、この

間、県及び大学に対し、地元の住民の皆様や市

町村等からの要望が行われたところでありま

す。大学医局におきましては、医局の医師が減

少し、派遣が極めて厳しい状況でありました

が、現在、全国的に希望者が激減している若手

の小児科医を育成する観点から、今回、県が医

師確保対策といたしまして、思い切った研究研

修予算を確保し、派遣される若手医師の臨床研

修及び研究の充実を図ることとしたことについ

て、大学側から高い評価をいただき、御理解を

得ることができたのではないかというふうに考

えております。

○松田勝則議員 日南病院の医師派遣が成功し

た事例としましては、研究研修予算の確保と研

究の充実といったことを提示したというお答え

でしたが、私としましては、やはり市民の６

万5,000人の署名というものも大きなパンチに

なったのじゃなかろうか、そのようにとらえて

おります。

さて、今回、延岡病院、医師確保と、大変つ

らい状況、厳しい状況にあることは重々知って

おりますが、この問題を解決するために、県当

局が地元に望むことがありましたら、病院局

長、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 地元に望むこと

ということでございますけれども、県立病院の

医師の負担軽減を図るには、やはりどうして

も、地元市町村において初期救急医療体制の充

実を図ることが極めて重要な課題でありまし

て、そのためには、現在、延岡市夜間急病セン

ターで対応できていない午後11時から翌朝７時

までの深夜の時間帯を対応していただくことが

極めて重要であるというふうに考えておりま

す。延岡市におかれましては、今後、深夜帯を

含む24時間体制について検討されるとのことで

ありますので、初期救急医療体制のさらなる充

実を早急に図っていただきたい、このように考

えております。

○松田勝則議員 地元で、深夜帯をメーンとし

た体制を検討してほしい、その充実を図ってほ

しいということですが、私たちは先日、土曜

日、県境議連のメンバーで、延岡市医師会の方

々と討議を重ねました。その中で、さまざまな

取り組みをしていらっしゃる。「市としてはも

う十分過ぎるぐらいの活動をもってこの問題に

当たっている」ということでしたが、そういっ

た地元の活動の声、実態は、病院局長のもとに

届いておりますでしょうか。

○病院局長（甲斐景早文君） いろいろと声

は、私どもも、病院等からも、あるいは直接に

も伺っております。特に地元医師会からの声で

ございますが、先月27日に、先ほどお話にござ

いましたように、住民の皆様から知事のほうに

署名が提出されました。このときに、延岡市か

ら、延岡市夜間急病センターの検診時間拡大に

ついて検討したいとのお話がありましたので、

今後、延岡市と市医師会の間で、具体的な協議

が行われるのではないかというふうに認識いた

しております。

○松田勝則議員 医師会のほうも、１次医療を

何とか完璧に期すことができるようにと、最大

限の努力をしていらっしゃるということです

が、よしんば延岡市、地元が、１次救急、１次

医療を確実に診療することができたらば、２
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次、３次の責任者である延岡病院はいかがで

しょうか、しかと医師を確保することができる

でしょうか、お聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 今お話にござい

ましたように、県立延岡病院は、県の医療計画

あるいは中期経営計画に示されておりますとお

りに、２次・３次医療を担う病院であります。

これまで地域医療確保のために、やむを得ず初

期救急医療まで対応してきたところでございま

すけれども、この結果が、地域の医療スタッフ

等の過剰な負担を招いたのではないかというふ

うに認識いたしておるところでございます。そ

ういうこともございまして、本来の役割分担ど

おりに、地元で初期救急医療を対応していただ

くことが、地域医療確保のためには何よりも重

要であるというふうに考えておりますし、早

速27日に、延岡市のほうからしっかり取り組み

たいというようなお話がございました。早速、

宮崎大学のほうにも話をいたしまして、「こう

いうお話をいただきましたので、また引き続

き、何としてもお願いしたい」、こういうこと

で、さらに強い、強力な働きかけになったもの

というふうに認識いたしております。

○松田勝則議員 今回の質問への御答弁をつら

つら聞いておりますと、どうしても延岡病院の

医師不足というか、医師確保の困難な一番の原

因が、地元の１次医療が確立していないからと

いうふうに思えてなりません。延岡市が１次を

どうでもこうでも確立するとなった場合には、

県といたしましても、責任を持って、２次、３

次の命の「最後のとりで」であるところの延岡

病院の医師確保に完璧を期していただきたい、

このように思います。

続けて伺います。これは、中長期的なことを

含めてで結構です。今、延岡病院医師確保に関

しまして県ができることは何か、病院局長、お

聞かせください。

○病院局長（甲斐景早文君） 県立延岡病院に

つきましては、御指摘のございましたとおり、

医師確保が喫緊の最重要課題であることから、

医師の意見等にも耳を傾けながら、地元との連

携を図り、さらに医師の働きやすい環境の整備

に努めるとともに、地域の患者動向等も踏まえ

ながら、必要な診療機能の充実強化に向けて、

県独自の取り組みを含め、必要な医師の確保に

全力を挙げて取り組んでいくことが重要である

というふうに考えております。また、将来にわ

たって安定的に医師を確保し、高度で良質な医

療を提供していくためには、何よりも経営基盤

を確立することが重要でありますので、中期経

営計画に基づきまして、経営の安定化に全力で

取り組んでまいりたい、このように考えており

ます。

○松田勝則議員 最後になりました。知事に伺

います。延岡病院の医師確保に関する今後の展

望、それから知事の医師確保に向けた意欲をお

聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 県立延岡病院は、県

北地域の中核的医療機関であり、地域医療の

「最後のとりで」でありますので、県といたし

ましても、医師派遣の継続あるいは新たな医師

の派遣について、大学医局に対しまして、再三

再四、要望してきたところであります。要望に

当たりましては、病院局において、医師確保対

策経費として総額３億7,000万円に上る予算を新

たに措置するなど、県としてできる限りの対策

も講じてきたところであります。大学側も、延

岡病院の地域医療に果たす役割や県の対策につ

いては十分御理解いただいているものの、医師

の疲弊の最大の要因でありますところの初期救

平成21年３月２日(月)



- 201 -

急医療体制の整備を懸念されているところであ

ります。県といたしましては、引き続き、大学

に対し、延岡病院の役割や県の対策を訴えてい

くとともに、地元延岡市における救急体制の整

備を要請するなど、医師確保に向けた抜本的な

対策に積極的に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○松田勝則議員 延岡病院、今の中期経営計画

の中で、経営の安定化ということも大事かと思

いますが、命は経営の安定化とまた違うところ

の問題だというふうに認識しております。延岡

病院は、県北、日向・入郷、そして延岡医療圏

の「最後のとりで」、言葉を軽々しく使うのも

はばかれるんですが、みんなにとって、私たち

にとって、本当になくてはならない病院です。

道州制を踏まえまして、知事もいみじくもおっ

しゃいました。「延岡が州都の第２の候補とい

うこともあり得る」というコメントも聞きまし

たが、そのような中核都市としての任務を果た

そうとしている延岡において、病院の役割はま

すます重大になってくるかと思います。２月中

で医局人事は決まってしまうと、最初私たちは

伺いましたが、３月いっぱい、何とぞ全力をも

ちまして、この延岡病院の医師確保に御尽力を

賜りますよう要望いたしまして、私の質問を終

わります。（拍手）

○坂口博美議長 次は、川添博議員。

○川添 博議員〔登壇〕（拍手） 無所属の会

の川添博でございます。一般質問の機会を与え

ていただきまして、先輩や同僚議員、また県民

の皆様に対して、心から感謝を申し上げます。

本日の４番バッターとなりました。しかし、ま

だ未熟ですので、県民の声を代弁して、粛々と

率直に質問ができればと考えております。どう

ぞ皆さん、温かく見守ってくださいますようお

願い申し上げます。

それでは、質問に入らせていただきます。

内外の厳しい情勢のもと、平成21年度当初予

算案は一般会計5,625億円で、20年度比0.6％の

伸びであり、また、８年ぶりの増額となりまし

た。収支は当初見込みを割り込み、基金から240

億円を取り崩して財源に充てることになりまし

た。21年度予算の感想と行革大綱2007に基づい

た財政改革の成果について、知事にお伺いをい

たします。

また、21年度の当初予算編成時において

は、21年度末の基金残高は161億円と見込まれて

おり、大災害等がなければ85億円程度が戻り、

約240億円程度が残りそうであります。しかし、

世界同時不況により、地方財政にも大幅な税収

不足という深刻な影響が出てきており、本県に

おいても、税収不足などから収支不足が広がれ

ば、基金の枯渇は避けられない状況でありま

す。そこで、22年度の収支不足と財政基金の見

通しはどの程度か、総務部長にお伺いをいたし

ます。

これ以降の質問については、質問者席にて行

わせていただきます。ありがとうございまし

た。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 平成21年度

当初予算についてであります。平成21年度当初

予算の編成に当たりましては、地域経済の状況

等も十分に考慮しながら、選択と集中の理念の

もと、雇用創出・就業支援対策などの４つの重

点施策を中心に、優先度の高い施策に積極的に

取り組むことといたしました。その過程におき

ましては、財政状況が厳しさを増す中、財政改

革プログラムに基づき、さらなる事務事業の見

直しや歳入確保等を進めるなど、財源捻出に努

めることにより、本県が直面する喫緊の課題に
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もしっかりと対応した予算を編成することがで

きたものと考えております。財政改革プログラ

ムでは、職員数の削減等による人件費の見直し

や投資的経費の縮減・重点化、事務事業の見直

し等により収支不足の圧縮と、スクラップ・ア

ンド・ビルドを含む事業費の歳出見直しについ

て目標を立てております。そのための取り組み

の内容には予算執行段階での経費節約等も含ま

れるため、目標に対する達成状況については決

算において検証せざるを得ませんが、この目標

を見据えながら公共事業のシーリング設定や事

務事業の見直し等に取り組んだところでありま

して、平成21年度当初予算の編成過程において

対応すべき財政改革プログラムの内容としまし

ては、ほぼ見込みどおり推進できているものと

考えております。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

22年度の収支不足等の見込みでございます。

平成22年度の収支不足及び基金残高について、

現段階で明確に見込むことは困難であります

が、今後とも、県税収入等の減少や社会保障関

係費の増加などが見込まれますことから、少な

くとも収支不足額は、中期財政見通しにおける

見込み額306億円から拡大するものと考えられま

す。したがいまして、財政改革プログラムに基

づく取り組みを着実に実施の上、収支不足のさ

らなる圧縮に努める必要があると考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○川添 博議員 御答弁ありがとうございま

す。

厳しい財政事情の中、４つの重点施策を中心

に、知事らしい施策が盛り込まれております。

そのソフト事業等についても、非常に評価をい

たしております。ただ、知事の御答弁では、財

政改革プログラムは見込みどおり推進できてい

るということでございます。しかし、先ほどの

総務部長の御答弁では、今後の税収減などのマ

イナス要因を勘案すると、収支不足額は見込み

額の306億円よりも拡大する見通しとのことであ

ります。すなわち、現状では、財政改革のプロ

グラムを着実に実施したとしても、収支不足の

圧縮は困難な状況ということだと思います。総

務部長、やはりまた新たな方策が必要な時期に

来ているのではないでしょうか。基金が完全に

枯渇した場合、その収支不足に対応するため

に、約300億近い財源の捻出が必要であります。

また今後、税収不足により、収支不足幅もさら

に広がっていく可能性があります。財政改革の

プログラムの修正とも言うべき新たな方策の構

築が不可欠な状況ではないかと考えておりま

す。したがって、これまで以上に事務事業の見

直しや歳出削減に全庁的にどう取り組んでいく

のか。もう一度、総務部長にお伺いをいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 御指摘のように、

確かに、現在進めております財政改革プログラ

ムの中で、いろんな手法、先ほど知事が壇上で

申し上げましたように、職員数の削減あるいは

投資的経費の縮減・重点化、こういったことで

見直しをやってきておりますけれども、先ほど

申し上げましたように、収支不足がさらに拡大

する、その中でどういった方法があるのかとい

うことでございますが、基本的には、現在とっ

ております各種見直しの延長線上に、さらにこ

れを強化していく方法、これは例えば、計画に

示されております取り組みについて、現在以上

に上乗せをしていく、こういった聖域なき見直

しが必要になってくるんではないかと考えてお

ります。
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○川添 博議員 その聖域なき見直し、具体的

には実際どういうことを組み立てていくのか。

非常に厳しい状況なんですが、部長、そろそろ

議会や県民に対して、しっかりとしたものを示

していく時期に来ているのではないかと考えて

おります。もちろん、県政は、削るだけではな

く―県内経済や県民生活において、セーフ

ティネットの役割が非常に増してきておりま

す。その責任をしっかりと果たしていくために

も、財政再建への早急な新しい取り組みは避け

られないものと考えております。ただし、おっ

しゃるように、聖域なき歳出削減を実際に行う

ということになれば、我々議員の報酬はもとよ

り一般職員の人件費削減も―今までもずっと

苦労してこられているわけですけれども―あ

る程度の削減もやむを得ないのではないかと考

えております。仮に一般職員の人件費を５％

カットした場合、どれぐらいの財源捻出ができ

るのでしょうか。総務部長にお伺いをいたしま

す。

○総務部長（山下健次君） 仮にの話でござい

ますが、平成21年度の当初予算ベースでこれを

試算してみますと、一般職員の給料の５％カッ

トで捻出される一般財源額は、30億円程度にな

ると思われます。

○川添 博議員 ５％で30億ということで、大

阪府はたしか300億程度の財源を―規模が大き

いからでしょうか―捻出しておりました

が、30億というと、本県でいえば時間外手当が

大体毎年30億円ということですね。少し先です

が、22年度や23年度の予算編成や県政運営は、

もっと厳しいものになることが予想されます。

また、22年度の行財政改革大綱の改定作業につ

いては、本県の将来ビジョンと命運がかかって

くるものと考えられます。それだけに、議会や

県民の理解やコンセンサスを早目に得て、しっ

かりとした議論を構築して進めていく必要があ

るのではないかと思います。そのためにも、計

画の作業プロセスや予算編成の見える化をさら

に推し進めて、収支不足解消の道筋をしっかり

と示していただきたいと思います。そのことが

県民に希望や期待を与えていく、そういうもの

につながっていくと考えております。

次に、大枠の行財政改革について何点かお伺

いしてみたいと思います。

先日も少しお話が出ましたが、県庁の女性管

理職の比率が全国でも低いようでございます。

現在、275の課長級ポストのうち、女性課長はわ

ずか５人ということであります。この比率は都

道府県では下から２番目ということで、やはり

ちょっと旧来的で保守的な組織という印象がい

たします。実は、女性管理職の登用がおくれて

いるという指摘は、この議会でも10年以上前か

らずっとされてきているわけです。しかし、そ

れでもなかなか登用が進まないというのは、一

つには、やっぱり歴代トップの意識が少し低

かったのかなということも感じます。

ところで、知事、管理職の民間人の登用につ

いては、現在、専門職において数名ほど民間か

ら採用されているようです。そこで、広く全国

から公募して、企画や事務部分にも広げて登用

を行っていってはいかがでしょうか。また、も

ちろん女性も含めて登用を行ってはいかがで

しょうか。知事もたしかマニフェストの中で、

民間人のアイデアをどんどん取り入れたい、ま

た女性の地位を高めていきたいということを述

べていらっしゃいました。知事の見解をお伺い

いたします。

○知事（東国原英夫君） 知事部局におきまし

ては、ＩＴ技術に精通した民間経験者を情報政
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策課に配置するなど、高度で専門的な知識経験

等を必要とする職について、外部から登用を

行っているところであります。御指摘のような

管理職は、単に専門的な知識経験だけでなく、

行政運営に関する識見やマネジメント能力等が

より高いレベルで求められる職ですので、民間

からの登用のほうが大きな効果が期待できる分

野を見きわめた上で検討する必要があると思わ

れます。現在、管理職の公募を具体的に検討し

ている事務的部門はありませんが、私はもとよ

り、県民総力戦で県政を推進していきたいと考

えておりますし、女性の登用も重要な課題と認

識しておりますので、必要性のある部門につい

ては、今後とも対応してまいりたいと考えてお

ります。

○川添 博議員 ありがとうございます。今ま

で、どちらかといいますと、専門部署での民間

登用というイメージがありましたが、これから

はそういった枠にとらわれず、人事や財政、ま

た組織管理や事務事業全般の企画管理などの中

枢部門のほうが、より民間の発想を出しやすい

のではないかとも思います。行政経験にとらわ

れていたところも少しありましたが、一方で、

前例のない県政改革にアグレッシブに取り組ん

でいかなければなりません。組織に新しい発想

や新しい風を吹かせていくことも必要だと思い

ます。要望をいたしておきます。

次に、指定管理者制度です。今回の議案で

も、新たに３件の施設について提案されており

ます。これまで県営住宅など62施設に導入し

て、４億円の経費削減実績を上げてきていると

のことでございます。そこで、今後、さらに県

直営の施設について、指定管理者制度、もしく

はアウトソーシングや市場化テストなどをでき

る余地はないのでしょうか。例えば、もちろん

現在も県直営である美術館や図書館には法的な

制約はないと思われますが、全部か一部につい

て導入できないのか。これは教育長にお尋ねを

いたします。

○教育長（渡辺義人君） 県立図書館や県立美

術館は、県民の生涯学習や芸術文化振興のため

の教育施設として重要な役割を担っており、県

民サービスの向上なども考慮しながら、指定管

理者制度の導入の可否について検討してきたと

ころであります。その結果、県立図書館につい

ては、利用者の相談に応じて課題解決を支援す

る「レファレンスサービス」や、市町村立図書

館への助言・指導の業務があり、また、県立美

術館については、郷土作家や美術資料に関する

調査研究などの業務がありまして、これらは、

いずれも専門的かつ継続的な取り組みが必要で

あり、指定管理者制度にはなじみがたいことか

ら、県直営を維持することとしたところであり

ます。なお、県立図書館につきましては、行政

改革の観点から、可能な業務についてアウトソ

ーシングを進めてまいりたい、このように考え

ております。以上です。

○川添 博議員 教育施設としての役割もある

でしょうけれども、教育的な役割も果たしてい

る県立芸術劇場には指定管理者制度が導入され

ていますので、可能性はあるのではないかと考

えております。確かに、市町村への指導業務や

調査研究などの仕事もありますが、一部導入を

検討するとか、前例にとらわれない取り組みも

必要かと思います。非常勤職員の活用も有効で

す。引き続き御検討をお願いいたします。

次に、ＮＰＯとの協働事業であります。行革

大綱2007の目標数値として、65の事業を実施し

た上、270のＮＰＯ法人の設立を目指しておりま

すが、経過実績はどのようになっているでしょ
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うか。また、どういった協働事業に力を入れて

いらっしゃるでしょうか。県民政策部長にお伺

いをいたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 平成21年１月

末現在で、ＮＰＯとの協働事業数につきまして

は73件、それから法人数につきましては268法人

となっております。協働事業数、法人数とも、

順調に伸びていると考えております。また、そ

の協働事業の内容でございますけれども、まち

づくり、青少年健全育成、あるいは自然環境保

護を初め、幅広い分野で行われておりまして、

今後とも、各分野での協働を進めてまいりたい

というふうに考えております。以上でありま

す。

○川添 博議員 現在、ＮＰＯとの協働事業

は、金額ベースでは年間でまだ１億円程度なん

です。先週、商工観光労働部長の御答弁では、

今回の雇用創出基金事業において、民間企画提

案型事業を実施されるとのことでありました

が、このような取り組みをさらに強化していた

だき、ＮＰＯや県民からの提案型の公募事業の

拡大に期待しております。

次に、市町村との協働による税徴収の新組織

についてであります。これは、以前に町村会を

中心にして検討会が設置され、そこの中で検討

されて、平成18年に断念された経緯があるよう

でございます。名称は「地方税収方策検討委員

会」と言われたものです。しかし、他県の先進

事例、例えば茨城県などでは、新組織を運営し

ているものもあります。それらを参考にして、

改めてその導入メリットを勘案した上で検討し

てみてはいかがでしょうか。総務部長にお伺い

をいたします。

○総務部長（山下健次君） 地方税の徴収に係

る市町村との協働組織の設立につきましては、

出だしのところは町村会ということでございま

したが、後に市長会も共同歩調で、平成16年か

ら18年にかけまして、県も一緒に入って、新た

なシステムを構築するための徴税コストあるい

は人員配置など、その費用対効果を含めて、い

ろいろな観点から検討を行いました。しかしな

がら、新たに組織を設立することは現状では難

しい、こういった結論に達したところでござい

ます。現在、これにかわるといいますか、各県

の主な取り組みとしては、当然本県でもやって

おりますが、個人住民税の滞納案件を、市町村

から県が引き継ぎを受ける直接徴収、それから

県及び市町村の税務職員の併任人事交流、滞納

整理を目的とした一部事務組合等の設置―こ

れは本県ではやっておりません―などがあり

ますけれども、本県でも既に直接徴収、それか

ら併任人事交流制度の創設、こういったこと

で、県職員と市町村職員とが一緒に滞納者宅へ

出向いて納税交渉を行ったり、協力して捜索あ

るいは差し押さえ等を行うなど、市町村と一体

となった徴収対策を実施しているところでござ

います。御提案の件につきましては、現在活用

しているこういった方法の効果を十分見なが

ら、税収の確保に取り組んでまいるという観点

で考えたいと思います。

○川添 博議員 市町村との人事交流も非常に

すばらしいと思うんですが、そういったものを

ステップにして―やはり納税者の視点から見

ると、納めるときには県税も市税も余り区別さ

れていないんではないかなと。そうであるな

ら、システムや人員、そういったものを一体化

して、より効率的に徴収率を上げていく工夫を

していくべきじゃないかと思っております。滞

納整理等を含めて、既に実験的に導入を始めて

いる自治体もあるわけであります。最初は滞納
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整理新機構みたいなものから始めて、市税と県

税の協働徴収の新組織の立ち上げで、実際どの

程度の投資経費がかかるのか、具体的にシミュ

レーションを出して、公表していただけると大

変参考になります。ぜひ前向きに御検討をお願

いいたします。

次に、県庁の審議会についての見直しであり

ます。現在、県には70ほどの審議会が存在しま

す。この中には、法的に義務づけられている審

議会もありますが、任意に設置できる審議会も

あります。また、当初設置したときからする

と、その役割が少し低下しているものも当然あ

ると思います。また、この１年で審議会の数も

増加をしております。そこで、この70ある審議

会の中で、この２年間、一度も開催されていな

い審議会は幾つあるのでしょうか。総務部長に

お伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 御質問がございま

したように、現在、県には70の審議会がござい

ますが、そのうち、審議案件がないということ

から、この２年間で一度も開催されていない審

議会は、15審議会となっております。

○川添 博議員 その中には、必要に応じて開

催される法設置の審議会もあろうかとは思いま

す。また、今議会の予算案の中で、１つの審議

会で年間100万円以上の経費がかかる審議会もご

ざいます。また、担当職員の負担軽減のために

も、形骸化している審議会については見直しや

整理をして、廃止できないかどうか検討してい

くことが大事なのではないでしょうか。改め

て、また再度そういった検討ができないかどう

か、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（山下健次君） 審議会等について

申し上げると、県政への高度な専門知識の導

入、あるいは公正な行政運営の確保等を目的と

いたしまして、法律または条例に基づいて設置

をしているところでございます。国における法

律の制定に伴い、また、県行政の執行を図る上

で、条例で新規に設置することはございます

が、役割の低下したものなどについては、これ

までも逐次、統合あるいは廃止をしてきている

ところでございます。今後とも、審議会の役割

あるいは必要性を勘案しながら、当然、法令上

必置ということもございますけれども、見直し

を行ってまいりたいと考えております。

○川添 博議員 おっしゃるように、昔は専門

知識の導入や専門家の意見を聞いたり、公正な

行政運営という役割が大きかったと思います。

しかし、現在は、職員の方々はインターネット

などを利用して、専門知識や情報やデータを得

ることも多いようです。今後、継続的な見直し

もぜひ検討していただきたいという要望をして

おきます。

次に、農政問題であります。

ピーマン農家などの施設園芸の省エネ対策費

として、補正予算が措置されました。重油価格

については、120円台から60円台と落ち着いては

いるものの、その後の整備状況はどうなってい

るのでしょうか。農政水産部長、お願いしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 施設園芸にお

ける省エネ設備につきましては、投資費用が比

較的少なく省エネ効果が高い、内張二層カーテ

ンを中心に、市町村、農業団体との連携のも

と、県単事業や国庫緊急対策事業の活用を推進

してきたところでございます。その結果、今年

度は、内張二層カーテンで71ヘクタール、循環

扇その他省エネ設備で51ヘクタールの整備がな

されてきたところであります。

○川添 博議員 ありがとうございます。全体
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的に見ると、普及しているのかどうかよくわか

らないんですが、いずれにしても、二層カーテ

ン等を全品目に整備すればよいというものでも

ないとは思います。例えばキュウリのハウスと

かは、暖まってしまって湿度が高まると、病害

が発生することもあると、多いということであ

ります。そもそもこういった省エネの普及整備

活動については、市町村やＪＡなどと連携して

いくことも大事です。しかし、一方で、県の普

及指導員が直接、農家を一軒一軒回ったり面談

をして、事例などをヒアリングして、そういっ

た指導を進めていくことが必要かと思います。

そこで、こういった省エネの普及について、施

設園芸農家に普及指導員がどの程度の頻度で

回っているか、農政水産部長にお伺いをいたし

ます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県内の施設園

芸農家戸数は、平成19年度の市町村の調べで

は6,465戸となっております。普及部門における

指導につきましては、基本的には、品目ごとの

部会や集団を対象として指導を行っております

が、今般の原油価格高騰対策として緊急に実施

いたしました「原油高騰に負けない「技術力

アップ作戦」」では個別指導を行っており、現

時点の延べ訪問指導戸数は、野菜で4,376戸、花

卉で724戸、果樹で781戸、合計5,881戸となって

おります。

○川添 博議員 ありがとうございます。県内

約6,400軒の園芸農家に対して、野菜などを中心

に延べ約5,800軒訪問しているということであり

ますね。普及部門においても、部会などでの指

導のほか、指導員の直接現場に出向く面談力や

訪問件数がとても重要だと考えております。も

ちろん、限られた指導員の人数ではあります

が、今後さらに訪問件数の増加へ取り組んでい

ただきますようお願いいたします。

ところで、今後の施設園芸の展望として、施

設園芸に省エネなどの経費削減策を取り入れて

いくことも大事なのではありますが、一方で

は、重油に依存しない施設や品目への転換とい

う視点で取り組んでいくことも重要かと思いま

す。今回の予算案に、これらに関連した新規事

業が組み込まれていますが、どのような事業で

しょうか。農政水産部長にお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 脱石油型農業

への転換を推進するため、平成21年度からの新

規事業として、「挑戦！みやざき施設園芸産地

改革事業」を本議会にお願いいたしておりま

す。本事業では、内張空気膜カーテンなどの新

たな省エネ設備の導入を促進するとともに、バ

イオマス熱源等のクリーンな新エネルギーへの

転換支援のための実証等を行い、一層の省エネ

ルギー化を推進することとしております。あわ

せて、重油の使用量が少ない作型への変更や、

低温性品目導入のための施設・機械の整備支援

を行うこととしております。これらの取り組み

を総合的に推進することで、持続的生産が可能

な農業への構造転換を促進してまいりたいと考

えております。

○川添 博議員 いよいよ、木質バイオマスな

どの代替エネルギー技術の導入が少しずつ実現

していくということでありますね。特に作型の

変更とか、要するに温かい時期に育てられる品

目に変えていく、それから重油に依存しない品

目への転換など、さまざまな工夫やアイデアを

出して、またそういった事例を何度もフィード

バックして改善していく取り組みが必要であろ

うかと思います。ひとつ積極的な取り組みをお

願いいたします。
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次に、森林整備事業についてお伺いをいたし

ます。

森林整備事業の重要性については、私が今さ

ら申し上げるまでもありません。21年度の緊急

雇用創出基金事業において、「県有林維持管理

強化促進事業」が掲げられております。また、

せんだっては、宮崎市で森林の仕事ガイダンス
も り

が開催されました。林業での仕事や雇用内容等

についての説明に、100人近い方の参加があった

と聞いております。そこで、県が発注する森林

整備の委託事業においては、現在、主に森林組

合が受託しているわけでございますが、環境森

林部長、森林整備の委託事業においては、素材

生産業などの民間企業はどれぐらい参入してい

るのでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 森林整備の委

託事業におきましては、これまで、素材生産業

者等の民間企業の参入実績はございません。

○川添 博議員 要するに、森林整備の委託事

業において、競争入札が行われていなかったと

いうことでございますね。長年にわたり、８つ

の森林組合との随意契約を中心にして行われて

きたわけで、素材生産業者などが入る余地がな

かったということであります。それでは、全国

のこういった森林整備の委託事業について、各

県はどんな状況でしょうか。民間企業を参入さ

せ、競争入札を実施している県はどれぐらいあ

るのでしょうか。環境森林部長にお伺いをいた

します。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 全国では36都

道府県であります。九州では、佐賀、長崎の２

県でございます。

○川添 博議員 他府県では、36都道府県がも

う導入をしているわけです。かなりの県が導入

しているわけですね。森林整備事業の活性化を

図っていくためには、もちろん、今の森林組合

が担っている役割は大変大きいわけであります

が、新しい、やる気のある企業の参入も必要で

はないかと考えます。委託事業にこういった民

間企業を参入させる場合の長所とか短所につい

て、どのようにお考えでしょうか。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 長所といたし

ましては、競争性が高まることによるコスト縮

減や、素材生産業など新たな担い手が確保され

るものと考えております。また、短所といたし

ましては、森林整備の主たる担い手であります

森林組合の経営や雇用への影響等が考えられる

ところでございます。

○川添 博議員 もちろん、森林組合の経営を

圧迫することは望んでおりませんし、長年にわ

たり森林整備事業を担ってきたそのノウハウ

は、今後も必要とされるところでありましょ

う。私が御提案しているのは、林業の担い手の

確保でもあります。林業就業者数は、平成12年

から17年までの５年間で、約３割減少しており

ます。また、材価が低迷している中、山の仕事

は決して楽ではありません。しかし、県や国の

しっかりとした予算措置を前提とした上で、今

後、民間企業の参入によりビジネスチャンスを

つくり、活性化させていくと同時に、担い手や

新たな雇用を創出していくきっかけにするに

は、よい舞台なのではないかと考えます。民間

企業の参入の可能性について、再度、環境森林

部長にお伺いをいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 県の発注する

委託事業につきましては、平成19年度から公

正、透明で競争性の高い入札・契約制度への改

革を進めており、森林整備におきましても、民

間企業の参入を含めた競争入札の導入について

検討を進めているところであります。
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○川添 博議員 御答弁ありがとうございま

す。森林整備事業の重要性は言うまでもありま

せん。雇用機会の拡大も視野に入れて、ぜひ積

極的に御検討をお願いいたします。

さて次に、教育問題であります。

これは19年度のデータです。19年度の数字で

は、小学校、中学校、高校の不登校生徒の合計

が1,475人となっております。また、小中高のい

じめの認知件数は403人となっております。さら

に、高校の１年間の中途退学者は775人というこ

とになっております。減少に転じてきてはいる

ものの、かなりの生徒数に上っております。現

在、学校現場ではどういった対応策がとられて

いるのでしょうか。教育長にお伺いをいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 各学校におきまして

は、いじめや不登校などの早期発見・早期対応

のために、定期的な悩み調査や教育相談等を実

施するほか、担任やカウンセラー等が、児童生

徒一人一人に寄り添いながら、授業中の表情や

子供同士の会話などから得られる小さなサイン

も見逃さないように心がけ、気になる子供につ

きましては、家庭訪問を実施いたしておりま

す。県教育委員会といたしましても、スクール

カウンセラーや中途退学対策対応教員等を配置

し、学校の組織体制づくりへの支援を行うとと

もに、児童生徒一人一人の悩みに対応するため

に、県教育研修センターの「ふれあいコール」

やＮＰＯ法人への委託による「心の架け橋子ど

も専用電話」を設置するなど、教育相談体制の

充実に努めているところであります。今後と

も、家庭や関係機関等と連携しながら、すべて

の子供が学校生活に適応し、意欲を持って学ぶ

ことができるよう、必要な支援を行ってまいり

たいと考えております。以上です。

○川添 博議員 現場での校長先生や担任の先

生方の御努力も大変大きいと思います。また、

この中途退学者775人の中には、まじめに勉強が

したかったけれども、経済的理由でやめられる

方もいらっしゃるそうです。ところで、残念な

ことに、一たんリタイアしてしまう生徒もいる

わけですが、努力して専門高校などを立派に卒

業して就職される生徒さんが、大体4,000人程度

いらっしゃる。ところが、そのうち県内に就職

した生徒約2,000人の約半数が３年以内に離職を

しています。恐らく1,000人程度でしょうか。正

確な数字がちょっとわからないところなんです

が、こういう３年以内に早期で離職される、専

門高校を卒業して就職された生徒さん方の離職

を食いとめる望ましい職業観を育成するために

は、どのような取り組みを行っていかれるので

しょうか。教育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 望ましい職業観とい

うことでお答えをさせていただきます。各学校

におきましては、すべての教育活動を通して望

ましい職業観の育成を行っておりますが、特

に、ホームルーム活動や学校行事等において

は、生徒が働く意義や目的を探求し、自分がど

のような職業に向いているかを考える機会とし

て、企業や保護者の方々による職業に関する講

演や企業視察、インターンシップ等を実施して

いるところであります。このような学校の取り

組みに対し、県教育委員会といたしましては、

企業の人事担当経験者や教職経験者などを進路

対策専門員や就職支援教員として配置したり、

専門高校においては、生徒一人一人が働くこと

のとうとさや魅力を感じ取り、専門性の向上を

図るために、キャリアアップ推進校を指定する

などの支援を行っております。今後とも、生徒

が自己の個性を理解し、主体的に進路選択を行
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い、生きがいを持って仕事が続けられるよう、

望ましい勤労観、職業観の育成に努めてまいり

たいと考えております。以上です。

○川添 博議員 ひとつよろしくお願いいたし

ます。

実際に卒業して就職された方々の、社会への

適応状況や社会人としての成長過程といったも

のを、やはり３年程度は学校として何らかの形

で追跡確認ができるといいのではないか。ま

た、送り出した先生方にそれをフィードバック

して、次の教育プログラムに生かしていくべき

ものと考えます。ある程度の進路の調査はやっ

ていかないと、学校側も教育プログラムの成果

を確認できないのではないでしょうか。追跡調

査のようなものを行う考えはないか、改めて教

育長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 離職の状況やその理

由を把握して、それを今後の進路指導に役立て

ていくことは、大切なことであるというふうに

認識をいたしております。このため、県教育委

員会におきましては、平成16年度に、平成14年

度県立高校卒業者のうち就職した2,974人全員を

対象にいたしまして、一人一人から聞き取りに

より離職調査を実施いたしております。その結

果、就職後１年以内の離職者は、16.2％に当た

る482人であります。離職の主な理由であります

が、いろいろありますけれども、例えば「仕事

の内容が合わない」、それから「職場の人間関

係がうまくいかない」「労働時間が不規則であ

る」「休みが少なかったり土日に休めない」な

どといったものであります。今年度も、平成18

年度県立学校卒業者を対象に同様の調査を実施

し、現在分析中でありまして、来年度の早い時

期には取りまとめができるものと考えておりま

す。以上です。

○川添 博議員 ありがとうございます。ぜひ

よろしくお願いいたします。特に、労働時間が

不規則であったり休みが少ないというのは、

ちょっと問題なところもあるのではないかなと

思いますので、十分な調査も必要ではないかと

思います。

特に、若年労働者の離職が、現在の非正規労

働につながっているというふうに言われており

ます。そういった意味から、学校現場では、中

途退学者、ひいては不登校生徒への的確な対応

が求められております。その際に、臨時的任用

講師の方も大事な担任や部活の指導を任されて

おります。正式な教員と同様に、しっかりとし

た研修が必要かと考えますが、小中学校の臨時

講師の研修システムはどのようになっているの

ですか。教育長にお尋ねします。

○教育長（渡辺義人君） 小中学校の臨時的任

用講師の研修につきましては、毎年、年度当初

に、教育事務所ごとに実施いたしております。

主な内容といたしましては、教職員としての使

命や服務、学習指導や生徒指導、保護者への対

応などであり、これらは県教育委員会が研修の

手引として作成しております「臨時的任用講師

のための指導のポイント」に基づき行っている

ところであります。また、教育事務所ごとに開

催しております教員の指導力を高めるための授

業研究会や、市町村教育委員会が主催するさま

ざまな研修会、各学校の校内研修などにつきま

しても、臨時的任用講師が参加しているところ

であります。以上です。

○川添 博議員 ぜひ入念なフォローをお願い

いたします。

ところで、平成12年度から民間からの校長先

生、平成18年度から教頭先生の登用ができるよ

うになりました。この厳しい学校現場であるか
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らこそ、思い切って新しい発想を取り入れてい

くべきではないでしょうか。一部で事務職から

の登用が行われているようですが、本県の民間

人からの校長や教頭への登用の状況や全国での

状況をお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成20年４月１日現

在になりますが、公立学校への民間からの登用

者数は、校長が39都道府県市で80名、教頭が３

県で５名となっております。本県では、現在の

ところ、民間からの登用の実績はありません

が、多様な人材を活用することを目的に、今、

御質問にありましたように、学校事務職員から

１名を校長に、２名を教頭に任用いたしており

ます。以上です。

○川添 博議員 全国では、80名の方が民間人

から校長先生に登用されているようです。本県

では、民間人からの登用はまだないようです

が、現在、校長先生が449人、教頭先生が477人

いらっしゃいます。数名ほど民間人から登用し

て、新しい風を、新しい手法で取り入れてもい

いのではないかと考えております。導入の検討

をできる余地があるでしょうか。改めて教育長

にお伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 民間からの校長等の

登用につきましては、企業等におけるマネジメ

ント経験を生かした学校経営が期待できること

から、特色ある学校づくりを進める上で、有効

な方策の一つであると考えております。この登

用に当たりましては、どのような学校が適して

いるのか、また、教育効果を高める上で企業的

手法をどのように生かすことができるかなど、

他県の事例等も参考にしながら、引き続き検討

してまいりたいと考えております。以上です。

○川添 博議員 ありがとうございます。ぜひ

他県の成功事例なども参考にしながら、御検討

をお願いしたいと思います。

最後に、先ほどは県庁での女性管理職の登用

についてお伺いをいたしましたが、学校におけ

る女性教師の校長や教頭への登用状況はどうで

しょうか。また、全国の状況について、教育長

にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 小・中・県立学校に

おける女性の校長、教頭につきましては、平

成20年４月１日現在、女性校長が37名で全体

の8.2％、女性教頭が45名で全体の9.4％となっ

ており、全国平均の校長12.9％、教頭15.3％に

比較しますと、低い割合となっております。こ

れは、校長や教頭の仕事が多忙であるという認

識や家族の状況等で、なかなか踏み切れないと

いうこと等も、任用希望者が少ない原因の一つ

と考えられます。県教育委員会といたしまして

は、女性が管理職を目指す意欲を喚起するとと

もに、働きやすい環境づくりに一層努めていく

必要があると考えております。以上です。

○川添 博議員 管理職になると、帰りが遅く

なって大変だということですが、それで女性の

希望者が少ないということなんですね。それは

そのまま、学校の基本的な労働環境が良好なの

かどうかということも考えていかなければいけ

ないと思っております。

県庁にしましても、学校にしましても、やは

り、女性の登用がややおくれているような感は

否定できません。やはり、率先垂範すべき県庁

や学校が、民間や女性の方を登用して、生き生

きと活力のある組織をつくっていかなければい

けないのではないでしょうか。

かつて経験したことのない人口減少社会にお

いて、本県では、今から26年後には、現在の114

万人の人口が91万人へ減少するという予想が出

ております。出産や子育て期に女性の労働力が
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落ちる減少をＭカーブと言うそうであります

が、このＭカーブを可能な限り解消して、女性

が十分に能力を発揮できる社会を築くととも

に、次の時代を担う若者をしっかりと育てて、

社会的に自立できるようにしていくことが重要

な課題であると思います。

我が国が戦後、世界の奇跡と言われる戦後復

興をなし遂げたのは、寺子屋以来の長期にわた

る教育によるものと言われました。少子化が進

むからこそ、一人一人の持てる力を高めていく

ことが必要ではないでしょうか。県政の根幹は

教育であり、郷土発展のかぎは人材ではないで

しょうか。したがって、前例や従来の枠組みに

とらわれていては、新しいことには挑戦できま

せん。我々議会も、また県職員も、しっかりと

考え直すときであると思います。今後とも、貢

献できるよう努力してまいるということを申し

上げて、私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後２時59分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、河野安幸議員。

○河野安幸議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

の河野安幸であります。議長のお許しをいただ

きましたので、一般質問を行いたいと思いま

す。本日の最後になりました。お疲れでしょう

が、おつき合いをお願いいたしたいと思いま

す。なおまた、私は一括で質問をさせていただ

きますので、前向きな答弁をお願いいたすもの

でございます。

まずは、ふるさと納税について質問をさせて

いただきます。

平成20年４月30日に地方税法等の改正が行わ

れ、個人住民税の寄附金制度が大幅に拡充さ

れ、任意の地方自治体に寄附を行うと、寄附し

た額の一定額について、居住している自治体の

住民税控除が受けられるという、いわゆるふる

さと納税制度がスタートいたしました。本制度

につきましては、ふるさと納税を利用する人

は、利用しない人より安い納税額で居住地の住

民サービスを受けられるため、行政サービスを

受ける住民が税を負担する「受益者負担の原

則」から逸脱するとか、自治体の税務が煩雑に

なるなどの反対意見もあるようでございます

が、地方間格差や過疎などによる税収の減少に

悩む自治体にとりましては、格差是正を推進す

る一方策として有効な制度であると思うのであ

ります。

現在、各自治体で、ふるさと納税の争奪戦が

激化し始めているとの情報もあります。先般、

新聞紙上において、お隣の鹿児島県が昨年末ま

でに765件、計約6,000万円を集めたとの報道も

ありました。東京や大阪の県事務所に合計10名

の専従班を置き、合わせて約50人体制でふるさ

と納税に取り組み、半年で200件以上の会合に出

席、県出身の役員がいる会社など、約400カ所を

訪問したとのことであります。また、鹿児島県

では、原則として、県が一括して寄附の窓口に

なり、広報、事務を肩がわりするのに４割を県

が受け取り、残りを各市町村に配分するとい

う、独特の手法をとっているところでございま

す。

また、ある県や市では、ふるさと納税で寄附

をしていただいた方に、地元の特産品を特典と

して贈呈する制度を設け、寄附集めを推進して

いるようでございます。この手法をとります
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と、地元特産品のＰＲにもつながるわけです

し、まさに一石二鳥ではないでしょうか。宮崎

県におきましても、東京、大阪、福岡など、大

都市には本県出身者が数多くいらっしゃいます

し、その中には、会社役員、元政治家、元官

僚、芸能・スポーツ関係者など、裕福な著名人

の方もいらっしゃるのではないかと思います。

本県出身者でなくても、宮崎を心のふるさとと

思っていらっしゃる方々もおられると思いま

す。何と申しましても、神話の国宮崎は日本の

ふるさとであります。

これは別の話になりますが、また、新聞紙上

で拝見いたしたのでございますが、東国原知事

におかれましては、政治資金パーティーを県外

で開かれるそうで、３月にまず東京で開かれ、

その後、大阪や福岡でも開かれるとのことであ

ります。会費は１人２万円、2,000人が出席する

予定で、4,000万円前後の収入になるとの見通し

でございます。東国原知事の知名度をもってす

れば、2,000人、3,000人の人集めは容易なこと

だと思うのでありますが、個人的な政治活動以

外にも、公務で人集めをやっていただき、ふる

さと納税制度を大都市で推進していただきたい

のであります。東京には知事の友人もたくさん

いらっしゃることだし、知事が国政に転身され

る前に、ぜひお願いをいたしたいものでありま

す。

現在、県では、インターネット上に「ふるさ

と宮崎応援サイト」を設けていらっしゃいます

が、何かインパクトが弱いような気がいたしま

す。

そこで、知事にお伺いをいたします。常々、

地方重視を訴えておられる知事として、このふ

るさと納税制度についてどのように考えてい

らっしゃるのか。今後、鹿児島県並みに専従班

を置いて、ふるさと納税制度の推進を図られる

考えはないのか。また、参考までに、宮崎県に

おけるふるさと納税のこれまでの実績は幾らに

なるのか、御答弁を賜りたいと思います。

次に、肥料対策についてお伺いをいたしま

す。昨年９月には、原油価格高騰対策について

質問させていただきましたが、今回は肥料問題

に絞って質問をいたします。

最近になりまして原油価格は下落しており、

ちょっと安心しているところでございますが、

肥料価格は３年前の1.5倍以上に上昇したままで

あります。燐酸肥料に至っては２倍以上上昇し

ており、今後もさらに上昇する気配さえ見せて

おります。農業にとっては、肥料は絶対不可欠

な資材でありますが、日本では、その原料のほ

とんどを海外輸入に頼っております。特に、燐

酸肥料の原料であります燐鉱石は100％輸入して

おり、その多くを中国に依存いたしておりま

す。現在、アメリカ、中国を初め世界各国が、

食料需要の増大、バイオ燃料の原料という食料

以外の需要の増大に対応すべく、肥料資源の確

保・保護に力を注いでおり、世界最大の燐鉱石

生産国であるアメリカは、既に燐鉱石の輸出を

禁止、中国においても、昨年５月に燐鉱石主要

産地である四川省が大地震に見舞われたことも

あり、今後の自国の農業保護のため、燐鉱石の

輸出関税を100％に引き上げ、実質的な禁輸措置

に踏み切ったところであります。このような状

況を考慮しますと、将来的に肥料価格は上昇の

一途をたどり、日本の農業、宮崎の農業が存続

不可能になる事態が懸念されるのであります。

よく言われますように、農業は、食料を生産

するだけでなく、国土、環境を守るという多面

的な機能を有しておる重要な産業であります。

この機能は、金額に換算しますと、年間で約８
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兆2,200億円にも上ると言われております。その

ためには、基本資材である肥料の安定供給とい

うことが、極めて重要な課題となっているので

あります。このように、肥料の原料のほとんど

を海外に依存していては、安定供給は不可能で

ございます。考えてみますと、県内には肥料の

原料となり得る資源がたくさんございます。全

国有数の畜産県でありますので、牛ふん、豚ふ

ん、鶏ふんが豊富にあります。このように、県

内に豊富にある資源を活用して、宮崎県産の肥

料をつくり、この肥料で宮崎県産の農産物を生

産する体制を整えれば、将来にわたって肥料価

格高騰の心配をしないで済む上に、宮崎県産農

産物の付加価値も上がると思うのであります。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県がリーダーシップをとって、産学官連携のも

と、宮崎県の資源を活用した肥料を製造する研

究並びに肥料製造工場建設を行うことが現在、

喫緊の課題となっていると思いますが、県とし

てどのようにお考えになっておられるのか、御

見解を賜りたいと思います。

次に、食料自給率の向上に関する問題につい

て御意見を賜りたいと存じます。

農林水産省では、食料・農業・農村基本計画

の見直し作業を行っており、現在、先進国中最

下位の39％まで落ち込んでいる食料自給率を50

％に引き上げることを大きな柱にしておりま

す。2009年度の予算案でも、この食料自給率の

向上のための事業に予算を集中させているとこ

ろでございます。特に自給率の低い品目は、麦

類、豆類でありまして、小麦が14％、大麦、裸

麦が９％、大豆に至っては５％であります。本

県におきましても、これらの作物は作付面積が

年々減少しており、麦類は、昭和50年に5,970ヘ

クタールあったものが、平成18年にはわずか63

ヘクタールに落ち込んでおります。大豆は、平

成元年が1,510ヘクタールあったものが、18年に

なりますと457ヘクタールで、落花生を見てみま

すと、平成元年が676ヘクタールあったもの

が、18年はわずかに61ヘクタールとなっており

ます。

昭和40年代後半から50年代には、豆類や麦類

の全国共励会におきまして、落花生で田野町や

高鍋町の個人が、大豆では高原町の集団が、そ

して麦ではえびの市の集団が、表彰を受けた実

績があるやに聞いております。当時、県としま

しても、落花生は輪作体系の有益な作物とし

て、また、大豆、麦は水田転作作物として、盛

んに奨励されたことを覚えております。私の住

んでおります清武町におきましても、残暑の

中、泥まみれになりながら、落花生の収穫作業

をされている農家の方々を、あちこちで見かけ

たものでございます。私もその１人でございま

した。その後、中国からの輸入増加による国産

落花生の価格低迷、転作奨励金の減額、また麦

の収穫期が梅雨期と重なることによる品質・収

量の低下など諸般の事情により、これらの作物

は、先ほど申し上げましたように、作付面積が

大幅に減少してきたところであります。

しかしながら、ここにきて、穀物をめぐる情

勢が変わってきたのでございます。中国やイン

ドなどの発展途上国の経済発展による食料需要

の増大、バイオ燃料の原料という食料以外の需

要の増大、穀物主要輸出国での輸出規制の実施

などにより、３年ほど前から穀物の価格が上昇

傾向にあるのでございます。日本は、世界最大

の食料輸入国でありますが、将来、思うように

食料を輸入できるかどうかは保証されておりま

せん。かような状況を踏まえ、国としては、食

料自給率の向上を重要課題に位置づけておるの
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であります。同様に、県としても、食料自給率

向上のための諸施策を講じる必要があるのでは

ないでしょうか。先ほど述べましたように、落

花生は、連作障害を回避するための有効な畑作

物であります。里芋、カンショなどの連作障害

防止策として、再度、落花生の振興を図るべき

ではないでしょうか。

また、小麦につきましては、平成15年に国の

試験場が育成したミナミノカオリというわせの

パン用硬質小麦が、福岡、熊本、大分県などで

奨励品種になっており、栽培面積がふえている

とのことでございます。インターネット上で

も、純国産パン用小麦粉として、このミナミノ

カオリが多く販売されているようです。従来の

小麦よりも成熟期が早いということで、梅雨期

前に収穫できるのではないかと思っておりま

す。さらに、水稲の収穫機械、乾燥施設が利用

できるため、新たな投資は必要ありません。農

業機械の有効活用のためにも、本県の普通期水

稲地帯で再度、黄金の麦畑を復活させるべきで

はないでしょうか。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県として、食料自給率向上対策としてどのよう

な対策を講じられるのか。また、落花生、小

麦、大豆の作付拡大を振興させる考えはないの

か、明快な答弁をお願いいたします。

続きまして、葉たばこの振興についてお伺い

をいたします。

先般、新聞紙上で、15年連続全国一を誇って

いた宮崎県の葉たばこ作付面積が熊本県に抜か

れ、２位に転落するとの記事が掲載されまし

た。３年連続の台風、長雨の被害に加えて、資

材・燃料代の高騰が追い打ちをかけ、生産をや

める農家が相次いでいるとのことであります。

葉たばこは、機械化作業体系が進んでおり、本

県の土地利用型作物の基幹品目として、重要な

位置を占めております。平成18年の農産物産出

額を見てみますと、第８位の77億円となってお

ります。私の住んでおります清武町、お隣の田

野町におきましては、葉たばこと漬物大根を組

み合わせた作付体系が確立されており、大規模

農業が営まれております。また、国富町は全国

一の産地であり、この３町におきましては、葉

たばこは、常に農業産出額の１位から３位を占

めている重要な作物であります。

しかしながら、新聞報道にもありますよう

に、依然として、燃料・資材代の負担などの増

加が葉たばこ生産農家の経営を圧迫しており、

このままでは葉たばこの生産は減少の一途をた

どることが懸念されます。県として、葉たばこ

経営の安定と日本一の産地としての確固たる地

位を維持するため、病害虫対策の拡充、機械導

入経費、肥料等資材費の助成などの対策を打ち

出すべきではないかと思っております。宮崎に

かわって日本一になる熊本県では、既に葉たば

こ振興のための県単独事業を立ち上げているよ

うでございます。なお、製品のたばこを取り巻

く状況も、分煙化の推進などで年々厳しくなっ

ており、たばこの増税論議もたびたび頭をもた

げております。私ども愛煙家といたしまして

は、心の中では「年間のたばこ税は２兆3,000億

円にもなるのにな」とつぶやきながら、肩身の

狭い思いでたばこに火をつけ、たばこ税増税の

行方を心配しているところでもございます。

そこで、農政水産部長にお伺いいたします。

県ではこれまで、葉たばこ振興策としてどのよ

うな対策をとってこられたのか。さらに今後、

葉たばこの振興策としてどのような対策を講じ

られるおつもりか、御答弁をお願いいたしま

す。
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なおまた、総務部長にお尋ねいたします。本

県には、都道府県たばこ税は幾ら交付されてい

るのか。あわせて、市町村たばこ税は幾ら交付

されているのか、直近年度の推移をお聞かせい

ただきたいと存じます。

次に、千切り大根の振興策についてお伺いを

いたします。

今年は、千切り大根が史上初と言っていいほ

ど高値でありました。千切り農家も満足いたし

ておるところでもございます。本県は、冬の日

照時間が全国一であり、沿岸部では雪が降るこ

ともまずないため、古くから冬作物として、国

富町、清武町、田野町を中心に、千切り大根が

生産されてまいりました。特に国富町では、町

が中心となり、農業構造改善事業を初め各種補

助事業を活用して、10数年前に千切り大根の小

袋詰め機械、竹割り機械、簾竹編み機械などの
す だ け

整備を行い、清武町を抜いて千切り大根日本一

の座を確立したところであります。

御存じのように、千切り大根は、冬の季節風

―清武町、田野町では「鰐塚おろし」と申し

ておりますが―を利用して自然乾燥させる、

環境に優しい自然健康食品であります。貯蔵も

ききますし、災害時の非常食にもなります。私

どもがまだ少年時代には、千切りを載せた貨物

列車が、宮崎から雪国の北海道へ何台も運行し

ていたことを記憶いたしております。冬、雪の

降らない宮崎でしかできない農産物であり、ま

さに宮崎を代表する農産物の一つであると思い

ます。

千切り大根は、乾燥させる資材も自然の竹を

割って編んだ簾竹を使いますし、屋外での自然

乾燥ですので、比較的経費のかからない作物で

あります。さらに、漬物大根とは違って、高い

やぐらに上がることもないため、定年退職され

たぐらいの年齢の方でも取り組める作物であり

ます。現実に、清武町、田野町、国富町におき

ましても、若い人は漬物大根、比較的高齢の方

は千切り大根に取り組むといった仕分けができ

ておるのであります。農家の高齢化につきまし

ては、折に触れ取り上げられる問題であります

が、現在、千切り大根を生産している農家も高

齢化が進んでおります。同様に、簾竹も高齢化

しており、更新の時期に来ております。宮崎の

名産品である千切り大根を永遠に残していくた

めには、県としても、何らかの対策を講じる必

要があるのではないでしょうか。

その一つとして、まず、優先的に取り組むべ

き問題は、県主導のもと、農協あるいは民間企

業と連携して、簾竹を製造し、安値で農家に提

供するような体制を整えることではないかと

思っております。また、県では、知事が率先し

て、定年退職された都会の方を宮崎に呼ぼうと

いう運動を行っておられますが、これらの方々

に千切り大根の生産を勧めてはいかがでしょう

か。当然、初めて取り組むには、大根洗い機や

大根切り機など資材購入費が必要となります。

このためにも、何らかの財政支援を行う必要が

あろうと思っております。

そこで、農政水産部長に御質問いたします。

千切り大根の振興策の一つとして、千切り大根

で使用する簾竹を安値で農家に提供することは

できないか、お尋ねをいたしたいと思います。

次に、鳥獣による農作物への被害対策につい

てお伺いいたします。

近年、シカ、イノシシ、猿、カラス、ヒヨド

リなど、野生鳥獣による農作物への被害が拡大

しており、特に山間の農村では、その対策に苦

慮しておるところであります。私の家の近くで

も、収穫間近のスイートコーンを猿やカラスに
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食べられ、収穫が半減したとか、最近では、白

菜、キャベツをヒヨドリに食べられ、収穫皆無

になったとの農家の人の話を耳にいたしており

ます。平成19年度の「野生鳥獣による都道府県

別農作物被害状況」を見てみますと、本県で

は、鳥獣類による被害面積が1,330ヘクタール、

被害金額は１億8,783万円となっており、18年度

と比較しますと、被害面積は225ヘクタール減少

しているものの、被害額は3,754万円増加してお

ります。さらに、国の資料を見ますと、野生鳥

獣の生息分布域が全国で拡大しており、有害鳥

獣の捕獲数は10年前に比較してふえているにも

かかわらず、農作物の被害金額は全国ベースで

約200億円と、高どまりをいたしているところで

あります。

農家の方も、鳥害防止網やてぐすなどを張っ

たり、侵入防止さくを設置したりして、被害防

止に努力しておられますが、これらの自衛策だ

けでは、もう限界に来ているのではないでしょ

うか。県といたしましても、広域的な侵入防止

さくを設置するとか、県主導による有害鳥獣の

定期的な捕獲などの対策を講じる必要があるの

ではないかと思います。あす収穫しようと思っ

ていたスイートコーンやキャベツなどが、カラ

ス、ヒヨドリに食べられた農家の気持ちを察し

てみてください。このような野生鳥獣による被

害は、農家の所得減少はもとより、営農意欲の

減退をもたらすなど、農山村の暮らしに深刻な

影響を与えているのであります。

そこで、農政水産部長並びに環境森林部長に

お伺いいたしたいと思います。本県における鳥

獣害防止策として、現在どのような対策がとら

れているのか、また、今後どのような対策を講

じられるのか、御答弁をお願いいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

いわゆるふるさと納税制度についてでありま

す。本県では、「ふるさと宮崎応援寄付金」と

名づけ、宮崎をふるさとと考えていただける皆

様に、さまざまな施策を応援していただこう

と、広く寄附をお願いしているところでありま

す。ふるさと納税制度は、ふるさとに貢献した

い、応援したいという納税者の思いが生かさ

れ、地方の活性化につながるものと期待されて

おりますので、一定の評価をしているところで

あります。しかしながら、地方の財政力格差を

抜本的に解消するためには、地方消費税の充実

や地方交付税の持つ財政調整機能の充実などが

必要であると考えております。

ふるさと納税制度による寄附は、基本的には

寄附される方の自発的な意思に基づくべきもの

だと考えておりまして、コストの面も考慮しま

すと、専従班の設置など新たな人的・財政的措

置等については、今のところ考えておりませ

ん。私といたしましては、今後とも、あらゆる

機会をとらえて、全国の皆様に本県の魅力を発

信するとともに、「宮崎を応援したい」「宮崎

に寄附しよう」と思っていただけるような県づ

くり、機運の醸成に取り組んでまいりたいと考

えております。なお、寄附金の受入額につきま

しては、本年１月末時点で33件、826万7,000円

となっております。以上です。〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

たばこ税の税収の推移についてでございま

す。直近、過去３カ年の決算が出ている数字で

申し上げますと、県のたばこ税が、平成17年

度23億2,000万円余、18年度が23億7,000万円
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余、19年度が23億5,000万円弱ということになっ

ております。一方、市町村のたばこ税につきま

しては、17年度が71億4,000万円余、18年度が72

億8,000万円弱、19年度が72億円余ということに

なっております。以上でございます。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

鳥獣害防止対策の現状と今後の取り組みにつ

いてであります。環境森林部ではこれまで、野

生鳥獣による被害を防止するため、有害鳥獣捕

獲班への助成などによる捕獲対策を中心に取り

組んでいるところであります。特に猿につきま

しては、平成19年度から、野生猿特別捕獲班へ

の助成額の拡充や、捕獲用わなの購入助成など

により、捕獲の強化を図っております。また、

今年度から、シカにつきましては、市町村と共

同で、有害鳥獣捕獲したシカ１頭当たり5,000円

を助成する事業を行うとともに、イノシシにつ

いても、狩猟期間を１カ月延長するなど、さま

ざまな捕獲強化に取り組んでいるところであり

ます。さらに、今後は、シカ捕獲の一層の強化

を図るとともに、市町村が行う有害鳥獣捕獲に

つきまして、農作物の被害を未然に防止するた

め、収穫前にあらかじめ捕獲ができます予察制

度の積極的な活用を促進するなど、市町村や関

係機関と連携し、より効果的な被害防止対策に

努めてまいりたいと考えております。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

初めに、畜ふん等の資源を活用した肥料製造

等についてであります。本県では、家畜排せつ

物や農産物残渣等のバイオマス資源を有機質肥

料として活用しておりますが、化成肥料として

高度利用することも重要であると認識しており

ます。現在、国内肥料の価格高騰を背景に、本

県においては、県内２カ所の鶏ふん発電所から

発生する焼却灰に、燐酸、カリウムが含まれて

いることから、化成肥料の原料として、県内外

の肥料製造工場等に販売されております。ま

た、ＪＡ宮崎経済連では、既にプラントを建設

し、昨年10月から粒状化した焼却灰を活用して

安い製品を製造・販売するなど、園芸部門等の

コスト低減に貢献しているところでございま

す。さらに、民間と宮崎大学との間で、焼却灰

から燐成分を抽出する共同研究等も進められて

おり、資源循環の観点から大きな期待が寄せら

れております。県におきましては、これらの取

り組みと連携を図りながら各種支援等を行って

おり、今後とも資源循環型社会の構築に向けた

取り組みを推進してまいりたいと考えておりま

す。

次に、食料自給率向上対策等についてであり

ます。本県は、米、畜産、野菜等を中心に、暖

地特性を生かした農業生産を展開しております

が、世界的な食料危機への懸念や、配合飼料価

格の高騰等の現状を踏まえると、安全・安心な

農畜産物の生産拡大や家畜飼料の自給体制の強

化等は、食料供給県として果たすべき重要な役

割であると認識しております。このため、食料

や配合飼料などの輸入依存度を低減し、国全体

の自給率向上に貢献できるよう、農地の面的利

用集積による業務用野菜等の生産拡大、食品残

渣等のエコフィードの活用、水田のフル活用に

よる飼料用米や米粉の生産拡大などに、積極的

に取り組むこととしております。また、麦、大

豆や落花生につきましては、加工・業務用の需

要増加が見込まれる中で、農地の有効利用や所

得向上の観点からも、生産振興を図ることは重

要であると考えております。県といたしまして

は、需要に応じた契約栽培を基本に、新たな品
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種の栽培適性や作付体系等の検討とあわせ、国

の制度等も活用しながら、生産拡大に取り組む

農家を支援してまいりたいと存じます。

次に、葉たばこの振興策についてでありま

す。葉たばこは、御指摘のとおり、土地利用型

の基幹作物として大変重要であり、これまでも

県単独事業等により、共同乾燥施設の整備や農

家における機械の導入等を支援してきたところ

であります。しかしながら、近年、気候変動や

病害の発生等により、３年連続で収量・品質が

低下するなど、葉たばこ農家の経営は大変厳し

い状況にあると認識しております。このため県

としましては、関係団体と密接に連携し、個々

の農家の実態調査を行うとともに、生産安定に

向けた篤農技術の普及や、省力・低コスト化の

推進を図り、農家経営の安定に努めているとこ

ろであります。また、特に重要な疫病対策とし

て、ことし２月にアグリマイシン100水和剤が使

用可能となったことから、その適正使用につい

ても、農家への周知を図っていくこととしてお

ります。これらの取り組みを通じて、葉たばこ

の収量・品質の安定化を図り、農家の生産意欲

を高め、葉たばこ生産日本一の産地づくりを目

指してまいりたいと存じます。

次に、千切り大根の振興策についてでありま

す。本県の千切り大根は、全国一の生産額を誇

り、その原料となる加工用大根は、冬場の貴重

な露地野菜であり、早期水稲や葉たばこの裏作

としても、その生産振興は重要と考えておりま

す。このため県といたしましては、生産の省力

化やコスト削減を図るため、県単独事業等によ

り、加工用大根の生産から加工までの機械施設

等の導入を進めているところであります。今後

とも、需要に応じた生産を基本に、なお一層の

コスト削減や品質向上を図りながら、安全・安

心な日本一の産地として、生産振興を図ってま

いりたいと考えております。

最後に、鳥獣害防止対策の現状と今後の取り

組みについてであります。農政水産部では、有

害鳥獣による農作物の被害実態に応じた防護対

策を中心に取り組んでいるところであります。

猿については、出没マップの作成や発信機等を

利用した追い払い体制の整備、圃場周辺の緩衝

地帯設置など、各地域の主体的な取り組みを支

援するとともに、モンキードッグなどの新しい

猿害防止技術の実証にも取り組んでいるところ

であります。また、その他の鳥獣については、

侵入防止ネットや電気さくなどの被害防止施設

等の導入を支援しております。今後は、鳥獣被

害防止対策は全県的な取り組みが効果的である

ことから、昨年施行された法律に基づく「市町

村被害防止計画」の作成をさらに促進するとと

もに、国の制度等も活用しながら、有害鳥獣の

被害防止に努めてまいりたいと考えておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○河野安幸議員 前向きな答弁、まことにあり

がとうございました。

農政水産部長にお伺いしたいんですが、私は

先日、都城の南国興産に行きまして、約２時間

余り研修をさせていただきましたが、畜産廃棄

物・副産物を処理し、豊富な有機肥料を製造さ

れております。なおまた、鶏ふんを焼いて発電

をされておりますが、その焼き灰には燐酸が20

％、カリが18％含まれていると伺いまして、本

当に感心いたしたところでございます。話によ

りますと、農政水産部長もおいでいただいたと

いうことでございますが、宮崎県の農政のトッ

プである部長として、南国興産を見られてどう

思われたか伺いたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県内には、家
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畜排せつ物を初め、食肉・食鳥処理施設や水産

加工場等から出ます副産物を高度処理し、ペッ

トフードや肥料、さらにはエネルギー化してリ

サイクルする施設が数カ所ございます。南国興

産もその一つでございますが、これらの施設

は、持続可能な資源循環型産業を支える重要な

施設であると認識しております。農水産業の安

定的発展はもとより、地域経済の活性化や雇用

の場としても、大きく貢献していただいている

ところでございます。今後とも、これらの施設

との連携を図りながら、本県の農水産業のさら

なる振興に努めてまいりたいというふうに考え

ております。

○河野安幸議員 国道269号清武町正手交差点の

改良について、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

正手交差点は、高岡郡司分線、清武停車場線

が交わる交差点でありまして、非常に混雑して

おり、269号線が激しい渋滞を起こしておりま

す。現在、コカ・コーラの跡地が空き地になっ

ております。今なら用地の確保もできると思っ

ております。そこで、清武停車場線に入る左折

帯はできないか、住民の要望でありますが、県

土整備部長の前向きな答弁をお願いいたしま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 県におきまし

ては、宮崎市中心市街地及びその周辺部の渋滞

対策として、バイパスの整備などに取り組んで

いるところでありまして、近年では、国道269号

天満バイパス、県道宮崎西環状線北川内工区を

初め、昨年７月には、国道269号加納バイパスを

完成供用したところであります。御質問の正手

交差点付近につきましては、加納バイパス開通

後の周辺道路を含めた交通量調査の結果、周辺

の道路からバイパスに交通量が転換したこと

で、交通量が増加したのではないかと判断いた

しております。したがいまして、県としまして

は、厳しい財政状況の中ではありますが、国

道269号正手交差点付近の交通の分散化を図るた

め、現在、県道宮崎北郷線の中野工区、城ヶ崎

清武線の岩切工区、及び学園木花台本郷北方線

の東宮工区、以上３つの工区の早期完成に取り

組んでおりますので、これらの整備効果を検証

しながら、正手交差点の改良の必要性について

検討してまいりたいと存じます。

○河野安幸議員 次に、清武町の八重川でござ

いますが、八重川のしゅんせつについて、県土

整備部長にお伺いいたしたいと思います。

八重川は、加納地区の真ん中を流れておる一

級河川であります。川の中に泥がつき、雑草が

はびこり、景観が悪くなっておるのでございま

す。子供の通学道路でもありますし、大坪前川

との合流地点も大雨のときの洪水も心配される

ところでございます。そこで、八重川のしゅん

せつはできないものか、県土整備部長の前向き

な答弁をお願いいたします。

○県土整備部長（山田康夫君） 八重川につき

ましては、土砂の堆積が確認されました国道220

号の両国橋下流600メーター間につきましては、

３月中旬には除去工事に着手する予定でありま

す。ただ、御質問のありました清武町内の区間

につきましては、局所的な堆積は見られるもの

の、全体的にはむしろ河床低下の傾向と判断い

たしております。また、河川周辺の環境整備に

つきましては、パートナーシップ事業あるいは

ボランティア制度を活用して、草刈りや河川清

掃など、地域の皆様の御協力を得ながら、今後

とも、河川周辺の景観あるいは環境の維持に努

めてまいりたいと存じます。

○河野安幸議員 この八重川につきましては、
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堤防を町道として使用させていただいており、

子供の通学路でもございますが、これは上１メ

ーターは、町が草刈りをして環境整備に取り組

んでおるところでございます。その下のほう

は、恐らく県にしていただくものと私は思って

おりますが、県土整備部長はどういうお考え

か、もう一回、お聞かせください。

○県土整備部長（山田康夫君） 確かに、河川

内の繁茂しております草につきましては、地元

の皆さんでというのも大変なこととは思ってお

ります。一方で、河川内につきましては、いわ

ゆる水生生物の生息という意味合いでは、そう

いった草も必要かなとも思っておりますし、今

後また研究させていただきたいというふうに思

います。

○河野安幸議員 わかりました。県土整備部の

対応に期待をしながら、私の一般質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

きょうはこれで散会いたします。

午後３時44分散会
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員41名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、きのうに引き続き一般質問で

あります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、宮

原義久議員。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。議長より発言の許可をいただきまし

たので、一般質問をさせていただきます。

本日は、雨が降って大変足元の悪いところな

んですが、後援会長を初め何人かの方に来てい

ただきました。本当にありがとうございます。

先週の２月28日に県立農業大学校の卒業式に

出席させていただきました。本県基幹産業であ

る農業の将来のリーダーとなられる60名の生徒

が、夢と希望を胸に巣立っていかれました。ま

た、３月１日には、県内各地で高校の卒業式が

とり行われ、進学、就職とそれぞれの新しい道

へと旅立っていかれました。現在の日本経済

の100年に一度と言われる厳しい社会情勢の中へ

の旅立ちとなりました。この子供たちの前途が

明るいものであってほしいし、この厳しい中を

くぐり抜けて、たくましく社会人として頑張っ

てほしいと感じたところでありました。

それでは、通告に従い質問をしてまいりま

す。

まず初めに、知事の政治姿勢についてお伺い

をいたします。

知事就任２年が過ぎ、いまだに衰えることの

ない東国原知事ブームが続いております。それ

に引きかえ中央政界は、ごたごたが続いており

ます。麻生総理の支持率低下、それに輪をかけ

る状況で中川前財務大臣の問題、２次補正予算

の定額給付金問題、かんぽの宿の売却問題、結

論が出たはずの郵政民営化問題などなど、中央

政界は混沌としており、国会が政治をやってい

るのかと思えば、朝のワイドショーが政治を

やっている状況に見えてきます。このような中

央の政治の状況を知事はどのように感じておら

れますか。知事にお聞かせいただきたいと思い

ます。

以下の質問は自席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 おはようご

ざいます。お答えいたします。

中央の政治状況についてであります。現在の

国政の状況は、国民不在、機能不全、思考停止

とも思えるような混迷のきわみにあり、国会の

議論が膠着化している間に、景気や雇用はます

ます悪化している状況でございます。各政党

が、自己の利益やお互いの立場、メンツばかり

を前面に出し、不毛な主張を繰り返している場

合ではありません。国政を担う方々には、国民

のことをまず第一に考え、与党と野党の枠を超

えて協力すべきは協力し合って、喫緊の課題で

ある景気・雇用対策に真剣に取り組んでいただ

きたいと考えております。以上です。〔降壇〕

○宮原義久議員 ありがとうございました。今

言われているような状況がありますので、今一

番力を持っているのは全国知事会なのかなとい

うふうに感じております。そのあたりで、知事

会の力を使って、国の政治を正常化できるもの

であれば、その方向に持っていってほしいなと

いうふうに思っております。お願いをしておき

たいと思います。

次に、新幹線の建設費増加に伴う地元の負担

金の増加に対して、関係する知事の一部は反対
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を表明し、09年度の県予算に地元負担増の増額

計上を見送るなど、整備新幹線だけでなく、河

川や道路など国直轄工事の負担金のあり方が問

われる状況にあります。本県の直轄工事負担金

も、平成10年度105億円、平成15年度118億円、

平成19年度156億円、平成20年度159億円、平

成21年度160億円が見込まれております。年々増

加傾向となっている状況でございます。当初予

算が大きかった時代からすると、緊縮型予算の

中にあって、直轄工事負担金の県予算の中に占

める割合が大きくなっていますが、この点につ

いて知事はどのように考えておられ、また今後

どのような行動をとられるか、お聞かせをいた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 交通インフラ等の整

備のおくれた本県といたしましては、その促進

と維持管理水準の保持のため、直轄負担金制度

による事業実施であってもやむを得ないと考

え、これまで高速自動車国道の新直轄分を初

め、直轄事業の所要額について応分の負担をし

てきたところであります。この直轄事業負担金

は、地方財政法の規定により支出が義務づけら

れているところでありますが、本来は、事業主

体である国が負担すべきものであり、責任の明

確化のためにも廃止されるべきと考えておりま

す。このことにつきましては、これまでも、地

方六団体として強く申し入れを行ってきており

ますが、このたび全国知事会では、プロジェク

トチームを設置して、改めて直轄事業負担金を

めぐる問題点を整理の上、国との協議を行って

いくこととしており、私もそのメンバーに入っ

ております。私としましては、このような協議

の場やマスメディアなどさまざまな機会をとら

え、国と地方の役割分担を踏まえた権限と財源

のあり方について積極的に意見を申し上げてい

きたいと考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございました。各

県非常に厳しい財政状況であることから、県直

轄工事の負担金のあり方について異議を唱える

状況となっているようであります。知事からも

ありましたように、国と地方の役割分担の明確

化、知事がいつも、国の下請でないと言われて

いるように、地方六団体とともに、負担金のあ

り方について早急に国との協議を進めてほしい

ということをお願いしておきたいと思います。

次に、職員の人事交流についてお伺いをさせ

ていただきたいと思います。県職員の幹部職員

の中に若い方がいらっしゃるなと思えば、中央

から来られた方であります。「中央からの職員

の派遣は要らない」ともとれるような発言が、

知事からたびたびあります。幹部職員の派遣に

ついては、県からの要請で行っていらっしゃる

のか。また、中央からの要請なのかお聞かせい

ただきたいと思います。

さらには、今後の人事交流のあり方をどのよ

うに考えておられるのか。知事にお聞かせいた

だきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） ますます厳しさを増

す財政状況の中で、県政の重要課題に的確に対

応し、県民本位の施策を推進していくために

は、行財政運営について豊富な知識と経験を有

する人材を、県庁内外を問わず幅広く求めてい

くことが、今後とも重要かと思っております。

そのため、現在、課長級以上で８名を国から登

用しているところでありますが、いずれも、県

政の推進を図るため、本県から国に対し派遣要

請を行ったものであります。地方分権が推進さ

れる中で、このような派遣は少しずつ縮小され

る傾向になると考えられますが、地方自治体や

民間も含めた人事交流というのは、職員の育成

平成21年３月３日(火)
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や連携の強化といった観点からも大変有効であ

ると考えておりますので、引き続き取り組んで

まいりたいと考えております。

○宮原義久議員 知事がテレビで、国が財源を

持ち、また多くの権限を持っていると。県に押

しつけると。さらには人まで押しつけるという

趣旨の発言をされたということから、今回の質

問ということになったわけですが、今の答弁を

聞きますと、県が派遣要請をされて本県に来て

いただいているということがわかりました。確

かに中央から来られた―ここにいらっしゃい

ますが―財政課長を筆頭に、宮崎県のために

一生懸命やっておられるわけであります。（発

言する者あり）副知事もいらっしゃいますが…

…。国と県の関係、また市町村との関係で人事

交流が重要であると思いますので、やはり知事

の発言というのは、職員のやる気を引き出すよ

うな発言であってほしいなと。先ほど言いまし

たように、「人材まで押しつけるんですよ」と

いうような発言は、やはり慎んでいただきたい

ということをお願いしておきたいと思っており

ます。

次に、今の宮崎ブームは、知事自身が起こさ

れたものでありますが、新年には、「ことしは

知事が一歩下がって宮崎ブームの定着化を図り

たい」との考えを発言されております。私ども

の政務調査として、自民党の総合農政調査会で

中央の市場関係者との意見交換をした中で、

「知事一人に頼った売り込みをやっていると、

知事さんがいらっしゃらなくなったら大変です

よ」との御指摘もいただきました。そこで、こ

れまでトップセールスとしてやってこられた売

り込みから、今後どのような定番・定着化を

図っていかれるつもりなのか、お聞かせいただ

きたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 宮崎の知名度が大き

く向上する中で、宮崎の魅力を効果的に情報発

信するため、「アピール戦略方針」を策定し、

この方針に基づき、トップセールスやイメージ

戦略に取り組んできたところであります。例え

ば、首都圏で実施した「みやざきweeeek」な

ど、多くの民間企業等の協力を得て、全国各地

で「宮崎フェア」を開催したほか、山形や宮城

など他県との連携などによるＰＲ効果の高いイ

ベント等を実施し、旬の農産物や特産品など本

県のさまざまな魅力を情報発信してまいりまし

た。その結果、例えば「マンゴーなら宮崎県」

「地鶏なら宮崎県」「スポーツキャンプなら宮

崎県」といったイメージが定着し、高い評価を

得たところでありますが、これらは、長年にわ

たる関係者の皆様の努力があってこそのことで

あると考えておるところでございます。

本県には、農産物のほか、地域の祭りや観光

地など、四季折々の魅力あふれる多様な資源が

まだまだ豊富にあります。今後は、県民総力戦

でそれらの魅力を磨き上げてくことが、まずは

重要であると考えております。私は、引き続き

県民の皆様の先頭に立って、その魅力を効果的

に情報発信できるよう、メディアの活用やイベ

ントの手法など常に創意工夫を凝らしながら、

宮崎ブームの定番・定着化を図ってまいりたい

と考えております。

○宮原義久議員 ありがとうございます。新年

早々に、「知事が一歩下がって」という発言も

ありましたが、答弁では「引き続き」というこ

とであります。確かに、ブランド等の事業課と

意見交換をさせていただきますと、この知事の

知名度のあるうちに最大限売り込もうというの

が本音であるようであります。それが宮崎県の

ためになることであると思いますが、先ほど言
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いましたように、「知事人気だけにあやかる政

策では限界ですよ」と、中央の関係者は見てお

られるようでありますから、答弁でありました

ように、創意工夫を凝らしてほしいと思います

し、県庁内の若い優秀な職員の意見を、それぞ

れどしどし取り入れていただいて、定着・定番

化に向けて、どんどん事業を進めていただきた

いということを要望しておきたいと思います。

次に、宮崎市民から、「知事の危機管理を問

う」という声が私に届けられましたので、知事

の危機管理についてお伺いをさせていただきた

いと思います。

ことし１月14日に、沖縄県糸満市の水道工事

現場で米国製の不発弾が爆発し、２人の方が重

軽傷を負った事故がありました。戦後60年が

たった今でも、沖縄には2,000トン以上の不発弾

が埋没していると言われているようでありま

す。そうした事件が記憶に残っている直後の１

月24日に、宮崎空港近くの宮崎市本郷北方の住

宅街で、太平洋戦争中に米軍が使った250キロ爆

弾がガソリンスタンド拡張工事中に見つかり、

重機が接触したとの報道が流れました。２週間

後の２月８日９時から不発弾の処理がなさ

れ、11時に作業が終了するまで、その地域全体

に緊張感が走ったようであります。当日は、現

場から半径400メートルの住民に避難勧告が出さ

れ、11時48分に避難勧告は解除されたようであ

ります。また、近くを通るＪＲ日南線、ＪＲ宮

崎空港線、宮崎空港でも、欠航やおくれにより

多くの影響が出たようであります。幸いにも爆

発することなく処理できたことが何よりであり

ますが、処理をする方々を初め多くの県民が危

険を伴う作業をされておられるわけでありま

す。知事は、宮崎空港が使用できないというこ

とで、朝、東京でのテレビ出演後、鹿児島空港

からヘリコプターで日南へ入られ、茨城ゴール

デンゴールズとチームそのまんま宮崎で野球を

されていたようであります。以前に、アメリカ

の原子力潜水艦と水産高校の実習船が衝突事故

を起こした折に、時の内閣総理大臣がゴルフを

しており、そうした衝突事故を告げられたにも

かかわらず、対策本部などの設置の行動がおく

れたとの非難を受けましたが、今回の事件は、

知事御自身が処理できるわけではありませんの

で仕方がないというふうには思いますが、宮崎

市の不発弾処理の対応について、担当職員に対

してどのような指示をされたのか。処理中に爆

発でもしたら一大事となったわけであり、処理

当日の連絡状況はどうだったのか、お聞かせい

ただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 今回の不発弾につき

ましては、発見当日の１月24日に報告を受けた

ところでありますが、その際、担当部局に対

し、地元宮崎市と連携し、県警や自衛隊等関係

機関との連絡調整を十分に行うなど適切に対応

するよう指示したところであります。不発弾の

処理につきましては、自衛隊、自治体、警察等

の機関が協力して実施しておりますが、処理に

当たっては住民の避難を伴うケースが多いこと

から、災害対策基本法上、避難勧告や指示の一

次的な権限を持つ市町村が中心となって対応を

行っております。今回の処理においても、これ

までの経験等をもとに宮崎市を中心として対応

されたところでありますが、県としましても、

発見から処理終了までの間、危機管理局や県土

整備部の職員が宮崎市を支援し、対応に当たっ

てきたところであります。処理当日におきまし

ては、宮崎市が設置した現地対策本部に職員を

派遣し、その状況について適宜報告を受けてお

りました。なお、処理が無事終了し、安全宣言
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が出されたことについては、鹿児島空港に到着

した際に報告を受けたところであります。

今回の不発弾処理が無事に終了したことにつ

きましては、発見直後から迅速に対応していた

だいた宮崎市を初め、自衛隊、県警、消防、各

事業所等の関係機関の皆様、そして何よりも住

民の皆様の御理解と御協力のおかげであると考

えております。心より御礼申し上げたいと思っ

ております。以上です。

○宮原義久議員 何かこういった問題が起きる

と、ブログであったりいろんなところで早急な

対応を打たれたり、知事を先頭にやられるとい

うのがよく目につくんですが、今回の場合は余

りそういうところが見えなかった、知事の顔が

見えなかったということから、地域住民に不満

が残っているようであります。そのあたり、十

分、県の職員としても対応をやられているとい

うことであれば、やはり知事の顔が見えるよう

な形で対策をやってほしかったなというふうに

思っているところであります。

宮崎市民も宮崎県民でありますし、処理につ

いては宮崎市を中心に対応されておられます

が、支援ということでなくて、合同対策本部の

設置というような形で処理がなされるべきで

あったのではないかというふうに思いますし、

今後も、いざというときには迅速な対応と市町

村との連携を密にとっていただきますよう、要

望いたしておきたいと思います。

また、この点については、沖縄県知事はいち

早く関係省庁にも―あそこは爆発したという

こともありますが―費用負担を含めていろん

な要請もやられるということのようであります

から、同じ状況で、爆発はしなかったもののと

いうことになりますが、沖縄県あたりとも、ど

ういう状況で省庁と交渉されたのかということ

なども、連携をとっていただければありがたい

かなというふうに思っております。要望にかえ

ます。

次に、市町村合併について何点かお伺いをさ

せていただきます。

市町村合併については、何回となく質問をさ

せていただいておりますが、我が西諸地域にお

いても、いろいろな枠組みの中で協議会が立ち

上がっては消えしながら、小林市と旧須木村が

合併旧法の中で合併し、今回、１月21日に、知

事にも特別立会人として御出席いただき、小林

市・野尻町合併協定調印式が行われました。そ

れを受けて今回の議会に、議案第58号で、小林

市と西諸県郡野尻町の廃置分合案が提案されて

おります。これにより合併新法期限内の合併が

現実のものとなります。ただ、何回となく協議

を重ねてきた高原町が、町立病院問題の調整が

整わなかったことから合併できなかったこと

は、非常に残念であります。西諸２市２町１村

の時代から「西諸は一つ」という言葉があり、

小林、高原、野尻の合併により、西諸は一つに

なる時代が近いと思っておりましたが、現実は

厳しいものとなりました。

また、県内においては、宮崎市と清武町の合

併問題で先月22日には住民投票があり、賛

成6,610票、反対6,217票で、393票差で宮崎市と

の合併が動き出すようであります。票差はわず

かで賛成が上回っておりますが、賛否半々の状

況は、住民の合併に対する不安のあらわれとい

うふうに考えます。

そうした中で、市町村合併を所管します総務

大臣が、１月31日、宇都宮市で開かれたタウン

ミーティングで、「これ以上の市町村合併はど

うかと思う」と述べられております。市町村合

併に対して、所管大臣が否定的な見解を示され
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ております。つまりは、市町村の数さえ減少す

ればいいとの考えで、合併を国は考えていたよ

うにもとれる発言でありますが、知事はこの発

言をどのように考えられますか。

○知事（東国原英夫君） 市町村合併につきま

しては、国において、合併新法の期限でありま

すところの平成22年３月末を見据え、引き続

き、自主的な市町村合併を推進していく方針で

あるとのことであります。また、今後の市町村

合併のあり方につきましては、現在、国の第29

次地方制度調査会において調査、審議がなされ

ているところであります。県といたしまして

は、それぞれの地域での市町村合併に向けた取

り組みが円滑に進められるよう、今後とも必要

な支援や働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 鳩山総務大臣の発言を、まず

携帯電話のニュースで知りました。２月１日、

毎日新聞でも記事として取り上げられておりま

した。ただ、小さく取り上げられておりました

ので、大臣の発言も余り重みがないのかなとい

うふうに思ったところでありますが、市町村合

併支援室へ連絡をしたところ、すぐに国のほう

へ確認をとっていただきました。国の見解は、

今、知事が答弁をされたとおりのようでありま

すが、「所管大臣が軽はずみな発言をされては

困る」というくらいの申し入れはやらないと、

国がちょっとおかしな状況なのかなということ

を考えておりますので、十分そのあたりも検討

していただいて、合併がうまくいくような方向

で働きかけをしていただきたいと思います。

次に、人口から見た市町村の適正規模につい

て質問させていただきます。１月15日に、内閣

官房・九州地域戦略会議主催の「道州制シンポ

ジウムin宮崎」が開催され、対談者であった知

事から、「市町村の最低人口は７万から８万く

らいは必要」という発言があり、１月21日の小

林・野尻の合併協定調印式においての発言は、

「５万人くらいは必要」ということでありまし

た。町から市へ昇格するための条件が５万人で

あることを考えると、そうなるのかなというふ

うに考えますが、一概に無理やり人口だけを基

準とするわけにはいかないと考えます。今後の

宮崎県の一市町村の適正人口規模についてのお

考えをお聞かせください。

○知事（東国原英夫君） 市町村の適正な人口

規模についてですが、特に明示されたものはご

ざいません。県の市町村合併推進構想におい

て、将来の望ましい市町村の姿として、７つの

地域をお示ししているところであります。県と

いたしましては、市町村行政を取り巻く情勢が

大きく変化する中で、これからの市町村には、

みずからの責任と判断で、地域の実情に応じた

行政サービスを効率的に提供できる規模と能力

を有する自治体であることが求められると考え

ております。

○宮原義久議員 今、答弁にありましたよう

に、「市町村は、みずからの責任と判断で、地

域の実情に応じた行政サービスを効率的に提供

できる規模と能力を有する自治体」という漠然

としたものではなく、人口だけの基準を示すこ

とはなかなか難しいということであれば、例え

ば、こういうことができないといけないという

ような例を挙げた基準を定めて、市町村合併に

向けていろいろと相談をしていくべきではない

かなと考えますので、そのあたりも検討してい

ただきたいというふうに思っております。

次に、県内の市町村の中では、合併を実行し

た自治体、合併に向けて行動をしている自治

体、いまだ議論を行っていない自治体とさまざ
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までありますし、全国の中において合併が進ん

でいない県と言えるようでありますが、先ほど

知事より示していただきました適正人口規模の

自治体に持っていくため、一つの適正な大きさ

の自治体に持っていくために、県としてはどの

ように取り組まれるのか。これは総務部長にお

聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 適正な人口規模と

いうのは、考え方として、先ほど知事が申し上

げたとおりでございますが、県におきまして

は、今後の合併推進の方向性を示した「宮崎県

市町村合併推進構想」に基づきまして、各市町

村の自主的な合併を推進しているところであり

ます。合併新法の期限まで、残り１年余りと

なっておりますことから、各地域で合併に向け

た一層の取り組みがなされるよう、合併機運の

醸成に努めますとともに、市町村に対して必要

な支援や働きかけを行ってまいりたいと考えて

おります。

○宮原義久議員 機運の醸成を図っていくとい

うことなんですが、合併をやれやれと言ってや

れるものでもないというふうに思います。この

前も話がありましたが、合併をやったところで

も、「やらんければよかった」という話も出て

くるわけであります。これから先が皆さん不安

であるわけですから、先ほど言いましたよう

に、有効な自治体の規模というのを数字で示さ

れないのであれば、最低これぐらいのものは末

端の自治体でやれる、仕事としてはこれができ

ないと自治体としては一つの大きさじゃないん

じゃないかというようなものを示していくべき

じゃないかと思いますから、よろしくお願いを

したいと思います。

次に、市町村合併が進むことで、道州制も現

実のものとなるように考えます。毎議会、道州

制の質問が出ていますが、九州知事会として、

いつごろまでに道州制移行を目指す方針で議論

されているのか。さらには、道州制に向けての

専門職員や事務局の設置などの状況を、知事に

お聞かせいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 道州制につきまして

は、現在、国や全国知事会などさまざまな機関

で議論されておりまして、政府の道州制ビジョ

ン懇談会では、昨年３月に出された中間報告の

中で、2018年までに道州制に完全移行すべきと

されております。九州知事会では、道州制への

移行時期については明示しておりませんが、私

は、国民の間に蔓延する閉塞感を打破し、地域

主権を実現するため、道州制の意義や導入のメ

リットについて、主権者である県民の十分な理

解をいただいた上で、できるだけ早期に実現し

なければならないと考えております。また、九

州知事会として、道州制に関する専門職員や事

務局は設置しておりませんが、官民が一体に

なった検討組織である九州地域戦略会議におい

て、道州制についての議論を行っているところ

であります。

○宮原義久議員 専門職員とか事務局は特別設

置していないということでありますが、先ほど

話がありましたように、2018年ごろというのが

めどになるようでありますし、日本経団連

が2015年、九州市長会がおおむね10年後、2016

年あたりをと、2015年から2018年ごろというの

が大体皆さんの共通した考えであるようであり

ますから、そう長い時間ではないというふうに

思います。そのあたりに向けて、各自治体が合

併をきちっとやれて、ある程度自立できるよう

な状況―なかなか財政的に厳しいと思います

が―そこまで手をとってあげての合併という

ことにつないでいってほしいと思っておりま
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す。

次に、農業問題についてお伺いをさせていた

だきます。

国際的な景気の悪化から、大手企業までもが

経営内容の見直しを推し進めております。契約

社員を中心に、１企業でも数万人単位のリスト

ラが行われており、日本経済へ大きな影響が出

ております。そこで見直されているのが農業で

あり、農業をやりたいという人が増加傾向にあ

るようであります。ただ、農業の現状も、原油

高騰、飼料高騰、肥料高騰、諸材料費の高騰な

ど生産費の大幅なアップにより、非常に厳しい

経営状況という現実があります。そうしたこと

から、農業に携わられる方の高齢化、担い手の

減少、耕作放棄地問題などで、農業も大きな岐

路に立たされております。ただ、農業を経験し

たことのない人から見れば、のんびりと家畜を

飼い、米や野菜を生産しているように映ってい

るのだろうと思いますが、いざ経営となります

と想像以上の苦労が必要という現実を、就農さ

せる以前に指導しておかなければならないと思

います。

県におかれましては、１月24日、経済・雇用

緊急対策における就農相談会を開催され、１日

で61人の参加があったようであり、内容として

は、農業に興味を示す方や県の臨時雇用の相

談、年代別では30代、40代、20代の順となって

いるようであります。平成19年度の就農相談件

数が459件に対して、ことし１月24日から２月17

日までの間に相談があった件数が215件となって

いるようであります。そこで、１月補正でみや

ざき農業チャレンジ支援事業として2,1 5 0

万4,000円で、本県での就農に意欲を有する若者

を対象として県で臨時雇用し、農業試験場や農

業大学校において圃場管理等を行っていただき

ながら、就農ガイダンスや新規就農の確保及び

担い手の育成を図ることとなっているようであ

りますが、興味を持って臨時雇用となられた

方々の仕事ぶりなり、就農に向けての考え方に

ついてはどのようになっているのか。農政水産

部長にお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 県では、みや

ざき農業チャレンジ支援事業を実施するに当

たって、就農意欲を有することを前提として募

集を行いまして、採用した臨時雇用者は、農業

大学校等における圃場管理の業務などに従事し

ております。現在まで、２月に29名、３月に19

名を採用しておりますが、業務に従事する中

で、臨時雇用者の方からは、「一日も早く独立

して農業がしたい」、あるいは「農業の技術を

もっと勉強したい」などの就農に向けた強い意

欲がうかがえるところであります。これらの

方々は、農業法人への就業や自営の農業を希望

しておりますが、今後はさらに、就農ガイダン

スや農業法人とのマッチング面接会等十分な

フォローアップを行いながら、一人でも多くの

方が就農できるよう努めてまいりたいと存じま

す。

○宮原義久議員 そういった答弁をいただきま

したが、現在の農業の状況は、プロの農家で

あっても非常に厳しい経営をされております。

仕事がないからということで、「農業でもする

か」くらいの方を容易に農業へ進めることは、

逆に非常に厳しい将来が待っているというふう

に思いますので、そのあたりしっかりとした、

厳しいという面の指導もやってほしいというこ

とを要望しておきたいと思います。

次に、農産物の販売価格という点から質問さ

せていただきたいと思います。全国トップクラ

スの残留農薬の測定をされ、ブランド化し、食
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の安心・安全を売りにしての販売戦略となって

います。他県と比較して安心・安全を売りにし

ての生産をしている農家にとっては、その安心

・安全を維持するための努力があるわけであり

ます。当然そこにはその分の付加価値がつき、

きちんと付加価値分が取引に反映されていると

思われますが、現状はどのようになっているの

か。農政水産部長、お聞かせください。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 食に対する信

頼が揺らぐ中で、「宮崎産なら安全・安心」と

いった消費者の信頼をかち取るため、全国トッ

プの残留農薬検査システム等の産地の取り組み

を、フェアの開催やトップセールスで広く周知

するとともに、市場、量販店とのパートナー

シップの一層の強化を、これまで推進してきた

ところであります。これらの取り組みの結果、

完熟マンゴーや宮崎牛などの認知度や産地の信

頼度が着実に向上するとともに、ピーマンやキ

ュウリ等については、量販店のプライベートブ

ランドに採用されるなど、一定の成果が上がっ

ていると認識しております。今後は、さらに関

係団体と連携しながら、みやざきブランドの付

加価値が十分反映されるよう、契約取引の拡大

を図るなど農家所得の安定向上に努めてまいり

たいと存じます。

○宮原義久議員 一定の成果が上がっていると

は私も思っております。また、部長もそのよう

に認識されているようでありますが、私が感じ

るには、付加価値分が価格に反映されている状

況ではないようであります。ただ、宮崎の農産

物は安心・安全という点においては、自信の持

てる体制となっていることは間違いはないかな

と評価するところでありますが、農家ができる

ことは、安心・安全なものをつくるところまで

であります。それをいかに高く売るかというの

は、知恵を絞り工夫をしない限り、なかなか厳

しいかなというふうに思っておりますので、関

係機関とも連携を図りながら、その分、価格に

反映できるように努力をしていただきたい。そ

ういう施策を打っていただきたいと思いますの

で、要望しておきたいと思います。

次に、糖度検査機器等の性能が上がり、割ら

ずに糖度の測定ができるすばらしい技術であり

ますが、消費者は一概に糖度だけを求めている

ものではないというふうに思います。一番は、

やはり見た目がよくないとだめだと思います。

形の悪い規格外品が幾ら味がよくても、価格に

はなかなか反映されないのが現状であります。

高級果物を生産される施設園芸農家の方から、

「検査機器の性能がよくなり、農家の収入が大

きく減少した」という話を聞かされます。農家

の収入を上げるための検査が農家を苦しめてい

るわけであります。糖度がどうしても高値販売

の基準ということであれば、収穫までの技術指

導などを県が中心となり、しっかりやってほし

いというふうに思います。その指導をしっかり

やらなければ、新規就農どころか、現在のある

程度の技術を持った農家までもが消えてしまい

ますが、農政水産部長、どのように考えられま

すか。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 近年、メロン

やマンゴー等の高級果物においては、外観はも

ちろん、糖度、均一性等、より高い品質が消費

者から求められております。県といたしまして

は、これまで、各地域の普及部門を中心に生産

者への技術支援等を行ってまいりました。今後

はさらに、平成21年度新規事業としてお願いし

ております、「目指せ「所得アップ」経営・技

術サポート作戦」におきまして、高級果物につ

いても、モデル集団を設置し、県と関係機関等
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で構成するサポートチームが重点的な支援を行

うこととしております。これらの取り組みによ

り、品質の高い果実を生産するための栽培技術

の確立・普及を推進し、農家の所得アップを

図ってまいりたいと存じます。

○宮原義久議員 マンゴーは、完熟して落下す

るという状況までということになるんですが、

メロンの場合は、収穫時期というのが、ハウス

全体が同一の収穫となります。つまりは、収穫

までにどれだけ糖度を乗せられるかということ

が価格を左右することになりますので、収穫の

適期と収穫の前の糖度をどうやって乗せるかと

いう技術の確立が、一番重要ではないかなとい

うふうに考えております。県が中心になって、

こういった栽培技術のさらなる確立と普及とい

うものに力を入れていただきますようお願いを

したいと思います。いい機械が入って農家の所

得が減るというのはおかしいというふうに思い

ます。当然それに伴っただけの技術を農家にも

指導していただきますよう、お願いを申し上げ

たいと思います。

次に、農産物の海外戦略についてお伺いいた

します。今回、商工観光労働部の新規事業で、

みやざき県産品東アジア販路拡大戦略推進事業

を計画されております。この事業は、農産物だ

けでなく、広く県産品の海外輸出を促進するも

のとなるのだろうと考えますが、まずは県内農

産物の海外輸出の現状を、農政水産部長にお聞

かせいただきたいと思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県の農畜産

物の海外輸出につきましては、平成16年度か

ら、香港やシンガポール等の海外の量販店にお

いてフェアを開催するなど、関係団体と一体と

なった取り組みを進めております。その結果、

ミニカンショや完熟キンカン、宮崎牛などの農

畜産物が、香港やシンガポールを初めとする東

アジアやアメリカの量販店で継続的に取り扱わ

れ、平成19年度の取引数量は約157トンになるな

ど年々増加してきております。

○宮原義久議員 答弁にありましたように、157

トンということでありますから、かなりの量が

出ているんだなというふうに思っております。

出ていく経費と、実際、向こうの販売価格の関

係まで突き詰めて検証していく状況が必要かな

とは思いますが、まずは、知事がよく言われま

すように、海外に向けて宮崎の品物を、とりあ

えずはどんどん出していくと。一回口に入れて

あげないと、なかなか厳しいのかなというふう

に思っておりますから、積極的に各関係機関、

一般の農家でもそういう方はいらっしゃいます

ので、連携をとっていただきたいというふうに

思っております。

次に、東アジアを相手に宮崎県単独での販路

拡大を図るよりは、道州制という議論も一方で

はありますので、今回の販路拡大戦略推進事業

も1,039万4,000円の事業であります。こうした

事業は、九州各県ばらばらに取り組まれている

というふうに考えられますが、九州各県持ち寄

り、九州輸出戦略くらいやらないと、インパク

トが薄いんじゃないかというふうに考えます。

九州単位、南九州３県単位などで取り組むべき

ではないかというふうに考えますが、商工観光

労働部長にお伺いをいたしたいと思います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 各県と連

携した輸出の促進ということでありますけれど

も、少子高齢化等によりまして国内市場が縮小

する中で、地理的にも近くて、富裕層が増加し

ている東アジア諸国は、新しい可能性に富んだ

魅力的な市場となりつつありますことから、本

県を初め各県が、積極的に輸出に取り組んでい
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るところでございます。輸出に当たりまして

は、県によりましてターゲットとしている国が

異なることや、産品が競合することなどから、

各県それぞれが創意工夫を凝らしながら取り組

んでおりますけれども、農畜産物の輸入制限や

文化や商慣習の違い等から、単独での取り組み

等が難しい中国などにつきましては、九州合同

での商談会開催や見本市出展などに取り組んで

いるところであります。効率的、効果的な海外

への販路拡大を図っていくために、今後とも、

各県と連携できるところは連携しながら、少し

でも多くの県産品の海外への販路拡大と、定番

・定着化を図っていきたいというふうに思って

おります。

○宮原義久議員 九州合同で連携できるところ

は連携をとるということでありますが、どこが

もとになって連携をとるように進めるかという

ことも問題であるかなというふうに思います。

九州は一つというような考え方から、うちの県

がそれをやってもいいのかなとも思いますの

で、九州各県と連携をとられて、1,000万の予算

よりは、各県持ち出せば億単位になると思いま

すので、そういうような施策を打っていただく

ように要望しておきたいと思います。

次に、教育問題についてお伺いをいたしま

す。

まず、県立高等学校の中途退学者問題につい

てお聞かせいただきたいと思います。中途退学

者の推移は、前回の議会でもお示しいただきま

したが、平成15年491名、平成16年392名、平

成17年487名、平成18年477名、平成19年413名と

なっているようであります。退学するにはそれ

なりの理由があるというふうに考えますが、現

在、授業料等の滞納が増加しているとよく聞か

されます。景気の悪化から、県民の多くが厳し

い生活環境となっておりますし、そうした問題

から授業料等の滞納が増加している現状がある

のではないかと心配をするものであります。経

済的な面は親の問題であり、子供に何ら責任が

あるわけではないのでありますが、授業料等の

滞納がある家庭では、おのずと子供に伝わるも

のであると思います。そうした経済的理由から

授業料の滞納が発生した場合の、教育委員会と

しての対応について、教育長にお伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 経済的理由から授業

料の納付が困難な生徒に対しましては、県立高

等学校授業料減免制度により、授業料全額を免

除しているところであります。また、授業料減

免制度の適用の有無にかかわらず、経済的理由

により修学が困難な生徒に対しましては、宮崎

県育英資金により修学資金の貸与を行っており

ます。なお、保護者の失職や勤め先の倒産等に

より家計が急変した場合には、同育英資金にお

ける緊急採用制度により、迅速に救済を図って

いるところであります。今後とも、こうした救

済制度の適切な運用により、生徒の修学機会の

確保に努めてまいりたいと考えております。以

上です。

○宮原義久議員 授業料の免除制度や修学資金

等の貸与など、生徒とも十分な連携をとりなが

ら、迅速な対応をお願いしたいと思います。ま

た、貸与したものが滞納となってしまっては元

も子もないと思いますので、制度の中身につい

ても、生徒にも十分周知をされるよう望みたい

と思います。

次に、携帯電話の部分を取り上げさせていた

だこうと思いましたが、この携帯の部分は次の

機会にでも回したいと思います。

教育問題の中で薬物の問題についてお伺いを
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させていただきたいと思います。先日、薬物の

使用で摘発された数が、警察庁より発表されま

した。覚せい剤絡みの摘発が１万1,041人、前年

比968人の減であります。一方、大麻絡みの摘発

者が2,778人、前年比507人の増であります。過

去最悪の記録となっております。芸能界、有名

大学生、大相撲の力士、オリンピックに出場し

たスポーツ選手など、子供たちのあこがれる職

業の模範となるべき人たちの使用は、大きな影

響があると思います。年代別では、20代が1,516

人（54.6％）、30歳代が682人、20歳未満が220

人（7.9％）となっており、大学生89人（前年比

３人減）、高校生49人（前年比21人増）、中学

生２人であります。決して他県での問題でな

く、全国的にも高校生の摘発が伸びていること

を考えると、覚せい剤や大麻などの薬物の危険

性についての教育が重要と考えます。そこで、

薬物乱用防止対策について、教育委員会として

はどのような取り組みをなされているのか、現

状をお聞かせいただきたいと思います。

さらに、薬物の危険性について、県警と教育

委員会が連携をとって、小・中・高等学校の教

育を行うことが重要と考えますが、教育長並び

に県警本部長にお伺いをいたします。

○教育長（渡辺義人君） 薬物乱用につきまし

ては、児童生徒の健全な心身の発達に悪影響を

及ぼす重大な問題として受けとめております。

小・中・高等学校におきましては、日ごろか

ら、保健体育科の授業はもとより、学級活動や

総合的な学習の時間などの教育活動全体を通し

て、薬物乱用と健康について指導いたしており

ます。また、警察職員や学校薬剤師等による薬

物乱用防止教室を開催しており、特に高等学校

におきましては、警察の担当者から、現在起き

ている大麻事件などの具体的な事例をもとに、

薬物の危険性等について強く注意を促していた

だいているところであります。なお、平成19年

度の公立学校のこの教室の実施割合は、小学校

で30％、中学校で83％、高等学校で93％であ

り、今後、中学校、高等学校では完全実施を目

指すことにいたしております。

県教育委員会といたしましては、児童生徒の

発達段階に応じた的確な指導ができますよう

に、文部科学省や警察庁が作成いたしました指

導資料やＤＶＤなどを学校に配付して、指導の

充実に努めているところであります。今後と

も、警察などの関係機関とさらに緊密な連携を

図り、継続的な薬物乱用防止教育の推進に努め

てまいりたいと考えております。以上です。

○警察本部長（相浦勇二君） 薬物乱用につき

ましては、成長過程にある児童生徒の心身の発

達に重大な影響を与えるものでありますことか

ら、警察におきましては、児童生徒に対して早

い段階から適切な啓発活動が重要であると考え

ております。そこで、小学生、中学生、高校生

に対しまして薬物乱用防止教室を開催して、薬

物の危険性、有害性について広報啓発活動を推

進しているところでございます。昨年は、薬物

乱用防止専用の広報啓発車を活用して、各学校

において、延べ回数で151回、約３万5,000人の

児童生徒さんを対象に薬物乱用防止教室を開催

いたしました。今後とも、教育委員会、学校と

連携しながら、近時、大麻の蔓延が見られる状

況を十分に踏まえながら、少年の薬物乱用防止

のための広報啓発活動を推進してまいりたいと

考えております。

○宮原義久議員 薬物の危険性について、教育

の現場において警察と十分連携がとられている

ようで安心をしたところであります。これだけ

頻繁にテレビのニュースで流れると、興味を持
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つ子供たちも出てくると思いますし、いつそう

した薬物と出会うかわからない状況が考えられ

ます。県内の小・中・高等学校でしっかりとし

た教育がなされ、薬物が入りづらい環境をつく

ることが重要であります。今後も、しっかりと

した指導をお願いしたいと思います。

先ほど言いましたように、教育問題のうち携

帯電話の問題と、消防団員の確保については、

次回の質問に回させていただきたいと思いま

す。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、外山衛議員。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 初めに、知

事に、県内の振興策についてお尋ねします。

知事も任期の折り返しを迎えられ、これまで

の検証を踏まえ、意を新たにされていることと

思います。マスコミの絶大なる支援を受けた

セールス活動の効果により、宮崎県が全国の表

舞台に立ったことは紛れもない事実ではありま

す。しかしながら、表舞台で主役を演じるだけ

の準備ができているのかについては、冷静に考

えなければならないと思います。

さきの議会にて、宮崎県の現状を五右衛門ぶ

ろに例えて話をいたしました。「五右衛門ぶろ

は、表面がたぎっておっても、中が冷たい水で

は」との問いかけに、知事は、「よくまぜて入

る」と、機転のきいたとも言える返答をいただ

きました。五右衛門ぶろは、まきの残り火やふ

ろ自体の余熱でお湯が冷めにくく、また、ふろ

底でたまった湯が軽くなり上に行き、水面の冷

たい湯は重くなり底に沈むという対流により、

常に温かい状態を保てるのが魅力であります。

最高のお湯にするためには、表面のたぎり湯を

対流させながら中を温めなければなりません。

知事のつけたまきの火により、表面のたぎりが

始まったとは感じております。これから県民総

力戦による対流を促進しなければと思っており

ます。

総力戦においては、個々の力を最大限に生か

すために、指揮官が個々の力を熟知し、効果的

な戦術を展開する必要があります。我々県政に

携わる者は、常に県内の状況を十分に把握した

上で、その任に当たらなければなりません。県

内も、県南、県央、県西、県北とそれぞれの地

域が特性を持つ中で、抱える課題も異なり、振

興策も異なると考えます。それぞれの地域の特

性を生かした施策を展開することこそが、宮崎

県全体の発展の基礎であると考えます。そこ

で、県政運営の中での課題を地域別にどのよう

に把握し、解決するためにどのような施策を展

開しようと考えておられるのか、知事にお伺い

します。

以下、自席から質問いたします。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

地域別の課題把握等についてであります。私

は、知事就任以来、県内各地に可能な限り足を

運び、地域実情に直接触れるとともに、市町村

長との意見交換や県民フォーラムなど、あらゆ

る機会を通じて地域課題の把握に努めてきたと

ころであります。県内各地域を見ますと、雇用

の確保や中山間地域対策、さらには医師確保や

交通網の整備など多くの共通した課題を抱えて

おり、また、それぞれの地域の実情によって課

題解決に向けた優先度も異なっているところで

あります。例えば、議員御出身の県南地域で

は、東九州自動車道の整備促進、商店街の空洞

化、観光や漁業の振興等がよく話題になりま
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す。したがいまして、今後とも、各地域の振興

に当たりましては、このような地域の声や実情

をよく踏まえた、きめ細かな施策展開を図って

まいりますとともに、各地域がそのポテンシャ

ルを最大限活用し、将来にわたって自立できる

ような取り組みに対して、積極的に支援してま

いりたいと考えております。〔降壇〕

○外山 衛議員 次に、県と市町村の関係につ

いて伺います。平成18年以降、道州制の議論が

活発化し、日を追うごとに高まっております。

九州市長会においても、「九州府」構想推進研

究委員会によるさまざまな検討がされているよ

うであります。しかしながら、現在の国、都道

府県、市町村という機構の中では、県と市町村

の関係が非常に重要であると考えます。そこ

で、本県における市町村との関係について、３

点ほど伺います。

１点目は、緊急時の県職員派遣についてであ

ります。平成17年の台風14号災害の反省に立

ち、大きな災害が発生しそうなときには、市町

村に県職員を派遣して連絡調整を図るように改

めるとの説明を受けておりますが、その後どの

ような対応がなされておるのかを、総務部長に

お伺いします。

○総務部長（山下健次君） 災害の発生時にお

きまして迅速的確な応急活動を実施するために

は、刻一刻と変化する被害の状況を県と市町村

が連携しながら確実に共有していくことが大切

でございます。そこで県では、被害の状況等に

応じまして、災害対策本部の地方支部である出

先機関等の職員を市町村に派遣いたしまして、

県と市町村との連絡調整を行うこととしており

ます。そのための取り組みの一環といたしまし

て、昨年８月には、職員の派遣時に活用できる

衛星携帯電話とデジタルビデオカメラをすべて

の地方支部に配備したところであります。ま

た、ことしの１月には、地方支部と市町村の連

携を強化する観点から、災害図上訓練研修を合

同で実施したところであります。幸いなことに

今年度は、職員を市町村に派遣するような大き

な災害は発生しておりませんが、今後とも市町

村と緊密に連携して、応急対策を初めとする災

害対策の充実に努めてまいりたいと考えており

ます。

○外山 衛議員 ２点目ですが、日常的な県職

員の派遣についてであります。宮原議員の質問

とも重複しますけれども、地域振興を図るため

には、市町村においても、外部からの力や新た

な感覚が必要と考えます。そこで、県職員が

もっと市町村に出向し、そこに住みながら―

いろんな問題がありますけれども、そこに住む

ことが重要と考えます―一緒に地域づくりに

取り組むことも重要であると考えますが、この

ことについての見解を、県民政策部長にお伺い

いたします。

○県民政策部長（丸山文民君） 県職員が市町

村に出向しまして、ともに地域づくりを進める

ことは、県と市町村が一体となった取り組みが

展開されること、また、県職員の地域の実情へ

の理解が進展することなどが期待され、有意義

なことと考えております。また一方、市町村に

とりましては、地域づくりに外部の視点が取り

入れられるという利点があるとも考えておりま

す。このようなことから、県では来年度から、

新規事業の「中山間盛り上げ隊」派遣事業の中

で、新たに３名程度の県職員を中山間地域に年

単位で派遣し、町村役場に駐在させることとい

たしております。

○外山 衛議員 ３点目ですが、県の設置して

いる県外事務所の有効活用についてでありま
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す。市町村単独で県外に事務所を設置すること

は、合理的ではありません。県の事務所にもっ

と多くの市町村職員を受け入れて、一緒に県を

ＰＲしながら、それぞれの市町村も売り込むよ

うな体制をつくるべきと考えますが、このこと

についてはどのようなスタンスをお持ちなのか

を、県民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（丸山文民君） 現在、県外事

務所におきましては、東京事務所と福岡事務所

に各１名ずつ、延岡市及び日向市から研修職員

を受け入れているところであります。研修職員

は、人材育成の観点や、県産品のＰＲ、流通あ

るいは企業誘致といった特定の業務への従事な

ど、派遣元市町村の要請に応じて受け入れてい

るものであります。県外事務所は、県産品の販

路拡大を初め、観光ＰＲや企業誘致活動の最前

線であることから、市町村が職員を派遣するこ

とは大変有意義であるとともに、県といたしま

しても、地域の実情に精通した市町村の職員と

相互に情報交換をすることによりまして、より

効果的できめ細かな業務を行うことができるも

のと考えております。このため今後とも、市町

村の要請に応じまして、積極的に研修職員を受

け入れてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、ＴＲ高千穂鉄道廃止路

線の展望について、同じく県民政策部長にお尋

ねします。

現在、沿線の日之影町におきましては、廃棄

される予定であった２両の車両を譲り受け、簡

易宿泊施設に改装して、日之影温泉駅構内に設

置し、「ＴＲ列車の宿」と銘打って、来年オー

プンさせる計画が進んでおります。またあわせ

て、駅舎内に鉄道資料館をつくったり、線路跡

を遊歩道にして自転車を貸し出す構想について

も検討がされているようであります。廃線の悲

しみを乗り越えて、新しい観光資源として活用

すべく積極的な取り組みがなされております。

去る２月11日に車両が駅構内に設置されて以

来、多くの人が見物に訪れているということ

で、私は、鉄道ファンを初めとした観光客の集

客増につながるものと期待しているところであ

ります。そこで、このような取り組みに対して

県からの助成措置はあるのか。また、他の沿線

区間で同様の動きがあるようであればお聞かせ

ください。お願いします。

○県民政策部長（丸山文民君） 旧高千穂線の

施設の活用につきましては、御質問にありまし

たように、日之影町が、鉄道施設を生かしたま

ちづくりに具体的に取り組まれており、県も、

駅周辺の整備計画の策定や列車の改装等に対し

まして支援を行っております。一方、他の沿線

自治体では、庁内や議会内に検討組織が立ち上

がったところであり、今後、地域のニーズや特

色を踏まえ、具体的な活用策の検討がなされる

ものと考えております。県といたしましても、

施設の積極的な活用が図られますよう、今後と

も、沿線自治体と十分連携しながら対応してま

いりたいと考えております。

○外山 衛議員 次に、ＪＲ日南線のトロッコ

列車についてお尋ねします。

ＴＲ高千穂鉄道のトロッコ列車がＪＲ九州に

移管され、この秋から日南線に導入されるとの

ことでありますが、このことは、低迷している

日南線の利用促進や県南の観光振興から考える

と、非常に喜ばしいことではあります。そこ

で、以下３点についてお伺いいたします。

１点目は、路線や時間、料金等を含めて、具

体的にどのような導入計画になっているのか。

わかりましたらば、県民政策部長にお伺いしま

す。
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○県民政策部長（丸山文民君） ＪＲ九州から

伺っているところでは、ことしの秋をめどに日

南線で運行させる計画でありまして、運行区間

やそのダイヤ、あるいは指定席料金等の特別料

金を設定するのかどうかといった具体的な方法

につきまして、現在、社内で鋭意検討中である

と伺っております。

○外山 衛議員 続いて、利用促進策について

であります。ＰＲ方法を含めまして、どのよう

な利用促進策を考えておられるのか、同じく県

民政策部長にお尋ねします。

○県民政策部長（丸山文民君） トロッコ列車

の運行は、利用者数の減少が続く日南線の活性

化を図る好機と考えておりまして、地元が中心

となり、地域の観光資源なども生かしながら、

列車の有効活用を図ることが必要だと考えてお

ります。このため県といたしましては、21年度

の新規事業といたしましてトロッコ列車活用促

進事業を実施し、運行開始セレモニーやマスコ

ミを通じたＰＲを行いますとともに、日南線沿

線の自治体や観光協会等が行う駅舎の改修や鉄

道沿線の美化、あるいは、トロッコ列車を活用

したイベント列車や観光ツアーの企画等の取り

組みに支援を行ってまいりたいと考えておりま

す。

○外山 衛議員 ３点目は、観光振興への活用

についてであります。トロッコ列車を周辺地域

の観光振興に生かすべきと考えます。それにつ

きましてどのような対策を考えておられるの

か。また、市や町、民間施設との連携をどのよ

うに考えておられるのか、商工観光労働部長に

伺います。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 日南線沿

線地域におきましては、青島とか飫肥など県内

を代表する観光地がありますとともに、プロ野

球やサッカーなどのキャンプ、「伊勢エビ祭

り」などのイベント、それから森林セラピー、

温泉などさまざまな魅力にあふれておりまし

て、これらとトロッコ列車を結びつけていくこ

とが大変重要であるというふうに思っておりま

す。このため県といたしましては、関係団体、

観光関連事業者等と協力しながら、ＪＲと共同

で観光キャンペーンを実施するなどの取り組み

を進めていきたいというふうに思っておりま

す。また、観光列車の活用としましては、例え

ば、えびの市真幸駅では、地元のまちづくり団

体が、乗降客に地元でとれた野菜などを販売す

るとともに、列車の乗客に手を振って見送るな

ど心温まるおもてなしで、多くの観光客から好

評を得ているような事例もございます。日南線

につきましても、地元において、沿線の魅力向

上や駅舎の利活用など、利用客のおもてなし向

上に向けた取り組みを進めていただくよう働き

かけてまいりたいと思っております。

○外山 衛議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。これからですから、お願いいたします。

次に、商店街の振興対策について商工観光労

働部長にお尋ねいたします。

新聞報道によりますと、中小企業庁が全国の

商店街を対象に行った実態調査では、全体の

約70％が、商店街の現状として、「衰退してい

る」または「衰退のおそれがある」と認識して

いるようであります。また、宮崎商工会議所の

調べでは、宮崎市中心部の商店街の空き店舗数

が、昨年９月時点で192店舗と過去最多となった

ようであります。本県の中心地ですらこのよう

な状況でありますから、私の地元である日南市

を初め、他の地域の商店街も惨たんたる状況で

あります。一方、郊外の大型量販店などは客足

が減っていないようであり、やはり、公共交通
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機関が発達していない本県においては、車での

移動が常であり、駐車場の確保を含めた中心市

街地の空き店舗対策が必要急務であると考えま

す。

他県の例を申し上げますと、愛知県におきま

しては、まちづくり団体や学生のグループなど

が、生産者や商店街と連携し、空き店舗を活用

して地元農産物の販売あるいは情報提供を行

う、市街地等の空き店舗を活用した地産地消の

推進、また、島根県では、子育てサロンの設置

に対しての支援や助成を行っているようであり

ます。このような事業や仕掛けを行うことが

きっかけとなり、県内各地域の中心市街地に人

が集まることで、町のにぎわいが創出され、地

域全体の活性化につながると確信をしておりま

す。そこで３点伺います。

まず１点目は、空き店舗の現状についてであ

ります。県内における商店街の空き店舗の数

と、商店街に占める空き店舗の率についてお伺

いをいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 空き店舗

でございますけれども、県で毎年、県内の主

要14商店街において実施しております空き店舗

調査によりますと、平成20年７月現在の空き店

舗数は、調査しました全489店舗のうち117店舗

となっておりまして、空き店舗率は23.9％、前

年と比べまして2.7ポイントの増加となっており

ます。

○外山 衛議員 ２点目、空き店舗対策につい

てであります。空き店舗の対策については、ど

のような施策を行っておられるのかをお尋ねい

たします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 空き店舗

対策でありますけれども、商店街といいますの

は、買い物の場の提供でありますとか、生活の

質の向上など地域住民の生活に不可欠でありま

して、空き店舗対策を含めた地域商業の振興を

図ることは大変重要なことと認識しておりま

す。このため県におきましては、空き店舗を活

用した商店街の利便性の向上や、にぎわいの再

生に向けた取り組みを支援してきたところであ

ります。具体的には、地域商業づくり総合支援

事業によりまして、例えば、日南市岩崎商店街

における高齢者交流施設の運営、西都市妻駅西

地区商店街におけるギャラリーの運営やイベン

トの開催などについて助成しておりまして、商

店街の活性化に努めてきたところでございま

す。

○外山 衛議員 もう一点でございますが、平

成21年度の施策についてであります。新規事業

で、まちなか商業再生支援事業に取り組まれる

予定でありますが、この事業により、どのよう

な成果を期待されているのか。また、今後どの

ように商店街の振興を図っていこうとされるの

かお伺いいたします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） まちなか

商業再生支援事業でありますけれども、この事

業は、人口減少など厳しい商業環境の中で、商

店街独自では活性化に取り組むことが困難に

なってきておりますことから、商店街が産業や

観光などの地域資源を活用して行うイベントの

開催でありますとか施設整備などに助成するも

のでございます。このような取り組みを重点的

に支援することによりまして、商店街を中心と

する「まちなか」のにぎわいづくりや買い物の

場の再生など、その成果やノウハウが、例えば

川南町の「軽トラ市」のように、県内に広がる

ことを期待しているところでございます。

また、商店街の振興を図るためには、商店街

全体の活性化とともに、個々の店舗の魅力向上
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や経営力の強化も重要でございますので、経営

・相談窓口の提供や勉強会の開催などを支援し

ていくことといたしております。

県といたしましては、今後とも関係機関と十

分連携を図りながら、商店街の振興に向けた取

り組みを、ソフト・ハード両面から支援してま

いりたいと思っております。

○外山 衛議員 ありがとうございました。

ここからは、入札関連についてお尋ねいたし

ます。

質問に入る前に、時事通信社が発行している

「地方行政」という情報誌の2009年１月26日付

の記事の一部を紹介したいと思います。記事の

タイトルは、「検証・東国原県政 一般競争入

札全面導入で落札率急落―「性急過ぎる」と業

界抵抗―」であります。御紹介いたします。

読み上げますが、冒頭に、「官製談合が完全

になくなるだけで投資的経費の５％が浮くんで

す。100億円が浮くんです。そのお金を医療や福

祉に何で向けんとか。私は公共事業が悪いと

言っているんじゃない。県内の中小企業の土

木、建築業の方々が悪いと言っているんじゃな

いんです。その方々も県民です。でも、官製談

合をやめることによって、その人たちの税金は

安くなるんです」「この官製談合のせいで落札

率96％、日本で最悪だった。５年も10年も官製

談合しちょっとですよ、悪いですよ。そこを私

は改革するんです」ということから知事選に踏

み切られまして、この中に、中段ですが、「入

札制度改革を開始した07年、県内の建設業者の

倒産件数は52件と前年より19件増加。建設業の

倒産は、全体の倒産件数（101件）の51.5％を占

めた。08年も11月までに全体の倒産件数97件の

うち建設業者52件が倒産している。その中に、

「建設関連産業危機突破総決起大会」等の記載

がありますが、後段に、「知事は自身の著書

「知事の世界」で、「指名競争入札を一般入札

に切り換えた入札契約改革については、少し性

急だったかという思いはある」と記してい

る」。また、「「入札契約改革を一気に進めれ

ば、倒産なり失業者なりが出ることは予測でき

ていた。その一方で、ゆっくり進めるのでは改

革にならないという思いがあった」と、建設業

者の倒産は織り込み済みだったことを明かして

いる」。こういったことが、「地方行政」―

いわゆる公務員の方々、皆さんが読んでおられ

る情報誌と思います―に記載がございまし

た。

最後のくだりを読みまして、知事にお願いを

したいんですが、一度決めたことでも、状況に

よっては撤回、あるいはもとに戻す勇気があっ

てもいいと思うんであります。また、それも改

革であろうと思います。横田議員も昨日言って

おられました。決して戻すことは後退ではあり

ません。前向きな改革でありますから……。な

お、知事のモットーであるスピード感、いつも

言われますスピード感を具現化する機会ではな

いかと思っております。

そこで、県土整備部長にお伺いします。知事

の答弁は求めません。わかり切ったことであり

ますけれども、部長、入札における予定価格、

設計価格といいますか、これはどのような位置

づけと認識をされておりますか。

○県土整備部長（山田康夫君） 予定価格は、

設計図書で定められた工事目的物をつくるため

に必要な価格でありまして、標準的な施工能力

を有する建設業者が、それぞれの現場条件に照

らして、最も妥当性があると考えられる標準的

な工法で施工する場合に必要となる経費を設定

いたしております。なお、地方自治法上、競争
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入札により契約を締結する場合においては、予

定価格の制限の範囲内で、最低の価格をもって

入札した者を契約の相手方とするものとされて

おります。

○外山 衛議員 もう一点です。落札率が低い

ことが何よりも最良とお考えでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 落札率につき

ましては、競争入札の結果でありまして、高い

低いについての適・不適を判断することは困難

でありますけれども、現在の本県の落札率は、

建設投資の大幅な減少、そして一般競争入札の

拡大により、競争性が高まっていることによる

ものと考えております。これらに加えまして、

景気の急速な悪化等もあり、建設産業が極めて

厳しい経営環境に直面していることは十分認識

いたしております。

○外山 衛議員 毎回、よく競争性という言葉

が出ますけれども、私は今、当県における競争

性というのが、後ろ向きといいますか、下へ向

いたほうの競争性というふうに認識しているん

ですよね。それはいいと思います。

私は、本来、入札とは適正金額であるべき

で、企業の経営努力によって、つまり、経費削

減に取り組んだ結果、必要経費を織り込んだ金

額を提示するものであると考えます。それでな

ければ、公共工事、公共事業の意味がないと思

います。そこで、最近の現状を見ますと、最低

制限価格に張りつく金額で業者の応札が集中す

るという傾向が見られますけれども、県土整備

部長、このことについてはどうお考えでしょう

か。

○県土整備部長（山田康夫君） 今申し上げま

したように、建設投資の大幅な減少、一般競争

入札の拡大による競争性の高まりにより、最低

制限価格付近での入札が多い傾向にあるものと

考えております。こういった厳しい経営状況に

置かれている建設産業の実情に応じた支援に努

めますとともに、入札・契約制度についても、

引き続き、制度の検証、見直しを行ってまいり

たいと存じます。

○外山 衛議員 よろしくお願いします。

昨日の中野廣明県議の議場配付資料が手元に

ございますので、ちょっと読み上げます。「九

州各県入札制度の状況」、それぞれの県の平

成19年度競争入札の平均落札率が一覧表になっ

ております。福岡県90.6％、佐賀県88.8％、長

崎県88.6％、熊本県93.3％、大分県92.4％、鹿

児島県94.2％、沖縄県88.2％、宮崎県83.3％。

この表を見るときに、なぜこの厳しいときに宮

崎が低く抑えなければならないのかという疑問

を持つところであります。これも答弁は結構で

ございます。

続けます。中村議員の代表質問の中にありま

したけれども、特に測量関係などにおいては、

最低制限価格が65％、この設定などはどう考え

ても論外と言わざるを得ません。これも含め

て、ぜひとも見直しをお願いしたいと思いま

す。

次に、知事に伺います。過去の議会の答弁に

おきまして、「落札率が下がれば、その経費節

減分―執行残とも言えるんですけれども―

が再投資できる」との答弁が幾つかございまし

た。そのお考えは今も変わってはいないと理解

してよろしいでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 入札の結果、予算に

残額が生じた場合は、道路、河川等、必要な社

会資本整備の再投資に活用することができると

いうことでありまして、残額を生じさせて再投

資するという考えではありません。

○外山 衛議員 例えば事業費1,000万円の案件
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があったとします。これを落札率75％で執行し

たとすると750万円になります。その執行残250

万円をまた75％で執行となれば、もともと適正

な設計によれば1,000万円かかるものを、それを

下回る金額で受注するわけでありますから、業

者は利益を出すどころか赤字になりかねませ

ん。結局、それでは、せっかくの公共事業、い

わゆる事業でありますが、市中にお金が回らな

い、景気の浮揚など考えられないと思うのであ

ります。今日のように実質経済の低迷期におい

ては、落札率に余り縛られることなく、予算を

より効果的に執行するという考え方を持っても

よいのではないかと思います。また、それが一

つの景気浮揚に対する対策と言えると思いま

す。

そこで、入札制度改革についてお尋ねしま

す。ここ２年の間、入札に関しては、業界から

の要望も考慮しつつ、幾つかの試行がなされて

おりますが、主にどのような取り組みをされて

きたか、また、その結果をどう検証されている

か、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県では、よ

り公正、透明で競争性の高い入札・契約制度を

確立するため、平成19年度から抜本的な改革に

取り組んでおりますが、並行して改革の検証も

随時行い、一昨年10月には最低制限価格の見直

しも行ったところであります。しかしながら、

建設投資の大幅な減少や競争性の高まりに加

え、景気の急速な悪化等により、建設産業が極

めて厳しい経営環境に直面していることは十分

認識いたしております。このため県といたしま

しては、入札・契約制度について随時見直しを

行ってきており、特に本年度は、見積もりを行

わない不良・不適格業者の排除等を図る観点か

ら、予定価格の事後公表の試行を行うととも

に、技術力や地域貢献度が高く地域に根差した

建設業者が受注しやすい環境を整備する観点か

ら、本県独自の地域企業育成型の総合評価落札

方式を創設したところであります。また、さき

の臨時県議会で公共事業費約40億円の増額補正

を行い、その執行に当たりましても、早期発

注、地域企業の受注機会の確保などに努めてい

るところであります。

○外山 衛議員 ９月議会でも質問しました

が、再度。現在、予定価格250万円以上の公共工

事について条件付一般競争入札としているとこ

ろを、福島の例に倣いまして、例えば予定価

格1,000万円以上などに改める意向があるかない

か。再度、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 入札・契約制

度につきましては、談合事件により失われた県

民の県政に対する信頼を回復するために一般競

争入札に移行してきましたことから、今後と

も、一般競争入札の枠組みの中で、制度の検

証、見直しを行うとともに、厳しい経営環境に

置かれている建設産業の実情に応じた支援にも

努めてまいりたいと考えております。

○外山 衛議員 この場で具体的には答えられ

ないでしょうから、検討をお願いします。

続けます。中村幸一議員の代表質問と重複し

ますが、今、世界は、100年に一度と表現される

ほどの経済危機を迎えているようであります。

もちろん、県も国も補正予算等でさまざまな政

策を掲げて対応しておるところでございます

が、長崎県に倣って最低制限価格を90％に引き

上げてはどうかと考えます。県内のすべての産

業が疲弊して落ち込んでいる今、即効性がある

政策ではないかとも思いますが、知事はどのよ

うにお考えか伺います。

○知事（東国原英夫君） 最低制限価格につき

平成21年３月３日(火)
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ましては、一昨年10月に引き上げを行ったとこ

ろでありまして、全国的には遜色のない水準と

なっておりますが、建設投資の大幅な減少や一

般競争入札の導入による競争性の高まりに加え

て、昨今の経済情勢等により、会社の経営は非

常に厳しい状況にあると認識しておりますの

で、今後、関係各位、現場等のさまざまな意見

をちょうだいしながら、どのような対応ができ

るのか、引き続き検討してまいりたいと考えて

おります。

○外山 衛議員 現時点ではその答弁になろう

かと思いますが、先ほどの中野廣明議員の議会

提出の資料の数字を見ますと、遜色ないと言え

ばないんでしょうが、九州の中においては一番

低いんですね。この辺もちょっと考慮されては

いかがかと思います。

関連して、長崎県の最低制限価格の引き上げ

につきましては、知事の意向であったのか、そ

れとも事務方の提案で行われたものであるのか

を、県土整備部長に伺います。

○県土整備部長（山田康夫君） 長崎県におけ

る最低制限価格引き上げの経緯でございます

が、経済・雇用情勢等が一段と厳しくなってい

る状況を考慮し、長崎県の庁内でさまざまな対

策を議論される中で、最終的に最低制限価格の

引き上げの試行が取りまとめられたものと理解

をしております。

○外山 衛議員 前向きな検討をお願いしたい

と思います。国や他県の状況を見ながら検討す

るのではなく、知事の英断でもって、ぜひ最低

制限価格を90％に上げていただくことを要望し

ておきます。

この件は、中村議員の代表質問の中で３度ほ

どやりとりがございまして、現在においては明

確な答弁はなかったので、ここでは、答弁はも

う結構でございますので、よろしくお願いしま

す。もっとも、議場で一般質問においてすべて

の結論が出るわけではございませんから、ある

意味、問題提起の場と認識しております。御検

討よろしくお願いいたします。

最後に、皆さんゴルフをやると思いますけれ

ども、ニアピン賞というのがございます。ニア

ピン賞というのは、カップにより近いほうが賞

をとるわけでございます。法制度上困難なこと

は百も承知で申し上げます。入札においても、

例えば1,000万円の予定価格であれば―もちろ

ん事後公表でありますが―999万9,999円で応

札した業者が落札とすることはできないんで

しょうか。その業者は積算能力にすぐれている

優良な業者との判断もできるのではないでしょ

うか。つまり、発注側、いわゆる執行部、県

は、しっかり積算、設計をした上で予算に計上

するわけですから、その範囲内であれば問題な

いと思うんです。その範囲内で執行される事業

に問題ないはずでありますから。もちろん、こ

の考え方は余りにとっぴ過ぎるかもしれませ

ん。しかし、私が申し上げたいのは、そのぐら

いの逆転の発想を持って取り組まなければ、業

界の厳しい現状を打破することはできないとい

うことであります。このことにつきましては、

答弁は求めません。意味合いを好意的に理解し

ていただき、知事に、ぜひとも思い切った施策

の展開を図っていただけるように強く要望いた

します。

もう一点です。知事は就任当初、改革路線を

標榜して、「宮崎型改革」を全国レベルに波及

させようとしておられました。ところが最近で

は、特に今議会での答弁を聞いていると、「国

や他県の動向を見ながら検討する」というふう

にトーンダウンしているようで、当初の意気込
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みとの違和感、ずれを感じているのは私だけで

しょうか。もしかすると、一番違和感を感じて

おられるのは知事御自身かもしれません。知事

におかれましては、これからも飽きることなく

県勢発展に御尽力いただきたい。元来、行政の

トップの仕事は日々の積み上げでありますから

地味であります。また孤独であります。「朝の

来ない夜はない」と申します。将来の明るい展

望を信じて、お互いに頑張りましょう。

これで私の一般質問を終わります。（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時34分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、髙橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 滝田洋二郎

監督、本木雅弘さん主演の映画「おくりびと」

が、日本作品として初めてアカデミー賞外国語

映画賞に選ばれました。アメリカではこれま

で、異国情緒がある時代劇が注目されてきたそ

うですが、生き死にや弔いという普遍的なテー

マを笑いとともに描いた「おくりびと」が、新

鮮に映ったのではないかということでありま

す。ある映画評論家が、「アカデミー賞はその

時代の社会情勢を反映する。今のアメリカは戦

争中で、その上、不況の殺伐とした時代。「お

くりびと」は死がテーマだが、描き方は静かで

きれい。その独創性が評価されたのでは」と分

析されていました。映画で描かれている遺族と

死者との畏敬の念は、古きよき時代の理想的な

逝き方ではないかと言われます。

人の命が粗末に扱われ、死者との心のきずな

も薄れつつある昨今、効率や競争に明け暮れ、

大事なものを置き忘れてきた政治経済のてんま

つが、今日の世界同時不況を招いているのでは

ないでしょうか。一時日本を風靡した「改革な

くして成長なし」のスローガンでその一翼を

担った経済学者は、自戒の念を込めて、「懺悔

の書」を出版されました。著者は本の中で次の

ように指摘をしています。「グローバル資本主

義は、世界経済活性化の切り札であると同時

に、世界経済の不安定化、所得や富の格差拡

大、地球環境破壊など、人間社会にさまざまな

「負の効果」をもたらした「モンスター」であ

る。規律によって制御されない「自由」の拡大

は、資本主義そのものを自壊させることになる

だろう」、このように言っています。日本再生

のために、「お互いさま」「おかげさま」と支

え合って発展してきた、日本の原点に立ち返る

ときが訪れているような気がします。

それでは、自殺対策について知事にお尋ねを

してまいります。

我が国の自殺者数は、平成10年に３万人を超

え、19年までに10年連続で高い水準で推移して

います。本県においても、平成９年に300人を超

して以来、300人後半で推移し、自殺死亡率は平

成19年に全国ワースト２位となりました。先

日、各保健所別の自殺死亡率が新聞に公表され

ました。西諸地域の自殺死亡率の減少をどう評

価し、増加傾向にある地域に対しどのように対

策をしていくのかをお尋ねいたします。

以下は質問者席で行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 自殺対策に

ついてであります。西諸地区は、県内でも特に

自殺死亡率が高い状況にあったことから、平
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成16年度から先駆的に国の調査研究事業を始め

るなど、官民が一体となってさまざまな対策に

取り組んできたところであります。平成19年に

おける西諸地区の自殺死亡率は減少しておりま

すが、自殺対策は、成果が出るまでに10年、20

年の期間が必要であると言われておりますの

で、現時点で検証するには時期尚早であると考

えております。県といたしましては、ことし２

月に宮崎県自殺対策行動計画を策定したところ

でありまして、今後は、この行動計画に基づい

て、県内各地で官民一体となった推進体制を整

えることなど、一層の自殺対策に邁進していき

たいと考えております。〔降壇〕

○髙橋 透議員 先日、全国の警察に対する取

材をもとにＮＨＫが発表した報道を見ましたけ

れども、08年の調査で出ていました。３万2,194

人。結局、11年連続で自殺者が３万人を超える

ということであります。本県は382人という数字

を県警本部がまとめているようですが、外国人

を含みませんので、この数字は若干変わります

ね。しかし、高い数字であることは宮崎県も間

違いない。いろいろと24時間電話相談体制の課

題もあります。社会情勢に対策が追いつかな

い、そういうこともしっかり検証すべきなのか

なということを申し上げておきたいと思いま

す。

知事もおっしゃいましたが、先月17日に自殺

対策行動計画を策定されました。当計画には、

「平成24年における自殺者数を300人以下とする

ことを目指します」とあります。この行動計画

は、閉会中の厚生常任委員会でも説明されまし

た。そのときにも、私は、この数値目標の定め

方に疑問を呈したところであります。いわゆる

「自殺者数を300人以下にする」という表現はい

かがということであります。人の命にかかわる

ことに具体的な数字をあらわすことはなじまな

いんじゃないかと考えますが、知事の見解を求

めたいと思います。

○知事（東国原英夫君） この数値目標につき

ましては、本県における自殺死亡率が全国的に

高い水準で推移するという危機的状況の中で、

県民一人一人が共通の問題意識を持って自殺対

策に取り組んでいくための具体的な指標として

掲げたものでありまして、国を初め、行動計画

を策定して自殺対策に取り組んでいる他県にお

いても、ほとんどが数値目標を掲げておりま

す。自殺は、個人やその家族の方々、さらには

社会にとっても大変つらく悲しいものでありま

すので、本県といたしましては、一人でも多く

のとうとい命を救うために、今後とも、関係団

体・機関や市町村とも十分連携を図りながら取

り組んでまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 今、知事がおっしゃった「一

人でも多くの自殺者をなくす」、その表現でい

いと思うんです。私も各都道府県の表現を調べ

させてもらいましたら、北海道が「自殺者を一

人でも多く減少させる」。あるいはパーセント

であらわすとか、そういう数字でよかったのか

なと。例えば、301人だったらだめだったと

か、300人でよかったとか、そういうことにはな

らないわけですね、これは当然のことですが。

もうこれは変わらないんでしょうか、知事。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、北

海道のみが「一人でも多く」という表現を使っ

ております。他府県は大体パーセントか数字で

ありますから、他府県と比べてそんなに遜色は

ないかなと思いますので、ただいまのところ変

更するつもりはありません。

○髙橋 透議員 ちょっと違うんじゃないかと

思うんですが、まあいいです。次に移ります。
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昨年11月議会でも私は質問しておるんです

が、消費者向けのセーフティネット貸付の創設

についてであります。今議論しました自殺対策

行動計画に、分野別の自殺の特徴と自殺対策の

方向と取り組みがありますが、平成19年におけ

る本県の自殺者数395人の詳しい原因・動機にお

いて、多重債務は、体の病気、うつ病に次いで

３番目になっているんです。多重債務対策につ

いて、相談窓口の整備が明記されています。し

かし、債務整理して暮らしを建て直そうとして

も、建て直せない人が少なからずいらっしゃる

んですよ。消費者向けのセーフティネット貸付

の創設まで行動計画では踏み込むべきじゃな

かったのか、知事にお尋ねします。

○知事（東国原英夫君） 多重債務問題につき

ましては、任意整理や個人再生手続等の債務整

理により解決することができるものであります

ので、一人で悩まずに、まずは相談していただ

くということが大切かと考えております。この

ため、政策としては、来年度から消費生活セン

ターの相談員の１名増員、消費者金融相談所の

弁護士相談など、相談機能の強化や相談窓口等

の周知・啓発に取り組むこととしております。

なお、債務整理後の生活費の不足等について

は、既存の貸付制度により対応したいと考えて

おります。議員御指摘の内容につきましては、

今後、課題として検討に値するかと考えており

ます。

○髙橋 透議員 検討に値する。もうちょっと

突っ込んでお話を聞きたいんですけど、既存の

制度というのは何でしょうか、教えてくださ

い。

○知事（東国原英夫君） 主な貸付制度につい

ては、生活福祉資金貸付制度や中小企業勤労者

ハッピーライフ資金融資制度等があります。

○髙橋 透議員 今おっしゃいました生活福祉

資金貸付制度とハッピーライフローン、11月議

会でもこれでしのげるというふうに答弁をも

らっているんですね。果たしてこの制度で、債

務整理後の本当に困られている方が再建できる

んでしょうか。それぞれの貸付制度の概要と実

態、貸し付けの状況について、それぞれ所管部

長に答弁を求めます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 生活福祉資金

貸付制度でありますが、この制度の仕組みは、

低所得者等の経済的自立や生活意欲の助長を図

るための低利の資金貸付制度でありまして、原

資は国２分の１、県２分の１であり、県の社会

福祉協議会が貸付主体として管理運営をしてお

ります。資金の種類は８種類ありまして、高校

・大学等への進学に要する修学資金、技能取得

や事業開始のための更生資金、住宅取得のため

の住宅資金、医療や介護に係る費用を賄う療養

・介護資金などがあります。貸付金利は、修学

資金、療養・介護資金は無利子、その他は年利

３％となっております。相談及び申込窓口は各

市町村の社会福祉協議会が当たっており、貸し

付けには民生委員の調査及び意見書並びに保証

人が必要となっております。本県においては、

約26億円の貸付原資を確保しており、平成19年

度末で14億6,000万円余を貸し付け中でありま

す。なお、利用状況でありますが、平成19年度

における新規貸付実績は77件の7,819万円余と

なっております。以上です。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 中小企業

勤労者ハッピーライフ資金融資制度であります

けれども、これは県が九州労働金庫に預託を行

うことによりまして、県内の中小企業勤労者に

対して、低金利で、教育や一般生活資金等の融

資を行うものであります。融資対象者は、県内
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の中小企業に１年以上勤務されている方となっ

ておりますが、融資に当たりましては、九州労

働金庫の審査を受けることになり、おおむね150

万円程度の年収が必要になっております。利用

状況でありますけれども、平成19年度の融資件

数及び融資額は、65件、6,600万円となっており

ます。

○髙橋 透議員 生活福祉資金貸付制度は、

おっしゃいましたように保証人が要ります。こ

れであきらめて帰っていらっしゃるんです。私

も実態を調べてみました。全県下の社協は回れ

ませんでしたけど、日南市に行って聞いたら、

「これはあってないようなものですよ」と。ほ

とんど貸付実績がないというふうに言うんで

す。今、何が多いかというと、助け合い金庫で

すか、３万円の。今、当座の資金、きょう、あ

したのお米代が欲しいんです。保証人が要るも

のですから、結局、生活保護に走っていらっ

しゃる。そういう実態なんです。生活福祉資金

貸付制度、この制度では、多重債務整理後の生

活再建は、私はちょっと無理だというふうに思

います。そして、ハッピーライフローン、150万

以上の収入とおっしゃいましたけれども、これ

はよくよく調べてみましたら、審査があるとい

うことです。その審査、いわゆる日本労働者信

用基金協会の保証基準というのがあります。こ

れは何がネックかといいますと、返済比率、い

わゆる債務過多ではだめなんです。カードロー

ンを持っていたり、返済が１カ月遅れたりする

データがあったら、もうアウトなんです。だか

ら、このハッピーライフローンは、多重債務に

陥る前の人の制度なんです、わかりますか。だ

から、当局が言う、既存の制度で多重債務者の

救済ができるというのは、ちょっと無理がある

と思います。知事、そういう意味では、「検討

に値する」じゃなくて、「検討していく」とい

う答弁はできないんですか。

○知事（東国原英夫君） 多重債務者対策とい

たしましては、多重債務者の抱える負債返済の

ための貸付制度での対応ではなく、負債そのも

のの減額または免除を行う債務整理によって解

決を図ることが必要であります。したがって、

まずは相談していただくことが肝要かと思いま

す。「検討する」と、ここでは改めて明言はで

きないと思います。検討を検討するということ

です。

○髙橋 透議員 さっきから大分後退しました

ね。検討に値するというところまでおっしゃっ

たんですが……。福祉団体が、市長会とか町村

会にもいろいろ協議して申し入れをして、市長

会、町村会は前向きで、ぜひやってほしい、つ

くってほしいと、そこまで詰めているんです

ね。あとは県が出資して一緒になってつくるか

というところなんです。ぜひ検討を始めてくだ

さるように、後でまた時間がありましたら申し

上げますが、次に移りたいと思います。

雇用対策でありますけれども、ことし１月に

勤務先を解雇されました障がい者が全国で370人

いたことを、厚生労働省が発表しています。雇

用情勢が大変厳しい中で、本県の障がい者雇用

の現状についてお尋ねをします。部長答弁で結

構です。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 昨今の雇用情

勢の急速な悪化によりまして、障がい者を取り

巻く雇用環境も大変厳しい状況にあります。宮

崎労働局の調査では、障がい者の就職件数につ

きましては、昨年10月から12月までの第３・四

半期で111件、前年同期に比べ22件の減少となっ

ております。また、企業等から解雇された障が

い者数につきましては、全国的には昨年10月
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が125人、11月が234人、12月が265人と急増して

おりますが、本県におきましては、この３カ月

間で７人が解雇されており、前年同期と同数の

状況となっております。

○髙橋 透議員 わかりました。そこで、民間

企業における障がい者の法定雇用率がございま

すが、その状況はどうなっているんでしょう

か、部長に答弁をお願いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 同じく宮崎労

働局の調査では、平成20年６月１日現在で、法

定雇用率1.8％が適用される常用労働者56人以上

の規模の県内企業559社のうち、雇用率未達成の

企業が205社で、その割合は36.7％となっており

ます。

○髙橋 透議員 法定雇用率を下回る企業であ

りますけれども、県は、公共事業とか物品購入

とかの発注をされますけれども、法定雇用率を

下回る企業との契約において、差は設けてい

らっしゃらないのか、関係部長の答弁を求めた

いと思います。

○総務部長（山下健次君） 公共工事につきま

しては、入札参加資格審査や総合評価落札方式

におきまして、障がい者の雇用状況を評価対象

としているところでございます。また、物品の

購入につきましても、県内の中小企業者で障が

い者を一定比率以上雇用しております企業につ

いて、名簿に登録をいたしまして、契約手続に

おいて名簿登録者の受注機会の確保に努めるこ

ととしているところでございます。いずれにい

たしましても、県が行う契約であるか否かを問

わず、各企業におかれましては、障がい者の雇

用に関する法律を初めとして、関係法令を遵守

されることが必要であると考えております。

○髙橋 透議員 知事部局は法定雇用率を達成

していますけど、教育委員会が法定雇用率を下

回っているものですから、いろいろと問題もあ

ると思うんです。東国原知事におかれまして

は、今回、福祉・教育部門での特別支援学校の

高等部の設置、あるいは障がい児の社会適応訓

練など、厳しい財政の中で予算計上をしていた

だきました。そのことに感謝する県民の声を、

２月21日付の宮日の「窓」の欄で見つけました

ので、紹介をしたいと思うんですが、「障害児

教育を支える県予算」という見出しで、次のよ

うにありました。「2009年県新年度予算を見

て、障害のある子どもたちに「希望」がつな

がったという気がしました―途中省略します

―まだまだ障害のある彼らには、いろいろな

問題があると思いますが、今回の高等部設置

は、その大きな第一歩だと思います。これで、

彼らは次へ走りだせます。ますます、これから

の宮崎が楽しみだと感じます」という内容で

す。私からも、知事を初め関係者の方に心から

感謝を申し上げるわけですが、この「窓」の欄

は知事はごらんになりましたでしょうか。

そこで、もとに戻って、障がい者の法定雇用

率の関係ですけれども、実は、御存じだと思い

ますが、大阪府の橋下知事が、「障がい者雇用

の日本一を目指したい」「障がい者の法定雇用

率が未達成の企業とは取引をしない」、こうい

う宣言をされているんです。さらに、橋下知事

は、「障がい者雇用率の引き上げは行政最大の

使命だ」とまで話されているんです。ぜひ東国

原知事におきましても、橋下知事に負けないよ

うに障がい者雇用への取り組みを期待したいと

思います。

次に移りたいと思います。地域医療対策につ

いて質問をしてまいります。

県立病院の医師不足が大変深刻な状況になっ

ている中で、日南病院の小児科の医師派遣が､１
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年ではございますが継続になりました。知事並

びに病院局長を初め関係各位の御尽力のおかげ

であります。改めまして心からお礼を申し上げ

ます。一安心はしたものの、地域医療を守るた

めに、医療に対する地域住民の意識改革を初

め、さらなるさまざまな取り組みが必要になっ

てくることを覚悟しているところであります

が、今後とも御指導をよろしくお願いしたいと

思います。そこで、県立日南病院の小児科の医

師派遣が継続となった大きな要因は何だったの

か。何が宮崎大学の医学部の背中を押したの

か、お伺いしたいと思います。知事、お願いし

ます。

○知事（東国原英夫君） 県におきましては、

宮崎大学小児科医局等に対し、小児科医師の派

遣継続について、繰り返し要望を行ってまいり

ました。また、この間、地元の住民の皆様や市

町村等関係機関の方々が、県立日南病院に大き

な期待を寄せられ、地元の強い熱意が、県及び

大学に対し伝えられたところであります。大学

医局におきましては、医局の医師が減少し、派

遣が極めて厳しい状況でありましたが、現在、

全国的に希望者が激減している若手の小児科医

を育成する観点から、今回、県が医師確保対策

として、思い切った研究研修予算を確保し、派

遣される若手医師の臨床研修及び研究の充実を

図ることとしたことについて、大学側から高い

評価をいただき、御理解を得ることができたの

ではないかと考えているところであります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。地元

の熱意も本当にありました。私も実際にかかわ

りましたので、よくわかるんですが、１つ、私

たちの自慢話じゃないですけれども、太田清海

議員も代表質問の中で言っていましたが、昨年

の４月から私たち社民党は、この地域医療に対

していろいろ取り組みをしてきました。医師会

あるいは自治体の首長とも会っていろいろ協議

をしてきました。その中で、医師会と自治体の

協議といいますか、話し合いが余りうまくされ

ていない、意思疎通がなかったということがわ

かったんです。例えば日南でいうと、１次救急

医療は祝日と休日しかしていないんですね、準

夜帯の。医師会に行くと、私たちは輪番でやっ

てもいいと、しっかり財政的な裏づけをしても

らえば。そのことを持って自治体に行くと、

「えっ、医師会がそんなことを言っているんで

すか」ということなんです。そこで、私たちは

橋渡しをしたらというふうに思っているんです

けれども、今、報告がありますように、365日の

準夜帯ですけれども、整備を進めているところ

であります。

そして、危機感があったというのは、医療計

画にも載せてありましたが、私は、それをコ

ピーしてきましたけれども、２次医療圏は７つ

あります。その中で実は、14歳以下の人口比は

県南が最低なんです、12.9％。つまり何が言い

たいかといいますと、子供を生み育てるのに最

低必要なのは医療ですね、小児科医。ここが

整っていなけりゃ進まないです。そういう意味

では、県南の首長はそこに気がつかれていると

思うんです。私たちも申し入れの中で言いまし

た。そういうところでお母さん方も頑張りまし

たが、そういうようなことが調和して、もちろ

ん知事の背中も押しただろうし、宮崎大学医学

部の背中を押したというふうに思っています。

そこで、今、救急医療の問題も出ましたが、

新規事業にあります救急医療利用適正化推進事

業の簡単な概要と期待される効果について、福

祉保健部長に答弁をお願いしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 救急医療利用
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適正化推進事業でありますが、これは、コンビ

ニ受診などによりまして医師が疲弊し、医療現

場を去るということが医師不足の原因の一つと

なっておりますことから、医師の負担軽減を図

るため、救急医療の適正利用の啓発を行うもの

であります。事業内容としましては、テレビの

コマーシャルや、小児科医師等による訪問救急

教室の開催、また、地域医療の問題を住民みず

からの問題として考えていただくきっかけをつ

くるため、ＮＰＯ等住民団体を育成・支援する

こと等を考えております。この事業によりまし

て、県民が救急医療について正しい知識を持

ち、安易な時間外受診が減少することによりま

して、医師の勤務環境が改善され、医師の確保

が図られる。ひいては救急医療体制の確保につ

ながるものと考えております。

○髙橋 透議員 わかりました。次に移りたい

と思います。農業振興についてお尋ねしていき

たいと思います。

知事が、本会議初日の提案説明の中で言われ

ておりました。申し上げますが、「これからの

我が国は、石油に頼り過ぎない、国外からの輸

入食料に頼り過ぎない、経済発展の基盤を輸出

に頼り過ぎない国家を目指すべきと考えており

ます。産業構造を変えることが、我が国の未来

を切り開く一つの重要なかぎであり、豊かな自

然環境に恵まれた食料基地である本県こそ、そ

のフロントランナーになり得るものと考えてお

ります」という文言でありますが、非常に的を

射たものと、私も共感した次第であります。こ

の「国外からの輸入食料に頼り過ぎない」と

は、何を意図しているのか。単純に食料の輸入

は減らしていく施策に転換すべきであるとのこ

となのか、知事の見解を求めます。

○知事（東国原英夫君） 発展途上国等の人口

増加や経済発展、穀物のバイオ燃料等への転

換、さらには地球温暖化等による自然災害の増

大などを背景として、世界的に食料需給が逼迫

する可能性を指摘されている今日であります。

さらに、100年に一度と言われる世界的な経済金

融危機に端を発して、国際的な社会経済情勢が

不安定となっており、あわせて、先行き不透明

な国内経済等も踏まえると、食料の約６割を海

外に依存する、世界最大の農産物純輸入国であ

る我が国が、将来にわたり、安定した食料が確

保できるのかどうか、大変危惧をしているとこ

ろであります。こうした状況から、私は、国内

農業の生産拡大による食糧安全保障の確保が、

我が国の極めて重要な課題であるとの認識のも

とに、「輸入食料に頼り過ぎない」と申し上げ

たものであります。

○髙橋 透議員 コスト高に悩んできた日本の

農業であります。特に近年の燃油高に、農業経

営は一段と厳しくなっているわけであります。

知事も言われておりますが、これからの宮崎の

農業の進むべき道を考えるときに、脱石油ある

いは法人化、こういったことがキーワードにな

るのではないかと思います。知事の見解を求め

たいと思います。

○知事（東国原英夫君） 近年の農業を取り巻

く情勢というのは、担い手の減少や高齢化の進

行といった構造的な課題に加え、ＷＴＯ・ＥＰ

Ａ交渉問題や、原油・配合飼料価格の高騰な

ど、かつて経験したことのない大変厳しい状況

に直面しておりまして、新たな変革が求められ

ていると認識しております。私は、「今世紀は

「水と空気と食料の世紀」である」と申し上げ

ておりまして、これら「変革」の時流を的確に

とらえ、これまで培ってきた農業資源と潜在能

力を生かし、かつ、本県ならではの新たな発想
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のもとで、関係者が一丸となって力を発揮すれ

ば、本県農業はさらに飛躍できるものと考えて

おるところでございます。

具体的には、農産物を生産するだけでなく、

生産から加工・流通販売までを一体的に展開す

る取り組み、すなわち産業間または地域間の横

断的な産学官及び農商工連携等の幅広い連携に

より、農業の付加価値を高めていくことが重要

であると考えております。農業を中心としたこ

のような取り組みにより、安定的な雇用や経済

力が生まれ、本県農業が地域活性化の牽引役と

なることが、今後の進むべき道であると考えて

おります。

○髙橋 透議員 中山間地への支援策について

尋ねていくわけですが、先月、私ども社民党県

議団で宮城県大崎市の旧鳴子町に調査に行きま

した。農政から見放されようとしている中山間

地の米づくりをさまざまな人たちが支え合い、

みずから生まれてきた地域を未来につなぐため

に、みんなに喜んでもらえるお米を懸命につく

り続ける「鳴子の米プロジェクト」でありま

す。圃場が狭い、そしてまた寒冷な気候です。

水が冷たい。何を作付しても収量が上がらない

山間地であります。３軒の農家の取り組みから

始まったわけですが、農業試験場から紹介され

た新品種を試験栽培したところ、収量もあっ

て、冷たく澄み切った山の水が、冷めるとさら

においしくなる米をつくり出したということで

あります。「ゆきむすび」と命名されたわけで

すが、これには仕掛け人がいらっしゃいます。

民俗研究家の結城登美雄さんのアドバイス、あ

るいは行政の助けがなかったらできなかったと

いうことを、ここのリーダーの方がおっしゃっ

ていました。詳しくはホームページを見ていた

だきたいと思うんですが、一番の特徴は、所得

補償です。何よりも、農家が意欲を失わず、安

心して米づくりができるような価格の設定であ

ります。生産者米価を60キロ１万8,000円、消費

者にはキロ40 0円で売買、つまり60キロ２

万4,000円で買い支えるという、市場原理とは正

反対の活動なんです。そこで、本県における中

山間地の農業・農村の振興策について、農政水

産部長にお尋ねをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県にとりま

して中山間地域は、農地や農業産出額の約６割

を占める農業生産の重要な地域でありまして、

中山間地域の活性化を図ることは非常に重要な

課題であると認識しております。このため県で

は、完熟キンカンなどのブランド品目の育成

や、ラナンキュラスなどの収益性の高い作物の

導入など、中山間地域の特色を生かした農業の

振興を図っております。また、洪水防止や水源

の涵養など県民の安全・安心な生活を支える多

面的機能の確保や、農村の活性化を図るため、

集落における農地や農道、水路の維持管理活動

等に対する支援を行うほか、本県のすぐれた自

然環境などの地域資源を最大限に活用したグ

リーン・ツーリズムなどを推進しているところ

であります。さらに、中山間地域には小規模農

家が多く、地域ぐるみの取り組みが有効であり

ますことから、今年度から、集落等が行う創意

工夫にあふれた地域提案型の取り組みに対する

支援を行っているところであります。今後と

も、こうした取り組みを総合的かつ積極的に推

進いたしまして、中山間地域の農業・農村の一

層の振興を図ってまいりたいと存じます。以上

です。

○髙橋 透議員 今ありましたように、中山間

地域は、農地や農業産出額の約６割を占めると

いうことですから、大変な位置を占めているわ
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けです。私が鳴子で勉強させていただいたの

は、これまで町内でつくっていた米は町内で消

費されていなかったことがわかったと。鳴子は

温泉街です。旅館もあります。食堂とかも結構

あるわけです。そこが使っていなかった。地元

の旅館とか食堂にも使ってもらう取り組みをさ

れました。ここはＮＨＫにも出ましたね。だか

ら、そういう宣伝もあって、町外からお米を買

う方がかなりふえてきたそうですけれども、町

内が40％、町外が60％の割合らしいです。先ほ

ど言いました、生産者が１万8,000円、消費者が

２万4,000円、その差の6,000円はどこに行くか

といいますと、ＮＰＯ法人を立ち上げられまし

たので、そこの運営費に使われるわけです。人

件費も要るだろうし、宣伝費も要ります。そう

いったことで、今のところ大変うまくいってい

ることを聞かされました。何よりもここは、付

加価値をどうつけるかというところで苦労され

ているんでしょうが、決して無農薬じゃないん

です。県が推奨する農薬基準の半分、２分の１

でやっているということ。それと、自慢は自然

乾燥ということです。これは手間暇がかかりま

す。それと、内外に、いわゆる町外の人たちに

も共感していただいているのは、鳴子は温泉街

です、周りに田畑がしっかりと存在してこそ、

その風景がしっかり宣伝できるということなん

ですね。自然環境を守りたい、そのことに、も

ちろん町内住民もそうですが、町外の方々も理

解を示して、お米を買ってあげるわという構図

ができ上がったようであります。答弁にもあり

ましたように、中山間地域には大事な農地がた

くさんありますので、ぜひこれからも支援をお

願いしたいというふうに思います。

次に移っていきます。教育問題についてであ

ります。

まずは、普通科の通学区域撤廃による影響に

ついて教育長にお尋ねしていくんですけれど

も、今２年目ですね。先日、県立高校の一般入

試の志願状況が発表されました。宮崎市への集

中と辺地にある高校の定員割れを、私は危惧し

ているんですが、教育委員会としてどう分析さ

れているのか、教育長に答弁をお願いします。

○教育長（渡辺義人君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から通学区域を撤廃

いたしました。定員の充足状況の関係でまず申

し上げますが、一般入試の志願者数が募集定員

を下回った高校は、平成20年度は７校であり、

平成21年度は９校でありました。これは、通学

区域撤廃直前の平成19年度の10校と比べて、い

ずれも少なくなっているところであります。一

方、平成20年度入試における旧通学区域外から

の合格者数を見てみますと、通学区域撤廃によ

る生徒の異動は100名程度でありまして、これ

は、普通科合格者全体の約３％に当たります。

また、通学区域撤廃による特定地区への集中、

それから特定の高校での大きな定員割れは見ら

れなかったところであります。県教育委員会と

いたしましては、今後とも、中学生が主体的に

行きたい学校を選択できるよう、高校の特色づ

くりやＰＲの支援等に努めてまいりたいと考え

ております。以上です。

○髙橋 透議員 余り影響ないという答弁なん

でしょうが、ただ、心配するのは、定員割れし

ている学校が固定化しつつありますね。私の母

校の日南高校もそうですが、南の福島高校ある

いはえびのの飯野高校とか、その落差も激しい

です。そこのところを、全体の数が減ったから

よしじゃなくて、もうちょっと分析してほしい

と思うんです。それと、通学のことも、３％と

いう数字で示されて、影響のところは余りおっ
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しゃっていませんでしたが、例えば、都城から

宮崎西高の附属中へ高速バスで通学する生徒が

いるらしいですね。当然そのまま高校に進学し

ます。これは当たり前ですね、中高一貫だか

ら。教育長はそう影響ないということでしたけ

れども、普通科通学区域撤廃によって、遠距離

通学をする生徒はふえているんじゃないか。医

療をよく地域完結型でと言いますけれども、教

育の分野でも高校までは地域で学べる環境をつ

くるべきではないかというふうに私は思うんで

すが、教育長、その辺の考え方はどうでしょう

か。

○教育長（渡辺義人君） 各県立高校におきま

しては、これまで、進学や就職、部活動などで

着実な実績を上げておりまして、それぞれの地

域にしっかりと根づいているところでありま

す。それから、今お話のありました福島高校あ

たりは、今年の入試の定員充足状況ですけれど

も、ほぼ1.0に近い状態でありまして、かなり上

昇を見ているところでございます。そういう意

味では、各学校の努力が相まりましてしっかり

と地域に根づいている、あるいは根づかせるよ

うな努力を各学校がしているのではないかと

思っております。高校進学を目指す中学生は、

各高校の特色や通学距離等の条件も考慮しなが

ら、自己の個性や能力・適性に応じて志望校を

選択しているものと考えております。県教育委

員会といたしましても、体験入学・オープンス

クールの実施や、中学校への説明のための学校

訪問等を支援する「県立高校の特色発信事

業」、中学校と高校の教員による交流事業や、

つなぎ教材の研究など、中学校と高等学校の連

携を深める「中・高連携推進モデル事業」―

これは日南高校でも実施いたしているところで

ありますけれども―これらの推進によりまし

て、各高校がこれまで以上に魅力や特色の発信

に努め、地域の中学校との連携を深めながら、

一層、地域に信頼される学校となるよう、積極

的に支援しているところであります。以上で

す。

○髙橋 透議員 そうですね、福島高校は0.99

になっています。失礼しました。

次に移りたいと思うんですが、中高一貫校の

関係で質問してまいります。この関係につきま

しては、代表質問で先週質問があっていますの

で、角度を変えて質問したいと思うんですが、

今議会で提案をされています都城泉ヶ丘高校に

併設される中高一貫校の設置後、他地区への設

置は考えていないということを先週答弁されて

います。いま一度確認しますが、それでよろし

いんですね、教育長。

○教育長（渡辺義人君） 繰り返しになります

けれども、新たな中高一貫教育校の設置につき

ましては、小学生の中学校への進学実態を踏ま

えますとともに、生徒数が減少する中で、地元

の公立中学校に与える影響や、私立の中学校と

のバランス、交通の利便性等に配慮して、宮崎

西高校附属中学校に続き、平成22年度に県南地

区の都城市に設置することが適当であると判断

したところであります。なお、平成19年度に設

置しました有識者等から成る「中高一貫教育校

調査・研究委員会」からの報告におきまして、

新たな中高一貫教育校の設置につきましては、

「北諸県地区への併設型１校の設置が望まし

い」という旨の提言をいただいており、他の地

区への中高一貫教育校の設置につきましては、

現在のところ考えていないという状況でござい

ます。

○髙橋 透議員 今の教育長の説明の中で、一

昨年の宮崎西高に併設されたことについてお聞
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きするんですけど、今おっしゃいました、私立

中学校とのバランスを十分に配慮すべきという

のが１つありますね。宮崎市内には私立中学校

が５校あります。しかも４月には私立が１校開

設するらしいです。宮崎大学附属中もありま

す。私は、むしろ宮崎市内の中高一貫校は私立

に任せてよかったんじゃないかと思うんです。

そして、もう一点、生徒数が減少していく中

で、他の公立中学校への影響も配慮する必要が

あるということをおっしゃいました。私、調べ

てみました。宮崎西高附属中に入学した地元出

身者と市外の入学者数、19年度が定員80名に対

し32名が市外、20年度は26名が市外なんです。

むしろ市外から他地区の生徒を集めている格好

になっているわけです。だから、むしろ生徒の

減少、定員割れに悩む西諸・県南地域へと設置

していくべきじゃなかったのか。このことにつ

いて教育長はどう思われますか。

○教育長（渡辺義人君） 小学生の中学校への

進学実態を踏まえる必要があるというふうに考

えまして―北諸県地区については、県内で一

番他地区への流出が大きいということが、事情

としてはございます。そういう中で、少子化時

代に入り生徒数がだんだん減少していっている

ということを踏まえますと、一番大きなポイン

トとしては、地元の公立中学校に与える影響が

非常に大きいということが決定的なポイントに

なろうかと思います。それと、さっき申し上げ

ました私立中学校とのバランス等の付加的な問

題もございますけれども、そういった点を考慮

して、都市外といいましょうか、郡部について

は、やはり公立中学校に与える影響というのが

非常に大きいというふうに考えているところで

あります。

○髙橋 透議員 調査・研究委員会の報告で

しょうから、いろいろと難しい面もあったんで

しょうが、五ヶ瀬からスタートした中高一貫校

ですね。私は、宮崎スタイルというのがあって

よかったんじゃないかと思うんです。いわゆる

田舎で学ぶ中高一貫校、こういう宮崎のスタイ

ルがあってよかったんじゃないかと私は思うん

です。そのことが地域の活性化になるんです。

五ヶ瀬は頑張っていますね。五ヶ瀬は人口減少

は割と緩やかだったと私は分析しています。あ

れは、やっぱり中高一貫校の設置のおかげだと

いうふうに思っています。

次に移ります。小規模校支援について申し上

げていきたいと思うんですが、実は先日、北郷

町立黒荷田小学校の閉校式に参加しました。同

校卒業生の方が式典の実行委員長でありました

けれども、あいさつの中で、130年を超える長い

歴史と数多くの思い出、さらに地域から学校が

なくなることへの寂しさからでしょうか、時折

あいさつが中断して涙をぬぐわれる姿がありま

した。また、在校生９人が力を合わせて一生懸

命歌い、演技をする姿に心を打たれたところで

あります。きわめつきは、校旗を降納する儀式

があるんですが、校旗がたたまれて、小学１年

生から５年生―６年生はいません―そして

卒業生へと渡って校長の手に渡ったときに、保

護者あるいは多くの卒業生からすすり泣く声も

聞こえたのであります。私も一抹の寂しさを感

じた次第であります。そこでお尋ねするんです

が、少子化と過疎化、小規模の学校が非常にふ

えております。やむなく廃校せざるを得ない学

校があります。今後の県内小中学校の統廃合の

見通しについて、教育長の見解を求めます。

○教育長（渡辺義人君） 統廃合の見通しにつ

いては、基本的に、小中学校の統廃合について

は市町村教育委員会の御判断に係る事項であり
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ますので、私のほうから断言的に申し上げるこ

とはできませんけれども、過去の経緯として申

し上げますと、平成12年度から平成21年度ま

で、今後、県教委に届け出を―まだ来ており

ませんけれども、そういった届け出るであろう

というところも入れますと、平成12年度以

降、39校が統廃合、休校も含めて、そういった

状況にございます。本県の児童生徒数がかなり

減少いたしておりまして、これは小学校、中学

校、高等学校を入れてでありますけれども、平

成元年５月１日現在で21万8,000人ほどおりまし

た。これが平成20年５月１日現在で13万9,800人

余りということでありまして、平成元年度を100

といたしますと現在64ということで、急激な少

子化の影響を受けて児童生徒数が減少している

という状況にございます。こういった状況等を

考えますと、今後の学校の統廃合等について

は、やはり避けられないものがあるのではない

かというふうに思っているところであります。

以上です。

○髙橋 透議員 今おっしゃいましたように、

児童生徒は激減をしていますね。この10年間で

小学校で29校、中学校で10校が廃校していま

す。私も調べてみました。去年の４月１日付の

児童生徒数ですけど、全校児童20名以下の小学

校が37校あるんです。30名以下になりますと51

校です。20名というと１学年３名なんですね。

非常に心配します。小規模校の複式学級を解消

するために、いろいろありました。山村住宅を

建てるとか、あるいは山村留学とか。山村留学

をしていた木城の中ノ又も今年度廃校になりま

す。小規模ならではの特色ある学校づくりで、

ゆとりある教育を求める児童生徒のために、大

規模校から小規模校に行ける、そういった弾力

的な、通学区域を緩和する施策は検討できない

ものでしょうか。そのことについて答弁できま

せんか。

○教育長（渡辺義人君） 同一市町村内の規模

の大きな学校から小規模化している特定の学校

に通学を認める制度につきましては、小規模特

認校制度がございます。この制度は、自然に触

れる中で豊かな人間性を培い、明るく伸び伸び

とした教育を受けさせたいという保護者の願い

にこたえるとともに、小規模校の教育活動の一

層の活性化を図ることを目的としております。

現在、県内の６つの市町村教育委員会が独自に

導入をしておりまして、９校の小規模校に25人

が通学しているところであります。各市町村の

実情によってこの小規模特認校制度というのは

できますので、こういった施策を活用したりし

ながら、各市町村の教育委員会において、真剣

に御検討いただくことが適当かと思います。以

上です。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。学校

選択制は、私はだめだと思っているんです。東

京都が率先してやっちゃって、入学ゼロという

ところも出てきたんですね。だから、私は、小

規模校から行くのは規制していただいて、うま

くやってほしいと思っています。中学校になり

ますと、非常勤講師になっちゃうでしょう。非

常勤講師になりますと、毎日来ませんので、昼

休みや放課後に勉強したいと思っても聞けない

んですね。できるだけ小規模の中学校でも常勤

になるように、臨時職員でも配置してほしいと

思っています。

最後に、消費者向けのセーフティネット貸付

をぜひ検討を始めていただきたい。なぜかとい

いますと、自殺をされた方の72％が、実は相談

所に相談に行っていらっしゃるんです。という

ことは、ぎりぎりまで生きようと模索をしてい
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るあかしなんですね。そこで相談だけで終わっ

たら意味がないんですね。その後にセーフティ

ネットがあるということを示すべきだと思うん

です。だから、私は口酸っぱく、このセーフ

ティネット貸付制度はぜひつくってほしい、そ

のことを申し上げたいのであります。知事、よ

ろしくお願い申し上げます。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○坂口博美議長 次は、徳重忠夫議員。

○徳重忠夫議員〔登壇〕（拍手） 眠くなるよ

うな時間帯になりました。目をあけてしっかり

と聞いていただきたいと思います。

それでは、通告しております項目について御

質問をしてまいりたいと思います。

初めに、知事に政治姿勢についてお伺いをい

たします。

マスコミでは、「100年に一度の危機」、麻生

首相が「日本経済は全治３年」と言及している

現下の厳しい景気・雇用情勢に対応するため、

国では、総額75兆円となる経済対策が措置され

ることとなっております。75兆円の構成は、去

る10月16日に成立いたしました国の第１次補正

予算11.5兆円のほか、10月30日に決定されまし

た26.9兆円の生活対策、12月19日に決定されま

した生活防衛のための緊急対策43兆円でありま

す。しかしながら、予算の執行にかかわる関連

法案が未成立であるため、対策予算の全面的な

執行ができない状況でありましたが、ようや

く、あす３月４日に成立する見込みとなったと

報じられておるところであります。さきに内閣

府が発表しました2008年10月から12月期のＧＤ

Ｐ（国内総生産）速報値は、年率換算で12.7％

の減でありました。なお、米国は3.8％、ＥＵ

は5.7％の減少の中、米国においては72兆円、ド

イツ6.3兆円、フランス３兆円などの大規模な経

済対策が既に実施されておりまして、我が国に

おいても一刻も早い対応が望まれるところであ

ります。

さて、本県におきましても、１月の経済・雇

用対策補正予算において64億円余の予算措置が

講じられたところでありますが、宮崎労働局

の12月の有効求人倍率は0.47倍にまで減少して

いるところであります。迅速かつ効果の期待で

きる施策が求められるところでありますが、今

回の議会には、平成20年度の２月補正、２月追

加補正、平成21年度の当初、当初補正と４つの

予算議案が提出されております。今回の一連の

予算がどのように県民生活の支えにつながって

いくのか、また、どのような効果を期待してい

るのか、まずは知事にお尋ねをし、後は質問者

席からの質問とさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

20年度から21年度の一連の予算についてであ

ります。県におきましては、深刻さを増す景気

・雇用情勢に対応するため、国の動きに先んじ

て、１月臨時議会で補正予算をお願いし、公共

事業を中心に各分野の緊急的な対策を講じたと

ころであります。また、さきに提案しました平

成21年度当初予算では、選択と集中の理念のも

と、重点施策の第１に、「雇用創出・就業支援

対策」を掲げ、雇用の場の創出やすぐれた人材

の確保育成など、優先度の高い施策について積

極的に措置したところであります。今回、追加

提案しました20年度補正予算では、主に国から

の臨時的な交付金をもとに、７つの基金に積み

立てまたは積み増しを行い、21年度予算の補正

では、その中の２つの基金を活用して、雇用・
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就業機会の創出のための事業のうち、まず予算

化すべきものについて措置するものでありま

す。これら一連の予算を一体的に実施すること

によりまして、国の対策にも呼応しながら、県

民生活を守るという観点に立って、県民の不安

を解消し、県内の厳しい経済・雇用情勢の回復

を図るため、切れ目のない対策を講じることが

できるものと考えております。以上です。〔降

壇〕

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。ぜひ

この対策が県民のためになる、即生かされるよ

うな効果が出ることを期待いたしたい、このよ

うに思います。

受け取る、受け取らないで大変議論になりま

した総額２兆円の定額給付金でございますが、

既に95％の市町村で準備が進められているとの

総務省の発表や、本県の自治体でも準備室開設

のニュース等が報道されているところでござい

ます。さて、他県では、定額給付金にあわせ

て、地元の消費拡大につなげようと、数十％を

上乗せした特典つきの地域商品券を発行すると

いう市町村がたくさんあるようであります。本

県の市町村でも、定額給付金にあわせて地域活

性化策を講じようとしている市町村があれば、

その取り組みの内容を伺っておきたいと思いま

す。総務部長、お願いいたします。

○総務部長（山下健次君） 定額給付金にあわ

せた県内の市町村の取り組みでございますが、

現在把握しているところでは、都城市など８つ

の市町村で、市町村と地元の商工団体が連携を

いたしまして、定額給付金の給付時期をとら

え、いわゆる割り増しつきの地域商品券を発売

する予定であると伺っております。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。それ

では、続いて、自衛隊と本県のかかわりについ

てお尋ねをしてみたいと思います。私の地元は

都城の鷹尾蓑原台地でありまして、地区内に

は、陸上自衛隊第43普通科連隊が配置されてお

る都城駐屯地があります。いろいろと郷土の歴

史を調べてみたところでありますが、都城駐屯

地は、もともと、旧日本陸軍歩兵第64連隊・歩

兵第23連隊が配置されていたところでありま

す。なぜ蓑原の地が選ばれたかについては、都

城市出身の陸軍三長官の要職を歴任されました

上原勇作元帥の並々ならぬ御努力や、同じく都

城出身の財部彪大将の御尽力によるものであ

り、この転営が今日の都城市の繁栄の原点であ

ると言われております。明治43年に熊本から都

城に転営されたわけでありますが、ほぼ１世

紀、現在の地で郷土の守りについているもので

あります。この間には、大戦はもとより、近年

ではイラク派遣のほか、災害時の緊急対応な

ど、時代時代の要請にこたえて、国民、県民の

安心・安全の確保のために尽力をいただいたと

ころであり、今後もその役割を果たしていくこ

とが期待されているところであります。

さて、県内には、都城を初め、新富町の新田

原やえびのなどにも防衛省関連の施設・人員が

配置されております。国民並びに県民の安心・

安全の確保のみならず、経済的にも大きな役割

を担っていると考えております。そこで、県内

の自衛隊の状況について、総務部長にお伺いを

したいと思います。

自衛隊の隊員は、全国都道府県の中で宮崎県

出身者の割合が大変高いと言われております

が、どの程度なのか、総務部長に答弁をお願い

申し上げたいと思います。

○総務部長（山下健次君） まず、人員の状況

でございますが、県内に所在する自衛隊の基地

・駐屯地等の人員状況は、平成21年の１月末現
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在で、新田原基地に約1,800名、都城駐屯地に

約1,200名、えびの駐屯地に約600名、このほ

か、高畑山の分屯基地なども合わせまして、県

全体の隊員数が約3,900名となっておるところで

ございます。

また、自衛隊の中に占める宮崎県出身者の割

合でございますけれども、平成19年10月末現在

で、宮崎県出身の自衛官数が8,739名ということ

でございまして、これを都道府県別に見ます

と、数では全国第７位、同時期の人口比率では

青森県に次いで全国第２位ということでござい

ます。

○徳重忠夫議員 大変な数の隊員が頑張ってい

るということでございます。さらに、約4,000人

という隊員の皆さん方が宮崎県で生活をされて

いる。これは県庁の半分ぐらいの職員数がここ

で生活しているということを考えますときに、

大変な経済効果をもたらしているということも

お考えをいただきたい、このように思うところ

であります。最近では、平成17年台風14号の際

の緊急出動など、災害時の機動力には大変大き

な期待が寄せられているとともに、我々県民の

頼みとしているところでもあります。これまで

どの程度、災害派遣の実績があるのか、総務部

長にお伺いをしておきたいと思います。

○総務部長（山下健次君） 自衛隊には、災害

派遣として、台風あるいは大雨などの自然災

害、あるいは緊急の患者輸送、火災消火、こう

いった緊急事態時に出動をしていただいておる

ところでございます。その数は、平成15年以

降、現在までに、知事要請による派遣で合計30

件、延べ約2,150名の派遣をいただいておるとこ

ろでございます。このほか自衛隊独自に、駐屯

地等の近傍火災消火のための出動をいただいた

派遣が、相当数あると聞いておるところでござ

います。また、平成４年の熊本県における風倒

木による２次災害防止、あるいは平成７年の阪

神・淡路大震災での救援など、県外の大規模災

害にも派遣をされていると伺っているところで

ございます。

○徳重忠夫議員 ただいま部長から報告があっ

たとおりだと思います。過去５～６年で、

約2,150名の隊員が県内のそういった災害に出動

されているということで、大変感謝をしなけ

りゃならない、このように思っておるところで

ございます。先ほど、都城蓑原に入営して約１

世紀と申し上げましたが、明治43年の熊本から

の転営から数えまして、来年はちょうど100年の

節目を迎えることになります。地元都城でも記

念式典の準備が進められているようでありま

す。

ところで、災害発生時には、警察や民間のボ

ランティアだけでは限界があると言っても過言

ではありません。県民の安全・安心を確保して

いくためには自衛隊の協力が必要であります。

この100年の節目を機に、県民に自衛隊の重要性

を認識していただきたい、このように思います

が、知事は自衛隊に対してどのような認識を

持っておられるか、お伺いをしておきたいと思

います。

○知事（東国原英夫君） 自衛隊は、我が国の

平和と独立を守り、国の安全を保つという使命

はもとより、災害時の救助・復旧活動に多大な

貢献をいただいていると思っております。特

に、本県では、平成17年に甚大な被害をもたら

しました台風第14号災害時に、浸水で孤立した

住民の救出や土砂崩れ現場での捜索・救助、断

水地区での給水などの諸活動を県内各地で実施

していただきましたように、例年発生する自然

災害時の救助・給水を初め、急患搬送などにも
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御協力いただいているところであり、県民に

とっても極めて心強い存在であり、私も、これ

らの活動に対して深く感謝を申し上げる次第で

ございます。また、それぞれの駐屯地等におか

れましては、地域の経済振興に大いに寄与して

いただいていることはもとより、ロードレース

大会や地元の各種祭り、イベントへの支援な

ど、多大な御協力をいただいていると認識して

おります。

○徳重忠夫議員 ありがとうございました。そ

れでは次に、宮崎牛のブランド確立への取り組

みについて、農政水産部長にお尋ねをいたした

いと存じます。

本県の畜産部門の農業産出額は、県全体の

約57％を占め、地域農業を支える重要な産業で

あります。中でも肉用牛の飼育頭数は全国第３

位で、子牛は全国的にも高い評価を受けておる

ところであります。また、宮崎牛の品質の高さ

についても、最近の知事のトップセールスや、

一昨年の第９回全国和牛能力共進会での種牛、

肉牛両部門で日本一となった実績を踏まえ、全

国にアピールしたところであります。私は、東

京を中心とする首都圏での知名度をアップさせ

ることが大変重要であると常々考えておるとこ

ろであります。

以前、地元の知人からこのような話を聞いた

ことがあります。叙勲を受けられ、その祝賀会

が東京の帝国ホテルであったそうであります。

その場で、いろんな料理が出された後、最後に

メーン料理として牛肉ステーキが出され、場所

も超一流ホテルで雰囲気もよく、大変おいし

かったということであります。そこで、余りに

もおいしかったので、ホテルの人に「この牛肉

はどこの牛肉ですか」と尋ねられたそうであり

ます。「都城の牛肉です」という答えが返って

きたそうであります。この東京の高級ホテル

で、しかも祝賀会のメーン食材として地元都城

の牛肉が使われていたことに驚き、受賞の喜び

もさることながら、宮崎牛がここまで浸透して

きたのかと深く感動したと話しておられまし

た。

しかしながら、先般、私が上京した際、食肉

処理関係者等との意見交換会の中で、宮崎から

東京への生体出荷はほとんどないということを

お聞きしたところであります。私は、宮崎牛の

銘柄をさらに確立するためには、首都圏での販

売強化を図っていく必要があろうかと考えてお

るところであります。そこで、宮崎牛の流通に

対する考え方と今後の宮崎牛ブランド確立の取

り組みについて、部長のお答えをいただきたい

と思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 御指摘のとお

り、宮崎牛の認知度を高め、ブランドを確立す

るためには、首都圏での販売力の強化を図って

いくことが重要であります。これまで宮崎牛に

つきましては、宮崎から東京まで牛を運ぶ輸送

コストや牛への輸送ストレスなどの問題から、

県内で食肉処理をしまして、部位ごとにカット

した部分肉で付加価値をつけて流通販売させる

体制を整備してきたところでございます。県と

しましては、今後とも「日本一宮崎牛」を

キャッチフレーズに、なお一層の品質向上や高

位安定化を図るとともに、知事のトップセール

ス等による宮崎牛フェア、百貨店や高級スー

パー等での試食販売、さらには大手卸売業者や

バイヤーとの商談会等に取り組むことにより、

首都圏における販売拠点づくり、販路拡大を積

極的に進め、宮崎牛のブランド確立に努めてま

いりたいと存じます。以上です。

○徳重忠夫議員 ただいまの部長のお答えで
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は、本県での宮崎牛の流通は、部位ごとにカッ

トした部分肉での流通を推進されるということ

であります。確かに、生きた牛をトラックで運

ぶより部分肉にして運んだほうが、輸送効率が

高まりますし、地元での雇用にも大きく貢献す

ると、このように思っております。また、県で

は、関係機関と連携して、知事のトップセール

スや宮崎牛フェアなどの積極的なＰＲ活動に取

り組んでおられるわけで、一定の成果も上がっ

ておると思っております。しかしながら、聞く

ところによりますと、「宮崎牛はどこで買える

のか」「どこで食べられるのか」という声もあ

るようでございます。私といたしましては、こ

れまでのＰＲ活動にあわせて、首都圏で消費者

がいつでも宮崎牛を買えるといったような販売

拠点づくりをさらに進めていく必要があると思

います。そこで、宮崎牛の首都圏での販売拠点

づくりについてどのように取り組まれているの

か、部長にお答えをいただきたいと存じます。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県では、

県、市町村、関係団体で構成いたします「より

良き宮崎牛づくり対策協議会」におきまして、

宮崎牛を取り扱う販売店やレストランを宮崎牛

指定店として認定する販売拠点づくりを進めて

いるところであります。首都圏における宮崎牛

指定店の状況を見ますと、一昨年の第９回全国

和牛能力共進会で日本一を獲得して以降、スー

パーなど販売店で12店舗、レストランで５店

舗、合計17店舗増加しておりまして、現在、首

都圏で47店舗拠点がございます。県といたしま

しては、今後とも、協議会と連携しながら、知

事のトップセールスや宮崎牛フェア等の開催を

積極的に展開いたしまして、首都圏における販

路の拡大に努めてまいりたいと存じます。以上

です。

○徳重忠夫議員 ぜひひとつ、東京で、宮崎牛

はどこでも買えるというぐらい販路を広げてい

ただきたい、このように思います。

続いて、商工観光労働部長にお尋ねをいたし

ます。一村一祭アピール事業についてお尋ねを

いたします。

本県の県土を大きく占める中山間地域には、

各集落に受け継がれてきた伝統的な祭りや芸能

が数多く残されております。各集落の住民が資

金や労力などを提供しながら、これまで、この

ような祭りの開催、保存に努めてきたところで

あります。しかしながら、このような中山間地

域は、過疎化や高齢化が進行するとともに、担

い手の減少、耕作放棄地の増加等によりまして

地域活力の低下が懸念されております。今後、

集落そのものの維持存続が危ぶまれるところで

ありまして、これは同時に、祭り・伝統芸能の

消滅につながっていくものと思うのでありま

す。私は、このような状況のもとでは、各集落

の祭り等を継承していくためには行政の支援が

不可欠ではないかと考えておりますが、財政状

況が極めて厳しい市町村にその役割を求めるの

は困難であり、県において支援を行うことで、

中山間地域に勇気と元気を与えるべきと、この

ように思うところであります。

このような折、市町村の祭り・イベントを支

援・ＰＲすることを目的に、21年度、新年度の

予算で、新規事業として「一村一祭アピール事

業」が打ち出されたことは、時宜を得た施策と

大きく評価するところであります。そこで、商

工観光労働部長にお尋ねをいたしますが、今回

の一村一祭アピール事業はどのような考え方の

もとに打ち出されたのか、また、支援は継続す

るのか、支援の対象はどのようなものになるの

かについてお聞かせをいただきたいと思いま
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す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 一村一祭

アピール事業でありますけれども、これは中山

間地を含め、県内のすべての市町村が持ってお

ります一押しの祭り・イベント、あるいは「宮

崎遺産」として選定予定の個性と魅力あふれる

地域資源を県内外に広くアピールするととも

に、それらを活用して交流人口の拡大を図る市

町村等の新たな取り組みを支援することによっ

て、地域活性化を図ろうというものでございま

す。支援の対象につきましては、１市町村で１

つの祭り・イベントとしておりますが、合併し

た市町村につきましては、合併前の市町村の単

位で選定することといたしております。また、

支援としての補助金につきましては、原則とし

て１市町村単年度限りの交付としております

が、県といたしましては、各種メディアを活用

して情報発信をすることなどで、その後も継続

して支援してまいりたいと考えております。

○徳重忠夫議員 ただいまお答えをいただいた

ところでございますが、この支援事業を、単年

度支援という形の中での―原則という形では

ございますが、単年度ということであります。

そして、その情報を全国にメディアを通して、

あるいはいろんな方法でＰＲされることだと、

このように考えます。そうなりますと、１年置

き、２年置きにお帰りになったり、またその情

報を得た方々がおいでになった、次年度、３年

度、５年度にその祭りが消えていたということ

になったら、せっかくこうして立ち上げたもの

が生かされないんじゃないか、私はこう思うわ

けであります。こうして情報を発信するなら

ば、少なくとも５年、10年はちゃんとした形で

支援していく体制をぜひとってほしいと思いま

すが、いかがでしょうか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ただいま

申しましたとおり、今回の事業は、各市町村一

押しの代表的な祭り・イベントを活用した、交

流人口の拡大を図るための新たな企画に対して

補助を行うものでございます。先ほど申しまし

たように、１市町村当たり１つのイベントであ

りますから、旧市町村でいいますとマックス44

の祭り・イベントが出てくると思います。それ

らを考えまして、補助金は単年度限りとしたと

ころでございます。このため、事業の実施に当

たりましては、市町村と十分な協議を行いまし

て、継続して取り組む意欲のある祭り・イベン

トを選定したいと思っております。また、この

事業をきっかけに、県において県内外に、この

祭り・イベントの魅力をアピールすることによ

りまして、広く周知がなされ、毎年多くの方が

訪れるような祭り・イベントとして発展するこ

とを期待しているところでございます。

○徳重忠夫議員 今、部長からお答えいただき

ましたが、やはり市町村ではそれだけの守って

いくような財政力がない、私はこのように思う

わけであります。だからこそ県が支援するわけ

ですから、どうしてもこれは何とか継続できる

ような形で、県は積極的な支援をお願いしたい

と、このように要望を申し上げておきたいと思

います。

続きまして、産科医の現状と助産師の活用に

ついて、福祉保健部長にお伺いをしておきたい

と思います。

少子化が進展する中で、妊婦が安心してお産

ができるような体制を整えることが極めて重要

であります。このためには産科医の確保が必要

でありますが、平成16年度の新医師臨床研修制

度の導入を契機といたしまして、全国的に医師

不足が深刻化しております。本県においても、
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現在、県立延岡病院の医師６名が退職する意向

を示しておられますし、先ほどは日南病院の小

児科医の問題はある程度解決したということで

ありますが、大変な状況にあります。このよう

に、医師不足はますます深刻化している状況に

あります。中でもお産を取り扱う産科は、勤務

環境が厳しいことや訴訟リスクが高いことか

ら、医師不足が一層深刻な状況にあると言われ

ております。そこで、県内の産科医師数の現状

はどうなっているのか、まずお伺いをしておき

たいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） お話のよう

に、全国的に見ますと産科の医師の不足がある

わけですけれども、本県の産科医師数は、平

成18年12月末現在で108人でありまして、人口10

万人当たりでは、全国の7.9人に対し、本県

は9.4人と、全国平均を上回っておるところであ

ります。しかしながら、約半数の産科医師が県

央部に偏在するなどの問題もございます。この

ため、県といたしましては、限られた医療資源

を効果的に活用するため、地域分散型の周産期

医療体制を構築し、対応しているところであり

ます。

○徳重忠夫議員 全国平均を上回っておるとい

うことでありますが、これは緊急を要すること

も非常に多いわけで、何とか医師の確保を真剣

に考えていただきたいと思います。実は、先

日、テレビを見ておりましたところ、関東のあ

る産科医療機関において、医師と助産師が緊密

な連携を図り、助産師を積極的に活用すること

で、取り扱う分娩数が大幅にふえたという報道

がなされておりました。産科医療機関等におい

て、妊産婦健診や相談、正常分娩の取り扱い等

について助産師の活用を図ることは、全国的な

産科医不足の中で大変重要なことだと、このよ

うに考えるところであります。そこで、助産師

の現状についてでありますが、県内で就労して

いる助産師は何人いるのか、また、就労してい

ない助産師の数は把握しておられるのか、さら

に助産師の活用を図るべきと考えるが、その所

見を福祉保健部長にお尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 助産師であり

ますが、平成18年末現在、県内では202人の助産

師が産科医療機関や助産所等に就労しておりま

す。一方、就業していない助産師については、

平成19年度に助産師会等を通じて調査を行

い、21人の未就業の助産師を把握したところで

あります。助産師は、お産の介助はもとより、

妊婦や産後の母親に対する保健指導など、身近

な相談者としての役割も担っており、全国的に

産科医師不足が深刻化する中、その養成・活用

は重要なことと考えております。このため、県

といたしましては、従来からの県立看護大学で

の助産師養成に加え、ことし４月に開学する民

間の助産師養成所へ助成するなど、人材養成に

努めているところであります。また、ナースバ

ンクを通じた就業あっせんや、未就業助産師に

対する職場復帰に向けた講習会の実施等、医療

機関等での助産師の就業促進を図りますととも

に、今後一層の活用を図るために、助産師外来

など県内での助産師の活動事例を集め、医療機

関等に周知していくこととしております。

○徳重忠夫議員 大変積極的に、そしてまた、

確実に産科医あるいは助産師の育成に努めてい

らっしゃることに敬意を表したい、このように

思います。

ところで、安心してお産をするためには、き

ちんと妊婦健診を受けることが大切であると思

います。そのために、国は今回、市町村が行う

妊婦健診の公費負担への支援措置を予算化され
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たところでございます。妊婦の経済的な負担が

軽減されれば、経済的に苦しい方も妊婦健診が

受けやすくなって受診者数もふえると思いま

す。一方で、産科医師にとっては業務量が増大

し、勤務条件が厳しくなるのではないかと懸念

もされるところであります。そこで、妊婦健診

の公費負担制度はどのようなものか、また、産

科医師の負担が過重にならないのか、部長の御

答弁をお願い申し上げます。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 妊婦健診の公

費負担は、県が国の交付金を受けて基金を造成

し、市町村が行う公費負担の２分の１を交付す

るものであり、里帰り出産や助産所での健診も

対象とすることを交付の要件として、妊婦の経

済的負担の低減を図ることとしております。今

回の妊婦健診の公費負担の拡充により、健診が

受けやすくなり、受診回数もふえると思われま

すが、一方、妊婦の健康管理が充実することに

よって、リスクの高い分娩が減ることが期待さ

れますので、産科医の負担が過重になるおそれ

はないと考えております。

○徳重忠夫議員 どうもありがとうございまし

た。

次に、県土整備部長に一言質問をさせていた

だきます。まず、丸谷川の整備についてでござ

います。

丸谷川は、下流部では、整備は10年ぐらい前

に既に終わっております。上流部においては、

河川が曲がりくねっており、毎年災害が発生し

ている状況であります。私も県内の多くの河川

視察をしてまいりましたが、これほど形状の悪

い河川は見たことがありません。むろん、災害

が発生した際には現状に復旧する工事が行われ

ておりますが、毎年災害が発生するようでは問

題の解決になっていないと、このように思いま

す。丹精込めて育てた稲が、一夜の雨にして収

穫できなくなるなど、田の耕作者の方々は、い

つになったら安心して耕作ができるのか、不安

が募るばかりであります。上流地域すべてを改

修してほしいというのではありません。台風や

大雨の際に越水しないような対策さえ講じても

らえばよいと、私はこのように思っておるとこ

ろであります。丸谷川上流の河川改修などの対

策についてどのようにお考えなのか、部長の答

弁を求めます。

○県土整備部長（山田康夫君） 丸谷川につき

ましては、平成14年度までに、高崎川合流点か

ら県道の池の川原橋までの約10キロメートル区

間の改修が完了しております。現在は、支川の

山田川―これは平成５年に大規模な浸水被害

がありました―の改修を重点的に実施してい

るところであります。御質問にありました、丸

谷川の上流区間につきましては、浸水被害が農

地のみであること、また局所的であることなど

から、国庫補助事業による抜本的な河川改修は

難しいと思われますけれども、現地を確認しな

がら、局部的な改修の方法、越水しないような

ことを含めて、来年度以降、調査検討してまい

りたいと考えております。

○徳重忠夫議員 水田だからということではな

くて、やはりそこで生活する人は一緒だと、私

はこのように考えます。早急に調査検討をして

いただきますように、強く要望を申し上げてお

きたいと思います。

最後になりましたが、教育問題について教育

長にお尋ねをしたいと思います。

私は、先般、台湾に行く機会を得ました。台

湾では、憲法規定によって「徳・知・体・群・

美」の「五育」を教育の基本として、徳育が１

番目に挙げられているということです。地域な
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ど集団における人のつながりを大切にする

「群」を明示することで、集団教育の重要性を

示し、「美」として芸術教育の重要性を示して

おります。この教育方針に、私は感銘を覚えた

のであります。この教育が、中国には帰属せず

独立していくことを国民が選択し、食料自給率

も７割を超えるなどの結果をもたらしているも

のと思っております。今の日本は、個人を重視

する感覚は浸透しているように感じますが、地

域の一員であるという意識、集団への帰属意識

が薄れてきているように思うのであります。例

えば、自治会への加入率が年々低下していると

いう現実を見るにつけ、私の抱えている危惧が

単なる取り越し苦労ではないような気がしてな

りません。地域の活力の維持、地域教育力の確

保のためには、県民一人一人が、学校、地域、

市町村、県などの集団の構成者として責任を果

たすための「群育」が重要な課題であると思う

のであります。今の教育においては、「群の教

育」すなわち集団の一員としてどうあるべきか

という教育が、十分に行われていないのではな

いかと感じておるところであります。そこで、

教育長にお伺いしますが、「徳・知・体・群・

美」の「五育」の教育基本をどのように考えら

れるか、お尋ねをしておきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 「徳・知・体・群・

美」、非常に美しい響きのある言葉だなと思っ

て聞いておりましたが、その中で、議員が重要

課題としてとらえられております「群」を、集

団の一員としての教育と解釈をして申し上げま

す。私は、30数年前に台湾に行ったきり、まだ

行っておりませんので、台湾の教育内容につい

ては十分存じ上げていないところであります。

そういうふうに解釈をして申し上げますと、子

供たちが将来、社会の一員として、人と人のき

ずなを大切にしながらよりよく生きていくため

には、学校において、集団の一員であることを

自覚できるようにしていくことが重要であると

考えております。しかしながら、社会一般の風

潮として、周りの人々に支えられて生きている

ことを実感したり、人の役に立つことを自分の

喜びと感じたりするなどの経験が少なくなって

きているように思われます。昨年３月に改訂さ

れました、小中学校の新学習指導要領におきま

しても、ボランティア活動や清掃などの当番活

動に取り組みながら、所属する集団の充実や向

上に努めようとする態度を育成することが、こ

れまで以上に重視されているところでありま

す。県教育委員会といたしましても、市町村教

育委員会と連携を図りながら、道徳の時間をか

なめとして、また、地域の方々の御協力もいた

だきながら、学校の全教育活動を通して、集団

の一員としての自覚をはぐくむ教育の充実に向

けて、より一層取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上です。

○徳重忠夫議員 私は、国を愛し、宮崎を愛

し、郷土を愛し、学校や友達を愛し、家庭を愛

することのできる、バランスのとれた子供たち

をたくさんはぐくんでいただきたいということ

から申し上げたかったわけでございます。あり

がとうございました。

ところで、集団教育を行う上で最も効果的な

学習は部活動ではないかと、このように考えて

います。中学１年から３年までは最も吸収力の

高い時期だと、このように思っております。自

分の目標、グループの目標、学校の目標に向

かって、１年生から３年生までが心を一つにし

て取り組むことができるのが部活動だと思いま

す。そこでお尋ねいたしますが、現在の中学校

での部活動の状況はどうなっているのか、もう
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少し徹底すべきではないかと考えますが、教育

長の見解をお伺いしたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 本県の平成19年度の

公立中学校における部活動の加入率は、吹奏楽

や美術などの文化部が12.7％、ソフトテニスや

軟式野球などの運動部が71.5％、合わせまし

て84.2％となっており、多くの生徒が自主的・

自発的に活動に参加をいたしております。部活

動は、技能の習得ばかりではなく、集団の仲間

意識や思いやりの心の醸成、さらには目標達成

に向けて努力する姿勢や自分の責任を果たす態

度の育成など、現在の学校教育の大きな柱であ

ります生きる力を身につけさせる上で、大変重

要なものであると認識しております。また、地

域の方々や関係団体の協力や支援を受けながら

実施いたしており、生徒たちの地域への愛着や

感謝の気持ちもはぐくまれていると考えており

ます。県教育委員会といたしましては、今後と

も、市町村や関係する機関と連携を図りなが

ら、部活動の充実に努めてまいりたいと考えて

おります。以上です。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。部活

動に入っていない子供が15.8％いるようであり

ます。一人の生徒が問題を起こすと、学校全体

の責任ということになろうかと思います。部活

に入っていない生徒の指導も置き去りにしない

ように、ひとつしっかりと指導をしていただき

ますように、これは要望をしておきたいと思い

ます。

次に、地域における取り組みについてお伺い

をいたします。

私は、30年前、４年間、都城市内にある約500

世帯が加入する自治公民館の館長を務めており

ました。当時の公民館加入率は90％を超えてお

りました。自治公民館の活動は、自治会同様、

防犯・防災のほか、子供の見守りなども行って

おります。そういう意味では、公民館や自治会

は地域活動の中心であり、市町村などの行政と

住民の重要な橋渡し役であると言えます。集合

住宅等では未加入が多いため、防犯・防災の問

題があることや、ごみ処理などでも迷惑をかけ

ているという話も聞くところであります。自治

公民館などへの加入促進が、まずは重要な課題

であると思います。そこで教育長にお尋ねしま

すが、県内における自治公民館への加入の状況

がわかっておれば、数字をお示しいただきたい

と思います。

○教育長（渡辺義人君） 自治公民館への加入

状況につきまして、大まかな傾向を把握するた

め、平成19年度から調査を始めたところであり

ます。県内の自治公民館組織のある29市町村に

対して照会した結果によりますと、県全体での

加入率は、平成20年４月時点で約６割となって

いるところであります。以上です。

○徳重忠夫議員 ただいま６割程度とのことで

ございます。感覚としましては、それ以上のよ

うな気がいたします。先ほど申し上げましたと

おり、集団教育が十分でないことから、今後、

加入率が低下することが懸念されるものと思い

ます。社会が高度化し、価値観も多様化する中

で、自治組織の存在を認識させ、加入率を高め

ることは大変難しい課題だろうと思いますが、

元気のある地域づくりには、自治組織の活動の

充実が不可欠であります。今日、自治体職員や

教職員等の自治組織への加入率が低いというよ

うな話も聞くところでありますが、住民や児童

に指導的な立場にある自治体職員や教職員が加

入していないということは問題であると、私は

思っております。加入を促進すべきであると思

います。ところで、知事御自身は自治組織に
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入っておられますか。

○知事（東国原英夫君） 加入させていただい

ております。

○徳重忠夫議員 当然のことだと、このように

思います。そこで、具体的にどの組織かお知ら

せいただければありがたいです。

○知事（東国原英夫君） 宮崎駅前地区の自治

会でございます。

○徳重忠夫議員 ありがとうございます。頑

張ってください。知事は、県民との協働、県民

総力戦を掲げておられますが、そのためには、

県民が公民館や自治会など地域の自治組織に加

入し、地域の活動に積極的に参加する必要があ

ると私は考えます。そこで、県職員や教職員等

の公務員を含め、広く県民に対し自治組織への

参加を呼びかけるべきと思いますが、知事のお

考えをお示しいただきたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 自治組織への加入者

の減少というのは、地域コミュニティーや住民

自治の崩壊、ひいては本県全体の活力低下につ

ながりかねないと危惧しているところであり、

県職員に対しましては、昨年３月に「職員力」

地域貢献推進指針を策定し、地域社会の一員と

して自主的な地域活動を推進することとしたと

ころであります。引き続き、県職員や教職員の

率先参加はもちろんのこと、広く県民の皆様に

も自治組織への参加を呼びかけてまいりたいと

考えております。

○徳重忠夫議員 知事がみずから、広く県民の

皆様にも自治組織への参加を呼びかけたいとの

ありがたい答弁に、感謝をいたしたいと思いま

す。自治会や公民館活動への参加は、地域活力

を維持・発展させる礎であります。特にメディ

アでの強力な発信力をお持ちの知事に、テレビ

やインターネットブログ等で自治組織への加入

促進を呼びかけていただくと、加入率向上につ

ながるのではないかと私は考えております。こ

のことは、県内の各市町村の首長さんを初め、

各自治公民館長や自治会長さんがもっとも喜ば

れることだと、私はこのように考えます。なか

なか呼びかけても聞いてくれない、そう考えま

すときに、知事の今の知名度、信頼度、県民に

知事が与えている信頼度―「知事が参加して

いるんだ」「しなきゃいけないんだ」と、こう

いう声をメディアを通して言っていただくと、

子供なり、おじいちゃん、おばあちゃんなり、

周りの方も、参加しなきゃいけないんだなとい

うことになると、私はこう信じておるところで

あります。メディアを通して自治組織への加入

を呼びかけていただくということが、私は、最

も効果的であり確実な方法だと、このように考

えますが、メディアを通して呼びかける意思が

あるかどうか、お答えいただきたいと思いま

す。

○知事（東国原英夫君） 先ほどもお答えした

とおり、県民総力戦の観点から、自治組織の果

たす役割というのは非常に重要かと思いますの

で、今後、メディアだけでなくあらゆる機会を

とらまえて、発信に努めてまいりたいと思って

おります。

○徳重忠夫議員 それでは最後に、知事に要望

申し上げておきたいと思います。これは私の質

問の内容ではございませんけど、実は、さきの

代表質問で自民党の中村幸一議員からも要望が

なされたところでありますが、私は、ブラジル

移民県人会50周年に参加させていただきまし

た。その折に大変な歓迎を受けたところであり

ます。宮崎県ブラジル移民第一号は95年前であ

ります。既に約4,000人という多くの宮崎県人が

移住されております。県内から外国への移住と
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しては特別に多い数であります。また、県費留

学生も毎年受け入れられております。知事にお

かれましては、ぜひとも60周年記念式典に出席

されまして、宮崎県の現状報告とブラジル移住

民の方々への激励をしていただくよう強く要望

を申し上げて、私の質問のすべてを終わらせて

いただきます。ありがとうございました。（拍

手）

○坂口博美議長 ここで暫時休憩いたします。

午後２時45分休憩

午後３時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、田口雄二議員。

○田口雄二議員〔登壇〕（拍手） 民主党の田

口雄二でございます。いよいよ本日最後の質問

となります。既に先週の代表質問、そして今週

の一般質問と続いております。知事を初め皆様

もお疲れのことと思いますので、重複する質問

は割愛をしつつ進めてまいります。

まず、今月をもちましてつつがなく県庁を卒

業される多くの職員の皆様、そして、この議場

におられます部長の皆様も何人かが御卒業され

ると聞いておりますが、長い間本当に御苦労さ

までした。団塊の世代として40年前後の県庁勤

めであったと思いますが、振り返ってみます

と、この間に、２人の知事が逮捕され、官僚出

身の知事しか知らないところに、タレント出身

の知事が誕生し、宮崎県が大ブームになるな

ど、予想だにしなかった出来事があるなど、他

の県ではできなかった貴重な経験をされたこと

と思います。これまでの御功績に心から敬意を

表し、今後も御健勝で、県庁での御経験を生か

して御活躍されますことを心から祈念申し上げ

ます。あわせて、今後とも宮崎県発展のため、

御指導、御協力をよろしくお願い申し上げま

す。

それでは、通告に従い質問してまいります。

簡潔でわかりやすい答弁をお願いいたします。

最初に、知事の政治姿勢についてお伺いしま

す。

昨年末、私ども民主党県議団は、中国の上海

に参り、県の上海事務所の御案内で、中国人の

訪日観光市場動向、上海万博の進捗状況、日本

産農産物の対中輸出状況、そして本県木材の対

中輸出状況等を視察してまいりました。本県よ

り若干小さい群馬県と変わらない面積に、

約2,000万人の在留人口、超高層ビルが林立して

おり、発展の息吹を感じさせる物すごいパワー

でした。中国全土で見るとまだまだではありま

すが、上海だけは、１人当たりのＧＮＰが先進

国並みの7,000ドルを超える繁栄ぶりです。上海

万博を控え開発ラッシュですが、やはり中国と

思わさせられることもたくさんありました。例

えば、来年５月の開催に向けて建設工事が急

ピッチで進められている万博予定地は、328ヘク

タールもあり、そこには何と１万8,000世帯もの

住民がいたそうです。日本では考えられません

が、短期間で移転立ち退きをさせられていま

す。開発のスピードが、日本の物差しでは全く

はかれません。６カ月間で史上最大の7,000万人

の来場を目標に計画が進められています。な

お、中国人の日本製品に対する信頼とあこがれ

は相当なもので、富裕層はこぞって、高額にも

かかわらず日本製品を買い求めているようでし

た。高級デパートの加工食品売り場は、一瞬、

日本のデパートかと思うほど、日本でのパッ

ケージのままで売られていました。日本語で書

いてあると、日本でつくられているとわかり、

平成21年３月３日(火)



- 271 -

安心感が高まるようです。また、日本製品のコ

ピー商品、つまり、にせものもかなり横行して

おり、ジェトロ上海センターには多数のコピー

商品が展示してありましたが、カシオブランド

のスクーターがあったのには笑ってしまいまし

た。

しかし、上海だけを見ましても、この旺盛な

消費に対し、もちろん日本の企業は既に多数進

出していますが、現在、日本の各自治体の売り

込みが加熱してきております。本県産品の中国

での販路拡大についてどのような戦略で取り組

むのか、その際、知事のトップセールスが不可

欠と私は考えますが、知事の所見を伺います。

次に、最近何かと話題の多い大阪の橋下知事

の政治手法についてお伺いいたします。約２年

前に東国原知事が誕生して、連日マスメディア

に登場し、歯にきぬ着せぬ発言などその言動が

大きく全国から注目されました。疲弊した地方

の状況を中央に強烈に訴え、また中央集権の打

破に大きな期待が高まり、全国知事会の顔のよ

うにもなってまいりました。しかし、その後に

誕生した大阪府の橋下知事の最近の言動は、と

もに圧倒的な県民や府民の支持を背景にしてい

る点は同様ですが、東国原知事より大きな注目

を浴びています。当初は、大阪府の職員や各自

治体トップとのやりとりが注目されていました

が、最近では、全国学力テストの結果を公表す

るか否かをめぐり、教育委員会を罵倒したり、

幹部職員の降格人事をちらつかせる府政運営

等々、過激な言動が注目を浴びています。

そして今、一番の注目は、国が進める公共工

事の地元自治体に費用を求める直轄事業負担金

の支払い拒否発言です。厳しい財政状況の中、

慢性的な財政難にあえぐ地方は、これまで直轄

負担金の廃止を要求しながらも渋々応じてきた

のが実情です。しかし、ここに来て、勇気づけ

られ同調する知事が続発し、「直轄金 みんな

で拒否すりゃ怖くない」状態になってきまし

た。地方からの波乱といってもいいと思いま

す。国もこの事態に大きく反応し、今後の成り

行きが注目されます。大阪の橋下知事の政治手

法について、知事はどう評価しているか、感想

をお伺いいたします。

次に、昨年、当時の中山成彬国土交通大臣の

辞任のきっかけとなりました、全く所管外の教

育に関する日本教職員組合の批判、つまり日教

組についてお伺いします。東九州自動車道や九

州横断道延岡線の建設促進、そして地方道の整

備が本県にとってまさに重要なときに、最適な

ポストに中山氏の就任が決まりました。しか

し、就任その日に中山大臣は、「日本の教育の

ガンである日教組をぶっ壊す」「日教組が強い

ところは学力が低い」などと批判の大きかった

発言を撤回することもなく、確信犯として日教

組批判をさらに繰り返し、ついに辞任しまし

た。その後、自民党内に日教組批判の議員連盟

ができ、中山氏はその顧問についているようで

す。しかし、この話題も少し沈静化してきたか

と思っていました。ところが、中山氏を閣僚に

任命し、辞任の際には任命責任があると言って

いた麻生総理が、先月22日、青森市での講演で

民主党批判をする中で、教科書の内容に関する

ことで日教組をやり玉に上げ、「私どもは断固

戦っていく。それが自民党だ」と述べられまし

た。本県では支持する政党は違いますが、全国

的には民主党を御支援いただく、たくさんの労

働組合や団体の中の一つです。そこで、昨年は

中山氏辞任で一時渦中の人になりました知事に

お伺いいたします。知事は労働組合に対してど

のような御所見をお持ちか、また、日教組に対
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しての印象をお伺いいたします。

医療・福祉行政についてお伺いいたします。

まず最初に、県立延岡病院の医師の確保につ

いてお伺いいたします。昨年の手帳を見てみま

すと、ちょうど１年前に県立延岡病院の医師不

足が問題になり、延岡の県議会議員５人が一丸

となって、３月28日に県立延岡病院、４月４日

に、知事と就任したばかりの病院局長に医師確

保のお願いに参りました。しかし、１年を経た

現在はさらに深刻さを増し、医師６人が３月ま

でに退職の意向を示しています。「地域医療を

守る県北ネットワークの会」が、「医師確保」

と「先生への感謝の気持ちを表し、コンビニ受

診をやめよう」との署名活動を実施し、わずか

３週間で約15万2,000人分の署名を集め、知事と

宮崎大学池ノ上医学部長に手渡しをさせていた

だきました。池ノ上学部長からは最悪の事態に

ならないように努力したいと述べられたようで

すが、まさにそう願ってやみません。県北25万

人を見捨てないように御配慮をお願いいたしま

す。昨日松田議員もお聞きしており、重複いた

しますが、この現状で延岡市選出の議員がこの

件を聞かないわけにはいきませんので、病院局

長に県立病院の医師確保についてお伺いいたし

ます。

次に、来年度の臨床研修医の内定状況につい

てお伺いします。卒業間近の医大生が国家試験

合格後に２年間の臨床研修を行います。その医

大生が研修先となる病院を選ぶ際、県内で６カ

所の研修指定病院の募集定員は何人で、現時点

でその充足率はいかほどなのか、また、県立延

岡病院には何人の研修医が内定しているのか、

福祉保健部長にお伺いします。

次に、医療事故についてお伺いします。先

日、香川県の県立中央病院で、不妊治療を受け

た女性が別人の受精卵を移植された疑いがあ

り、人工中絶する医療事故が発生いたしまし

た。産婦人科医が受精卵を培養するための容器

を取り違えたことが原因ではないかと見られて

います。待望の妊娠をし、出産を待ちわび、幸

せいっぱいに包まれていた中、中絶というどん

底に突き落とされる事態に陥りました。そこ

で、本県では、体外受精ができる医療機関は幾

つあり、年間の実施件数はどれぐらいあるの

か、福祉保健部長にお伺いいたします。

景気悪化に伴い、雇用情勢に厳しさが増し、

全国的に生活保護の申請が増加していると報道

されています。契約解除された多くの派遣社員

がグループになって、同時に保護申請をする

シーンも放映されていました。本県において

も、契約解除された派遣社員や倒産に伴う失業

者が多く、生活保護の申請が増加していると予

想されます。そこで、福祉保健部長に生活保護

の状況をお伺いします。

次に、自殺対策につきましては、深刻な問題

ではありますが、既にたくさんの方から質問が

なされており、この件につきましては割愛をさ

せていただきます。ただ、本年早々、私にとっ

ては衝撃の正月となりました。と申しますの

も、家内とドライブ中に、とある展望台の駐車

場に駐車したところ、不審な車を発見いたしま

した。そして車内で焼身自殺している方を発見

し、すぐさま県警に連絡し、取り調べをしてい

ただくことになりました。ことし最初の携帯電

話の連絡先は、宮崎県警となりました。御本人

がどのような理由で、新年早々なぜこのような

事態に陥ったのか、健康に関してなのか、金銭

的なものかは知る由もありませんが、御冥福を

心から祈るばかりです。ただ、要因は何であ

れ、みずからの命を絶つということは大変なこ
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と。救済する手だてがあったものと思います。

今回の自殺対策行動計画に基づき、悲しい結末

に至らないように全力を尽くしていただきたい

と存じます。

雇用の確保についてお伺いします。

昨年、日立プラズマディスプレイの生産中止

の大きなニュースに、県内には激震が走りまし

た。先日も新たに、フェニックスリゾートの派

遣社員の４月以降の雇いどめが報道され、王子

製紙の日南工場の一部廃止、そして、あの女子

実業団駅伝で何度も日本一になった沖電気女子

陸上部の廃部など、県内企業の厳しさが連日報

道されています。厚生労働省が１月までの非正

規労働者の失職について公表しました。昨年10

月から本年３月までに職を失うか、失うことが

決まっている非正規労働者が、全国の1,806事業

所で約12万5,000人で、この１カ月で４万人の増

加です。住居を失ったか、これから失う者も多

数いることと思います。そこで、県内の非正規

社員の雇いどめ等による失職者数はどれほど

か、商工観光労働部長にお伺いいたします。

道路行政についてお伺いいたします。

まず初めに、１月の臨時議会で知事より、東

九州自動車道の現在建設中の門川―西都間の全

線開通予定が、当初予定より１年早まり、平

成25年度末の見込みになったと、御報告があり

ました。高速道路の開通が悲願で、一日も早い

開通を待ちわびる県北の県民にとりましては、

何よりもの朗報でした。大分方面の開通も当初

より早まり、御尽力いただきました関係各位に

心から感謝を申し上げます。そこで、東九州自

動車道の一部になる延岡南道路についてお伺い

します。延岡の土々呂地区の国道10号の朝晩の

渋滞解消に向けて建設された延岡南道路が、距

離に対して250円は割高感があり、利用が伸び悩

み、渋滞の解消となっていません。利用促進と

物流の軽減から、延岡市や経済界から料金の値

下げ要望が再三、現在の西日本高速道路㈱に出

されていました。そのような中、昨年、国土交

通省より、西日本高速道路㈱に対して値下げ実

験の要請がなされていると報道され、また、県

当局も値下げの要請をしていると伺い、昨年、

進捗状況について質問させていただきました。

その後、この値下げ要請の結果が出たのか、県

土整備部長にお伺いいたします。

次に、東九州自動車道の追い越し車線につい

てお伺いいたします。現在の東九州自動車道の

本県内は、最終的には片側２車線の計４車線化

されると聞いていますが、とりあえず、片側１

車線で全線開通に向けて建設中です。とにか

く、自動車専用道路の全線開通を待ちわびてい

ますので、片側１車線であろうと２車線であろ

うと、一日も早く完成していただければ構いま

せん。とは言いつつも、大型のトラックや安全

運転し過ぎるもみじマークのドライバー等がい

ますと、せっかくの高速道路なのに時間短縮に

もなりませんし、いらいらが募り、精神衛生上

にもよろしくありません。現在の清武―西都間

には何カ所かが片側２車線化されており、追い

越しが可能になっております。西都―延岡間は

橋脚やトンネルが連続しておりますが、清武―

西都間同様の一部２車線の追い越しができる箇

所ができるのか、県土整備部長にお伺いいたし

ます。

次に、教育行政について、３項目について教

育長にお伺いします。

先日、日本私立中学高等学校連合会が、昨

年12月時点で授業料を滞納している私立学校生

は全体の2.7％、３月の調査の３倍に増加したと

発表しています。景気の悪化で親の収入が減少
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し、学費を生活費に回さざるを得ない状況に

陥っている家庭が増加しているようです。特に

九州地区の悪化ぶりが目立ち、ワーストです。

そんな中、経済的な理由で教育を受ける機会を

失わないように、授業料の納入を減額・免除す

る県立学校の生徒を対象にした授業料減免制度

があります。低所得者世帯に、授業料が払えな

くなり、授業料減免制度の利用者が増加してい

るようです。県立高校の授業料減免制度の利用

状況についてお伺いします。

次に、中高一貫校の設置についてお伺いしま

す。今回、新たに都城市の泉ヶ丘高校に県内３

校目の中高一貫校が併設される予算案が提案さ

れています。定員は１学年40名で、空き教室を

利用し、来年４月の開校予定です。今回、開校

が都城泉ヶ丘高校に至った経緯を、教育長にお

伺いします。

次に、臨時教員についてお伺いいたします。

いずれ、日本や宮崎、そして地域を背負って立

つ子供たちの教育現場に、臨時教員の存在が非

常に大きくなってきています。もちろん、臨時

教員の中には大変すぐれた方もいます。実際、

私の娘は授業を受けることはありませんでした

が、文化系の部活動で何度か九州大会に県内代

表として参加させていただき、後輩も引き続き

指導を受け、現在も県内トップクラスを維持し

続けています。臨時教員の増加は財政難が一番

大きな要因だとは思いますが、非常に不安定な

立場の臨時教員が正規の教員と同様の仕事をす

ることに問題はないのか、危惧いたしておりま

す。そこでお伺いいたします。まず１点目、今

年度の臨時教員の学校ごとの人数をお伺いいた

します。２点目、臨時教員はどのようにして採

用されるのか、小中学校と県立学校ごとにお伺

いいたします。

以上をもちまして、壇上からの質問は終了

し、この後は質問者席からとり行います。あり

がとうございました。（拍手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

中国への販路拡大戦略についてであります。

急速な経済発展に伴って富裕層が増加する中国

を初めとする東アジアは、安全・安心で高品質

な日本産食品に対する信頼感も高く、今後の県

産品の販路拡大先として有望な市場にあるもの

と考えております。そのため県では、今年度、

関係団体、民間企業と一体となって、総合的な

輸出促進に取り組むための指針となります東ア

ジア販路拡大戦略を策定し、農産物、水産物、

加工食品の中から国別に品目を設定し、効果的

に販路拡大を図っていくこととしております。

中国につきましては、上海に海外交流駐在員を

置き、輸出促進や観光誘致などの情報収集・提

供、県内企業への側面支援等に努めております

が、県産品の輸出に関しましては、農畜産物の

輸入制限等がありますことから、現状では一部

の加工食品や木材などの輸出にとどまっており

ます。今後は、従来からの商談会への参加や、

九州各県合同の物産展の開催に加え、現地の流

通業者を招聘した商談機会の提供などによりま

して、さらなる販路の拡大に取り組んでまいり

たいと考えております。なお、私のトップセー

ルスにつきましては、時期を見て検討してまい

りたいと考えております。

続きまして、橋下府知事の政治手法について

であります。府民等の世論を後ろ盾にして、メ

ディアを活用して政策を打ち出す方法や、積極

的にＰＲしていく手法、政治や行政を府民、住

民に身近なものにしていこうとする考え方は、

私と相通ずるものがあると思います。また、住
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民の生活や地域の発展を第一に考え、地方をよ

くするために国を変えようとする政治姿勢な

ど、共通する点が多いとも感じております。橋

下府知事からは、政治・行政手法について、時

折相談等も受けたりしておりますが、これまで

大阪府政最大の課題である財政再建のため、歳

出カットを中心に果断な対応をしてこられまし

た。今後、府政運営を進めていく上で、これは

私自身にも言えることでありますが、いかに地

域の活性化と住民サービスの向上、行財政改革

のバランスをとっていくかがポイントになろう

かと考えております。

続きまして、労働組合等についてでありま

す。労働組合は、労働者が、労働条件の維持改

善など経済的・社会的な地位の確立や向上を図

ることを主な目的として組織する団体であると

認識しております。また、日教組につきまして

は、かつては組織率も高かったようでございま

すが、年々低下する傾向にあり、また、教育行

政に関して旧文部省と対立した時期もあったよ

うでございますが、平成７年に運動方針を転換

し、協調のパートナーシップを目指しておられ

ると伺っております。いずれにいたしまして

も、今後とも、よりよい教育を実現するために

努力していただきたいと考えております。以上

です。〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、臨床研修医の応募状況についてであり

ます。県内では、宮崎大学医学部附属病院など

６つの臨床研修病院がありまして、全体で70名

の募集定員に対し、県内での研修決定者は、平

成19年度が36名、20年度が45名、21年度が49

名、充足率でいいますと70％と、徐々に増加し

てきております。このうち県立延岡病院につき

ましては、20年度が１名、21年度が１名となっ

ております。

次に、体外受精についてであります。県内に

おいて体外受精等の特定不妊治療を実施してい

る医療機関は、６施設であります。また、本県

における体外受精等の全実施件数は把握できて

おりませんが、本県では、特定不妊治療に対す

る医療費助成制度を設けており、平成19年度の

助成件数は487件となっております。
※

最後に、本県の生活保護の状況についてであ

ります。平成20年11月現在の速報値によります

と、県全体における生活保護世帯数は１万140世

帯、生活保護受給者数は１万3,352人、保護率

は11.79パーミルでございます。昨年の夏以降、

徐々に増加しております。このような中、派遣

社員等の雇いどめや雇用切れに伴う生活保護へ

の影響につきましては、本県では特に顕著にあ

らわれている状況にあるとは申せません。な

お、昨年末からの本県経済・雇用緊急対策にお

ける生活保護の相談は、本年２月20日までに15

件でありまして、生活保護が開始されたのは１

件となっております。他の14件は、昨年末に国

が創設しました就職安定資金の活用などによ

り、生活保護申請には至らなかったものであり

ます。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

県内の雇いどめ等についてであります。宮崎

労働局が行いました企業への聞き取り調査によ

りますと、昨年10月から本年３月までの非正規

労働者の雇いどめ等につきましては、２月18日

現在で40事業所、1,908人が把握されておりま

す。以上であります。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

※ 280ページに訂正発言あり
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延岡南道路の通行料値下げについてでありま

す。この１月に、国の生活対策の一環としまし

て、「高速道路の有効活用・機能強化に関する

計画（案）」が示されております。その中で、

ＥＴＣを活用した料金引き下げの対象路線に、

延岡南道路が含まれたところであります。例え

ば、普通車の料金割引後の通行料金につきまし

ては、平日の通勤・深夜の時間帯、土日祝日の

終日が５割引きの適用となり、通常料金の250円

が150円になると聞いております。この計画案の

施行に当たりましては、国の第２次補正予算の

関連法案の成立が前提条件となっておりまし

て、延岡南道路の料金割引が早期に実現される

ものと期待をしておるところでございます。

次に、追い越し車線の計画についてでありま

す。東九州自動車道門川から西都間におきまし

ては、追い越し車線が上下線各４カ所に計画さ

れております。設置箇所は、上下線ともに、日

向インターチェンジから北へ３キロ地点、都農

インターチェンジから北へ５キロ地点、高鍋イ

ンターチェンジから南へ１キロ地点、西都イン

ターチェンジから北へ１キロ地点、以上の４カ

所であります。以上でございます。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

延岡病院の医師確保の見通しについてであり

ます。県といたしましては、医師確保対策経費

として総額３億7,000万円に上る予算を新たに措

置するなど、思い切った対策を講じ、医師派遣

の継続あるいは新たな医師の派遣について、大

学当局に対しまして、再三再四、粘り強く要望

してきているところであります。大学側には、

延岡病院の地域医療に果たす役割や県の取り組

みについては十分御理解いただいていると考え

ておりますが、夜間の救急外来患者さんが多

く、医師を取り巻く労働環境の厳しさが県内の

他の地域よりも大きいことから、現時点では不

透明な状況であります。引き続き、大学に対

し、延岡病院の役割や県の対策を繰り返し訴え

ていきますとともに、地元延岡市に対し救急体

制の整備を強く要請するなど、医師確保に向け

た抜本的な対策について積極的に取り組んでま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えをい

たします。

初めに、授業料減免についてであります。県

立高校における授業料減免は、経済的な理由で

授業料の納付が困難な生徒の修学を支援するた

めに実施しているものであります。対象となる

生徒は、保護者の所得が一定限度を下回る者、

風水害等の災害に罹災した者など、何らかの理

由で家計困難な家庭に属している者等でありま

す。また、最近における授業料減免の利用者数

は、平成15年度においては2,440名で全体の8.2

％、４年後の平成19年度には2,557名で全体

の10.1％となっており、この間の利用率は毎年

増加しているところであります。今後とも、県

立高校入学予定者を初め、各関係者に対して制

度の周知を図るなど、適切な運用を行い、生徒

の修学の機会の確保に努めてまいりたいと存じ

ます。

次に、中高一貫教育校についてであります。

設置校を都城泉ヶ丘高等学校としましたのは、

設置理念を実現するために理数科に接続するの

が効果的であること、また、余裕教室の数や体

育館の広さ等、中学校を併設するために必要な

施設設備の状況が整っていること、さらには、

遠方から通学する生徒の交通の利便性などをも

とに、総合的に判断したところによるものであ
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ります。

次に、臨時的任用講師についてであります。

臨時的任用講師の学校種別の人数は、平成20年

４月１日現在、小学校354人、中学校269人、高

等学校247人、特別支援学校180人の合計1,050人

であります。

最後に、臨時的任用講師の任用手続について

であります。学校において、育児休業の補充な

ど臨時的任用講師を任用する必要が生じた場

合、校長が、県教育委員会で作成しております

「臨時的任用講師登録者一覧表」等から、教員

免許の種類等を考慮の上、学校の求めに合致す

る人材を探し、面接をすることになります。そ

の結果、適任であると判断した場合、小中学校

においては、校長が市町村教育委員会に報告を

し、教育委員会の内申に基づいて教育事務所長

が任用手続を行うことになります。また、県立

学校においては、校長みずからが任用手続を行

うことになります。以上であります。〔降壇〕

○田口雄二議員 それぞれ御答弁ありがとうご

ざいました。知事は、日教組に対しましては、

中山氏や麻生総理ほど過激な印象を持っていな

いと私は判断いたしました。御答弁ありがとう

ございました。

それでは、知事に、上海でのトップセールス

について再度お伺いいたします。上海は、途方

もないぐらいに何もかもがスケールが違い過ぎ

ます。まさに急速に発展する中国経済の中心都

市であります。そんな上海で、実は、宮崎県出

身者や宮崎にゆかりのある方が「上海在住宮崎

県人会」を2002年12月に結成し、昨年末時点

で134名の会員数を誇り、熱心に宮崎のセールス

マンとして活躍していただいております。宮崎

の人はいまいち押しが足りない、アピールが下

手と、知事もよく話をされますが、ここ上海県

人会の皆さんは、昨年９月に「宮崎大使」に就

任した和田会長の強い個性もありますが、非常

に元気な方ばかりで、熱心な宮崎のＰＲ活動を

続けています。

ただ、彼らが非常に気にしているのは、上海

での本県の知名度が余りに低いということなん

です。例えば牛肉といえば、宮崎牛とかではな

くて佐賀牛とか。そういうふうに、宮崎のイ

メージが出てきません。そういう意味では、宮

崎県人会が今後の活動を進めていく中で、宮崎

県の知名度アップに何としても東国原知事の上

海訪問をと切望していました。これまで、当時

の三宅副知事、安藤知事、坂副知事、そして、

現在の河野副知事がおととしの10月に訪問さ

れ、県人会の皆さんとも交流を深めたようで

す。宮崎の知名度アップに県人会の御要望に早

急にこたえられないか、再度知事にお伺いいた

します。

○知事（東国原英夫君） 先ほども答弁させて

もらったように、私の上海訪問、トップセール

スに関しましては、時期を見て適切に判断して

まいりたいと考えております。

○田口雄二議員 副知事の上海での話もぜひと

も聞いていただきまして、判断していただきた

いと思います。先ほども話しましたように、来

年は上海万博も控えておりますが、非常に大き

な動きがありますので、早急に実現していただ

けたらと思っております。どうかよろしくお願

い申し上げます。

上海での県産品の販路拡大について、知事に

再度お伺いします。中国はマーケットとしては

非常に大きいのですが、農産品を売り込むには

大きな障害があります。上海では和牛の人気が

絶大ですが、日本からはまだＢＳＥ対策が万全

でないと輸出できませんし、加工品以外は輸出
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がかなり難しいようです。そんな中、みやざき

スギも品質は認められていながら、かなり苦戦

していました。現地の製材技術が劣り、日本で

は考えられないほど表面がざらつき、みやざき

スギのよさが出ていませんでした。以前の松形

知事のときは、御本人が林野庁の御出身という

こともあり、その拡販に熱心だったようです

が、現在はしりすぼみのようにも見えます。中

国を含めた東アジアへのみやざきスギの販路拡

大について、どのように取り組んでいくおつも

りか、知事にお伺いいたします。

○知事（東国原英夫君） 東アジアへのみやざ

きスギの販路拡大につきましては、宮崎県森林

組合連合会などが取り組む中国、韓国への輸出

促進活動に支援しているところであります。中

国では、杉材の利用技術が普及していないなど

の理由から伸び悩んでおりますが、上海等の巨

大な市場は魅力あるものと考えております。ま

た、韓国につきましては、県木材利用技術セン

ターとソウル大学との学術交流を契機とした韓

国企業との連携が進んだことなどの理由から、

平成19年度の輸出額が前年度の２倍になるな

ど、成果があらわれてきております。県といた

しましては、引き続き、関係団体と連携を図り

ながら、商談会などの取り組みに支援を行い、

みやざきスギの販路拡大に取り組んでまいりた

いと考えております。

○田口雄二議員 現在は経済状況も大変厳しい

ですし、円高も進んでおります。韓国はウォン

安ということもありまして、輸出は今大変なと

きかもしれませんが、粘り強く取り組んでいた

だきたいと思っております。

次に、県立延岡病院の医師確保についてお話

をさせていただきます。もちろん、きのうの松

田議員への答弁と同じで、非常に厳しい内容で

す。私どもは、医師の負担軽減に向けてさらに

市民に啓発をしていかなければならない、その

ように思っております。また、再三言われる延

岡市夜間救急センターの深夜帯の365日対応を考

えていかなければならないとは思います。しか

し、現在の延岡市医師会の現状で仮に体制をつ

くっても維持できるのか、非常に心配です。と

いうのも、別にこれまでの延岡市医師会が何も

してこなかったわけではありませんし、昨年か

らは新たな取り組みもしていただきました。延

岡市医師会は、ここ数年、会員が増加どころか

若干減少している上に、高齢化が顕著です。都

城市医師会の会員247人に対して、延岡市医師会

は170名で、医療機関も減少しています。夜間診

療の協力医師は、開業医が主となるＡ会員です

が、都城医師会は131名に対し、延岡は77名で約

半数。そして60歳以上が４割を占めています。

よって、Ａ会員の多い宮崎や都城は夜間診療の

免除年齢がありますが、延岡は年齢制限もな

く、最高齢は74歳の医師が老骨にむち打って夜

間診療に御協力いただいております。少ない会

員でローテーションを組むことになりますの

で、負担も大きく、当然その頻度は都城市など

よりかなり高くなってまいります。県立延岡病

院の医師不足がクローズアップされています

が、実は延岡地区全体が医師不足で疲弊してい

ます。無理に深夜帯の診療体制をつくっても維

持することができるのか、それだけの体力があ

るのか。崩壊してしまい、延岡地区の夜間救急

体制すべてが壊れてしまうのではないかと心配

です。もう質問はいたしませんが、知事の、地

元の協力が不可欠との御発言もございました

が、こういう環境にあることもぜひ御承知いた

だきたいと思います。また、延岡市医師会の皆

さんの現状もよく話を聞いていただきたい、そ
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のように思っております。よろしくお願いいた

します。

次に、仮にそうなっては困るのですが、この

まま医師の確保がかなわなかった場合には、特

に今回は脳梗塞などが対応できなくなりますの

で、一刻の猶予もない患者を宮崎市まで搬送し

なければなりません。まさに１分１秒を争いま

す。いつも質問がなされますが、25万人の県北

の人々のことを考えますと、今こそドクターヘ

リが必要ではないかと思いますが、福祉保健部

長にお伺いします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） ドクターヘリ

は、救急医療体制の充実を図る上で大変有効な

手段であると考えておりますが、その導入に当

たりましては、専任医師の確保や拠点となる救

急病院の確保等、多くの課題があります。この

ため、県立延岡病院で対応できない重症救急患

者が出た場合、救急搬送機能を有する防災救急

ヘリ「あおぞら」の活用を含め、対応していく

必要があると考えております。

○田口雄二議員 ドクターヘリに比べますと、

医師や看護師が同乗しないハンディがあります

が、防災救急ヘリで対応していくということで

すね。防災救急ヘリコプターの出動実績につい

て、総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 防災救急ヘリコプ

ターの緊急出動回数は、平成19年度で92件ござ

いまして、このうち54件が救急出動となってい

るところでございます。

○田口雄二議員 ドクターヘリは、残念なが

ら、現在は安全面から夜間飛行はできません。

しかし、急病は夜間に発生することが多いので

はないかと思いますが、防災救急ヘリコプター

については、夜間の運航は可能なのか、再度、

総務部長にお伺いいたします。

○総務部長（山下健次君） 本県の防災救急ヘ

リコプターは、一つには、有視界飛行を行って

おりまして、夜間においては、障害物や地形の

確認が困難で安全性が保てないといったこと。

また一つには、24時間体制をとるということで

あれば、操縦士や乗組員の大幅な増員が必要と

なるということ。さらには、夜間照明を備えた

ヘリポートの整備が必要となる、こういったこ

とがございまして、現在、夜間運航は実施して

いないところでございます。

○田口雄二議員 夜間になると、延岡とか県北

からは、救急車で宮崎まで来なければならない

ということですね。早く高速道路の整備を進め

ていただきたいと思っております。

次に、体外受精を行う医療機関が県内に６カ

所あると理解することができました。まさに子

供は宝、不妊治療で何としても待望の子供を授

かりたいと思う気持ちはよくわかります。それ

だけに、香川県の県立中央病院のような医療ミ

スがあってはなりません。体外受精を行う医療

機関の安全管理については、県はどのような指

導をしているのか、福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 県内の体外受

精を行う６つの医療機関は、すべて不妊治療費

助成制度の指定医療機関となっております。指

定に当たりましては、現地調査を行い、施設設

備や配置人員等について基準を満たしているこ

とを確認しているところであります。県としま

しては、今回の事例を受けまして、現在、各指

定医療機関における安全面への対応を調査中で

あり、不備な点が認められた場合には、改善計

画を求めることとしております。また、年度内

に安全管理面を含めた研修を実施するととも

に、国において指定基準を見直す動きもありま
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すので、今後、国の動向も踏まえながら必要な

指導を行ってまいります。

ここで、答弁の訂正をさせていただきたいと

思います。先ほど不妊治療助成の件数を487件と

答弁いたしましたけれども、正しくは457件とい

うことでございますので、訂正をよろしくお願

いいたします。

○田口雄二議員 ありがとうございました。

これから、初めて人事委員会委員長に質問を

行いますので、よろしくお願い申し上げます。

先ほどの県内の雇いどめの件数は1,908人と、

かなりの数です。県は、緊急雇用対策、緊急経

済対策を１月の補正予算で打ち出しましたが、

これだけ雇いどめがいますと、焼け石に水のよ

うな気もします。そこで御相談ですが、先日、

大阪府の吹田市が、経済雇用対策の一環として

緊急に実施した事務職員採用があります。募集

人員５人に対し2,362名も受験し、公務員人気を

改めて象徴することになりました。ちょっとど

うかなとは思いましたが、59歳まで受験できる

ということが話題にもなりました。本県教育委

員会は、採用に関し年齢制限を大幅に緩和

し、41歳まで受けられるようになりました。本

県の職員採用試験について、雇用対策として、

また民間経験者や多様な人材確保の観点から、

年齢制限を見直しすることができないか、人事

委員長にお尋ねいたします。

○人事委員長（黒木奉武君） 県職員採用試験

につきましては、毎年、各任命権者からの要請

に応じまして、人事委員会が実施いたしており

ます。受験資格の年齢につきましては、試験実

施年度の初日の前日に当たる３月31日現在の満

年齢で、大学卒業程度が21歳以上29歳未満、短

期大学卒業程度は19歳以上27歳未満、高等学校

卒業程度は17歳以上21歳未満となっておりま

す。なお、九州各県もおおむね同様でございま

す。この年齢要件につきましては、職員を計画

的に幅広くさまざまな行政分野で経験を積ませ

ながら育成していく必要があることから、国や

各都道府県と同様に、新規卒業者等を念頭に置

きながら、設定をいたしているところでありま

す。年齢制限の見直しにつきましては、実際に

採用を行う各任命権者の意向や、国・各都道府

県の動向を踏まえながら、慎重に検討していく

必要があるものと考えているところでありま

す。

○田口雄二議員 ありがとうございました。今

後は、ぜひとも柔軟な対応もよろしくお願い申

し上げます。

次に、延岡南道路の値下げの件については、

非常にありがたいお話をいただきましてありが

とうございました。値下げしていただくのは、

県北の皆さんには非常に喜ばしいことです。私

の車には、ＥＴＣがまだついておりませんけれ

ども、早速取りつけたいと思っております。た

だ、確認しておきたいことは、この値下げは期

間限定であるのか、このまま継続されるものと

思っていいのか。県土整備部長にお伺いをいた

します。

○県土整備部長（山田康夫君） この通行料値

下げにつきましては、22年度までの期間限定と

なっております。したがいまして、23年度以降

につきましては、現在、実施されております高

速道路のＥＴＣ料金の引き下げが適用されるも

のと考えております。

○田口雄二議員 要するに、そのまま引き続き

値下がりすると判断してよろしいんですね。

○県土整備部長（山田康夫君） 先ほど言いま

したけれども、普通車250円に関しましては、通

勤時間帯が５割引き、深夜につきましては５割
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引き、土日祝日が５割引き、平日夜間が３割引

きと、若干変わっているかと思います。

○田口雄二議員 ありがとうございます。

最後に、教育関連について何点か教育長に伺

います。今回の泉ヶ丘高校に設置される中高一

貫校は、学力向上はもちろんですが、本県の医

療などの発展に寄与する人材育成を目指してい

ます。開校後は、宮崎大学医学部などから講師

を招く授業も想定し、地域医療、産業に理解を

深める特徴ある教育を実践していかれるようで

す。先ほども申しましたが、延岡市は地域全体

が医師不足です。県北にこそ、まさに必要な学

校ではないかと思います。教育長の母校の延岡

高校にも理数科がありますが、残念ながら先ほ

どの答弁を聞いておりましたので、この件につ

いてはもうよろしいと思います。ただ、今後も

延岡地区での設置をぜひとも検討していただき

たいと思っております。しかし、それならば、

既に設置されています五ヶ瀬中等教育学校に、

地域医療に関心を高める取り組みはできないの

か、お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 五ヶ瀬中等教育学校

におきましては、恵まれた自然の中で感性を磨

き、未来を切り開く、創造性豊かで主体的に生

きる人間の育成を目指しているところでありま

す。子供たちは、介護施設で職場体験をした

り、薬草などの東洋医学や五ヶ瀬町の福祉を

テーマにした課題研究に取り組んだり、また、

地域の家庭にホームステイし、高齢者との交流

を深めたりする中で、地域の医療や福祉を思う

心が涵養されているものと考えております。な

お、この五ヶ瀬中等教育学校の生徒の医学部へ

の進学者を見ますと、定員40名の中で、この10

年間で自治医科大学の２名を含め13名が進学を

いたしております。今後とも、医療や福祉等も

含めたさまざまな進路目標を実現するために、

６年間の計画的、継続的な指導を通して、一人

一人の個性を伸ばす教育を展開してまいりたい

と考えております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。分析

をしていないかもしれませんが、医学部へ進学

した生徒たちは、恐らく親が医者である可能性

があります。先週の我が党の代表質問で井上さ

んより、会派視察先の青森県の医師を志す高校

生のためのメディカルサポートプログラムにつ

いて触れられましたが、サラリーマン家庭から

医師を誕生させることが大きなテーマでした。

五ヶ瀬中等教育学校においても、サラリーマン

の子供が医師や地域医療に目を向けるような取

り組みをしていただきますようにお願い申し上

げます。

次に、臨時教員についてお伺いします。来年

度新規採用の教員に占める臨時教員はどれほど

いるのか、また、臨時教員からの採用内定者

は、臨時教員として平均経験年数はどれぐらい

だったのか。あわせて、臨時教員の近年の推移

はどのような状況か、お伺いいたします。

○教育長（渡辺義人君） 平成21年度の新規採

用予定教員180人でありますが、このうち臨時的

任用講師経験者は156人で全体の86.7％でありま

す。また、平均経験年数は４年８月でありま

す。

それから、臨時的任用講師の近年５カ年間で

申し上げますけれども、この４月１日現在の推

移を見ますと、平成16年度が905人、平成17年度

が875人、平成18年度が917人、同じく19年度

が988人、平成20年度が1,050人と推移をいたし

ております。以上です。

○田口雄二議員 ありがとうございます。そこ

で、意外とこれは皆知らないんですが、来月か
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ら施行されます教員免許更新制度は、臨時教員

にも適用されるんでしょうか、お伺いいたしま

す。

○教育長（渡辺義人君） 教員免許更新制は、

学校現場で児童生徒の教育に携わる教員につき

ましては、正規職員か臨時的任用講師であるか

を問わず対象となります。

○田口雄二議員 わかりました。要するに免許

更新制度を受けなくてはならないということで

すね。そういう意味では、先週も話が出ました

が、かなり大きな負担になるのではないかと思

います。臨時教員の給料も安いのに大変だなと

思っております。

最後になりますが、臨時教員が、単純に数値

だけを見ますと、本県の教員全体の１割以上と

なりますが、本県教育の一翼を担っていること

を教育長はどう思っているか、見解をお伺いい

たします。

○教育長（渡辺義人君） 臨時的任用講師は、

学校において、児童生徒への学習指導や生徒指

導等に真剣に取り組んでいただいており、正規

の教職員とともに学校を支えている貴重な戦力

であると考えております。また、教育職員免許

状を有しており、任用に際しては、面接を通し

てその授業力等の専門性などを確認しておりま

すが、任用後も、校内研修の充実等を通じて、

その資質向上に配慮をいたしているところであ

ります。以上です。

○田口雄二議員 それぞれ丁寧な御答弁をあり

がとうございました。以上をもちまして、私の

質問を終わります。（拍手）

○坂口博美議長 以上で本日の会議は終わりま

した。

あしたの本会議は、午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時54散会
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◎ 一般質問

○星原 透副議長 ただいまの出席議員42名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、黒

木覚市議員。

○黒木覚市議員〔登壇〕（拍手） 皆さん、お

はようございます。一般質問も、代表質問から

続きまして、きょうは最終日であります。皆さ

ん、知事を初めお疲れでありましょうが、しば

らくの間おつき合いを願いたいと思います。

先ほど小沢党首の記者会見があっておりまし

た。あれを見ておりまして、ああ、やっぱり天

につばを吐けば自分にかかるかなと、そういう

感じを今受けまして、これは自民党も民主党も

ちょっとおもしろくなってきたのかなという感

じを受けたところでございます。

先週末、土曜日には、知事は農業大学校の卒

業式に行って激励をしていただいておりまし

た。また、日曜日には、美郷町のマラソン大会

あるいは植樹祭、これにも参加をしていただい

て、本当に御苦労さまでした。また、今週の日

曜日、３月８日には、日向ひょっとこマラソン

にもハーフの部で走っていただけると。大変ハ

ード。体を十分大事にして、走っていただきた

いと思います。今回の日向ひょっとこマラソン

大会は、1,400人以上が走られるそうでございま

す。一緒に知事が走っていただけるということ

は、大会が非常に盛り上がると関係者も喜んで

おりますので、よろしくお願いいたします。

それでは、質問に入らせていただきます。ま

ず、観光問題について、知事にちょっとお尋ね

をしておきます。

国民の支持率は非常に低い麻生総理でありま

すけれども、本年度の国の予算も３月で可決さ

れる見通しであります。高速道路の料金、土

曜、日曜、祭日が一律1,000円と。これはＥＴＣ

を使った乗用車ということになろうかと思いま

すが、国会に提出もされているようでありま

す。早ければ５月の連休に間に合うのではない

かというふうにも伺っております。そうなりま

すと、宮崎の観光、非常にチャンスだというふ

うに思うわけです。たくさんの人たちが南九州

に向けて入ってくると考えますが、知事は、こ

の制度を活用して観光客誘致に取り組む必要が

あるのではないかと思いますが、知事の所見を

伺っておきたいというふうに思います。

警察本部長に壇上からひとつお聞きをいたし

ておきます。宮崎に着任されて、もう１年６カ

月を過ぎたところであります。県内隅々回られ

て、宮崎をよく知っていただいたというふうに

思っております。そのことについて感想があれ

ば、少しお聞かせを願いたいと思います。

県内の交通安全施設の要望は大変多いと伺っ

ております。信号機の設置要望は県内400カ所を

超えているというふうに伺っております。信号

機の設置箇所は、昨年までは30カ所未満であり

ましたが、今年は41カ所と、大幅にふやしてい

ただいたところでございます。しかし、すべて

の要望が満たせるには、まだ年月、時間もかか

るかなというふうに思います。信号機１カ所は

大体700万円前後かかるというふうに聞いており

ます。信号機にはいろいろ種類があるわけであ

りますが、安価な点滅式信号機は100万円前後で

できるというふうにも聞いております。こう

いった安い信号機でも、必要なところはあるだ

ろうというふうに感じているわけであります。

平成21年３月４日(水)
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もちろん、狭い路地だとかいろいろ検討してい

ただいて、できるだけ皆さんの要望にこたえる

ような、スピード感を持ってやれるようなとこ

ろは、ぜひ早く設置をしていただきたいという

ふうに思いますが、本部長の御意見を伺いたい

と思います。

もう一点、ことしは、日向警察署もいよいよ

建設の設計計画が出てきたところでございま

す。日向警察署は築53年たっております。もう

耐震強化も終わっておりましたが、幸いにして

建設計画を出していただきまして、平成24年度

までには完成するようでもありますので、非常

にありがたいというふうに思っております。ま

だ県内には、かなり老朽化した警察署もあるわ

けであります。40年以上たっておる警察署はど

ういうところがあるのか、尋ねておきたいとい

うふうに思います。

以上、壇上からの質問を終わりまして、後は

自席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

高速道路の料金値下げに対応した観光客誘致

についてであります。高速道路料金が一律1,000

円となった場合、長距離の利用や旅行回数がふ

えることが予想されます。特に本県の場合、平

成19年の観光動向調査によりますと、県外観光

客の64.1％が自家用車を利用されておりますの

で、高速道路の料金値下げに対応した取り組み

を行うことは、非常に重要であると考えており

ます。このため、高速道路を利用して本県を訪

れる方々への特典等を盛り込んだ観光キャンペ

ーンを、宿泊施設や観光施設等と共同で実施す

ることを検討するなど、高速道路の料金値下げ

を契機とした県外観光客の誘致に努めてまいり

たいと考えております。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 まず１

点目は、宮崎県の印象についてでございます。

ほぼ１年半がたちました。私の印象であります

が、全体として、大変すばらしい県民性に支え

られ、また、地域の温かいコミュニティーに支

えられながら、良好な治安が保たれているとい

う印象を持っております。この地で勤務をさせ

ていただいていることに喜びを感じますととも

に、さらなる治安の向上のため、本職の立場か

ら努力をしなければならないと感じておりま

す。引き続き、どうぞよろしくお願い申し上げ

ます。

２点目でございますが、一灯点滅式信号機を

早期に設置することはできないかということに

ついてでございます。信号機には、その用途に

応じて幾つかの種類がございます。例えば、幾

つかのパターンを時間帯により選択することに

よって運用しているプログラム多段式信号機、

主たる道路を基本的に青としつつ、従たる道路

の車を感知したときのみそちら側を青とする、

いわゆる半感応式信号機、皆さんよく御案内の

押しボタン式信号機、御質問で触れられました

一灯点滅式等でございます。御質問にありまし

た一灯点滅式信号機は、御指摘のとおり、確か

に費用面ではかなり安く設置することは可能で

あります。しかしながら、その機能という面

で、いわゆる赤・青・黄色の三灯式信号機のよ

うに、一方が通過する場合に他方を一定の時間

とめてしまうという交通整理の機能はございま

せん。そこで、本県警察では、一灯点滅式信号

機を設置する場合は、あくまで、道路の幅員が

狭く三灯式信号機に必要な数の柱が立てられな

い場所など、設置箇所を限定して整備するとい

う方針で運用しているところでございます。信

平成21年３月４日(水)
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号機の設置に当たっては、県民の皆様からの具

体的な要望を踏まえつつ、事故の発生状況、当

該箇所の交通量、歩行者の状況などを総合的に

判断して、設置箇所の交通環境に最も適した機

種を計画的に設置する所存でありますので、御

理解のほど、どうぞよろしくお願いいたしま

す。

次の築後40年以上経過した警察署についてで

ございます。今年度末で40年以上経過すること

となる警察署は、日向警察署を初め都城警察

署、日南警察署、えびの警察署など、13警察署

中８警察署でありまして、全体に古い建物が多

くなっているという現状にございます。以上で

ございます。〔降壇〕

○黒木覚市議員 先ほど壇上から申し上げまし

たように、知事、高速道料金が引き下げになっ

た場合、例えば、金曜日に、夜でもいいんです

が、乗って、土曜日のうちにおりればいいわけ

ですね。それから、日曜日に乗って月曜日に料

金所を出ればいい。そうなりますと、かなり遠

いところからも1,000円で行き来ができる、往復

で2,000円でできるということになりますよね。

そうなりますと、この南九州にも、そういった

観光客の皆さん方が、土曜、日曜、祭日はかな

り流れ込んでくるんじゃないかなという期待を

しているわけです。ただ、そこで心配をするの

が、カーフェリーなんです。今、宮崎から大阪

に出ておりますね。これが非常に影響を受ける

だろうというふうに思うんです。2,000円で往復

ができる。もちろん燃料代は別ですけれども、

安価で大阪まで行き来ができるようになります

と、これは乗用車でありますけれども、トラッ

クは別といたしまして、非常にカーフェリー等

に大きな影響が出てくる。これはカーフェリー

は全国的にあるわけですから、宮崎カーフェリ

ーも大きな影響を受けるんじゃないかなと心配

をしております。それで、知事にお願いです

が、これは全国的に起こることであります。カ

ーフェリーの支援策、こういうものをひとつこ

こでお願いしておかないと、一方ではいい面も

あるけれども、そういう被害を受ける面もあり

ますので、ぜひ支援策を国のほうに陳情してい

ただきますようにお願いしたいと思います。よ

ろしくお願いします。

○知事（東国原英夫君） 御指摘のとおり、今

回の高速道路料金の引き下げにつきましては、

カーフェリー利用者が高速道路に流れることに

より、本県の宮崎―大阪航路を含む長距離フェ

リーに大きな影響を与えるとの懸念が、全国の

船会社から示されておりまして、国土交通省に

おいては、さまざまな観点から検討が行われて

いるところであります。県といたしましても、

国において具体的な支援策を講じるなど、適切

な対応をいただくことが必要だと考えておりま

して、現在、鹿児島、大分の隣県とも協議しな

がら、要望に向けた準備を整えているところで

ございます。

○黒木覚市議員 国のほうにもそういう支援策

を、よろしくお願いしておきます。

次に、昨年６月には宮崎―台北線が就航いた

しました。私も先般、台湾の県議会のほうにい

ろいろお尋ねをいたしました。いろんなよき勉

強をさせていただきました。やっぱり台湾側か

ら見ると、日本の中でも九州が一番身近に感じ

られるというようなことも承ってまいりまし

た。ただ、せっかく就航したエバー航空の搭乗

率が非常に低いなという感じがしたんです。私

どもが乗って行くときにも50％前後でしたで

しょうか。帰りの便、これは朝の便なんです。

こちらから行くときは、10時過ぎていますから
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意外と乗りやすいけれども、帰りの便が、朝４

時に起きて７時の便ということになります。そ

うしますと、やっぱり乗りにくいなと、時間的

に非常に厳しいなという声が多い。そういう面

で、搭乗率がちょっと低いのかもしれませんけ

れども。でも、それを変更することはなかなか

難しいというふうにお聞きいたしました。で

は、それでどうやって搭乗率を上げるように対

応するのか。知事に、搭乗率アップについて何

かありましたらお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 台北線の搭乗率向上

を図るためには、宮崎、台湾双方での利用促進

に取り組むことが重要であると考えておりま

す。このため、台湾からの誘客につきまして

は、修学旅行の誘致とか旅行会社への広告支援

を実施するとともに、本県の知名度の向上を図

るために、台湾のテレビ番組での宮崎のＰＲな

ど、一層の情報発信に努めていきたいと考えて

おります。また、本県からの送客につきまして

は、官民一体となって組織している宮崎空港振

興協議会を通して、引き続き、県内企業・団体

への働きかけやメディア等を活用したＰＲを行

うとともに、民間団体やスポーツ少年団等の交

流拡大に取り組んでいきたいと考えておりま

す。

○黒木覚市議員 時間が過ぎますので、次に移

ります。農業問題に移っていきたいと思いま

す。

農業の問題の中でも、肥料の高騰についてで

あります。御承知のとおり、資源の少ない我が

国では、肥料原料のほとんどを海外に依存して

おります。例えば、窒素肥料の原料である尿素

は中国やマレーシア、燐酸肥料の原料となりま

す燐鉱石は中国やヨルダン、カリ原料の塩化カ

リはカナダやロシア等から、その多くを輸入し

ているわけであります。肥料の原料及び肥料の

輸入価格は、供給が限られていることなどか

ら、近年、急激に上昇しております。幸い、原

油価格が９月以降、下落に転じ、最近はガソリ

ン等の価格は落ちついてきているものの、高騰

した肥料価格は下がる気配がございません。そ

こで、肥料の高騰に対する現状の認識、その対

応について、農政水産部長にお尋ねをしたいと

思います。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 肥料は安定し

た作物生産に必要不可欠でありますことから、

その価格の高騰は農家経営に大きな影響を及ぼ

すものと認識しております。このため県といた

しましては、肥料高騰による農家負担の軽減を

図るため、国の「燃油・肥料高騰緊急対策事

業」を市町村や関係団体と連携を図りながら推

進しているところでありまして、現在、国に対

する助成金の申請作業を進めているところでご

ざいます。まだ額は確定いたしておりません

が、助成額につきましては約10億円程度が見込

まれているところでございます。さらに、普及

部門を中心として、土壌診断やリアルタイムの

栄養診断に基づく効率的な施肥等についても、

積極的に指導しているところであります。今後

とも、生産者の行うコスト低減への取り組みを

支援しながら、農家経営の安定に努めてまいり

たいと存じます。以上です。

○黒木覚市議員 知事、「農業生産資材の価格

の推移」というのを配付させていただいており

ます。一番上の肥料の表には平成19年から20年

について表示しておりますが、19年４月を100に

しますと、窒素、燐酸、カリ、これは単品であ

りますけれども、化成肥料、水稲等に使う分

が、20年７月には170％上がっています。異常で

すよ、これだけ上がるのは。やがて早期水稲の
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植えつけ時期です。これを使う時期になってき

たんですね。下がらないまま使わなきゃなら

ぬ。これは全国的にそういうひどい状況なんで

す。米は下がるわ、資材は上がるわ、農家は大

変です。その下の野菜、果樹に使う化成肥料、

これは約150％前後上がっておるんです。５割で

す。これも、下の資材のところにビニールがあ

りますが、キュウリのハウス施設も160％ぐらい

上がっております。ということは、さっき言い

ましたように、施設園芸はダブルパンチだった

んです。だけど、原油が下がって、この分は助

かりました。でも、資材がそういうふうに高

い、肥料が高い。農家は、本当に一人一人は弱

い立場です。農家は弱い立場。だから、農業協

同組合という組合をつくっている。農業協同組

合が農家を守らなきゃならない。だけど、今、

農家が農協を守っておる。こんなばかな話はな

い。だから農家が厳しいんです。だから、私た

ちは農家の弱い立場をどうやって助けていく

か。これは知事、今の全国版で肥料の値下げ、

安価をどうやっていくか。安定供給はできてい

くと思うんです。これは各国持っているんです

から、それは保証しますが、これをどうやって

知事が全国的に値下げをさせるか。昨年の原油

高、一番高いときはガソリンが180円になりまし

たよね。150円、160円、180円までなりました。

だけど、今はもう100円前後まで落ちているじゃ

ないですか。それは、世界各国、国民、すべて

がガソリンに対していろいろ注文をつけまし

た。非買、使わないような運動もしました。

やっぱりそういうことが功を奏したんです。で

は肥料も、みんなでやらないと下がらないんで

す。みんなでやれば下がるんです。各国とも出

し惜しんでいるんです。持っているんです。だ

から、やっぱり宮崎県は農業県ですから、宮崎

発でやりましょうよ。知事がそういうことをぜ

ひ、関係機関あるいは国に対して声を大にして

叫んでいただく、それが大事だと思いますの

で、知事、そのことについて一言お願いしま

す。

○知事（東国原英夫君） 世界的な人口増加と

か発展途上国の食生活の高度化、さらにはトウ

モロコシ等のバイオ燃料への転換などから、穀

物生産が拡大し、肥料価格が上昇しているもの

と考えております。このため県内では、議員御

指摘のように、家畜排せつ物等のバイオマス資

源を有機質肥料として活用するとともに、化成

肥料としての高度利用も進められているところ

であります。しかしながら、資源の少ない我が

国は、化成肥料の原料のほとんどを海外に依存

しておりますので、その安定供給は全国共通の

課題であります。このようなことから、海外か

らの原料の安定確保はもちろんのこと、国内に

おける肥料資源の循環利用など、コスト低減に

向けた取り組みについて、本県の事例等も紹介

しながら、さまざまな機会を通じて、国に要請

してまいりたいと考えております。

○黒木覚市議員 ぜひ、少しでも肥料の価格等

が下がるように、知事のほうから声を大にして

お願いをしていただきたいと思います。

家畜排せつ物等につきましては、河野安幸議

員のほうから申し上げましたので、この件につ

いては削除したいと思います。

ＪＡ改革について少し申し上げたいと思いま

す。先ほど申し上げましたとおり、肥料、農薬

の問題を初め、高齢化や担い手不足、農畜産物

価格の低迷など、農業者の置かれた環境は大変

厳しい状況にあります。この農業者の多くは、

ＪＡの組合員として営農活動を行っている方々

であります。農業者を取り巻くさまざまな課題
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は、すなわちＪＡにとりましても大きな課題で

あると考えております。しかしながら、最近の

ＪＡは、ＪＡに対する農業者の声を聞きます

と、残念なことに、いろいろな声が聞こえてま

いります。肥料、農薬につきましても、その多

くはＪＡから購入しているものと思いますが、

「生産資材の価格は高い。もっと下げられない

のか」「ＪＡはもっと経営努力すべきである」

「ＪＡは農業者の目線に立った活動を行うべき

である」などなど、ＪＡだけでは解決できない

ような問題や、農業経営者の厳しい現状に対し

ます不満も含め、ちょっと気の毒なような感じ

もするぐらいに、ＪＡに対する声は一段と厳し

さを増しているように思います。

ＪＡグループでは、全国的な展開として経済

事業改革などに着手し、物流コストの削減や弾

力的な価格設定などの改革に取り組んでおられ

ます。私としては、ＪＡの取り組みを評価して

いる者の一人でもありますが、もっと、より安

く肥料、農薬を供給できないものか、農業生産

性向上のための営農指導などについて、もっと

生産者の立場に立った充実強化が図れないもの

なのかといったＪＡ改革の取り組みに対するさ

まざまな思いが、本県農業の振興や地域経済の

活性化を図る上からも、期待とともに深まって

まいります。こういったＪＡの経済事業を初め

とした改革へのさまざまな取り組みに対しまし

て、どのように認識されているのか、農政水産

部長にお伺いをいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 本県農業を取

り巻く環境が大変厳しい中にあって、ＪＡの果

たす役割は、引き続き重要なものがあると認識

しております。今般の原油価格等の高騰におき

ましては、宮崎県経済連による15億円規模の緊

急対策を初め、各ＪＡでのコスト低減支援対策

や県と一体となった巡回指導など、さまざまな

取り組みをいただいているところであります。

一方で、社会情勢が大きく変化する中で、ＪＡ

系統におきましても、農業者ニーズに的確にこ

たえるためのさらなる改革が強く求められてお

ります。そのような認識のもと、ＪＡ宮崎グル

ープでは、県大会におきまして、経済事業改革

として、１つには、組合員に最大のメリットを

提供するための合理的・効率的な事業体制の再

構築、２つには、販売・購買事業と有機的に連

携した営農指導体制の充実強化などを掲げ、現

在、実践しているところであります。県といた

しましては、今後とも、意見交換などＪＡ系統

と十分連携を図りながら、本県農業振興に努め

てまいりたいと考えております。以上でありま

す。

○黒木覚市議員 ＪＡに対してはいろいろ申し

上げたいこともありますけれども、私も以前、

理事をしておりました。内部もよくわかってお

りますので、これぐらいにしておきたいという

ふうに思います。

それでは次に、細島港湾について知事にお尋

ねをしておきます。

扇のかなめというふうに言われてきました細

島港であります。企業進出や高速道路の整備が

だんだんと進み、東九州も平成25年には完成を

するということでありますから、もっともっと

細島港というものが重要になってくるかなと。

将来の細島港のあるべき姿をどのように知事は

考えているか、お伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 細島港は、九州の扇

のかなめとして、太平洋沿岸の主要な港湾を初

め、東南アジア諸国とも連携しやすいなど、地

理的に有利な条件を備えておりますことから、

海上交通の拠点として重要な役割を果たしてき
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ております。また、近年、複数の企業進出の動

きが見られることや、高速道路網の整備が進む

ことに伴い、物流環境が大きく変化することが

予想されます。さらに、地球環境問題の深刻化

に伴い、海上輸送の果たす役割は今後とも大き

くなると考えております。このようなことか

ら、来年度より、港湾計画の見直しに向けて基

礎調査を実施することとしておりますので、そ

の中で、県内外の企業や団体等から幅広く意見

を伺いながら、細島港の課題や果たすべき役

割、機能等について十分検討してまいりたいと

考えております。

○黒木覚市議員 今、細島地区の工業地帯４区

に、旭化成ケミカルズの新工場が建設中であり

ます。それぞれ誘致企業が細島に来る思い、こ

れはいろんな思いがあるだろうと思うんです

ね。誘致企業はどういう感じで来ているのか。

旭化成ケミカルズの細島港進出について、商工

観光労働部長、何か聞かれておりますか。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 誘致企業

の考えということでありますけれども、道路、

港湾などの交通インフラといいますのは、企業

の労働力の確保とか物流コスト等に大きくかか

わるものでありますので、工場が進出する際の

重要な要素となっております。昨年、日向市に

進出しました旭化成ケミカルズ株式会社も、細

島港に海外航路があることが、進出を決定した

理由の一つであったとお聞きいたしておりま

す。また、既に県内に立地しております複数の

誘致企業におかれましても、今後の事業拡大・

効率化を図る上で、細島港における外貿・内貿

の航路新設や増便など、利便性の向上に期待を

されているというふうにお聞きしております。

○黒木覚市議員 細島港港湾の船舶の大型化と

いうのが全国的に進んでおりますよね。大分の

大分港あるいは佐伯港、鹿児島県の志布志港

は、ほとんど水深14メーター以上あるわけです

ね。14メーターということは、５万トン以上の

貨物船、船が着岸できる。13メーターの場合は

４万トン台までしか行かない。やっぱり浅いと

危ない。そういうことで大分港、佐伯港、志布

志港に負けている。物流の面で、大型化という

のはこれから世界的な流れだそうでございます

が、ハブ港まではならなくても、14メータ

ー、15メーターないと大型船に対応できない。

そういうことから、細島港が13メーターという

のは、あくまで現在そういう計画ですけど、将

来に向かって、５年先、10年先、20年先、そう

いうものには、もっともっと14メーターとか15

メーターとか計画をするべきじゃないか。知

事、その辺はどうでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 現在の細島港港湾計

画は、平成９年に策定したものであります。近

年、旭化成ケミカルズハイポア工場や中国木材

など、港を活用する複数の企業進出の動きが見

られることや、東九州自動車道の整備がさらに

進むことなどから、物流環境が大きく変化する

ものと考えております。このようなことから、

県内外の企業ニーズなどを把握するために、

「細島港港湾計画見直し基礎調査事業」を来年

度の新規事業としてお願いしているところであ

ります。この調査を踏まえて、岸壁などの港湾

施設の計画についても十分検討してまいりたい

と考えております。

○黒木覚市議員 高速道路については、横断道

延岡線につきましては、先般、高千穂から日之

影バイパスを非常に私どもも要望して、１日の

宮日新聞にも出ましたので、知事、これはしっ

かり要望しておきますが、国のほうに要望して

いただきたいというふうに思います。
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あと、東九州自動車道における補償金目的の

植栽というものがまだ残っているわけですね。

かなり自主撤去をしていただいております。あ

とどれくらい残って、どういう問題が残ってお

るのか。これは県土整備部長にお尋ねしておき

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 補償金目的植

栽行為に対する取り組み状況でございます。当

初、全体で56カ所あったものが、平成20年２月

に初めての行政代執行を行うなど積極的に取り

組んだ結果、自主撤去がかなり進んでおりまし

て、現在では８カ所にまで減少してきておりま

す。ことし１月には、西日本高速道路株式会社

から、日向―都農間を１年前倒しで供用すると

いうことが表明されたこともありますので、県

としましては、本行為に対し、関係機関と連携

を図りながら、引き続き毅然とした態度で臨み

まして、供用開始が一日でも早まるよう、これ

まで以上に全力で取り組んでまいりたいと考え

ております。

○黒木覚市議員 県土整備部長にもう一点お尋

ねをします。現在進められている東九州自動車

道の設計速度―離合箇所については、きのう

田口議員のほうからも出ましたのでわかりまし

たが―今、宮崎―西都間は70キロで規制して

いますね。これは対面交通だからだろうという

ふうに思いますけれども、暫定２車線ですね。

今、西都から延岡間、蒲江間はどういう設計速

度になっておるんでしょうか。

○県土整備部長（山田康夫君） 高速道路の設

計速度でございますが、東九州自動車道、それ

から国道10号延岡道路、延岡南道路及び国道218

号北方延岡道路の設計速度につきましては、時

速100キロまたは80キロとなっております。以上

でございます。

○黒木覚市議員 警察本部長のほうにあと少し

お尋ねをいたします。国道218号バイパス北方延

岡道路でございます。延岡―北方間は、専用道

路ということで、かなり時間が短くなりまし

た。しかし、延岡から60キロでずっと走ってお

りますと、途中50キロになるんですね。50キロ

区間が大体2.7～2.8キロあるのかなと。それか

らおりていくんですけれども、あのきれいな道

路が何で50キロなのかなと。いろんな意見を聞

くんですよ。この前も何か集まりをしていると

き、そういう話がありまして、やっぱり聞いて

おかないかんなということになったわけでござ

います。旧道というか前の218号、下の道です

ね。これはかなり曲がりくねっています。だけ

ど60キロですよ。50キロ規制はなくて、あそこ

でも60キロで走ってもらえます。あのきれいな

道路を50キロ制限で2.7～2.8キロもずっと行き

ますと、車が後ろから来まして、ちょっと気の

せいている人でしょうか、クラクションを鳴ら

すんですよ。早く行けと言わんばかりにクラク

ションを鳴らすと。そういう面でも、何か違和

感を皆が持っているということなんですね。あ

のきれいな道路が何で50キロなのか、できまし

たら、本部長、お聞きしておきたいと思いま

す。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

申し上げるまでもありませんが、交通規制の

目的は、交通の安全・円滑を図り交通事故を防

止することでございます。速度規制の最高速度

を決定するに当たりましては、車線数やトンネ

ルなどの道路の構造を踏まえた設計速度、交通

量などの交通現況、安全施設の整備状況、さら

に交通事故の発生状況等の諸要素を総合的に勘

案の上、区間を指定して決定する、こういうス
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タンスで臨んでおります。

ところで、お尋ねのありました時速50キロメ

ートルの規制区間でございますが、私どもで承

知しておりますのは、当初予定の用地取得が必

ずしも順調に進まなかったため、当初計画をし

ていた道路線形の変更を余儀なくされたと。そ

こで、これはどちらかというと道路構造の世界

でありますが、設計速度、すなわち設計という

観点から、平均的なドライバーが安全に走行で

きる速度を50キロメートルで整備せざるを得な

かったという経緯がございました。このような

ことから、結論的に同区間の最高速度を時速50

キロメートルとしているということでございま

すが、今後、仮に道路線形の改善がなされると

いうことであれば、当然、現行の50キロ規制に

ついては再検討したいというふうに考えており

ます。以上であります。

○黒木覚市議員 本部長もここは恐らく通った

だろうと思うんですけれども、できましたら部

分的に―私は通ってみるにはあんまり感じな

かったんですけれども、一部、そういった用地

買収が進んでいない部分があって、少し道路が

変形しているということだろうと思うんです。

それは一部だろうと思いますし、走ってみて、

やっぱり2.7キロは長いですよ。これは県土整備

部長、できましたら、早く道路を直してもらわ

なきゃいけませんけれども、聞くと何か一部だ

そうです。せっかくの自動車専用道路ですか

ら、やっぱり60キロなら60キロで走れると。少

しでも速くなった、近くなったというのが道路

の目的ですから、どうもそれがその部分でなし

ていないなという感じがしていますので、ぜひ

早く改良をお願いしたいというふうに思いま

す。

もう一点、東九州自動車道門川―日向間が平

成22年度に開通予定をされておりますが、これ

につながります延岡南道路、これも東九州自動

車道につながる道路です。今は60キロの規制を

しておりますね。先ほどお聞きしましても、80

キロ、100キロの速度が出せる道路だというふう

に伺っております。それに合わせて、この南道

路が同じように70キロとかに規制が変わってい

くのか、お尋ねをしたいと思います。本部長。

○警察本部長（相浦勇二君） お答えいたしま

す。

御質問にありましたけれども、現在、延岡南

道路と国道10号延岡道路の最高速度は60キロメ

ートルでございます。お尋ねの門川―日向間の

開通の際には、当然速度規制の緩和という点も

検討すべき事柄でありまして、仮に緩和すると

いうことであるならば、前提として、事故防止

の観点から、事前に道路管理者において、簡易

中央分離施設、中央のセパレートをするため、

ラバーポールやコンクリート縁石をつくるもの

でありますが、こうしたものの設置を行うこと

が必要となります。また、私ども警察におきま

して、荒天時等に臨時の規制が行えるようにす

るための可変標識を設置する必要がございま

す。今後、私どもといたしましては、速度規制

の緩和ということも十分に念頭に置きながら、

道路管理者と協議検討を進めてまいりたいと考

えております。以上であります。

○黒木覚市議員 もう時間がなくなりましたの

で、１点、本部長に要望だけしておきたいと思

います。日向―門川間に広域農道が３年前に開

通しました。日向の起点は、ちょうど327号の塩

見のところなんですが、ここから門川の388号の

間が、ドライブコースといいますか、非常に走

りやすくていい道路になりました。そのおかげ

で、今度は危険も伴うようになりました。途中
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集落がありまして、その集落の周辺では事故が

何回かあっている。というのは、この路線はス

ピードが非常に出るし、見通しのちょっと悪い

ところもございます。ぜひこのあたりを調査し

ていただいて、交差点の信号機等もつけていた

だきますように要望して、終わります。ありが

とうございました。（拍手）

○星原 透副議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 傍聴者の皆

さん、よろしくお願い申し上げたいと思いま

す。確定申告の時期がやってまいりました。私

も自宅で電子申告を済ませました。私は、農

業、ハウス園芸でキュウリをつくっております

が、今ありましたように、重油の高騰、資材、

肥料の高騰はありましたけれども、辛うじてプ

ラスになりまして、わずかですけれども納税も

できる状況にあります。青色申告をしておりま

すけれども、ＪＡ都城の非常に親切丁寧な指導

がありまして、スムーズに青色申告もつくって

いるという状況にあります。担い手である父、

母、そしてＪＡ都城胡瓜部会の皆さんに感謝を

申し上げながら、申告をしたところでありま

す。

それでは、質問に入っていきたいと思いま

す。

ＷＢＣ宮崎キャンプが行われました。合計24

万1,000人を超える動員数だったというふうにお

聞きしています。すごい爆発だなと、今の言い

方にすると、ブレークしたんだなというふうに

考えています。ここまで人気になろうとは、だ

れも予想していなかったのではないかなと考え

ています。当初予定のなかった交流戦とかイベ

ントが立て続けにありまして、対応された県観

光振興課初め関係者の皆さん、本当に御苦労

だったろうと思います。心から感謝の気持ちを

あらわしたいと思っています。さて、期間中、

宮崎市内のホテルは満杯、都城までお泊まりい

ただいた方もたくさんおられたようでありま

す。タクシーや飲食店も、大変この特需で助

かったという報道がなされております。この特

需、かなりの経済効果があったんじゃないのか

なと考えています。このＷＢＣ宮崎キャンプの

経済効果を知事はどのように考えていらっしゃ

るのか、所見をお聞きしたいと思います。

企業立地促進補助金というのがあります。こ

れは、どの自治体も予算化をされているはずで

あります。産業振興、雇用の創出が、その目的

であるだろうと思います。派遣切りで有名にな

りました大分県のキヤノンの関連会社、大分キ

ヤノン、そして大分キヤノンマテリアル、この

２社で、昨年末から1,200名を超える従業員が解

雇されました。大分キヤノングループ２社は、

大分県から30億5,000万円、大分市から20億円の

補助金を、合計50億5,000万円、「雇用機会の拡

大」という名目でもらっております。さらに大

分県は、企業立地基盤整備補助金という名前

で27億2,000万円を、工場のある杵築市、そして

土地開発公社に補助しております。合計77

億7,000万円。ほかの報道では、78億を超えてい

るという報道もありました。キヤノンはまた、

日田市とも立地協定を結んでおり、ことし６月

には新工場が着工するようであります。大分県

がこれに合わせるかのように、大規模投資促進

補助金の限度額を10億円から30億円に引き上げ

る計画があるようであります。

大分県は、ソニー、ダイハツ九州、東芝、

サッポロビールなど、有力企業を次から次へと

誘致に成功しております。大分県の法人二税の

合計も、ここ５年間で242億から390億と増加し

てきました。ただ、雇用効果はどうなんでしょ
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うか。大分県企業立地担当課の調べでは、昨

年11月時点で、大分キヤノンでは労働者の47

％、大分キヤノンマテリアルでは約44％が、請

負や派遣労働者だったそうです。要綱で「雇用

機会の拡大」を目的とした補助制度を受けた大

企業が不安定雇用を生み出したとも受け取れま

す。高額の補助金を支出した企業誘致の結果、

地方に何が残ったのか。税収や雇用、地場産業

の育成など均衡のとれた発展が可能なのか。今

回明らかになった大分県の事例は多くのことを

考えさせられます。大分県に限ったことではあ

りません。全国の自治体が、企業立地に生き残

りをかけて、多額の補助金を出して誘致合戦を

繰り広げている現状があります。多額の補助金

に頼る企業誘致、雇用の確保にどれくらい効果

があるのか。立地企業の経営にプラスするだけ

の税金投入になってはいないのか。知事の認識

を伺います。

以上で壇上の質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

ＷＢＣ日本代表宮崎合宿の経済効果について

であります。今回の合宿は、イチロー選手など

のメジャーリーガーを初め、日本プロ野球の

トップ選手が多数参加されたことから、県内外

から約24万人ものお客様が宮崎にお越しいただ

きました。その経済効果やＰＲ効果につきまし

ては、現在、算定を行っているところでありま

すが、宮崎市内の宿泊施設を中心に、平日も含

めて満室となったと伺っていることや、連日、

各種メディアを通じて「スポーツランドみやざ

き」の名前が全国に発信されたことなどから、

この合宿は、厳しい景気の状況の中、本県経済

に大きな効果をもたらしたものではないかと考

えております。

次に、企業誘致についてであります。企業誘

致は、雇用の創出を初め、税収の増、地場企業

との取引拡大による地域経済の活性化などに大

きな効果をもたらすものと認識しております。

このため各県においても、本県と同様に、雇用

創出や産業集積など地域振興の観点から、それ

ぞれの独自の支援策を設けて積極的に誘致活動

を展開されているところでございます。企業誘

致に関する補助金につきましては、企業が進出

先を検討する際に、土地価格、交通条件、人材

確保等々と並んで、初期投資を抑える上で重要

視する要素の一つになっておりまして、自治体

間の誘致競争が激しい中では、本県への立地促

進を図る上からも必要な施策だと考えておりま

す。厳しい経済情勢ではありますが、太陽電池

を初めとする新エネルギー関連など、依然とし

て企業の投資意欲の高い業種のほか、医療機器

や食品関連など、比較的景気動向の影響が少な

い業種も見受けられますので、今後とも、この

ような企業あるいは業種を念頭に置きながら、

全力を挙げて企業誘致に取り組んでまいりたい

と考えております。

なお、労働者派遣制度に係る問題につきまし

ては、引き続き、全国知事会等を通じまして、

国に対し、法的な整備等の充実、必要な取り組

みを進めるよう要望してまいりたいと考えてお

ります。以上です。〔降壇〕

○満行潤一議員 丁寧な答弁をいただきまし

た。大分県の実態については、今お話ししたと

おりなんですけれども、78億円ぐらいキヤノン

の関連会社に出しているということで、大分県

に聞いたんです。「本当にこんなにたくさん出

しているんですか」と言ったら、「その週刊誌

の記事のとおりです」というふうに担当課が



- 297 -

平成21年３月４日(水)

おっしゃるので、すごいなと思ったところで

す。そうしたら、本県はどうなっているのか、

そういう疑問がわくわけです。本県と大分県の

企業立地の補助金など、この支援策、スキーム

というのは大きく変わるのか。本県の補助金制

度で大分キヤノン２社の補助金を当てはめれば

どのぐらい出るのか。担当部長、お願いしま

す。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 本県と大

分県の企業立地に対する助成の関係でございま

すけれども、両県の立地企業に対する支援策に

つきましては、いずれも企業の設備投資額や直

接雇用する従業員の数に応じた補助金となって

おりまして、基本的にはほぼ同じような考え方

に基づいておりますが、補助率や補助限度額な

ど、要件や算定方法などに違いがございます。

大分キヤノン２社に対しまして本県の補助制度

を当てはめた場合の補助金が幾らになるかとの

ことでありますけれども、設備投資額や新規雇

用者数の実績などが確認できませんので、試算

をすることは難しいところでございます。

○満行潤一議員 なかなか難しいとおっしゃる

と、部長、最初の答弁の中では、大分と宮崎の

立地補助金は制度上ほぼ変わらないということ

なので、そうすると78億円、大分県と大分市が

出しておるわけですね。やっぱり宮崎もそのぐ

らいになるのかなと言うしかないわけですね。

これは、後ほど話しますけど、常任委員会でぜ

ひ皆さん精査をしてほしいなと。本県の立地企

業の補助金はどういう仕組みなのか、正社員が

何人で、設備投資が何ぼで、最高50億円よとい

うシミュレーションしていただければありがた

いなと思っています。ちょっとここでは難しい

ということがわかりました。

次に行きます。それでは、本県の平成20年度

の企業立地促進補助金の交付状況、それによる

雇用創出の実数は幾らになっているんでしょう

か。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 平成20年

度における企業立地促進補助金の支払い見込み

額は約７億3,000万円を予定しております。この

うち本日までに、立地企業12社に対して約１

億4,000万円の補助を行っておりますが、その内

訳としましては、企業が行った設備等の投資額

約８億5,000万円に対するものが約8,200万円、

新規雇用者192名に対するものが、雇用者割とし

て約5,800万円となっております。

○満行潤一議員 小さいのはわかりません

が、50億円という宮崎県の枠は、ちょっと見え

てこないなという気がします。

本県でも、いわゆる派遣切り、雇用どめとい

う実態があると。昨年10月から本年３月まで

に、失業見込みを含めて1,900人を超えると、き

のう部長の答弁があったところなんですけれど

も、1,900人を超える失業者数は、九州内では、

大分、福岡に次いで３番目に多いと報道されて

います。その原因は何だと認識されているで

しょうか。部長、お願いします。

○商工観光労働部長（高山幹男君） 九州で３

番目に多い、その原因はということでございま

すけれども、いわゆる雇いどめ等の数値につい

ては、厚生労働省が各県労働局で把握されたも

のを集計しまして、定期的に公表しているもの

であります。ただ、調査の対象の地域でありま

すとか事業所の数、選定方法などは各県の労働

局の判断によるとされておりまして、必ずしも

統一された基準で実施されているわけではない

ということでございますので、各県を比較して

分析することはなかなか難しいと思っておりま

す。
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○満行潤一議員 国、厚生労働省がやってい

る、基準がばらばらだからという、何かちょっ

といただけない答えだと思いますけど。一つ

は、土木関係も多いんでしょうし、孫請企業と

呼ばれる小規模の企業立地が多いのが原因では

ないのかなと。経済状況に左右されない、雇用

創出につながる企業を立地していかなきゃなら

ない。企業立地促進補助金も、これは上限50億

円、ぜひ正規雇用の創出に効果がある制度にな

るよう運用いただきたいなと。ぜひまた委員会

のほうでも御議論いただきたいなと思っており

ます。

次に、新年度予算についてお伺いをします。

知事の４つの重点施策、環境エネルギー対策

というのがあります。本県をソーラーフロン

ティアとして太陽光発電の拠点にしたいと。そ

の中の３つ、メガソーラーの誘致、住宅用太陽

光発電システムの普及、太陽電池産業の集積と

いうふうになっておりますが、メガソーラーの

誘致というのは、私からすると非常に経済効果

が薄いんじゃないのかなと。こんな大きなシス

テムを構築するためには、施工工事は大手の企

業しかできない。地元にはほとんど金が落ちな

いと思いますし、ある計画の中では県有地にパ

ネルを並べるとかやっていますが、どう考えて

も生産性が上がらないんじゃないのかと。もっ

と屋根に、建物の上に上げるんだったらどうな

のかなと思います。

メガソーラー、今はやりの言葉になっている

んですけれども、そのナンバー１という話がき

のうもありました。それでいくと、大阪府の堺

市臨海部に、シャープと関西電力でメガソーラ

ー発電と、これは計画は合計28メガワットです

ね。宮崎は１メガワット以上を誘致しようとい

うことですから、これは１つだけで28メガです

からナンバー１にもなれない。それよりは、２

番目に掲げてある住宅用太陽光発電システムの

普及、これは一定程度の評価ができるなと。町

の工務店とか電気設備屋さんでもこれは十分や

れますので、仕事が県内の中で落ちるというこ

とで、今まで私も、一般住宅用に普及ができな

いか、助成制度をというふうに申し上げていた

立場からすると、これはぜひやっていただきた

いなという思いはあります。それに関連してな

のだろうと思いますが、今回、新規事業で、企

業局と農政水産部で新エネルギー関連の事業が

あります。まず、企業局の新エネルギー導入事

業、これはマイクロ水力発電設備800万円、太陽

光発電設備3,000万円。この事業概要と収支バラ

ンスの見込みについて、企業局長、お願いいた

します。

○企業局長（日髙幸平君） 企業局新エネルギ

ー導入事業でございますが、この事業は、環境

・エネルギー対策の一つといたしまして、新エ

ネルギーのマイクロ水力発電と太陽光発電の導

入に取り組むというものでございます。まず、

マイクロ水力発電でありますが、これは、延岡

市にございます祝子ダムの維持流量を利用いた

しまして出力35キロワット程度の設備を設置す

るもので、21年度はそのための実施設計を行う

ものでございます。22年度に本体の設置を予定

いたしております。また、太陽光発電につきま

しては、日向市にございます工業用水道施設の

配水池に、出力30キロワットの設備を設置する

ものでございます。このほか、企業局庁舎ロビ

ーに、これらの発電状況の表示装置を設置する

ものでございます。

予算額は総額で4,000万円でございますが、こ

のうちマイクロ水力発電の設計費が800万円で、

太陽光発電につきましては、設置費で3,000万円
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でございます。収支見通しでございますが、国

の補助金を除きました初期投資額の回収年数で

申し上げますと、太陽光発電が23年程度と見込

まれます。また、マイクロ水力発電につきまし

ては、来年度、設計してみないと具体的な工事

費がわかりませんが、これまでの例を参考にい

たしまして、工事費を大体6,000万円というふう

に想定して試算いたしますと、設計費を含めま

して、約17年程度で初期投資額を回収できるの

ではないかというふうに思っております。以上

でございます。

○満行潤一議員 次に、農業用水の自然エネル

ギー利活用促進事業というのがことし上がって

います。農業用水を利用したマイクロ水力発電

の課題等の検討を行う事業ということですね。

これは事業概要と、設置を予定している検討委

員会があるようですけれども、メンバー構成は

いかようになるのか、お尋ねします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） まず、事業概

要でございますけれども、本事業は、農業用水

の自然エネルギーとしての利活用を促進するた

め、検討委員会の助言を受けながら、マイクロ

水力発電のタイプ別の課題の検討や技術的手引

等を作成しまして、農業用水路の管理者である

土地改良区等への情報提供や普及啓発を行うも

のでございます。予算額は790万円でございま

す。

次に、検討委員会のメンバーでございます

が、メンバー構成につきましては、幅広い角度

から意見や助言を受けられるように、大学や民

間企業、学識経験者、企業局、県土地改良事業

団体連合会を初めといたします農業関係団体を

中心に選考することを現在考えております。以

上です。

○満行潤一議員 このような小水力発電は、環

境への負荷の軽減はもちろんのこと、土地改良

施設の維持管理の負担軽減にも非常に役立つん

じゃないのかなと期待をしているわけです。山

下博三議員が一生懸命やっていただいているわ

けなんですけど、土地改良区の収益が上がると

いうことは、申し上げたように、用水路と排水

路の維持管理とか、そういうものに非常にプラ

スになると。そういう意味では、ぜひこれは進

めてほしいなと。調査が終わって、もし立地可

能なところが出たら、ぜひそこは開発をしてい

ただく、マイクロ水力発電を設置いただきたい

なと思っています。メンバーをいろんな団体か

らそろえていらっしゃるようですけれども、今

ありました企業局というところは、プロの集

団、技術屋がいっぱいおりますので、ぜひその

ノウハウを使っていただいて、全庁挙げてこの

マイクロ水力発電に取り組んでいただきたい

と、要望を申し上げておきたいと思います。

次に、消防広域化計画についてお尋ねをいた

します。太田議員の代表質問に対する部長答弁

で、「関係者で本部を１か３にするかで一致を

見ていない。しばらく時間がかかる」とありま

した。なぜ頑固に宮崎市がここまで反対してい

るのか。担当部長の認識をお伺いします。

○総務部長（山下健次君） 消防の広域化につ

きましては、昨年３月に推進計画を策定したと

ころでございますけれども、現段階では、議員

御指摘のように、広域化の組み合わせについて

意見の一致を見ていないところでございます。

この件につきまして宮崎市からは、「現状で

は、全体として具体的なメリットが見えない。

検証をしてもらいたい」、こういった意見が上

がっております。県におきましては、現在、消

防本部等の関係機関と、広域化の具体的メリッ

トあるいは組み合わせの有効性、課題等につき
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まして意見交換をしているところでございま

す。また、宮崎市におきましても、プロジェク

トチームが設置されて検討がなされていると聞

いておるところでございます。この問題につき

ましては、今後とも、市町村あるいは消防本部

等関係機関と十分に協議を重ねてまいりたいと

考えております。

○満行潤一議員 一つには、私、前の質問でし

ましたけど、重複の設備投資をやめられるとい

うメリットもあると。でも、延岡に高規格のは

しご車とかがあって、日向に置かなければ重複

投資にならないという意味だろうと思うんです

けれども、実際火災が起こったときに、延岡か

ら日向にはしご車を運ぶ間には、もう消えちゃ

うんですよね。だから、地域の特性というの

は、やっぱりあるんだろうと思うんですよ。延

岡、都城市も最初は反対でしたけど、賛成に

回ったんですね。なぜか。その理由は、「県が

そこまでおっしゃれば」というスタンスだと、

私はそういうふうに理解をしていますし、特に

これは投げやりの結論かなという気がしてなら

ないんです。市町村の固有業務と言いながら、

県の強力なリードでまとめたごみ広域化計画、

本当にこれにうり二つじゃないのかなと。エコ

クリーンプラザ問題でも、責任の所在が本当に

あいまいになってしまっている。これは大きな

警鐘を鳴らしていると思います。市町村や消防

の現場で「できない」と言っている中で強引に

広域化を進めると、後々、禍根を残すことにな

ると、私は本当に不安でたまりません。知事の

見解をお伺いします。

○知事（東国原英夫君） 消防の広域化につき

ましては、消防組織法により、県が自主的な市

町村の消防の広域化を推進する必要があると認

める場合には、広域化推進計画を策定すること

とされております。このため、本県におきまし

ても、関係市町村長や各消防長等を委員とする

検討会や、その下部組織である作業部会におい

て、消防の現状、広域化の必要性や効果、組み

合わせ等について協議の上、昨年の３月に推進

計画を策定したところであります。現在、広域

化の組み合わせについて議論を進めているとこ

ろですが、いずれにしましても、消防業務は市

町村の自治事務でありまして、消防の広域化は

自主的に行われることが基本であります。広域

化に当たりましては、関係機関が共通の認識を

持つことが大変重要でありますので、県といた

しましては、今後とも、市町村や消防本部等関

係機関と十分に協議しながら取り組んでまいり

たいと考えております。

○満行潤一議員 本当にこれは市町村の固有業

務、自主的な判断で広域化を進めるべきと、

今、知事おっしゃいましたけれども、それはご

みも一緒ですね。一般廃棄物も市町村の自治事

務です。消防も市町村の固有業務、自治事務と

いうふうに明確にされています。それを一生懸

命今、各自治体で広域化を既にしているわけで

す。それをまた30万という枠で再広域化しよう

ということですね。これは、今のエコクリーン

プラザのことを見ていると、結局は、「市町村

の自治事務ですから市町村で判断してくださ

い」と言って、それは当然そうなんでしょうけ

れども、市町村からすると、県が一生懸命この

計画をつくってやろうと言っているのに、結

局、「自治事務だから市町村の判断よ」と後々

言われても、これまた困るなと。そこのところ

は、市町村の納得のいく広域化計画にしない

と、また本当に大変なことになるだろうと思う

んです。

我が会派の鳥飼顧問に、総務省消防庁消防・
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救急課の推進専門官、担当官と、消防の広域化

の現状について意見交換をしていただきまし

た。「国が示す30万人を単位とする消防の広域

化は、大都市と地方都市で、人口密度などさま

ざまな条件が違うので、一律に統一するのは、

その機能が十分に発揮できないんじゃないか」

「地理的条件、そして消防力の整備指針とか全

く満たしていない。職員数は57.6％の充足率で

す。これで消防の広域化をしても消防体制の強

化につながらないのではないか」、そういうよ

うに鳥飼議員が申し上げたんですが、担当官

は、「消防本部の規模が大きいほど対応能力が

強化され、消防力等の観点から、30万人以上が

望ましい」、そういう指針を説明され、「ただ

し、各市町村の管轄面積の広い・狭いなど、地

域の実情に対する十分な考慮が必要だ」と、地

域の実情に合わせることも認めているとの説明

もいただいたところです。ぜひ、知事が今おっ

しゃったように、関係自治体と十分な協議をし

て進めていただくよう要望しておきたいと思い

ます。

次に、行政防災無線についてお伺いをいたし

ます。非常災害時における災害情報の収集・伝

達手段の確保を目的として、防災用無線システ

ムが国、県、市町村で構築されています。今

後、日本の防災無線は、有事や大規模災害に備

え、防災無線のデジタル化を推進し、全国瞬時

警報システムとして整備されることになる、そ

ういう計画があります。今回、新規事業で、新

総合防災情報ネットワーク事業というのが提案

されています。この事業の概要についてお尋ね

いたします。

○総務部長（山下健次君） 総合防災情報ネッ

トワークは、県庁と出先機関や市町村等を防災

行政無線網で結びまして、通常は電話、ファク

シミリ、各種のデータ伝送に利用され、災害時

には、情報収集あるいは伝達を行う重要なシス

テムでございます。ただ、無線機器等の老朽化

あるいは周波数の移行、それからデジタル化に

対応する必要がありますことから、全面的に再

構築するための基本設計を、平成21年度予算で

お願いしているところでございます。この事業

では、現行システムの問題点等の確認を行いま

すとともに、これからのニーズに合致したシス

テム全体の基本機能や全体ネットワークの構成

などを検討することとしております。

○満行潤一議員 デジタル化に伴う変更という

ことですよね。今の本県の総合情報システムと

いうのは、68億円かかって整備をされて、耐用

年数は10数年、本当にたくさんのお金がかかっ

て動いているんですが、今回はデジタル化です

から、もっと出費がかさむわけですね。この

前、久しぶりに鰐塚山に登ってみたんですけれ

ども、いっぱいアンテナの鉄塔が建っていま

す。各省庁は、自前の無線ネットワークを全国

に張りめぐらされているわけです。入ったらだ

めよと、そうされているわけですが、防衛省と

か警察庁はもちろん、内閣府、国土交通省、気

象庁、海上保安庁、消防庁、ＮＨＫやＮＴＴ、

これは全部、防災無線システムをそれぞれ持っ

ています。これを有効利用できないのかなとい

う気がするんです。また、これは前回68億円で

すので、私は、今回100億は軽く超えてしまうシ

ステムになってしまうんじゃないのかなと。こ

ういう国の縦割り、県、市町村、それを取っ

払ったらどうなのかなと思うんです。

今、市町村にも行政無線があります。でも、

消防無線もあるんです。これは周波数帯は一緒

ですけど、方式が違うので交信できません。だ

から、消防署には行政無線機をまた別に置かな
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いといけない。県を越えたら、もう隣の県では

使えない。国の立派な施設があるのに、それも

使えない。この設備、せめてアンテナ鉄塔とか

を共有できないのか。もっと言うなら、全部方

式を一緒にしたら、もっと無線機とか格安にな

るだろうと思いますし、システム開発も非常に

楽に、安価になるんじゃないかなと思うんで

す。国と地方の設備の重複を避ける施策をぜひ

国に要望すべきじゃないかと思うんですけれど

も、知事、いかがでしょうか。

○知事（東国原英夫君） 無線設備につきまし

ては、電波の公平かつ能率的な利用を確保する

ため、電波法で、無線局の目的や用途等によ

り、利用できる周波数や通信の相手方、通信方

法等が細かく決められておりまして、各機関が

それぞれ独立した無線網を構築しているところ

であります。しかしながら、無線局舎やアンテ

ナ鉄塔等の施設につきましては、現在でも一

部、県の施設を市町村が利用しているところで

あり、今後、新総合防災情報ネットワークの構

築に当たりましては、国などの施設の共用の可

能性等についても協議してまいりたいと考えて

おります。防災行政無線の整備につきまして

は、多額の経費が必要になることから、できる

だけ効率的な整備方策を探り、経費削減に努め

てまいりたいと考えております。

○満行潤一議員 ぜひそうしていただきたいと

思います。

電波行政というのは、私も無線をやっている

んですけど、非常に保守的な官庁だというイメ

ージがあるわけですよね。これは免許制度です

ので、無線局の開局は５年間の免許しかありま

せん。次の免許更新のときには周波数帯を変え

てください、周波数の形式を変えてください、

そういうことを平気で戦後60年間、電波行政は

やられています。今回、デジタル化にしなさ

い。これは国策で、そういうふうにテレビも、

あらゆる電波はデジタル化に無理やり移行をさ

せられる。その経費は自治体なり企業で見なさ

い、そういうやり方なんです。市町村で今、防

災行政無線があるんですけれども、そのデジタ

ル化の整備状況というのはいかようになってい

るのか。きのう、えびの市は、このデジタル化

に予算を新規でつけるというふうに報道されて

いましたけれども、その整備状況。あと同報系

の防災行政無線というのがありますね、スピー

カーとか拡声器をつける。そのデジタル化の県

内の整備状況をお尋ねいたします。

○総務部長（山下健次君） 市町村の防災行政

無線は、御指摘のように、屋外の拡声器あるい

は家庭内の戸別受信機を用いる同報系無線と、

携帯型無線機等を使用する移動系無線で構成さ

れておるところでございます。これらの無線に

つきましては、総務省におきまして、無線設備

の耐用年数を考慮した上で、できるだけ早期に

デジタル方式に移行するよう、市町村に働きか

けがなされているところでございます。本県に

おきまして、現在、同報系無線が24市町村、移

動系無線が29市町村で整備されておりますが、

このうちデジタル化されているのは、同報系無

線が串間市、門川町、御指摘のえびの市も新年

度予算でということでございますが、さらに、

西都市、美郷町は現在、整備工事が行われてい

るところでございます。同報系無線の未整備市

町村はもちろんのことでございますけれども、

整備済み市町村においても、地域的に見ると整

備の終わっていない地区があるということでご

ざいますので、今後とも、各市町村と協議を行

い、デジタル化を含めた促進を図ってまいりた

いと考えております。



- 303 -

平成21年３月４日(水)

○満行潤一議員 次に行きます。議会棟大規模

改修事業が今回予算化されていますが、毎日新

聞に、避難先となる学校は耐震化は進んでいな

いのに、税金で県の議会棟だけ先にというふう

に書かれてしまいました。これは、耐震化だけ

じゃなくて、古い建物で３年計画で整備すると

いうことは、我々は理解するんですが、新聞に

そう書かれていることもないことはないですけ

ど……。県立学校は確かに進んでおります。し

かし、財源の乏しい市町村立学校の耐震化は、

まだおくれているように思うんです。現在の耐

震診断率、耐震化率を、教育委員会、教えてい

ただきたいと思います。

○教育長（渡辺義人君） 市町村立小中学校に

おける平成20年４月１日現在の耐震診断率

は97.8％となっております。同じく、耐震化率

は71.4％であり、これは全国で第10位、九州で

は第１位の進捗率であります。以上です。

○満行潤一議員 議会でも何回も言うことも

あってかなり進んでいるなと。ただ、これは毎

日新聞に書いてありましたけれども、避難所で

ある学校校舎、体育館等は、ぜひ全国トップを

引き続き走っていただきたいなと。中国の四川

大地震で学校がかなり倒壊したことを考える

と、ぜひ急いでほしいなと要望をしておきたい

と思います。

もう一つ、都城警察署の新庁舎計画なんです

けど、先ほどありましたように、日向警察署の

新庁舎建設整備事業が上がっています。24年度

完成を目指すと。非常にうらやましい限りで

す。県民の期待と信頼にこたえる機能、相談室

とか射撃場などをつける。災害に強い警察署、

県民に優しい警察署、バリアフリーや多目的ト

イレ。敷地面積7,000平米、今の都城警察署

が3,300平米ぐらいでしょうから、倍以上に敷地

面積も広がる。管轄人口は都城が何倍とあるわ

けですが、都城警察署の改築計画の進捗状況を

お尋ねしたいなと。これは平成12年６月にも要

望して、何回か要望しているんですが、なかな

か具体的な計画が聞こえてこないんですけど、

ぜひ進めてほしいなと思っておるところです。

本部長、よろしくお願いいたします。

○警察本部長（相浦勇二君） 去年も御質問い

ただきまして、ありがとうございました。

都城警察署につきましては、平成９年、10年

に行いました耐震診断結果に基づきまして耐震

の補強を行って、防災活動の拠点としての機能

が果たせるよう、必要な措置を一応とらせてい

ただいております。また、狭隘化への対応とし

て、昭和55年度、そして平成13年度には増築を

行い、警察署の機能として必要な事務室等を一

応確保している状況にございます。県警察とい

たしましては、県下にあります13警察署の建て

かえの考え方として、治安基盤としての機能、

防災活動拠点としての機能を十分発揮できる施

設整備を目指し、厳しい財政状況下ではござい

ますが、耐震補強の効果なく早期の建てかえが

望ましいとされている警察署など、機能低下の

著しい警察署から順次整備していくという方針

で臨んでおりまして、確かに都城警察署は、日

向署に次いで２番目に古い警察署であるのは事

実であり、老朽化が相当進んでいますけれど

も、厳しい財政状況下の優先順位というものを

念頭に置きながら整備方針を立てておりますの

で、どうぞ御理解をお願いしたいと思います。

○満行潤一議員 毎年、本部長に言っても申し

わけないので、財政的状況があるというふうに

もおっしゃいます。ぜひ総務部長、財政課長、

都城もよろしくお願い申し上げたいと思いま

す。
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地域医療対策についてお尋ねを申し上げま

す。

「県立宮崎病院精神医療センター」は、「こ

ころの医療センター」から名称変更になりまし

た。この名称変更の理由をまずお尋ねいたしま

す。

○病院局長（甲斐景早文君） 精神医療センタ

ーにつきましては、これまで、富養園及び宮崎

病院のスタッフ等と、開設に向けた協議を重ね

てまいりました。こうした協議の中で、「ここ

ろの医療センター」という名称は、心療内科の

患者さんなど軽症の患者さんも対象とするよう

な印象を与えるため、本来、センターが対象と

する重症患者さんなどの診療に支障を生ずる懸

念があるという意見が出されたところでありま

す。こうした意見や全国の状況、関係者の意見

等を総合的に考慮しまして、名称を「精神医療

センター」としたところでございます。

○満行潤一議員 思春期外来というのが目玉

だったと思うんですよね。子供たちが行きやす

い、保護者も連れていきやすい。精神医療セン

ターというのは、やっぱり子供たちの思春期に

は非常に抵抗のある名称じゃないのかなと思う

んです。思春期外来というのが非常に期待をさ

れているわけなんですけど、これは医療機関か

らの紹介だけなんでしょうか。そこをお尋ねし

たいと思うんです。思春期というのは、急性期

のみで終わらず、引き続き、このセンターで診

るべきではないだろうかと思うんです。地元に

返すと言われているけど、地元では思春期は診

てくれないというか、診れないという現状があ

るだろうと思います。局長、よろしくお願いし

ます。

○病院局長（甲斐景早文君） この精神医療セ

ンターは、民間医療機関では対応困難な精神医

療に取り組むことによりまして、中核病院とし

ての役割を果たすことにいたしております。児

童思春期治療につきましても、この考え方に基

づきまして、医療機関や児童相談所などの関係

機関からの紹介を受けて診療を行うことにして

おりますが、県内においては、児童思春期治療

を専門に行う医療機関が少ないことから、紹介

のない場合でも適切に対応してまいりたいとい

うふうに考えております。

○満行潤一議員 ぜひ、期待を背負っておりま

すので、対応をよろしくお願いしたいと思いま

す。

もう一つの目玉、これは救急外来ですよね。

この充実が今まで非常に求められてきていま

す。今の状況は、精神科救急患者は本当にたら

い回しの状況にあるだろうと思うんです。措置

入院とか隔離を必要とする患者、その家族や保

健所、救急隊、警察なども、その対応に本当に

困っている現状にあります。精神医療は政策医

療、当然採算性は低いわけですけれども、精神

科救急のさらなる対応をぜひお願いを申し上げ

たい。これこそ採算を度外視して、県が担わな

ければならない分野だろうと思います。

次に、私学助成についてお尋ねをしたいと思

います。県内で障がいのある生徒を受け入れて

いる私立高校が９校あるようです。受け入れ生

徒数に応じて私学助成を増額している。これは

新聞報道にありました。ある学校から実情をお

聞きする機会がありました。その学校は、６～

７人に複数の担任制を置いている。非常に経営

も厳しいと。特色あるコースなので、もっと手

厚く支援をしたいが、現状では限界がある。し

かし、療育手帳がなくて特別支援学校に行け

ず、普通校にも行けない生徒が多数いるのも現

状です。入学希望者も多い。この学校では、年
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間30人ぐらい問い合わせがある。また、家庭環

境とか経済的に恵まれない家庭が多いけれど

も、授業料免除もできない状況にあるというこ

とで、もっと私学助成の増額はできないのか、

担当部長にお尋ねをしたいと思います。

○県民政策部長（丸山文民君） 県におきまし

ては、保護者の経済的負担の軽減や学校経営の

健全性確保を目的に私学助成を行っているとこ

ろであります。私立高等学校が障がいのある生

徒を受け入れるコースを設置する場合など、特

色ある教育に要する経費につきましても、この

助成の対象としているところであります。ま

た、障がいのある生徒に対する教育環境の整備

は、教育の機会均等の観点からも大変重要であ

ることから、今年度から、障がいのある生徒を

受け入れている私立高等学校に対しましては、

その取り組みを評価いたしまして、助成金配分

の増額を行うこととしたところであります。以

上であります。

○満行潤一議員 ぜひ、もっと実態に即応した

増額というのをお願いしたいと思っています。

新型インフルエンザ対策についてお尋ねした

いと思います。リーフレットをお配りしており

ますが、「宮崎県新型インフルエンザ対応行動

計画（対応指針第４版）」というのが出ており

ます。この推進体制の中に、「行政機関の責

務」「県民の協力」というのが明記されている

わけですけれども、計画だけではどうにもなら

ないと。発生したら流行はとめられません。発

生し流行する時期にパニックを抑える、そのこ

としかないだろうと思います。そのためには、

正しい知識の普及というのが大変重要だろうと

思っています。県民向け啓発の状況について、

担当部長、お願いいたします。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対策としましては、すべての県民があら

かじめ新型インフルエンザについての正しい知

識を持ち、どのような準備と対策が必要かを理

解し、これを実行していくことが極めて重要だ

と認識しております。県におきましては、新型

インフルエンザに関する情報や対策について、

ホームページに掲載するとともに、各世帯に配

布する県広報誌を通じて啓発を進めておりま

す。また、県民向けの新型インフルエンザ対応

ハンドブックを作成したところであります。さ

らに、各保健所におきましても、医療従事者や

行政関係者及び一般県民等を対象とした講習会

を平成20年度は170回開催し、新型インフルエン

ザに関する知識の普及に努めております。今後

も、新聞、テレビ等による情報提供や各保健所

における講習会などを通して、新型インフルエ

ンザ予防対策の普及啓発を図ることとしており

ます。

○満行潤一議員 この行動指針には「県民の協

力」というのが書いてあるわけなんですけれど

も、その周知がどうなっているのかなと。今

おっしゃったハンドブックの配布状況はどう

なっているんでしょうか。

○福祉保健部長（宮本 尊君） 新型インフル

エンザ対応ハンドブックにつきましては、今回

２万部作成しまして、主に市町村、保健所、県

政相談室等に配布したところであります。保健

所におきましては、このハンドブック等を活用

した新型インフルエンザ対策の研修会なども

行っております。現在、５万部を追加増刷中で

あり、さらに多くの県民の皆様に情報提供して

まいりたいと考えております。

○満行潤一議員 今２万部で、増刷５万部です

ね。目標は７万部ということですね。県内の世

帯は46万世帯ぐらいあるわけですね。この中
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に、本当に抜粋して県民が行わなければならな

い内容が書いてあるわけですが、それでは、と

てもじゃないですが周知徹底というのはできな

いなと思うんですね。中身も、もうちょっと時

間があれば詳しくお聞きしたいんですけれど

も、なかなかできていないですよね。２ページ

に「咳エチケットを心がけましょう」とか「使

用後のティッシュはすぐフタ付きのゴミ箱に捨

てましょう」と書いてありますけど、これは、

知事室にも部長室にもふたつきのごみ箱がある

のかなと、甚だ疑問でもあります。その３ペー

ジに「手を洗いましょう」と。手の洗い方を

知っている人は医療従事者しかいません。学校

では習いません。私の会派にも手を洗わずに御

飯を食べる人もおりますから、それを考える

と、これはかなり周知徹底が必要だな、知識を

変えないかんなと思うんですね。備蓄品リスト

も、乾めんとかインスタントラーメンとかミネ

ラルウオーターとか、若い人は各家庭にあるで

しょうけど、年寄りは全くないですね。保存食

という家庭も多いと思いますので、このために

は、やっぱり周知徹底が非常に大事じゃないの

かなと思います。新型インフルエンザの流行

は、早かれ遅かれ必ず発生します。いつ発生す

るか予測ができない。このことを多くの国民は

知らないだろうと思います。無用な混乱、パ

ニックを抑える対策が急がれます。さらなる啓

発を心からお願い申し上げまして、私の一般質

問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○星原 透副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時39分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、長友安弘議員。

○長友安弘議員〔登壇〕（拍手） それでは、

通告に従い、順次質問を行います。

県内の中小企業の方々と意見を交換する機会

がありましたが、「100年に一度の経済危機」と

いう言葉を軽々しく使わないでほしいという厳

しい２つの意見をいただきました。一つは、我

が国が300万人以上のとうとい命を失った太平洋

戦争と終戦直後の悲惨さ、あの苦しみは絶対に

忘れてはいけない。もう一つは、今回の経済不

況の厳しさというものが本当にわかっていない

のではないかというものでありました。

昨年12月の経済指標は軒並み落ち込み、輸出

額に至っては35.0％減の4.8兆円と、過去最大幅

の減少となりました。予想を上回る悪化であ

り、日本経済は、輸出の大幅減に始まり、生産

の縮減、雇用の悪化、個人消費の縮減、そして

さらなる生産縮減へと、負のスパイラルに陥

り、まさに未曾有の非常時と言われます。県内

の有効求人倍率も下がり、雇いどめ等は1,908人

になったということであります。実際には、

もっといると言われております。だからこそ、

今まさにやらなければならないことは、政局で

はなく、財政、金融など、あらゆる経済政策を

総動員し、急速な景気悪化にブレーキをかけね

ばならないということであります。そのために

国は、第１次補正予算、第２次補正予算、そし

て09年度予算、さらに税制改正と、総額75兆円

にも上る過去最大の総合経済対策を打ち出しま

した。速やかな事業の展開が望まれます。それ

でもなお、経済不況はさらに深刻化するとの懸

念から、100兆円規模のさらなる財政出動が取り
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ざたされる事態であります。

このような状況下で最も大事な施策は何か。

それは、生活者への支援、雇用の確保、中小企

業支援、地域の活性化であります。同時に大切

なことは、不況対策に追われるばかりではな

く、ピンチをチャンスに変え、次への発展を期

す新たな挑戦であり、いわゆる日本版グリーン

・ニューディールと言われる、太陽と緑を活用

した第二の産業革命への取り組みだと言われま

す。まさに、本県の特性そのものを生かすチャ

ンスであります。今議会、山積する諸課題に果

敢に取り組まれる知事の新年度予算が提案され

ましたが、以上のことを質問の背景として、何

点かお尋ねをさせていただきます。

まず初めに、お手元に提示させていただいた

総額75兆円の経済対策の資料をごらんいただき

たいと思います。何が何でも定額給付金をやり

玉に上げたいようでありますが、生活支援策一

つをとってみても、そこに書いてありますよう

に、高齢者の医療負担の軽減、あるいは医師不

足・救急医療対策、介護人材の確保、妊婦健診

の無料化、子育て応援手当の支給、住宅用太陽

光発電への補助金支給、住宅減税の拡充等、さ

まざま盛り込まれており、早急な法案の成立が

望まれます。これら国の施策をもとに、県も、

医師不足対策、介護人材確保対策、宮崎県安心

こども基金の創設や、宮崎県妊婦健康診査支援

基金等を創設するなど、さまざまな生活者への

支援策を打ち出されております。生活者の立場

に立った施策の一日も早い遂行を切望します。

そこでまず、生活支援、景気浮揚策としての

定額給付金について、知事及び総務部長にお尋

ねをいたします。

「出たらもらう」という人の数は９割以上と

言われます。宮崎県の市町村に給付金として措

置されるお金は180億円、そのうち宮崎市は58億

円余であります。大変な額のお金です。これを

ぜひとも地域の景気浮揚に結びつけたいもので

あります。長崎県の佐世保市では、佐世保市民

に還元された給付金が福岡県の天神に消えてし

まったのでは、地元の景気浮揚につながらな

い、そこで、プレミアムつきの地域商品券を市

で発行しようということになりました。しかし

ながら、国の見解でそれはできないというの

で、市内の商工団体等で発行し、何としても地

元の景気浮揚に使ってもらおうということに

なったようであります。本県でもさまざまな動

きがあると思いますけれども、各市町村の動向

をどう把握しておられるのか、総務部長にお尋

ねいたします。

また、昨年の11月議会、知事は私の定額給付

金に対する質問で、「定額給付金が有効に活用

されるよう、機会をとらえ、できれば県産品の

購入などの消費を呼びかけてまいりたい」と答

弁をしておられます。どのような方策を考えて

おられるのか、知事にお尋ねいたします。

次に、雇用の確保について商工観光労働部長

にお尋ねをいたします。

雇用を取り巻く情勢は日々悪化しておりま

す。３月の年度末を迎え、雇いどめ等が心配さ

れます。何はともあれ雇用の維持を図らなけれ

ばなりません。雇用調整助成金制度が拡充され

ましたが、この活用が大事であります。本県の

実情はどうなっているのか、また、制度の周知

徹底についていかに取り組んでおられるのか、

お尋ねをいたします。

次に、雇用の創出についてお尋ねをいたしま

す。有効求人倍率は、年度末を迎え、さらに落

ち込むことが懸念されます。県は、宮崎県緊急

雇用創出事業臨時特例基金及び宮崎県ふるさと
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雇用再生特別基金を創設されましたけれども、

どういう事業に活用されるのか。また、委託事

業が多くなろうかと思いますけれども、一人で

も多くの雇用が確保されることが肝要でありま

す。要件はどうなっているのか、どれほどの雇

用を見込んでおられるのか、お尋ねいたしま

す。また、施策の周知が大事であります。求職

者への周知はどのように図られるのか、お尋ね

をいたします。

次に、中小企業対策について知事に伺いま

す。

今回の経済不況により、非正規雇用の方々を

初め、先ほど申し上げましたけれども、本県で

は1,908名の方々が職を失われました。ここで本

県の企業数の実に99.9％に上る中小企業を支え

なかったら、さらに大変なことになるのではな

いかと思われます。最後は消費者金融等に走

り、多重債務に陥り、不幸なことが起こるので

はないか。だからこそ、最初に見ていただいた

資料にありましたが、国は、中小企業の資金繰

りを支援するために30兆円枠の緊急保証融資制

度、セーフティネット貸付を設け、さらに金融

機関への10兆円の資本注入を予算に盛り込んで

いるのであります。今回の経済不況に対する危

機感のあらわれであります。その対策が十分に

中小企業に届くことが求められます。そこでお

尋ねしますけれども、信用保証協会における本

県の直近の緊急保証融資の実績はどうなってい

るのか、その実績は九州各県と比較しどのよう

な状況になっているのか、結果を見てどのよう

な感想を持たれたのか、お尋ねをいたします。

いよいよ年度末です。本県の中小企業の資金繰

りの実態をどのように掌握されているのか、本

県産業を支える中小企業の支援は果たしてこの

実績で事足りるのか、お尋ねをいたします。

次に、地域活性化について知事にお尋ねいた

します。

都市と地域、また地域間の格差は広がるばか

りというのが実態ではないでしょうか。今回の

経済危機に際し、国は、地域活性化交付金、雇

用創出のための交付税増額、高速道路料金の大

幅引き下げ、緊急防災・災害復旧対策、学校耐

震化等、総額４兆7,000億円余の地域活性化対策

を講じました。既に本県の１月補正にも、公共

工事を初めとして経済・雇用緊急対策が打たれ

たことは、御案内のとおりであります。さらに

今回、20年度予算の２月補正の追加として、宮

崎県安心こども基金、宮崎県障害者自立支援対

策臨時特例基金等が創設・拡充され、27億円の

宮崎県地域活性化・生活対策基金が設けられま

す。今後、この基金の使途が大事になります

が、地域の活性化に大いに資するようお願いを

したいと思います。後ほども述べますけれど

も、法や施策のはざまに置かれた市街化調整区

域の活性化の問題、また深刻度を増す鳥獣害対

策、耕作放棄地の解消、県管理河川の除草と堆

積土砂のしゅんせつ、地域発の新技術の支援策

の充実等、県民の行政への要望は多々ありま

す。これらを解消するとともに、雇用を創出

し、次の成長へつながる積極的な活用をお願い

したいと思いますが、宮崎県地域活性化・生活

対策基金を今後どのように活用していかれるの

か、知事にお尋ねをいたします。

次に、環境エネルギー問題について伺いま

す。

低炭素社会の構築は第二の産業革命と言わ

れ、21世紀の重要な成長分野と目されます。世

界の各国は、経済危機の打開策として環境エネ

ルギー分野へ巨額の集中投資を行う、いわゆる

グリーン・ニューディールの実施に向け、かじ
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を切り始めました。低炭素社会のインフラ整備

に大規模な投資を行い、雇用を創出し、金融危

機、エネルギー不足、温暖化からの克服を図る

考えのようであります。本県においても知事

は、新年度予算を「未来へつむぐ 新みやざき

展開予算」として４つの柱を掲げられ、その１

つに、環境エネルギー対策を据えられました。

ソーラーフロンティア構想等の展開を図られよ

うとしておりますが、大変時宜を得た施策と期

待をいたします。「太陽と緑」に象徴される本

県の特性を大いに生かすチャンス到来と思いま

す。そこで伺いますが、製造、発電、活用の三

拍子そろった太陽光発電の拠点づくりを目指す

ため、まず、住宅用太陽光発電の普及率日本一

を目指すということでありますが、普及促進に

どのように取り組んでいかれるのか、詳細につ

いて知事にお尋ねをいたします。また、導入を

しやすくするため、融資制度を設けられました

が、果たしてそれで事足りるのか、いっそ補助

制度にしたほうが効果が大きかったのではない

かと思いますが、どのように検討されたのかを

お尋ねいたします。さらに、この事業による雇

用創出効果はどの程度見込まれているのか伺い

ます。

次に、国は、太陽光発電の普及啓発や雇用の

創出、また環境教育の上から、公立学校への太

陽光発電システムの導入を進める方針のようで

ありますが、普及率日本一を目指す本県こそ、

率先して取り組むべき事業だと思います。県の

対応について教育長にお伺いいたします。

次に、本県農業の重要な位置を占める施設園

芸への太陽光発電の活用について伺います。昨

年の燃油高騰問題は、まさに死活問題となりま

した。10アール当たり年間100万円前後の油代が

かかりますが、これに太陽光発電を導入する取

り組みはなさらないのか、農政水産部長にお尋

ねをいたします。

もう一点伺います。我が国の自動車産業は大

打撃をこうむりました。しかし、自動車の需要

は今後も続くと思われます。低燃費車、ハイブ

リッドカー、電気自動車等エコカーの普及が今

後大いに見込まれます。また、次世代電池など

自動車メーカーの開発してきた技術力は大きな

可能性を持っていると言われます。このような

企業の誘致こそ重要と思いますが、今後の企業

誘致の取り組みについて、商工観光労働部長に

お尋ねをいたします。

次に、農政問題について、知事並びに農政水

産部長にお尋ねをいたします。

今回の農地改革プランは、農地転用規制を厳

格化し、違反転用に対する罰則を強化するほ

か、同区域への編入促進を進めるものとなって

います。また、農地の有効利用を図るため、

「所有」を基本としたこれまでの農地制度を

「利用」へと改め、農業を再構築することを目

指すようであります。確かに、農地を保全し、

多様な農業参入を促進し、自給率をアップし、

経営として成り立つ農業を構築するには有効な

手だての一つでありましょう。

しかし、忘れてならないのは、市街化調整区

域を初めとした農村の格差の問題です。何度も

申し上げてきましたが、宮崎市近郊の例をとっ

てみますと、線引きにより市街化区域に編入さ

れた方々の土地は高騰し、周辺部でも１平米６

万円ぐらいします。したがって、10アールだ

と5,400万円、田んぼ３反もあれば１億6,400万

円の価格となります。相続税や譲渡税は大き

い。しかし、このような金額というのは、年金

１カ月20万円と換算しても、10アール売れば14

～15年は十分賄えます。一方、市街化調整区域
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の場合、最高の田んぼでも10アール200万円前

後、年金１年分あるかないかです。都市も農村

も生活費や教育費は全く同等にかかります。市

街化調整区域の人は、田畑を手放して子供を学

校にやってきました。しかし、田畑を手放せば

終わりです。市街化調整区域のあちこちでさま

ざまな形で切り売りされ、実に悲しい状況で

す。線引き一つで生じた格差、それに行政はど

れだけ手を施してきたのか、大いに疑問であり

ます。

今回の農地改革プランは、先ほど述べた特徴

に加え、農地所有者に農地利用の責務を明確に

する、小作地所有制限の廃止、農地の長期賃借

の創設などを図ろうとしております。決して無

為に非専業農家や高齢者から土地を手放させた

りするようなものであってはならないと思いま

す。また、既存集落を残し守るというのであれ

ば、市街化調整区域の活性化対策を並行して

打っていただきたい。市街化区域にはさまざま

な事業が入ります。中山間地域にもデカップリ

ングを初めとした諸施策が注がれます。抜本的

に国内農業の再構築を図るというのであれば、

市街化調整区域の現実の農家の実態をもっとつ

ぶさに知っていただき、課題を見据え、対策を

講じていただきたい。

そこで、２点お尋ねするわけでありますが、

初めに、農地改革プランに基づく本県農業は今

後どのように変化をしていくのか、農政水産部

長にお尋ねいたします。

次に、線引き問題を初めとした格差問題の解

消に本県としてどう取り組んでいかれるのか、

知事にお尋ねをいたします。

次に、物流問題について、知事並びに副知事

にお尋ねいたします。

県経済の発展にとって、本県の物流問題は最

重要の課題であります。物流改革について、昨

年11月、旭化成延岡支社長、県経済連会長、副

知事の対談が行われ、さまざまな課題が浮き彫

りとなりました。また、問題解決に向けて大事

な提言も行われました。県も７月、知事を本部

長とする物流対策推進本部を立ち上げ、物流と

いう本県の重要政策課題に全庁挙げて取り組ん

でいくことも紹介されました。以下、対談を踏

まえ、物流問題について何点かお尋ねいたしま

す。

まず、対談では、物流のキーワードは、連

携、集約、戦略の３つと副知事は述べておられ

ます。そして、物流についての県全体のシンク

タンクは県であり、県が宮崎県株式会社の総資

産をいかにふやすかという視点に立って、物流

は行政主導で行うべしとの指摘がなされており

ますが、初めに、物流対策推進本部長であられ

る知事に、物流改革に臨むスタンスについてお

尋ねをいたします。

次に、連携についてでありますが、農商工と

県の連携に加え、輸送業者との連携協力が重要

となる点が指摘されました。今後、いかなる組

織、いかなる内容、いかなる密度をもってこれ

らの業者との連携を深め、改革を推進していか

れるのか、副知事にお尋ねをいたします。

次に、県が戦略を示すことこそ重要との指摘

がありましたが、この点についてはどのように

進めていかれるのか、知事にお尋ねいたしま

す。

最後に、エコクリーンプラザみやざき問題に

ついて、知事並びに環境森林部長にお尋ねをい

たします。

外部調査委員会の調査結果によりますと、一

連の問題の責任の所在については、公社、県、

市、事業者それぞれに責任があったと考えられ
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ます。私は、公社の重要案件を決する理事会が

果たして十分に機能したのか、理事会としての

責任はなかったのか、この点も疑問でなりませ

ん。といいますのも、350億円もの血税が投入さ

れ、今またさらに20数億円もの血税が投入され

ようとしております。公社の重要案件を審議す

る立場にあるのが理事会であるからでありま

す。公社、県、それぞれ当時の責任者を告訴、

告発しようとしておられますが、民事、刑事、

いずれかはわかりませんが、むしろ公害防止協

定を踏みにじられた地域住民や、納税者である

県民、市民こそ提訴すべき事案のように思えて

なりません。ともかく一日も早く施設の修復を

行い、地域住民の安全性を確保し、信頼の回復

と公害防止協定の遵守に努めてもらいたいと思

います。また、責任の所在を明らかにし、県

民、市民の納得のいく解決を図っていただきた

いと思います。

そこで、確認のため伺いますが、まず初め

に、責任の所在、費用の分担問題の解決につい

て、県は告発をするとのことですが、今後どの

ように取り組んでいかれるのか。裁判をするな

ら、事に当たって弁護士と十分に相談をすべき

と思いますが、どうなっているのか。知事にお

尋ねをいたします。

次に、公社では、事業の実施に当たり、重要

な文書の作成・保管が適切ではなく、手続等が

不明確であったとされておりますが、この点に

ついて法的に問題はないのか、知事にお尋ねい

たします。

次に、浸出水調整池の修理について、くい基

礎工法で行うということでありますけれども、

この方法でまことに大丈夫なのか。再び壊れ、

また県民、市民に大きな負担を課す事態にはな

らないのか。環境森林部長にお尋ねをいたしま

す。

次に、県は、15億の基金を用意し、苦渋の決

断でこのような施設を受け入れた周辺地域の環

境整備に力を注いでいただきました。しかしな

がら、既に供用が開始され３年が過ぎました

が、当時の地域住民の要望にこたえていないと

の不満の声も聞かれます。信頼が大事でありま

す。当時の要望等を再チェックし、約束を果た

すべきは果たしていただきたいと思います。今

後の取り組みについて、環境森林部長にお尋ね

をいたします。

以上で壇上からの質問を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

定額給付金が有効に活用されるための方策に

ついてであります。定額給付金は、住民への生

活支援と地域の経済対策を目的としておりまし

て、この地域の経済対策という観点からは、住

民の皆様に、給付されたお金を早い時期に地元

で使っていただくことが望ましいかと考えてお

ります。そのための方策といたしましては、例

えば、地域限定の商品券の発行や、給付時期に

合わせた商店街などのセールやイベントなど

が、地域の活性化につながるものとして考えら

れるところであります。今後、県内において

も、新たにそういうような取り組みを行う地域

もあると聞いておりますので、これらの取り組

みが地域商業やサービス業の振興につながるよ

う、情報提供や助言を行ってまいりたいと考え

ております。

続きまして、緊急保証制度の実績についてで

あります。この制度は、本県中小企業の資金繰

りに大変役立つ制度であるため、制度発足以前

から、金融機関への協力要請や、利用促進のた
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めの広報などに努めてきたところであります。

その後の利用状況を見ますと、制度発足直後か

ら積極的な利用があった九州の他県に対し、本

県の利用が少なかったことから、年末の資金繰

りを支援するため、昨年12月に私が、政府系金

融機関や県銀行協会、信用保証協会を直接訪問

して、緊急保証制度の活用推進について協力要

請を行ったところであります。この結果、12月

中旬以降から利用が急増し、現在に至るまで高

い水準で利用されておるところであります。特

に２月は、これまでで最も多い79億4,000万円と

なり、累計では220億7,000万円の保証承諾と

なったところでありますが、九州の他県と比較

しますと、利用は低い状況にあります。このた

め、今後とも制度が有効に活用されるよう、よ

り一層、制度の周知や関係機関への協力要請に

努めてまいりたいと考えております。

次に、中小企業の資金繰りの実態等について

であります。昨年12月に県商工会連合会が実施

した景況調査によりますと、10月から12月の中

小企業の資金繰りＤＩはマイナス39.3ポイント

と、大変厳しい状況にありますが、本年１月か

ら３月はさらに悪化すると予想されており、中

小企業の資金繰りは一段と厳しさを増していく

のではないかと心配いたしておるところでござ

います。このため県では、国の緊急保証制度と

連動したセーフティネット貸付の融資枠を、急

遽１月補正で150億円まで拡大するとともに、来

年度予算では、セーフティネット貸付と、これ

を補完する経済変動・災害対策貸付、両貸付を

合わせ250億円の緊急経済対策資金を確保するこ

ととしたところであります。また、中小企業の

負担軽減を図るため、セーフティネット貸付の

保証料を、現行の年0.55％から、九州では最も

低い年0.45％とするなど、保証料の軽減措置を

行うこととしたところであります。今後とも、

企業活動に不可欠な金融の円滑化を図るため、

資金需要の動向を踏まえながら的確に対応する

など、中小企業の資金繰り支援に万全を期して

まいりたいと考えております。

宮崎県地域活性化・生活対策基金の活用につ

いてであります。今般の国の第２次補正予算に

より、地域活性化・生活対策臨時交付金が交付

され、その一部は、制度上、各地方自治体にお

いて基金を造成することができるものとされて

おりまして、これを受けて本県でも、平成21年

度の執行が可能となるよう、今議会に、基金の

造成に係る条例案及び補正予算案を提案させて

いただいているところであります。その具体的

な活用については、今後検討することといたし

ておりますが、国の臨時交付金の趣旨に合致

し、産業の振興など本県における地域の活性化

に資する事業の財源に充てることとしておりま

す。

続きまして、住宅用太陽光発電システムの普

及促進の取り組みについてであります。私は、

本県を太陽光発電の拠点にしたいとの思いか

ら、今後の施策展開を、みやざきソーラーフロ

ンティア構想として整理し、その柱の一つに、

住宅用太陽光発電システムの普及促進を位置づ

けたところであります。具体的には、国の補助

制度を補完するための融資制度の創設など、住

宅用システムの設置に対する支援を行いますと

ともに、県によるグリーン電力証書の購入や、

民間団体等との協働による地域や学校での普及

啓発の取り組みについても強化を図ることとい

たしております。今後とも、このような幅広い

施策の効果的な展開に努めることにより、普及

率全国１位という目標の達成につなげてまいり

たいと考えております。
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住宅用太陽光発電システムへの支援について

であります。住宅用システムへの支援につきま

しては、国が今年度、補助制度を３年ぶりに復

活させたことを踏まえつつ、厳しい財政状況も

考慮しながら、県の支援のあり方についてさま

ざまな観点から検討を行いました結果、国の補

助制度を補完するものとして今回の融資制度の

創設に至ったところであります。なお、今回の

融資制度の実施による雇用創出効果をお示しす

ることは困難でありますが、発電システムの設

置工事の多くは地元の中小企業が担っていると

考えられることから、設置工事の増加に伴う経

済効果や雇用効果があると考えております。

次に、市街化調整区域における線引き等を初

めとしたさまざまな問題の解消についてであり

ます。市街化調整区域は、無秩序な市街化を防

止し、農林漁業や周辺の自然環境と調和した、

計画的な市街化を図るために定めているところ

でありますが、お尋ねのような課題があること

は認識いたしております。お話の件につきまし

ては、地元市町村の意向等も十分勘案するとと

もに、農業振興を初め幅広い視点からとらえる

必要がありますので、庁内各部局間で緊密に連

携し、総合的かつ計画的な県土の利用が図られ

るよう努めてまいりたいと考えております。

続きまして、物流対策についてであります。

大消費地から遠隔地にある本県において、物流

の効率化は、農産物の競争力向上や企業立地の

促進など、県内産業の活性化を図る上で大変重

要な課題であります。しかしながら、農林水産

業や製造業など、それぞれの産品、製品によっ

て、求められる輸送手段やルートはさまざまで

あり、またそれを輸送する船舶や鉄道は、採算

に見合う貨物量が確保されなければ運営できな

いという問題があります。このため、産業界と

行政が共通の課題認識に立ち、しっかりした連

携と役割分担のもとで、海上輸送や鉄道輸送へ

の貨物集約や物流インフラの整備などによる効

率的な物流体制の構築を進めていく必要がある

と考えております。このようなことから、県に

おきましては、昨年７月に物流対策推進本部を

設置し、部局横断的な取り組みを強化するとと

もに、これまで以上に産業界との連携を強めて

いくこととしたところであります。

続きまして、物流の戦略についてでありま

す。県ではこれまで、物流対策推進本部におい

て、産業界との意見交換の結果なども踏まえな

がら、本県の物流対策をどのように進めていく

べきか検討を行ってまいりました。その結果、

トラック輸送への依存度が高いという本県物流

の状況を踏まえ、今後の物流戦略として、低コ

スト、大量輸送が可能な海上輸送や鉄道輸送へ

の転換、いわゆるモーダルシフトを産業界との

役割分担のもとで進めていかなければならない

と考えたところであります。このため県で

は、21年度の新規事業として、陸上トラック輸

送から県内発着の海上・鉄道輸送にシフトする

貨物に助成を行う「物流効率化支援事業」等を

実施し、産業界が行う大量輸送機関への貨物集

約の取り組みを誘導、支援したいと考えており

ます。また、このようなソフト対策とあわせ

て、道路、港湾等の物流インフラにつきまして

も、厳しい財政状況の中ではありますが、産業

界のニーズを十分把握するとともに、東九州自

動車道の整備進捗など物流を取り巻く状況の変

化も踏まえながら、所要の整備を進めてまいり

たいと考えております。

続きまして、エコクリーンプラザに関するお

尋ねであります。まず、告発についてでありま

す。県といたしましては、関係市町村長や地元
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住民の方々から、「徹底的に真相究明を図り、

法的に責任の所在を明らかにすべき」との意見

が強く出されていることを踏まえ、弁護士とも

相談し、２月16日の関係市町村長会議の場にお

きまして、刑事告発する考えを表明したところ

であります。今後、詳細な内容について弁護士

と詰めていくとともに、県警本部とも協議しな

がら、告発に向けた手続を進めてまいりたいと

考えております。なお、環境整備公社におきま

しても、損害賠償請求や告訴を行う予定と聞い

ております。

次に、公社の文書に関する問題であります。

公社におきましては、文書の決裁や保存に関す

る規定があり、当然ながら、これに沿った事務

処理がなされるべきであり、仮に意図的に文書

が破棄されているとすれば、法律に抵触する可

能性もあります。ただし、この場合は、私用文

書等毀棄罪や器物損壊罪として親告罪とされて

いることから、当事者である公社の告訴が必要

になると思われますので、法的な対応について

は、公社において適切に検討されるものと考え

ております。以上です。〔降壇〕

○副知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいた

します。

物流対策における産業界との連携についてで

あります。物流対策を進めるためには、産業界

と行政がそれぞれの役割を踏まえながら、連携

した取り組みを行う必要があります。このため

県では、現在、県工業会やＪＡ宮崎経済連を主

体に設置されております宮崎県物流問題懇話会

等に参加し、産業界との情報交換を重ねるとと

もに、本県の貨物の流れの実態把握などにおい

て、協力した取り組みを行っているところであ

ります。また、県の物流対策推進本部としまし

ても、荷主の代表として県工業会、ＪＡ宮崎経

済連を、また、運送事業者の代表として県ト

ラック協会、宮崎カーフェリー、ＪＲ貨物の方

々をお招きして意見交換を行うとともに、その

ほかの荷主や運送事業者の個別訪問も行い、貨

物の集約の可能性等についてヒアリング調査を

行ったところであります。県といたしまして

は、今後とも産業界との連携を強化するととも

に、事業者間の業種を超えた連携を促進するた

めの協議の場づくりや支援策の検討を行ってま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

定額給付金をめぐる市町村の動向についてで

あります。定額給付金につきましては、全国の

市町村で、地元で消費してもらうための取り組

みが進んでおります。本県でも、現時点で把握

しているところでは、都城市など４市４町で、

市町村と地元商工団体が連携して定額給付金の

給付時期と歩調を合わせて、いわゆる「プレミ

アムつきの地域商品券」を発売する予定である

と伺っているところでございます。以上であり

ます。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えいたします。

エコクリーンプラザみやざきの浸出水調整池

の補強工事についてであります。工法につきま

しては、コンクリート工学や地盤工学等の専門

家から成る外部調査委員会におきまして、浸出

水調整池の破損状況や地盤の状況の調査結果を

踏まえ、安全性の確保を最優先に慎重に検討を

進めていただいたところであります。その結

果、くい基礎補強工法が最も適切であると判断

され、宮崎県で想定される日向灘沖地震の大規

模地震に対しても十分に安全性が確保された工
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法として、提案されたところであります。今月

よりいよいよ工事が始まりますが、県といたし

ましても、この工事が円滑に進められますよ

う、支援体制を充実するなど積極的に支援して

まいる所存であります。

次に、施設周辺の環境整備についてでありま

す。このことにつきましては、各地元対策協議

会ごとに細目協定書を締結しまして、事業主体

となる県、市町、公社において各種事業に取り

組むとともに、毎年度、各協議会に対しまして

進捗状況の説明などを行っているところであり

ます。しかしながら、お話にありましたよう

に、地元住民の皆様方との信頼関係を確立する

ことが大変重要でありますので、これまで以上

に、進捗状況の確認や地元への説明に留意いた

しまして、誠意を持って対応してまいりたいと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、雇用調整助成金についてであります。

中小企業緊急雇用安定助成金を含めた雇用調整

助成金の本県における活用状況でありますが、

宮崎労働局によりますと、助成金の支給の前提

となる休業等実施計画の届け出は、ここ数年あ

りませんでしたが、昨年12月及び本年１月に46

事業所から届け出がなされており、対象者数

は6,086人となっております。また、助成金制度

につきましては、ホームページによる広報を行

うほか、宮崎労働局等と共同で、事業主団体に

助成金の積極的な活用について要請を行うとと

もに、事業主を対象とする説明会を実施するな

ど、関係機関とも連携しながら、周知に努めて

いるところであります。

次に、基金事業の活用及び事業の実施要件に

ついてであります。緊急雇用創出基金事業は、

短期の雇用・就業機会を提供することを目的と

しておりまして、事業の実施要件は、全体事業

費に占める人件費の割合が７割以上、新たに雇

用する労働者に占める失業者の割合がおおむね

４分の３以上、雇用・就業期間は、原則として

６カ月未満となっております。また、ふるさと

雇用基金事業は、継続的な雇用機会の創出を図

ることを目的としておりまして、事業の実施要

件は、全体事業費のうち、失業者に向けられる

人件費の割合が２分の１以上、雇用期間は原則

として１年以上とし、23年度まで更新すること

ができるなどとなっております。このようなこ

とから、それぞれの基金の趣旨を最も生かした

雇用創出効果の高い事業を実施してまいりたい

と考えております。

次に、雇用の見込みについてであります。雇

用の見込みにつきましては、22年度及び23年度

に実施する事業も考慮する必要がありますし、

市町村事業については、21年度実施事業を含め

て現在ヒアリングを行っているところでもあり

ますので、現時点では把握できておりません。

なお、国の設定基準を用いて試算しますと、今

後３年間で、通年ベースの雇用として、ふるさ

と雇用基金事業で約2,500人、緊急雇用創出基金

事業で約1,000人の雇用を生み出せるものと考え

ております。

次に、基金事業の求職者への周知についてで

あります。今回の２つの基金事業は、厳しい雇

用情勢の中で、できるだけ多くの方に雇用の機

会を提供することを目的としております。この

ため、市町村や労働局、各ハローワークと十分

な連携をとりながら、求職者だけではなく、幅

広く県民の皆様への周知に努めてまいりたいと

考えております。

次に、エコカー等の関連企業誘致についてで
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あります。地球環境問題への関心の高まりや、

昨年の燃油の高騰などにより、ハイブリッドカ

ーや電気自動車などのエコカーと呼ばれる低燃

費・低公害車、またこれに関連して、車に搭載

できる２次電池や燃料電池などの次世代電池へ

の社会的関心が高まっております。このような

状況の中、自動車メーカーにおきましては、世

界的な景気悪化の中でも、ハイブリッドカーや

電気自動車の販売強化の動きや、これにあわせ

て、自動車メーカー及び関連企業等において次

世代電池の開発のスピードが速まっておりま

す。本県といたしましては、このような業界の

動きを受け、昨年８月に配置しました企業誘致

コーディネーターや県外事務所と連携して、関

連企業の情報収集や企業訪問を行ってきている

ところでありますが、今後とも引き続き、企業

や業界の情報収集を積極的に行いまして、戦略

的な企業誘致活動を展開してまいりたいと考え

ております。以上でございます。〔降壇〕

○農政水産部長（後藤仁俊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、ハウス園芸に太陽光発電を導入する取

り組みについてでございます。環境に優しい農

業への取り組みが強く求められる中で、中長期

的な観点から、これまでの化石燃料に依存した

生産体制からの転換が重要であると考えており

ます。現在、代替エネルギーといたしまして

は、県内で実証取り組み中の木質や畜ふんバイ

オマスのほか、地熱、太陽熱、太陽光発電等が

考えられます。御質問の施設園芸部門での加温

用としての太陽光発電の活用につきましては、

使用時期が冬場に、そして使用時間が夜間に限

られることなどにより、現時点では実用化には

至っておりません。したがいまして、今後は、

蓄電システム等の技術開発の動向も踏まえなが

ら、農業部門への導入の可能性につきまして研

究してまいりたいと考えております。

次に、農地改革プランに基づく本県農業の変

化についてでございます。国の農地改革プラン

は、農業生産・経営の基礎的な資源である農地

を確保し、その有効活用を図ることにより、食

料供給力を強化することを目的として、抜本的

に農地制度を見直すものであります。この見直

しにおいては、農地転用規制の厳格化や耕作放

棄地対策の強化等により農地の確保を図る一方

で、農業生産法人以外の一般の法人に貸借によ

る農業参入を認めるとともに、農地の所有者か

ら委任を受け、面的にまとめて農地を貸し付け

る面的集積組織を全市町村に整備することとさ

れております。このような農地改革プランの実

施により、今後、さらに大規模農業法人の育成

や集落営農の組織化が促進されまして、高齢農

業者や小規模農家等が参画できる地域農業へと

変化していくものと考えております。県といた

しましては、この改革を担い手育成のための支

援策として十分に活用し、限りある農業資源で

ある農地の確保、有効利用を図ることで、本県

農業の振興を図ってまいる所存であります。以

上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

公立学校への太陽光発電導入へ向けての取り

組みについてであります。本県の公立学校にお

ける太陽光発電につきましては、国の補助事業

であるエコスクールパイロット・モデル事業の

認定基準であります出力10キロワット以上の設

備について申し上げますと、本年２月末時点

で、市町村立の小中学校におきましては８校、

県立学校におきましては２校で導入していると

ころであります。現在、校庭の芝生化や内装の
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木質化など環境に配慮した学校施設の整備や、

それらの環境教育への活用が図られているとこ

ろでありますが、太陽光発電につきましても、

国のモデル事業の活用など学校における望まし

い導入のあり方を見きわめながら、取り組みを

進めてまいりたいと存じます。以上でありま

す。〔降壇〕

○長友安弘議員 時間がなくなりましたけれど

も、時間の許す限りお尋ねをしていきます。

まず、給付金の件でありますけれども、宮崎

県には事務費として250万円ぐらいしか来ていな

いという話でありますけれども、福岡県は、地

域振興を図るために１億5,000万円ぐらいの予算

を計上しまして、各市町村がプレミアムつき商

品券等を発行する場合に、その印刷費に係る事

務経費等を支援することを決めたんです。とに

かくバックアップしていこうとやっておりま

す。本県も何らかそういうバックアップをすべ

きではないかと思いますけれども、もう一度知

事にお伺いをしたいと思います。

○知事（東国原英夫君） 商品券事業は、自分

の店や加盟店に対して、消費者が継続的に利用

していただくよう、大型量販店など多くの企

業、団体等で発行されております。本県におき

ましても既に23の市町村において、商工会等が

独自の工夫をしながら地域限定の商品券を発行

し、地域の活性化につなげておるところでござ

います。このため、新たに商品券を発行しよう

とする商工会等に対しましては、他団体等の先

進事例の情報提供や助言をすることで支援して

まいりたいと考えております。

○長友安弘議員 予算は全くつかないというこ

とでありますけれども、できる限りの応援をし

ていただきたいと思います。

次に、セーフティネット貸付について知事に

再質問いたしますけれども、実績は220億円ぐら

いになった、こういう旨の答弁がありました。

しかし、お手元のもう一枚の資料を見ていただ

きますと、これは２月26日までの累計で、先ほ

どのお答えよりかちょっと低いんですけれど

も、実績の低さというのは、九州では一番悪い

んです。全国的に言っても、鳥取県に次いで下

から２番目なんです。20兆円の保証枠といいま

すと、本来ならば、本県も2,000億円ぐらいの枠

はあるはずなんです。そのことと同時に、その

ページの資料を見てもらいますと、本県の中小

企業者の数は４万1,473社、そのうち小規模企業

が３万6,787社あります。先ほど申し上げました

が、中小企業構成比99.9％、そこに働いている

人の数は22万5,581人であります。うち常用雇用

者が18万4,320人、さらに小規模企業の常用雇用

者になりますと５万9,242人というこで、これ

は、各県のデータと比べてみますと、いかに本

県の中小企業者が雇用を支え頑張っているかと

いうことが見えてくる数値なんです。しかしな

がら、融資の件数、融資額とも建設業者の方々

が35％程度を占めております。建設業者の厳し

さがわかります。それと同時に、残り少ない枠

に卸売・小売業を初め製造・サービス業、運送

業等がしのぎを削るわけです。保証協会、ある

いはそれ以前に銀行の窓口等ではねられている

という実態もよく調べないといけないわけで

す。調査をしていただきたい。できれば借金を

しないほうがいいわけです。しかしながら、今

は大変な危機でありますので、今のような状況

で本県を支えている中小企業、産業は守れるの

かというのが私は心配であるわけです。危機感

を持ってもう一歩の取り組みをお願いできない

のか。これは知事にお尋ねをいたします。

○知事（東国原英夫君） 全国の緊急保証制度
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の利用状況というのは、２月25日現在で、20兆

円の枠に対し６兆8,599億円であり、十分な保証

枠が確保されておると考えております。このた

め、この保証制度が十分活用されるよう、資金

需要等の動向を見ながら適切に対応してまいり

たいと考えております。

○長友安弘議員 私は、中小企業が安泰ならば

いいわけですけれども、ひょっとして、銀行等

にも借りられないような状況で消費者金融等に

手を出している。そっちの事態のほうが大き

かったりすると大変なものですから、これはよ

くよく見きわめながら進めていただきたいなと

いう気がいたします。

それから次に、農政水産部長にお尋ねいたし

ますけれども、ソーラーフロンティア構想。本

県のハウス園芸農家戸数は6,465戸、総面積は１

万8,030ヘクタールとなっております。これらの

ハウスで主要な園芸作物生産に使用される燃油

は、年間約10万キロリットルと言われておりま

す。ちなみに、二酸化炭素排出量は27万1,000ト

ンということで想像がつきませんけれども、こ

のコスト削減の究極というのは、やっぱり太陽

光、太陽熱の活用しかないと思われます。太陽

熱を利用したハウス園芸に関するモデル事業も

ＮＥＤＯの事業として行われておりますし、太

陽光発電の場合には、今のところは、それを売

電しないとしようがないわけです。売電をして

夜間に電力を買うということで、まだ技術的に

は大変だという答えが先ほどありましたけれど

も、これこそ、二酸化炭素も出さないし、本当

に無限にあるエネルギーじゃないかと思います

ので、ぜひともこれは、まずモデル事業等を大

いに導入し、支援を行っていただきたい。支援

を行う研究の分野を広げていただきたい。ま

た、広げておくべきだと思いますけれども、農

政水産部長の見解をお尋ねいたします。

○農政水産部長（後藤仁俊君） 昨年６月に設

置いたしました農水産業温暖化研究センターに

おきましては、影響緩和対策等の研究開発の一

環として、民間企業から公募のあった、地熱を

利用したヒートポンプによる温室暖房の技術開

発プロジェクトに現在取り組んでおります。地

熱利用を初め、太陽光や太陽熱などの自然エネ

ルギーの活用は、ＣＯ２削減等による環境に優し

い農業を推進する上で大変重要だと考えており

ます。最近、民間企業等においても農業分野で

の技術の応用、開発の検討の関心が高まってお

りますので、今後、本県の特性を生かした産学

官連携による研究テーマとして、太陽光等につ

いても検討してまいりたいと存じます。以上で

す。

○長友安弘議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。

物流について県土整備部長にお尋ねいたしま

す。本県には３つの重要港湾があります。しか

しながら、代表質問では、細島港の整備と志布

志道路の整備が同時に競われたということがあ

りました。選択と集中が大事だという指摘がご

ざいます。競争に打ち勝つ港湾の特化の問題が

指摘されておりますけれども、今後の重要港湾

の整備方針について、県土整備部長にお尋ねし

ます。

○県土整備部長（山田康夫君） 本県の重要港

湾につきましては、県北には、九州の扇のかな

めとして本県外国貿易の拠点港となる細島港

を、県央には、宮崎の海の玄関口として南九州

の物流拠点港となる宮崎港を、また県南には、

県南地域の物流拠点港として油津港を、それぞ

れ位置づけまして整備を図ってきたところであ

ります。これらの港は、それぞれの背後圏にお
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いて企業立地や雇用創出に寄与するなど、産業

や経済を支える重要な役割も果たしてきており

ます。これからの港湾整備のあり方につきまし

ては、このような各港湾の特徴を生かすととも

に、地球環境問題を背景とするモーダルシフト

の進展や、九州各県と結ぶ高速交通網の形成に

伴う、隣県も含めた広域的な物流環境の変化も

視野に入れまして、今後検討してまいりたいと

存じます。

○長友安弘議員 ぜひとも、港湾の整備という

ものが物流の発展につながるようにお願いして

おきたいと思います。

同じく物流問題で、国道10号線についてであ

ります。東九州自動車道がようやくめどが立っ

てまいりました。大分県とか、私は香川県にも

行きましたけれども、そこの道路整備というの

を見ると、本当に驚くべき感があるわけでござ

います。したがいまして、そういう高速道路の

整備とあわせて、国道10号線の４車線化も非常

に重要なことじゃないかと思いますけれども、

今後の国の動向とか県の方針につきまして、４

車線化についての見解をお尋ねしたいと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 物流の効率化

を図るためには、物流拠点と効率的、効果的に

連絡をします幹線道路網を形成することが重要

であると考えております。このようなことか

ら、東九州自動車道などの高速道路や国道10号

など直轄国道の整備促進を国に働きかけてきた

ところであります。国道10号につきましては、

交通混雑の解消、交通安全の確保などの観点か

ら、現在、門川町加草―日向市平岩間、新富町

日置―宮崎市佐土原町下田島間の４車線化な

ど、整備効果の高いところから順次改築が進め

られております。一方、現在、国会で審議中の

来年度予算におきましては、直轄事業費につい

ては前年度比マイナス12％と、大変厳しい内容

となっておりますが、県といたしましては、今

後とも、直轄事業も含めました道路予算の確保

や事業中区間の早期完成を国に強く働きかけて

まいりたいと存じます。

○長友安弘議員 よろしくお願いします。

最後になりますけれども、エコクリーンプラ

ザみやざき問題について、環境森林部長にお尋

ねいたします。環境省の回答によりますと、法

第15条の16に基づく知事の委任事務、「公社が

行う建設、改良、維持管理の適正な運営の確保

をしなくてはならない」。また、法第８条、

第15条の規定に基づく市長の権限としまして

は、「構造及び維持管理に関する指導監督をや

らなければならない」。少し違いはありますけ

れども、工事が不備であった点、あるいは構造

の破損していた点、そしてまた維持管理が本当

に適正に行われていなかった。こういう点等に

おいて両者とも責任は免れないと思いますけれ

ども、この回答をどう解釈されるのか、お尋ね

いたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） 廃棄物処理法

上は、県は、廃棄物処理センターの指定を受け

た公社に対する監督責任があるものと考えてお

ります。ただ、今回の環境省からの回答文書で

は、この監督責任につきまして具体的な内容ま

で明示されておりませんので、今後、他県の状

況調査や法律の専門家との協議等を行いまし

て、さらなる検討を行っていきたいと考えてお

ります。なお、宮崎市につきましては、廃棄物

処理法の規定に基づく施設の設置許可権者とし

ての指導監督責任があるものと考えておりま

す。

○長友安弘議員 時間が参りましたので、以上
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で質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○坂口博美議長 次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） いよいよ最

後になりました。お疲れでしょうけれども、し

ばし、おつき合いをお願いいたします。

最初に、世界金融危機の今後についてお聞き

したいと思います。

私は何年も、それこそ10年ぐらい前から、規

制緩和はいかん、構造改革はいかん、グローバ

ルスタンダードはだめだと、ずっと言ってまい

りました。この新自由主義経済がついにデッド

ロックに陥ってしまいました。私は、これをか

ねてから予測していたわけではありません。た

だ、経済が主人で人間が家来のような、こうい

う考え方はおかしいとずっと思っておりまし

た。やっぱり見たこっちゃない、そういう思い

であります。本当に新自由主義経済によって失

われたものは大きいものがあります。特に人と

人とのつながりをばらばらにしてしまいまし

た。これは日本人が最も大切にしていたもので

あります。

では、世界金融危機の今後は一体どうなるの

か。ルネサンスから産業革命、そして植民地主

義、そしてまた新自由主義と流れてきた西洋の

覇権主義が、今や来るところまで来たのではな

いか、そういう思いであります。そして今、歴

史的な大転換点を迎えているのではないかと私

は思うのであります。新しいパラダイムが生ま

れるときが来ているのではないでしょうか。パ

ラダイムというのは、社会的、思想的な枠組

み、そういう意味らしいですけれども―パラ

ダイムが来ているんじゃないかというふうに

思っております。それは、物を中心とした西洋

の覇権主義から、心を中心とした東洋の共生・

共栄の思想が取ってかわるべきときが来ている

のではないかということであります。そして、

日本こそ、その中心的役割を果たさなければな

らぬときではないかと思っているのでありま

す。

皆さん、御存じでありましょうか。英国ＢＢ

Ｃとアメリカのメリーランド大学との、世界33

カ国４万人を対象とした共同調査、世界に最も

よい影響を与える国、それはどこか。それで実

は日本が３年連続トップであります。日本も捨

てたものじゃないんです。それからもう一つ、

歴史家トインビーやハンチントンは、「日本文

明は世界八大文明の中の一つである」と言って

おります。かつて地球上には―何千年前、何

万年前でしょうね―何百という文化文明が

あった。それが歴史とともに集約されて、今、

八大文明になっている。韓国もベトナムもカン

ボジアも中国文明の一つであります。あのアメ

リカ文明でさえもヨーロッパ文明の一つ。とこ

ろが、日本はこんな小さいんだけれども、一文

明、一大文明だと。私が言っているんじゃな

い、ハンチントンやトインビーが言っている。

そのぐらい日本の文明はオリジナルなんです。

重要なんです。私が言っているんじゃないんで

す。我々日本人は、日本の歴史、伝統に対して

誇りを持たなきゃならぬ、私はそう思います。

そして、リーダーシップを今こそ発揮しなきゃ

ならぬと思うのであります。それで、知事にお

伺いしたいと思います。「政治家は先見性を持

たなきゃならぬ」と、いつも言われております

が、知事の先見性を問いたい。よろしくお願い

いたします。

では今、この日本において国民は何を一体望

んでいるんだろうか。別に私はアンケートを

とったわけじゃありません。しかし今、日本の
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国民が一番望んでいるのは「安定」じゃない

か。安定した生活を望んでおるんじゃないか。

このごろ江戸時代が見直されております。今あ

る日本の文化のほとんどは、江戸時代に完成さ

れたものであります。文化が完成するというこ

とは、心に余裕があるということであります。

江戸時代の人が、では経済的に余裕があったの

かということであります。この小さな島国であ

ります。しかも鎖国状態、自給自足でありま

す。決して経済的に豊かではありませんでし

た。しかし、心には余裕があった。なぜか。そ

れは安定していたからなんです。貧しくとも安

定している、これが心の余裕を生むのでありま

す。庶民は決してぜいたくな生活を望んでいる

んじゃない。それ以上に安定した生活を望んで

いると私は思うのであります。今の状態で

は、10年先どうなるのか、我々の老後は一体ど

うなるのか、さっぱりわからん。そういう見通

しが立てられるということが大切なことではな

いかと思っておるのであります。そのために

は、北欧などがとっている福祉主義社会を目指

すべきではないか。社会主義社会とも言います

けれども、福祉を中心とした社会。国民負担率

が70％。しかし、ゆりかごから墓場まで国家が

面倒を見る。そして日本は、成長期はもう過ぎ

た。日本自体の青年時代は過ぎた。既に中年期

に入っている。安定期に入っている。そういう

意味からしても、福祉主義の社会を目指すべき

ではないか。すなわち、小さな政府から大きな

政府への転換であります。知事のお考えをお聞

かせ願いたいと思います。

次に、自殺の原因と対策についてでありま

す。

宮崎県の行動計画を見ますと、よくできてお

りまして、私はこれはやめようかと思ったんで

すが、少し自分自身考えるところがありまし

て、やってみようと思いました。自殺する人た

ちは極度に孤独な状態に陥っておりまして、精

神的に自分がよって立つところがなくなってし

まう、それがゆえに最後は自殺してしまうので

あります。ですから、人と人との交わりの少な

い大都会でこそ自殺率は高いんじゃないかと、

私は常々思っておりましたら、何のことはな

い、この宮崎県が全国第２位というと、何でだ

ろうと。人情の機微はあるし、自然は豊かだ

し、どうしてだろうと思ったのであります。

実は、私はこんな顔をしておりますが、若い

とき、高校時代から、人間は何のために生きて

いるのかということを悩んで苦しんで、いつも

真っ暗な顔をして、自殺一歩手前じゃないけ

ど、うつ病のような状態になって、見るもの聞

くものすべてが灰色という状況がありました。

いろんな哲学の本を読んだり、あるいは宗教の

ところに訪ねていったり、いろいろやりました

が、結局、２年間、世界60カ国をずっと旅して

歩いて、やっと吹っ切れたというところなんで

すね。地球の大きさが大体このくらいだなとい

うのがわかったということと、日本がだめなら

ほかのところもあるじゃないか、ほかの生き方

もあるじゃないかという、チャランポランとい

うか、ある意味ではたくましいというか、そう

いう感覚をかち取ることができたというのが大

きな原因じゃないかと私は思っております。

ですから、私は、若いときには二度と戻りた

くない。みんな青春時代とか言うけど、私は青

春時代はもういいと。そういう個人的な経験で

ありますが、私の経験からすると、自殺する人

というのは、世の中をはかなむというか、自殺

願望がＤＮＡとしてあるんじゃないのか。それ

が、あるときたまたま、破産とか倒産とかでス
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イッチが入ってということじゃないか。これは

あくまでも私の経験だから、そうじゃないのか

という気がしておるわけですが、そうじゃない

ということもあると思います。ただ、うつ病に

なりやすい性格というのは、きちょうめん、生

まじめ、仕事熱心な人だと言われております。

まさしく私であります。自殺の多い県の上位を

見ますと、秋田とか青森とか、東北の県が入っ

ております。いかにも生まじめな県であります

が、宮崎県人もまたそうなのかもしれません。

そこで質問でありますが、宮崎県における自殺

の特徴的なことは何なのか、お聞かせ願いたい

と思います。

次に、自殺予防のためには、社会に対する働

きかけと個人に対する働きかけの両側面からの

対策が必要だそうでありますが、宮崎県独自の

対策があればお聞かせ願いたいと思います。福

祉保健部長にお聞きいたします。

それから、私の経験からしますと、チャラン

ポランというとちょっと語弊がありますけれど

も、こんな生き方しかないと決めつけるのでは

なくて、もっとほかにも生き方があるんだよ

と、そういう生き方を小さいころから教育とし

てやる必要があるんじゃないのかなと思うので

ありますが、教育長の御見解をお聞かせくださ

い。

次に、バリューエンジニアリングについてで

あります。

バリューエンジニアリングについては、皆さ

んお聞きになった方も多いのではないかと思い

ます。私は昨年、８月に速読術という講座に出

まして、そのときに読書仲間から、「「ワンラ

ンク上の問題解決の技術」という本があるが、

それを読んでみなさい、いい本だから」と薦め

られましたが、それの中身が実はバリューエン

ジニアリングだったわけであります。これは、

土木建設におけるコスト削減の技術というふう

に、皆さん大体理解しているかもしれません

が、実はそうではないんですね。バリューエン

ジニアリングが生まれたいきさつというのは、

アメリカのゼネラル・エレクトリック社で、ア

スベストが古くなっておりまして、これを交換

する必要があった。ところが、アスベストを幾

ら探しても見つからん。だれかが、「アスベス

トは何のために必要なんですか」と聞いたとき

に、バリューエンジニアリングを開発したマイ

ルズ氏は、「そうだ、自分たちが探しているの

は、アスベストではなくて、燃えない材料であ

ればいいんだ」と。つまり、物そのものからア

プローチするのではなくて、物の機能からアプ

ローチする、そういう方法を思いついた。それ

がバリューエンジニアリングの始まりでありま

した。そういうことでありますから、バリュー

エンジニアリングというのは、単に土木建設に

おけるコスト削減のための技術ではなくて、あ

りとあらゆる問題を解決することができる技術

だそうであります。このバリューエンジニアリ

ングを利用すれば、我々の選挙対策もできる、

また今の延岡病院の問題解決もできる、そうい

う方法だそうであります。ＩＥ、ＱＣに続く20

世紀における三大管理技術と言われているそう

であります。知事はバリューエンジニアリング

についてどのようにお考えか、お聞かせ願いた

いと思います。

次に、我が国では1997年に、「公共工事コス

ト縮減対策に関する行動指針」が閣議決定さ

れ、バリューエンジニアリングを全国で促進す

ることとなっております。全国で導入している

県はまだ少ないのでありますが、我が宮崎県で

は既に導入しております。県土整備部が導入し
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ているわけであります。そこで、過去、実績と

して何件の工事が対象となったのか、また、ど

のくらいコスト削減をすることができたのか、

お聞かせ願いたいと思います。

次に、バリューエンジニアリングのワーク

ショップというと、大体５日間ほどかかるそう

でありますが、我が県では２日間の講習をやっ

ております。そして、バリューエンジニアリン

グリーダーを養成しております。先日、清武の

建設技術センターで行われたばかりであります

が、私も最初の総論の部分だけ聞かせていただ

きました。そこで質問ですが、実績として、過

去何人のバリューエンジニアリングリーダーが

県庁に育っておられるのか、お聞かせ願いたい

と思います。また、年２回というのは少々少な

い気がしますが、ふやすつもりはないのか、お

伺いいたします。

また、隣県の大分県では大変進んでおりまし

て、バリューエンジニアリングスペシャリスト

を昨年１人輩出したそうであります。これは全

国でもまだまだ珍しいそうであります。我が宮

崎県でもスペシャリストを養成するつもりはな

いのか。以上、県土整備部長にお伺いいたしま

す。

次に、流通対策・逆転の発想についてであり

ます。

この話は、私は一度この本議会でもしたこと

があります。そして、この前は、旭化成の水永

県工業会会長を招いて我が自民党の勉強会をし

たときに、この話を披瀝いたしました。そのと

き水永会長から、「目からうろこですね」と褒

め言葉をいただいたものですから、逆転の発想

を推奨される知事だったら、この話はわかるん

じゃないのかと思いまして、もう一度ここで披

瀝させていただきたいと思います。

宮崎は東京や大阪から非常に遠い距離にあり

ます。したがって、物を持って行くのに、また

持って帰るのに時間がかかるし、コストもかか

る。物流対策は、昔から宮崎にとって大きな課

題であります。そこで、あるとき、こんな話を

お聞きしました。中国では、ネギなど野菜を日

本に輸出するときに、泥のついたまま船に積み

込むそうであります。そして、日本に着くまで

にその泥をきれいに洗って製品化して、港に着

いたら、それをそのまま市場に持って行く。そ

ういうことをやっている。今でもやっているか

どうかわかりませんが、やっていたそうであり

ます。これは日本までかかる時間を利用してい

るわけであります。

私は、これをヒントに、宮崎から東京、大阪

までにかかる時間を何か利用できないものかな

と考えた次第であります。視察に行ったとき

に、たしか秋田かどこかだったと思うんです

が、ある協同組合が有機野菜を農家から仕入れ

まして、それを調理用にざくざく切り、そして

真空パックにするんです。切ってしまうもので

すから、曲がっているものや虫が食っているな

んていうのも、とってしまえば全部使えるわけ

です。それを契約したホテルとか学校に届け

る、こういうことをやっているわけです。この

２つを１つにしたらどうだろうか、こう考えた

わけです。我が宮崎県が誇る無農薬・有機野菜

を泥のついたまま船に持ち込む。そして、東京

あるいは大阪に着くまでにそれをざくざく調理

用に切って、そして真空パックする。港に着い

たら、そのまま、契約したホテルや学校に届け

る。そうすれば持って行く時間を有効に使うこ

とができる。そして、何人か雇用できる。ま

た、農家も安定した収入を得ることができる。

しかも、今はやりの安全・安心を優先する時代
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の風潮にもマッチしている。では、帰りの便は

どうするか。空便ではもったいない。すると、

丸山議員がアイデアを出しました。東京や大阪

では残り物が多い。これを処理するのに困って

いる。それを宮崎に持って帰る間に乾燥させて

家畜の飼料にしたらどうか、そういうアイデア

であります。こうなれば完璧でありまして、農

商工連携であります。弱点を長所に変える、こ

れこそが逆転の発想であります。私のアイデア

に別にこだわることはないんですが、輸送時間

がかかる、これを逆手にとる、これが逆転の発

想。これでなければ、幾ら高速道路が走って

も、何時間も短縮できるわけがない。このかか

る時間を何とか利用する、それを考えてみたら

どうか。知事のお考えをお聞かせください。

それから、県立延岡病院についてでありま

す。

県立延岡病院については、いろいろ質問がな

されました。もう一度、問題を整理してみたい

と思います。小泉さんが構造改革によって医療

費削減をやった。そして、医師の数は限定され

た。加えて、臨床研修制度によって、今まで大

学の医局が研修医をあっち行けこっち行けと割

り振っていたものを、自由にした。こういうこ

とをやってしまったものですから、医者獲得の

自由競争になってしまった。そうすると、条件

のいいところがみんな持って行く。結局、大都

会のほうに医者が流れてしまった。弱肉強食の

生存競争に負けそうなのが、実は延岡の県立病

院であります。

問題点をもう一度整理してみますと、１次医

療は、そもそも市町村が面倒を見なければなり

ません。ところが、救急だけをとっても、延岡

病院には宮崎病院の約２倍の１次医療の患者が

来ております。これがお医者さんたちを疲労こ

んぱいさせて、もう延岡病院に行くのは嫌だ、

あそこへ行きたくないという原因になっており

ます。では、なぜこんなに延岡病院だけ１次医

療の患者が多いのかといえば、延岡市が運営す

る夜間急病センターが、金曜日を除いて夜７時

半から夜11時までしか開いていない。ですか

ら、みんな県病院にやってくるわけでありま

す。それが大きな原因だということはわかるの

であります。では、宮崎も都城も１次医療の夜

間急病センターが夜７時から翌朝の７時まで365

日やっているのに、延岡だけはそれがなぜでき

ないのか。日南でさえも７月からやると―失

礼しました―日南もやると言っております。

それなのになぜ延岡はできないのかということ

であります。

先日、我々は延岡医師会の先生たちと意見交

換会を持ちました。そこでわかったことは、延

岡医師会も目いっぱい努力しているということ

でありました。逆さに振っても鼻血も出ない、

そのぐらい頑張っている。都城と延岡の医者の

数は、10万人に対する比率としてはほとんど差

がありません。では、なぜ都城にできて延岡に

できないのか。それはどうも延岡のロケーショ

ンに問題がありそうであります。医者に余裕の

ある宮崎から都城に応援に行くのに、１時間

ちょっとで行けます。ところが、延岡まで行く

と、片道２時間は優にかかります。往復に４時

間、これがネックになっているのではないかと

私は思います。それならそれで何とか工夫を凝

らすべきであります。例えば、お医者さんをヘ

リコプターで送り迎えするとか、お医者さんが

ベッドに寝たまま送り迎えするとか、それは一

つのアイデアですよ。何か考えないかん。さっ

きのバリューエンジニアリングでやれば、いい

アイデアが出るかもしれません。延岡市は１次
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医療に対する拠出金を都城市の３分の１しか出

していないようであります。やはりある程度、

物を出すところは延岡市も出してもらわないか

んというところでありますが、そのあたりをも

う一度検討していただけないかと思うのであり

ます。病院局長、よろしくお願いいたします。

以上、演壇での質問を終わります。（拍手）

〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

「知事の先見性はどうですか」と問われて

も、どうお答えしていいのか答えに窮するとこ

ろであります。先見性、そして福祉主義社会に

ついての私の思いの一端を述べさせていただき

たいと思います。私は、ＷＢＣ日本代表の今回

の戦い方とチーム構成に、これからの日本の進

むべき道のヒントが示されているのではないか

と考えております。日本人というのは、決して

体は大きくありません。パワーも欧米人にはか

ないません。しかし、俊敏な動きや小わざのう

まさに象徴される技術力、統率のとれた組織

力、チームのために自己を犠牲にできる精神、

創意工夫、発想力、忍耐力など、他国にまさる

特徴、武器があります。そのような長所を生か

して、決して派手ではないが着実に勝ちをおさ

めていくのが、これからの日本の行き方だと思

うのであります。国際社会との闘いの舞台が、

スポーツであれ経済であれ、同じであると考え

ております。日本人特有の勤勉さや規律正し

さ、礼節を重んじ和をとうとぶ精神など、これ

らの日本人ならではの個性や持ち味を、私たち

は決して軽んじてはいけませんし、欧米にあこ

がれることも、こびることも決して必要ありま

せん。こうした日本人の精神のありようこそ

が、これからの激動の時代にあって、私たちの

支えになるものだと信じております。

今週に入りまして日米ともに株価が大幅に下

落するなど、世界的な金融危機が今も懸念され

る状況であります。私は、今後とも、世界各国

が協調して、国際経済・金融システムの維持・

安定化に向けた努力がなされるものと考えてお

りますし、過去の歴史を見れば、景気というも

のは、数年のうちには必ず回復するものだと

思っております。ただ、こうした中で、ここの

ところの行き過ぎたアメリカ型の市場原理主

義、強欲資本主義による経済金融危機の状況を

見ておりますと、市場での自由な競争は担保さ

れなければなりませんが、セーフティネットが

機能し、富の再配分システムや再チャレンジが

可能な社会システムが整備された、新たな日本

型の社会経済体制を構築していく必要があるの

ではないかと感じているところであります。ま

た、勤勉さと規律正しさ、礼節を重んじ和をと

うとぶ精神、側隠の情など、日本ならではのよ

さを生かした社会づくり、ものづくり立国を目

指すべきだと考えます。経済成長の方向性とい

うものは変わらないと思いますが、世界に類を

見ない少子高齢・人口減少社会が到来する中

で、高福祉高負担の社会を目指すのか、あるい

は日本型の中福祉中負担の社会を目指すのかと

いった社会のあり方について、もっと議論がな

されなければならないと感じているところであ

ります。

続きまして、ＶＥについてであります。Ｖ

Ｅ、つまりバリューエンジニアリングとは、製

品やサービスの価値を、それが果たすべき機能

とそのためのコストとの関係で把握し、システ

ム化された手順によって、価値の向上を図るも

のと承知いたしております。行政運営に当たり

ましては、最小の経費で最大の効果が上げられ
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るよう努める必要があり、そういった視点から

も、現在導入している設計ＶＥについて、他の

業務にも活用できないかどうかも含めて、その

成果を検証してまいりたいと考えておるところ

でございます。

続きまして、物流の効率化のための新たな発

想による取り組みについてであります。大消費

地から遠隔地にある本県は、輸送に時間やコス

トがかかり、不利な条件にあることは十分認識

しております。御質問にありました、輸送時間

を利用して農産物の加工等を行い、付加価値を

つけるといった取り組みにつきましては、船舶

等輸送手段の構造改良や、衛生面やコストの問

題等、解決すべき課題が数多くあると思ってお

ります。しかしながら、不利な条件を克服し、

物流の効率化を図っていくことは、本県にとっ

て大変重要な課題でありますので、関係機関・

団体と十分協議し、マイナス面をプラスに変え

る逆転の発想で知恵を出し合い、本県農産物に

とって理想的な物流体制が確立できるよう検討

してまいりたいと考えております。以上です。

〔降壇〕

○福祉保健部長（宮本 尊君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、本県の自殺死亡率が高い原因について

であります。本県の自殺の特徴的な原因を特定

するということは難しいものがありますが、一

般的には、健康問題、経済問題、家庭問題など

が挙げられております。また、本県が平成17年

度に実施した、「こころの健康アンケート調

査」によりますと、例えば、助けを求めること

への恥ずかしさを強く感じる人ほど自殺願望が

強いという結果が出ているところであり、そう

いうことも関係しているのではないかと思って

おります。県としましては、ことし２月に官民

一体となって自殺対策行動計画を策定し、「自

殺は、その多くが防ぐことができる社会的な問

題である」という基本認識のもと、情報提供や

普及啓発の推進、人材の育成、相談窓口の充実

など、積極的に取り組むこととしたところであ

ります。

次に、今後の自殺対策への取り組みについて

であります。自殺は、人間関係や病気などさま

ざまな悩みが原因で心理的に追い詰められ、自

殺以外の選択肢が考えられない状態に陥ってし

まったり、地域社会や家庭・職場とのつながり

の喪失や希薄さから、孤立感や絶望感にとらわ

れてしまった結果であると言われております。

また、自殺に追い込まれる過程では、不眠や原

因不明の体調不良などの「自殺のサイン」を発

しているとも言われております。このため、家

族、同僚などの周囲の人々がこのサインに気づ

き、適切な支援ができるようにすることが重要

であり、県民一人一人が命の大切さを認識し、

自殺に対する正しい理解を深め、互いに心を通

わせるような地域づくりを目指して取り組んで

まいりたいと考えております。以上でありま

す。〔降壇〕

○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

まず、設計ＶＥについてであります。公共事

業における設計ＶＥは、事業の実施に当たり、

コスト縮減等の効果が最も高いとされる計画、

設計の段階におきまして、各分野の専門家等か

ら成る検討チームを組織します。そして、設計

の改善、見直しを行うものでありまして、本県

では平成18年度から取り組んできたところであ

ります。これまでに３カ所で実施しておりまし

て、このうち延岡市の愛宕通線橋梁工事の岡富

橋につきましては、仮設計画の見直し等によ
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り、概算設計額で約３億円のコスト縮減が見込

まれております。また、今年度は、えびの市の

国道447号真幸バイパスにおいて実施していると

ころであります。

次に、設計ＶＥの研修会とＶＥリーダーにつ

いてであります。設計ＶＥの職員研修につきま

しては、平成16年度から、県及び市町村の技術

職員を対象として、概要を理解するための研修

会と実践演習を中心とした研修会を毎年開催し

ておりまして、県職員のＶＥリーダーは現在20

人となっております。設計ＶＥに関する手法

は、公共事業の執行に当たりまして全国的にも

活用されておりますことから、今後とも、研修

を通して職員の技術力の向上とＶＥの浸透に努

めてまいりたいと考えております。

最後に、ＶＥスペシャリストについてであり

ます。設計ＶＥは、公共事業におけるコスト縮

減を図るための有効な手法の一つであると考え

ております。このＶＥに関する資格といたしま

しては、リーダーとして必要な基礎知識を有す

るＶＥリーダーや、活動の責任者となり得る、

御指摘のＶＥスペシャリスト等があります。県

土整備部といたしましては、建設技術センター

での研修や、設計ＶＥの実施による職場研修を

通して、ＶＥ活動に必要な知識や技術の浸透を

図り、ＶＥスペシャリストの養成を促進してま

いりたいと考えております。以上でございま

す。〔降壇〕

○病院局長（甲斐景早文君）〔登壇〕 お答え

いたします。

延岡の地理的不利を克服するための検討であ

ろうかというふうに存じますが、宮崎大学の医

局を中心に考えますと、延岡は遠隔地であるこ

とから不利な条件となっておりますことは、私

も認識いたしておるところであります。県立延

岡病院の場合は、ただいまの議員の御指摘にあ

りますように、車の移動ですと片道２時間、往

復にしますと４時間以上かかっておりますが、

こういう移動にかかる時間の短縮化、あるいは

応援医師の身体的負担等を考えまして、交通手

段については、ＪＲ特急の利用を基本に、緊急

の場合は駅までのアクセスにタクシー利用の提

供を認めるなど、きめ細かな対応を開始したと

ころであります。２次・３次医療を担う県立延

岡病院及び初期救急医療を担う延岡市夜間急病

センターへの応援医師の確保につきましては、

まずそれぞれの設置主体において取り組むこと

はもとよりでありますが、地元市町村等ととも

に、不利な条件を克服するための知恵を出し合

い、工夫を図り、派遣医局へ県北の地域医療確

保のための理解を求めていく必要があるものと

考えております。以上であります。〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

命の大切さや生きるたくましさというふうに

とらえて、お答えをさせていただきます。子供

たちに命の大切さを理解させるためには、幼い

ころから、例えば動植物の飼育・栽培や乳幼児

との触れ合い、スポーツなどさまざまな体験活

動を通して、自分や他人の命を尊重する心や、

たくましい心をはぐくむことが大切であると考

えております。各学校におきましては、このよ

うな体験活動に取り組みますとともに、道徳の

時間はもとより、各教科や総合的な学習の時間

等において多様な考え方に触れさせることに

よって、子供たちがおおらかな気持ちで一人一

人のペースを保ちながら学ぶことができるよう

な教育を行い、また努めているところでありま

す。今後とも、子供たちが、世界の中でただ一

人のかけがえのない存在としての自分の生き方
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を見詰め、また自分自身を楽しみ、決して自分

自身を追い込まないように、命の大切さや生き

抜く力を育てる教育を推進することが大切では

ないかと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。

先に進みたいと思います。道路をつくるため

に土地を買収するときに、その用地が相続ある

いは共有地ということで、関係人がそれこそた

くさんおって、いつまでも進まんという状況が

あります。公共用地の取得に当たっては、何と

か簡単な手続で済まされないのか、国に法改正

を要求すべきではないかと思うのであります

が、県土整備部長、お聞かせ願いたいと思いま

す。

○県土整備部長（山田康夫君） 公共用地の任

意取得に当たりまして、関係人が多数いる場合

の権利取得に要する手続につきましては、今の

ところ特例措置が認められていないことから、

通常と同様の取り扱いとなっているところであ

ります。したがいまして、このような問題を初

め、用地取得の隘路となっている問題につきま

しては、各ブロックごとに県や市町村等で組織

しております用地対策連絡会の全国協議会とい

うのがございます。これを通じまして、従来か

ら国等に制度の改善要望を行っているところで

あります。今後とも、公共用地の取得に関して

制度の改善が必要と思われる事項につきまして

は、引き続き、国等に対して改善要望を行って

まいりたいと考えております。

○井本英雄議員 何とぞひとつよろしくお願い

します。我々議員も、よかったら意見書も提出

したいと思っておりますので、もし応援が欲し

いときは言っていただきたいと思います。

次の質問に入りますが、下鹿川・上鹿川地区

が「いきいき集落」に認定されました。ところ

が、上鹿川は行きどまりになっております。本

来、県道があるんですが、名ばかりで、そこは

行くことができない道になっておりまして、上

祝子も行きどまり、上鹿川も行きどまり、上祝

子と上鹿川をつなげばどちらも助かる。何とか

その方法を考えてもらえんかということでお願

いしているわけですが、林道の整備でも結構で

すので、環境森林部長、お願いいたします。

○環境森林部長（髙柳憲一君） この地域は大

部分が国有林でありますが、一部民有林もあり

ますので、県といたしましては、国有林を管理

する森林管理署に対し林道等の整備について要

望していきますとともに、延岡市とも補助事業

を活用した作業道の整備について引き続き協議

してまいりたいというふうに考えております。

○井本英雄議員 よろしくお願いします。

少し時間がありますので、ロボット産業まで

入りたいと思います。これは、私は前にも一回

やったことでありますし、知事は今、太陽光発

電に一生懸命でありますから、水をかけるのも

あれかなとは思ったんでありますが、ひとつ考

えるだけ考えていただけたらなと思っておりま

す。というのも、太陽光発電は元を取るのは恐

らく大変なんです。今の電池では20何年かかる

と、さっき言ったでしょう。20何年のうちには

太陽電池も壊れてしまう。実際、我々も視察に

行って、「これはとても物になりませんわ」と

いう話を聞いたものですから、ロボット産業に

ついて一言、言わせていただきます。

まず、ロボット産業を育成してはどうかとい

う提案であります。理由１、世界のロボット

の70～80％を日本製が占めている。理由２、日

本が生き残れるのは製造業である。理由３、日

本が得意とするすり合わせの技術こそ、ロボッ
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ト産業に生かせる。理由４、自動車産業と同じ

くすそ野が広い。理由５、今後、利用が見込ま

れる分野として、医療・福祉、農林業という宮

崎が必要とする分野であること。理由６、宮崎

の99％が中小企業であり、ロボット産業には、

むしろこれが長所であること。理由７、2025年

には８兆円の産業の規模が見込まれること。理

由８、九州では福岡が進んでおり、道州制をに

らんで、ともに手を組めること。以上、商工観

光労働部長のお考えをお聞かせください。

○商工観光労働部長（高山幹男君） ロボット

産業の振興につきまして、メリットといいます

か、いろいろお話しいただいたわけですけれど

も、ロボットにつきましては、介護とか警備、

災害復旧活動等、将来さまざまな分野での活用

が期待されており、今後の市場規模の拡大が予

想されておりますことから、九州経済産業局に

おいても、昨年３月に策定した九州新経済活性

化プランにおきまして、ロボット産業は地域に

とって重要な産業となる可能性を秘めていると

いうふうに示されております。

一方、本県におきましては、宮崎大学におい

て、本年２月に、介護分野などにおけるロボッ

トを研究するためのロボットプロジェクトが発

足しましたほか、県工業会ではここ３カ年、テ

クノフェアでロボットセミナーを開催するな

ど、ロボットの新たな活用に対する関心が高

まっております。ロボット産業の新たな展開に

は、高度な技術とか徹底した品質管理が求めら

れるなど、実用化に向けたハードルは非常に高

いものがありますので、九州新経済活性化プラ

ンに基づく施策の動向等にも留意しながら、本

県での展開の可能性を研究してまいりたいと

思っております。

○井本英雄議員 どうもありがとうございま

す。

最後にもう一度、要望を申し上げたいと思い

ますが、県病院の件であります。県当局に言え

ば延岡市のほうが、延岡市のほうに行けば県が

と言って、それで迷惑をこうむるのは実は県民

でありまして、我々は何とかこれをいい形に

持っていきたいと思っておるところでありま

す。もし我々県議会議員の出番があれば、どう

ぞ気軽に使ってもらえたらと思っております。

以上、要望を申し上げまして、私の質問のす

べてを終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○坂口博美議長 以上で一般質問はすべて終了

いたしました。

◎ 議案に対する質疑

○坂口博美議長 ここで、今回提案されました

議案に対する質疑の通告がありますので、これ

を許可します。

なお、質疑についての発言時間は１人10分以

内といたします。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。最後の最後にな

りましたが、提出されました議案についての質

疑を行います。知事並びに関係部長、教育長、

警察本部長にそれぞれ御答弁をいただきたいと

思います。

まず、議案第１号「平成21年度宮崎県一般会

計予算」についてです。

21年度の一般会計の予算規模は、20年度予算

に比べ0.6％増の5,625億3,800万円、県債発行額

は32％増の905億1,600万円余、県債残高は1.5％

増の9,229億円に達し、公債費は5.4％増の930

億1,600万円余と、財政状況は依然として厳しい

状況にあります。そこでまず、歳入について伺
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いますが、重要な自主財源である県税収入が、

前年度に比べ87億2,000万円の大幅な減収になっ

ています。税制度が変わったことなどもありま

すが、その要因、県財政に与える影響などを含

め、知事にその認識をお伺いしたいと思いま

す。

また、地方特例交付金が、減収補てん特例交

付金の減により１億7,800万円の減収になってい

ますが、その理由をお聞かせください。

次に、臨時財政対策債についてですが、474

億2,100万円と、前年度比102％増の239億4,800

万円も増額されています。臨時財政対策債は、

地方交付税の代替財源として県が借金をするも

ので、後年度に交付税措置されることになって

います。しかし、地方交付税は前年度比9.2％減

の170億2,800万円も減らされています。このよ

うに地方交付税は毎年減額される状況で、果た

してどの程度これまで措置されてきているのか

伺いたいと思います。

次に、主な事業について伺います。新規事業

の広域拠点工業団地整備促進事業に32億円が計

上されています。この事業内容、効果について

お聞かせください。また、この事業を活用する

自治体の見通しについても伺いたいと思いま

す。

次に、職業訓練校費の委託訓練に関する経費

のうち、総合雇用対策事業費が6,000万円余増額

されています。その事業内容と効果についてお

聞かせください。

次に、新規事業のストップ温暖化レジ袋ゼロ

作戦事業について、その事業内容をお聞かせい

ただきたいと思います。二酸化炭素排出量削減

は重要な取り組みです。私自身もマイバッグの

提唱者であります。その運動を広げるに当たっ

て、住民や企業との合意をどのように図ってい

くのかも、あわせてお聞かせいただきたいと思

います。

次に、議案第22号「使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例」について、提案され

ております使用料・手数料改定の内容につい

て、項目、改定理由及び増収見込み額などをお

聞かせください。

次に、議案第23号「都市公園条例の一部を改

正する条例」については、電柱等の占用使用料

の引き下げですが、その減額見込みについてお

聞かせください。

次に、議案第24号及び第25号については、教

育関係及び警察関係の使用料及び手数料徴収条

例の一部を改正する条例です。その内容につい

て、それぞれ改正の理由及び増収の見込み額な

ど、対象人数もあわせてお聞かせいただきたい

と思います。

次に、議案第63号「平成20年度宮崎県一般会

計補正予算（第５号）」について、地域活性化

・生活対策臨時交付金91億円について、その運

用、使途について御説明ください。

また、地域活性化・生活対策基金積立金27億

円について、その事業計画についてお聞かせく

ださい。

次に、宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金

積立金19億7,000万円及び宮崎県ふるさと雇用再

生特別基金積立金63億3,000万円について、どの

ように基金の運営、活用をしていくのか伺いま

す。

最後に、議案第72号「平成21年度宮崎県一般

会計補正予算（第１号）」について、緊急雇用

創出事業臨時特例基金事業費３億7,085万5,000

円、及びふるさと雇用再生特別基金事業費13

億2,287万7,000円について、事業を行う市町村

への補助に係る具体的な要綱と市町村の活用計
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画状況についてお聞かせいただきたいと思いま

す。

以上で壇上からの質疑を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○知事（東国原英夫君）〔登壇〕 お答えいた

します。

まず、県税収入についてであります。県税収

入については、税制改正による影響、地方財政

計画、県内の経済動向等を総合的に検討した結

果、景気後退による企業収益の悪化が見込まれ

ることや、地方法人特別税の創設により、平

成21年度の県税収入を874億8,000万円、対前年

度9.1％の減と見込んだものであります。これら

により本県の自主財源比率は、平成20年度

の38.6％から平成21年度は37.0％に低下したと

ころであり、結果的に依存財源に頼る財政運営

とならざるを得ないものと考えております。

続きまして、地方特例交付金についてであり

ます。平成21年度は、国の減収補てん見込み額

が594億円の減となりましたことから、各都道府

県の減収見込み額に応じて配分される本県への

減収補てん特例交付金につきましても減少とな

るものと見込んでおります。

臨時財政対策債についてであります。臨時財

政対策債の元利償還金相当額につきましては、

地方団体の財政運営に支障が生じることのない

よう、その全額を後年度、地方交付税の基準財

政需要額に算入することが地方財政法に明記さ

れております。臨時財政対策債は、平成13年度

に創設され、本県では19年度までに1,734億円を

発行しておりますが、これまで、毎年度の償還

元金及び利子相当額について、地方交付税の基

準財政需要額において措置されておるところで

あります。以上です。〔降壇〕

○県民政策部長（丸山文民君）〔登壇〕 地域

活性化・生活対策基金についてであります。こ

の基金は、産業の振興など本県における地域の

活性化に資する事業の財源に充てることを目的

としておりますが、具体的には今後検討するこ

とといたしております。以上であります。〔降

壇〕

○総務部長（山下健次君）〔登壇〕 お答えい

たします。

まず、使用料・手数料についてであります。

使用料及び手数料の改正につきましては、毎年

度、財政改革プログラムに基づきまして、受益

者負担の適正化の観点から、徴収コスト等も含

めて徹底した見直しを行っているところであ

り、平成21年度は、16項目の見直しを行った結

果、160万円余の増収の予定でございます。平

成21年度の改正の主なものといたしましては、

九州各県の徴収状況を踏まえた犬引き取り手数

料の新設、国の標準額の改定に伴う狩猟免許申

請手数料等の改定、工業技術センター等で使用

する機器類の購入等による使用料の改定などで

あります。

次に、地域活性化・生活対策臨時交付金の使

途についてであります。地域活性化・生活対策

臨時交付金は、国の定めによりまして、地域活

性化に資する事業のうち、平成20年10月31日以

降に実施した県単独事業及び国の２次補正に係

る国庫補助事業の県負担分に充当することとさ

れております。このため本県では、１月補正予

算で措置いたしました事業を中心に、それらの

財源への充当分として64億円を考えているとこ

ろであります。また、交付金の３割を上限とし

て基金を造成いたしまして、平成21年度に実施

する事業の財源とすることが可能とされており

ますので、宮崎県地域活性化・生活対策基金27

億円を造成することとしたところであります。
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以上であります。〔降壇〕

○環境森林部長（髙柳憲一君）〔登壇〕 お答

えします。

ストップ温暖化レジ袋ゼロ作戦事業について

であります。県内では、年間約３億4,000万枚の

レジ袋が使用されており、このレジ袋を製造、

廃棄する際に排出される二酸化炭素は約２万ト

ンとなっております。この事業は、レジ袋の有

料化により使用を抑制し、二酸化炭素の排出量

を削減するものであります。事業を進めるに当

たっては、スーパーや消費者団体、県、市町村

等で構成する協議会においてレジ袋の有料化を

検討し、合意を得ることといたしております。

また、有料化により軽減されるスーパーのレジ

袋購入費用等の一部を活用しまして、「企業の

森林づくり事業」への参画を促すことといたし
も り

ております。以上であります。〔降壇〕

○商工観光労働部長（高山幹男君）〔登壇〕

お答えいたします。

まず、広域拠点工業団地整備促進事業につい

てであります。この事業は、20ヘクタール以上

の大規模な工業団地の整備を行う広域市町村等

に対し、県が一定の支援を行うものでありまし

て、効果といたしましては、県内で大規模な工

業団地が不足している地域において早期の団地

整備が図られ、それに伴う工場誘致が可能にな

り、雇用の促進につながるものというふうに

思っております。具体的な予算でありますけれ

ども、工業用水施設等の整備や地質調査等に対

する補助金２億円と、用地買収費や造成工事費

等に係る資金に対する貸付金30億円の合計32億

円を予算として計上いたしております。市町村

の中には、既に大型工業団地の建設構想を持っ

ているところもありますので、今後、これらの

市町村を初め、新たに建設したいと考える市町

村の意向等を踏まえながら事業を進めていきた

いと考えております。

次に、委託訓練に係る総合雇用対策事業につ

いてであります。この事業は、ハローワークで

職業訓練の受講指示を受けた離職者等を対象

に、民間教育訓練機関に委託して訓練を実施す

るものであります。訓練内容といたしまして

は、パソコン、ＩＴ関係の訓練や、介護福祉士

の養成訓練を予定しております。これらの訓練

を通じまして、就職に有利な資格取得など新た

な知識や技能が身につくことにより、早期の再

就職につながるものと考えております。

次に、２つの基金積立金の活用についてであ

ります。まず、宮崎県緊急雇用創出事業臨時特

例基金積立金は、短期の雇用・就業機会を提供

する緊急雇用創出基金事業を実施するために積

み立てるものであります。また、宮崎県ふるさ

と雇用再生特別基金積立金は、継続的な雇用機

会の創出を図るふるさと雇用基金事業を実施す

るために積み立てるものであります。このた

め、それぞれの基金の趣旨を最も生かした雇用

創出効果の高い事業を、県民の皆さんからの幅

広い提案を含めて実施してまいりたいと考えて

おります。

次に、基金事業費における市町村への補助に

ついてであります。今回の２つの基金事業につ

きましては、国から具体的な事業の実施要件が

示されており、それを踏まえて市町村補助事業

の要綱・要領の策定を行っているところであり

ます。また、市町村事業につきましては、県の

全額補助事業として実施することとしておりま

すが、具体的な計画につきましては、現在、ヒ

アリングを行っているところでありますので、

速やかに取りまとめ、公表したいと考えており

ます。以上であります。〔降壇〕
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○県土整備部長（山田康夫君）〔登壇〕 お答

えいたします。

都市公園条例の改正に伴います電柱等の占用

料の減収見込み額についてでありますが、約17

万円を見込んでおります。以上でございます。

〔降壇〕

○教育長（渡辺義人君）〔登壇〕 お答えいた

します。

議案第24号「教育関係使用料及び手数料徴収

条例の一部を改正する条例」についてでありま

す。今回の改正は、平成21年４月から教員免許

更新制が導入されることに伴い、教員免許状の

有効期間の更新や延長等の事務が新たに発生し

ますので、その手数料として「教育職員免許状

更新等手数料」を新設するものであります。そ

の手数料収入につきましては384万2,000円を見

込んでおります。なお、対象件数については、

更新等で1,100件、延長等で125件をそれぞれ見

込んでおります。以上であります。〔降壇〕

○警察本部長（相浦勇二君）〔登壇〕 「警察

関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

る条例」の改正理由についてでございますが、

基本的に、国の政令であります「道路交通法施

行令」、そして地方自治法第228条第１項の規定

に基づき制定されております「地方公共団体の

手数料の標準に関する政令」の改正を受けて、

高齢者の運転免許更新に係る手数料、運転代行

業の認定審査に係る手数料について改定をする

というものであります。

具体的に申し上げますと、高齢者の運転免許

更新に係る手数料につきましては、道交法の一

部改正による認知機能検査導入に伴いまして、

改めて諸費用を直近の経済情勢等を踏まえて国

において積算した結果、手数料の標準額が下が

ることとなりました。これにより、75歳以上の

高齢者の方々につきましては認知機能検査手数

料が付加されるわけでありますが、手数料総額

で、現行の6,150円より150円安い6,000円に、そ

してまた、認知機能検査を要しない70歳以上75

歳未満の方につきましては、現行の6,150円

が5,800円となります。

また、運転代行業の認定審査手数料につきま

しては、政令に定める標準額が、代行業の申請

者のうち、審査事務に人手がかかる法人の割合

が低下したことによる人件費単価の低下等によ

り、現行の１万6,000円から１万3,000円に減額

となりました。このような標準額の減額を受け

まして、条例に定める手数料を改定するもので

あります。

その他、認知機能検査導入により、この検査

に従事する者、具体的には、自動車教習所の職

員に対する講習のための手数料などを新設する

ことといたしております。

今般の改正による歳入面への影響であります

が、あくまで見込みでございますが、高齢者の

運転免許更新に係る手数料の減額により、現行

手数料に比べ約470万円の歳入減となります。ま

た、運転代行業の認定審査手数料の減額によ

り、現行手数料に比べ約８万円の歳入減となり

ます。その他、自動車教習所職員を対象とする

認知機能検査員講習手数料等の新設等により

約37万円の歳入増が見込めます。全部合わせま

すと、約440万円の歳入減の見込みであります。

以上であります。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 それぞれ御答弁ありがとう

ございました。後は、またさらに深めさせてい

ただきたいと思います。（拍手）

○坂口博美議長 ほかに質疑の通告はありませ

ん。

以上で質疑は終了いたしました。
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◎ 議案第１号から第72号まで及び請願２件

委員会付託

○坂口博美議長 それでは、今回提案されまし

た議案第１号から第72号までの各号議案、請願

第17号及び第18号は、お手元に配付の付託表の

とおり、それぞれ関係の委員会に付託いたしま

す。

◎ 請願１件特別委員会付託

○坂口博美議長 ここでお諮りいたします。

請願第16号は、議員定数・選挙区調査特別委

員会に付託することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

次の本会議は、３月９日午前10時開会、平

成20年度補正予算関係議案についての常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれにて散会いたします。

午後３時７分散会
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◎ 常任委員長審査結果報告(議案第42号から

第71号まで）

○坂口博美議長 ただいまの出席議員44名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、平成20年度補正予算関係議案

についての常任委員長の審査結果報告から採決

までであります。

議案第42号から第71号までの各号議案を一括

議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、外山衛委

員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第42号外６件であります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり、いずれも

全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、議案第42号「平成20年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）」についてであります。

この補正は、公共事業費等の国庫補助の決定

に伴うもの、その他必要とする経費について措

置するものであり、補正額は193億400万円余の

減額となっております。

歳入財源の主なものとしては、県税が18

億1,500万円、地方交付税が21億4,400万円余の

増額となる一方、国庫支出金が109億6,200万円

余、繰入金が61億8,2 0 0万円余、県債が45

億8,600万円余の減額となっております。

次に、議案第63号「平成20年度宮崎県一般会

計補正予算（第５号）」についてであります。

この補正は、国の生活対策及び生活防衛のた

めの緊急対策に伴う事業の追加に係る経費につ

いて措置するものであり、補正額は215億5,500

万円余の増額となっております。

歳出としては、総務費が91億200万円余、労働

費が83億円等であり、地域活性化・生活対策基

金等の新たな基金の造成や既存基金への積み立

てが主な内容であります。

この結果、前述の議案第42号に係る補正額を

含めた補正後の一般会計の予算額は、5,749

億2,600万円余となります。

このうち、国の生活対策及び生活防衛のため

の緊急対策に伴う事業についてであります。

このことについて、委員より、「今回の国か

らの交付金については、本県の厳しい経済情勢

や社会資本整備のおくれに配慮し、基金への積

み立ては行わず、地域経済を浮揚させることを

目的として、公共事業を初めとする即効性の高

い事業に充当すべきではないか」との質疑があ

り、当局より、「公共事業については、既に１

月の補正予算で40億円の追加投資を行ってお

り、例年、事業の少ない年度当初において一定

の経済効果を発揮するものと考えている。今回

造成する７つの基金については、それぞれ国の

制度の趣旨に沿った事業に充当することとなる

が、このうち地域活性化・生活対策基金につい

ては、地域生活基盤の確保など、最も地域活性

化に役立つことから、そのような視点も踏まえ

つつ具体的な使途を検討していきたい」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、今回造成される

基金に係る事業が、それぞれ制度の趣旨を十分

に反映するとともに、厳しい状況下にある本県

経済の活性化に資するよう、早急かつ切れ目な

平成21年３月９日(月)
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く実施されることを要望するものであります。

次に、高千穂線鉄道施設整理基金についてで

あります。

このことについて当局より、「県と沿線自治

体で構成する協議会において、基金に関する今

後の運営方針として、平成22年度までを目途

に、不要施設の撤去計画及び資金の積立計画を

策定し、撤去費用の総額及び基金への積立額や

期間を明らかにするよう努めることなどを決定

した」との説明がありました。

これに対して、委員より、「撤去・積立計画

が策定されるまで、積立期間等が明示されない

とのことであるが、計画策定までの期間が長い

のではないか」との質疑があり、当局より、

「計画策定の前提として、住民の意見を反映し

た施設の有効活用策について検討を行うなど、

一定の期間を必要とすることから、沿線自治体

の要望も踏まえ、このような決定となった。沿

線自治体としても、できる限り平成22年度の早

い段階で計画を策定するよう努力したいとのこ

とである」との答弁がありました。

最後に、人権に関する県民意識調査結果につ

いてであります。

調査結果に関する当局の説明に対しまして、

委員より、「3,000人に対して調査を実施し、回

答率が30％というのは非常に少ない。調査結果

を施策に生かしていくことは特に重要であるこ

とから、１人でも多くの県民の意見を酌み上げ

ることができるよう、調査対象者数をふやすな

ど必要な工夫をすべきではないか」との質疑が

あり、当局より、「調査を行うこと自体が人権

啓発につながるという面もあるので、調査方法

については、今後、十分に検討していきたい」

との答弁がありました。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、厚生常任委員会、権藤

梅義委員長。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第42号外５件であります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

なお、議案第42号については賛成多数で、そ

の他の議案については全会一致で決定しており

ます。

特に今回の補正は、経済や雇用に対する不安

が広がるなど、現下の厳しい情勢に配慮し、切

れ目のない経済・雇用対策の確保が必要であり

ます。当委員会といたしましては、県民生活に

与える影響を考慮し、基金の活用や予算執行に

当たっては、スピード感のある積極的な取り組

みが行われるよう、当局に対し特段の努力を求

めるものであります。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、国庫補助額の決定及び執行残

等に伴う23億4,098万円余の減額補正及び国の第

２次補正予算の成立を受けて、臨時特例交付金

を活用した障害者自立支援対策臨時特例基金へ

の積み増しや、新たな基金として、妊婦健康診

査支援基金及び安心こども基金の設置などに伴

う34億918万円余の増額補正であり、補正後の一

般会計予算額は804億4,207万円余となっており

ます。

このうち、基金の有効活用についてでありま
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す。

このことについて委員より、基金の執行残が

生じた場合、国へ返還しなければならないこと

について質疑があり、当局より、「市町村に対

する説明会等を通じて、基金事業が有効に活用

されるよう、積極的に働きかけてまいりたい」

との答弁がありました。

当委員会といたしましては、基金が有効に活

用され、本来の目的を達成するためにも、事業

の周知等を通じて、市町村等が積極的に基金事

業に取り組めるような体制づくりに努められる

よう強く要望いたします。また、国に対して

も、基金事業に取り組む県や市町村等の裁量を

大きくするなど、地域ニーズに合った取り組み

やすい事業になるように、引き続き当局より要

望していただくことを求めるものであります。

次に、予算の減額補正についてであります。

国庫補助額の決定や節約に伴う執行残によ

り、所要見込み額が減少したこと等を踏まえて

減額補正することについて、複数の委員より、

「事業の実施について当局が積極的に働きか

け、要望を掘り起こした結果ならやむを得ない

が、県全体が厳しい財政状況の中、節約をすべ

きという気持ちが強過ぎて、本当にやらないと

いけない事業が減額されているのではないかと

危惧している。日ごろより市町村等の状況を適

宜把握し、当初に確保された予算は有効活用す

るよう努力していただきたい」との要望があり

ました。

次に、特定健診への取り組みについてであり

ます。

このことについて、委員より、市町村におけ

る特定健診の受診率に差があることについて質

疑があり、当局より、「医療費適正化計画を最

終目標にして、年次ごとに目標を持って取り組

むよう、受診率向上に向け、市町村に働きかけ

ながら県民意識の啓発を図りたい」との答弁が

ありました。

県や市町村の財政が厳しい中、老人医療費等

の伸びが懸念されております。当委員会といた

しましては、医療費の伸び抑制の観点から、特

定健診の受診率向上や健康づくりについて、県

民へのさらなる積極的な啓発や市町村等への働

きかけなど、取り組みを強化していただくこと

を強く要望いたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、商工建設常任委員会、

十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員 〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第42号外15件の計16件であります。

慎重に審査をいたしました結果、いずれも全

会一致により、お手元に配付の議案委員会審査

結果表のとおり決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について御報告申し上

げます。

まず、商工観光労働部所管の補正予算につい

てであります。

今回の一般会計補正予算は、執行残等に伴う

５億3,700万円余の減額補正及び国の第２次補正

予算の成立を受けて、宮崎県緊急雇用創出事業

臨時特例基金及び宮崎県ふるさと雇用再生特別

基金を造成するため、83億円の追加の増額補正

となっております。

また、特別会計においては、事業費の確定等

に伴い、５億4,600万円余の減額補正となってお

ります。この結果、一般会計と特別会計を合わ

せた商工観光労働部全体の補正後の予算額
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は、523億7,700万円余となります。

このうち、中小商業活性化事業費について、

委員より、「この経費は中小商業の活性化を図

るための、魅力ある商店や商店街づくりの推進

に要する経費とあるが、商店街が疲弊して厳し

い状況であるのに、2,800万円余の予算のう

ち1,100万円余も減額しているのはなぜか」との

質疑がありました。

このことに対して、当局より、「この事業は

補助事業等で、商店街の自己負担が必要である

が、その負担の捻出すら厳しい状況にあり、市

町村にも応分の負担を要請してきた」との答弁

があり、委員よりさらに、「事業を行うに当た

っては、商店街の自己負担の軽減を検討し、利

用促進を図るなど、年度途中においても検証を

行い、事業の目的が達成されるために努めてほ

しい」との要望がありました。

次に、県土整備部所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、災害復旧事業や国庫補助事業

の事業費の確定に伴うもの等で、大きな災害が

発生しなかったこともあり、一般会計で76

億3 , 6 0 0万円余の減額補正、特別会計で２

億1,800万円余の増額補正であります。この結

果、一般会計と特別会計を合わせた県土整備部

全体の補正後の予算額は、850億1,900万円余と

なります。

次に、議案第57号「宮崎県中小企業者等向け

融資に係る損失補償に関する条例」についてで

あります。

これは、宮崎県信用保証協会において代位弁

済をした際の損失の一部を県が補償した場合に

発生する求償権について、知事が求償権放棄を

承認できるとするものであります。

このことについて委員より、「中小企業の企

業再生を速やかに行い、雇用を守るなど、中小

企業が破綻に追い込まれないようにするために

必要な条例であるが、一方、求償権の放棄は県

民の財産の放棄でもあるので、承認を行うに当

たっては、慎重な運用をお願いしたい」との要

望がありました。

次に、セーフティネット貸付についてであり

ます。

このことについて委員より、今後の推進対策

について質疑があり、当局より、「利用促進を

図るため、金融機関、宮崎県信用保証協会と意

見交換会を行ったところであり、年度末の資金

需要に対応するため、３月は、主な金融機関、

宮崎県信用保証協会において土曜日も窓口を開

くとともに、県も相談窓口を土曜日・日曜日も

開設する」との答弁がありました。

また、知事におかれましては、先週土曜日

に、金融機関、宮崎県信用保証協会に対して再

度、中小企業への融資推進のためのお願いを行

ったと聞いております。

当委員会といたしましては、苦境にある中小

企業が救われるように、今後も適切な配慮を要

望するものであります。

最後に、ＷＢＣ（ワールド・ベースボール・

クラシック）日本代表候補の合宿についてであ

ります。

このことについて委員より、「職員を初め関

係者の皆様の御努力は多とするが、球場の観客

収容人数に対し、駐車場の絶対数が不足してい

ることなどから、周辺道路で渋滞が発生するな

ど、混乱も見られたところであり、今後の大会

等の円滑な開催のため、関係機関と連携して取

り組んでほしい」との要望がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕
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○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第42号外７件であります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり、いずれも

全会一致で決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残に伴

うものとして、一般会計で25億1,500万円余の減

額補正、特別会計で１億2,400万円余の減額補正

となっております。

また、経済・雇用緊急対策に関連した国の第

２次補正予算に伴う追加補正として、一般会計

で４億7,400万円余の増額補正となっておりま

す。

この結果、補正後の一般会計予算は22 4

億4,300万円余、特別会計予算額は５億3,000万

円余となり、一般会計と特別会計を合わせた環

境森林部の予算額は、229億7,400万円余となり

ます。

次に、農政水産部の補正予算についてであり

ます。

今回の補正は、国庫補助決定及び執行残に伴

うものとして、一般会計で61億1,300万円余の減

額補正、特別会計で7,600万円余の減額補正とな

っております。

また、経済・雇用緊急対策に関連した国の第

２次補正予算に伴う追加補正として、一般会計

で1,700万円余の増額補正となっております。

この結果、補正後の一般会計予算額は368

億9,700万円余、特別会計予算額は４億6,900万

円余となり、一般会計と特別会計を合わせた農

政水産部の予算額は、373億6,700万円余となり

ます。

このうち、「宮崎県内水面振興センター経営

基盤強化事業」についてであります。

これは、財団法人宮崎県内水面振興センター

の経営安定強化を図るため貸し付けている短期

運転資金について、シラスウナギの豊漁等によ

り十分な資金が確保されたことから、貸付金の

執行残１億2,000万円を減額するものでありま

す。

このことについて、委員より、「豊漁という

ことであるが、偽装表示の問題など養鰻業界を

取り巻く環境は大変厳しい状況である。本県は

内水面振興センターにより入り口でかなり介入

していることから、的確な将来見通しなど情報

交換の場を持つべきではないか」との質疑に対

し、当局より、「内水面振興センターの機能と

して需給調整があると認識している。内水面振

興センターの役割を検証しながら、できるだけ

養鰻業者に対してもサポートできるような公益

機能を備えることが今後とも必要と考える」と

の答弁がありました。

最後に、エコクリーンプラザみやざき問題に

ついてであります。

このことについて当局より、外部調査委員会

の最終報告以降における浸出水調整池の補強工

事や費用負担に関する協議、法的解決に向けた

取り組みの状況等について説明があり、複数の

委員より多くの意見が出されました。主な意見

といたしましては、次のとおりであります。

まず、工事の円滑な実施を支援するため、県

において技術支援会議を設置したことに関し



- 343 -

平成21年３月９日(月)

て、「十分な技術力を有する業者により施工監

理が行われるので、必要ないのではないか。仮

に問題が起きた際、責任の所在があいまいにな

るおそれがあるので、十分留意すべきであ

る」。

また、公社に対する県の監督権限に関して、

「宮崎市の施設設置許可権者としての指導監督

権限との整合性を明確にする必要があるが、県

としては今後、公社が適正に業務を行うよう十

分指導監督していただきたい」。

さらに、環境整備公社の理事会に関して、

「これまで県から理事長、副理事長を出してお

り、県民や地域住民からは、県が責任を持って

役員を出していると理解されている部分があ

る。市町村主体の構成に見直すという意見もあ

るが、県の姿勢を明確に示してほしい」。

一方、一般廃棄物処理の観点から、「県内の

他の市町村においては、一部事務組合などで一

般廃棄物を処理している。公社の設立時点から

県が関与しているという経緯はあるとしても、

すべてが整理できた時点においては、県が手を

引いて市町村の運営にゆだねるべきではない

か」

以上、エコクリーンプラザみやざきについて

は、浸出水調整池の補強工事が着工され、機能

回復へ第一歩を踏み出したところであります

が、解決すべき課題は山積しており、県当局に

おかれましては、当事者として責任を持ってこ

の問題の一日も早い解決に向け、全力で取り組

んでいただくよう強く要望いたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、文教警察企業常任委員

会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第42号外２件であります。

慎重に審査をいたしました結果、お手元に配

付の議案委員会審査結果表のとおり、いずれも

全会一致で決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で34億1,300万円余の

減額補正であり、その主な内容は、職員の人件

費の執行残及び埋蔵文化財発掘調査の受託額の

確定等に伴うものであります。この結果、補正

後の一般会計と特別会計を合わせた予算額

は、1,127億2,600万円余となります。

このうち、教職員の人件費についてでありま

す。

このことについて委員より、「教育委員会に

おいては、教職員数が１万人を超えることか

ら、人件費の積算は容易ではないと思われる

が、財政状況が厳しさを増す中、効率的な予算

編成を行うためにも、できる限り正確な積算に

より予算計上を行うよう努力していただきた

い」との意見がありました。

次に、公安委員会所管の補正予算についてで

あります。

今回の補正は、一般会計で10億3,400万円余の

減額補正であり、その主な内容は、職員の人件

費の執行残及び入札における執行残等に伴うも

のであります。この結果、補正後の一般会計予

算額は283億800万円余となります。

次に、平成21年宮崎県警察運営方針及び運営

重点についてであります。

このうちの街頭犯罪等の抑止・検挙と地域安
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全活動の推進について、当局より、「県民の体

感治安の向上を図ることが重要であることか

ら、地域の犯罪実態に対する的確な分析に基づ

く警戒活動などの展開や、地域住民による防犯

ボランティア活動への支援に努めていく」との

説明がありました。

このことについて委員より、「駅周辺の環境

や治安がよくなったとの声も聞かれるなど、地

域における警ら活動が強化されてきていると感

じる機会も多く、警察の取り組みの成果が見受

けられる。引き続き、安全で安心な暮らしの確

保に向けて、警ら活動等の地域安全活動の推進

に努めていただきたい」との要望がありまし

た。

また、少年の健全育成と非行防止について、

委員より、「少年犯罪の背景には、特に家庭環

境や親のあり方が深く関係していると考えられ

るが、教育現場とも連携を図り、あらゆる機会

をとらえて、親に対して助言等を行うことが重

要ではないか」との意見があり、これに対し当

局より、「少年事件については、家庭環境や親

の監護能力等も十分に踏まえ対応している。家

庭環境の問題については、学校・警察相互連絡

制度や非行防止教室等を活用し、学校との情報

の共有や親への指導・助言を行っている。ま

た、検挙・補導した少年の親に対しても教育的

な指導を行っている」との答弁がありました。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

質疑の通告はありません。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

なお、討論についての発言時間は、１人10分

以内といたします。

討論についての通告がありますので、これを

許します。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 おはようございま

す。日本共産党の前屋敷恵美でございます。

提出されました議案につきまして、議案第42

号「平成20年度宮崎県一般会計補正予算（第４

号）」及び議案第58号、第61号、第62号につい

て、反対の立場から討論いたします。

まず、議案第42号「平成20年度宮崎県一般会

計補正予算（第４号）」についてです。

今回の補正予算は、歳入歳出予算からそれぞ

れ193億449万8,000円を減額し、一般会計の総額

を5,533億7,082万6,000円とするものです。

今回の補正では、国庫補助の決定に伴うも

の、執行残に伴うものとして、款別には総務費

と諸支出金を除き、すべてにおいて減額補正が

なされています。しかし、中でも県民の健康や

暮らしにかかわる福祉関連予算の削減は問題だ

と思います。

民生費においては、17億5,400万円余の減額の

うち、国民健康保険助成費が６億6,500万円余、

生活保護扶助費が１億3,200万円余、介護保険対

策費３億7,500万円余の減額です。衛生費におい

ても、７億3,400万円余の減額のうち、看護師等

確保対策費868万2,000円、救急医療対策費4,900

万円余の減額などとなっています。他の分野で

も、国庫補助決定に伴う減額が多く見られます

が、安に申請がなかった、見込みを下回ったな

どとする減額はそういう部分もあるでしょう

が、日常的に県民生活の状況を的確に把握でき

るよう、市町村とも連携を密にして、県民の福

祉・健康の増進、また、暮らしの向上に寄与で

きるように予算執行を行うことが大事だと思い
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ます。

一方、総務費で財政調整積立金に60億円が積

み増しされていますが、100年に一度と言われる

ほどの厳しい雇用・経済危機のもと、窮地に立

たされている県民生活の実態を重視して、もっ

と県民要求にこたえ、必要な対策に充てるべき

だと思います。

以上、幾つかの問題点を指摘し、今回の減額

の補正予算を認めないとするものです。

次に、議案第58号「市町の廃置分合につい

て」です。

同議案は、野尻町を小林市に編入・合併する

というものですが、今回の合併に当たっての問

題は、果たして住民の意思で決定されたものな

のか、住民の意思が十分に反映されているのか

ということです。今、第29次地方制度審議会で

は、「さらなる市町村合併は進めるべきではな

い」という議論が噴出しています。これまでの

合併が、十分な検証のないまま、道州制を前提

に合併先にありきで進められてきた結果、地域

社会のさまざまな不安定化が表面化しているか

らではないでしょうか。現に県内でも、既に合

併した自治体では、役場が遠くなって不便、旧

役場周辺が寂れたなど、住民サービスの低下や

地域経済の疲弊などの声が出されています。住

民にとって、行政の顔が見え、物が言える関係

を保つことが住民自治の原則ではないでしょう

か。

今回の合併を判断するに当たっては、いずれ

の自治体も住民の意思を明確に把握するための

アンケート調査や住民投票すら行っていないと

いう状況の中では、住民の意思は十分に反映さ

れていないと言わざるを得ません。よって、今

回、野尻町を廃し、その区域を小林市に編入す

るとした同議案を認める立場にないことを表明

するものです。

次に、議案第61号「公の施設の指定管理者の

指定について」です。

同議案は、宮崎及び高岡土木事務所管内の県

営住宅36団地について、県営住宅の管理を引き

続き社団法人宮崎県宅地建物取引業協会にゆだ

ね、７つの不動産業者がその業務に当たるとい

うものです。しかし、これまでの３年間、果た

して住民福祉に寄与する公営住宅としての目的

や機能を損なうことなく維持管理が行われてき

たでしょうか。住宅管理については、対応の悪

さや遅いことへの苦情を耳にします。もとの制

度に戻してほしいなども聞きます。今回の指定

管理者の更新に当たって、どれほど入居者の声

が反映されているか。指定管理者制度への評価

がどうなのか。その把握は十分なのでしょう

か。

現在、指定管理者制度が、財政構造改革の一

環としてあらゆる部署で進められていますが、

特に県営住宅は、他の施設の維持管理と違って

効率性だけを追求できない側面があります。公

営住宅法は、健康で文化的な生活を営むに足り

る住宅を整備し、これを住宅に困窮する低額所

得者に対して低廉な家賃で賃貸することによ

り、国民生活の安定と社会福祉の増進に寄与す

ることを目的とするとうたっています。公が直

接責任を持って管理に当たるということは、住

居の確保とともに個人のプライバシーを守る責

務を負う重要な役割があるわけです。とりわ

け、家賃の徴収・督促業務に関して、個人情報

などの扱いがどうなのか、十分な対策が図られ

るのか、こうした点を担保する保証がないこと

が、現在、各市町村に至っては実施されないゆ

えんではないでしょうか。

以上、幾つか問題点を述べましたが、県営住
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宅に関しては、指定管理者制度はふさわしくな

いと思います。今回の指定管理者の更新は見直

し、中止することを求めるものです。

最後に、議案第62号「土木事業執行に伴う市

町村負担金徴収についての議決内容の一部変更

について」です。同議案は、既に議決した地方

道路交付金事業における市町村負担の徴収割合

の引き下げを行うというものです。負担金割合

を引き下げるということ自体に異論はありませ

んが、本来、市町村から負担金を徴収すべきで

ないと考えておりますので、本議案についても

反対をするものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第42号、第58号、第61号及び第62号

採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議案第42号、第58号、第61号及び第62

号について、一括お諮りをいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

いずれも可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長報告のとおり可決されました。

◎ 議案第43号から第57号まで、第59号、

第60号、第63号から第71号まで採決

○坂口博美議長 次に、議案第43号から第57号

まで、第59号、第60号、第63号から第71号まで

の各号議案について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

あすからの日程をお知らせします。

あす10日から17日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、18日午前10時開会、平成21年

度当初予算関係議案等についての常任委員長の

審査結果報告から採決まで、並びに特別委員長

の調査結果報告等であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時41分散会
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◎ 議席の一部変更

○坂口博美議長 ただいまの出席議員43名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

この際、議席の一部を変更いたします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおりといたしま

す。

◎ 常任委員長審査結果報告(議案第１号から

第41号まで及び第72号並びに請願）

○坂口博美議長 本日の日程は、常任委員長の

審査結果報告から採決まで、並びに特別委員長

の調査及び審査結果報告から採決まででありま

す。

まず、議案第１号から第41号まで及び第72号

の各号議案並びに請願第16号から第18号まで、

及び継続審査中の請願を一括議題といたしま

す。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、外山衛委

員長。

○外山 衛議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外９件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、平成21年度当初予算の概要についてで

あります。

今回提案されました平成21年度一般会計の予

算規模は5,625億3,800万円で、平成20年度予算

に対して34億5,200万円、0.6％の増となってお

ります。これは８年ぶりの対前年度比プラスで

あり、公債費、貸付金、補助費等の増等による

ものであります。また、特別会計及び公営企業

会計については、それぞれ5.0％、3.8％の減と

なっております。当初予算の特徴としまして

は、厳しい社会経済情勢のもとにあっても、県

民に温かいサービスを提供するとともに、未来

への確かな礎を築くため、財政改革を推進しつ

つ、重要施策に積極的に取り組む「未来へつむ

ぐ 新みやざき展開予算」として編成されてお

ります。

歳入面を見てみますと、まず、自主財源比率

については、県税の減少に加え、基金からの繰

入金が減少したことから、前年度比で1.6ポイン

ト減少して37％となっております。また、依存

財源については、地方交付税の割合が前年度比

で3.3ポイントの減となる一方、その代替財源で

ある臨時財政対策債が大幅に増加したことによ

り、県債の割合が3.8ポイントの増となっており

ます。

なお、県債については、平成21年度末の残高

が9,229億円で、今年度末と比較しても136億円

の増となる見込みですが、臨時財政対策債を除

いた通常分では6,996億円となり、270億円の減

となります。このことについて委員より、「臨

時財政対策債については、後年度国が地方交付

税に算入して措置することとされているが、本

当にそうなるのか不安がある。県としては、で

きる限り各年度で地方交付税の総枠を確保でき

るよう、国へ働きかけるべきである」との意見

がありました。

一方、歳出面を見てみますと、財政改革の着

実な実行が求められる中で、人件費の削減や投

平成21年３月18日（水）
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資的経費の縮減・重点化、事務事業の徹底した

見直し等も行われており、抑制の図られた予算

となっております。なお、厳しい財政状況では

ありますが、新みやざき創造戦略等に基づく雇

用創出・就業支援対策、中山間地域対策、子育

て・医療対策、環境エネルギー対策について

は、重点的に予算措置がなされております。

また、平成21年度の収支不足については、財

政改革プログラムの中期財政見通しで示した278

億円が、歳入の減などにより337億円程度まで拡

大しましたが、さらなる事務事業の見直し等に

より、240億円程度にまで圧縮されております。

次に、議案第72号「平成21年度宮崎県一般会

計補正予算」についてであります。

この補正は、国の生活対策及び生活防衛のた

めの緊急対策に伴う事業の追加に係る経費につ

いて措置するものであり、補正額は23億9,900万

円余の増額となっております。この結果、前述

の平成21年度当初予算を含めた補正後の一般会

計の予算額は、5,649億3,700万円余となりま

す。

次に、予算編成過程の透明化についてであり

ます。

このことについては、今年度、当委員会にお

いてしばしば議論され、県外調査においても先

進県の事例を調査するなど、常に関心を持って

いたところであります。この取り組みについ

て、委員より、「今回、初めて各部局ごとの要

求額と査定額について資料が提示されたが、透

明化へ向けた取り組みが一歩進んだと高く評価

している。今後、さらに透明化を進め、県民に

示していくべきだと思うが、どのように考えて

いるのか」との質疑があり、当局より、「予算

編成の透明化に関しては、先進県で取り入れて

いる編成作業のＩＴ化の問題や、編成作業と同

時並行で行わなければならず、職員にとっても

対応が厳しいことなどさまざまな課題はある

が、基本的には進めていく方向で検討していき

たい」との答弁がありました。

次に、地方自治ルネッサンス事業についてで

あります。

このことについて委員より、「自治組織の加

入率を上げることが安全・安心な地域づくりに

欠かせないことから、県においても、県広報等

により自治組織への加入を訴えるなど、市町村

と協力して取り組んでほしい」との要望があり

ました。また、別の委員より、「他のモデルケ

ースとなるような自治会づくりなど、市町村と

連携して取り組むとともに、公民館活動を所管

する教育委員会とも連携して、住民の自治意識

を高揚させる努力をお願いしたい」との要望が

ありました。

次に、中山間地域対策についてであります。

当局より、平成21年度の中山間地域対策の方

向性や、中山間地域集落点検モデル事業などの

新規事業について説明があり、このことについ

て委員より、「疲弊する中山間地域に元気を与

えるためにも、新規事業を含め、予算をもっと

積極的に投入すべきではないか」との質疑があ

りました。これに対して当局より、「中山間地

域の集落が生き生きとしていくための取り組み

については、それぞれの集落で、農業、観光な

どいろいろな分野に及ぶことから、各部局で所

管する事業も投入しながら、県庁全体で支えて

いきたい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「今回の中山間地域対

策に関する新規事業については、まさに時宜を

得た事業だと考えているが、集落の活性化を図

る上で一番重要と思われる雇用の確保に結びつ

くのか疑問も残る。このことは市町村だけの取
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り組みでは難しい面もあるので、県としてもモ

デルケースとなるような集落づくりに努力して

ほしい」との要望があり、当局より、「今回の

事業では、企業、加工グループ等による特産品

の開発・販路開拓など地域の雇用につながるも

のや、伝統や文化を核にした集落づくりなど、

多岐にわたる内容を含んでおり、これらが有機

的に結びつくことにより、県内外へ発信できる

ようなモデルケースができると確信している。

また、市町村に対しては、中山間盛り上げ隊派

遣事業として県職員を派遣することとしてお

り、市町村職員や地域の方々と一体となって課

題解決に取り組んでいきたいと考えている」と

の答弁がありました。

次に、「相談しよう！」多重債務者対策事業

についてであります。

多重債務の問題については、自殺の一因とな

るなど、本県においても深刻な社会問題となっ

ておりますが、この事業は、多重債務者に対応

するため、消費生活センターの相談体制や啓発

事業の充実・強化を図るものであります。

これに関連して、委員より、「多重債務者を

なくすためには、これから社会に出る高校生に

対して教育を行うことが重要である。実例を挙

げて説明することが対策として最も有効である

と考えるが、このことについて教育委員会と連

携して取り組む計画はないのか」との質疑があ

り、「一昨年度、国、県、弁護士会、司法書士

会、金融機関等で構成する多重債務者対策協議

会を設置しており、その中で効果的な対策はな

いか議論をしてきた。これまで、各団体がその

役割に応じて講演会や啓発パンフレットの配布

などを行ってきたが、多重債務者を一人でも減

らすために、引き続き教育委員会とも連携して

いきたい」との答弁がありました。

次に、宮崎国際音楽祭を考える懇談会(仮称）

の設置についてであります。

この懇談会については、これまで音楽祭が果

たしてきた、本県の芸術文化振興やイメージ

アップへの貢献度などについて総括するととも

に、今後の音楽祭の方向性を検討する必要があ

ることから、設置されるものであります。

このことについて、複数の委員より意見があ

り、ある委員からは、「日本有数の音楽祭を、

財政規模の小さな宮崎県で開催していることに

意義があるので、現在の財政状況だけにとらわ

れずに、十分な議論を尽くすべきである」との

意見がある一方、別の委員からは、「財政状況

の厳しい中、多額の経費を使っているので、開

催の是非を含めて検討するべきである」との意

見がありました。また、別の委員からは、「14

回を数える音楽祭の歴史を踏まえ、今後の方向

性について県立芸術劇場や県の考えを整理し、

議論に生かすべきである」との意見もありまし

た。

最後に、「県民政策及び行財政対策に関する

調査」につきましては、地方自治法第109条第９

項の規定により、閉会中の継続審査といたした

いので、議長においてその取り扱いをよろしく

お願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、厚生常任委員会、権藤

梅義委員長。

○権藤梅義議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外７件及び新規請願１件の計９件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願２件を含め、お手元に配付の議
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案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。なお、議案第１号、第39号及び請願第

５号、第11号については賛成多数で、その他の

議案、請願については全会一致で決定しており

ます。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、福祉保健部所管の平成21年度当初予算

についてであります。

今回提案されました一般会計予算は81 1

億1,000万円余で、前年度当初予算に対して2.3

％の増となっております。また、母子寡婦福祉

資金特別会計については６億3,200万円余であ

り、前年度に対して5.0％の増となっておりま

す。この結果、一般会計と特別会計を合わせた

福祉保健部の予算額は817億4,200万円余で、前

年度に対し2.3％の増となっております。

このうち、自殺ゼロプロジェクト推進事業に

ついてであります。

この事業は、20年度策定した宮崎県自殺対策

行動計画に基づき、自殺対策に係る普及啓発、

人材育成、相談窓口の設置等を行うものであり

ます。

当局より、「21年度は、地域展開を強化する

ため、保健所単位の推進体制を整えるなど、新

しい視点を加えながら自殺対策の充実を図りた

い」との説明がありました。このことについて

委員より、「自殺率全国上位という現実を踏ま

え、市町村を初め、地域連携を図りながらきめ

細かな対策を展開してほしい」との要望があり

ました。

次に、宮崎県高齢者保健福祉計画の変更につ

いてであります。

本計画は、老人福祉法に基づく「高齢者保健

福祉計画」と介護保険法に基づく「介護保険事

業支援計画」を一体のものとして策定するもの

であり、本県の高齢者施策の基本方針に位置づ

けられるものであります。

この計画における在宅介護に対する支援につ

いて、委員より、「実際には多くの施設入所待

機者がいる現実がある。在宅介護は、家族に

とって、介護そのものの負担だけでなく、介護

に伴い仕事もできなくなり、生活そのものが苦

しくなるなど、施設介護と比べても家族への負

担が大きいことを考慮すべきである。介護保険

から家族介護に対する手当を支給するなど、真

に困っている人を助けるのが行政であり政治で

ある。国の制度の根幹にかかわることでもある

が、宮崎らしい福祉政策を進めてほしい」との

要望がありました。

これに対し当局より、「介護保険制度の設計

時に、家族介護手当についてかなりの議論が

あった。介護事業者が十分にいない自治体で

は、特例として家族介護に介護保険から手当を

支給している例もあるが、支給額も少なく、支

給対象が広がることで保険財政が厳しくなり、

保険料が上がることも懸念される」との答弁が

ありました。

当委員会といたしましては、特別養護老人ホ

ーム等の老人福祉施設の整備の充実とともに、

在宅介護に対する直接的な支援について検討す

ることを要望するものであります。

次に、いきいきはつらつ介護予防普及・定着

事業等についてであります。

このことについて委員より、「21年度以降、

医療、介護等さまざまな分野にわたり多くの事

業の実施を予定している。さきの補正予算にお

いて設置されたふるさと雇用再生特別基金等も

活用しながら、長野県における保健指導員制度

のように、県内市町村にマンパワーを養成し、
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さまざまな事業をより効果が上がるようにコー

ディネートして、市町村とも連携しながら長期

的な視点で取り組んでいただきたい」との要望

がありました。

次に、病院局所管の平成21年度当初予算につ

いてであります。

今回提案されました県立病院事業会計予算の

収益的収支は、収益283億2,000万円余、費用287

億900万円余であります。収益から費用を差し引

いた収支は３億8,800万円余の純損失であります

が、前年度当初予算に比べて３億4,300万円余の

改善が図られております。

まず、医師確保のための新たな対策事業につ

いてであります。

内訳としましては、医師確保対策としての医

師の初任給調整手当等で２億7,700万円、延岡病

院の宿日直応援医師の確保に3,200万円、医療秘

書の導入、学会出席等の医師研究研修制度分等

で約7,000万円、以上、総額３億7,000万円の事

業であります。

まず、初任給調整手当については、医師確保

を目的に、その給与水準を引き上げるための手

当で、従来は各県立病院共通となっておりまし

た。これを今回はすべての県立病院で引き上げ

るとともに、特に延岡病院については、医師確

保の困難性から、さらなる上乗せとなっており

ます。また、時間外診療の多さが医師確保の障

害となっていることから、医師の宿日直の負担

軽減のため、応援の非常勤医師を確保するため

の経費を計上しております。

このことについて委員より、今回の事業にお

ける医師確保の効果について質疑があり、当局

より、「医療秘書の導入や研究研修制度等、大

学側への説明では高い評価をいただいており、

医師確保については大きな力になると期待して

いる。また、各病院は指導医の養成にも力を入

れており、医療現場でマンパワーとして期待さ

れる研修医の確保につながるものと期待してい

る」との答弁がありました。

また、別の委員より、「今回の対策が有効に

機能するためには、医師の疲弊の原因となった

地域医療体制の整備が必要であることから、地

元市町等の取り組みについて質疑があり、当局

より、「地元では、初期救急医療体制の整備に

向けた取り組みが始まっており、これまで以上

の体制を期待している」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、今回の病院局の

医師確保対策を評価するものの、依然として一

部の診療科が休診を余儀なくされるなど、医師

不足の状況にあることから、県立病院が、地域

の中核病院として、高度で良質な医療サービス

を提供していくための必要な医師を確保できる

よう、医師の勤務環境、労働条件の改善につい

て要望いたします。

次に、県下における公平な医療サービスの提

供についてであります。

このことについて、複数の委員より、「県立

病院事業会計には、毎年度57億円余の一般会計

からの繰り入れが支出され、宮崎、日南、延岡

における県立病院は、それぞれ全県レベルまた

は地域の中核病院としての役割を果たしてい

る。一方、県西部においては、小林市民病院や

都城市郡医師会病院が２次医療を担っており、

医療の高度化や施設整備が求められている状況

がある。県財政が厳しいから、県西部は地域で

頑張ってくれでは、余りにも不公平ではない

か」との意見があり、当局より、「地域におけ

る整備予定計画の状況を見ながら検討していき

たい」との答弁がありました。
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当委員会といたしましては、県内における均

衡ある医療の充実のため、少なくとも２次医療

までは県が責任を持って公平に支援すべきであ

り、地域における２次医療を担う拠点病院の整

備について、何らかの政治的配慮を要望するも

のであります。

次に、医師の養成・確保対策の充実を求める

意見書についてであります。

新医師臨床研修制度の導入により、大学医局

の医師派遣機能が低下し、地域の基幹的病院か

らの医師の引き揚げが相次ぐなど、医師不足は

ますます深刻化しております。このため、本県

においては、医師修学資金の貸与などさまざま

な医師確保施策に取り組んでいるところであり

ますが、県独自の取り組みには限界があり、国

において抜本的対策が待たれるところでありま

す。このため、国に対し、新医師臨床研修制度

の見直しに当たり、都市部の研修病院の定員を

見直すなど、地方の研修病院が十分な研修医を

確保できるよう速やかな措置を講じるととも

に、大学医学部の定員増により、必要な医師の

養成確保を早期に図ること等について強く要望

するものであります。

次に、遠位型ミオパチーの治療薬早期実現に

関する意見書についてであります。

遠位型ミオパチーは、20代、30代に多く発症

し、手足の先の筋肉から徐々に侵され、やがて

は寝たきりになる可能性がある進行性の筋疾患

であります。100万人に数人の割合で発病すると

言われ、いまだに原因不明の部分が多く、治療

法も確立されていない難病であります。日本の

研究者により治療法開発が進められています

が、現実に治療薬とするまでには、今まで以上

の研究推進と新薬の開発、製品化における製薬

会社の協力が不可欠であります。

このため、国に対し、遠位型ミオパチーの治

療研究費増額により研究推進を図り、難病指定

を行うとともに、希少疾病に対する新薬開発推

進制度を早急に確立することを要望するもので

あります。

以上、これら２件の意見書の提出につきまし

ては、全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

きますようお願いいたします。

最後に、当委員会で継続審査と決定した案件

の外、「福祉保健行政の推進並びに県立病院事

業に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

としたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。(拍手)〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、商工建設常任委員会、

十屋幸平委員長。

○十屋幸平議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。御報告いたします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外12件及び新規請願１件の計14件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定をいた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、商工観光労働部所管の平成21年度予算

についてであります。

今回提案されました当初予算額は、一般会計

と特別会計を合わせ451億9,400万円余であり、

前年当初予算額に対し8.7％の増額となっており

ます。また、雇用創出に関する事業の追加補正
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により、18億7,600万円余の一般会計の増額補正

となっており、この結果、商工観光労働部全体

の補正後の予算額は470億7,100万円余となりま

す。

このうち、宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例

基金事業及び宮崎県ふるさと雇用再生特別基金

事業についてであります。

このことについて委員より、「雇用創出に関

する基金については、国の補正予算に基づくも

ので金額も多額であり、３年後に基金に残額が

あれば国に返還しなければならないものである

が、各事業がそれぞれしっかりと雇用に結びつ

いているか、適宜把握し検証するような仕組み

があるのか」との質疑がありました。

このことに対して当局より、「宮崎県ふるさ

と雇用再生特別基金事業については、第三者の

労使団体等も含む委員で構成される宮崎県地域

基金事業協議会（仮称）において定期的に評価

を行いたい。宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例

基金事業においては、まだ国からの指針がはっ

きり示されていない部分もある。雇用の確保に

ついては、商工観光労働部で全体の調整をしな

がら取り組んでまいりたい」との答弁がありま

した。

当委員会といたしましては、これらの雇用創

出に関する事業が適切に執行され、少しでも多

くの雇用創出につながり、また、定期的にその

成果が情報開示されることを要望するものであ

ります。

次に、外郭団体等に対する補助金等について

であります。

このことについて委員より、「外郭団体へ拠

出している補助金や委託費について、決して少

ない額ではないので、その金額に見合った費用

対効果が上がっているかどうか、十分に検証し

てほしい」との要望がありました。

次に、県土整備部所管の平成21年度の当初予

算についてであります。

今回提案されました予算の規模は、一般会計

と特別会計を合わせ858億1,400万円余で、前年

当初予算額に対し0.8％の減額となっておりま

す。

このうち、公共事業の入札制度についてであ

ります。

このことについて、委員より、「公共事業予

算が年々減少し、競争が激化している中で、最

低制限価格付近の入札が集中し、ほとんどの建

設業者が損益分岐点を下回っている状況と聞い

ており、その中には倒産したケースも見られる

が、入札制度の大幅な見直しの考えはあるの

か」との質疑があり、当局より、「最低制限価

格付近に入札が集中している状況については、

品質確保の面からも懸念を持っており、現在、

国は低入札基準調査価格の引き上げを検討して

いるので、この動向を見た上で対応を考えてい

る。建設関連の委託業務についてもあわせて検

討したい」との答弁がありました。

さらに、委員より、「経済対策に伴う公共事

業においても、受注して利益が出ないと、地元

の商店街などの地域の活性化にならない。雇用

対策をしても、一方で失業者がふえてしまうよ

うな深刻な状況となるので、宮崎県として国の

動向に関係なく取り組んでほしい」との強い要

望がありました。

次に、公共事業支援統合情報システム事業に

ついてであります。

このことについて委員より、「システムの開

発業者と維持管理の契約を行っているが、入札

制度の変更等に伴うシステム改修についても開

発業者と随意契約となっているので、今後のシ
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ステム改修については、競争入札が導入できな

いか、それができない場合は契約額が適正であ

るかを十分精査してほしい」との要望がありま

した。

次に、道路や河川の環境整備についてであり

ます。

このことについて委員より、「道路や河川の

環境整備の予算については昨年と同程度である

が、景観の美化というものが観光立県としての

本県には不可欠であるので、沿道等の美化には

気を配っていただきたい」との要望がありまし

た。

次に、議案第27号「公の施設に関する条例の

一部を改正する条例」についてであります。

これは、宮崎県建設技術センターについて、

指定管理者制度を導入することができる施設と

して定めるものであり、平成21年度において指

定管理者を選定し、平成22年４月より制度導入

の予定となっております。

このことについて委員より、「現在の業務の

うち、土木材料試験などは県直営として残すこ

とになっており、指定管理部分と県直営部分が

混在することになっているが、宮崎県建設技術

センターをより魅力的なものとするためにも、

指定管理者の自主性が発揮されるような形で制

度を導入していただきたい」との要望がありま

した。

次に、「「協同出資・協同経営で働く協同組

合法」（仮称）の速やかな制定を求める意見

書」の提出についてであります。

現在、地域のさまざまな課題を解決するた

め、ＮＰＯ、協同組合、ボランティア団体など

によって、地域に密着した公益性の高い活動が

展開されております。その一つの形態でありま

す協同労働の協同組合は、参加する人が協同で

出資し、協同で経営し、協同で働くという形で

あり、全国で約３万人がこの理念の働き方を実

践していると言われております。しかし、この

協同労働の協同組合には法的根拠がないため、

社会的理解が不十分であり、団体として入札・

契約ができないなどの問題があります。このよ

うなことから、国に対して、速やかに法制化す

るよう強く要望するものであります。

当委員会といたしましては、この意見書の提

出を全会一致で決定したところでありますの

で、議長においてよろしくお取り計らいいただ

くようお願いいたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「商工観光振興対策及び

土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。(拍手)〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境農林水産常任委員

会、宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕(拍手) 御報告いたし

ます。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外11件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、環境森林部所管の平成21年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算は、一般会計

で221億9,400万円余、特別会計で５億8,300万円
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余となっております。また、国の第２次補正予

算に伴い、一般会計で３億300万円余の増額補正

となっており、補正後の一般会計予算額は224

億9,700万円余となります。この結果、一般会計

と特別会計を合わせた環境森林部の平成21年度

の予算額は、対前年比95％の230億8,000万円余

となっております。

このうち、ストップ温暖化レジ袋ゼロ作戦事

業についてであります。

これは、レジ袋の有料化により使用を抑制

し、さらに、軽減された経費の一部を森林づく

りに生かすことにより、二酸化炭素の排出量の

削減等を図るものであります。

このことについて、委員より、「県内におい

てレジ袋を製造している企業はあるのか。ま

た、事業者への影響はどのように考えているの

か」との質疑があり、当局より、「県内では１

事業者である。影響がないとは言えないが、実

施に当たっては、その事業者とも話し合い周知

していきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、温暖化対策は積

極的に推進すべきものと考えますが、事業者へ

の影響も懸念されることから、事業の実施に当

たっては、雇用の確保等に十分配慮の上、取り

組んでいただくよう要望いたします。

次に、農政水産部所管の平成21年度予算につ

いてであります。

今回提案されました当初予算は、一般会計

で405億9,700万円余、特別会計で５億8,000万円

余となっております。また、国の第２次補正予

算に伴い、一般会計で600万円余の増額補正と

なっており、補正後の一般会計予算額は406

億400万円余となります。この結果、一般会計と

特別会計を合わせた農政水産部の平成21年度の

予算額は、対前年比95.8％の411億8,400万円余

となっております。

このうち、水産試験場費についてでありま

す。

このことについて、委員より、「水産試験場

の改修など、機能充実のための予算は要求して

いないのか」との質疑があり、当局より、「財

政が非常に厳しい状況である。また、水産試験

場は老朽化が進んでいることから、来年度は、

早急に対応が必要な耐震補強について実施する

こととしている」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、漁業を取り巻く

環境は依然として厳しい状況であり、水産業に

おける問題解決のための応用研究を行う水産試

験場の果たす役割はますます大きくなってくる

ことから、施設や試験研究機器の整備など、水

産試験場の機能充実を図っていただくよう要望

いたします。

次に、公共工事品質確保強化事業についてで

あります。

このことについて、当委員会の質疑において

明らかとなった事項は次のとおりであります。

農政水産部の平成20年度における品質確保の

ための施工監視チームへの監視依頼は、そのほ

とんどが低入札による品質低下の懸念からなさ

れたものであります。また、そのうち、実際に

監視が行われたのは２月末現在で88％であり、

１つの現場における監視は２人１組で１日実施

されているのみであります。さらに、総合評価

落札方式に関して、導入により逆転しているケ

ースが見られるものの、総体的には落札率は上

昇していない状況であります。

昨今の急激な景気悪化、公共事業の減少によ

る競争の激化など、県内建設業の置かれている

環境は厳しさを増しております。そのような中

で、官製談合事件に端を発する入札制度改革の
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実施により、談合は排除されるものの、一方で

は、競争激化による品質低下の懸念や、低価格

での落札による建設業者の経営悪化など、さま

ざまな問題が指摘されているにもかかわらず、

十分に対応ができているとは言えない状況であ

ります。

当委員会といたしましては、本県における入

札制度改革の取り組みはまだまだ不十分と言わ

ざるを得ず、また、本県建設業の厳しい経営の

現状を考えると、一刻の猶予もない状況である

ことから、公共三部におかれましては、公共工

事の十分な品質確保に向けた体制づくりを初

め、入札制度について早急な見直しを行うよう

強く要望をいたします。

次に、これからの農業大学校のあり方につい

てであります。

当局より、生徒数の減少や就農形態の多様化

など、農業大学校をめぐる情勢が大きく変化し

ていることから、農業を職業として魅力あるも

のとなるよう学科を見直すとともに、専修学校

化を図り、４年制大学への編入を可能とするな

ど、農業大学校の今後のあり方について説明が

ありました。

このことについて、委員より、「専修学校化

により学問的な部分に偏り、実践的な農業者の

育成につながらないのではないか」との質疑が

あり、当局より、「農業大学校として、実践教

育という位置づけをより一層明確にし、就農へ

向けての一貫したキャリアカルテの作成などに

より、確実な就農へつなげていきたい」との答

弁がありました。

当委員会といたしましては、農業大学校の見

直しに当たっては、次世代の農業者をつくると

いう本来の目的を十分念頭に置き、取り組んで

いただくとともに、ニーズに即した就農への仕

組みづくりや就農への支援の充実を図っていた

だくよう要望いたします。

次に、経済・雇用対策についてであります。

県内の経済や雇用情勢の悪化を踏まえ、先

日、27億円の地域活性化・生活対策基金造成の

ための予算が可決されたところであります。

当委員会といたしましては、環境森林部及び

農政水産部におかれましては、農林水産業の分

野においてこの基金が活用できるものがないか

十分検討いただき、活用できるものについては

積極的に活用を図っていただくよう要望をいた

します。

最後に、「環境対策及び農林漁業振興対策に

関する調査」につきましては、地方自治法第109

条第９項の規定により、閉会中の継続審査とい

たしたいので、議長においてその取り扱いをよ

ろしくお願いいたします。

以上をもちまして、当委員会の報告を終わり

ます。(拍手)〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、文教警察企業常任委員

会、押川修一郎委員長。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告い

たします。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外10件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり決定をいたしました。

なお、議案第24号については賛成多数により、

その他の議案については全会一致により決定い

たしております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、教育委員会所管の平成21年度予算につ

いてであります。

今回提案されました予算の規模は、一般会計
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と特別会計を合わせて1,150億1,800万円余であ

り、前年度当初予算に対して0.9％の減となって

おります。また、国の第２次補正に係る補正

は、一般会計で１億1,300万円余の増額補正であ

り、その結果、補正後の一般会計と特別会計を

合わせた予算額は1,151億3,200万円余となりま

す。

このうち、明日の産業を担う専門高校スペシ

ャリスト育成支援事業についてであります。

この事業は、専門高校において、農業、工

業、商業等の各教科の特性を生かし、新商品・

加工食品の開発などに取り組み、専門力や技術

・技能の向上を図るものであります。

このことについて委員より、「新商品や加工

食品の開発等を通して農水産物に付加価値をつ

けることは、ひいては農水産業従事者の所得向

上につながることも期待されるため、今後も積

極的に取り組んでいただきたい」との要望があ

りました。

次に、育英資金貸与事業についてでありま

す。

このことについて、委員より、返還金の未済

状況についての質疑があり、当局より、「平

成19年度においては、未済率が28.4％、未済人

数は568名である」との答弁がありました。これ

に対して委員より、「生活に困窮されている方

々もおり、返還金の徴収が困難な場合も多いと

は思うが、返還能力があるにもかかわらず返還

をしない方には、積極的な督促や追跡調査を行

うなど、未済率の圧縮に向けてより一層の取り

組みを行っていただきたい」との要望がありま

した。また、別の委員より、「返還された資金

は、再び育英資金の貴重な財源として活用され

ることや、借りたものは返すという意識を再度

自覚させるよう、あわせて指導していただきた

い」との要望がありました。

次に、学校に対して理不尽な要求を繰り返す

保護者、いわゆるモンスターペアレントについ

てであります。

このことについて、委員より、「理不尽な要

求等による精神的ストレスから、学校をやめざ

るを得なかった事例もある。このようなモンス

ターペアレントにより被害を受けたという実態

については把握しているのか」との質疑があ

り、当局より、「精神性疾患で休職されている

教職員については、その要因はさまざまであ

り、御指摘のような事案に起因する休職者と特

定することは困難である」との答弁がありまし

た。これに対して委員より、「モンスターペア

レントに関するさまざまな問題に適切に対応す

るためにも、今後、具体的な事例等の把握に努

めていただきたい」との要望がありました。

次に、公安委員会所管の平成21年度予算につ

いてであります。

今回提案されました予算の規模は、一般会

計293億6,200万円余であり、前年度当初予算額

に対し0.2％の増となっております。また、国の

第２次補正に係る補正は、一般会計で5,900万円

余の増額補正であります。その結果、補正後の

一般会計予算額は294億2,100万円余となりま

す。

このうち、安全・安心パトロール事業につい

てであります。

このことについて、委員より、「本事業は、

緊急雇用創出事業臨時特例基金を活用した事業

であるが、失業者の新規雇用に努めるための指

導等を行っていくのか」との質疑があり、当局

より、「緊急雇用創出事業実施要領の中で、失

業者の新規雇用の割合をおおむね４分の３以上

とすることと定められており、雇用の確保に努
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めていきたい」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、今回の事業が、

基金の趣旨にかんがみ、確実に雇用の確保・拡

大につながるよう実施されることを要望いたし

ます。

次に、議案第25号「警察関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

あります。

このうち、75歳以上の免許更新時の検査及び

講習手数料について、当局より、「道路交通法

の改正に伴い、本年６月１日から認知機能検査

が導入されることにより新設されたものであ

る」との説明がありました。

このことに関連して、委員より、「認知機能

検査の結果によっては、警察が免許証の更新を

辞退するように進言するのか」との質疑があ

り、当局より、「認知症であるのかの判断は、

最終的には医師が行い、認知症と診断された方

は免許証は取り消されることになる。この検査

は、認知機能が低下している方に対して、その

ことを自覚していただく機会ともなり、今後の

運転において注意を促すという点から、交通事

故の未然防止にもつながるものと考えている」

との答弁がありました。

次に、企業局所管の平成21年度公営企業会計

予算についてであります。

まず、電気事業会計予算についてであります

が、収益的収支は、事業収益51億1,100万円余、

事業費45億8,100万円余で、事業収益から事業費

を差し引いた収支残は５億3,000万円余でありま

す。

次に、工業用水道事業会計予算については、

同じく事業収益３億2,300万円余、事業費２

億9,300万円余で、収支残は3,000万円余であり

ます。

次に、地域振興事業会計予算については、同

じく事業収益2,500万円余、事業費2,400万円余

で、収支残は120万円余であります。

このうち、緑のダム造成事業についてであり

ます。

このことについて、委員より、「水源涵養機

能を高める目的のほかに、有害鳥獣による農作

物への被害防止という観点から、果実のなる樹

種の植栽についても検討してみてはどうか」と

の意見があり、一方、別の委員より、「植栽で

はなく、自然の力による森林再生についても考

えてみてはどうか」との意見がありました。こ

れに対して当局より、「現在、地元の森林組合

等の意見も聞きながら針広混交林の造成を行っ

ている。今後も、専門家の意見も参考にしなが

ら、植栽する樹種等についてさらに検討を進め

ていきたい」との答弁がありました。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で常任委員長の審査結果

報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○坂口博美議長 これより討論に入ります。

なお、討論についての発言時間は１人10分以

内といたします。

討論の通告がありますので、これを許しま

す。前屋敷恵美議員。
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○前屋敷恵美議員〔登壇〕 提出議案に対する

討論を行います。

まず、議案第１号「平成21年度一般会計予

算」、第23号「都市公園条例の一部を改正する

条例」、第24号「教育関係使用料及び手数料徴

収条例の一部を改正する条例」及び第34号から

第36号、第39号について、反対の立場から主な

ものについて討論をいたします。

議案第１号「平成21年度一般会計予算」につ

いてです。

本年度の一般会計予算は、総額5,625億3,800

万円、県債発行額は905億1,600万円が見込ま

れ、県債残高は9,229億円に達する見込みです。

公債費は5.4％増の930億1,600万円と、財政状況

は依然として厳しい状況に置かれています。ま

た、地方交付税の代替財源として後年度に交付

税措置するとされる臨時財政対策債は、474

億2,100万円にも上りますが、地方交付税は、前

年度比9.2％減の170億2,800万円も減らされてい

ます。こうした中で、重要な自主財源である県

税収入の87億2,000万円もの大幅な減収は、県財

政を一層厳しいものにしています。こうした中

で、今、何より国に言うべきは、地方交付税の

削減をやめ、もとに戻すよう要求し、国の財政

運営のあり方を正すことだと思います。

国会の予算審議も真っただ中ですが、社会保

障費抑制路線は続けられ、消費税増税計画は明

確に示されています。今後ますます国民の暮ら

しは厳しさを増そうとしています。県行政がど

れだけこうした国の悪政の防波堤の役割を果た

していくのか、地方自治体本来のあり方が大き

く問われています。

本年度予算の中には、子育て支援の乳幼児医

療費助成事業や、不況の中でのセーフティネッ

ト貸付枠拡大など、評価できる点もあります。

しかし、問題点もあります。

それは、第１に、福祉医療の問題です。後期

高齢者医療費負担金126億7,500万円、また、同

制度安定化基金事業に５億2,000万円が計上され

ていることです。お年寄りを年齢で区別し、高

い保険料と差別医療を押し付けている後期高齢

者医療制度は直ちに廃止すべきです。

第２に、商工費で、企業立地基盤整備等対策

費に45億4,600万円が計上され、新規事業の広域

拠点工業団地整備促進事業に32億円が充てら

れ、企業にすぐ提供できる大規模な工業団地が

不足しているとして、その促進を図るとしてい

ます。しかし、利用促進が図られない広大な高

原のフリーウェイ工業団地にも、企業誘致促進

事業として13億3,600万円が計上されています。

さらに、企業立地フォローアップ促進対策とし

て、企業立地補助金が８億3,700万円計上されて

います。一方、中小企業活性化事業費など

は2,292万円と、昨年度よりさらに減額されてい

ます。余りにも誘致企業対策に偏った予算では

ないでしょうか。企業誘致を図るために自治体

間で優遇措置を競い合うやり方は、自治体本来

の姿ではありません。今、県内の少なくない誘

致企業が、無慈悲、無法な派遣切りを行い、さ

らに正社員の解雇を行い、工場の縮小・閉鎖を

実施しています。しかし、こうした事態を目の

当たりにしながら、自治体は何ら対策を打てな

いという情けない状況です。こうした深刻な事

態と事実を認識し、改めるべきは直ちに改める

べきです。

第３に、農業関連では、価格保証や所得補償

の予算の充実、また、後継者対策の充実などで

農家を直接支援することが、農業の再生・活性

化を図る上で重要であり、そのためにも不要不

急の農業土木事業の見直しを図ることも必要だ

平成21年３月18日（水）



- 363 -

と思います。

第４に、市町村合併事業費として20億1,400万

円が計上され、さまざまな支援策で市町村合併

のさらなる推進が図られようとしています。し

かし、今や、総務大臣が、これ以上の市町村合

併はどうかという状況の中で、見直しが図られ

て当然、利益誘導での合併促進は改めるべきと

思います。

以上、新年度予算について、財政運営を含め

幾つかの問題点を述べましたが、自治体本来の

仕事である住民の健康と福祉の増進のためにこ

そ必要な支出を行い、県民の暮らしを守る予算

執行を求めるものです。

次に、議案第24号「教育関係使用料及び手数

料徴収条例の一部を改正する条例」についてで

す。

同条例改正は、教育職員免許法の改正により

教員免許更新制が導入されたことをもって、教

員免許状の更新等の手数料を新設するというも

のです。10年間で更新を行うとして、一定の期

限内に30時間の講習を義務づけ、試験によって

振り分ける。最新の知識を得た教職員の資質の

向上などが目的とされているようですが、こう

した期限を切って教員免許の更新をしていくこ

とが果たして必要なのでしょうか。学校現場で

子供たちと向き合い、多忙をきわめる先生方に

さらなる負担を負わせかねないのではないかと

危惧しています。講習会を開設する大学の問

題、また、時間的な制約や経済的な負担などが

想定されるからです。既にこれまでも、制度的

に５年研修、10年研修などの一定の時間をかけ

た研修や自主研修、校内研修などを通して教職

員の研修は積み重ねられてきました。さらに先

生方の力量や人間性を高めるためには、職場で

の連帯を通して豊かな経験が交流され、教育実

践に生かされることではないでしょうか。そし

て、子供たちや保護者との信頼関係を築いてい

くことで学校教育への信頼をかち取ることだと

思います。安易に教員免許の更新で教育力を高

めるといった方策はとるべきではないと思いま

す。

議案第34号から36号については、林道事業や

農政水産事業、土木事業の執行に伴う市町村負

担金徴収についてです。

本来、国や県の直轄事業については、それぞ

れが責任を持って事業を執行することが当然で

あって、市町村の財政を圧迫させないためにも

負担金の徴収はすべきではないと考えます。

議案第39号「宮崎県高齢者保健福祉計画の変

更について」です。

今回の高齢者保健福祉計画の変更は、これま

での高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画を

一体のものとして作成することが義務づけられ

たことによるものですが、基本的には、高齢者

の立場に立って、実態に即し、高齢者のだれも

が安心して医療が受けられるものでなければな

りません。しかし、政府は、高齢化の進展の中

で、毎年社会保障費の2,200億円の削減を行いな

がら、老人医療費の削減を目的として療養病床

の再編成を行い、平成23年度までに介護保険適

用の療養病床を全廃し、さらには医療保険適用

の療養病床の縮小を図ろうとしています。今回

の宮崎県高齢者保健福祉計画は、こうした政府

の方針を受けた計画となっています。

本計画案でも、介護療養病床の利用状況は、

利用者の要介護度が非常に高く、医療療養病床

も医療の必要性の高い入院患者が多く、療養病

床はいずれも重度者の受け皿となっている実態

が明らかにされ、これからの療養病床再編成が

危惧されています。
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現在、特養ホーム入居待機者は3,000人が把握

されておりますが、施設整備等は十分に進めら

れるのか。また、地域密着型のサービスについ

ての計画も示されていますが、小規模多機能型

施設やグループホームといった施設の基盤整備

とともに介護現場の人材確保が図られ、十分な

サービスが提供されるのかなども危惧されると

ころです。これで果たして、高齢者の命と健

康、また、高齢者の介護を担っている家族の暮

らしなどを守り支えることができるでしょう

か。

介護保険制度は、今、当初の目的からかけ離

れ、より家庭や本人への負担が及ぶことになっ

ています。本計画が、もっときめ細かに具体的

な数値も示しながら、自治体や事業所任せにし

ない指導援助が図られるよう、実態に即した計

画の充実を求めたいと思います。

時間が参りましたので、以上で終わります

が、最後に、継続となった請願についても今議

会で採択を求めるものです。

以上で終わります。〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議案第１号、第23号、第34号から第36号

まで及び第39号まで採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議案第１号、第23号、第34号から第36

号まで及び第39号の各号議案を一括お諮りいた

します。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は、

いずれも可決であります。委員長の報告のとお

り決することに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、各号議案

は委員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第24号採決

○坂口博美議長 次に、議案第24号についてお

諮りいたします。

本案に対する委員長の審査結果報告は可決で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり可決されました。

◎ 議案第２号から第22号まで、第25号から

第33号まで、第37号、第38号、第40号、

第41号及び第72号採決

○坂口博美議長 次に、議案第２号から第22号

まで、第25号から第33号まで、第37号、第38

号、第40号、第41号及び第72号の各号議案につ

いて、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに御異議ございませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決され

ました。

◎ 請願第17号及び第18号採決

○坂口博美議長 次に、請願第17号及び第18号

について、一括お諮りいたします。

両請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、両請願は委員長の報告のとおり採択するこ
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とに決定いたしました。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より、閉

会中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第５号及び第11号について、一括

お諮りいたします。

両請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、両請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、請願第９号についてお諮りいたしま

す。

本請願は、委員長の申し出のとおり閉会中の

継続審査とすることに賛成の議員の起立を求め

ます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本請願

は、委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査

とすることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました各請願を除く

閉会中の継続調査については、各委員長の申し

出のとおり決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続調

査とすることに決定いたしました。

◎ 特別委員長調査及び審査結果報告

○坂口博美議長 次に、特別委員会の報告を議

題といたします。

ただいまから特別委員長の調査及び審査結果

報告を求めます。まず、産業活性化・雇用対策

特別委員会、高橋透委員長。

○高橋 透議員〔登壇〕（拍手） 産業活性化

・雇用対策特別委員会でございます。

当委員会では、本県の産業活性化及び雇用対

策に関する所要の調査活動を行ってまいりまし

た。その結果につきましては、お手元に配付の

報告書のとおりでありますが、ここで、その概

要について御報告申し上げます。

なお、当委員会では、11月定例県議会におい

て、喫緊の課題である「県独自の緊急的な雇用

対策」及び「農商工連携を推進するための全庁

的な推進体制の整備」について中間報告を行い

ました。これに対し、執行部におかれまして

は、知事を先頭にスピード感を持って対応して

いただき、心から感謝申し上げます。

それでは、報告に入ります。

まず、雇用対策についてであります。御案内

のとおり、100年に一度と言われるアメリカ発の

金融危機の波が、世界じゅうを巻き込みながら

我が国の経済にも押し寄せ、日本を代表するト

ヨタ自動車やソニーでさえも営業損益が赤字に

転落する見通しとなるなど、我が国の景気は急

速に悪化しており、雇用情勢は極めて厳しい状

況となっております。

このような中、本県における全庁的な雇用対

策は、新みやざき創造戦略に基づき推進されて

おり、雇用にかかわる具体的な基本指標とし

て、平成22年度までに新規雇用創出数４年間で

１万人を掲げ、その平成19年度の実績は1,640人

と発表されています。

しかしながら、本県の重要な産業である建設

産業については、公共事業予算の縮減に加え、
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入札・契約制度改革に伴い倒産が相次ぎ、これ

による失業者が増大しているところでありま

す。

このため、建設業の失業者数について県当局

に質疑したところ、「平成19年度の雇用保険の

受給者数によると、資格喪失者7,251人、資格取

得者5,530人、差し引き1,721人である」との答

弁がありました。

このことについて委員より、「雇用保険を掛

けている人は数字が出るが、日雇いのほうの数

字は出てこない。建設業の失業者は1,721人だけ

ではなく、もっと多くの県民が失業している」

との意見がありました。

本県の産業構造は、これまで大きく建設産業

に依存してきており、公共事業予算の縮減は、

建設業の方はもとより、農家の方などが日雇い

という形で農閑期に現金収入を得られる大事な

収入源であったことから、本県の基幹産業であ

る農林水産業にも影響を与えている状況であり

ます。新規雇用を創出するために各部局が懸命

に取り組んでいることは、理解し評価できるの

ですが、新規雇用を創出する一方で、それ以上

に失業者が増加しているのが実態であり、この

ままでは、県民が本当に明るい未来を抱きなが

ら生活はできないと考えます。

県においては、平成21年度の重点施策とし

て、雇用・就業支援対策を推進されようとして

いますが、これ以上失業者をふやさずに真にそ

の成果を上げるよう、本県の経済状況や産業構

造などを勘案した総合的な雇用対策を早急に展

開することが何よりも重要であると考えます。

特に、建設産業を取り巻く環境は厳しく、ピ

ーク時に比べ約６割も減少した公共事業予算の

縮減や、急激な入札・契約制度改革により、建

設産業の経営悪化や倒産に歯どめがかからない

状態であります。

このようなことから、昨年７月に県議会とし

て、「県内の景気浮揚を図るために入札・契約

制度の早期改善を求める決議」を行ったとこ

ろ、10月には予定価格の事後公表が試行され、

本年１月には総合評価落札方式を拡充し、地域

企業育成型が創設されました。議会の要望に対

し、いち早く対応されたことについては一定の

評価ができると考えますが、一番肝心である最

低制限価格の見直しがいまだなされていない状

況であります。

このことについて委員より、「このままでは

建設業者の体力がもたないので、最低制限価格

を早急に見直してほしい」「高校で土木や農業

土木等の学科に通う若い子供たちが、将来建設

業に従事したいという意欲を持てるような社会

にしないといけない」など、多くの要望や意見

が出されました。また、公共事業予算の縮減に

対し、「このまま予算が減少していくと、県の

インフラ整備の方向性が見えてこない」との意

見もありました。

県においては、長崎県が、建設業の経営改善

や雇用確保を目的に最低制限価格を引き上げた

ように、最低制限価格を90％以上とするなど入

札・契約制度を早急に改善するとともに、例え

ば、５年間は公共事業費の抑制を見直し、その

間に建設業の新分野進出を手厚く支援するな

ど、雇用の受け皿づくりをしっかりと行うよう

強く要望します。

さらに、このまま景気悪化の状態が長期化す

ると、企業の業績不振により雇用情勢が悪化

し、消費が鈍って物価が下がるデフレ懸念が強

まることから、中小企業融資制度におけるセー

フティネット貸付の融資枠をさらに拡大するな

ど、不景気である今だからこそ、地域でお金が
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円滑に回るようなシステムを構築することが重

要であると考えます。

次に、本県の産業振興についてであります。

県民の一番の願いである継続的な雇用を創出

するためには、当然、その受け皿となる各産業

の活性化が大前提であることから、本県の農林

水産業や商工業などの内発的な振興策と、企業

誘致などによる外発的な振興策をあわせて推進

していくことが必要であります。特に企業誘致

を促進する上では、高速道路を初めとする交通

インフラの整備が重要でありますが、御承知の

とおり、本県の高速道路の整備は、他の都道府

県と比べると著しくおくれている状況でありま

す。県においては、企業誘致の促進と地場企業

の活性化を図り、安定した雇用を創出するた

め、東九州自動車道と九州横断自動車道延岡線

の一日も早い供用開始など、高速交通網整備へ

の取り組みをさらに強化すべきであると考えま

す。

次に、農商工連携への取り組みについてであ

ります。

中間報告で申し上げたように、当委員会が要

望した、副知事をトップとする宮崎県農商工連

携推進会議が、実際に本年２月に設立されまし

た。議会の要請にこたえ設置されたこの推進会

議が果たす役割は大きく、今後の取り組みが本

県の５年先、10年先の産業振興のかぎを握って

いると言っても過言ではありません。

当委員会の委員の言葉です。「農林水産物な

どの１次産業の製品は、買い手相場だから買い

たたかれてしまう。豊作のときは豊作貧乏にな

る。それを加工して２次産業の製品にすると、

今度は売り手相場になり自分で価格が決められ

る。だから農商工連携が大事なんだ」。まさに

この言葉は農商工連携の本質をつくものであり

ます。

今回、当委員会が提言する農商工連携の取り

組みは、本県の豊かな農林水産物を加工・商品

化することにより、その価値を２倍、３倍と高

め、新たな雇用を創出するなど、生産者を初め

とした県民の所得向上を図るためのものであ

り、県を挙げて取り組むべき施策であります。

そのためにも、県がリーダーシップを発揮し、

農商工連携を推進する具体的な戦略やビジョン

を策定するとともに、例えば、西臼杵支庁や各

農林振興局単位にある地方連絡協議会ごとに部

会をつくるなど、本庁だけでなく現場の体制も

しっかりと構築し、市町村、関係団体、企業、

生産者、さらには県民の一人一人まで農商工連

携の考えを定着させ、実行されるよう強く要望

します。

なお、現在、全国で農商工連携が注目されて

いますが、これまでも国の主導のもとにさまざ

まな施策が立案されては消えていきました。今

回のこの農商工連携の取り組みが、これまでと

同じようにかけ声だけで終わらずに、実際に成

果を上げるよう大きく期待するところでありま

す。

最後に、雇用創出における各部の連携につい

てであります。

当委員会では、本県が直面している課題や今

後必要な施策について、各部局の共通認識を明

確にするために、特別委員会として初めて、雇

用と産業振興に関係する５部局を一堂に集め説

明を求めるなど、積極的な活動を行いました。

当委員会において委員より、「農商工連携に

よる雇用の創出は、机上の空論でなく、具体策

が何なのかということにオール県庁で取り組ん

でほしい」「本県は、どの政策に集中して予算

を配分し、政策効果を上げていくのか、予算執
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行のめり張りが不十分である」など、多くの要

望や意見が出されました。

県においては、雇用対策や農商工連携など分

野横断的な課題に対しては、県民政策部が中心

となって施策を展開するとともに、財政当局が

選択と集中により重点施策に予算を配分するな

ど、効率的な取り組みにより政策の成果が十分

に発揮されるよう強く要望します。

以上、当委員会の調査内容及び活動につい

て、その概要を御報告申し上げました。

本県はこれまで、地の利に乏しく、自動車産

業や電子産業等の企業誘致が進まなかったこと

から、有効求人倍率が低迷していました。しか

しながら、考えようによっては、これまで後継

者不足が続いていた農林水産業への関心が高

まっていることから、今回の不況を担い手確保

の好機ととらえ、本県のポテンシャルを生かし

た農林水産業や食品関連産業、新エネルギー産

業など、地域に根差した産業を育てていくこと

が重要であると考えます。

今、不況の時代で苦しいときですが、農商工

連携や企業誘致という「種」をまくことで、不

況を乗り切ったときに雇用の場の創出という

「芽」が育ち、５年後、10年後には県民所得の

向上という名の「花」を咲かせ、「実」をつけ

る時代が来ると思います。ぜひ知事においては

「種をまく人」になっていただき、そして、当

委員会が提唱する宮崎県らしい産業と宮崎県ら

しい雇用が振興・創出されることを切に願いま

して、当委員会の報告といたします。（拍手）

〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、食の確保・食の安全対

策特別委員会、横田照夫委員長。

○横田照夫議員〔登壇〕(拍手) 食の確保・食

の安全対策特別委員会でございます。

当委員会では、食の確保及び食の安全に関す

る所要の調査活動を行ってまいりました。調査

結果につきましては、お手元の報告書のとおり

でありますが、県が取り組むべき事項として幾

つか提言を申し上げ、報告とさせていただきま

す。

まず、１つ目の提言は、県は、食品表示の一

元化など消費者にわかりやすい情報を提供すべ

きであるということであります。

食品表示は、消費者がその食品を購入するか

どうかを判断する上で、欠かせない大切な情報

でありますが、ＪＡＳ法や食品衛生法など多く

の法律によって規定され、大変わかりにくいも

のとなっております。

このような中、当委員会が県外調査で訪問し

た三重県では、ＪＡＳ法に基づく食品表示の業

務を農政部局から福祉部局に移管し、一元化を

図っておりました。三重県が食品表示の一元化

を行ったのは、和菓子メーカーによるＪＡＳ法

の違反事実を保健所が発見できなかったことを

契機としたものでありましたが、その原因は、

「ＪＡＳ法を所管する農政部局と食品衛生法を

所管する福祉部局との連携が不十分であったと

いう一言に尽きる」ということでありました。

一方、本県においては、国の縦割りに応じて、

ＪＡＳ法を農政水産部が、食品衛生法を福祉保

健部が所管しております。

三重県では、それぞれの法律に基づく食品表

示をすべて一つに盛り込んだ表示の具体例を示

したガイドラインも作成しておりました。法律

では求めていない製造者の電話番号、ファク

ス、メールアドレスの表示まで踏み込むなど、

消費者の立場に立った内容となっておりまし

た。また、三重県のホームページには、「食の

安全・安心ひろば」と題された食の安全に関す
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るページがあり、県民がいつでも素早く食の安

全に関する最新の情報を入手できるよう配慮さ

れております。しかし、本県のホームページで

は、食の安全に関して、どのような情報が、ど

こにどの程度あるのか明確でない状況でありま

す。

県民に適切な判断をしてもらう必要がある情

報を正確にわかりやすく提供することは、地方

行政に第一に求められることだと考えます。そ

れが県民の生命や健康にかかわることであれば

なおさらであります。だからこそ、三重県は、

消費者庁の設置をまつまでもなく、縦割り行政

の弊害を積極的に排除し、消費者の視点に立っ

たわかりやすい情報の提供に取り組んでいるの

であります。本県でも食品表示に係る問題は発

生しております。県は、消費者の視点に立っ

て、食品表示の一元化など、消費者にわかりや

すい情報の提供にすぐにでも取り組まなければ

ならないと考えます。

２つ目の提言は、農地の有効利用を図るとい

う観点から、県は、農業への垣根を低くする取

り組みを進めるべきであるということでありま

す。

農地法では、農地に関する権利を取得する際

の下限面積の要件が原則50アール以上となって

おりますが、農地法施行規則には、耕作放棄地

が相当程度存在する区域については、知事が公

示することにより、この下限面積要件を最低10

アールまで下げることができる規定がありま

す。しかし、本県ではこの規定が適用された事

例はありません。

一方、当委員会が県外調査で訪問した奈良県

大淀町では、この規定を適用して農地を利用し

やすくすることで、耕作放棄地の解消や新規就

農の促進に成果を上げておりました。これに関

し、県当局は、奈良県のような下限面積要件の

緩和を行っていないのは、本県では、50アール

以上とする要件そのものが適用されない農業経

営基盤強化促進法に基づく権利移動により対応

している例が多いためと説明しましたが、農業

経営基盤強化促進法は、認定農業者、いわばプ

ロの農業経営者への農地の利用集積を目的とし

たものであります。しかし、委員が、認定農業

者への農地の利用集積の度合いが、耕作放棄地

が増加していく度合いに追いつくのかどうか数

値に基づいて説明するよう求めたところ、県当

局は、数値に基づいた説明はできないとのこと

でありました。

県内調査で訪問した西都市においては、認定

農業者の農地利用には限界があるように見受け

られましたし、みやざき農業実践塾塾生や卒業

生の方々との意見交換会では、農地を確保でき

ずに就農をあきらめた方もいらっしゃるとのこ

とでありました。あくまでも農地法施行規則の

規定は、耕作放棄地が相当程度存在する区域に

おいて農地を利用しやすくするための規定なの

であります。農業経営基盤強化促進法の対象と

なるようなプロの農業経営者には至らないまで

も、団塊の世代の方々を含めて、農業にチャレ

ンジしたい、触れてみたいという方々の力もか

りなければ、特に中山間地域においては耕作放

棄地はますます増加するのではないかと考えま

す。

耕作放棄地の発生率が全国の２倍近い奈良県

では、県内39の市町村のうち、大淀町を初め22

の市町村において、下限面積要件を10アールま

たは20アールまで下げ、趣味的に農業を楽しむ

方々の利用も含めて、農地を利用しやすくする

取り組みを県と市町村が共同して進めておりま

した。本県では、移住や二地域居住に関する施
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策が推進されておりますが、農地をもっと利用

しやすくする施策と連動させれば、その効果も

上がるのではないかと考えます。担い手への農

地利用集積と競合しない範囲で、県は、農地の

権利取得の下限面積要件緩和などについて先導

的な役割を果たし、農業への垣根を低くして農

地の有効利用を図る取り組みを進めるべきと考

えます。

３つ目の提言は、地産地消及び食育の観点か

ら、カロリーベースの県の食料自給率の目標値

を設定すべきであるということであります。

我が国の食料自給率として示されている40％

という数値は、カロリーベースで計算された食

料自給率でありますが、国は、この40％の食料

自給率を、平成27年度に45％へ、将来的には50

％へと向上させる目標を掲げております。

一方、地域の食料自給率や地産地消の取り組

みの目標を設定し、食育活動において活用する

など、農業生産や食生活について、国民の一人

一人が身近な問題として考える契機を提供す

る、そういう地方公共団体の役割が農業・農村

基本計画には明記されております。

昨年の11月定例会一般質問において、当委員

会の委員である議員が、本県でも食料自給率の

目標を設定すべしと質問いたしました。県当局

は、当委員会において、「畜産や野菜などの主

産県である本県にとって、カロリーベースの自

給率はその生産力が十分に反映されない」と説

明し、また、さきの一般質問では、「食料生産

の目安として、本県独自の自給率の目標設定に

ついて検討していきたい」と答弁いたしまし

た。

しかしながら、先進国の中で最低と言われる

我が国の食料自給率を向上させていくために

は、生産と消費の両面から取り組むべきである

ことは明らかであります。日本型食生活の実践

など、消費のあり方を見直していくことは喫緊

の課題なのであります。米を中心とした本県農

産物の地産地消を進めるという意味からも、日

本型食生活の実践を推進し、県民の健康維持を

図るという意味からも、さらには、国が掲げた

目標値と整合をとって県民に目標値をわかりや

すく示して、食の問題に関する意識を高めても

らうという意味からも、県は国と同じようにカ

ロリーベースの目標値を設定すべきであると考

えます。それは、消費者である県民に食を取り

巻く問題を認識してもらい、具体的な行動を起

こしてもらうための県民の目標値でもあるので

す。

当委員会は、報告書において９つの提言を

行っております。すなわち、これまで申し上げ

たもののほか、

一つ、県の食品の監視・検査体制が十分なの

かどうか、合理的な根拠をもって県民にわかり

やすく説明しながら対策を強化していくこと。

一つ、国に対しても、これまで以上に食の安

全を確保する対策の強化を求めていくこと。

一つ、畜産県である本県の特性を十分踏まえ

て、飼料用米の生産やエコフィードの推進な

ど、飼料自給に向けた取り組みを強化するこ

と。

一つ、耕作放棄地の実態を十分把握し、市町

村・農業委員会への支援を強化すること。

一つ、今後進められていくであろう国の農地

改革については、地域農業との両立を図るよう

国に強く求めていくこと。

一つ、農林水産業の振興による食料供給力の

確保を図ること。

以上、９つの提言であります。

しかし、これらが縦軸だとすれば、横軸とし
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てとらえ直さなければならないのは、消費者と

いう切り口でありました。高度経済成長を初め

とする社会経済情勢の変化は、私たち日本人の

食生活を大きく変化させました。肉や油を多く

消費する欧米型の食生活が好まれるようにな

り、その結果、米の消費が著しく落ち込み、さ

まざまな食料が海外から大量に輸入されるよう

になりました。

その一方で、我が国では、毎年、世界の食料

援助量の1.5倍にも当たる約900万トンもの食べ

残しが廃棄されていると言われており、また、

生活習慣病に悩まされ、医療費が増大するとい

う矛盾を抱えております。しかしながら、我が

国が食料の６割を依存している先の海外に目を

向ければ、飽食と称される私たちの食生活がい

かに脆弱な基盤の上に成り立っているか見えて

きます。

昨年は、穀物の輸出規制などが発端となり、

世界各地で食料を求めて暴動が発生しました。

現在、67億人の世界人口は、40年後には90億人

を超えると予測されております。日本の商社が

食料の買いつけで外国の商社に買い負けること

も多くなったとされ、もはや金さえ出せば食料

が手に入るという時代ではないのです。

そして、再び我が国に目を戻すと、耕作放棄

地は増加し、担い手不足が深刻化しておりま

す。これらの問題の本質がどこにあるのか、私

たち一人一人が深く考えてみるべきであると考

えます。

そのためには、県は、消費者である県民の立

場に立ってわかりやすい情報を提供し、食を取

り巻く問題について関心をさらに高め、消費者

の意識を啓発し、具体的な行動につながるよう

取り組んでいくことが必要なのであります。東

国原知事が会長をされているみやざきの食と農

を考える県民会議では、「「いただきます」か

らはじめよう宣言」が提唱されております。

「いただきます」と手を合わす今の子供たち

も、そのずっと先の子供たちも、安全な食べ物

を安心して、おいしく、そして満足に食べるこ

とができ、「ごちそうさま」という明るく元気

な声が家庭や学校から聞こえてくるような未来

が待っていますようにとの願いを申し上げ、当

委員会の報告といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、環境・新エネルギー対

策特別委員会、西村賢委員長。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 当委員会で

は、本県の環境及び新エネルギー対策に関する

所要の調査活動を行ってきたところでありま

す。その活動経過につきましては、お手元に配

付の報告書のとおりでありますが、ここで、そ

の概要について御報告申し上げます。

初めに、地球温暖化対策についてでありま

す。

地球温暖化は、自然の生態系を破壊するだけ

でなく、農業や漁業等にも影響を与え、さらに

は、気候変動による異常気象が頻発するおそれ

があるなど、私たちの生活に多大な被害を生じ

させる可能性があります。日本は、地球温暖化

の要因と言われております温室効果ガスの世界

全体発生量の約4.5％を占め、世界でも有数の排

出国となっておりますが、現在も排出量は増加

傾向にあり、削減に向けてさらなる取り組みが

求められております。

本県の温室効果ガス排出量は、平成17年度時

点で、平成２年度と比較し35％減少しておりま

すが、ＣＯ２排出量は３％増加しております。ま

た、部門別では、産業部門で減少しております

が、家庭部門、業務部門、運輸部門では増加し

ております。ＣＯ２を初めとする温室効果ガスの
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削減には、国内の各分野が一丸となって取り組

んでいくことが重要であり、自治体の役割も非

常に大きいと考えております。

県においても、積極的かつ継続的な施策の展

開が望まれ、森林整備や太陽光発電、バイオマ

ス発電など、本県の自然環境等を生かしたＣＯ２

削減を推進・研究していく必要があると考えて

おります。

次に、廃棄物処理であります。

私たちは、日常生活において、大量の製品を

利用し消費すると同時に、大量の廃棄物を排出

しております。また、生産活動を行っていく上

でも必ず廃棄物は発生し、活動が活発化すれ

ば、その量や種類も増加します。廃棄物は、土

壌汚染や水質汚濁等の原因となり、人体や生活

環境等に悪影響を与えるおそれがあることか

ら、適正に処理する必要があり、また、限りあ

る資源の有効利用という観点から、可能な限り

再資源化することが求められております。

県では、一般及び産業廃棄物の処理に関し

て、宮崎県廃棄物処理計画を策定し、廃棄物の

排出量やリサイクル量、最終処分量等について

目標値を設定しております。産業廃棄物につい

ては、現状のペースで推移すれば、処理計画の

目標を達成する可能性が高いと思われますが、

一般廃棄物については達成が厳しい状況にある

と考えられます。廃棄物の削減及び適正処理に

は、県民及び事業者の協力が不可欠であります

ので、県においては、専門家によるＣＯ２削減の

ための研修会の開催、レジ袋削減目標値を定

め、実践を促進する事業等を行っております

が、このような具体的かつわかりやすい目標を

県民や事業者に明示し、実践的な行動を促す施

策をこれまで以上に充実して、処理計画の目標

を達成していただくことを求めます。

また、県外産業廃棄物の県内搬入について

は、現在、要綱により規制しておりますが、条

例により規制することを検討していただきたい

と考えております。

次に、リサイクルであります。

リサイクルは、温室効果ガスの削減、廃棄物

の減量化、資源の有効活用など、環境・エネル

ギー問題の解消に大きく貢献する分野でありま

すので、その推進は極めて重要です。リサイク

ルの推進には、国、県、市町村の取り組みはも

ちろんですが、実際にリサイクルを行う企業の

果たす役割が非常に大きく、これらの企業が自

治体の環境及び廃棄物行政を下支えしていると

言えます。

当委員会では、リサイクル事業の現状等につ

いて多数の方からお話を伺いましたが、調査を

実施した企業の多くが、事業開始から１年から

３年ほどしか経ていないこともあり、建設費コ

スト等、初期投資の回収や利払いが大きく、経

営に重くのしかかっており、また、リサイクル

製品の安定した供給先の確保に苦心している事

例も見受けられました。そのため、事業の立ち

上げ段階及び事業開始から経営が安定化する数

年間における行政の担う役割は、非常に大きい

ものがあると感じたところです。

リサイクル事業は、資源の有効活用及びＣＯ２

排出削減に寄与することはもとより、廃棄物削

減の主要な方策でもあるため、それを担う企業

が撤退等をすることになれば、廃棄物行政の大

幅な見直しを迫られるおそれがあります。

県においては、建設時における支援の充実や

リサイクル製品の販路拡大への協力など、経営

面の支援を検討していただくとともに、国に対

しても、補助制度の拡充及び税制上の優遇等に

ついて粘り強く要望していただくことを求めま
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す。

次に、新エネルギーについてであります。

新エネルギーは、石油代替エネルギーとして

関心が高まっており、ＣＯ２削減への貢献だけで

なく、新産業の創出、エネルギー自給率の向上

につながることも期待されております。

まず、バイオマスエネルギーについてであり

ます。

本県は、自然環境に恵まれており、畜産も盛

んで、木質資源も豊富にあるため、鶏ふん焼却

発電や木質ペレット等のバイオマスエネルギー

の導入が進められており、先進的な取り組みも

実施されております。今後もバイオマスエネル

ギーを継続的に推進・拡大していくには、新た

なバイオマス資源の発掘と原料の安定確保が大

きな課題になると思われます。

県においては、県内のバイオマス資源の賦存

量及び使用可能量を把握し、企業、研究機関及

び市町村等へ積極的に情報提供を行うととも

に、原料収集システムの構築についても支援し

ていただくことを求めます。

また、バイオエタノールや木質ペレット等に

ついては、地元で調達した原料で生産されたエ

ネルギーを地元が中心となり消費していく、エ

ネルギーの地産地消の拡大を図っていただくこ

とを強く要望いたします。

次に、太陽光発電についてであります。

太陽という無限のエネルギー源を利用した太

陽光発電は、新エネルギーの代表格であり、現

在も、戸建て住宅や企業、公共施設等で発電施

設が設置されるとともに、企業や公的機関等で

研究開発が活発に行われ、世界規模で技術開発

競争が繰り広げられております。

本県は、全国と比較し住宅用太陽光発電の普

及率が高く、今後も増加が望まれますが、発電

施設の設置には１台200万円前後の費用が必要で

あります。また、費用の回収には少なくとも10

年程度はかかると言われており、現在の経済環

境もかんがみると、今後の普及には公的な支援

が不可欠と考えます。

そのような中、国におきましては、本年１月

から、１キロワット当たり７万円の補助金を交

付しておりますが、それでも割高感は否めない

のが現状であります。太陽光発電システムは最

も期待されている新エネルギーと言えますが、

その技術は発展途上にあることから、実際の効

果を検証するためのさまざまなデータが不足し

ていると考えられます。そのため、委員から

も、太陽光発電の有効性について懐疑的な意見

が出されましたが、確実かつ多様なデータを蓄

積し詳細な検証をするためにも、相当の普及が

求められると考えております。

今後、太陽光発電を普及させるには、製造コ

ストやエネルギー効率の改善など多くの課題が

あります。それらを克服し、既存のエネルギー

と同程度まで普及が拡大するにはまだ時間を要

すると考えられ、その間は、国や自治体が中心

となり、普及を推し進める必要があると考えて

おります。

本県は、知事みずから、太陽光発電に代表さ

れる新エネルギーの活用によって「太陽と緑の

国」を目指すと明言されております。また、平

成21年度の重要施策の一つとして、本県の地域

特性を生かした環境エネルギー対策を掲げ、太

陽光発電施設設置に対する低利融資を実施する

こととしております。

県においては、県民に対し、この制度の周知

を積極的に行い、利用を促すとともに、太陽光

発電の理解を深めるための啓発活動にも取り組

んでいただきたいと考えます。また、既存のエ
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ネルギーと比べ経済効率が劣る太陽光発電の普

及には、資金面での支援が最も効果的であると

考えられますので、県においても、国の補助へ

の上乗せ補助など、さらなる支援の充実を図っ

ていただくことを望みます。

また、現在、昭和シェルソーラー株式会社が

本県に太陽光発電パネルの生産工場を立地して

おりますが、同社の製品の多くは欧州等の海外

へ輸出されており、県内にはほとんど流通して

いないのが現状であります。県においては、こ

れらの製品を本県の住宅や公共施設等へ設置

し、太陽光発電パネルの地産地消を目指してい

ただきたいと考えております。

本県は、豊かな森林、盛んな農畜産業、全国

でも有数の日照量などを有しており、さまざま

な新エネルギーの実験及び生産の適地と言えま

す。今後、これらの資源を生かし、本県が新エ

ネルギー開発の先進地になることを強く望んで

おります。

以上、当委員会の１年間の調査内容及び活動

について、総括して御報告申し上げました。

地球温暖化の要因と言われております温室効

果ガスの削減には、世界全体で取り組む必要が

あります。本県も、排出削減に貢献するため

に、県内の自然環境等を生かした取り組みを率

先的に進め、「環境立県みやざき」としての責

務を果たしていただきたいと考えます。

環境問題及び新エネルギー対策は、一つの画

期的な技術が開発されることだけですべてを解

決できるものではありません。しかし、太陽光

発電を初めとする新エネルギーは、温室効果ガ

スの大幅な削減、資源の枯渇抑制や有効活用、

エネルギー自給率の向上など、環境・エネルギ

ー問題を劇的に改善させる可能性を秘めてお

り、さらには、新産業の創出に結びつく技術で

もあります。

県においては、これまでの環境及び廃棄物に

関する対策を強化していただくとともに、新エ

ネルギーに関しては、企業・研究機関等との連

携をとりつつ、本県の特性を十分に生かした新

エネルギーの開発支援とその普及に努めるとと

もに、国の事業等を利用した施策の展開も図っ

ていただくことを強く要望いたしまして、当委

員会の報告とさせていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○坂口博美議長 特別委員長報告の途中です

が、ここで暫時休憩いたします。

午前11時56分休憩

午後１時０分開議

○坂口博美議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、議員定数・選挙区調査特別委員会、緒

嶋雅晃委員長。

○緒嶋雅晃議員〔登壇〕（拍手） それでは、

委員長報告を申し上げます。

当委員会では、県議会議員の定数及び選挙区

に関する所要の調査活動を行ってきたところで

ありますが、次の一般選挙における議員定数等

に関する結論が出されましたので、その概要と

委員会の活動経過等について御報告申し上げま

す。

昨年度に設置された議員定数・選挙区調査特

別委員会では、議員定数等の見直しに関する積

極的な検討が行われ、その結果、「次の一般選

挙において、総定数を40名以下とする」及び

「その選挙区割と各選挙区の定数については、

来年度に検討する」との結論が出されました。

これらの結論を受けて、今年度も当委員会が設

置され、これまで９回の委員会を開催し、本県
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議会における議員定数及び選挙区について、県

民の皆さんの理解が得られるよう、慎重に検討

を行ってきたところであります。

第１回の委員会では、昨年度の特別委員会の

協議経過を改めて確認した上で、その結論であ

る「総定数を40名以下とすること」について、

当委員会においてもこれを引き継いで協議を進

めることを決定いたしました。また、当委員会

としての結論を出す時期について、昨年度から

協議が行われていること等を踏まえ、「平成20

年中に委員会としての結論を出し、平成21年２

月定例県議会において、関係する条例の改正案

を上程する」との方針を決定いたしました。

次に、第２回及び第３回の委員会では、委員

会において検討すべきテーマを設定し、そのそ

れぞれについて、各委員の見解を示しながら協

議を行いました。しかし、見解が集約できてい

ない会派もあったことから、協議を深めること

はできませんでした。

第４回の委員会では、おおむね各会派の見解

が出そろいました。それまでに出されていた見

解を含めて申し上げます。自由民主党は、総定

数は40名か39名、任意合区は行わない。ただし

書き規定の適用については結論が出ていない。

社会民主党、愛みやざき及び民主党は、３会派

とも同じ見解であり、総定数は39名、任意合区

を最大限行い、ただし書き規定は適用しない。

公明党は、総定数は39名、任意合区は行わず、

ただし書き規定は適用しないというものであり

ました。

自由民主党及び公明党が任意合区を行わない

とした主な理由は、「公職選挙法では、郡市の

区域による選挙区の設定が原則となっているこ

と。公職選挙法では、任意合区が可能なのは、

地勢、交通等の事情などの合理的な理由がある

場合となっており、３会派の言う「１人区の解

消のため」という理由が、それに当たるか疑問

であること。中山間地域の声を吸い上げるため

には、身近に県議会議員がいることが大事であ

り、それを住民も望んでいることから、中山間

地域へ配慮する観点からも、そこに１つの選挙

区を残すべきであること」などでありました。

この任意合区の実施については、自由民主党

が任意合区を行わないとの見解を初めて示した

ことから、質疑が集中しました。まず、「平

成17年度の選挙区特例等特別委員会では、「次

の次の選挙では、選挙区及び定数について抜本

的に見直す」との委員長報告が行われている

が、自民党の見解では、選挙区を抜本的に見直

したことにはならないのでは」という質疑があ

り、これに対し、「抜本的という意味は、県民

が最も関心を寄せる総定数をどこまで減らせる

かについてのものであると認識している」との

返答がありました。このほか、「この委員会に

は、民意がきちんと県政に伝わる選挙区をつく

り上げることが求められている。それが県議会

の改革であり、しっかりとこれまでの議論経過

を踏まえ、任意合区も取り入れるべきではない

か」との質疑があり、これに対し、「任意合区

についても、昨年度からしっかりと検討してき

た。「自分の地域の議員は残してほしい」との

住民の意見も一つの民意であり、いろいろなこ

とを幅広く検討してきた結果がこの結論であ

る」との返答がありました。

以上のように、意見が対立し協議が進展しな

いことから、次の委員会において、各会派から

各選挙区の定数までを含めた成案を示して、具

体的に協議を進めることにいたしました。

そして、第５回目の委員会では、自由民主党

から各選挙区の定数までを含めた成案が提示さ
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れ、その他の会派からも、これまで提示してい

た見解をもとにした成案が提示されました。自

由民主党の成案は、総定数39名、15選挙区であ

り、任意合区は１つの例外を除いて行っておら

ず、ただし書き規定の適用も１つの例外を除い

て行っていないものであり、公職選挙法の原則

を最大限に尊重したものでありました。任意合

区の例外は小林市と西諸県郡についてであり、

これは、小林市の定数を１名とした場合にも２

名とした場合にも、それぞれ一票の格差が大き

くなるなどの問題が生じることなどを考慮し、

また、小林市と野尻町の合併の動向も踏まえ

て、やむなく任意合区を実施したものでありま

した。また、ただし書き規定の適用について

は、人口比例定数から、宮崎市を１名減員し、

児湯郡を１名増員するものであり、これは、宮

崎市が中核市であること等を考慮して１名を減

員し、その１名を、一票の格差を低くすること

のできる児湯郡へ移動させたものでありまし

た。これにより一票の格差は1.60倍に縮まるこ

とになります。

この自民党の成案に対して、総定数を39名と

したことを評価する意見があった反面、任意合

区を取り入れなかったことに対する反対意見が

多く出されました。また、委員より、自由民主

党案に対して、「お互いの主張がこれほど違う

のであれば、公聴会などにより、県民の皆さん

の御意見を聞いて判断する必要があるのではな

いか」との質問がなされ、これに対し、「昨年

度の市・町村議会議長会との意見交換会におい

て、各地域の代表の意見は伺えたものと認識し

ている。また、県議会がみずからの手で我が身

を削る改革を行うことに意味があり、自分たち

のことは自分たちで決めるのが基本と考える」

との返答がなされました。お互いの見解が大き

く分かれたままであることから、一たん各会派

へ成案を持ち帰ることとしましたが、総定数に

ついては全会派が39名で一致していることか

ら、総定数を39名とすることを全会一致で決定

いたしました。

そして、第６回の委員会では、社会民主党、

愛みやざき及び民主党の３会派から、中山間地

域へ配慮する観点から、これまでの統一案から

西臼杵郡、えびの市、串間市の任意合区を行わ

ないこととした修正案が提示され、また第７回

の委員会では、公明党から、「３会派が中山間

地域へ配慮した修正案を提示してきたことを評

価し、３会派統一案を支持することとした」と

の報告がありました。しかし、自由民主党から

は、「任意合区の実施に裁量を加えることは難

しい。法の原則に従い、県内統一ルールで選挙

区を設定することが望ましい」との見解が示さ

れ、これまでの案に変更はないとの報告がなさ

れました。これにより、成案としては、自由民

主党の案、「総定数39名、15選挙区、一票の格

差1.60倍」と、社会民主党、愛みやざき、公明

党及び民主党の４会派の統一案、「総定数39

名、12選挙区、一票の格差1.71倍」の２つとな

りました。両案は、総定数を含めたほとんどの

部分で一致していますが、宮崎郡、東諸県郡、

北諸県郡の任意合区と、ただし書き規定の適用

により人口比例定数から宮崎市を１名減員し、

児湯郡を１名増員していることのみが異なって

おりました。

続く第８回の委員会でも、両案の相違点等に

ついて協議が行われましたが、お互いの意見は

平行線をたどったままであり、選挙区割と各選

挙区の定数に関しては、これ以上意見の一致が

見込めないと判断したことから、やむを得ず、

採決により委員会としての結論を出すことを決
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定いたしました。採決を行うに当たって、「協

議が不十分である」として採決に反対する、図

師副委員長、満行委員、河野哲也委員、井上委

員が退席しました。出席を要請したものの、か

なわなかったことから、自由民主党の委員のみ

で採決が行われ、選挙区割等については、自由

民主党が提示した案を当委員会の結論とするこ

とに決定いたしました。

当委員会の最終的な結論は次のとおりであり

ます。総定数39名の15選挙区で、各選挙区の定

数は、宮崎市11名、都城市６名、延岡市５名、

児湯郡３名、新・日南市、日向市、及び西諸県

郡を含めた小林市が各２名、串間市、西都市・

西米良村、えびの市、宮崎郡、北諸県郡、東諸

県郡、東臼杵郡、西臼杵郡が各１名となってお

ります。総定数を45名から39名へ削減すること

により、現時点では、全国で最も高い13.3％の

削減率を実現するものであり、法定上限数から

の減員率18.8％も全国で５番目の高さとなりま

す。また、一票の格差1.60倍も全国で３番目に

低い格差ということになります。

第９回の委員会では、当委員会に付託された

請願第16号について審査を行いました。審査に

おいては、委員から、「当委員会では、総定

数39名とすることを、諸派も含め全会一致で既

に決定しており、総定数45名の維持を求める当

請願を採択することはできないのでは」などの

意見が出され、このほかに委員からの意見はな

かったことから、採決を行い、当請願は不採択

とすることに決定しました。

以上が当委員会の調査及び審査結果の概要で

あります。

次の県議会議員選挙における議員定数及び選

挙区について、昨年度から協議を行ってまいり

ましたが、議員各位の積極的な協議もあり、他

県に先駆けて、選挙まで２年を残すこの時期に

委員会としての結論を出すことができたものと

考えます。また、当委員会において、総定数を

６名削減し39名とするとの結論を全会一致で決

定できたことは、議員みずからが英断を下した

結果であると考えており、この全国で最も高い

削減率は、県民の皆様からも一定の評価を得ら

れるものと考えております。一部の選挙区割等

について委員の意見が一致せず、最終的に採決

により結論を出さざるを得なかったことは残念

でありますが、当委員会としては、この結論を

踏まえ、地方分権を推進する観点からも、都道

府県議会議員の選挙区を、郡市の区域にとらわ

れることなく、各都道府県の実情に応じて自主

的な判断で設定できるように公職選挙法を改正

するよう、国に対して強く求めるものでありま

す。

最後に、当委員会の結論に基づき、関係する

条例の一部を改正するための条例案を提出いた

しておりますが、当委員会の結論が県議会の総

意となることを願いまして、当委員会の報告と

いたします。以上でございます。（拍手）〔降

壇〕

○坂口博美議長 以上で、特別委員長の調査及

び審査結果報告は終わりました。

◎ 質 疑

○坂口博美議長 これより質疑、討論に入りま

す。

質疑についての発言時間は１人10分以内とい

たします。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。浜砂守議員。

○浜砂 守議員 ただいま委員長の報告がござ

いました。あと、討論を予定しておりますの
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で、確認だけしておきたいと思います。

今回の議員定数・選挙区調査特別委員会の報

告について確認しておきたいと思いますが、先

ほどのお話で、本県は全国で一票の格差、最低

から３番目ということであります。宮崎市から

児湯郡に配分された１人でありますけれども、

ここが1.71倍、現在、一票の格差の一番高いの

が西都市・西米良村区の1.6倍であります。その

差は何と0.1倍でありますけれども、この中の審

議はどのような審議がなされたのか、お尋ねを

いたします。

○緒嶋雅晃議員 このことについては、やはり

一票の格差をできるだけ小さくしたい、そうい

うことになると、今まで宮崎市から西都市あた

りには特例で、本当は配当基数から言えば１で

あったのを２にしておる面もあるんですが、今

度はそれを少なくして、児湯郡の場合は本当は

定数は２でいいんですけれども、２にすると1.9

を超すわけです。今までの格差と変わらない。

そうなれば、児湯郡を３にして、公職選挙法15

条の８項を利用して、宮崎市を１名減員するこ

とによって一票の格差を小さくすることが必要

だということで、そのようにしたわけでござい

ます。

○浜砂 守議員 ですから、1.5を超えているの

は、15選挙区中、西都市・西米良村、この１選

挙区だけなんですが、これについては審議をし

ていただけたんでしょうか。

○緒嶋雅晃議員 もともと45から39にするとい

うことが前提にあるわけです。しからば、どこ

を減らすかということになると、格差の大きい

ところ、東臼杵郡が１の場合が宮崎市は1.90で

あります。宮崎市との格差が西都も1.12であり

ます。そうなれば、６議席を減らすためには、

そういう格差の小さいところといいますか、１

に近いところから減らしていかざるを得ない、

そういうことから、西都市の場合も中山間地で

あるということは考えましたけど、やはり仕方

がなく、６議席を減らすという前提があるの

で、苦渋の選択ということでそのようになった

わけであります。

○浜砂 守議員 あと、討論が残っていますの

で、そちらで討論したいと思いますけれども、

面積について、非常に広大な面積が、この条例

が通りますと、１人当たりにすると相当な面積

になるわけですけれども、この辺の論議はして

いただけたんでしょうか。

○緒嶋雅晃議員 このことはですね―今、選

挙区当たりの面積が一番広いのは東臼杵郡であ

ります。1,300平方キロです。西都が700平方キ

ロぐらいです。そうなりますと、同じ中で、中

山間地は、広い面積で、まだ社会資本の整備も

おくれておるわけでありますけれども、やは

り、一票の格差というか、人口を基準とするの

が一定の公職選挙法のねらいでもありますの

で、広い中で言うと、北海道なんかは、それを

見たとき4,000平方キロメートル、それは宮崎県

の半分のところで１選挙区というのもあるわけ

です。そういうことを考えると、宮崎県の場合

も、東臼杵、西都市は大変容易ではないわけで

すけれども、やむを得ないと。やはり６名の定

数減というのがひっかかってきておりますの

で、そのまま置くと格差が2.何倍になる。そう

いうことからすると、やむを得ず、面積は検討

したけれども、仕方がなかったということであ

ります。

○浜砂 守議員 西都市は２倍を超さないんで

す。11年前に西臼杵郡の定数削減のときに

は2.51倍で１名減だったんですが、今回は1.87

ぐらいにしかなりません。そういうようなもの
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は十分審議していただけたのかという疑問があ

るものですから、正確にお答えください。

○緒嶋雅晃議員 もちろん、審議したわけであ

ります。そういうことでお互いの成案が出てき

たということであります。

○浜砂 守議員 後は討論にいたします。

それから、あと２つ確認があります。いわゆ

る１郡１町、北諸県郡三股町なんですが、１郡

１町ということでありまして、郡市を単位とす

る選挙区割の郡というのは群れでありますか

ら、１町は既に郡の体をなし得ていないわけで

ありますが、この辺はどうでしょうか。審議な

さいましたか。

○緒嶋雅晃議員 当然、公職選挙法の15条の中

で郡市の単位となっております。１町でも郡で

あることには間違いありませんので、法律を超

えることはできなかったということでありま

す。

○浜砂 守議員 任意合区ということなら認め

られておるわけでありますから、見ると、１人

区をまずもって確保して、あとの選挙区を協議

したと言わざるを得んような状態なんです。そ

の辺はどうでしょう。

○緒嶋雅晃議員 いや、そういうことじゃな

く、当然、法の精神を遵守するということで議

論してきたところでございます。

○浜砂 守議員 １郡１町の１町でも郡の体を

なし得ているということで審議されたんです

ね。

○緒嶋雅晃議員 もちろん、そういうことでご

ざいます。

○浜砂 守議員 次に、今度は清武町なんです

が、宮崎市の中にすっぽり入り込んでいる一つ

の町であります。非常に小さい町、人口はある

んですけれども、これは既に合併が決定してお

りますけれども、任意合区についての議論はな

されたんでしょうか。

○緒嶋雅晃議員 これは当然、宮崎市と来年の

３月に合併するということが、まだ総務大臣の

告示までは至っておりませんけれども、県議会

でもそういう審議があると思いますが、そうい

うことを踏まえると、将来的には同じ選挙区に

なるということで理解していただいていいん

じゃないかというふうに思います。

○浜砂 守議員 そこも、将来のことでありま

すから確認をしておきたいんですが、私どもか

ら見ると、宮崎市と一緒でいいのではないか、

今回の14選挙区でもこれは成立したんじゃない

かという気がするんですが、その辺の協議は全

くなされていないんですね。

○緒嶋雅晃議員 これは当然、昨年12月までに

結論を出すということでありましたので、その

結論にのっとって条例化をお願いしたというこ

とでございます。

○浜砂 守議員 そうしますと、このままの選

挙区、１人区を残すということになりますと、

公職選挙法上は、この次の清武町の選挙は１人

区でも特例として認められるということになり

ますが、そのことについては審議されています

か。

○緒嶋雅晃議員 そのことは審議しておりませ

ん。しかし、米良特別委員長のころに、そうい

うことについては、合併したら合併した選挙区

でということで、今までも、延岡と３北が合併

したときも特例区は設けずに延岡市の選挙区で

やられた。また、そのほか高岡の合併でも同じ

ことで、宮崎市の選挙区で合併してやられたと

いうことでありますので、これは特例を設けれ

ば別ですが、今のまま前例を慣例とすれば、同

じ選挙区ということに理解できるんじゃない
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か、そういうことで今までは来ておるというふ

うに思って、そのことは具体的には検討してお

りません。しかし、今まではそういうことで来

ておるということであります。

○浜砂 守議員 後は討論で行います。ありが

とうございました。

○坂口博美議長 以上で質疑は終わりました。

◎ 討 論

○坂口博美議長 次に、討論の通告があります

ので、発言を許します。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 請願についての討

論を行います。

請願第16号「宮崎県議会の議員定数削減と区

割り改悪に反対する請願」については、委員会

審査で不採択とされました。しかし、同請願

は、議員定数・選挙区調査特別委員会が、議員

定数を現行の45人を39人に、選挙区を16区か

ら15区へ減らしながら、選挙区定数の１人区を

７区から８区へふやす案を決定し、今２月定例

県議会で条例改正を図ろうとすることに警鐘を

鳴らし、条例改正の中止を求め、もっと県民の

意思を確かめてほしいと訴えています。

同請願では、議員の数が減らされることは、

すなわち県民の声が県政に反映されにくくなる

ことを危惧し、また、１人区は死に票が多くな

る選挙の仕組みであり、住民自治と民主主義の

侵害だと指摘していますが、まさに民意が反映

されにくくなることは必至です。また、財政問

題にも言及し、議員削減による予算は、諸事業

での節約や冗費を削ることに真剣に取り組めば

捻出することができるはずだと提言をしていま

す。そして、何より、真に各議員が議会制民主

主義を担う者として、県民の負託を受けた県民

の代表として、県民の声や要求を県政に反映さ

せ、県政の監視役として議会活動を全うしてほ

しいと訴えていますが、議員定数が削減された

ならば、県政のチェック役としての議会の役割

も後退することは明らかです。

請願者が危惧するような事態を払拭し、民意

を反映させて、議会や県政の活性化を図るため

には、最低でも現行定数で議員がより奮闘する

ことではないでしょうか。県民の意思が十分に

反映されているとは言いがたい、今回の議員定

数削減と選挙区問題について、請願者の意思を

尊重し、同請願を採択した後、県民の立場での

議論を尽くすことを求めるものです。

以上で討論を終わります。〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 請願第16号採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

請願第16号についてお諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択と決定されまし

た。

◎ 議員発議案送付の通知

○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし

たので、事務局長に朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

平成21年３月18日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議会運営委員長 丸山 裕次郎
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議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

ＷＴＯ農業交渉・日豪経済連携協定（ＥＰ

Ａ）交渉に関する意見書

議員発議案第２号

食料自給率の向上を求める意見書

議員発議案第３号

中山間地域等直接支払制度の継続と充実を

求める意見書

議員発議案第４号

保育制度改革に関する意見書

議員発議案第５号

「緑の社会」への構造改革を求める意見書

議員発議案第６号

年金記録問題の速やかな解決を求める意見

書

平成21年３月18日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 厚生常任委員長 権藤 梅義

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

医師の養成・確保対策の充実を求める意見書

議員発議案第８号

遠位型ミオパチーの治療薬早期実現に関す

る意見書

平成21年３月18日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 商工建設常任委員長 十屋 幸平

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

「協同出資・協同経営で働く協同組合法」

（仮称）の速やかな制定を求める意見書

平成21年３月18日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 県議会議員 丸 山 裕次郎

徳 重 忠 夫

新 見 昌 安

権 藤 梅 義

宮 原 義 久

松 村 悟 郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第10号

北朝鮮による日本人拉致問題の解決のため

経済制裁の延長と追加制裁などを求める意

見書

平成21年３月18日

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

提出者 議員定数・選挙区調査特別委員長

緒嶋 雅晃

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第11号
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県議会議員の定数を定める条例及び県議会

議員の選挙区及び各選挙区において選挙す

べき議員の数に関する条例の一部を改正す

る条例

◎ 議員発議案第１号から第11号まで

追加上程

○坂口博美議長 ただいま朗読いたしました議

員発議案第１号から第11号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第１号から第10号採決

○坂口博美議長 まず、議員発議案第１号から

第10号までの各号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

まず、議員発議案第10号についてお諮りいた

します。

〔前屋敷議員退席〕

○坂口博美議長 本案は、原案どおり可決する

ことに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○坂口博美議長 起立多数。よって、本案は原

案のとおり可決されました。

〔前屋敷議員着席〕

○坂口博美議長 次に、議員発議案第１号から

第９号までの各号議案について、一括お諮りい

たします。

各号議案は、原案のとおり可決することに御

異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第11号提案理由説明

○坂口博美議長 次に、議員発議案第11号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。議員定数・選挙区調査特別委員会、緒嶋雅

晃委員長。

○緒嶋雅晃議員〔登壇〕 それでは、「県議会

議員の定数を定める条例及び県議会議員の選挙

区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に

関する条例の一部を改正する条例」について、

提案理由を説明いたします。

議員定数・選挙区調査特別委員会における今

年度の活動経過及び委員会の結論につきまして

は、先ほどの委員長報告で御説明したとおりで

ございます。この当委員会の結論に基づき、県

議会議員の定数及び選挙区を定めている２つの

条例の改正を行うため、本条例案を提案したと

ころであります。

条例案の概要を御説明しますと、第１条が、

現行の総定数45名を39名に改めるものであり、

第３条が、当委員会の結論に基づき選挙区割及

び各選挙区の定数を改めるものであります。ま

た、第２条は、日南市と南那珂郡２町の合併に

伴う所要の改正を行うものであります。なお、
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附則において、この条例は次の一般選挙から施

行することといたしておりますが、第２条の

み、日南市と南那珂郡２町の合併の日から施行

することといたしております。

先ほどの委員長報告でも申し述べましたとお

り、本条例案の成立により、現時点で本県が全

国で最も高い削減率を実現するものでありま

す。本条例案の趣旨を御理解の上、御賛同いた

だきますようお願い申し上げまして、提案理由

の説明といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 質 疑

○坂口博美議長 これより質疑に入ります。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 ただいま御提案がありまし

た定数削減について質疑をさせていただきま

す。今回、45の現行定数を39名に、６名削減す

るという提案でございますが、まずもって定数

削減の理由、根拠についてお示しいただきたい

と思います。

○緒嶋雅晃議員 これは、県民の皆さん、市町

村議会の合併も進んでいる中で、何で県議会だ

け定数を削減しないのかということもあります

し、知事のほうも行政改革等を積極的に進める

中で、県議会議員も２年前の選挙のときに、そ

れぞれの議員の皆さん方が選挙民に対して議員

定数の削減等を声高らかに述べられておるの

も、御案内のとおりであります。そういう皆さ

ん方の思いを―特別委員会というものを２年

前に選挙があってすぐに設置して、２年かけて

やったということでございますので、この議員

削減の問題は、県会議員全員の気持ちが一致し

たところでこのように進められたものというふ

うに思っております。

○前屋敷恵美議員 県民の声というふうにも言

われましたけれども、では県民の声をどのよう

に集約されたのかということをお聞きしたいと

思うんですが、先ほどの御説明で、議長会での

意見交換会でというお話もありましたけれど

も、そうであれば、各議会の議長がどのように

して民意を集約されたのか、そのあたりも聞か

せていただきたいと思います。

○緒嶋雅晃議員 これは当然、皆さん方が選挙

のときに選挙民からも聞かれたことだろうとい

うふうに思いますし、自分たちの定数のことは

自分たちで決めるというのが前提でありますの

で、そういうことを含めて総合的に反映したの

が民意であろうというふうに思っております。

○前屋敷恵美議員 では、選挙区を16選挙区か

ら15に減らしながら、批判の強い１人区を７か

ら８にふやすというのでは、民意を反映しない

というふうに思うんですけれども、そのあたり

の御説明を。

○緒嶋雅晃議員 １人区が批判が強いというこ

とは、私は聞いておりません。当然、１人区も

必要性があって、これは法律で認められておる

制度のまま、そのようにしたわけでありますの

で、結果としてこのようになった。全国的にも

１人区というのは選挙区の40％以上、熊本県、

鹿児島県においても50％以上が１人区でありま

すので、全国的に見ても宮崎県が突出して多い

ということでもございません。

○前屋敷恵美議員 後は討論で深めたいと思い

ます。

○坂口博美議長 以上で質疑は終わりました。

◎ 議員発議案第11号に対する修正動議提出
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○坂口博美議長 次に、お手元に配付のとお

り、満行潤一議員外３名から、議員発議案第11

号に対する修正動機が提出され、所定の発議者

がありますので、動議は成立したものと判断い

たします。

事務局長に修正動議を朗読いたさせます。

〔事務局長朗読〕

修正動議

議員発議案第11号「県議会議員の定数を定め

る条例及び県議会議員の選挙区及び各選挙区に

おいて選挙すべき議員の数に関する条例の一部

を改正する条例」に対する修正案を会議規則

第19条の規定により別紙のとおり提出します。

平成21年３月16日

提出者 県 議 会 議 員 満 行 潤 一

図 師 博 規

河 野 哲 也

井 上 紀代子

宮崎県議会議長 坂口 博美 殿

◎ 修正動議趣旨説明

○坂口博美議長 ここで、本件について提出者

の趣旨説明を求めます。図師博規議員。

○図師博規議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第11号「県議会議員の定数を定める条例及び県

議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙す

べき議員の数に関する条例の一部を改正する条

例」のうち、第３条選挙区変更の内容につい

て、修正動議の提案理由説明をさせていただき

ます。

お手元の資料のとおり、我々４会派、社民

党、民主党、公明党、そして愛みやざきは、議

員定数・選挙区調査特別委員会におきまして、

４会派の統一案を提出いたしました。

その内容は、それまでの市町村合併の動向を

視野に入れ、また、来る道州制の動向も視野に

入れ、選挙区をできる限り合区し、選挙の際、

県民の方々の選択肢をふやし、また県民の方々

の貴重な投票行為を選挙結果に結びつける可能

性が大きくなる選挙区設定を行ったところで

す。

また、第６回特別委員会におきましては、中

山間地に配慮するという名目で、西臼杵郡選挙

区、えびの市選挙区、串間市選挙区の１人区を

そのまま残すという譲歩案を再提出いたしまし

た。さらに、おおよそ中山間地とは言いがたい

北諸県郡選挙区、宮崎郡選挙区の１町１人区等

を合区する案を再三提示してまいりました。に

もかかわらず、自民党からは、１人区をそのま

ま残し、選挙区を15とする案が一度提示された

だけで、その後の歩み寄りは全くありませんで

した。

我々４会派は、特別委員会の場において協議

を重ね、よりよい案の構築に努めてまいりまし

たが、特別委員会での協議は進展せず、それど

ころか、審議未了のまま、自民党単独による採

決が行われました。我々４会派は、このような

行為を到底容認できるものではありません。特

別委員会の場において、一歩でも、いや半歩で

も自民党のほうからの歩み寄りがあればと悔や

まれます。

そしてまた、私は副委員長という職を与えて

いただき、蓬原前委員長のもと、また緒嶋委員

長のもと、調整役として働かせていただきまし

たが、その職責を全うできず大変心苦しくも

思っております。非難は甘んじて受ける所存で

ございます。

我々４会派は、議員定数につきましては39と

することに何ら異議ございません。今回の動議
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は、県民の方々に、選挙区をより多く合区し、

複数人区をふやすということについての有益性

を再度示すために、提出に至った次第でありま

す。

最後に、この動議は、法的解釈及び事務手続

上の流れも正当な運びを経て申請、提出に至っ

たことをつけ加えまして、社民党、民主党、公

明党、愛みやざきの４会派を代表しての提案理

由説明といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 修正動議に対する質疑

○坂口博美議長 これより修正動議に対する質

疑に入ります。

質疑の通告がありますので、発言を許しま

す。前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員 ただいま修正案の御説明を

いただいたんですけれども、修正案も同じく定

数を39名に削減するという案でございますが、

この理由、根拠を示していただきたいと思いま

す。

○図師博規議員 質問の内容が、私の提案理由

とはそぐわないところがあろうかと思います。

今回の提案理由説明につきましては、第３条の

選挙区の変更の内容のみの提案理由説明となっ

ております。

ただ、今の御質問に御答弁いたしますと、我

々４会派も、45議席のまま選挙を行うこととい

う内容につきましては、市町村議会におきまし

ても定数の削減が大幅に進んでおります。そし

て、市町村合併、道州制の流れを踏まえます

と、45議席のまま次の選挙を迎えるということ

は、県民の方々、また市町村議会の方々からも

理解が得られることは困難であると判断した上

で、よりよく合区を進めて39という議席数に到

達したところでございます。

○前屋敷恵美議員 １人区の問題では、譲歩し

て１人区を残したという御説明もございました

けれども、なぜゆえに譲歩までして１人区を残

したのか、その辺のところをお聞かせくださ

い。

○図師博規議員 ４会派、スタートはそれぞれ

まちまちでした。会派の理想を追い求めるがゆ

えに、最大、定数を減らすということの実がと

れないという結果に陥ることを避けたいと思い

まして、それぞれの会派がどこまで歩み寄るか

協議を重ねた上で、自民党の案との歩み寄りを

最大限４会派で行ったというところでの譲歩案

という表現をさせていただきました。

○前屋敷恵美議員 後は討論に移したいと思い

ます。

○坂口博美議長 以上で、修正動議に対する質

疑は終わりました。

◎ 議員発議案第11号及び修正案に対する討論

○坂口博美議長 これより議員発議案第11号及

び修正案に対する討論に入ります。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、蓬原正三議員。

○蓬原正三議員〔登壇〕（拍手） 私は、議員

発議案第11号の原案について賛成の立場から、

また、同議案の修正案に反対の立場から討論を

いたします。

初めに、総定数を現行の45名から39名に削減

することについてであります。県や市町村等に

おいて行財政改革が推進される中、県民の代表

である県議会としても改革の姿勢を示すことが

強く求められております。特に、この総定数に

ついては県民の関心も高く、一昨年の県議会議
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員選挙においても大きな争点の一つとなり、削

減を公約に掲げた議員が多く選出されたことな

どをかんがみると、定数削減を求める県民の声

が大きいことは明らかであります。そこで、こ

の民意にしっかりとこたえるためにも、本県議

会始まって以来のこの大きな改革を実現させ、

県議会としての改革の成果を早期に県民に示す

ことが、我々に課せられた責務であるものと考

えます。

次に、選挙区割についてであります。選挙区

割を議論する上で忘れてならないのが、公職選

挙法では、「都道府県の議会の議員の選挙区

は、郡市の区域による」との原則が定められて

いることであります。全国的に見ても、半数近

くの県が、任意合区の対象の郡や市がありなが

ら任意合区を行っておりません。これは、この

公職選挙法の原則を尊重しているからにほかな

らないものと考えます。修正案は、この原則か

ら外れ、県内の一部の郡に任意合区を取り入れ

ておりますが、原案は、この原則を最大限尊重

し、後世に憂いなきよう、県内統一ルールによ

り選挙区割が定められております。

一部からは、原案に対して、「１人区を残そ

うとする案だ」とやゆする声も聞こえますが、

決してそうではなく、公職選挙法の原則を尊重

した結果として１人区が存在しているのだとい

うことをしっかりと認識すべきであります。す

なわち、この法の大原則に基づき、かつ県内統

一ルールで選挙区割を設定している原案のほう

が、より多くの県民の理解が得られるものであ

ると確信いたしております。

次に、各選挙区の定数についてであります。

原案は、可能な限り、いわゆる「一票の格差」

を縮小するため、一部の選挙区に、いわゆる

「ただし書き規定」を適用しております。これ

により一票の格差は、現時点で全国で３番目に

低い1.60倍となることになります。これに対し

修正案は1.71倍と、原案よりも大きくなってお

ります。議員定数・選挙区調査特別委員会の協

議では、各委員から格差の縮小がしきりに叫ば

れておりました。県民に対する説明責任が果た

せるのは、最大限、格差の縮小に努めた原案の

ほうだということは明らかであります。

最後に、原案の策定経緯に関してでありま

す。原案は、議員定数・選挙区調査特別委員会

において２年間にわたり協議されてきた結論に

基づいたものであります。当委員会の設置など

については、年度当初に全会一致で決定された

ものでありますので、その委員会が慎重に協議

を重ねて出した結論であれば、これは当然尊重

されるべきものであります。一部には、多数決

により決定された結論に反発も見られるようで

ありますが、今回のように、お互いの主張が平

行線のままであり、さらに県民に対して速やか

に結論を出すことが求められている状況であれ

ば、民主主義のルールにのっとった形で結論を

導くことは当然の進め方であると言えます。委

員会の設置意義そのものを否定してはならず、

この民主主義的な方法で出された結論をしっか

りと尊重する必要があるのではないでしょう

か。

以上、述べてまいりましたとおり、修正案に

比べ原案は、公職選挙法の原則を最大限に尊重

しながら選挙区割等を定めているものと言えま

す。このように原則に基づいて選挙区割等を定

めることは、今回の大きな改革によって削減の

対象となり、直接の痛みを伴うこととなった選

挙区の県民の皆様に対しても、明快な説明責任

が果たせるものと考えており、これがひいて

は、より多くの県民の皆様の理解を得ることに
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つながるものと考えております。

以上のことを踏まえ、議員各位におかれまし

ては、修正案に反対し、原案に賛成することに

ついて御賛同くださいますようお願い申し上げ

て、私の討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 今回、議員定数・

選挙区調査特別委員会から提出されました「県

議会議員の定数を定める条例及び県議会議員の

選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の

数に関する条例の一部を改正する条例」並びに

同条例案に対する修正案について、いずれにも

反対の立場から討論を行います。

今回の条例改正は、定数削減と選挙区割及び

選挙区の定数問題です。市町村合併に伴う選挙

区の見直しなどは当然あり得ると考えますが、

定数の削減には反対です。言うまでもなく県議

会は、少数意見を含めて多様な住民の意思を代

表する機能を果たさなければなりません。定数

削減は、この民意の反映という民主主義の根幹

を掘り崩すものにほかなりません。また、議会

の重要な役割である県政に対する監視機能を果

たすという役割においても、定数削減はその機

能を後退させるものです。さらに、定数削減の

大きな理由として財政危機が挙げられていま

す。しかし、議員定数の問題は、単に行政の簡

素合理化と同じ観点で論ずる問題ではありませ

ん。財政危機を言うのなら、議員の本来やるべ

きことは、「なぜ財政危機を招いたのか」「財

政危機を解決するにはどうしたらいいのか」を

真剣に論議することではないでしょうか。した

がって、安易に定数削減に走るのではなく、ま

ずは議員報酬や政務調査費、費用弁償などの見

直しなどを行うべきではないでしょうか。

また、定数削減の理由として、全国的な議員

削減の流れが挙げられますが、議員定数は、議

会の審議能力、住民意思の適正な反映を確保す

ることを基本とすべきであって、100年に一度と

言われる経済危機のもとで議会の役割がますま

す重要になっている現状において、単純な定数

の一律削減は問題であり、地域における少数意

見を排除することになりかねません。そうした

点では、選挙区割も、一票の格差是正を図り人

口比での増減で定数是正が行われるべきであ

り、１人区をふやすことは論外と言わなければ

なりません。

最近の宮日新聞に、「議員定数が法定数より

９人も少なくなれば、県民の声を反映する県議

会の役割が低下し、県民に不利益になる」とし

た投書がありました。本来、議員の総定数は地

方自治法で規定されている法定数が基本であ

り、本県議会の法定数は48人です。既に３人下

回っているわけで、最低でも現状維持を図っ

て、我々議員が切磋琢磨し、議会やみずからの

資質を高めて、県民の負託にこたえられる存在

感のある議員、存在感のある議会活動に到達す

ることこそが求められているのではないでしょ

うか。

以上、申し述べ、今回の議員定数削減、選挙

区及び定数見直しの条例改正に反対するもので

す。〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、満行潤一議員。

○満行潤一議員〔登壇〕（拍手） 修正案に賛

成、原案に反対の立場で討論に参加いたしま

す。

私は、平成17年、19年、20年の選挙区特別委

員会に所属をさせていただきました。最初から

選挙区の広域化にこだわってまいりました。山

本孫春前日向市長は、我々県会議員の先輩です

けれども、投書でも、しっかりと広域化が必要
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だというふうに主張をされておりました。基礎

自治体の役割分担を否定するものではありませ

ん。市町村独自の歴史や地理的要件など、地域

特有の事情に応じて自治体は住民サービスを提

供します。しかし、県政の課題や役割は県内全

域が対象であり、県内あまねく平等のサービス

を提供する責務があります。我々のふるさとの

川は自治体の境界線に関係なく流れ、道路も隣

の自治体とつながっています。県議会の役割は

広い視点に立った県政のチェックではないんで

しょうか。県議会としての役割と責任を存分に

果たしながら、県勢のさらなる発展に努め、県

民の期待と信頼に全力でこたえるためには、自

分の地域のことのみ没頭するのではなく、広域

化での視点が欠かせません。また、議会として

県執行部と議論を十分尽くし、県民が真に豊か

さと幸せを実感できる宮崎づくりに力強く取り

組んでいくためにも、選挙区の広域化、いわゆ

る１人区解消のための合区が急がれます。民意

が正確に伝わるために選挙区の広域化が必要で

す。一票一票が平等に反映されるために、多様

な意見を反映するためにも、定数が複数の広域

化が必要です。審議が十分尽くされていませ

ん。原案は県民の声を反映していません。

話し合いは譲り合いです。４会派は自民の意

見も取り入れてまいりました。それぞれ地域の

声を聞いての自民党案と説明を受けますが、自

民案は、提案されてから最後まで、自民案は十

分党内で議論し合意した最良案だと一歩も動き

ませんでした。自民案の説明では、「公職選挙

法は原則として郡市を基本とし、１人区であっ

ても１つの郡市なので尊重した。１人区の住民

は必ずしも選挙区の任意合区を望んでいない。

民意にかなっている」と言われます。しかし、

原案は本当に県民の民意を反映しているので

しょうか。私たち４会派は、丁寧に県民の意見

を聞こうと、有識者との公聴会、県民との意見

交換会を開こうと提案しましたが、「議員定

数、区割は議会内で決めることだ」と、これま

た拒否されました。

思い出してみてください。11年前の２月議会

最終日に、西臼杵選挙区の定数が２から１に削

減される条例改正案が審議されたとき、傍聴席

は、はるばる西臼杵地域から駆けつけた人々で

満席となり、長時間かけて審議された経験があ

ります。その質疑の中で緒嶋議員は、「特別委

員会報告は地域の実情が反映されておらず、審

議が十分尽くされていない。委員会を再開して

もう一回意見の集約を行え」とまで発言されて

います。

北諸県郡三股町に居住だと名乗る男性から私

の自宅に電話がありました。「三股は１人の代

表よりも、６人、７人の代表が三股を見ても

らったほうがよい。そういう意見が多くあるこ

とを伝えてほしい」という内容でした。

１人区の選挙区をなくし、任意合区をするこ

とによって、人口の少ない地域の代表がいなく

なる心配があるとの意見もあります。しかし、

１市４町で合併した新都城市の選挙では、旧高

城町出身の星原副議長が、当然といえば当然で

すが、トップ当選でありました。県民の声は、

県議会改革、選挙区の抜本的見直しです。県民

の声を聞いてみようではありませんか。県北山

間部と中央、県南は事情が違います。公職選挙

法では、人口比例が原則だが、例外ただし書き

では、特別な事情を認めるという柔軟性のある

対応ができることも明記されています。

これまで議論された経緯からも、おかしい点

があります。平成17年度に自民党単独でまとめ

られた選挙区特例等調査特別委員会の結論は、
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「今後の市町村合併の動向を見据えながら、次

の選挙後において、選挙区及び定数について抜

本的に見直すことが県議会に課せられた責務で

ある」との委員長報告内容となっています。し

かし、今回の原案は、選挙区は抜本的見直しに

なっておりません。平成19年度の議員定数・選

挙区調査特別委員会の結論は、「選挙区につい

ては、市町村合併の動向を踏まえるとともに、

任意合区の実施による選挙区の広域化について

も十分検討する」ということでありました。今

回の定数１人区が現状７選挙区から８選挙区に

ふえることは、抜本的に見直すことにならず、

到底認められません。多くの県民が望む議会改

革を断行すべきであります。

また、現状７つの定数１人区の議員はすべて

自民党であり、無投票当選の選挙区も多い現状

があります。改正案は１人区が８選挙区とな

り、これでは党利党略と言われても仕方があり

ません。全国的に１人区は４割、九州では５割

を超えているという話でありますが、翻って言

えば、県議会の改革が進んでいない、そういう

ことだと思います。19年度の委員会結論をどの

ように党内で検討したのか、なぜ党議でそうい

う結論になったのか、検討の内容をぜひ開示い

ただきたい。切に期待をしております。

当初の３会派統一案から、公明党の意見を取

り入れ、また自民党が主張する山間部への配慮

をし、４会派の修正案では、西臼杵、えびの、

串間の１人区を残しました。真に県民の民意に

沿う修正案に賛同いただきますことを最後にお

願い申し上げまして、討論を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、松田勝則議員。

○松田勝則議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第11号「県議会議員の定数を定める条例及び県

議会議員の選挙区及び各選挙区において選挙す

べき議員の数に関する条例の一部を改正する条

例」のうち、第３条に反対し、同条の修正案に

賛成の意を表し、討論を行います。

100年に一度と評される金融危機の波は一挙に

世界じゅうを席巻し、その波は本県にも一度に

押し寄せました。ますますその影響は度合いを

増しているところであります。日本産業の花形

たる自動車産業や電子産業でさえ、営業損益赤

字に転落、そして大手企業も株価が予想以上の

下落を見せるなど、国民生活、いわんや我が県

民の生活は日に日に厳しい現状にあります。失

業者の増加、雇用の低迷に加え、建設業界の激

変、農林水産業、商工業を初めすべての分野に

おいて不安要素を挙げれば、枚挙にいとまがあ

りません。宮崎の知名度の飛躍的向上とは裏腹

に、県民生活は出口の見えない閉塞感に閉ざさ

れております。

このような状況下、今や行政改革は、まず

もって率先すべき県民的課題であると考えま

す。今だからこそ、私たち県議会がまず改革の

のろしを上げ、県議会の機能強化、そして充実

を進め、県民にその姿を示すべきであろう、こ

う思っております。

その中におきまして、本県議会の議員の定数

が45名から39名へと大きく議席を減らしたこと

に対しては、大きく評価しております。我々愛

みやざきは、当初、議員数に対しては各選挙区

から均等に削減し、すなわち痛みを分かち合

い、一票の格差を最小にするという観点か

ら、45名から９名減らした36名を提唱いたしま

した。その後の委員会の議論を重ねる中で、県

議会最大とも言える議員定数削減の実を得るた

めに、社会民主党、民主党、公明党の各会派と

ともに足並みをそろえ、39議席の案に同意し、
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さらにさらに議員定数・選挙区調査特別委員会

で議論を重ねてまいりました。

その次に、次のステップたる、最大限、任意

合区を行うというテーマで議論を進める中、過

去を振り返りますと、2007年度、県議会議員選

挙の得票総数に占める、いわゆる死に票率を見

てみました。複数区全体では24.16％、一方で１

人区では43.40％であり、この結果から見まして

も、１人区では投票者の半数近い票が県政に直

接反映されない計算となっております。「県内

の一票の格差は全国平均の2.17倍を下回る」の

データに甘んじることなく、県民の意識がどこ

にあるのかを十分認識し、県民に県議会の矜持

を示すのが、選良の民としての我々の使命であ

ると考えております。

次なるステップでありますところの任意合区

についても、昨年度の議員定数・選挙区調査特

別委員会の基本方針の中で、選挙区の広域化に

ついて十分に検討する、この報告に期待し、み

ずからの議席を減らすこともいとわず、合区に

向けて、１人区のあり方について研究に研究を

重ねてまいりました。４会派は、委員を中心に

所属議員が全体で幾たびも検討を重ね、その中

で、自民党が提唱する中山間地への配慮、もっ

ともなことだという考えから、これを諾とし、

折衷案を受け入れました。

協議が回を重ねる中、第７回委員会はお互い

の意見が分かれたままで終結、自民党内での議

論を重ねることは当然のこととして、委員会と

しての運営の前進が見られず、その委員会の存

在価値さえ疑問視する声が上がったことであり

ました。

我が県の状況は日に日に目まぐるしく移り変

わっております。今回のエコクリーン問題はも

とより、産業振興、医師招聘、環境問題、県政

の課題はますます広域化しております。その広

域化する課題に対して、道州制という廃藩置県

以来の大改革がなされようとしております。道

州制実現の先導役たる自民党道州制推進本部の

意向によりますと、日本再生のためには、中央

政府、地方政府の責任の明確化と地域の経済力

の強化が必要とうたい、４つの達成目標、すな

わち東京一極集中の是正、地方分権体制への移

行、国際競争力を持つ地域経営主体としての道

州政府の創出、４つ目に、地方政府の徹底的な

効率化を柱として、その導入を2015年から2017

年に設定しております。まさに６年後に迫って

おります。我々が目前の課題に全力で取り組む

ことは当然の責務であります。一方、県勢の発

展、県民の幸福を念頭に、あすの、５年後の、

そして10年後の宮崎県の姿を予期して県政のか

じをとる任務もあります。道州制がこのプラン

どおりに施行された場合、恐らく、県から区に

移管した各県では、県会議員ペースで区会議員

の定数は最小限に設定されることが予想されま

す。この案に基づきますと、あと何回この議場

で宮崎県議会が議論を繰り広げますでしょう

か。

我々は、今回の議員定数の見直しが最終の結

論とは考えておりません。道州制を推進される

自民党において、なぜ定数・区にそこまでのこ

だわりを示されるのか、同じ県政に取り組む者

として得心がいかないのが実情であります。県

民からは第三者委員会の設置の声さえも上げら

れるほど、今回のこの議論は県民には見えがた

いものがあったと思っております。２年にわた

る今回の特別委員会も多くの県民の注目を集め

るところとなりました。最終日を迎えたきょう

になっても、昨日の自民党県民の会の誕生を見

るまでもなく、本当に議論が尽くされたのか、
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議論の余地を残すところであります。定数・区

につきましては、複数人区をふやして県民の貴

重な一票を有効に生かすために、また県民の民

意を反映させるためにも、合区を進める修正動

議に賛成いたすものであります。議員各位の御

理解を求め、かつ修正動議に賛成の意を表して

いただきたく、心からお願いを申し上げ、討論

といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、河野哲也議員。

○河野哲也議員〔登壇〕（拍手） 公明党県議

団を代表し、原案に反対、修正案に賛成の立場

から討論させていただきます。

公明党県議団は、議員定数・選挙区調査特別

委員会が設置されて以来、確認された審議事項

に基づいて調査し、７月に各選挙区の定数まで

定めた具体的な案を提示させていただきまし

た。その中で、我が会派も示しておりました総

定数を39とするという提案に対し全会一致を見

たことは、この委員会の存在意義が確認された

ものと考えます。

選挙区につきまして、審議の間、県民のお声

をちょうだいしながら、県民の安心・安全を堅

持できる県政の監視役としてどのような体制で

議会が存在すればよいのかということを念頭

に、調査をし、提案させていただきました。ま

ず、我が会派は、39名で選挙区割は任意合区を

行わない形で、宮崎市と清武町及び小林市と野

尻町の合併が実施された場合の人口比例定数で

の14選挙区案と、38で限りなく任意合区を進め

た９選挙区の案で調査させていただくことを示

させていただきました。これは、昨年度末提示

された委員長・副委員長試案を尊重し、その中

で、県民にこたえることができるものはとの観

点で準備したところでございます。

12月まで調査を進める中で、中山間地域へ配

慮する観点から、顔の見える議員の必要性をひ

しひしと感じました。そのことは裏を返せば、

県の合併構想に基づいた合区案をそのまま受け

入れてよいのかということになります。熟慮に

熟慮を重ねた結果、後者の任意合区案を取り下

げることにしました。

しかし、その後の委員会の協議を進める中に

おいて、自民党はやっと12月に入って具体的な

案を一度示したきり、歩み寄ることもなく進ま

ず、対照的に、社民、愛みやざき、民主の３会

派は、何とか39名と選挙区割が少しでも県民の

意に沿うようにとの誠意を示し、修正する動き

を見せていただきました。我が会派は、検討に

値するとの判断で、時間の限られている中、調

査させていただきました。そして、都市部周辺

の合区案は県民も納得していただけると判断

し、12選挙区案を支持することといたしまし

た。

当委員会は、審議日程を延ばしてでも、県民

の多くが納得できる協議をすべきでありまし

た。今後、広域行政を見据えた合区のあり方、

１人区の考え方、まだまだ歩み寄れる余地が

残っておりました。自民党は、法律の原則を最

大限尊重するとしながら、例外が存在しており

ます。今後の宮崎県議会改革にとって、委員会

が採択した自民党案は不十分であり、到底納得

のできるものではありません。しかし、２月議

会に議案が提出されまして、４会派は修正案で

４会派の考えを示していただくことにしまし

た。議員発議案第11号に対し、公明党県議団は

反対の立場を改めて表明するとともに、修正案

に賛成し、識見あふれる自由民主党所属の議員

各位におかれまして、採決の際、良識ある態度

を示されることを心より期待しつつ、討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕
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○坂口博美議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 民主党県

議団を代表し、議員発議案第11号「県議会議員

の定数を定める条例及び県議会議員の選挙区及

び各選挙区において選挙すべき議員の数に関す

る条例の一部を改正する条例」に反対の立場で

討論をいたします。

議員発議案第11号に対し、なぜ４会派、社会

民主党、愛みやざき、公明党、民主党が修正案

を提出するに至ったか、過去の委員会議論の経

緯を述べて県民の皆さんに明らかにし、議会改

革についての県民の皆さんへの判断材料にした

いと思います。

宮崎県議会は、平成17年度に設置された選挙

区特例等特別委員会において、自由民主党会派

の意見がまとまらず、今回と同じく自民党だけ

で採決をし、その報告書に、「今後の市町村合

併の動向を見据えながら、次の選挙後において

議員定数等を抜本的に見直す」と、玉虫色の報

告をせざるを得ませんでした。全国の都道府県

や市町村においては、国の交付税カットの中、

厳しい財政状況を受け行財政改革が推進されて

おり、また、全国の都道府県議会や市町村議会

においても、行財政改革の模範を示すべく多く

の議会で議員定数の削減を含む積極的な議会改

革が行われる状況にありながら、残念ですが、

宮崎県議会は結論を先延ばしにした報告にとど

まりました。しかし、議員定数等の見直しは、

市町村合併などにより県内の市町村議会におい

て大幅な議員定数の削減が実施されたこと等に

より、県民の関心は高く、平成19年４月に行わ

れた県議会議員選挙においては、立候補者の全

員と言っても過言ではないほど定数の削減を公

約に掲げる状況となりました。

そして、平成19年５月、議員定数・選挙区調

査特別委員会が設置されました。この委員会

は、平成17年度の選挙区特例等特別委員会の報

告にある「次期選挙後に抜本的に見直す」とい

う結論を委員がしっかりと認識をして、定数を

削減するという共通認識に立つことを確認して

協議が始められました。委員会の基本方針１

は、総定数に関するものであり、「総定数につ

いては、削減を行う。ただし、県議会の機能・

役割が大きく低下しない範囲での削減にとどめ

る」。基本方針２は、選挙区割に関するもので

あり、「選挙区については、市町村合併の動向

を踏まえるとともに、任意合区の実施による選

挙区の広域化についても十分検討する」。基本

方針３は、各選挙区の定数に関するものであ

り、「各選挙区の定数については、一票の格差

を合法的な範囲で検討し、県全体の均衡ある発

展にも十分配慮した設定を行う」というもので

す。

この委員会は９回開催され、委員会審議を経

ての結果、「１、次の一般選挙において、総定

数は40名以下とする。２、その選挙区割と各選

挙区の定数については、来年度に検討を行う」

と、全会一致で決定しました。ちなみに、委員

長は蓬原正三議員です。

それを受けて、平成20年４月16日に議員定数

・選挙区調査特別委員会が設置され、協議に入

りました。委員会は、１回目４月、委員の選任

及び正副委員長の互選。２回目５月、総定数

を40名以下とするとの結論を引き続き協議する

こと、結論の時期については12月までに委員会

としての結論を出し、次年の２月定例会で条例

化することを決定。３回目６月、検討すべきテ

ーマの設定。４回目７月、テーマごとに各会派

が見解を述べる。しかし、自民党会派は会派内

の意見集約が終わらず、すべて検討中で、委員
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会協議が全く進まない状況で、委員会も短時間

で終了する事態になりました。委員会が開催さ

れないまま、５回目は11月になり、ここで自民

党会派が「任意合区はしない」との結論を提示

し、昨年の委員会での議論経過を全く無視する

という結論の提示には納得できず、他会派から

多くの質疑が出されました。

そして、12月２日、12月に結論を出そうと決

定しているのに、初めて自民党会派が、繰り返

しますが、初めて成案を提示しました。しかし

ながら、この提示をもって合意できることにつ

いては決定することとし、総定数39名を全会一

致で決定しました。19年度開催の委員会におい

ての全会派一致で、40名以下とするとの結論が

あるにもかかわらず、ここまで引き延ばされて

の決定でした。昨年度中を含め、１年８カ月も

の会派内の議論の時間は確保されていたのに、

選挙区割でやっと出された自民党会派の成案

は、任意合区せず、１人区をそのまま残すとい

うもので、まさに時代に逆行したものでした。

１人区については、「県民の意思が反映されな

い割合が確実に増加するので、民意反映の点か

ら疑問。得票率が議席率に正確に反映されない

可能性があり、本来の民意と違った議会形成と

なるおそれがある。県民のニーズが増加、分散

化する中、有権者の多様な意見を集約できな

い」等々の問題点は、多くの学者を初め指摘し

ています。つまり、１人区は死に票をふやすと

の指摘があるのです。

協議過程において、まず、社会民主党、愛み

やざき、民主党統一の、「１、総定数は39名と

する。２、選挙区割は任意合区可能な郡市をす

べて任意合区した形とする９選挙区。３、各選

挙区の定数は人口比例定数どおりとする」との

成案を提出しました。その後、公明党からは、

「前回の委員会において、中山間地域に配慮し

た選挙区設定を行うべきとする公明党会派の主

張に理解を示して３会派が修正案を示したこと

を評価し、我が会派内で再度検討を行った結

果、この３会派の修正案を支持する」との発言

があり、４会派統一案を成案として提出するこ

とになりました。

宮崎県は中山間地域を多く抱え、毎年度、中

山間地域対策を県民の重点課題として多くの予

算を組み、取り組んできました。中山間地域の

交流人口をふやし、「いきいき集落」としての

新たな取り組みは、人口集積の多い都市部との

相互理解のもと、県政全体の課題として取り組

むべきです。４会派の修正案は、医療圏、消防

・防災体制等々、広域化している行政課題に適

用でき、自民党会派案にも配慮して成案されて

います。県政の課題、その課題解決は、広域的

取り組みとなっているにもかかわらず、三股町

を起点として１人区をそのまま残すとは、議会

改革、行財政改革より議員個人の事情を優先し

ているとの批判を受けても仕方のない案だと言

わざるを得ません。まさに１人区を残すことを

主眼に置いた議論の進め方であり、１人区を残

すことを先に決め、その後に合区を取り入れな

い理由を考えたものと受け取れる案で、自民党

会派内で議論を深めてはいないのではないかと

疑いを持たれるものです。また、県政の課題、

問題については、県議会として総体的にそれを

受けとめる力が求められているし、一つの地域

の課題はそこに住んでいる者だけにしかわから

ないなどとの発想は、県議会の存在意義が否定

されるものと同じであると考えます。

委員会の協議でも、再三、他会派から協議の

中で歩み寄ることを提案されているにもかかわ

らず、自民党会派内が分裂する、この案以外に
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ないと、協議の余地が全くなく、自民党会派が

決めればすべてが決定するとの暴挙は許される

ものではありません。委員会協議途中から退席

せざるを得なかったことは、返す返すも残念で

なりません。県民にとって、開かれた、県民の

声がしっかりと生かせる県議会となるには、ま

た改革を目指す県議会として県民から認知して

いただくには、まず県議会が十分議論できる場

所でなければなりません。県民の声をもっと聞

くことを大切に、議論をもっと尽くすことを訴

えます。もう、時代錯誤の定数の先祖返りは許

されず、本来、みずからの身分については県議

会みずからが決定し、今後の県勢発展を県民と

ともに歩む決意を示すことが必要であったにも

かかわらず、自民党会派が、党利党略、個利個

略に終始したことは残念です。県民の立場に立

ち、１人区を減らし、県民の選択肢をふやし、

さらなる議論を求めて、議案第11号に反対の立

場からの討論といたします。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 次は、浜砂守議員。

○浜砂 守議員〔登壇〕（拍手） 自由民主党

県民の会の浜砂守でございます。私は、議員発

議案第11号に反対の立場から討論いたします。

この議案につきましては、私の選挙区であり

ます西都市・西米良村の置かれている現状から

見ると、地域の代表者、代弁者としてどうして

も反対せざるを得ないのであります。これまで

長年、自民党会派に所属をしておりましたが、

昨日の党議によりまして、会派内において全員

に賛成させるための党議拘束をするとの強硬な

意見がありました。生粋の自民党員である私に

とってはまことに残念なことではありますが、

議員として議会での発言ができないことになれ

ば、本来の使命を果たすことができないとの思

いから、やむなく自民党県議団を離れて討論を

することになりました。

議員定数は地方自治法と公職選挙法で定めら

れておりますが、地方分権が進む中、自治体の

役割と同様、議会の定数についても見直しは避

けて通れないことは十分理解をしております。

今回、条例定数45から39への削減と、選挙区定

数案が提出されたところでありますが、このこ

とにより、西都市・西米良村選挙区の定数は、

現行の２人から１人に削減されるのでありま

す。この案では、西都市・西米良村の選挙区

は、人口３万5,394人であり、議員１人当たりの

人口が県内で一番多い選挙区になります。しか

も、人口の最も少ない選挙区、串間市２万2,118

人と比較しますと、人口格差は何と1.6倍と県内

最高格差であります。人口の最も集中する宮崎

市でさえ人口格差は1.51倍、都城市1.29倍、延

岡市1.22倍でありますから、どう考えても納得

できるはずもありません。また、選挙区１人当

たりの面積は710.12平方キロメートルであり、

宮崎市の13.09倍、都城市の6.53倍、延岡市

の4.09倍の広さであります。全国でもこのよう

な例は見受けられません。まさに地方切り捨て

の最たるものであります。このことだけから見

ても、今回提案されている議員発議案第11号に

ついて到底容認できるものではありません。断

固反対するものであります。

また、議会は住民の代表機関であり、議会を

通じて住民の意思を決定する機関でありますの

で、住民の代表機能を十分に発揮できる規模の

人数が必要であります。県議会議員の定数は、

地方自治法で人口規模に応じて増加させる方法

で規定してあります。地方自治法第90条第２項

に法定上限数が規定されております。その算出

方法は、県の人口のうち75万人未満の部分につ

いては議員数40人とし、人口75万人から100万人
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未満の部分については人口５万人ごとに議員１

人を増加する。人口100万人以上の部分について

は93万人を基準に、７万人ごとに議員を１人ず

つ増加するというものであります。したがいま

して、宮崎県議会議員の法定上限数は48人であ

り、議員定数は本県の条例で定めることになり

ます。つまり、地方自治法第90条に規定されて

いる法定上限数の考え方というのは、人口の規

模によることとはしておりますが、単に人口に

よる正比例での人数とはせず、人口の増加に応

じて比例の度合いを低減し、かつ条例で定める

ものとなっております。これは、人口がある程

度多くなれば、必ずしも正比例でなくても会議

体としての議会の機能は有することができると

いう考えによるものと思われます。その会議体

としての規模についても、75万人未満の都道府

県の議員の法定上限数である40人から、本県の

法定上限数48名の範囲内において条例で定める

ものと解するものであります。

よって、県議会という会議体の規模について

は、いかに人口が少ない県においても、地域の

声を反映し、会議体としての適正な機能を有す

るためにも、最低でも40人は必要であるという

ことであります。宮崎県の人口は115万3,000人

であります。全国から見ても、議員定数を39人

として定めている高知県は人口79万6,000人であ

ります。また、人口82万1,000人の福井県でさえ

議員定数は40名、人口80万9,000人の徳島県で議

員定数は41名、人口86万6,000人の佐賀県でも41

名をキープしております。もちろん、人口100万

人以上の都道府県で議員定数40名以下のところ

は、本県のほかにあるはずもありません。これ

は、地方自治法第90条を遵守した良識の範囲内

で議員定数が定められているからであります。

次に、選挙区の設定について反対をいたしま

す。公職選挙法第15条では、その第１項におい

て、都道府県議会の議員の選挙区は郡市の区域

によるものとされています。また、第３項にお

いて、郡市区域の人口が議員１人当たりの人口

に達しないときは、条例で、隣接する他の郡市

の区域とあわせて１選挙区、つまり合区を設け

ることができるとあります。しかしながら、先

日まで自民会派の中では、任意合区について、

また１人区の取り扱いについても全く議論はな

されておりません。それは、当然のこととし

て、同法第８条、現在本県で採用しているただ

し書き条項を適用するということで、中山間地

域や過疎地域、選挙区の面積などを配慮した議

員定数の設定がなされるものを前提にしていた

からであります。しかし、特別委員会の結論で

は、そのような配慮はみじんも感じられませ

ん。ただ１人区、自分の選挙区を残すためにだ

けの隠された議論であったのではないかと思う

わけであります。県議会議員として県内全域を

考慮して定数配分がなされるべきであるにもか

かわらず、都道府県議会の議員の選挙区は郡市

の区域によるものとされているということだけ

を盾にしながら、合併が決定している清武町

や、既に郡の体をなしていない１郡１町の三股

町を１選挙区として定めるなど、１人区を守る

ためのまさに我田引水、自己保身のためだけに

この提案がなされたとしか思えないのでありま

す。今回、まさにそのツケが県内各地の中山間

・過疎地域を犠牲にしようとしているのであり

ます。よって、この選挙区の設定には反対であ

ります。

国は、2018年をめどに道州制国家の成立を目

指しています。また、県議会も市町村合併の状

況を十分に見きわめる必要と責任があります。

本県においては旧合併特例法のもと、19の市町
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村が合併し、31の市町村が誕生いたしました。

さらに、平成17年４月から施行された合併新法

でも、北川町が延岡市と合併し、今月末には日

南市と南郷町、北郷町が合併することになって

おります。また、来年度には小林市と野尻町が

合併し、さらに宮崎市と清武町も合併すること

になります。そうすれば、30市町村が26市町村

になるわけであります。国も地方も大きく変わ

ろうとしております。どうしてこのような旧態

依然とした考え方しか出てこないのか、疑問で

なりません。この際、抜本的な議会改革を進

め、道州制国家の成立や将来の宮崎県の姿を見

据えた上で可能な限り合区を進め、１人区をな

くすべきであります。まだ次回の県議会議員の

選挙までに２年余り残されております。県民が

議会に対しどのような選挙区を望んでいるの

か、密室の限られた議員だけの判断ではなく、

県内の有識者や各種団体、地域の代表者などを

対象にして広く意見を求めるべきであります。

必ず、この議案と違った、県民の納得のいく答

えが返ってくるものと信じます。良識ある議員

諸氏に賛同を求め、本案に対し反対を願うもの

であります。

また、今回削減対象となっている選挙区の議

員の皆さん方は、自分の選挙区において、これ

まで先輩方が営々と築いてこられた過去の歴史

を踏まえ、現在、県議会議員としての自分の置

かれている立場と責任、そして年々疲弊してい

く地元住民のすがるような思いを真摯に受けと

めておられることと存じます。必ず自分の意思

で本議案に反対し、地元の願いを貫いていただ

けるものと信じます。議員各位におかれまして

は、以上申し上げた趣旨を十分御理解の上、御

賛同賜りますようお願いを申し上げまして、私

の反対討論を終わります。（拍手）〔降壇〕

○坂口博美議長 以上で討論は終わりました。

◎ 議員発議案第11号に対する修正案採決

○坂口博美議長 これより採決に入ります。

まず、議員発議案第11号に対する修正案につ

いてお諮りいたします。

この採決については、記名投票により行いま

す。

議場の閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖〕

○坂口博美議長 ただいまの出席議員は42名で

あります。

会議規則第32条の規定により、立会人に、蓬

原正三議員、太田清海議員、西村賢議員、新見

昌安議員、田口雄二議員、水間篤典議員を指名

いたします。

投票札を配付させます。

〔投票札配付〕

○坂口博美議長 投票札の配付漏れはありませ

んか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

○坂口博美議長 異状なしと認めます。

念のために申し上げますが、本案に賛成の議

員は白票、反対の議員は青票の投票をお願いし

ます。

立会人の立ち会いを願います。

これより投票に移ります。

それでは、議席順に順次投票を願います。

〔各議員投票〕

○坂口博美議長 投票漏れはございませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 投票漏れなしと認めます。

平成21年３月18日（水）
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投票を終了いたします。

開票を行います。

立会人の点検を願います。

〔開票・点検〕

○坂口博美議長 投票の結果を報告いたしま

す。

投票総数42票、うち白票15票、青票27票、棄

権票０であります。

以上の結果、青票が多数であります。よっ

て、修正案は否決されました。

議場の閉鎖を解きます。

〔議場開鎖〕

白 票 太 田 清 海 高 橋 透

外 山 良 治 鳥 飼 謙 二

満 行 潤 一 図 師 博 規

武 井 俊 輔 西 村 賢

松 田 勝 則 河 野 哲 也

新 見 昌 安 長 友 安 弘

井 上 紀代子 権 藤 梅 義

田 口 雄 二

青 票 井 本 英 雄 押 川 修一郎

緒 嶋 雅 晃 河 野 安 幸

黒 木 覚 市 黒 木 正 一

十 屋 幸 平 外 山 衛

外 山 三 博 中 野 一 則

中 野 廣 明 中 村 幸 一

野 辺 修 光 萩 原 耕 三

福 田 作 弥 蓬 原 正 三

松 村 悟 郎 丸 山 裕次郎

宮 原 義 久 米 良 政 美

山 下 博 三 横 田 照 夫

徳 重 忠 夫 浜 砂 守

水 間 篤 典 前屋敷 恵 美

川 添 博

◎ 議員発議案第11号採決

○坂口博美議長 次に、議員発議案第11号につ

いてお諮りいたします。

この採決については、記名投票により行いま

す。

議場の閉鎖を命じます。

〔議場閉鎖〕

○坂口博美議長 ただいまの出席議員は42名で

あります。

会議規則第32条の規定により、立会人に、蓬

原正三議員、太田清海議員、西村賢議員、新見

昌安議員、田口雄二議員、水間篤典議員を指名

いたします。

投票札を配付させます。

〔投票札配付〕

○坂口博美議長 投票札の配付漏れはございま

せんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 配付漏れなしと認めます。

投票箱を改めさせます。

〔投票箱点検〕

○坂口博美議長 異状なしと認めます。

念のために申し上げますが、本案に賛成の議

員は白票、反対の議員は青票の投票を願いま

す。

立会人の立ち会いを願います。

これより投票に移ります。

それでは、議席順に順次投票を願います。

〔各議員投票〕

○坂口博美議長 投票漏れはありませんか。

〔「なし」と呼ぶ者あり〕

○坂口博美議長 投票漏れなしと認めます。

投票を終了いたします。

平成21年３月18日（水）



- 398 -

開票を行います。

立会人の点検を願います。

〔開票・点検〕

○坂口博美議長 投票の結果を報告いたしま

す。

投票総数42票、うち白票23票、青票19票、棄

権０票であります。

以上の結果、白票が多数であります。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。（拍

手）

議場の閉鎖を解きます。

〔議場開鎖〕

白 票 井 本 英 雄 押 川 修一郎

緒 嶋 雅 晃 河 野 安 幸

黒 木 覚 市 黒 木 正 一

十 屋 幸 平 外 山 衛

外 山 三 博 中 野 一 則

中 野 廣 明 中 村 幸 一

野 辺 修 光 萩 原 耕 三

福 田 作 弥 蓬 原 正 三

松 村 悟 郎 丸 山 裕次郎

宮 原 義 久 米 良 政 美

山 下 博 三 横 田 照 夫

川 添 博

青 票 太 田 清 海 高 橋 透

外 山 良 治 鳥 飼 謙 二

満 行 潤 一 図 師 博 規

武 井 俊 輔 西 村 賢

松 田 勝 則 河 野 哲 也

新 見 昌 安 長 友 安 弘

井 上 紀代子 権 藤 梅 義

田 口 雄 二 徳 重 忠 夫

浜 砂 守 水 間 篤 典

前屋敷 恵 美

◎ 閉 会

○坂口博美議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成21年２月定例県議会

を閉会いたします。

午後２時54分閉会

平成21年３月18日（水）



資 料



平成２１年２月定例県議会日程
２８日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:15
会議録署名議員指名

２．１９ 木 本会議
議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

２０ 金 休 会 （ 議 案 調 査 ）

２１ 土
（ 閉 庁 日 ）

２２ 日

２３ 月 代表質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

２４ 火 一般質問通告締切 12:00

２５ 水 議会運営委員会 9:30

２６ 木 本会議 代 表 質 問

２７ 金 請願締切 12:00

２８ 土
（ 閉 庁 日 ）

３． １ 日

２ 月

一 般 質 問
３ 火

議員発議案締切 17:00
本会議 （会派提出）

４ 水
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

５ 木
休 会 常 任 委 員 会 ( 補 正 )

６ 金

７ 土
（ 閉 庁 日 ）

８ 日

９ 月 本会議 常任委員長審査結果報告(補正)、質疑 議会運営委員会 9:30
討論、採決

１０ 火

１１ 水

休 会 常 任 委 員 会 ( 当 初 )
１２ 木

１３ 金
議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

１４ 土
（ 閉 庁 日 ）

１５ 日

１６ 月 特 別 委 員 会 議会運営委員会
休 会

１７ 火 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告(当初)、質疑 議会運営委員会 9:30

１８ 水 本会議 討論、採決
特別委員長調査結果報告
閉会
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平成２１年２月定例県議会

代 表 質 問 時 間 割

２月２５日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 中村 幸一 １０：００～１２：００ 休憩

２ 自 由 民 主 党 水間 篤典 １３：００～１５：００

２月２６日（木）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

３ 社 会 民 主 党 太田 清海 １０：００～１１：５０ 休憩

４ 愛 み や ざ き 武井 俊輔 １３：００～１４：４０

２月２７日（金）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

５ 民 主 党 井上紀代子 １０：００～１１：３０ 休憩

６ 公 明 党 新見 昌安 １３：００～１４：３０

＊ 会派別の質問時間

自由民主党 １２０分以内

社会民主党 ５５分以内

愛みやざき ５０分以内

公 明 党 ４５分以内

民 主 党 ４５分以内
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平成２１年２月定例県議会

一 般 質 問 時 間 割

３月２日（月）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 中野 廣明 １１：００～１２：００ 休憩

３ 愛 み や ざ き 松田 勝則 １３：００～１４：００

４ 無 所 属 の 会 川添 博 １４：００～１５：００ 休憩

５ 自 由 民 主 党 河野 安幸 １５：１０～１６：１０

３月３日（火）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

６ 自 由 民 主 党 宮原 義久 １０：００～１１：００

７ 自 由 民 主 党 外山 衛 １１：００～１２：００ 休憩

８ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １３：００～１４：００

９ 自 由 民 主 党 徳重 忠夫 １４：００～１５：００ 休憩

１０ 民 主 党 田口 雄二 １５：１０～１６：１０

３月４日（水）

順序 会 派 質 問 者 質 問 時 間 備考

１１ 自 由 民 主 党 黒木 覚市 １０：００～１１：００

１２ 社 会 民 主 党 満行 潤一 １１：００～１２：００ 休憩

１３ 公 明 党 長友 安弘 １３：００～１４：００

１４ 自 由 民 主 党 井本 英雄 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２１年２月定例会

議案 委員会審査結果表

［議 案］（平成２０年度補正予算関係）

常 任 委 員 会

番 号 件 名 総務 商工 環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第４２号 平成20年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） 可決 可決 可決 可決 可決

第４３号 平成20年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予算 可決
（第１号）

第４４号 平成20年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算（第 可決
１号）

第４５号 平成20年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算（第 可決
２号）

第４６号 平成20年度宮崎県林業改善資金特別会計補正予算（第 可決
１号）

第４７号
平成20年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別会 可決
計補正予算（第１号）

第４８号
平成20年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーショ 可決
ン施設特別会計補正予算（第１号）

第４９号
平成20年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第１ 可決
号）

第５０号
平成20年度宮崎県農業改良資金特別会計補正予算（第 可決
１号）

第５１号
平成20年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予算 可決
（第１号）

第５２号
平成20年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予算 可決
（第１号）

第５３号
平成20年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算（第 可決
２号）

第５４号 宮崎県行政機関設置条例の一部を改正する条例 可決 可決 可決 可決

第５５号 教育関係の公の施設に関する条例等の一部を改正する 可決
条例

第５６号 警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一部 可決
を改正する条例

第５７号 宮崎県中小企業者等向け融資に係る損失補償に関する 可決
条例
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常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策
厚生

建設
農林 警察
水産 企業

第５８号 市町の廃置分合について 可決

第５９号 工事請負契約の締結について 可決

第６０号 工事請負契約の変更について 可決

第６１号 公の施設の指定管理者の指定について 可決

第６２号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収についての議決 可決
内容の一部変更について

第６３号 平成20年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 可決 可決 可決 可決

第６４号 宮崎県地域活性化・生活対策基金条例 可決

第６５号 宮崎県消費者行政活性化基金条例 可決

第６６号 宮崎県安心こども基金条例 可決

第６７号 宮崎県妊婦健康診査支援基金条例 可決

第６８号 宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部を 可決
改正する条例

第６９号 宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例 可決

第７０号 宮崎県ふるさと雇用再生特別基金条例 可決

第７１号 工事請負契約の締結について 可決
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２１年２月定例県議会

委 員 会 名 事 件 理 由

総務政策常任委員会 県民政策及び行財政対策に関する調査 調査を要す

るため

請願第５号 後期高齢者医療制度の充実を求める

請願

厚 生 常 任 委 員 会 請願第11号 障害者自立支援法の抜本的改善を求める 慎重な審査

請願 ・調査を要

するため

福祉保健行政の推進並びに県立病院事業に関する調査

請願第９号 ｢宮崎県中小企業振興基本条例(仮称)｣

の制定を求める請願 慎重な審査

商工建設常任委員会 ・調査を要

商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査 するため

環 境 農 林 水 産 環境対策及び農林漁業振興対策に関する調査 調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため



議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第 1 号 平成21年度宮崎県一般会計予算 ３月18日・可 決

〃 第 2 号 平成21年度宮崎県開発事業特別資金特別会計予算 〃

〃 第 3 号 平成21年度宮崎県母子寡婦福祉資金特別会計予算 〃

〃 第 4 号 平成21年度宮崎県山林基本財産特別会計予算 〃

〃 第 5 号 平成21年度宮崎県拡大造林事業特別会計予算 〃

〃 第 6 号 平成21年度宮崎県林業改善資金特別会計予算 〃

〃 第 7 号 平成21年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計予算

〃 第 8 号 平成21年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計予算

〃 第 9 号 平成21年度宮崎県営国民宿舎特別会計予算 〃

〃 第10号 平成21年度宮崎県農業改良資金特別会計予算 〃

〃 第11号 平成21年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計予算 〃

〃 第12号 平成21年度宮崎県公共用地取得事業特別会計予算 〃

〃 第13号 平成21年度宮崎県港湾整備事業特別会計予算 〃

〃 第14号 平成21年度宮崎県立学校実習事業特別会計予算 〃

〃 第15号 平成21年度宮崎県公営企業会計（電気事業）予算 〃

〃 第16号 平成21年度宮崎県公営企業会計（工業用水道事業） 〃

予算

〃 第17号 平成21年度宮崎県公営企業会計（地域振興事業）予 〃

算

〃 第18号 平成21年度宮崎県立病院事業会計予算 〃

〃 第19号 宮崎県立病院事業の設置等に関する条例の一部を改 〃

正する条例

〃 第20号 地方警察職員の定員に関する条例の一部を改正する 〃

条例

〃 第21号 県営土地改良事業分担金及び負担金徴収条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第22号 使用料及び手数料徴収条例の一部を改正する条例 〃

〃 第23号 都市公園条例の一部を改正する条例 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第24号 教育関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す ３月18日・可 決

る条例

〃 第25号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す 〃

る条例

〃 第26号 宮崎県土地開発基金条例を廃止する条例 〃

〃 第27号 公の施設に関する条例の一部を改正する条例 〃

〃 第28号 県指定統計条例及び宮崎県個人情報保護条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第29号 職員の勤務時間、休日及び休暇に関する条例等の一 〃

部を改正する条例

〃 第30号 宮崎県認定こども園の認定基準に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第31号 包括外部監査契約の締結について 〃

〃 第32号 全国自治宝くじ事務協議会への岡山市の加入及びこ 〃

れに伴う全国自治宝くじ事務協議会規約の一部変更

に関する協議について

〃 第33号 西日本宝くじ事務協議会への岡山市の加入及びこれ 〃

に伴う西日本宝くじ事務協議会規約の一部変更に関

する協議について

〃 第34号 林道事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第35号 農政水産関係建設事業執行に伴う市町村負担金徴収 〃

について

〃 第36号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収について 〃

〃 第37号 有料道路「一ツ葉道路」の事業変更に係る同意につ 〃

いて

〃 第38号 河川法第４条第１項の一級河川の指定に係る知事の 〃

意見について

〃 第39号 宮崎県高齢者保健福祉計画の変更について 〃

〃 第40号 宮崎の教育創造プランの変更について 〃

〃 第41号 宮崎県スポーツ振興基本計画の変更について 〃

〃 第42号 平成20年度宮崎県一般会計補正予算（第４号） ３月９日・可 決
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第43号 平成20年度宮崎県開発事業特別資金特別会計補正予 ３月９日・可 決

算（第１号）

〃 第44号 平成20年度宮崎県山林基本財産特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第45号 平成20年度宮崎県拡大造林事業特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第46号 平成20年度宮崎県林業改善資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第47号 平成20年度宮崎県小規模企業者等設備導入資金特別 〃

会計補正予算（第１号）

〃 第48号 平成20年度宮崎県えびの高原スポーツレクリエーシ 〃

ョン施設特別会計補正予算（第１号）

〃 第49号 平成20年度宮崎県営国民宿舎特別会計補正予算（第 〃

１号）

〃 第50号 平成20年度宮崎県農業改良資金特別会計補正予算 〃

（第１号）

〃 第51号 平成20年度宮崎県沿岸漁業改善資金特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第52号 平成20年度宮崎県公共用地取得事業特別会計補正予 〃

算（第１号）

〃 第53号 平成20年度宮崎県港湾整備事業特別会計補正予算 〃

（第２号）

〃 第54号 宮崎県行政機関設置条例の一部を改正する条例 〃

〃 第55号 教育関係の公の施設に関する条例等の一部を改正す 〃

る条例

〃 第56号 警察署の名称、位置及び管轄区域を定める条例の一 〃

部を改正する条例

〃 第57号 宮崎県中小企業者等向け融資に係る損失補償に関す 〃

る条例

〃 第58号 市町の廃置分合について 〃

〃 第59号 工事請負契約の締結について 〃
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第60号 工事請負契約の変更について ３月９日・可 決

〃 第61号 公の施設の指定管理者の指定について 〃

〃 第62号 土木事業執行に伴う市町村負担金徴収についての議 〃

決内容の一部変更について

〃 第63号 平成20年度宮崎県一般会計補正予算（第５号） 〃

〃 第64号 宮崎県地域活性化・生活対策基金条例 〃

〃 第65号 宮崎県消費者行政活性化基金条例 〃

〃 第66号 宮崎県安心こども基金条例 〃

〃 第67号 宮崎県妊婦健康診査支援基金条例 〃

〃 第68号 宮崎県障害者自立支援対策臨時特例基金条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第69号 宮崎県緊急雇用創出事業臨時特例基金条例 〃

〃 第70号 宮崎県ふるさと雇用再生特別基金条例 〃

〃 第71号 工事請負契約の締結について 〃

〃 第72号 平成21年度宮崎県一般会計補正予算（第１号） ３月18日・可 決

議員発議案 第１号 ＷＴＯ農業交渉・日豪経済連携連携協定（ＥＰＡ） 〃

交渉に関する意見書

〃 第２号 食料自給率の向上を求める意見書 〃

〃 第３号 中山間地域等直接支払制度の継続と充実を求める意 〃

見書

〃 第４号 保育制度改革に関する意見書 〃

〃 第５号 「緑の社会」への構造改革をを求める意見書 〃

〃 第６号 年金記録問題の速やかな解決を求める意見書 〃

〃 第７号 医師の養成・確保対策の充実を求める意見書 〃

〃 第８号 遠位型ミオパチーの治療薬早期実現に関する意見書 〃

〃 第９号 「協同出資・協同経営で働く協同組合法」(仮称） 〃

の速やかな制定を求める意見書

〃 第10号 北朝鮮による日本人拉致問題の解決のため経済制裁 〃

の延長と追加制裁などを求める意見書

〃 第11号 県議会議員の定数を定める条例及び県議会議員の選 〃

挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関

する条例の一部を改正する条例



議員発議条例、意見書
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議員発議案第１号

ＷＴＯ農業交渉・日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉に関する意見書

ＷＴＯ農業交渉（ドーハ・ラウンド）は、鉱工業製品と同様に農産物の保
護削減の基準等を決め、自由貿易を進めるものであり、昨今の世界的な経済
不況を背景として、再び合意に向けた動きが加速している状況や、農産物の
関税削減に対する政府の姿勢に国民や農業者の不安が高まっている。
また、日豪経済連携協定（ＥＰＡ）交渉では、豪州の主な輸出農産物が日

本の重要品目（米、牛肉、小麦、砂糖、乳製品）と競合していることから、
仮にこれらの関税が撤廃されると、豪州から大量の農産物が輸入され、日本
農業は大きな打撃を受ける。
食料自給率が４０％と先進国で最も低い我が国にとって、農業の維持的発

展に向けた構造改革を進め、食料自給率の向上及び食料生産体制の強化を図
ることが重要な課題である。
よって、国並びに政府においては、日本の食料と地域の農業・農村・暮ら

しを守り、食料輸入国や途上国における食料主権、多様な農業の共存を維持
するためにも、次の事項について強く要望する。

記

１ ＷＴＯ農業交渉では、関税の大幅な削減から除外できるコメなど重要品
目の十分な数を確保するとともに、食料輸出国による関税の上限設定を阻
止し、また低関税輸入枠の拡大は認めないこと。

２ 食料輸入国や途上国の唯一の対抗手段である特別セーフガード（緊急輸
入制限措置）を維持・拡大すること。

３ 日豪ＥＰＡ交渉にあたり、国民の基礎的食料である米、牛肉、小麦、砂
糖、乳製品などの重要品目は関税撤廃の対象外とし、国内農業を守るよう
全力を挙げて交渉すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様
外 務 大 臣 中曽根 弘 文 様
財 務 大 臣 与謝野 馨 様
農 林 水 産 大 臣 石 破 茂 様
経 済 産 業 大 臣 二 階 俊 博 様



議員発議案第２号

食料自給率の向上を求める意見書

最近の食料をめぐる国際情勢は、発展途上国の人口増加や経済力の向上により

食糧需要が一層拡大するとともに、干ばつや地球温暖化の進行、バイオ燃料の需

要増加等により穀物価格が高騰するなど、食料の安定供給に対する国民の不安が

高まっている。

こうした中、我が国では、国民の食生活の大きな変化や輸入農産物の増加など

から、食料自給率が４０％にまで低下しており、食料の安定供給の観点から他の

先進国と比べても危機的な状態となっている。

食料は、人間の生命の維持に欠くことができないものであり、食料の安定供給

を確保することは、国の基本的な責務である。

よって、国においては、農業の振興と食料自給率の向上のため、下記事項につ

いて措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 国内の農業生産を強化し、生産と消費両面から食料自給率の向上に必要な

施策を早急に充実・強化すること。

２ 農業の担い手の育成を図るとともに、担い手への農地の面的集積や耕作放

棄地の解消など農地の有効利用を促進すること。

３ 米の消費拡大、地産地消の推進、食の安全・安心の確保など、国産農産物

の需要拡大に積極的に取り組むこと。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様

財 務 大 臣 与謝野 馨 様

農 林 水 産 大 臣 石 破 茂 様
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議員発議案第３号

中山間地域等直接支払制度の継続と充実を求める意見書

中山間地域の農地は、毎年、耕作・管理されることで、水源のかん養、洪水の

防止、美しい緑の景観の提供など多面的機能を発揮し、下流域の都市住民を含む

多くの人々の生命・財産と豊かな暮らしを守っている。

しかしながら、中山間地域では、過疎化や高齢化が進む中で自然的、経済的、

社会的条件の不利性から、担い手の減少、耕作放棄地の増加などによって、農地

の持つ多面的機能が低下し、大きな経済的損失を生じることが懸念されている。

こうした背景を受け、国民的な理解の下に創設された中山間地域等直接支払制

度は、本県でも平成１２年度から実施しており、耕作放棄地の抑制、機械・施設

の共同利用、集落営農や法人化の推進など、多面的機能を維持・発揮させるため

に一定の効果を発揮している。

現在、中山間地域等直接支払制度は、第２期対策が実施されているが、その実

施期間は平成１７年度から平成２１年度までとなっていることから、今後も、継

続的な実施が求められている。

よって、国においては、平成２１年度までの現行対策の実施期間後も中山間地

域等直接支払制度を継続するとともに、中山間地域対策のより一層の充実強化を

図るよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様

財 務 大 臣 与謝野 馨 様

農 林 水 産 大 臣 石 破 茂 様
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議員発議案第４号

保育制度改革に関する意見書

今日の保育の現状は、少子化の進行や核家族の増加、就業形態の多様化などとと

もに、都市間格差や所得格差が重複し、家庭や地域における子育て環境は厳しさを

増すばかりである。

このような状況の中で、これまで保育サービス提供事業所は、子ども一人ひとり

の心身の健全な成長発達を支え、そのことによって保護者の就労・病気・介護・育

児不安（負担）等、子育て家庭の支援に取り組んできている。

ところが、地方分権改革推進委員会、規制改革会議等では、現行保育制度の改革

について、市場原理に基づく入所要件の緩和などの議論が行われている。

その内容は、保育所設置基準のハードルを下げて営利事業所等の新規参入を容易

にし、経済効率性を優先させるという、あたかも「保育の商品化」のようであり、

このような改革論議は決して看過できない。

保育所をめぐっては、特に大都市圏では待機児童の解消が大きな問題となってい

る一方、宮崎県をはじめとする多くの地方の市町村では、少子化の影響で定員割れ

が進むなど、大都市と地方ではその抱える課題が大きく異なっており、国の目指す

改革がこのまま実施されれば、所得による保育格差や価格（保育料）競争による保

育水準の低下、さらには預かる子どもの選別など、結果として子どもが育つ環境の

劣悪化に繋がることが危惧される。

よって、国におかれては、保育制度改革の議論は子どもの立場に立ち、地方の実

情をしっかりと踏まえて行うよう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内閣総理大臣 麻 生 太 郎 様

厚生労働大臣 舛 添 要 一 様



議員発議案第５号

「緑の社会」への構造改革を求める意見書

１００年に一度といわれる経済危機の打開策として、各国がいわゆる「グリー

ン・ニューディール」を選択し始める中、我が国においても、環境・エネルギー

分野を経済成長の牽引役とする「日本版グリーン・ニューディール」をまとめる

方針が固められ、具体的な検討に着手されたところである。

環境・エネルギー分野で最先端の技術を持つ我が国は、それらの技術を活かす

ことで大きな経済効果や雇用創出が期待でき、環境保全と経済発展を結びつけ両

立させることは、持続可能な社会を構築していく上でも極めて重要な課題である。

経済危機の今こそ、「緑の社会」へと大転換するチャンスととらえ、「日本版グ

リーン・ニューディール」を推進し、諸外国に先駆けて不況を克服するとともに、

低炭素社会・循環型社会・自然共生社会のモデルとなる社会を示すべきである。

よって、国におかれては、環境・エネルギー分野へ大胆に投資し、需要を喚起

することで産業を振興し、雇用を創出するよう下記事項について強く要望する。

記

１ 日本の誇る環境技術を駆使して環境産業の活性化を促すこと。特に太陽光発

電については、全小中学校への設置など普及推進に大胆に取り組むこと。

２ 電気自動車、プラグイン・ハイブリッド車など次世代自動車の普及を急ぎ、

温室効果ガス排出削減の観点から公共交通機関の活性化への支援を拡充するこ

と。

３ 森林吸収量の目標として掲げる温室効果ガス排出削減３．８％の実現に向け、

林業と建設業の協働も行いつつ間伐・植林等の森林整備を進めること。

４ バイオ燃料事業を拡大強化し、その利活用によって地域の特性を生かした活

性化を図り、バイオマスタウン３００地区を早期に実現すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

環 境 大 臣 斉 藤 鉄 夫 様
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議員発議案第６号

年金記録問題の速やかな解決を求める意見書

５０００万件の未統合記録の発覚以来、年金記録問題は今日においても解決に

向かうどころか、ますます混迷の度合いを深めている。

全受給者・加入者宛の「ねんきん特別便」は２００８年１０月に発送を終えた

が、その後の記録の訂正・統合や、受給者への正しい年金額の支払いなどは大幅

に遅れている。とりわけ、高齢の受給者にとって年金の支給は切実な問題であり、

支払いが半年～１年先といった悠長な対応は許されない。また、昨年、新たに発

覚した厚生年金の保険料額の引き下げや加入期間の短縮といった、いわゆる「消

された年金記録」問題についても、実態解明や被害補償は進んでいない。

よって、国においては、年金記録問題を速やかに解決し、すべての国民が納付

した保険料に見合った年金を確実に受給できるよう、次の事項を含む政策の実施

を強く要望する。

１ 年金記録問題の解決には、社会保険庁、厚生労働省、総務省のみならず、全

省庁と民間企業・民間団体にも協力を要請して取り組むこと。

２ 全国の社会保険事務所や市町村に散在している手書きの台帳とコンピュータ

記録とを短期間のうちに照合し、コンピュータ記録を正確なものにすること。

３ 年金記録の訂正が行われた受給者が、正しい年金額を迅速に受け取ることが

できるようにするため、再裁定処理に関する業務の効率化を図ること。

４ 年金記録問題第三者委員会における年金記録訂正に係る苦情のあっせんに際

しては、本人に保険料納付の証拠等がない場合や、不適正な事務処理等によっ

て記録が不明確であった場合には、本人の立場に立って記録を訂正すること。

以上、地方自治法第９９条の規定に基づき、意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
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議員発議案第７号

医師の養成・確保対策の充実を求める意見書

医療の高度化・専門科、患者の専門医志向などにより、医師に対する需要が増加
する中、新医師臨床研修制度の導入により大学医局の医師派遣機能が低下し、地域
の基幹的病院からの医師の引き上げが相次ぐなど、医師不足はますます深刻化して
いる。
このため、本県においては、医師修学資金の貸与など様々な医師確保施策に取り

組んでいるところであるが、県独自の取り組みには限界があり、国において抜本的
対策が待たれるところである。
国においては、抑制してきた医師の養成数を増加に転じたものの、その効果が生

じるのは１０年後以降であり、また、現在取り組まれている各種施策も抜本的な医
師確保対策とはなっていない状況である。
現下の喫緊の医師不足を解消するため、次の事項に取り組まれるとともに必要な

財政措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 新医師臨床研修制度の見直しに当たっては、都市部の研修病院の定員を見直す
など、地方の研修病院が十分な研修医を確保できるよう速やかな措置を講じると
ともに、指導医の確保など医師研修制度の充実を図ること。

２ 医療需要の増大等に対応するため、医師の必要数を適切に見直し、医学部定員
増の措置を講じて必要な医師の養成・確保を早期に図るとともに、医学部の教育
体制を拡充すること。

３ へき地等の慢性的医師不足を解消するため、医療機関の管理者要件として一定
期間のへき地勤務を義務付けるとともに、医師の地域偏在を是正すること。

４ 地域医療を守るために、勤務医の勤務環境・労働条件の改善等とともに、特に
不足している、小児科、産婦人科等医師を確保するため、診療報酬制度を改善す
るなど、抜本的な対策を早急に実施すること。

５ 今後、大幅に増加が予想される女性医師が安心して仕事と子育てを両立できる
環境整備を早急に図ること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様
参 議 院 議 長 江 田 五 月 様
内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様
財 務 大 臣 与謝野 馨 様
文 部 科 学 大 臣 塩 谷 立 様
厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
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議員発議案第８号

遠位型ミオパチーの治療薬早期実現に関する意見書

遠位型ミオパチーは、２０代、３０代に多く発症し、手足の先の筋肉から

徐々に侵され、やがては寝たきりになる可能性がある進行性の筋疾患である。

約１００万人に数人の確率で発病するといわれ、「縁取り空胞型」「三好型」

「眼咽頭遠位型」と様々な型があり、いまだに原因不明の部分が多く、治療法

も確立されていない難病である。

この病気で苦しむ患者は、日々、際限のない病状悪化に不安を抱きながら生

活しており、一日一日が大変貴重で切実である。

そうした中、 縁取り空胞型については、日本の研究者が世界に先駆けて治

療法開発研究を進めており、ようやく明るい兆しが見えてきたところである。

しかし、現実に治療薬とするまでには、今まで以上の研究推進と新薬の開発、

製品化において製薬会社の協力が不可欠である。

よって、国におかれては、次の措置を講じるよう強く要望する。

記

１ 遠位型ミオパチーの治療研究費増額により研究推進を図ること。

２ 希少疾病に対する新薬開発推進制度を早急に確立すること。

３ 遠位型ミオパチーを難治性疾患克服研究事業や特定疾患治療研究事業の対

象疾患に指定すること。

４ 上記３項目について、十分な財政措置を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

財 務 大 臣 与謝野 馨 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様
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議員発議案第９号

「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな

制定を求める意見書

現在、地域のさまざまな課題を解決するため、ＮＰＯ、協同組合、ボラン

ティア団体などによって地域に密着した公益性の高い活動が展開されてお

り、住民自身の力に大きな期待がかかっている。この一つの形態である「協

同労働の協同組合」は、参加する人が協同で出資し、協同で経営し、協同で

働くという形であり、雇う、雇われるという関係でなく、働くことを通じて

安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくり、人とのつながりや社会と

のつながりを大切にする働き方として、フリーター等のワーキングプアの受

け皿としても期待されている。

この「協同労働の協同組合」の理念の働き方を実践している人は、全国で

わかっているだけで約３万人、年３００億円にのぼる事業規模と言われてい

る。既に欧米では、労働者協同組合（ワーカーズコープ、ワーカーズコレク

ティブ）についての法制度が整備されているところである。

しかし、我が国では、この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないた

め、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができなかったり、

社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題がある。

よって、国におかれては、社会の実情を踏まえ、地域活性化の視点からも、

協同出資・協同経営で働く協同組合法（仮称）の速やかな制定されるよう強

く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様

厚 生 労 働 大 臣 舛 添 要 一 様

経 済 産 業 大 臣 二 階 俊 博 様
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議員発議案第１０号

北朝鮮による日本人拉致問題の解決のため経済制裁の延長と追加制裁

などを求める意見書

北朝鮮は、昨年６月の日朝実務者協議において約束した拉致被害者の再調

査について、その後何ら動きを見せておらず、拉致問題は大きな進展がない

状態である。

一方、昨年１０月に米国による北朝鮮のテロ支援国家指定が解除されたこ

とは、拉致問題の解決に大きな影響をあたえている。

国は、北朝鮮船舶の入港禁止措置及び北朝鮮からすべての品目の輸入禁止

措置などの制裁を行っているが、その期限が、６ヵ月ごとの更新で４月１３

日に到来することから、引き続き、経済制裁を延長することは当然であり、

輸出禁止や北朝鮮がチャーターした船舶の入港禁止などの措置を追加して、

北朝鮮に対して圧力をかけることが不可欠である。

今般、ヒラリー・クリントン米国国務長官が北朝鮮による日本人拉致被害

者の家族と面会し、拉致問題について理解を示されているが、日本人拉致被

害者を一日も早く救出するためには、米国や韓国をはじめ国際社会に対して

強い支持と協力を求め、国際社会と協調して圧力をかけていくことが必要で

ある。

今後、国においては、拉致被害者の生存情報など情報収集活動を一層強化

するとともに、北朝鮮による日本人拉致問題の解決に向けて、ねばり強い対

話と経済制裁を含めた積極的な行動を進めるよう、強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２１年３月１８日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 河 野 洋 平 様

参 議 院 議 長 江 田 五 月 様

内 閣 総 理 大 臣 麻 生 太 郎 様

総 務 大 臣 鳩 山 邦 夫 様

法 務 大 臣 森 英 介 様

外 務 大 臣 中曽根 弘 文 様

国家公安委員会委員長 佐 藤 勉 様
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郡

２
人

東
臼
杵
郡

１
人

［
略
］

［
略
］

附
則

こ
の
条
例
は
、
次
の
一
般
選
挙
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
２
条
の
規
定
は
、
平
成
2
1
年
３
月
3
0
日
か
ら
施
行
す
る
。
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請 願 一 覧 表



総 括 表（その１）

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 － － －

厚 生 １ ２ ３

商 工 建 設 １ １ ２

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ２ ３ ５
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新 規 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 17 号 受理年月日 平成２１年 ２月２７日

請 願 者 宮崎市大島町天神前1171番地

住所・氏名 医師・医学生署名をすすめる宮崎の会

代表 日高 明義

（要旨）

地域医療の再生を求める意見書提出の請願書

（請願の趣旨）

世界に誇る日本の医療システムは、公的医療費が抑制される中

でも、今日まで現場の医療関係者の懸命な努力で支えられてきま

した。しかし、ここにいたって現場の医師の頑張りも限界を越え、

産科・小児科、救急医療をはじめ全国で勤務医不足が顕在化し、

医療崩壊がドミノ倒しのように広がっています。現在日本の医師

の絶対数不足は、国際比較でも明らかで、特に病院医療を担う勤

務医不足は深刻です。宮崎県内においても昨年、県立延岡病院の

消化器内科が休診し、平成21年４月からは腎臓内科や神経内科も

休診せざるを得ない状況に追い込まれています。宮崎市でも宮崎

市郡医師会病院の内科医不在に伴い昨年７月より８つの病院が輪

番制で当直・夜間帯の内科救急患者を受け入れる状態が続いてい

ます。

このように救急医療体制をはじめとした地域医療を取り巻く状

請願の件名 況は深刻化しており多くの県民が日々、不安を感じています。

今こそ、国は必要な予算措置をとり、実効ある対策を早急に実

施することで、医療崩壊を阻止し、国民皆保険制度に対する国民

からの信頼を回復するように努めなければなりません。

つきましては、地域医療再生のために下記の事項について国に

対しての意見書を提出下さいますよう請願致します。

記

１、地域医療を守るために、勤務医が働き続けられるよう抜本

的な施策を早急に講ずること。

２、ＯＥＣＤ諸国並みの医師数をめざして、大幅な医学部定員

増を早急に行うこと。そのために医学部の教育体制を拡充

すること。

３、生涯にわたって全国どこでも医師が学び続けられるように、

指導医の確保など医師研修制度を充実させること。

４、それらに必要な予算措置をとること。
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紹 介 議 員 萩原 耕三

新見 昌安

外山 良治

図師 博規

田口 雄二

前屋敷恵美

摘 要
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 18 号 受理年月日 平成２１年 ２月２７日

請 願 者 宮崎市吉村町西田甲６７９－１番地

住所・氏名 日本労働者協同組合連合会（ワーカーズコープ）

センター事業団 宮崎地域福祉事業所「なごみ」

所 長 中武 智子

「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）の速やかな

制定について意見書の提出を求める請願

（請願の要旨）

今、地域のさまざまな課題を解決するため、行政だけでなく、

住民自身の力に大きな期待がかかっています。そのようななかで、

地域に密着した公益性の高い活動が、ＮＰＯ（特定非営利活動法

人）、協同組合、ボランティア団体などによって事業展開されて

います。このひとつである「協同労働の協同組合」は、協同組合

に参加する人すべてが、協同で出資し、協同で経営し、協同で働

くかたちをとっており、「働くこと」を通じて「人と人とのつな

がりを取り戻し、コミュニティの再生をめざす」活動を続けてい

ます。全国には「協同労働の協同組合」の理念で活動している人

は、わかっているだけで約３万人にのぼり、事業規模は年３００

億円にのぼるとされています。事業内容は、介護・福祉サービス

や子育て支援、オフィスビルの総合管理など幅広く、企業で正規

請願の件名 に雇用されない若者や退職した高齢者が集まり、働きやすい職場

を自分たちでつくり、フリーターや「ワーキングプア」の受け皿

としても期待されています。

しかし現在この「協同労働の協同組合」には法的根拠がないた

め、社会的理解が不十分であり、団体として入札・契約ができな

かったり、社会保障の負担が働く個人にかかるなどの問題があり

ます。既に欧米では、労働者協同組合（ワーカーズコープ、ワー

カーズコレクティブ）についての法制度が整備されています。わ

が国でも「協同労働の協同組合」に関する法律（「協同出資・協

同経営で働く協同組合法」・仮称）の法制化を求める取組みが広

がり、８，０００を超える団体がこの法制度化に賛同し、国会で

も超党派の議員連盟が立ち上がるなど法制化の検討が始まりまし

た。

地域活性化の視点からも、この法制化の流れを推し進めるため、

国会でのしっかりとした議論と速やかな制定を強く要望いたしま

す。
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「協同労働の協同組合」は、だれもが希望と誇りをもって働き、

仕事を通じて安心と豊かさを実感できるコミュニティをつくり、

人とのつながりや社会とのつながりを大切にする働き方を目指し

ています。そして、市民主体のまちづくりを創造する市民事業を

おこし、働くこと・生きることに困難を抱える人々自身が、社会

的連帯のなかで仕事をおこし、社会に参加する道を開くものです。

以上のことから国に対し、別紙の項目について、意見書を提出

してくださいますよう請願いたします。

－ 記 －

一、「協同出資・協同経営で働く協同組合法」（仮称）を早期に制

定すること

紹 介 議 員 押川修一郎

宮原 義久

外山 良治

図師 博規

権藤 梅義

新見 昌安

前屋敷恵美

川添 博

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 ５ 号 受理年月日 平成１９年１２月１０日

請 願 者 宮崎市和知川原２丁目２５番１

住所・氏名 宮崎県社会保障推進協議会 会長 山田秀一

請願の件名 後期高齢者医療制度の充実を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

権藤 梅義

前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 ９ 号 受理年月日 平成２０年 ６月１９日

請 願 者 宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名 宮 崎 県 商 工 団 体 連 合 会 会 長 吉田 正春

請願の件名 「宮崎県中小企業振興基本条例（仮称）」の制定を求める請願

紹 介 議 員 前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

厚 生 常 任 委 員 会

請 願 番 号 請 願 第 11 号 受理年月日 平成２０年１２月 ４日

請 願 者 宮崎市祇園３丁目１５８

住所・氏名 宮崎県知的障害者施設保護者会連絡協議会

会長 川畑 紀一郎

請願の件名 障害者自立支援法の抜本的改善を求める請願

紹 介 議 員 外山 良治

十屋 幸平

宮原 義久

井上紀代子

前屋敷恵美

武井 俊輔

河野 哲也

摘 要
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総 括 表（その２）

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

議員定数・選挙区
１ － １

調査特別委員会

計 １ － １
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新 規 請 願

議員定数・選挙区調査特別委員会

請 願 番 号 請 願 第 16 号 受理年月日 平成２１年 ２月２５日

請 願 者 宮崎市和知川原３－９７

住所・氏名 平和・民主・革新の日本をめざす宮崎県の会（略称 宮崎県革新懇）

代表世話人 河野富士夫、鍬田萬喜雄、前田丈夫

宮崎県議会の議員定数削減と区割り改悪に反対する請願

（要旨及び理由）

県議会の議員定数・選挙区調査特別委員会は、議員定数を現行

の４５人から３９人に６人減らし、選挙区も１６区から１５区に

１区減らし、「１人区」は現行の７区から８区に１区増やす案を

決定しました。そして、今度の２月定例県議会で条例制定をはか

ろうとしています。

本来、県議会議員は議会制民主主義を担う者として県民を代表

し、要求や声を県政に反映させるとともに、県政の監視役として

重要な役割ももっています。その県議会議員が減らされるならば、

請願の件名 県民の声はますます県政に反映しにくくなり、県政のチェック役

としての役割も後退することは明らかです。しかも「１人区」は、

死票が多いという議員選出の仕組みです。これらはまさに住民自

治と民主主義の侵害です。

今回の議員削減案によって削減される予算は約１億円とのこと

ですが、県予算５６００億円余から見ればわずかなものです。む

しろ、諸事業での無駄づかいや冗費を削ることなどに真剣にとり

くみ、県議会議員の議席数を維持することを求めるものです。

以上の理由から、次の請願事項の採択を求めるものです。

１、宮崎県議会の議員定数を削減しないこと。

２、県議選挙区の１人区を増やさないこと。

３、１年間の期間を置き、アンケートや公聴会など県民の意思を

十分に確かめること。

紹 介 議 員 前屋敷 恵美

摘 要



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

会議録署名議員指名（徳重、外山良治両議員）

２月19日 木 本 会 議
議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第62号上程

知事提案理由説明

２月20日 金 休 会 （議案調査）

２月21日 土

２月22日 日

２月23日 月
休 会 （議案調査）

２月24日 火

議案第63号～第72号追加上程

２月25日 水
知事提案理由説明

代表質問（自由民主党・中村幸一議員、

本 会 議
自由民主党・水間篤典議員）

２月26日 木
代表質問（社会民主党宮崎県議団・太田清海議員、

愛みやざき・武井俊輔議員）

２月27日 金
代表質問（民主党宮崎県議団・井上紀代子議員、

公明党宮崎県議団・新見昌安議員）

２月28日 土

３月１日 日

３月２日 月
教育委員長発言

一般質問（横田、中野廣明、松田、川添、河野安幸各議員）

３月３日 火
本 会 議

一般質問（宮原、外山 衛、髙橋、徳重、田口各議員）

一般質問（黒木覚市、満行、長友、井本各議員）

３月４日 水 議案に対する質疑（前屋敷議員）

議案・請願委員会付託

３月５日 木
休 会 常任委員会（補正）

３月６日 金

３月７日 土

３月８日 日
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員長審査結果報告（議案第42号～第71号）

討論（議案第42号、第58号、第61号、第62号に反対）（前屋

３月９日 月 本 会 議
敷議員）

採決（議案第42号、第58号、第61号、第62号）（可決）

採決（議案第43号～第57号、第59号、第60号、第63号～第71

号）（可決）

３月10日 火

３月11日 水
休 会 常任委員会（当初）

３月12日 木

３月13日 金

３月14日 土

３月15日 日

３月16日 月
休 会

特別委員会

３月17日 火 （議事整理）

議席の一部変更

常任委員長審査結果報告(議案第１号～第41号、第72号並びに

請願）

討論（議案第１号、第23号、第24号、第34号～第36号、第39

号に反対）（前屋敷議員）

採決（議案第１号、第23号、第34号～第36号、第39号）(可

決）

採決（議案第24号）（可決）

３月18日 水 本 会 議 採決（議案第２号～第22号、第25号～第33号、第37号、第38

号、第40号、第41号、第72号）（可決）

採決（請願第17号、第18号）（採択）

採決（継続審査・調査案件）（委員長の申し出のとおり決

定）

特別委員長調査・審査結果報告

質疑（議員定数・選挙区調査特別委員長報告について）（濵

砂議員）

討論（請願第16号不採択に反対）（前屋敷議員）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

採決（請願第16号）(不採択）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第11号追加上程

採決(議員発議案第１号～第10号）（可決）

議員発議案第11号提案理由説明（緒嶋議員）

質疑（前屋敷議員）

議員発議案第11号に対する修正動議提出

修正動議趣旨説明（図師議員）

修正動議に対する質疑（前屋敷議員）

議員発議案第11号及び修正案に対する討論

３月18日 水 本 会 議 （原案に賛成、修正案に反対）（蓬原議員）

（原案、修正案ともに反対）(前屋敷議員）

（原案に反対、修正案に賛成）（満行議員）

（原案第３条に反対、修正案に賛成）(松田議員）

（原案に反対、修正案に賛成）(河野哲也議員）

（原案に反対）（井上議員）

（原案に反対）（濵砂議員）

採決（議員発議案第11号に対する修正案）(否決）〔記名投

票〕

採決 （議員発議案第11号）（可決）〔記名投票〕

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 坂 口 博 美

宮 崎 県 議 会 副 議 長 星 原 透

宮 崎 県 議 会 議 員 徳 重 忠 夫

宮 崎 県 議 会 議 員 外 山 良 治


